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序-1 

 

 

序章 調査計画の変更 

     （仮称）株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業に関し、「埼玉県環境影

響評価条例」（平成 6 年 埼玉県条例第 61 号）第 6 条の規定に基づき、「（仮称）株式会社シタ

ラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業に係る環境影響評価調査計画書」（以下、「調査

計画書」という。）の縦覧を行った。 

     調査計画書縦覧後、調査計画書についての知事意見等を配慮し、調査、予測及び評価の内容

を検討しなおすとともに、現地の状況を考慮して、調査内容の変更を行った。また、施設設計

の進捗に伴う事業計画の具体化と工事計画の一部を変更した。 

     これらの変更に伴い、「埼玉県環境影響評価条例」第 21 条第 1 項のただし書きの規定による

「調査計画書記載事項変更に係る手続き等免除承認申請書」を提出し、承認を受けた。 

 

 

 

 

  



序-2 

 

 

調査計画書記載事項変更に係る手続き等免除承認申請書 

様式第 5 号（1）（第 21 条関係） 

 

調査計画書記載事項変更に係る手続き等免除承認申請書 

                                     令和 4年 3 月 23 日 

（あて先） 

   埼玉県知事   

 

                          事業者の名称 株式会社シタラ興産 

                          代 表 者 名 代表取締役 設楽 竜也 

                          所 在 地 埼玉県深谷市折之口 1788-1 

                          電 話 番 号 048-574-0310 

 

 

調査計画書の記載事項の内容の変更について、手続き等を行わないことの承認を受けたいので、埼

玉県環境影響評価条例第 21 条第 1 項ただし書の規定により、変更内容検討書を添えて、次のとおり

申請します。 

 

対象事業の名称 （仮称）株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業 

行わない手続き等   全 部 ・ 一 部 （                  ） 

申 請 理 由 

調査計画書について知事意見等を勘案・配慮するとともに、現地の状況、施

設計画の進捗及び事業内容の具体化を踏まえ、調査、予測及び評価の内容を

検討し変更したため。 

 

 

 

 

 

  



序-3 

 

変更内容検討書 

様式第 4 号（1）（第 21 条関係） 

変更内容検討書 

                                   令和 4 年 3月 23 日作成 

 １ 対象事業の名称 

    （仮称）株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業 

 

 ２ 変更の内容 

表-1 変更の内容 

変更項目 

変更の内容 

備考 調査計画書

の内容 

変更後の 

内容 

第２章 対象事業の目的及び概要 

 2-2 対象事業の概要 

 

別紙 1 参照 別紙 1 参照 
調査計画書P5 表2-2-1 焼却施設の排ガス量の

変更 

別紙 2 参照 別紙 2 参照 調査計画書 P5 表 2-2-2 破砕施設の処理能力 

別紙 3 参照 別紙 3 参照 調査計画書 P6 図 2-2-3 燃え殻の追記 

別紙 4 参照 別紙 4 参照 
調査計画書 P7 表 2-2-3 既存建物解体の追記、

実施工程の修正 

別紙 5 参照 別紙 5 参照 調査計画書 P8 図 2-2-4 施設配置図の修正 

別紙 6 参照 別紙 6 参照 調査計画書 P10 表 2-2-6 排ガス諸元の変更 

別紙 7 参照 別紙 7 参照 
調査計画書 P11 2-2-8 給水計画・排水計画及び

水質汚濁防止計画の修正 

2-3 工事の概要 
別紙 8 参照 別紙 8 参照 

調査計画書P14 表2-3-1 既存建物解体の追記、

工事工程の修正 

第４章 調査項目 

 4-2 環境影響評価項

目の選定 
別紙 9 参照 別紙 9 参照 

調査計画書 P144 表 4-2-1(2) 廃棄物等の残土

の選定 

 4-3 環境影響評価項

目の選定理由及び選

定しない理由 

別紙10参照 別紙10参照 
調査計画書 P147 表 4-3-2(1) 水質の選定しな

い理由 

第５章 選定項目ごとの調査、予測及び評価方法 

 5-1 大気質 別紙11参照 別紙11参照 調査計画書 P151【調査手法(3)】交通量等 

5-2 騒音・低周波音 別紙12参照 別紙12参照 調査計画書 P159【調査手法(1)】調査期間 

5-3 振動 別紙13参照 別紙13参照 調査計画書 P167【調査手法(1)】調査期間 

5-4 悪臭 別紙14参照 別紙14参照 調査計画書 P174【調査手法(1)】【予測及び評価

の手法】調査地点・予測地点 

5-5 土壌 別紙15参照 別紙15参照 調査計画書 P178【調査内容】【調査手法(1)】【現

地調査地点一覧】調査項目 

5-6 動物 別紙16参照 別紙16参照 調査計画書 P182 【調査手法】調査期間 

5-9 景観 別紙17参照 別紙17参照 調査計画書 P192 【調査手法】【現地調査地点一

覧】調査地点 
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 ３ 変更の理由 

    調査計画書について知事意見等を勘案・配慮するとともに、現地の状況、施設計画の進捗及び

事業内容の具体化を踏まえ、調査、予測及び評価の内容を検討し変更しました。 

 ４ 変更後の関係地域 

    変更なし 

 ５ 変更後の環境影響評価の調査項目及び調査方法 

    別紙 1～14 のとおり 

 ６ 変更後の調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 

    － 

 ７ 変更後の環境の保全のための措置 

    － 

 ８ 変更後の対象事業の実施による影響の総合的な評価 

    － 

 ９ 変更後の事後調査の計画 

    － 

 

  備考 ６から９までについては、準備書の記載事項の内容を変更する場合にのみ記載すること。 
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別紙 1 2-2 対象事業の概要：表 2-2-1 焼却施設の概要 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   排ガスによる周辺への環境負荷低減に向け、排ガスの処理を見直したため、排ガス量の再計算を

行い、湿り及び乾き排ガス量を変更しました。 

 

 

  

表 2-2-1 焼却施設の概要 

項 目 内 容 

処理方式 流動床方式 

処理する廃棄物の種類 

紙くず、木くず、廃プラスチック類、繊維くず、動植物性残渣、ゴ

ムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、

汚泥、感染性廃棄物、廃油、廃酸、廃アルカリ、がれき類、燃え殻

（予定） 

処理能力 230 t/日（予定） 

排ガス量 
湿り排ガス量  93,910Nm3/h（予定） 

乾き排ガス量  72,877Nm3/h（予定） 

煙突高さ 41.5m（予定） 

稼働時間 24 時間連続運転 

年間稼働日数 330 日間（予定） 
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別紙 2 2-2 対象事業の概要：表 2-2-2 破砕施設の処理能力 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   破砕機の変更はありませんが、処理能力の算出を見直し変更しました。 

 

 

 

  

表 2-2-2 破砕施設の概要 

項 目 内 容 

処理する廃棄物の種類 

紙くず、木くず、廃プラスチック類、繊維くず、動植物性残渣、ゴ

ムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、

がれき類（予定） 

処理能力 2,466 t/日（予定） 

稼働時間 24 時間連続運転 

年間稼働日数 340 日間（予定） 

 

表 2-2-2 破砕施設の概要 

項 目 内 容 

処理する廃棄物の種類 

紙くず、木くず、廃プラスチック類、繊維くず、動植物性残渣、ゴムく

ず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき

類（予定） 

処理能力 4,711.68t/日 

稼働時間 24 時間連続運転 

年間稼働日数 340 日間 
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別紙 3 2-2 対象事業の概要：図 2-2-3 処理フロー 

【調査計画書の内容】               【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   施設設計の進捗に伴い、内容を具体化していく中で流動媒体と燃え殻を分けて記載したほうがわ

かりやすいため、併記しました。 
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排水受槽 

灰 灰 

再生利用、埋立 

流動媒体 

再生利用、埋立 

凡例 

     廃棄物の流れ 

     灰の流れ 

     排ガスの流れ 

     熱の流れ 

     水の流れ 

     排水の流れ 

     流動媒体の流れ 

     使用済み流動媒体の流れ 
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再生利用、埋立 再生利用、埋立 

凡例 

     廃棄物の流れ 

     灰の流れ 

     排ガスの流れ 

     熱の流れ 

     水の流れ 

     排水の流れ 

     流動媒体の流れ 

     燃え殻の流れ 

埋立 

燃え殻 流動媒体 
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別紙 4 2-2 対象事業の概要：表 2-2-3 対象事業の実施工程 

【調査計画書の内容】                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   知事意見を考慮し、既存建物の解体工事を実施工程に追加し、関係課の許認可に係る進捗を考慮

し、実施工程を見直しました。 

 

 

 

  

表 2-2-3 対象事業の実施工程 

 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 

環境影響評価 

（評価書までの手続き） 

       

工事 

土工事 
       

建築工事 
       

プラント工事 
       

施設供用 
       

 

表 2-2-3 対象事業の実施工程 

 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 

環境影響評価 

（評価書までの手続き） 

       

工事 

既存建物解体 
       

土工事 
       

建築工事 
       

プラント工事 
       

施設供用 
       

 



序-9 

 

 

別紙 5 2-2 対象事業の概要：図 2-2-4 施設配置図 

【調査計画書の内容】                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-4 施設配置図 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-4 施設配置図 

 

【変更箇所】 

   施設設計の進捗に伴い、内容を具体化していく中で施設の配置を見直したため変更しました。 
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別紙 6 2-2 対象事業の概要：表 2-2-6 排ガスの諸元 

【調査計画書の内容】                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   排ガスによる周辺への環境負荷低減に向け、排ガスの処理を見直したため、排ガス量の再計算を

行い、湿り及び乾き排ガス量と排ガス吐出速度、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素の排出濃度を

変更しました。 

   住民からの要望を踏まえ、排出濃度に規制基準を追加しました。 

 

 

  

表 2-2-6 排ガスの諸元 

項  目 単  位 諸  元 

煙突 
高さ （m） 41.5 

頭頂口径 （m） 1.5 

排ガス量 
湿り排ガス量 （Nm3/h） 93,910 

乾き排ガス量 （Nm3/h） 72,877 

排ガス温度 （℃） 179 

排ガス吐出速度 （m/s） 24.4 

排出濃度※ 

硫黄酸化物 （ppm） 167 

窒素酸化物 （ppm） 180 

ばいじん （g/Nm3） 0.04 

塩化水素 （mg/Nm3） 200 

ダイオキシン類 （ng-TEQ/m3N） 0.1 

水銀 （μg/m3） 30 

     ※ 排出濃度は酸素濃度 12％換算値 
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別紙 7 2-2 対象事業の概要：2-2-8 給水計画・排水計画及び水質汚濁防止計画 

【調査計画書の内容】                

  2.排水計画 

     プラントからの排水は、焼却炉及び減温塔に噴霧するため、排水の計画地外への排水はない。 

     プラントエリアへの雨水の一部は集水し焼却炉及び減温塔に噴霧する。それ以外の雨水は、 

    計画地内の雨水浸透槽で地下浸透する。 

     生活排水は、公共下水道へ排水する。 

 

【変更後の内容】 

  2.排水計画 

     施設の稼働に伴い発生する排水は、冷却水、ボイラ水、純水装置廃液、受入ごみピット汚水、

プラットホーム洗車・清掃排水と施設メンテナンス時の排水がある。これらの排水は配管等で

炉内用及び減温塔用排水受槽もしくは非常用水槽に集水し、施設稼働時は焼却炉及び減温塔に

噴霧し、施設停止時は水槽に一時貯留し、施設稼働時に焼却炉及び減温塔に噴霧するため、計

画地外への排水はない。 

     プラントエリアへの初期雨水（3mm 3m3分）は油水分離槽を経由し非常用水槽に集水し、焼却

炉及び減温塔に噴霧するため、計画地外への排水はない。それ以外の雨水（3mm を超える）は、

油水分離槽を経由し計画地内の雨水浸透槽で地下浸透する。また、大量の降雨により敷地内雨

水浸透槽にオーバーフローが発生する場合に備え、雨水浸透槽から工業団地内の雨水排水管へ

の排水経路を確保する。 

     生活排水は、合併処理浄化槽で処理し、工業団地内の市道幹 2 号側にある排水管へ排水する。 

     給排水のフローを図 2-2-6 に、雨水浸透槽の位置及び生活排水排水口を図 2-2-7 に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-6 給排水のフロー        図 2-2-7 井戸、雨水浸透槽及び浄化槽処理水排水口の位置 

 

【変更箇所】 

   施設設計の進捗に伴い、内容を具体化していく中で、施設停止時のプラント排水、雨水、生活排

水の排水計画を見直したため変更し、修正を行い図を追加しました。 
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別紙 8 2-2 工事の概要：表 2-3-1 工事工程 

【調査計画書の内容】                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   知事意見を考慮し、既存建物の解体工事を工事工程に追加し、関係課の許認可に係る進捗を考慮

し、工事工程を見直しました。 

 

 

 

 

  

表 2-3-1 工事工程 

 令和 5年 令和 6年 令和 7年 令和 8年 

設計・申請許可 
    

土木建築工事 
    

プラント工事 
    

施設供用 
    

 

表 2-3-1 工事工程 

 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 

設計・申請許可 
    

既存建物解体工事 
    

土木建築工事 
    

プラント工事 
    

施設供用 
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別紙 9 4-1 調査項目 4-2 環境影響評価項目の選定 

【調査計画書の内容】              【変更後の内容】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   施設設計、工事計画の進捗に伴い、内容を具体化していく中で、工事での残土の発生が見込まれ

たため変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



序-14 

 

 

別紙 10 4-3 環境影響評価項目の選定理由及び選定しない理由：表 4-3-2(1)環境影響評価項目として

選定しない理由(1) 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   施設設計の進捗に伴い、内容を具体化していく中で、雨水、生活排水の排水計画を見直したため

変更しました。  
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別紙 11 5-1 大気質：【調査手法】交通量等の調査地点、調査期間等 

【調査計画書の内容】               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   調査時点の現地の状況及び事業計画を考慮し、環境影響評価の予測及び評価に必要な内容を適切

かつ効果的に把握するため、交通量調査地点を１地点追加し 2 地点とし、調査を 1 日から平日・休

日の各 1 日間に変更しました。  
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別紙 12 5-2 騒音・低周波音：【調査手法】環境騒音、道路交通騒音、低周波音、交通量等の調査期間

等 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   調査時点の現地の状況及び事業計画を考慮し、環境影響評価の予測及び評価に必要な内容を適切

かつ効果的に把握するため、調査を 1 日から平日・休日の各 1 日間に変更しました。 
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別紙 13 5-3 振動：【調査手法】環境振動、道路交通振動、交通量等の調査期間等 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   調査時点の現地の状況及び事業計画を考慮し、環境影響評価の予測及び評価に必要な内容を適切

かつ効果的に把握するため、調査を 1 日から平日・休日の各 1 日間に変更しました。 
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別紙 14 5-4 悪臭：【調査手法】【予測方法】悪臭の調査地点、予測地点 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

  

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   関係課からの意見を考慮し、環境影響評価の予測及び評価に必要な内容を適切かつ効果的に把握

するため、調査地点及び予測地点を追加しました。 
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別紙 15 5-5 土壌：【調査内容】【調査手法(1)】【現地調査地点一覧】 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   土壌の汚染に係る環境基準の項目の数を誤記していたため、27項目から28項目に変更しました。 
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別紙 16 5-6 動物：【調査手法】調査期間 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   調査時点の現地の状況及び事業計画を考慮し、環境影響評価の予測及び評価に必要な内容を適切

かつ効果的に把握するため、哺乳類の調査期間に早春季を追加しました。 
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別紙 17 5-9 景観：【調査手法】【現地調査地点一覧】 

【調査計画書の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更箇所】 

   知事意見を考慮し、環境影響評価の予測及び評価に必要な内容を適切かつ効果的に把握するため、

調査地点及び予測地点を追加しました 
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 第１章 

   事業者の名称及び住所 
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第１章 事業者の名称及び住所 

 

 1-1 事業者の名称及び代表者の氏名 

     名 称：株式会社シタラ興産 

     代表者：代表取締役 設楽 竜也 

 

 1-2 主たる事務所の住所 

     所在地：埼玉県深谷市折之口 1788-1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２章 

   対象事業の概要 
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第２章 対象事業の概要 

 2-1 対象事業の名称、種類及び目的 

 2-1-1 対象事業の名称 

     名 称：（仮称）株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業 

 

 2-1-2 対象事業の種類 

     種 類：廃棄物処理施設の設置（埼玉県環境影響評価条例施行規則 別表第 1 第 6 号） 

 

 2-1-3 対象事業の目的 

     当社では、廃棄物の破砕・選別・RPF（固形燃料）・コンポストなど再生利用を図っている。

近年、廃棄物を取り巻く環境の変化により最終処分場の確保、廃プラスチック類の処理が大き

な課題となっている。 

     そのため、当社では焼却による最終処分量の大幅な減少が可能な焼却施設の整備を、既存施

設がある深谷市内の工業団地内に計画したものである。 

     焼却前にも選別を行い再生利用が可能なものを取り除くが、焼却後も再生利用をできる限り

行うとともに、焼却により発生した熱を利用し発電も行う施設を整備する。 

 

 2-2 対象事業の概要 

 2-2-1 対象事業実施区域の位置 

     対象事業実施区域の位置を図 2-2-1 及び図 2-2-2 に示す。敷地面積は約 7,167m2となる。 

 

      対象事業実施住所：埼玉県深谷市上野台字松原 1450-15、1450-16、1450-17 
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図 2-2-1 対象事業実施区域位置図 

 

深谷市 

熊谷市 

1：12500 
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市道 I-120 号 

上越新幹線 
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図 2-2-2 対象事業実施区域位置図（航空写真） 

  

資料：国土交通省ホームページ 

   （2009 年撮影） 

市道幹 2 号 

市道幹 2 号 

市道 I-120 号 

UACJ 深谷製造所 

上越新幹線 
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 2-2-2 対象事業の計画 

  1. 焼却施設 

     焼却施設の概要を表 2-2-1 に示す。 

 

表 2-2-1 焼却施設の概要 

項 目 内 容 

処理方式 流動床方式 

処理する廃棄物の種類 

紙くず、木くず、廃プラスチック類、繊維くず、動植物性残渣、ゴムく

ず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、汚泥、

感染性廃棄物、廃油、廃酸、廃アルカリ、がれき類、燃え殻（予定） 

処理能力 230t/日 

排ガス量 
湿り排ガス量  94,205m3N/h 

乾き排ガス量  73,174m3N/h 

排気筒高さ 41.5m 

発電量 3,200kW 

稼働時間 24 時間連続運転 

年間稼働日数 330 日間 

 

  2. 破砕施設 

     破砕施設の概要を表 2-2-2 に示す。 

 

表 2-2-2 破砕施設の概要 

項 目 内 容 

処理する廃棄物の種類 

紙くず、木くず、廃プラスチック類、繊維くず、動植物性残渣、ゴムく

ず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき

類（予定） 

処理能力 4,711.68t/日 

稼働時間 24 時間連続運転 

年間稼働日数 340 日間 

 

  3. 処理フロー 

     対象事業のフローを図 2-2-3 に示す。なお、フローは現在のものであり、今後、関係する法

令の協議や環境影響評価の結果により変更する可能性がある。 
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図 2-2-3 処理フロー 
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 2-2-3 対象事業の実施期間 

     本事業に係る施設供用までの全体工程を表 2-2-3 に示す。 

     環境影響評価の手続きを令和 5 年まで、その後施設建設を行い、令和 8 年後半での供用開始

を予定している。 

 

表 2-2-3 対象事業の実施工程 

 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 

環境影響評価 

（評価書までの手続き） 

       

工事 

既存建物解体 
       

土工事 
       

建築工事 
       

プラント工事 
       

施設供用 
       

 

 2-2-4 施設の配置 

     計画地内の施設配置を図 2-2-4 に、廃棄物受入棟の平面図を図 2-2-5(1)～図 2-2-5（9）に

示す。 

     計画地内の建物は廃棄物受入棟及び計量棟等とその他にプラントの配置を予定している。 

     なお、配置図は現在のものであり、今後、関係する法令の協議や環境影響評価の結果により

変更する可能性がある。 
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図 2-2-4 施設配置図  
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図 2-2-5(1) 廃棄物受入棟平面図（地下 1 階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-5(2) 廃棄物受入棟平面図（1 階） 
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図 2-2-5(3) 廃棄物受入棟平面図（2 階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-5(4) 廃棄物受入棟平面図（3 階） 
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図 2-2-5(5) 廃棄物受入棟平面図（4 階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-5(6) 廃棄物受入棟平面図（5 階） 
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図 2-2-5(7) 廃棄物受入棟平面図（6 階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-5(8) 廃棄物受入棟平面図（7 階） 

 

  



2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-5(9) 廃棄物受入棟平面図（R 階） 

 

 2-2-5 主要設備の概要 

     主要設備の概要を表 2-2-4 に示す。 

      

表 2-2-4 主要施設の概要 

主要設備 名 称 

受入供給設備 ごみ計量機、受入ごみピット、ごみクレーン、破砕機 

燃焼設備 焼却炉、起動バーナ、再燃バーナ 

燃焼ガス冷却設備 廃熱ボイラ、空冷復水器、脱気器、純水装置 

排ガス処理設備 減温塔、バグフィルタ、触媒反応塔、定量切出装置 

余熱利用設備（発電設備） 蒸気タービン、発電機 

通風設備 ファン、排気筒 

灰処理設備 集合灰加湿機、重金属固定剤注入設備、コンベヤ 

給水設備 冷却塔、ポンプ、タンク 

排水処理設備 水槽、ポンプ 
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 2-2-6 焼却物の組成 

     焼却物の組成を表 2-2-5 に示す。 

 

表 2-2-5 焼却物の組成 

対象廃棄物 
焼却量 

（t/日） 

焼却割合 

（％） 
対象廃棄物 

焼却量 

（t/日） 

焼却割合 

（％） 

紙くず 20.0 8.70 感染性廃棄物 2.0 0.87 

木くず 20.0 8.70 廃油 3.9 1.70 

廃プラスチック類 80.0 34.78 廃酸 6.4 2.78 

繊維くず 20.0 8.70 廃アルカリ 6.4 2.78 

動植物残渣 35.0 15.22 廃油（特管物） 0.1 0.04 

ゴムくず 0.2 0.09 廃酸（特管物） 0.1 0.04 

金属くず 2.0 0.87 廃アルカリ（特管物） 0.1 0.04 

ガラスくず・コンクリ

ートくず及び陶磁器

くず 

2.0 0.87 
がれき類 1.0 0.43 

燃え殻 0.8 0.35 

汚泥 30.0 13.04 合 計 230.0 100 

 

 2-2-7 焼却残さの処理・処分 

     廃棄物の焼却に伴い発生する灰は、全量をばいじん（飛灰）として捕集し、可能な限り造粒

固化等を行う再生業者で再生利用するが、埋立による最終処分も行う。 

     燃え殻は、可能な限り造粒固化等を行う再生業者で再生利用するが、埋立による最終処分も

行う。 

     流動媒体は、埋立による最終処分を行う。 
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 2-2-8 排ガス処理計画及び大気汚染防止計画 

  1. 排ガス処理計画 

     廃棄物の焼却に伴い発生する排気筒排ガスの排出濃度の計画と当該施設に係る規制基準等

を表 2-2-6 に、排ガス処理設備の計画を表 2-2-7 に示す。 

 

表 2-2-6 排ガスの諸元 

項  目 単  位 諸  元 規制基準等 

排気筒 
高さ （m） 41.5 － 

筒頂口径 （m） 1.5 － 

排ガス量 
湿り排ガス量 （m3N/h） 94,205 － 

乾き排ガス量 （m3N/h） 73,174 － 

排ガス温度 （℃） 179 － 

排ガス吐出速度 （m/s） 24.5 － 

排出濃度※ 

硫黄酸化物 （ppm） 164 K 値 17.5 

窒素酸化物 （ppm） 165 180 

ばいじん （g/m3N） 0.04 0.04 

塩化水素 （mg/m3N） 56 200 

ダイオキシン類 （ng-TEQ/m3N） 0.1 0.1 

水銀 （μg/m3） 30 30 

 ※ 排出濃度は酸素濃度 12％換算値 

 

表 2-2-7 排ガス処理設備の概要 

処理対象物質 処理設備 

ばいじん バグフィルタ 

硫黄酸化物、塩化水素 消石灰吹込（乾式法）、バグフィルタ 

窒素酸化物 尿素水噴霧 

ダイオキシン類 活性炭吹込（乾式法）、バグフィルタ、触媒反応塔 

水銀 活性炭吹込（乾式法）、バグフィルタ 

 

  2. 大気汚染防止計画 

     施設供用時の大気汚染防止計画を以下に示す。 

  

     ◯排ガスの排出濃度は、大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例に定める規制基準を遵

守するとともに、定期的な測定、モニタリングを実施し、適正な運転管理を行う。 

     ◯排ガス処理設備の適切な維持管理を行い、排ガス中の大気汚染物質の低減を図る。 

     ◯焼却する廃棄物の組成の均一化を図り、安定した燃焼を行う。 

     ◯燃焼温度、ガス滞留時間等、安定燃焼を確保し適正な運転管理を行う。 
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 2-2-9 給水計画・排水計画及び水質汚濁防止計画 

  1. 給水計画 

     プラントでは主に焼却炉及び減温塔で水を使用するため、最大で約 300t/日の地下水を揚水

し使用するが、緊急用として上水道の使用も計画している。 

     地下水は、計画地内に設置する井戸より採取する。井戸の設置予定位置を図 2-2-7 に示す。 

     施設供用時の地下水使用量抑制計画を以下に示す。 

     ○施設等で使用する水は、可能な限り再利用し地下水揚水量の抑制に努める。 

     ○地下水の使用量を把握するため、採取量を記録する。 

     ○計画地内での雨水の地下浸透を図る。 

 

  2. 排水計画 

     施設の稼働に伴い発生する排水は、冷却水、ボイラ水、純水装置廃液、受入ごみピット汚水、

プラットホーム洗車・清掃排水と施設メンテナンス時の排水がある。これらの排水は配管等で

炉内用及び減温塔用排水受槽もしくは非常用水槽に集水し、施設稼働時は焼却炉及び減温塔に

噴霧し、施設停止時は水槽に一時貯留し、施設稼働時に焼却炉及び減温塔に噴霧するため、計

画地外への排水はない。 

     プラントエリアへの初期雨水（3mm 3m3分）は油水分離槽を経由し非常用水槽に集水し、焼却

炉及び減温塔に噴霧するため、計画地外への排水はない。それ以外の雨水（3mm を超える）は、

油水分離槽を経由し計画地内の雨水浸透槽で地下浸透する。また、大量の降雨により敷地内雨

水浸透槽にオーバーフローが発生する場合に備え、雨水浸透槽から工業団地内の雨水排水管へ

の排水経路を確保する。 

     生活排水は、合併処理浄化槽で処理し、工業団地内の市道幹2号側にある排水管へ排水する。 

     給排水のフローを図 2-2-6 に、雨水浸透槽の位置及び生活排水排水口を図 2-2-7 に示す。 

 

  3. 水質汚濁防止計画 

     施設供用時の水質汚濁防止計画を以下に示す。 

     〇プラントからの排水と雨水及び生活排水の集水等の設備は系統別に配管し、種類の異なる

排水を混合させない。 

     〇プラントからの排水、プラントエリアの初期雨水と施設メンテナンス時の排水は、焼却炉

及び減温塔で噴霧水として使用し計画地外には排水しない。 

     〇施設停止時のプラント排水は水槽に貯留し、施設稼働時に焼却炉及び減温塔で噴霧水とし

て使用する。 

     〇廃油タンク等油タンクには防油堤を設置し、周辺への流出を防止する。 

     〇生活排水を処理する合併処浄化槽は、適切な維持管理を行う。 

     〇初期雨水以外の雨水は、油水分離後に雨水浸透槽で地下浸透するが、雨水浸透槽及び集水

管等は清掃等の適切な維持管理を行う。 

     〇多量の雨水により敷地内の雨水浸透槽にオーバーフローが発生する場合には、敷地内に雨

水があふれださないよう雨水浸透槽のオーバーフロー水を工業団地内の雨水排水管に排

水する。 
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図 2-2-6 給排水のフロー 
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図 2-2-7 井戸、雨水浸透槽及び浄化槽処理水排水口の位置 
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 2-2-10 騒音・低周波音、振動防止計画 

     施設供用時の騒音・低周波音、振動防止計画を以下に示す。 

 

     〇設備機器は実行可能な範囲で、低騒音型及び低振動型の機種を選択する。 

     〇騒音を発生させる機器は、可能な限り屋内設置とし、屋外設置の機器については、必要に

応じて、防音対策を行う。 

     ◯振動を発生させる機器類は、振動の伝搬を防止するため、独立基礎、防振装置等を検討す

る。 

     ○各設備は、定期的な点検を実施し、適切な運転ができるよう維持管理を徹底する。 

     ○計画地外への騒音を抑制するため、敷地境界に遮音壁や緑地帯を設置する。 

 

 2-2-11 悪臭防止計画 

     施設供用時の悪臭防止計画を以下に示す。 

 

     ○受入ごみピット及び汚泥ホッパ室内は密閉構造とし、ピット内等の空気を燃焼用空気とし

て吸引し、内部の圧力を周囲より下げることにより臭気の漏洩を防止する。 

     ○施設停止時には脱臭装置を稼働させ、悪臭の漏洩を防止する。 

     ◯燃焼温度、ガス滞留時間等、安定燃焼の確保し適正な運転管理を行う。 

     ○プラットホームや敷地内は定期的に清掃を行う。 

 

 2-2-12 温室効果ガス発生抑制計画 

     施設供用時の温室効果ガス発生抑制計画を以下に示す。 

 

     ○廃棄物焼却の熱を利用し、高効率の発電を行う。発電した電力は施設で利用し、余剰電力

は売電する。 

     ○施設には省エネルギー機器の導入を図る。 

 

 2-2-13 車両運行計画 

     廃棄物運搬車両の走行ルートを図 2-2-8 に示す。 

     施設供用時の車両運行計画を以下に示す。 

 

     ○車両運転手に対し、不必要な空ぶかしの抑制、アイドリングストップ等のエコドライブを

実施するよう指導する。 

     ○低排出ガス型や低騒音型車両の導入に努める。 

     ○廃棄物運搬車両は、点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるなど適正な走行に努める。 

     ◯廃棄物運搬車両が集中しないよう計画的な搬入に努める。 
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図 2-2-8 廃棄物運搬車両の走行ルート 

  

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

市道幹 2 号 

市道 I-120 号 

市道幹 2 号 

UACJ 深谷製造所 

上越新幹線 

交通安全環境研究所 
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 2-3 工事の概要 

 2-3-1 工事工程 

     工事工程を表 2-3-1 に示す。工事は既存建物の解体を含め、令和 5年から令和 8 年にかけて

実施する計画である。 

      

表 2-3-1 工事工程 

 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 

設計・申請許可 
    

既存建物解体工事 
    

土木建築工事 
    

プラント工事 
    

施設供用 
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 2-3-2 工事用車両の走行ルート 

     工事用の資材運搬及び工事車両の主要な走行ルートは、図 2-2-8（P2-19 参照）に示す廃棄物

運搬車両走行ルートと同じとする。 

      

 2-3-3 工事中の環境保全計画 

  1. 建設機械 

     ○建設機械の稼働が集中しないよう工事計画を検討する。 

     ○建設機械は、実行可能な範囲で排出ガス対策型、低騒音型、低振動型の機種を使用する。 

     ○建設機械の点検、整備を適切に行い、性能の維持に努める。 

     ○建設機械の不必要な空ぶかしや過負荷運転の抑制に努める。 

     ○建設機械の稼働は、原則として日曜日は行わず、午前 8 時から午後 5 時までとする。 

     ○敷地境界には仮囲いを設け、粉じんの飛散防止、騒音の抑制を図る。 

     ○必要に応じ散水を行い、粉じんの飛散防止を図る。  

 

  2. 資材等運搬車両 

     ○資材等運搬車両が集中しないよう工事計画を検討する。 

     ○資材等運搬車両は、実行可能な範囲で最新の排出ガス規制適合車等を使用する。 

     ○資材等運搬車両は、点検、整備を適切に行う。 

     ○資材等運搬車両の過積載防止を徹底する。 

     ○資材等運搬車両は、原則として日曜日は走行せず、走行時間は午前 8 時から午後 6 時まで

とする。 

     ○資材等運搬車両の不必要な空ぶかしの抑制、アイドリングストップに努める。  

     ○資材等運搬車両のタイヤに付着した土等の飛散を防止するため、工事車両出入口付近に水

洗いの設備を設ける。 

     ○土砂等の運搬車両は、荷台からの土砂等の飛散を防止するためシートを掛ける。 

 

  3. その他 

     ○工事中の降雨により発生する濁水は、計画地内に仮設の油水分離槽と雨水浸透槽を設置し

地下浸透する。また、降雨により大量の雨水が発生した場合は、油水分離後に工業団地内

の既設の雨水排水管に排水する。 

     ○工法などを検討し、騒音振動を抑制する。 

     ○掘削等により発生した土砂等は、シートなどで覆い土砂の流出、飛散を防止する。 

     ○工事中に発生した廃棄物等は、関係法令等を遵守し適正処理を図る。また、分別を徹底し

減量化、資源化に努める。 

     ○再生資材、再利用資材の活用に努める。 

     ○計画地内で切土と盛土のバランスを図り、残土の発生を抑制する。 
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第３章 地域の概況 

     既存資料の収集・整理により、地域の概況を把握する。既存資料の調査範囲は、埼玉県環境

影響評価条例施行規則第三条の規定における「環境に影響を及ぼす地域に関する基準」に基づ

き、図 3-1 に示す対象事業実施区域から 3km とし、深谷市、熊谷市の 2市（以下「関係市」と

いう。）を基本とする。 

     なお、項目及び既存資料の内容により、調査範囲を拡大または縮小することがある。 

     本文章中における資料は、令和 4年 2月までに入手可能な文献とした。 
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図 3-1 既存資料調査の調査範囲 

UACJ 深谷製造所 

上越新幹線 

交通安全環境研究所 

航空自衛隊熊谷基地 

JR 高崎線 

国道 140 号 

国道 140 号 

国道 17 号 

秩父鉄道 
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 3-1 社会的状況 

 3-1-1 人口・産業 

  1. 人口及び世帯数 

     関係市の人口及び世帯数の推移を表 3-1-1-1、図 3-1-1-1 に示す。 

     深谷市、熊谷市ともに、人口は減少傾向、世帯数は増加傾向で推移している。 

 

表 3-1-1-1 人口及び世帯数の推移 

  平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2年 

深谷市 
人口 （人） 146,461 143,811 144,618 141,268 

世帯数 （戸） 49,249 53,384 50,859 55,854 

熊谷市 
人口 （人） 204,675 198,742 203,180 194,415 

世帯数 （戸） 72,225 77,004 75,413 80,153 

                               （資料：国勢調査 各年 10 月 1日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-1 人口及び世帯数の推移 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

世
帯
数
（
戸
）

人
口
（
人
）

（年）

人口（深谷市） 人口（熊谷市）

世帯数（深谷市） 世帯数（熊谷市）



3-4 

  2. 産業 

  1) 事業所及び従業者の状況 

     関係市の事業所数及び従業者数の推移を表 3-1-1-2、図 3-1-1-2 に示す。 

     深谷市、熊谷市ともに、事業所数及び従業者数は減少傾向で推移している。 

 

表 3-1-1-2 事業所及び従業者の推移 

  平成 21 年 平成 24 年 平成 26 年 平成 28 年 

深谷市 
事業所数 （事業所） 6,047 5,512 5,616 5,369 

従業者数 （人） 61,556 54,985 57,778 55,344 

熊谷市 
事業所数 （事業所） 9,423 8,531 8,586 8,140 

従業者数 （人） 97,238 87,755 94,240 82,550 

                                   （資料：経済センサス-活動調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-2 事業所及び従業者の推移 
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     関係市の産業大分類別事業所数を表 3-1-1-3、割合を図 3-1-1-3 に示す。 

     深谷市、熊谷市とも、卸売業,小売業の割合が最も高く、次いで宿泊業,サービス業、建設業

となっている。 

 

表 3-1-1-3 産業大分類別事業所数 

                                             （単位：事業所） 

分類 
事業所数 

分類 
事業所数 

深谷市 熊谷市 深谷市 熊谷市 

農業,林業 58 24 金融業,保険業 54 150 

漁業 － － 不動産業,物品賃貸業 255 391 

鉱業,採石業,砂利採取業 － 1 学術研究,専門･技術サービス業 150 347 

建設業 597 838 宿泊業,飲食サービス業 644 1,017 

製造業 552 579 生活関連サービス業,娯楽業 496 777 

電気・ガス・熱供給・水道業 6 5 教育,学習支援業 155 318 

情報通信業 12 62 医療,福祉 480 665 

運輸業,郵便業 177 194 複合サービス事業 33 42 

卸売業,小売業 1,327 2,152 サービス業 373 578 

                             （資料：経済センサス-活動調査 データは平成 28 年） 

 

 

深谷市                     熊谷市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-3 産業大分類別事業所数 
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  2) 商業の状況 

     関係市の商業の推移を表 3-1-1-4、図 3-1-1-4(1) 及び図 3-1-1-4(2)に示す。 

     深谷市、熊谷市とも、事業所数、従業者数、年間商品販売額において、年によるばらつきが

みられる。 

 

表 3-1-1-4 商業の推移 

  平成 16 年 平成 19 年 平成 26 年 平成 28 年 

深谷市 

事業所数 （事業所） 1,485 1,430 1,051 1,124 

従業者数 （人） 10,126 10,462 9,014 9,551 

年間商品販売額 （百万円） 231,402 296,561 237,407 282,266 

熊谷市 

事業所数 （事業所） 2,533 2,393 1,604 1,791 

従業者数 （人） 18,558 17,798 13,318 14,662 

年間商品販売額 （百万円） 814,445 783,807 552,460 713,292 

                                          （資料：商業統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-4(1) 商業の推移（深谷市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-4(2) 商業の推移（熊谷市）  
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  3) 工業の状況 

     関係市の工業の推移を表 3-1-1-5、図 3-1-1-5(1)及び図 3-1-1-5(2)に示す。 

     深谷市、熊谷市とも、事業所数、従業者数、製造品出荷額において、平成 28 年以降は横ばい

となっている。 

 

表 3-1-1-5 工業の推移 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 

深谷市 

事業所数 （事業所） 282 257 261 260 258 

従業者数 （人） 13,069 13,323 13,289 13,615 13,284 

製造品出荷額 （百万円） 402,352 475,790 493,287 398,125 474,981 

熊谷市 

事業所数 （事業所） 325 284 287 287 276 

従業者数 （人） 13,265 13,114 14,299 14,557 13,796 

製造品出荷額 （百万円） 864,570 738,691 868,867 884,518 960,789 

                                          （資料：工業統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-5(1) 工業の推移：事業所数、従業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-5(2) 工業の推移：製造品出荷額  
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  4) 農業の状況 

     関係市の農業の推移を表 3-1-1-6、図 3-1-1-6(1)及び図 3-1-1-6(2)に示す。 

     深谷市、熊谷市とも、農家数の合計は減少傾向で推移している。 

 

表 3-1-1-6 農業の推移 

  平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

深谷市 

専業農家 （戸） 1,177 1,192 1,214 

第 1 種兼業農家 （戸） 976 701 487 

第 2 種兼業農家 （戸） 1,666 1,241 850 

熊谷市 

専業農家 （戸） 739 872 846 

第 1 種兼業農家 （戸） 637 359 221 

第 2 種兼業農家 （戸） 2,487 1,753 1,322 

                                         （資料：農林業センサス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-6(1) 農業の推移（深谷市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1-6(2) 農業の推移（熊谷市） 
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 3-1-2 土地利用の状況 

  1. 地目別土地利用  

     関係市の地目別土地利用の状況を表 3-1-2-1、図 3-1-2-1(1)及び図 3-1-2-1(2)に示す。 

     深谷市では畑が最も多く、次いで宅地となっている。熊谷市では田が最も多く、次いで宅地

となっている。 

 

表 3-1-2-1 地目別土地利用 

  田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 

深谷市 
面積（ha） 1736.7 4789.7 3307.6 3.6 388.4 0.6 38.3 688.2 

比率（％） 15.86 43.73 30.20 0.03 3.55 0.01 0.35 6.28 

熊谷市 
面積（ha） 3,740.8 2,532.6 3,638.0 30.6 448.9 - 36.0 3,458.4 

比率（％） 26.94 18.24 26.20 0.22 3.23 - 0.26 24.91 

                     （資料：令和 3年度埼玉県統計年鑑） 

 

 

図 3-1-2-1(1) 地目別土地利用（深谷市） 

 

 

図 3-1-2-1(2) 地目別土地利用（熊谷市） 
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  2. 土地利用計画 

     調査範囲及びその周辺における国土利用計画法に基づく土地利用基本計画図は、図 3-1-2-2 

に示すとおりである。 

調査範囲及びその周辺は全域が都市地域である。また、農業地域及び森林地域の指定がある。 

なお、対象事業実施区域は都市地域であり市街化区域となっている。 

 

 

 

 

 

  



3-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2-2 土地利用基本計画図 

 

資料：埼玉県土地利用基本計画図（総括図） 

（埼玉県ホームページ） 

注）１．五地域の各地域の境界線が一致する場合の表示の優先順

位は、都市、農業、森林、自然保全の各地域の順として

いる（後順位の地域表示はケバだけとしている）。 

  ２．参考表示は、原則として平成２５年２月２８日現在の指

定現況のものである。 

  ３．その他都市計画区域における用途地域は、市街化区域及

び市街化調整区域の都市計画の定められていない都市

計画区域における用途地域を示す。 



3-12 

  3. 都市計画区域 

     関係市の都市計画区域の面積を表 3-1-2-2、調査範囲及びその周辺の都市計画図を図 3-1-2-

3 に示す。 

     対象事業実施区域の用途地域は、工業専用地域である。 

 

表 3-1-2-2 都市計画区域面積 

                                             （単位：ha） 

 都市計画区域 
都市計画 

区域外 区域面積 
市街化区域 

面   積 

用途地域 

面  積 

市街化調整 

区   域 

非線引 

白 地 

深谷市 12,494 1,749 1,931 9,163 1,399 1,347 

熊谷市 15,988 2,638 2,638 13,350 0 0 

                       （資料：令和 3 年度埼玉の土地） 

「都市計画区域」面積については、都市計画課令和 3 年 3月 31 日現在 
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図 3-1-2-3 都市計画図  

資料：深谷市ホームページ 

   熊谷市ホームページ 
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 3-1-3 河川及び湖沼の利用並びに地下水の利用状況 

  1. 河川及び湖沼の分布 

     調査区域及びその周辺の河川等の分布を図 3-1-3-1 に示す。 

     対象事業実施区域の周辺には、西側に前川、戸田川が流れている。 

 

  2. 上水道 

     関係市の上水道の状況を表 3-1-3-1、図 3-1-3-2 に示す。 

     上水道の普及率は、深谷市で 98.2%、熊谷市で 97.8％と高くなっている。 

 

表 3-1-3-1 上水道の状況 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

深
谷
市 

給水区域内人口 （人） 144,592 144,239 143,683 143,262 142,721 

給水人口 （人） 141,431 141,116 140,841 140,669 140,179 

普及率 （％） 97.8 97.8 98.0 98.2 98.2 

年間配水量 （m3） 18,220,878 18,269,159 18,234,897 17,964,546 18,115,363 

熊
谷
市 

給水区域内人口 （人） 197,243 197,861 197,243 196,223 194,542 

給水人口 （人） 192,823 193,424 192,823 191,835 190,200 

普及率 （％） 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 

年間配水量 （m3） 25,299,948 25,915,891 25,299,948 25,235,331 24,806,107 

                   （資料：令和 2年度水道事業年報 深谷市、熊谷市統計書 令和 2年度版） 

 

 

図 3-1-3-2 上水道の状況 
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図 3-1-3-1 河川等図 
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  3. 漁業権 

     関係市の漁業権の状況を表 3-1-3-2 に示す。 

     調査区域周辺を流れる河川には漁業権はないが、関係市を流れる利根川、深谷市内を流れる

荒川、小山川、福川、熊谷市内を流れる元荒川には漁業権が設定されている。 

 

表 3-1-3-2 漁業権 

免許番号 主な区域 漁業権魚種 
漁業権者 

（漁業協同組合） 
漁場の位置 

共第 1号 

荒川（上流から

大芦橋） 

中津川・赤平

川・横瀬川 

あゆ、ます類、うぐい、

おいかわ、こい、ふな、

うなぎ、かじか、わか

さぎ、なまず 

埼玉中央漁業協同

組合 

秩父漁業協同組合 

秩父市、皆野町、長瀞町、寄居

町、深谷市、熊谷市、鴻巣市、

小鹿野町、横瀬町、飯能市、滑

川町、東松山市、行田市 

共第 4号 
小山川・福川・

間瀬川 

うぐい、おいかわ、こ

い、ふな、うなぎ、ど

じょう、わかさぎ、な

まず 

埼玉中央漁業協同

組合 

秩父漁業協同組合 

児玉郡市漁業協同

組合 

深谷市、熊谷市、行田市、皆野

町、美里町、本庄市、上里町、

神川町、長瀞町 

共第 5号 

中川・綾瀬川・ 

元荒川・大落古

利根川 

青毛堀川・備前

堀川 

葛西用水 

おいかわ、こい、ふな、

うなぎ、どじょう、わ

かさぎ、なまず 

埼玉東部漁業協同

組合  

埼玉中央漁業協同

組合  

埼玉南部漁業協同

組合  

埼玉県北部漁業協

同組合  

羽生市、加須市、久喜市、幸手

市、杉戸町、松伏町、春日部市、

吉川市、越谷市、草加市、三郷

市、八潮市、桶川市、蓮田市、

伊奈町、上尾市、さいたま市、

川口市、熊谷市、行田市、鴻巣

市、白岡市、北本市、宮代町、

茨城県猿島郡五霞町、東京都足

立区、葛飾区 

共第 8号 

利根川(五料橋

から加須市飯

積) 

烏川（群馬県境

から下流） 

神流川（渡戸橋

から下流） 

あゆ、ます類、うぐい、

おいかわ、こい、ふな、

うなぎ、どじょう、わ

かさぎ、なまず 

児玉郡市漁業協同

組合  

埼玉中央漁業協同

組合  

埼玉県北部漁業協

同組合  

東毛漁業協同組合

（群馬県） 

烏川漁業協同組合

（群馬県） 

本庄市、熊谷市、行田市、羽生

市、加須市、上里町、神川町、

上里町、群馬県伊勢崎市、太田

市、佐波郡玉村町、邑楽郡明和

町、千代田町、大泉町、板倉町、

藤岡市 

                  （資料：埼玉の水産/埼玉県内の漁業権免許取得状況（埼玉県ホームページ）） 
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  4. 地下水 

     埼玉県北部地域の地下水採取量を表 3-1-3-3、図 3-1-3-3 に示す。 

     水道用としての利用が最も多く、次いで工業用での利用が多い。 

 

表 3-1-3-3 埼玉県北部地域の地下水採取量 

                                            （単位：千 m3/日） 

 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2年 

水道用 126.5    127.1    123.3    126.7    

建築物用 3.5    3.1    3.5    3.4    

工業用 39.6    47.1    41.1    42.5    

農業用 3.8    3.9    3.3    4.9    

水産用 4.1    3.8    4.0    3.8    

非常災害 5.4    5.4    7.3    8.2    

その他 3.9    3.7    2.1    3.4    

計 186.8    194.1    184.6    192.9    

                                   （資料：埼玉県環境白書 令和 3年版） 

 

 

図 3-1-3-3 埼玉県北部地域の地下水採取量 
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 3-1-4 交通の状況 

  1. 道路交通 

     調査区域及びその周辺の道路の状況を図 3-1-4-1 に示す。 

     調査区域及びその周辺には、国道 17 号及び 140 号、県道の熊谷児玉線、深谷嵐山線、深谷東

松山線等が通っている。 

     調査区域の道路交通センサス一般交通量の調査結果を表 3-1-4-1、調査地点を図 3-1-4-1 に

示す。 

 

表 3-1-4-1 平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査結果 

路線名 交通量観測地点名 
昼間 12 時間自動車類 

交通量（上下合計） 

24 時間自動車類 

交通量（上下合計） 

一般国道 17 号 深谷市幡羅町 1丁目 7 12,714 1,649 14,363 17,598 2,682 20,280 

一般国道 140 号 深谷市瀬山 191 16,644 3,510 20,154 22,916 5,098 28,014 

深谷嵐山線 深谷市人見 421-1 8,783 799 9,582 11,153 978 12,131 

熊谷児玉線 深谷市折之口 1775 3,961 1,094 5,055 5,298 1,324 6,622 

深谷東松山線 熊谷市新堀新田 621 11,039 976 12,015 14,458 1,642 16,100 

熊谷児玉線 熊谷市三ケ尻 3643 6,109 1,523 7,632 8,127 1,871 9,998 

美土里町新堀線 熊谷市新堀新田 487-1 12,433 1,813 14,246 16,497 2,593 19,090 
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図 3-1-4-1 道路の状況 

  

資料：平成 27 年度 全国道路・街路交通醸成調査 一般交通量調査 

（埼玉県ホームページ） 

● 道路交通センサス調査地

県道 75 号 

県道 75 号 
（熊谷児玉線） 

県道 75 号 

県道 265 号 

県道 263 号 
県道 263 号 

県道 264 号 

県道 69 号 
（深谷嵐山線） 

県道 62 号 

県道 141 号 

国道 140 号 

国道 140 号 

国道 17 号 

県道 47 号 
（深谷東松山線） 

県道 357 号 
（美登里町新堀線） 
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  2. 鉄道 

調査区域及びその周辺の鉄道の状況を図 3-1-4-2 に示す。 

調査区域及びその周辺には、JR 東日本の高崎線及び秩父鉄道の秩父本線が通っており、     

調査区域近隣の駅としては、高崎線の深谷駅と秩父本線の明戸駅がある。 

各駅の乗車人員の推移を表 3-1-4-2、図 3-1-4-3 に示す。 

各駅ともおおむね横ばいで推移していたが、令和 2年度に減少した。 

 

表 3-1-4-2 乗車人員の推移 

                                                （単位：人） 

  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

JR 東日本 
高崎線 

深谷駅 3,632,407 3,668,771 3,693,177 3,654,745 2,573,250 

秩父鉄道 
秩父本線 

明戸駅 51,611 52,644 56,047 53,160 38,455 

                                   （資料：埼玉県統計年鑑） 

統計資料に示される令和元年度の深谷駅データは「1日平均乗車人員」であるため、365 日を乗じて算出した。 

 

 
図 3-1-4-3 乗車人員の推移 
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図 3-1-4-2 鉄道の状況 
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 3-1-5 環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の状況 

  1. 環境保全上配慮が必要な施設 

     調査区域及びその周辺の環境保全上配慮が必要な施設の状況を表 3-1-5-1(1)～表 3-1-5-1 

(2)及び、図 3-1-5-1(1)～図 3-1-5-1(3)に示す。 

     調査区域及びその周辺には、保育園が 15 箇所、幼稚園が 6 箇所、認定こども園が 1 箇所、

小学校が 9箇所、中学校が 4箇所、高等学校が 5箇所、特別支援学校が 1箇所、大学・短期大

学が 1箇所、病院が 5箇所、福祉施設が 11 箇所、図書館が 1箇所存在する。 

 

表 3-1-5-1(1) 環境保全上配慮が必要な施設の状況 

№ 区分 名称 所在地 

1 保育園  あけぼの保育園 深谷市 東方 3700-3 

2   つばき保育園   上柴町西 1-9-18 

3   仙元山保育園   上野台 3101 

4   東つばき保育園   上柴町東 1-24-3 

5   桃園第 2ナーサリースクール   上柴町東 5-15-9 

6   栃の木保育園   上柴町東 3-18-3 

7   のぞみ保育園   人見 92-1 

8   川本のこキッズ保育園   長在家 172 

9   第２のぞみ保育園キッズガーデン   上柴町東 3-8-8 

10   桜ケ丘保育園   上野台 2891-1 

11   深谷藤沢保育園   人見 1963-3 

12   深谷上柴保育園   上柴町東 2-1-2 

13 籠原保育所 熊谷市 新堀 1124 

14   ことぶき乳児保育園   三ヶ尻 6338-2 

15   ことぶき花ノ木保育園   三ヶ尻 1817 

16 幼稚園 上柴西幼稚園 深谷市 上柴町西 5-18-5 

17   桜ヶ丘幼稚園   上野台 508 

18   常盤幼稚園   常盤町 58-2 

19   幡羅幼稚園   東方町 3-25-1 

20   藤沢幼稚園   人見 1625 

21   川本若竹幼稚園   長在家 172 

22 認定こども園 三尻こども園 熊谷市 拾六間字芝付 419 
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表 3-1-5-1(2) 環境保全上配慮が必要な施設の状況 

№ 区分 名称 所在地 

23 小学校 幡羅小学校 深谷市 東方町 3-25-1 

24   桜ヶ丘小学校   上野台 508 

25   藤沢小学校   人見 1626 

26   常盤小学校   常盤町 58-2 

27   上柴西小学校   上柴町西 5-11-1 

28   上柴東小学校   上柴町東 5-9-1 

29   川本北小学校   長在家 143 

30   三尻小学校 熊谷市 三ヶ尻 2862-1 

31   籠原小学校   新堀 1143 

32 中学校 幡羅中学校 深谷市 常盤町 38 

33   藤沢中学校   人見 1973 

34   上柴中学校   上柴町西 2-23-1 

35   三尻中学校 熊谷市 三ヶ尻 2743 

36 高等学校 深谷商業高等学校 深谷市 原郷 80 

37   深谷第一高等学校   常盤町 21-1 

38   正智深谷高等学校   上野台 369 

39   東京成徳大学深谷   宿根 559 

40   熊谷西高等学校 熊谷市 三ヶ尻 2066 

41 特別支援学校 熊谷特別支援学校 熊谷市 川原明戸 605 

42 大学・短期大学 東都大学 深谷市 上柴町西 4-2-11 

43 病院 深谷赤十字病院 深谷市 上柴町西 5-8-1 

44   医療法人良仁会 桜ヶ丘病院   国済寺 408-5 

45   医療法人社団優慈会 佐々木病院   西島町 2-16-1 

46   医療法人信猶会 菊地病院   上野台 371 

47   籠原病院 熊谷市 美土里町 3-136 

48 福祉施設 ハローステーション 深谷市 人見 479-5 

49   介護療養型老人保健施設アルメリア   人見 2031 

50   特別養護老人ホーム 飛鳥の郷   上原 496 

51   特別養護老人ホームふじさわ苑   人見 2028-3 

52   ショートステイ ひびき   長在家 3976 

53   短期入所生活介護 ゆかりの家   人見 2051-1 

54   あねとす病院   人見 1975 

55   特定施設養護盲老人ホームひとみ園   人見 1665-3 

56   なでしこ訪問看護ステーション 熊谷市 美土里町 2-79-2 

57   短期入所生活介護 熊谷ホーム   新堀 1141 

58   短期入所介護 のぞみの里   拾六間 299-1 

59 図書館 上柴図書館 深谷市 上柴町西 4-2-14 
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図 3-1-5-1（1） 環境保全上配慮が特に必要な施設（保育園等） 
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図 3-1-5-1（2） 環境保全上配慮が特に必要な施設（学校等）  
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図 3-1-5-1(3) 環境保全上配慮が特に必要な施設（病院等） 
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  2. 環境保全上配慮が必要な住宅 

     環境保全上配慮が必要な住宅としては、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）第 9 条に

おいて良好な住居の環境を保護するために定められた地域として第 1種低層住居専用地域、第

2種低層住居専用地域、第 1種中高層住居専用地域、第 2種中高層住居専用地域が挙げられる。 

     調査区域及びその周辺の都市計画法に基づく用途地域の指定状況は、図 3-1-2-3（P3-13 参

照）に示すとおりであり、調査区域の北東約 760m には第 1 種中高層住居専用地域（深谷市）

があり、同じく北東約 1km には第 1種低層住居専用地域（熊谷市）が存在している。 
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 3-1-6 下水道、し尿処理施設及びごみ処理施設の整備の状況 

  1. 下水道 

     関係市における令和 2年度末の公共下水道整備状況を表 3-1-6-1 に示す。 

     対象事業実施区域の位置する深谷市の公共下水道普及率は 58.6％であり、熊谷市の公共下水

道の普及率は 45.2％となっている。 

 

表 3-1-6-1 公共下水道整備状況 

市名 
行政人口 
（人） 

処理人口 
（人） 

普及率 
（％） 

深谷市 142,556 82,673 58.0 

熊谷市 194,542 91,388 47.0 

                       （資料：埼玉県統計年鑑） 

行政人口は令和 2年度末日現在の住民基本台帳人口 

 

 

  2. し尿処理水洗化状況 

     関係市における令和元年度の水洗化状況を表 3-1-6-2 に示す。 

     対象事業実施区域の位置する深谷市の水洗化率は95.9％であり、熊谷市の水洗化率は95.6％

となっている。 

 

表 3-1-6-2 水洗化状況 

市名 
総人口 

（人） 

水洗化人口（人） 
水洗化率

（％） 

非水洗化人口（人） 
非水洗化率

（％） 
公共 

下水道 
浄化槽 計 計画収集 自家処理 計 

深谷市 143,316 76,170 61,275 137,445 95.9 5,871 0 5,871 4.1 

熊谷市 196,957 83,196 105,143 188,339 95.6 8,618 0 8,618 4.4 

                       （資料：埼玉県 一般廃棄物処理事業の概況（令和元年度実績）） 

 

 

  3. し尿・浄化槽汚泥処理量 

     関係市における令和元年のし尿・浄化槽汚泥処理量を表 3-1-6-3 に示す。 

     深谷市、熊谷市とも下水道投入及び自家処理等はなく、すべて処理施設において処理されて

いる。対象事業実施区域の位置する深谷市の処理量合計は 37,407kL となっている。 

 

表 3-1-6-3 し尿・浄化槽汚泥処理量 

（単位：kL） 

市名 くみ取りし尿 浄化槽汚泥 処理量合計 

深谷市 3,357 34,050 37,407 

熊谷市 20,327 59,578 79,905 

                      （資料：埼玉県 一般廃棄物処理事業の概況（令和元年度実績）） 
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  4. ごみ排出量 

     関係市における令和元年度のごみ排出量を表 3-1-6-4 に、対象事業実施区域の位置する深谷

市の過去 5年間のごみ排出量の推移を図 3-1-6-1 に示す。 

     深谷市のごみ総排出量は 57,124ｔであり、内訳は事業系ごみが 12,978ｔ、生活系ごみが

41,306ｔとなっている。 

     なお、過去 5年間の推移では、生活系ごみ、事業系ごみとも、やや増加傾向にある。 

 

表 3-1-6-4 ごみ排出量 

（単位：ｔ） 

市名 

ごみ総排出量 

事業系ごみ量 生活系ごみ量 
集団回収量  

 資源ごみ量 家庭系ごみ量 

深谷市 12,978 41,306 3,757 37,549 2,840 57,124 

熊谷市 25,306 53,490 2,889 50,601 2,727 81,523 

                      （資料：埼玉県 一般廃棄物処理事業の概況（令和元年度実績）） 

 

 

 
図 3-1-6-1 深谷市のごみ排出量の推移 
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  5. 1 日当たりのごみ排出量 

     関係市における令和元年度の 1日当たりのごみ排出量を表 3-1-6-5 に示す。 

対象事業実施区域の位置する深谷市における 1 日当たりのごみ排出量は 156ｔ、1 人 1 日当

たりのごみ排出量は 1,089ｇとなっている。 

 

表 3-1-6-5 ごみ排出量 

市名 
総排出量 
（ｔ） 

計画収集人口
（人） 

1 日当たりの 
排出量（ｔ） 

1 人 1 日当たりの 
排出量（ｇ） 

深谷市 57,124 143,316 156 1,089 

熊谷市 81,523 196,957 223 1,131 

                      （資料：埼玉県 一般廃棄物処理事業の概況（令和元年度実績）） 

 

 

  6. ごみ処理量 

     関係市における令和元年度のごみ処理量を表 3-1-6-6 に示す。 

対象事業実施区域の位置する深谷市におけるごみの総処理量は 54,375ｔであり、内訳は直接

焼却量が 48,399ｔ、焼却以外の中間処理量が 3,983ｔ、直接資源化量が 1,993ｔとなっている。 

 

表 3-1-6-6 ごみ処理量 

（単位：ｔ） 

市名 
総処理量
（ｔ） 

処理区分 

直接焼却量 
直接焼却以外の 
中間処理量 

直接資源化量 直接最終処分量 

深谷市 54,375 48,399 3,983 1,993 0 

熊谷市 78,776 71,649 4,308 2,714 105 

                      （資料：埼玉県 一般廃棄物処理事業の概況（令和元年度実績）） 

 

 

  7. 再生利用状況 

     関係市における令和元年度の再生利用状況を表 3-1-6-7 に示す。 

対象事業実施区域の位置する深谷市における再生利用量は 12,858ｔであり、内訳は直接資源

化量が 1,993ｔ、中間処理後再生利用量が 8,025ｔ、集団回収量が 2,840ｔとなっている。 

また、再生利用率は 22.5％となっている。 

 

表 3-1-6-7 再生利用状況 

市名 

再生利用量（ｔ） 総処理量 
＋ 

集団回収量 
（ｔ） 

再生利用率 
（％）  

直接 
資源化量 

中間処理後 
再生利用量 

集団回収量 

深谷市 12,858 1,993 8,025 2,840 57,215 22.5 

熊谷市 16,656 2,714 11,215 2,727 81,503 20.4 

                      （資料：埼玉県 一般廃棄物処理事業の概況（令和元年度実績）） 
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 3-1-7 法令による指定及び規制等の状況 

  1. 大気汚染 

  1）環境基本法に基づく大気汚染に係る環境基準 

大気に係る環境基準を表 3-1-7-1～表 3-1-7-3 に示す。また、ダイオキシン類対策特別措置

法に基づく大気環境中に係るダイオキシン類の環境基準を表 3-1-7-4 に示す。 

     なお、大気汚染に係る環境基準には類型指定はない。 

 

表 3-1-7-1 大気汚染に係る環境基準 

物 質 環境上の条件 

二酸化硫黄（SO2） 
1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm

以下であること。 

一酸化炭素（CO） 
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間

平均値が 20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質（SPM） 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が

0.20mg/m3以下であること。 

二酸化窒素（NO2） 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそ

れ以下であること。 

光化学オキシダント（OX） 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

備考 

 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、 

   適用しない。 

 2 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 

 3 二酸化窒素について、1時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあ 

   っては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることと 

   ならないよう努めるものとする。 

 4 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成 

   される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。） 

   をいう。 

 （資料：大気汚染に係る環境基準（昭和 48（1973）年 5月 8日環境庁告示第 25 号） 

                                 二酸化窒素に係る環境基準（昭和 53（1978）年 7月 11 日環境庁告示第 38 号）） 
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表 3-1-7-2 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準 

物 質 環境上の条件 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.13mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

備考 

 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、 

   適用しない。 

 2 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうお 

   それがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防 

   止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 

 （資料：有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準（平成 9（1997）年 2月 4 日環境庁告示第 4号）） 

 

 

表 3-1-7-3 微小粒子状物質に係る環境基準 

物 質 環境上の条件 

微小粒子状物質 
1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が 35μg/m3以下

であること。 

備考 

 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適 

   用しない。 

 2 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の割合で 

   分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

 （資料：微小粒子状物質に係る環境基準（平成 21（2009）年 9月 9 日 環境省告示第 33 号）） 

 

 

表 3-1-7-4 大気環境中のダイオキシン類に係る環境規基準 

項目 基準値 測定方法 

ダイオキシン類 
1 年平均値が 

0.6pg-TEQ/m3以下 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙

後段に取り付けたエアサンプラーにより採取し

た試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析

計により測定する方法 

備考 

 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

 2 大気の基準値は、年間平均値とする。 

 3 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他の一般公衆が通常生活していない地域又は場所につい 

ては適用しない。 

 （資料：ダイオキシン類に係る環境基準（平成 11（1999）年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号）） 
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  2）公害の防止に関する法令に基づく地域の指定状況及び規制基準 

     大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）では、火格子面積が 2m2以上、または焼却能力が

1 時間当たり 200kg 以上である廃棄物焼却炉を「ばい煙発生施設」としており、廃棄物焼却炉

から排出される排ガスの排出基準を定めている。また、廃棄物焼却炉から排出される排ガスに

は、埼玉県の指導方針による指導基準や埼玉県の条例による上乗せ基準が定められている。 

 

   ○硫黄酸化物 

     硫黄酸化物の K値による排出基準を表 3-1-7-5 に示す。深谷市、熊谷市とも 100 号地域の基

準が適用される。 

     また、深谷市、熊谷市とも総量規制及び燃料使用規制は適用されない。 

 

表 3-1-7-5 K 値による排出基準 

大気汚染防止法 
埼玉県生活環境保全条例 
（新設・既設の区別なし） 地域区分 一般排出基準 

特別排出基準 
（S49.4.1 以降設置） 

100 号地域 17.5 － 17.5 

 （資料：埼玉県の大気規制（固定発生源）ばい煙関係（平成 30 年 12 月埼玉県）） 

 

 

   ○ばいじん 

     大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）に基づく、廃棄物焼却炉から排出されるばいじん

の排出基準を表 3-1-7-6 に示す。 

 

表 3-1-7-6 ばいじんの排出基準 

ばい煙発生施設の種類 
規模 

（焼却能力） 
排出基準 
（g/m3N） 

廃棄物焼却炉 

新設 
平成 10 年 7月 2 日 

以降に設置 

4,000kg/時以上 0.04 

2,000～4,000kg/時 0.08 

2,000kg/時未満 0.15 

既設 
平成 10 年 7月 1 日 

以前に設置 

4,000kg/時以上 0.08 

2,000～4,000kg/時 0.15 

2,000kg/時未満 0.25 

 （資料：埼玉県の大気規制（固定発生源）ばい煙関係（平成 30 年 12 月埼玉県）） 

                  排出基準は、標準酸素濃度（On%=12%）による補正を行う。 

 

 

  



3-34 

   ○窒素酸化物 

     大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）に基づく、廃棄物焼却炉から排出される窒素酸化

物の排出基準及び埼玉県工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針に基づく、窒素酸化物の

指導基準を表 3-1-7-7 に示す。 

 

表 3-1-7-7 窒素酸化粒の排出基準及び指導基準 

ばい煙発生施設の種類 
規模 

（最大排ガス量） 
（万 m3N/時） 

排出基準 
（ppm） 

指導基準 
（ppm） 

廃棄物焼却炉 

連続炉 
4 以上 250 180 

4 未満 250 180 

前項以外 
4 以上 250 180 

4 未満 － 180 

 （資料：埼玉県の大気規制（固定発生源）ばい煙関係（平成 30 年 12 月埼玉県）） 

                  昭和 59 年 10 月 1日以降に設置した施設に対する基準を示す。 

                  排出基準は、標準酸素濃度（On%=12%）による補正を行う。 

 

 

   ○有害物質 

     大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）及び「埼玉県生活環境保全条例」（平成 13 年埼玉

県条例第 57 号）に基づく、廃棄物焼却炉から排出される有害物質（塩化水素）の排出基準及

び上乗せ基準を表 3-1-7-8 に示す。 

 

表 3-1-7-8 有害物質（塩化水素）の排出基準及び上乗せ基準 

ばい煙発生施設の種類 
排出基準 

（mg/m3N） 

上乗せ基準 

（mg/m3N） 

廃棄物焼却炉 

焼却能力 
200kg/時以上 
50 kg/未満 

700 500 

焼却能力 
500kg/時以上 

700 200 

（資料：埼玉県の大気規制（固定発生源）ばい煙関係（平成 30 年 12 月埼玉県）） 

排出基準は、標準酸素濃度（0n％＝12％）による補正を行う。 
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   ○ダイオキシン類 

     「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年法律第 105 号）及び「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13 年埼玉県条例第 57 号）に基づく、廃棄物焼却炉から排出されるダイオキシン類

の排出基準を表 3-1-7-9 に示す。 

また、ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン（以下「新ガイドライン」と

いう。）では、今後建設される新設のごみ焼却炉について表 3-1-7-10 に示す恒久対策の基準が

示されている。 

なお、ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象となる廃棄物焼却炉の集じん機で集められ

たばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分（再生することを含む。）を行う場合には、表 3-

1-7-11 に示すダイオキシン類の量の基準の適用を受ける。 

 

表 3-1-7-9 ダイオキシン類の排出基準 

特定施設の種類 規模要件 
排出基準（ng-TEQ/m3N） 

新設 既設 

廃棄物焼却炉 
焼却能力が 1 時間当たり
50kg 以上または火床面積 
0.5m2以上 

焼却能力 4t/時以上  0.1 1 

焼却能力 2t/時以上  
～4t/時未満  

1 5 

焼却能力 2t/時未満  5 10 

 （資料：ダイオキシン類に関する規制について（平成 30 年 10 月埼玉県）） 

 注 1）廃棄物焼却炉（火格子面積 2m2以上または焼却能力 200kg/時以上）は、平成 9 年 12 月 1 日までに設置されたも

の（設置工事をしているものを含む）が既設となる。 

  2）複数の廃棄物焼却炉を設置している場合は、火床面積または焼却能力を合計して規模要件の当否を判断する。 

  3）排出基準は、標準酸素濃度（0n％＝12％）による補正を行う。 

 

 

表 3-1-7-10 新ガイドラインの恒久対策の基準 

炉の種類 区 分 
基準値 

（ng-TEQ/m3N） 

全連続炉 

新設炉 0.1 

既設炉 
旧ガイドライン適用炉 0.5 

旧ガイドライン非適用炉 1 

准連続炉 
機械化バッチ炉 
固定バッチ炉 

既設炉 
連続運転 1 

間欠運転 5 

 （資料：ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策について（平成 9年 1月（衛環 21 号））（環境省）） 

       排出基準は、標準酸素濃度（0n％＝12％）による補正を行う。 

 

 

表 3-1-7-11 ばいじん等の処分を行う場合のダイオキシン類の量の基準 

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設（廃棄物焼却炉） 基準値 

ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻 1g につき含まれる 
ダイオキシン類の量 

3ng-TEQ/g 

 （資料：ダイオキシン類に関する規制について（平成 30 年 10 月埼玉県）） 
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   ○水銀 

     平成 25 年 10 月の水銀に関する水俣条約の採択を受けて、「水銀等の大気中への排出を規制

するための大気汚染防止法の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 41 号）（以下「改正法」

という。）をはじめ「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」（平成 28 年環境省令第

22 号）（以下「改正規則」という。）等が制定、公布されている。 

本改正規則に基づく廃棄物焼却炉から排出される水銀の排出基準は、表 3-1-7-12 に示すと

おりであり、平成 30 年 4 月 1日に施行されている。 

 

表 3-1-7-12 水銀の排出基準 

対象施設 施設規模 

排出基準 

（μg/m3N） 

新設 既設 

①廃棄物焼却炉（専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場
合であって、廃棄物処理法施行令第 7 条第 5 号に規
定する廃油の焼却炉の許可のみを有し、原油を原料
とする精製工程から排出された廃油以外のものを取
り扱うもの及びこの表の②に掲げるものを除く。） 

火格子面積 
2m2以上または 

焼却能力 
200kg/時以上 

30 50 

②廃棄物焼却炉のうち、水銀回収義務付け産業廃棄物
又は水銀含有再生資源を取り扱うもの 

全ての施設 50 100 

  （資料：大気汚染防止法の一部を改訂する法律等の施行について（平成 28 年 9月）（環水大大発第 1609264 号） 

（環境省）） 
排出基準は、標準酸素濃度（0n％＝12％）による補正を行う。 

 

 

   ○自動車 NOx・PM 法に基づく対策地域 

     環境省は、自動車からの排出ガスについては、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子

状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（平成 4 年法律第 70 号）（以下

「NOX・PM 法」という。）に基づき、窒素酸化物及び粒子状物質の排出規制を行っている。 

なお、関係市は全て自動車 NOX・PM 法の適用地域である。 

 

     （資料：自動車 NOx・PM 法対策地域図（埼玉県ホームページ）） 

 

 

  



3-37 

  2. 騒音 

  1）環境基本法に基づく騒音に係る環境基準 

騒音に係る環境基準を表 3-1-7-13～表 3-1-7-15 に示す。 

対象事業実施区域は工業専用地域であるため、一般地域の環境基準は適用されない。 

 

表 3-1-7-13 騒音に係る環境基準（一般地域） 

地域の類型 該当地域 

時間区分 

昼間 

午前 6時から 

午後 10 時まで 

夜間 

午後 10 時から 

翌日の午前 6時まで 

A 

第 1 種低層住居専用地域 
第 2種低層住居専用地域 
第 1種中高層住居専用地域 
第 2種中高層住居専用地域 
田園住居地域 55dB 以下 45dB 以下 

B 

第 1 種住居地域 
第 2種住居地域 
準住居地域 
用地地域の定めのない地域 

C 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

60dB 以下 50dB 以下 

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書） 

工業専用地域については適用されない。 

 

 

表 3-1-7-14 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

地域の区分 昼間 夜間 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路

に面する地域 
60dB 以下 55dB 以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路

に面する地域及び C 地域のうち車線を有する

道路に面する地域 

65dB 以下 60dB 以下 

備考 

 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書） 

 

表 3-1-7-15 幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準 

区分 昼間 夜間 

屋外 70dB 以下 65dB 以下 

窓を閉めた屋内 45dB 以下 40dB 以下 

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書） 

幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道及び自動車専用道路をいう。 

近接する空間とは、道路端からの距離が 2車線以下では 15m、3 車線以上では 20m の区間をいう。 

窓を閉めた屋内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として

閉めた生活が営まれていると認められるときである。 
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  2）公害の防止に関する法令に基づく地域の指定状況及び規制基準 

   ○騒音規制法等に基づく特定工場・指定騒音施設等の規制基準 

     騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）及び埼玉県生活環境保全条例（平成 13 年埼玉県条例

第 57 号）に基づく特定工場等に係る騒音の規制基準は表 3-1-7-16 に示すとおりであり、関係

市は全て規制地域である。対象事業実施区域は、工業専用地域（前掲図 3-1-2-3（P3-13 参照））

であり、第 4種区域となっている。 

 

表 3-1-7-16 騒音規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づく特定工場等に係る規制基準 

区域区分 

時間区分 

朝 
午前 6時 
から 

午前 8時 

昼間 
午前 8時 
から 

午後 7時 

夕 
午後 7時 
から 

午後 10 時 

夜間 
午後 10 時 

から 
午前 6時 

第 1種区域 

第 1種低層住居専用地域 
第 2種低層住居専用地域 
田園住居地域 
第 1種中高層住居専用地域 
第 2種中高層住居専用地域 

45dB 50dB 45dB 45dB 

第 2 種区域 

第 1種住居地域 
第 2種住居地域 
準住居地域 
用途地域の定めのない地域 
都市計画区域外（一部地域） 

50dB 55dB 50dB 45dB 

第 3 種区域 
近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 

60dB 65dB 60dB 50dB 

第 4 種区域 
工業地域 
工業専用地域（一部地域） 

65dB 70dB 65dB 60dB 

 （資料：工場・事業場等の騒音・振動規制について（埼玉県ホームページ）） 

 備考） 

   1.表に掲げた値は、工場・事業場の敷地境界における基準値である。 

   2.規制区域は、原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めているが、一部異なる地域がある。 

   3.学校、保育所、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50m の区域内は、当該値

から 5dB を減じた値とする。（第 1種区域を除く。） 

 

   ○作業場等における騒音規制 

     埼玉県生活環境保全条例（平成 13 年埼玉県条例第 57 号）では、県内全域（さいたま市を除

く）を対象に表 3-1-7-17 に示す規制対象作業場を指定し、騒音を規制している。 

なお、作業場等に係る騒音規制は表 3-1-7-16 に示す区域区分及び規制基準と同一である。 

 

表 3-1-7-17 規制対象作業場 

①廃棄物、原材料その他の規則で定めるものを保管するために屋外に設けられた場所で、面積が 150m2 以
上であるもの 

②自動車駐車場（駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）第 2条第 4号に規定する自動車の収容能力が 20 台
以上のものに限る。） 

③トラックターミナル（自動車ターミナル法（昭和 34 年法律第 136 号）第 2 条第 6 項に規定するトラッ
クターミナルをいう。） 

 （資料：作業場等における騒音・振動規制について及び埼玉県生活環境保全条例 別表第 6（埼玉県ホームページ）） 
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   ○騒音規制法に基づく特定建設作業に係る規制基準 

     騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）に基づく特定建設作業に係る規制基準は、表 3-1-7-18 

に示すとおりであり、関係市は全て規制地域である。 

対象事業実施区域は、工業専用地域（前掲図 3-1-2-3（P3-13 参照））であり、2 号区域とな

っている。 

 

図 3-1-7-18 騒音規制法に基づく特定建設作業騒音に係る規制基準 

区域区分 基準値 
作業禁止 
時間 

最大作業 
時間 

最大作業 
日数 

作業 
禁止日 

1 号 
区域 

第 1種低層住居専用地域 
第 2種低層住居専用地域 
田園住居地域 
第 1種中高層住居専用地域 
第 2種中高層住居専用地域 
第 1種住居地域 
第 2種住居地域 
準住居地域 
近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
用途地域の定めのない地域 
都市計画区域外（一部地域） 
上記区域外の区域で、学校、保育所、
病院、有床診療所、図書館及び特別養
護老人ホームの周囲おおむね 80m 以
内の区域 

85dB 

午後 7時 
から 

午前 7時 
10 時間/日 

連続 
6 日 

日曜 
休日 

2 号 
区域 

工業地域 
工業専用地域（一部地域） 

午後 10 時 
から 

午前 6時 
14 時間/日 

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書、特定建設作業騒音・振動規制について（埼玉県ホームページ）） 

 備考） 

  1.基準値は、作業を行う場所の敷地境界において適用される。 

  2.規制区域は、原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めているが、一部異なる地域がある。 

  3.騒音規制法の対象となる特定建設作業は、以下のとおりである。 

   ①くい打機を使用する作業 

   ②びょう打機を使用する作業 

   ③さく岩機を使用する作業 

   ④空気圧縮機を使用する作業 

   ⑤コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業 

   ⑥バックホウを使用する作業 

   ⑦トラクターショベルを使用する作業 

   ⑧ブルドーザーを使用する作業 
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   ○騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度 

     騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）に基づく自動車騒音の要請限度を表 3-1-7-19 に示す。 

対象事業実施区域は、工業専用地域（前掲図 3-1-2-3（P3-13 参照））であるため、騒音規制

法に基づく自動車騒音の要請限度が適用されない。 

 

表 3-1-7-19 騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度 

区域区分 
昼間 

午前 6時から午後 10 時 
夜間 

午後 10 時から午前 6時 

a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面
する区域 

65dB 
（75dB） 

55dB 
（70dB） 

a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面
する区域 

70dB 
（75dB） 

65dB 
（70dB） 

b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面
する区域及び c 区域のうち車線を有する道路に
面する区域 

75dB 
（75dB） 

70dB 
（70dB） 

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書） 

備考）  

1.（ ）内は、幹線道路を担う道路に近接する区域に係る要請限度（特例）である。  

2.区域区分は、以下のとおりである。  

a 区域：第 1種低層住居専用地域、第 2種低層住居専用地域、第 1種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専

用地域、田園住居地域 

b 区域：第 1種住居地域、第 2種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域      

c 区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
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  3. 振動 

  1）公害の防止に関する法令に基づく地域地区の指定状況及び規制基準 

振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）及び「埼玉県生活環境保全条例」（平成 13 年埼玉県条

例第 57 号）に基づく特定工場等に係る振動の規制基準は表 3-1-7-20 に示すとおりであり、関

係市は全て規制地域である。 

対象事業実施区域は、工業専用地域（前掲図 3-1-2-3（P3-13 参照））であるため、規制基準

は適用されない。 

 

表 3-1-7-20 振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づく特定工場等に係る規制基準 

区域区分  

時間区分  

昼 間  
午前 8 時から午後 7 時  

夜 間  
午後 7 時から午前 8 時  

第 1 種区域  

第 1種低層住居専用地域 
第 2種低層住居専用地域 
田園住居地域 
第 1種中高層住居専用地域 
第 2種中高層住居専用地域 
第 1種住居地域 
第 2種住居地域 
準住居地域 
用途地域の定めのない地域 
都市計画区域外（一部地域）  

60dB  55dB  

第 2 種区域  

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域  

65dB  60dB  

（資料：工場・事業場等の騒音・振動規制について（埼玉県ホームページ））  

備考）  

1.表に掲げた値は、工場・事業場の敷地境界における基準値である。  

2.規制区域は、原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めているが、一部異なる地域がある。  

3.学校、保育所、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50m の区域内は、当該

値から 5dB を減じた値とする。  

 

 

  2）作業場等における振動規制 

埼玉県生活環境保全条例（平成 13 年埼玉県条例第 57 号）では、県内全域（さいたま市を除

く）を対象に表 3-1-7-21 に示す規制対象作業場を指定し、振動を規制している。 

なお、作業場等に係る振動規制は表 3-1-7-20 に示す区域区分及び規制基準と同一である。 

 

表 3-1-7-21 規制対象作業場 

①廃棄物、原材料その他の規則で定めるものを保管するために屋外に設けられた場所で、面積が 150m2 以
上であるもの 

②自動車駐車場（駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）第 2条第 4号に規定する自動車の収容能力が 20 台
以上のものに限る。） 

③トラックターミナル（自動車ターミナル法（昭和 34 年法律第 136 号）第 2 条第 6 項に規定するトラッ
クターミナルをいう。） 

 （資料：作業場等における騒音・振動規制について及び埼玉県生活環境保全条例 別表第 6（埼玉県ホームページ）） 
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  3）振動規制法に基づく特定建設作業に係る規制基準 

振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）に基づく特定建設作業に係る規制基準は、表 3-1-7-22 

に示すとおりであり、関係市は全て規制地域である。 

対象事業実施区域は、工業専用地域（前掲図 3-1-2-3（P3-13 参照））であるため、規制基準

は適用されない。 

 

表 3-1-7-22 振動規制法に基づく特定建設作業振動に係る規制基準 

区域区分  基準値 
作業禁止 
時 間 

最大作業 
時 間 

最大作業 
日数 

作業 
禁止日 

1 号  
区域  

第 1 種低層住居専用地域 
第 2種低層住居専用地域 
田園住居地域 
第 1種中高層住居専用地域 
第 2種中高層住居専用地域 
第 1種住居地域 
第 2種住居地域 
準住居地域 
近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
用途地域の定めのない地域 
都市計画区域外（一部地域） 
上記区域外の区域で、学校、保
育所、病院、有床診療所、図書
館及び特別養護老人ホームの
周囲おおむね 80m 以内の区域  

75dB  

午後 7時 
から 

午前 7時 
10 時間/日  

連続 
6 日  

日曜 
休日  

2 号  
区域  

工業地域  
午後 10 時 

から 
午前 6時 

14 時間/日  

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書、特定建設作業騒音・振動規制について（埼玉県ホームページ））  

備考）  

1.基準値は、作業を行う場所の敷地境界において適用される。  

2.規制区域は、原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めているが、一部異なる地域がある。  

3.振動規制法の対象となる特定建設作業は、以下のとおりである。  

①くい打機等を使用する作業  

②鋼球を使用して破壊する作業  

③舗装版破砕機を使用する作業  

④ブレーカーを使用する作業  
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  4）振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に基づく道路交通振動の要請限度は、表 3-1-7-23 

に示すとおりである。対象事業実施区域は、工業専用地域（前掲図 3-1-2-3（P3-13 参照））で

あるため、要請限度は適用されない。 

 

表 3-1-7-23 振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度 

区域区分  
昼 間  

午前 8時から午後 7時  
夜 間  

午後 7時から午前 8時  

第 1種区域  

第 1種低層住居専用地域 
第 2種低層住居専用地域 
田園住居地域 
第 1種中高層住居専用地域 
第 2種中高層住居専用地域 
第 1種住居地域 
第 2種住居地域 
準住居地域 
用途地域の定めのない地域 
都市計画区域外（一部地域）  

65dB  60dB  

第 2種区域  

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域  

70dB  65dB  

（資料：振動規制法第十六条第一項の規定に基づく指定地域内における道路交通振動の限度を定める命令の規定に

基づく区域及び時間（昭和 52 年埼玉県告示第 1345 号））  

備考）  

1.振動の測定場所は、道路の敷地の境界とする。  

2.規制区域は、原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めているが、一部異なる地域がある。  

3.学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から 5dB 減じ

た値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部または一部における夜間の第 1 種区域の限度は夜間の第 2 種

区域の値とすることができる。  
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  4. 悪臭 

  1）公害の防止に関する法令に基づく地域地区の指定状況及び規制基準 

埼玉県では、「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）に基づき規制地域が指定されており、

関係市のうち対象事業実施区域の位置する深谷市は臭気指数基準値(2)による規制、熊谷市は

臭気指数基準値(1)による規制が行われている。 

なお、対象事業実施区域の区域区分は C区域である。 

臭気指数規制基準を表 3-1-7-24～表 3-1-7-26 に示す。 

 

表 3-1-7-24 臭気指数による規制基準（敷地境界）  

 
区域区分  

基準値  

臭気指数(1)  臭気指数(2)  

A 区域  B、C 区域を除く区域  15  15  

B 区域  農業振興地域  18  21  

C 区域  工業地域・工業専用地域  18  18  

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書）  

注）基準値(1) 熊谷市、川口市、秩父市（一部）、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、

入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田

市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、滑

川町、嵐山町、吉見町、皆野町、長瀞町、杉戸町、松伏町  

基準値(2) 本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 
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表 3-1-7-25 臭気指数による規制基準（煙突等の排出口）  

敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第 6条の 2に定める換算式により算出する。  

  
＜悪臭防止法施行規則第 6条の 2第 1項第 1号排出口の実高さが 15m 以上の施設＞  
  
次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。  
  
qt＝60×10A÷Fmax  

  A＝L÷10－0.2255  
  
これらの式において、qt、Fmax及び Lはそれぞれ次の値を表すものとする。  
 

qt ：排出ガスの臭気排出強度（単位：m3N/分） 

Fmax ：別表第 3 に定める式により算出される F（x）（臭気排出強度 1m3N/秒に対する排出口
からの風下距離 x（単位：m）における地上での臭気濃度）の最大値（単位：秒/m3N）。
ただし、F（x）の最大値として算出される値が 1を排出ガスの流量（単位：m3N/秒）
で除した値を超えるときは、1を排出ガスの流量で除した値とする。 

L ：敷地境界における規制基準 
 

  
別表第 3  

F（x）＝（1÷（3.14×σy×σz））×exp（－（He（x））2÷（2×σz
2）） 

備考  
この式において、x、σy、σz、及び He（x）は、それぞれ次の値を表すものとする。  
  

X ：排出口からの風下距離（単位：m） 

σy ：環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口から
の風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅（単位：m） 

σz ：環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口から
の風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅（単位：m） 

He（x） ：次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高
さ（単位：m）。ただし、次式における Hi とΔHd の和が周辺最大建物の高さの 0.5 倍
未満となる場合、0m。 

 

He（x）＝Hi＋ΔH＋ΔHd  

 
この式において、Hi、ΔH 及び ΔHd は、それぞれ次の値を表すものとする。  
  

Hi ：第 2項に掲げる方法により算出される初期排出高さ（単位：m） 

ΔH ：環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの
流れの中心軸の上昇高さ（単位：m）  

ΔHd ：次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出さ
れる周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ  

 
（単位：m）  

Hi が Hb 未満の場合  -1.5Hb  
Hi が Hb 以上 Hb の 2.5 倍未満の場合  Hi-2.5Hb  

Hi が Hb の 2.5 倍以上の場合  0  
この表において、Hi は第 2項に掲げる方法により算出される初期排出高さ（単位：m）を、Hb は
周辺最大建物の高さ（単位：m）を表すものとする。  

 
（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書、悪臭防止法施行規則第 6条の 2）  
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表 3-1-7-26 臭気指数による規制基準（排出水）  

  
敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第 6条の 3に定める換算式により算出する。  

換算式：Iw＝L＋16  
Iw ：排出水の臭気指数  
L ：敷地境界線における規制基準  
  

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書）  
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  5. 水質汚濁 

  1）環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準 

環境基本法（平成 5年法律第 91 号）に基づく水質汚濁に係る環境基準（昭和 46 年環境庁告

示第 59 号）を表 3-1-7-27 及び表 3-1-7-28(1)～表 3-1-7-28(2)に、地下水の汚濁に係る環境

基準（平成 9年環境庁告示第 10 号）を表 3-1-7-29 に示す。 

なお、対象事業実施区域西側を流れる前川、戸田川は類型指定されていない。 

また、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年法律第 105 号）に基づく「ダイオキシン

類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基

準」（平成 11 年環境庁告示第 68 号）を、表 3-1-7-30 に示す。 

 

表 3-1-7-27 人の健康の保護に関する環境基準  

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

 2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法

の定量限界を下回ることをいう。 

 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イ

オンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数

0.3045 を乗じたものの和とする。 

     （資料：水質汚濁に係る環境基準（昭和 46（1971）年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）） 

  



3-48 

表 3-1-7-28（1） 生活環境の保全に関する環境基準：河川（湖沼を除く）  

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

生物化学的

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存 

酸素量 

（DO） 

大腸菌群数 

AA 
水道 1 級、自然環境保全及び

A以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

20CFU/ 

100mL 以下 

A 
水道 2 級、水産 1 級、水浴及

び B以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

2mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

300CFU/ 

100mL 以下 

B 
水道 3 級、水産２級及びＣ以

下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 

1,000CFU/ 

100mL 以下 

C 
水産 3 級、工業用水 1 級及び

Ｄ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

D 
工業用水 2 級、農業用水及び

Ｅの欄に掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

8mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ 

E 工業用水 3級、環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 

10mg/L 

以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。 

2mg/L 

以上 
－ 

備考 

 1 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

 2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする（湖沼もこれに準ず 

   る。）。 

（注） 

 １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

 ２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

   水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

   水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

 ３ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

   水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

   水産３級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

 ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

   工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

   工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

 ５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 （資料：水質汚濁に係る環境基準（昭和 46（1971）年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）） 
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表 3-1-7-28（2） 生活環境の保全に関する環境基準：河川（湖沼を除く） 

項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A イワナ、サケマス等比較的低温域を

好む水生生物及びこれらの餌生物が

生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物特 A 生物 Aの水域のうち、生物 Aの欄に

掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）

又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物 B コイ、フナ等比較的高温域を好む水

生生物及びこれらの餌生物が生息す

る水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物特 B 生物 A又は生物 Bの水域のうち、生

物 Bの欄に掲げる水生生物の産卵場

（繁殖場）又は幼稚仔の生育場とし

て特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

備考 

 １ 基準値は、年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。） 

 （資料：水質汚濁に係る環境基準（昭和 46（1971）年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）） 
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表 3-1-7-29 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定 

   量限界を下回ることをいう。 

 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝 

   酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に

換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 

   の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

 （資料：地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成 9（1997）年 3月 13 日環境庁告示第 10 号）） 
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表 3-1-7-30 ダイオキシン類に係る環境基準 

項目 基準値 測定方法 

水質（水底の底質を除く。） 1pg-TEQ/L 以下 日本工業規格 K0312 に定める方法 

水底の底質 
150 

pg-TEQ/g 以下 

水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソッ

クスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ

質量分析計により測定する方法 

備考 

 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

 2 水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

（資料：ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準 

（平成 11 年環境庁告示第 68 号）） 

 

 

  2）公害の防止に関する法令に基づく規制基準及び地域地区の指定状況 

   ○水質汚濁防止法等に基づく特定施設の排水基準 

一般廃棄物処理施設であり 1 時間あたりの処理能力が 200kg 以上または火格子面積が 2m2以

上の焼却施設は、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）が定める特定施設に該当し、表

3-1-7-31 及び表 3-1-7-32 に示す排水基準が定められている。 

また、埼玉県では水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき、排水基準を定める条例（昭

和 46 年条例第 61 号）に基づき、特定施設の種類（業種その他の区分）及び排出水の量に応じ

た上乗せ基準が県内全域の公共用水域に適用される。焼却施設に係る上乗せ基準は、表 3-1-7-

33 に示すとおりである。 

なお、水質汚濁防止法に基づく総量規制に係る閉鎖性水域としては、東京湾が指定されてお

り、関係市は全て指定地域に該当する。これにより日平均排水量 50m3以上の特定施設を有する

特定事業場には、表 3-1-7-34 に示す総量規制基準（平成 24 年埼玉県告示第 163 号）が適用さ

れる。 

ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）に基づく廃棄物焼却炉から排出

される排水に適用される排出基準は表 3-1-7-35 に示すとおりであり、本事業において新設す

る廃棄物処理施設がダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に該当する場合には、この基準

値が適用される。 
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表 3-1-7-31 水質汚濁防止法に基づく排水基準（有害物質）  

項 目  基準値  

カドミウム及びその化合物  mg/L  0.03  

シアン化合物  mg/L  1  

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、 
メチルジメトン及び EPN に限る。）  mg/L  1  

鉛及びその化合物  mg/L  0.1  

六価クロム化合物  mg/L  0.5  

砒素及びその化合物  mg/L  0.1  

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  mg/L  0.005  

アルキル水銀化合物  mg/L  検出されないこと  

ポリ塩化ビフェニル  mg/L  0.003  

トリクロロエチレン  mg/L  0.1  

テトラクロロエチレン  mg/L  0.1  

ジクロロメタン  mg/L  0.2  

四塩化炭素  mg/L  0.02  

1,2-ジクロロエタン  mg/L  0.04  

1,1-ジクロロエチレン  mg/L  1  

シス-1,2-ジクロロエチレン  mg/L  0.4  

1,1,1-トリクロロエタン  mg/L  3  

1,1,2-トリクロロエタン  mg/L  0.06  

1,3-ジクロロプロペン  mg/L  0.02  

チウラム  mg/L  0.06  

シマジン  mg/L  0.03  

チオベンカルブ  mg/L  0.2  

ベンゼン  mg/L  0.1  

セレン及びその化合物  mg/L  0.1  

ほう素及びその化合物  mg/L  10  

ふっ素及びその化合物  mg/L  8  

アンモニア、アンモニウム化合物、 
亜硝酸化合物及び硝酸化合物  mg/L  

100（アンモニア性窒素に 0.4 を乗じた
もの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の
合計量）  

1,4-ジオキサン  mg/L  0.5  

（資料：排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令第 35 号））  
備考）  
1.「検出されないこと」とは、排水基準を定める省令第 2 条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の

汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。  
2.砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令の一部を改正する政令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水に

ついては当分の間、適用しない。  
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表 3-1-7-32 水質汚濁防止法に基づく排水基準（生活環境項目）  

項 目  基準値  

水素イオン濃度（海域以外の公共用水域）   5.8～8.6  

生物化学的酸素要求量  mg/L 160（日間平均 120）  

化学的酸素要求量  mg/L 160（日間平均 120）  

浮遊物質量  mg/L 200（日間平均 150）  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量  
（鉱油類含有量）  mg/L 5  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量  
（動植物油脂類含有量）  mg/L 30  

フェノール類含有量  mg/L 5  

銅含有量  mg/L 3  

亜鉛含有量  mg/L 2  

溶解性鉄含有量  mg/L 10  

溶解性マンガン含有量  mg/L 10  

クロム含有量  mg/L 2  

大腸菌群数  個/㎝ 3 日間平均 3,000  

窒素含有量  mg/L 120（日間平均 60）  

燐含有量  ㎎/L 16（日間平均 8）  

   （資料：排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令第 35 号））  

  備考）  
1.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。  
2.この表に掲げる排水基準は、1 日あたりの平均的な排出水の量が 50m3以上である工場または事業場に係る排

出水について適用する。  
3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する

鉱業を含む。）に属する工場または事業場に係る排出水については適用しない。  
4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量につい

ての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政

令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、

適用しない。  
5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って

適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。  
6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼

として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であ

って水の塩素イオン含有量が 1L につき 9,000 ㎎を超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める

海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。  
7.燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼とし

て環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣

が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。  

 

 

表 3-1-7-33 排水基準（上乗せ排水基準）  

特定施設  
生物化学的酸素要求量  

（㎎/L）  
浮遊物質量  
（㎎/L）  

フェノール類含有量  
（㎎/L）  

焼却施設  
25  

（日間平均 20）  
60  

（日間平均 50）  
1  

（資料：工場・事業場等排水の水質規制（令和 2年 4 月埼玉県））  
備考）平成4年 4月 1日前に設置された施設（設置の工事を含む）を既存、同日以後に設置された施設を新規とする。  
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表 3-1-7-34 排水基準（総量規制基準）  

項目 
設置日 

業種 

化学的酸素要求量 
（mg/L） 

窒素含有量 
（mg/L） 

りん含有量 
（mg/L） 

～H3.6.30 H3.7.1～ ～H14.9.30 H14.10.1～ ～H14.9.30 H14.10.1～ 

ごみ処理業 30 30 25 10 1.5 1 

（資料：工場・事業場の排水規制（総量規制、汚濁負荷量測定結果報告）（埼玉県ホームページ））  
備考）総量規制基準は、指定地域内に所在する特定事業場（特定施設を設置する工場・事業場）のうち、日平均排水

量が 50m3 以上のもの（指定地域内事業場）に適用される。  

 

 

表 3-1-7-35 ダイオキシン類の排出基準  

特定施設  基準値  

大気基準適用施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理す
る廃ガス洗浄施設、湿式集じん装置  

10pg-TEQ/L  
大気基準適用施設である廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施
設であって、汚水等を排出するもの  

（資料：ダイオキシン類に関する規制について（平成 30 年 10 月埼玉県）） 

 

 

   ○土木建設作業に伴う汚水等の基準 

埼玉県生活環境保全条例（平成 13 年埼玉県条例第 57 号）では、指定土木建設作業に伴い排

出する汚水等の基準が定められている。 

作業において汚水等を排出する場合は、前掲表 3-1-7-31（P3-52 参照）及び表 3-1-7-36 の

基準が適用される。 

 

表 3-1-7-36 指定土木建設作業に係る排水基準  

項 目  基準値  

水素イオン濃度  5.8～8.6  

浮遊物質量  180（日間平均 150）㎎/L  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油類含有量）  5 ㎎/L  

（資料：工場・事業場等排水の水質規制（令和 2年 4 月埼玉県）） 
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  6. 土壌汚染 

環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）に基づく土壌汚染に係る環境基準（平成 3 年環境庁告

示第 46 号）は表 3-1-7-37 に、ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）に

基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の

汚染に係る環境基準（平成 11 年環境庁告示第 68 号）は表 3-1-7-38 に示すとおりである。 

また、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）では土壌の汚染状態の基準が表 3-1-7-39 

に示すとおり定められており、埼玉県生活環境保全条例（平成 13 年埼玉県条例第 57 号）にお

いても、土壌汚染基準（法と同様の土壌溶出量基準及び土壌含有量基準）を定めている。 

      

 

  



3-56 

表 3-1-7-37 土壌の汚染に係る環境基準 

項目 環境上の条件 

カドミウム 
検液 1L につき 0.003mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg につき
0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒（ひ）素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土
壌 1kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌 1kg につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン（別名 塩化ビニル又
は塩化ビニルモノマー） 

検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

備考 
 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定 
   を行うものとする。 
 2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液 
   中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの 
   物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を 
   超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及 
   び 3mg とする。 
 3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該 
   方法の定量限界を下回ることをいう。 
 4 有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 
 5 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と日 
   本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

 （資料：土壌の汚染に係る環境基準（平成 3（1991）年 8月 23 日環境庁告示第 46 号））
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表 3-1-7-38 ダイオキシン類の環境規基準 

項目 基準値 測定方法 

土壌 
1,000 

pg-TEQ/g 以下 

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレ

ー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分

析計により測定する方法（ポリ塩化ジベンゾフ

ラン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化

ジベンゾ-パラ-ジオキシンをいう。以下同じ。）

及びコプラナ-ポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測

定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベ

ンゾフラン等を 2種類以上のキャピラリーカラ

ムを併用して測定するものに限る。） 

備考 

 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

 2 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分 

   析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定す 

   る方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下 

   「簡易測定値」という。）に 2を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値を 

   この表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

 3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g 以上 

   の場合（簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の場合） 

   には、必要な調査を実施することとする。 

 （資料：ダイオキシン類に係る環境基準（平成 11（1999）年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号）） 
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表 3-1-7-39 土壌の汚染状態の基準  

分 類  特定有害物質  
基準値  

土壌溶出量基準  土壌含有量基準  

第 1種 
特定有害物質  

四塩化炭素  0.002 ㎎/L 以下  －  

クロロエチレン  0.002 ㎎/L 以下  －  

1,2-ジクロロエタン  0.004 ㎎/L 以下  －  

1,1-ジクロロエチレン  0.1 ㎎/L 以下  －  

シス-1,2-ジクロロエチレン  0.04 ㎎/L 以下  －  

1,3-ジクロロプロペン  0.002 ㎎/L 以下  －  

ジクロロメタン  0.02 ㎎/L 以下  －  

テトラクロロエチレン  0.01 ㎎/L 以下  －  

1,1,1-トリクロロエタン  1 ㎎/L 以下  －  

1,1,2-トリクロロエタン  0.006 ㎎/L 以下  －  

トリクロロエチレン  0.01 ㎎/L 以下  －  

ベンゼン  0.01 ㎎/L 以下  －  

第 2種 
特定有害物質  

カドミウム及びその化合物  0.003 ㎎/L 以下  45 ㎎/㎏以下  

六価クロム化合物  0.05 ㎎/L 以下  250 ㎎/㎏以下  

シアン化合物  検出されないこと  
遊離シアン 
50 ㎎/㎏以下 

水銀及びその化合物  
総水銀：0.0005 ㎎/L 以下 
アルキル水銀：検出されないこと  15 ㎎/㎏以下  

セレン及びその化合物  0.01 ㎎/L 以下  150 ㎎/㎏以下  

鉛及びその化合物  0.01 ㎎/L 以下  150 ㎎/㎏以下  

砒素及びその化合物  0.01 ㎎/L 以下  150 ㎎/㎏以下  

ふっ素及びその化合物  0.8 ㎎/L 以下  4,000 ㎎/㎏以下  

ほう素及びその化合物  1 ㎎/L 以下  4,000 ㎎/㎏以下  

第 3種 
特定有害物質  

シマジン  0.003 ㎎/L 以下  －  

チオベンカルブ  0.02 ㎎/L 以下  －  

チウラム  0.006 ㎎/L 以下  －  

PCB  検出されないこと  －  

有機リン化合物  検出されないこと  －  

（資料：令和 3年版 埼玉県環境白書）  
備考）  

1.土壌溶出量基準は 25 の特定有害物質全てについて、土壌含有量基準は「第二種特定有害物質」の 9物質に限り

定められている。  
2.土壌溶出量基準は、土壌の汚染に係る環境基準の備考欄の「環境上の条件」の検液中濃度に係る値と同じ値に

なっている。  
3.埼玉県生活環境保全条例に基づく土壌の汚染に係る基準についても、上記の表と同じである。  
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  7. 地盤沈下 

工業用水法（昭和 31 年法律第 146 号）、建築物用地下水の採取の規制に関する法律（昭和 37

年法律第 100 号）及び埼玉県生活環境保全条例（平成 13 年埼玉県条例第 57 号）に基づく地下

水採取規制地域を図 3-1-7-1 に示す。 

対象事業実施区域は、埼玉県生活環境保全条例に基づく第二種指定地域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：地下水採取の規制（埼玉県ホームページ）） 

図 3-1-7-1 地下水採取規制地域図 

 

 

  

◎ 

対象事業実施区域 
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  8. 景観 

対象事業実施区域の位置する深谷市では、埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画が適用され、

一定規模を超える、建築や工作物の新築や修繕を行う場合には深谷市に届出が必要となり、外

観の色彩やデザインなどについて、景観形成基準を踏まえる必要がある。 

 

 

  9. 廃棄物 

埼玉県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）及び埼玉県生

活環境保全条例（平成 13 年埼玉県条例第 57 号）の規定に基づき、平成 28 年 3 月に第 8 次埼

玉県廃棄物処理基本計画を策定し、5年の期間を設けて取組むこととしている。 

また、対象事業実施区域の位置する深谷市では、平成 29 年 3 月に深谷市一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画を策定し、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用及び適正処理と循環型社会の形

成に向けた施策を総合的に推進するため、令和 8年度を計画目標年度とする取組みを行ってい

る。 

 

 

  10. 地球温暖化 

埼玉県では、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 21 条に基づ

く地方公共団体実行計画（区域施策編）として、令和 2年 3月に埼玉県地球温暖化対策実行計

画（第 2期）策定し、2030 年度における埼玉県の温室効果ガス排出量を 2013 年度比 26％削減

の目標を設定し、緩和策と適応策を明確にしている。 

また、埼玉県地球温暖化対策実行計画（第 2期）は、埼玉県の環境に関する上位計画である

埼玉県環境基本計画（第 4次）の個別計画としても位置づけられている。 
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  11. 自然関係法令等 

調査範囲及びその周辺の自然環境保全に係る法令等による指定状況を、表3-1-7-40に示す。 

 

表 3-1-7-40 自然関係法令等に基づく指定の状況 

地域その他の対象  

指定の有無 

関係法令等  対象事業 
実施区域 

周辺 
地域  

自然保護 
関連  

自然公園  

国立公園  ×  ×  
自然公園法  

国定公園  ×  ×  

県立自然公園  ×  ×  埼玉県立自然公園条例  

自然環境 
保全地域  

原生自然環境 
保全地域  × × 

自然環境保全法  

自然環境保全地域  
×  ×  

×  ×  埼玉県自然環境保全条例  

自然遺産  ×  ×  世界遺産条約 

緑地  

近郊緑地保全区域  ×  ×  首都圏近郊緑地保全法  

特別緑地保全地区  ×  ×  都市緑地法  

ふるさとの 
緑の景観地  ×  ×  

ふるさと埼玉の緑を守り育てる
条例  

動植物保護  

生息地等保護区  ×  ×  
絶滅のおそれのある野生動植物
の種の保存に関する法律  

特別保護区  ×  ×  

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律  

鳥獣保護区  ×  ○  

特定猟具 
使用禁止区域(銃)  ○  ○  

指定猟法禁止区域  ×  ×  

登録簿に 
挙げられている 
湿地の区域  

×  ×  ラムサール条約  

国土防災 
関連  

急傾斜地崩壊危険区域  ×  ×  
急傾斜地の崩壊による災害の防
止に関する法律  

地すべり防止区域  ×  ×  地すべり等防止法  

砂防指定地  × ○ 砂防法  

土砂災害警戒区域  ×  ○  
土砂災害警戒区域等における土
砂災害防止対策の推進に関する
法律  

保安林  ×  ×  森林法  

河川区域  ×  ×  
河川法  

河川保全区域  ×  ×  

地下水採取規制区域  

×  ×  工業用水法  

×  ×  
建築物用地下水の採取の規制に
関する法律  

○  ○  埼玉県生活環境保全条例  

注）○：指定がある場合 ×：指定がない場合  
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  1）鳥獣保護区等 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）に基づく鳥

獣保護区等の指定状況を図 3-1-7-2 に示す。 

調査範囲及びその周辺には、鳥獣保護区（仙元山公園）及び特定猟具使用禁止区域（銃）の

指定がある。 

なお、対象事業実施区域は特定猟具使用禁止区域（銃）となっている。 

      

 

  2）砂防指定地 

砂防法（明治 30 年法律第 29 号）に基づく砂防指定地の指定状況を図 3-1-7-3 に示す。 

調査範囲及びその周辺には、砂防指定地として押切川、前川がある。 

なお、対象事業実施区域に砂防指定地はない。 

 

 

  3）土砂災害警戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律第 57号）

に基づく土砂災害警戒区域の指定状況を図 3-1-7-4 に示す。 

調査範囲及びその周辺には、土砂災害警戒区域の指定がある。 

なお、対象事業実施区域に土砂災害警戒区域の指定はない。 

 

 

  4）地下水採取規制区域 

調査範囲及びその周辺は、埼玉県生活環境保全条例（平成 13 年埼玉県条例第 57 号）に基づ

く規制地域である。 

なお、対象事業実施区域は、埼玉県生活環境保全条例に基づく指定地域（第二種指定地域）

となっており、揚水機の吐出口の断面積の合計が 6cm2を超える場合は知事への届出が必要とな

る。 
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図 3-1-7-2 鳥獣保護区等の指定状況 

  

資料：埼玉県鳥獣保護区等位置図（令和元年度） 

   埼玉県ホームページ 

  

熊谷市 

1：50000 

深谷市 
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図 3-1-7-3 砂防指定地の指定状況 

 

資料：環境アセスメントデータベース 

（環境省ホームページ） 

砂防指定地（面） 

前川 

下唐沢川 

押切川 
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図 3-1-7-4 土砂災害警戒区域の指定状況 

  

資料：環境アセスメントデータベース 

（環境省ホームページ） 
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 3-2 自然的状況 

 3-2-1 大気質、騒音、振動、悪臭、気象その他の大気に係る環境の状況 

  1. 気象 

     対象事業実施区域に最も近い気象観測所は、熊谷地域気象観測所である。 

熊谷地域気象観測所における過去 10 年間の気象の状況を表 3-2-1-1 に、令和 3年の気象の

状況を表 3-2-1-2 及び図 3-2-1-1～図 3-2-1-2 に示す。 

平成 24 年～令和 3年の平均気温は 15.8℃、最高気温は 38.6℃、最低気温は-5.2℃、平均風

速は 2.5m/s、最多風向は西北西、平均降水量は 1,272.0 ㎜である。 

また、令和 3年の気象をみると、平均気温は 16.0℃、最高気温は 37.2℃、最低気温は-6.4℃、

平均風速は 2.5m/s、最多風向は西北西、年間降水量は 1,272.0 ㎜である。 

 

表 3-2-1-1 気象の状況（熊谷地域気象観測所） 

年 
気温（℃） 平均風速 

（m/s） 
最多風向 

降水量
（mm） 平均 最高 最低 

平成 24 年 15.1 37.8 -5.6 2.7 北西 1,079.0 

平成 25 年 15.6 39.3 -4.8 2.7 北西 1,251.0 

平成 26 年 15.3 38.8 -4.7 2.6 北西 1,387.5 

平成 27 年 16.0 38.6 -4.6 2.5 西北西 1,335.0 

平成 28 年 15.9 37.3 -5.7 2.4 西北西 1,301.0 

平成 29 年 15.4 37.8 -5.3 2.6 西北西 1,308.5 

平成 30 年 16.4 41.1 -5.3 2.4 西北西 1,056.0 

令和元年 16.1 38.4 -4.3 2.6 北西 1,460.5 

令和 2年 16.2 39.6 -5.2 2.4 西北西 1,364.0 

令和 3年 16.0 37.2 -6.4 2.5 西北西 1,177.0 

平均 15.8 38.6 -5.2 2.5 西北西 1,272.0 

最大 16.4 41.1 -4.3 2.7 － 1,460.5 

最小 15.1 37.2 -6.4 2.4 － 1,056.0 

（資料：気象庁ホームページ） 
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表 3-2-1-2 気象の状況（熊谷地域気象観測所：令和 3年） 

月 
気温（℃） 

平均風速 
（m/s） 

最多風向 
最大風速 

降水量 
（mm） 平均 最高 最低 

風速 
（m/s） 

風向 

1 月 4.1 18.1 -6.4 2.5 西北西 22.7 西北西 25.5 

2 月 7.0 23.5 -3.2 3.5 北西 21.7 西北西 43.5 

3 月 11.6 25.3 0.3 3.1 西北西 21.4 西北西 100.0 

4 月 14.6 26.6 4.4 2.9 西北西 18.5 北西 46.5 

5 月 19.4 30.3 8.7 2.2 北西 18.6 北西 69.5 

6 月 23.0 31.8 15.1 2.3 南東 11.5 南東 212.5 

7 月 26.3 36.4 19.2 2.0 東南東 14.9 北 192.5 

8 月 27.4 37.2 18.4 2.2 東 18.0 南東 186.5 

9 月 22.2 32.4 15.7 1.8 東北東 10.7 東 106.0 

10 月 17.8 30.5 6.9 2.2 西北西  18.2 北西 86.0 

11 月 12.4 23.4 0 2.1 西北西 18.1 北北西 43.0 

12 月 6.6 19.9 -5.5 2.8 西北西 24.1 北西 65.5 

年間 16.0 28.0 6.1 2.5 西北西 18.2 北西 1,177 

（資料：気象庁ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：気象庁ホームページ） 

図 3-2-1-1 気温及び降水量の状況（熊谷地域気象観測所：令和 2年） 
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（資料：気象庁ホームページ） 

静穏は静穏（0.3m/s 未満）の割合を示す。 

図 3-2-1-2(1) 風配図（熊谷地域気象観測所：令和 3年 年間） 

 

 

       
1 月                       2 月 

（資料：気象庁ホームページ） 

静穏は静穏（0.3m/s 未満）の割合を示す。 

 

図 3-2-1-2(2) 各月風配図（熊谷地域気象観測所：令和 3年各月） 
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3 月                       4 月 

      

5 月                       6 月 

      

7 月                       8 月 

（資料：気象庁ホームページ） 

静穏は静穏（0.3m/s 未満）の割合を示す。 

 

図 3-2-1-2(3) 各月風配図（熊谷地域気象観測所：令和 3年各月） 
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9 月                       10 月 

       
11 月                       12 月 

（資料：気象庁ホームページ） 

静穏は静穏（0.3m/s 未満）の割合を示す。 

 

図 3-2-1-2(4) 各月風配図（熊谷地域気象観測所：令和 3年各月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3-71 

  2. 大気質 

     対象事業実施区域周辺には、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）が 1測定局（深

谷）、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）が 1測定局（深谷原郷自排）ある。 

     なお、一般局の深谷では二酸化硫黄の測定がないことから、熊谷一般局のデータも参考に示

す。 

各測定局の測定項目を表 3-2-1-3 に、測定局の位置を図 3-2-1-3 に示す。 

 

表 3-2-1-3 測定項目 

区分 測定局 

測定項目 

二酸化 

硫黄 

（SO2） 

窒素 

酸化物 

（NOx） 

浮遊粒子 

状物質 

（SPM） 

光化学 

オキシ 

ダント 

（Ox） 

一酸化 

炭素 

（CO） 

微小粒子状 

物質 

（PM2.5） 

非メタン 

炭化水素 

（NMHC） 

ダイオ 

キシン類 

（DXN） 

一般局 
深谷  ○ ○ ○  ○  ○ 

熊谷 ○ ○ ○ ○ ○ ○   

自排局 
深谷原 

郷自排 
 ○ ○   ○ ○  

（資料：大気汚染常時監視測定結果報告書、大気環境調査結果） 

測定局の場所は以下のとおりである。 

 深谷：桜ヶ丘小学校 

 熊谷：熊谷市役所 

 深谷原郷自排：深谷商業高等学校 
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図 3-2-1-3 大気汚染常時監視局位置図 

  

 ● 桜ヶ丘小学校 

●：一般局 

■：自排局 

 ■ 深谷商業高等学校 
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  1) 二酸化硫黄 

     二酸化硫黄の令和元年度における測定結果は、表 3-2-1-4 に示すとおりであり、環境基準を

達成している。 

平成 27 年度から令和元年度における二酸化硫黄の経年変化は、図 3-2-1-4 に示すとおりで

ある。1 日平均値の 2％除外値はほぼ横ばいで推移し、いずれの年度も環境基準を達成してい

る。 

 

表 3-2-1-4 二酸化硫黄の測定結果（令和元年度） 

区分 測定局 
1 年 

平均値
（ppm） 

1 日平均
値の 2％
除外値 
（ppm） 

1 日平均値
が 0.04ppm
を超えた日
が 2日以上
連続したこ
との有無 

1 日平均値
が 0.04ppm
を超えた 
日数 

（日） 

1 時間値 
の最大値 
（ppm） 

環境基準 

長期的 
評価 

短期的 
評価 

一般局 熊谷 0.001 未満 0.001 無 0 0.005 ○ ○ 

（資料：令和元年度 大気汚染常時監視測定結果報告書） 

環境基準及び評価方法は、以下のとおりである。 

環境基準：1時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下であること。 

長期的評価：「1時間値の 1日平均値の 2％除外値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1日平均値が 0.04ppm を超える日が 

2 日以上連続しないこと」を達成した場合には「○」、達成しない場合は「×」。 

短期的評価：「1時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下であること」を達成した 

場合は「○」、達成しない場合は「×」。 

 

 

（資料：大気汚染常時監視測定結果報告書） 

図 3-2-1-4 二酸化硫黄の経年変化（2％除外値） 
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  2) 二酸化窒素 

     二酸化窒素の令和元年度における測定結果は、表 3-2-1-5 に示すとおりであり、各測定局と

もに環境基準を達成している。 

平成 27 年度から令和元年度における二酸化窒素の経年変化は、図 3-2-1-5 に示すとおりで

ある。各測定局ともに 1日平均値の年間 98％値はほぼ横ばいで推移し、いずれの年度も環境基

準を達成している。 

 

表 3-2-1-5 二酸化窒素の測定結果（令和元年度） 

区分 測定局 
1 年平均値 
（ppm） 

1 日平均値の 
年間 98％値 
（ppm） 

環境基準 

一般局 
深谷 0.008 0.016 ○ 

熊谷 0.008 0.019 ○ 

自排局 深谷原郷自排 0.009 0.018 ○ 

（資料：令和元年度 大気汚染常時監視測定結果報告書） 

環境基準及び評価方法は、以下のとおりである。 

環境基準：1時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。 

評  価：「1 時間値の 1 日平均値の年間 98％値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること」 

を達成した場合は「○」、達成しない場合は「×」。 

 

 

（資料：大気汚染常時監視測定結果報告書） 

図 3-2-1-5 二酸化窒素の経年変化（年間 98％値） 
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  3) 浮遊粒子状物質 

     浮遊粒子状物質の令和元年度における測定結果は、表 3-2-1-6 に示すとおりであり、各測定

局ともに環境基準を達成している。 

平成 27 年度から令和元年度における浮遊粒子状物質の経年変化は、図 3-2-1-6 に示すとお

りである。各測定局ともに 1 日平均値の 2％除外値はやや減少傾向で推移し、いずれの年度も

環境基準を達成している。 

 

表 3-2-1-6 浮遊粒子状物質の測定結果（令和元年度） 

区分 測定局 
1 年 

平均値
(mg/m3) 

1 日平均
値の 2％
除外値 
(mg/m3) 

1日平均値が
0.10mg/m3

を超えた日
が 2日以上
連続したこ
との有無 

1日平均値が
0.10mg/m3

を超えた 
日数 
（日） 

1 時間値 
の最大値 
（mg/m3） 

環境基準 

長期的 
評価 

短期的 
評価 

一般局 
深谷 0.011 0.033 無 0 0.095 ○ ○ 

熊谷 0.016 0.036 無 0 0.115 ○ ○ 

自排局 深谷原郷自排 0.014 0.033 無 0 0.066 ○ ○ 

（資料：令和元年度 大気汚染常時監視測定結果報告書） 

環境基準及び評価方法は、以下のとおりである。 

環境基準：1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

長期的評価：「1時間値の 1日平均値の 2％除外値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1日平均値が 0.10mg/m3を超える 

日が 2日以上連続しないこと」を達成した場合には「○」、達成しない場合は「×」。 

短期的評価：「1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること」を達成 

した場合は「○」、達成しない場合は「×」。 

 

 

（資料：大気汚染常時監視測定結果報告書） 

図 3-2-1-6 浮遊粒子状物質の経年変化（2％除外値） 
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  4) 光化学オキシダント 

     光化学オキシダントの令和元年度における測定結果は、表 3-2-1-7 に示すとおりであり、各

測定局ともに環境基準を達成していない。 

平成 27 年度から令和元年度における光化学オキシダントの経年変化は、図 3-2-1-7 に示す

とおりである。昼間 1 時間値が 0.06ppm を超えた時間数は、深谷測定局では平成 29 年度より

減少に転じており、熊谷局では平成 30 年度より減少に転じている。 

 

表 3-2-1-7 光化学オキシダントの測定結果（令和元年度） 

区分 測定局 
昼間の 1時間値 
の 1年平均値 

（ppm） 

昼間の 1時間値 
が 0.06ppm を 
超えた時間数 
（時間） 

昼間の1時間値 
が0.12ppmを 
超えた時間数 
（時間） 

環境基準 

一般局 
深谷 0.037 570 1 × 

熊谷 0.036 595 4 × 

（資料：令和元年度 大気汚染常時監視測定結果報告書） 

環境基準及び評価方法は、以下のとおりである。 

環境基準：1時間値が 0.06ppm 以下であること。 

評  価：「昼間（5時～20 時）の 1時間値が 0.06ppm 以下であること」を達成した場合は「○」、 

達成しない場合は「×」。 

 

 

（資料：大気汚染常時監視測定結果報告書） 

図 3-2-1-7 光化学オキシダントの経年変化（昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた時間数） 
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  5) 一酸化炭素 

     一酸化炭素の令和元年度における測定結果は、表 3-2-1-8 に示すとおりであり、環境基準を

達成している。 

平成 27 年度から令和元年度における一酸化炭素の経年変化は、図 3-2-1-8 に示すとおりで

ある。1 日平均値の 2％除外値はほぼ横ばいで推移し、いずれの年度も環境基準を達成してい

る。 

 

表 3-2-1-8 一酸化炭素の測定結果（令和元年度） 

区分 測定局 
1 年 

平均値
（ppm） 

1 日平均
値の 2％
除外値 
（ppm） 

1 日平均値
が 10ppm を
超えた日が
2日以上連
続したこと
の有無 

8時間平均値 
が 20ppm を 
超えた回数 
（回） 

1時間値の 
日平均値が 
10ppm を 
超えた日

数 
（日） 

環境基準 

長期的 
評価 

短期的 
評価 

一般局 熊谷 0.2 0.4 無 0 0 ○ ○ 

（資料：令和元年度 大気汚染常時監視測定結果報告書） 

環境基準及び評価方法は、以下のとおりである。 

環境基準：1時間値の 1日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1時間値の 8時間平均値が 20ppm 以下であること。 

長期的評価：「1時間値の 1日平均値の 2％除外値が 10ppm 以下であり、かつ、1日平均値が 10ppm を超える日が 

2 日以上連続しないこと」を達成した場合は「○」、達成しない場合は「×」。 

短期的評価：「1時間値の 1日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、午前 0 時～午前 8時、午前 8時～午後 4時、 

午後 4時～午後 12 時の各時間帯 8時間平均値が 20ppm 以下であること」を達成した場合は「○」、 

達成しない場合は「×」。ただし、各時間帯の 8 時間のうち有効測定時間が 6 時間以上ある場合 

のみ評価対象とする。 

 

 

（資料：大気汚染常時監視測定結果報告書） 

図 3-2-1-8 一酸化炭素の経年変化（2％除外値） 
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 6) 微小粒子状物質 

     微小粒子状物質の令和元年度における測定結果は、表 3-2-1-9 に示すとおりであり、各測定

局ともに環境基準を達成している。 

平成 27 年度から令和元年度における微小粒子状物質の経年変化は、図 3-2-1-9 に示すとお

りである。各測定局ともに 1日平均値の年間 98％値は減少傾向である。 

 

表 3-2-1-9 微小粒子状物質の測定結果（令和元年度） 

区分 測定局 
1 年平均値 
（μg/m3） 

1 日平均値の 
年間 98％値 
（μg/m3） 

環境基準 

長期基準 短期基準 

一般局 
深谷 10.2 25.4 ○ ◯ 

熊谷 10.1 24.1 ○ ◯ 

自排局 深谷原郷自排 11.0 24.0 ○ ○ 

（資料：令和元年度 大気汚染常時監視測定結果報告書） 

環境基準及び評価方法は、以下のとおりである。 

環境基準：1年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が 35μg/m3以下であること。 

長期基準：「1年平均値が 15μg/m3以下であること」を達成した場合には「○」、達成しない場合は「×」。ただし、 

1 日のうち有効測定時間が 20 時間以上ある日が 250 日以上ある場合のみを評価対象とする。 

短期基準：「1時間の 1日平均値の 98％値が 35μg/m3以下であること」を達成した場合は「○」、達成しない場合は 

「×」。 

 環境基準の欄に「―」表示がある場合は、有効測定局ではなく環境基準の評価を行っていないことを示す。 

 

 

（資料：大気汚染常時監視測定結果報告書） 

図 3-2-1-9 微小粒子状物質の経年変化（年間 98％値） 
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  7) 非メタン炭化水素 

     非メタン炭化水素の令和元年度における測定結果は、表 3-2-1-10 に示すとおりであり、指

針値を上回っている。 

平成 27 年度から令和元年度における非メタン炭化水素の 6 時～9 時の 3 時間平均値が

0.31ppmC を超えた日数の経年変化は、図 3-2-1-10 に示すとおりであり、年度によってばらつ

きがある。 

 

表 3-2-1-10 非メタン炭化水素の測定結果（令和元年度） 

区分 測定局 
6 時～9時 
の測定日数 

（日） 

6 時～9時の 
1 年平均値 
（ppmC） 

6 時～9時の 
3 時間平均値 
（ppmC） 

6 時～9時の平均 
値が 0.31ppmC を 

超えた日数 
（日） 

指針値 

最高値 最低値 

自排局 深谷原郷自排 358 0.12 0.91 0.00 9 × 

（資料：令和元年度 大気汚染常時監視測定結果報告書） 

指針値は、以下のとおりである。 

「午前 6時から 9時までの非メタン炭化水素の 3時間平均値は、0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にあること」を達成 

した場合は「○」、達成しない場合は「×」。 

 

 

（資料：大気汚染常時監視測定結果報告書） 

図 3-2-1-10 非メタン炭化水素の経年変化（6時～9時の 3時間平均値が 0.31ppmC を超えた日数） 
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  8) ダイオキシン類 

     ダイオキシン類の令和 2 年度における測定結果は、表 3-2-1-11 に示すとおりであり、環境

基準を達成している。 

平成 28 年度から令和 2年度におけるダイオキシン類の経年変化は、図 3-2-1-11 に示すとお

りである。各年とも、平均値は横ばいで推移しており、いずれの年度も環境基準を達成してい

る。 

 

表 3-2-1-11 ダイオキシン類の測定結果（令和 2年度） 

地域分類 調査地点 
調査結果（pg-TEQ/m3） 

環境基準 
第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 平均値 

一般 深谷局 0.022 0.017 0.011 0.057 0.027 ○ 

（資料：令和 2年度 ダイオキシン類大気常時監視結果） 

環境基準は、以下のとおりである。 

環境基準：1年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 

ダイオキシン類濃度は、最も毒性が強い「2,3,7,8-四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（2,3,7,8-TCDD）」の毒性を単位

として換算した値。 

 

 

 

（資料：ダイオキシン類大気常時監視結果） 

図 3-2-1-11 ダイオキシン類の経年変化（年間平均値） 
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  3. 騒音・振動・低周波音 

  1) 環境騒音・振動 

     調査範囲及びその周辺において、環境騒音・振動の調査は行われていない。 

 

 

  2) 自動車交通騒音・道路交通振動 

     調査範囲及びその周辺における平成 30 年度の自動車交通騒音の環境基準適合状況を表 3-2-

1-12 に示し、自動車交通騒音の調査路線を図 3-2-1-12 に示す。 

自動車交通騒音はすべて地点で環境基準を達成している。 

なお、調査範囲及びその周辺において、道路交通振動の調査は行われていない。 

 

表 3-2-1-12 自動車交通騒音の環境基準適合状況（点的評価） 

№ 路線名 調査地点 

環
境
基
準
類
型 

車
線
数 

幹
線
道
路
の
近
接
空
間 

等価騒音レベル 
（dB） 環

境
基
準
適
合
状
況 

昼
間 

環
境
基
準
達
成 

夜
間 

環
境
基
準
達
成 

1 県道深谷東松山線 深谷市原郷 C 2 ○ 63 ○ 58 ○ ○ 

2 県道美土里町新堀線 熊谷市新堀新田 C 2 ○ 68 ○ 65 ○ ○ 

3 県道深谷東松山線 熊谷市三ヶ尻 2868-1 B 2 ○ 64 ○ 60 ○ ○ 

（資料：平成 30 年度自動車交通騒音・道路交通振動実態調査（埼玉県ホームページ）） 

幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準：昼間 70dB、夜間 65dB 

幹線道路の近接空間の欄の○は、測定地点が当該空間に含まれることを示す。 

 

 

  3) 低周波音 

     調査範囲及びその周辺において、低周波音の調査は行われていない。 

 

 

  4. 悪臭 

     調査範囲及びその周辺において、悪臭の調査は行われていない。 
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図 3-2-1-12 自動車交通騒音調査路線図 
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 3-2-2 水象、水質、底質その他の水に係る環境の状況 

  1. 水象 

     調査範囲及びその周辺の河川等の状況は、図 3-2-2-1 に示すとおりである。 

調査範囲及びその周辺には、一級河川の荒川、唐沢川、福川が流れている。 

対象事業実施区域の西側を流れる唐沢川は、河川延長が約3.5kmで、源流は深谷市内にあり、

深谷市成塚で小山川へ合流する。 

 

 

  2. 水質 

  1) 河川 

     調査範囲及びその周辺の水質測定地点の概要は表 3-2-2-1 に、水質測定地点は図 3-2-2-2 に

示すとおりであり、上唐沢川（2地点）、下唐沢川（1地点）、前川（1地点）、櫛挽排水路（1地

点）、荒川（1地点）で測定が行われている。 

平成 26 年度から平成 30 年度における測定結果を表 3-2-2-2(1）～表 3-2-2-2(3）に示す。 

環境基準が適用される下唐沢川の永徳屋橋では、平成 27 年度から平成 30 年度の pH と、平

成 26 年度の BOD が環境基準を達成していない。 

前川、櫛引排水路は平成 30 年度から調査が実施されていること、荒川は平成 30 年度のデー

タのみ公表されていることから、各地点の平成 30 年度調査結果を表 3-2-2-3 に示す。 

環境基準が適用される荒川の押切橋上流では、BOD と大腸菌群数が環境基準を達成していな

い。 

 

表 3-2-2-1 水質測定地点の概要 

河川名 測定地点 所在地 測定対象 環境基準類型 

上唐沢川 
呑沢橋 深谷市 

生活環境項目 
（大腸菌群数を除く） 

－ － 

忠度橋 深谷市 
生活環境項目 

（大腸菌群数を除く） 
－ － 

下唐沢川 永徳屋橋 深谷市 
生活環境項目 

（大腸菌群数を除く） 
B 生物 B 

前川 ㈱UACJ 下流 深谷市 
生活環境項目 

（大腸菌群数を除く） 
－ － 

櫛挽排水路 ﾊﾟｰｶｰｱｻﾋ㈱下流 深谷市 
生活環境項目 

（大腸菌群数を除く） 
－ － 

荒川 押切橋上流 熊谷市 
生活環境項目 

T-N、T-P、Cd、CN、Pb、Cr(Ⅵ) 
A 生物 B 

（資料：深谷市の環境、：熊谷市環境白書） 
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図 3-2-2-1 河川等図及び水質・ダイオキシン類測定地点図 

  

河川･用水路等 

● 水質調査地点 

● 忠度橋

● 呑沢橋 

● 永徳屋橋 

● パーカーアサヒ㈱下流 

● ㈱UACJ 下流 

資料：深谷市ホームページ 

   熊谷市ホームページ 
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表 3-2-2-2(1） 水質調査結果（上唐沢川：呑沢橋） 

項目 
測定結果（年平均値） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

水素イオン濃度（pH） 8.2 8.2 8.4 8.2 8.3 

生物化学的酸素要求量 
（BOD）（mg/L） 

3.4 16.9 2.8 2.8 2.8 

化学的酸素要求量 
（COD）（mg/L） 

4.3 17.9 5.0 4.3 4.8 

浮遊物質（SS）（mg/L） 10.1 7.8 7.6 8.2 13.9 

溶存酸素量（DO）（mg/L） 9.6 9.1 9.4 9.4 10.6 

（資料：深谷市の環境） 

 

 

表 3-2-2-2(2） 水質調査結果（上唐沢川：忠度橋） 

項目 
測定結果（年平均値） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

水素イオン濃度（pH） 7.5 7.5 7.3 7.4 7.0 

生物化学的酸素要求量 
（BOD）（mg/L） 

9.6 28.7 48.4 25.7 69.9 

化学的酸素要求量 
（COD）（mg/L） 

10.1 24.1 19.0 21.8 47.2 

浮遊物質（SS）（mg/L） 15.9 15.1 14.9 13.5 29.6 

溶存酸素量（DO）（mg/L） 7.6 6.2 4.4 5.0 3.8 

（資料：深谷市の環境） 

 

 

表 3-2-2-2(3） 水質調査結果（下唐沢川：永徳屋橋） 

項目 
測定結果（年平均値） 

環境基準 平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
2 年度 

水素イオン濃度（pH） 8.7 8.6 8.7 8.5 8.5 
6.5 以上 
8.5 以下 

生物化学的酸素要求量 
（BOD）（mg/L） 

2.1 2.2 1.8 2.4 1.8 
3mg/L 
以下 

化学的酸素要求量 
（COD）（mg/L） 

4.7 4.3 4.5 4.1 4.3 － 

浮遊物質（SS）（mg/L） 7.8 5.9 6.1 5.4 12.1 
25mg/L 
以下 

溶存酸素量（DO）（mg/L） 10.5 10.3 10.4 9.7 10.8 
5mg/L 
以上 

（資料：深谷市の環境） 

網掛けは、環境基準を達成していないものを示す。 
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表 3-2-2-3 水質調査結果（令和 2年度結果） 

項目 
測定結果（年平均値） 

環境基準 前川 
㈱UACJ 下流 

櫛挽排水路 
ﾊﾟｰｶｰｱｻﾋ㈱下流 

荒川 
押切橋上流 

水素イオン濃度（pH） 8.1 8.5 8.2 
6.5 以上 
8.5 以下 

生物化学的酸素要求量 
（BOD）（mg/L） 

1.5 2.5 0.7 
2mg/L 
以下 

化学的酸素要求量 
（COD）（mg/L） 

4.6 4.2 － － 

浮遊物質（SS）（mg/L） 13.5 12.8 3 
25mg/L 
以下 

溶存酸素量（DO）（mg/L） 9.6 12.8 9.5 
7.5mg/L 
以上 

大腸菌群数 
（MPN/100mL） 

－ － 8,375 
1,000 

MPN/100m 以下 

全窒素（T-N）（mg/L） － － 2.0 － 

全りん（T-P）（mg/L） － － 0.063 － 

カドミウム（Cd）（mg/L） － － <0.0003 0.003 

全シアン（CN）（mg/L） － － 不検出 
検出されない

こと 

鉛（Pb）（mg/L） － － <0.001 0.01 

六価クロム 
（Cr（Ⅵ））（mg/L） 

－ － <0.005 0.02 

（資料：深谷市の環境、熊谷市環境白書） 

網掛けは、環境基準を達成していないものを示す。 

環境基準は押切橋上流のみ適用される。 

押切橋上流は pH～T-P まで年 2～4回の調査の平均値、Cd～Cr（Ⅵ）は年一回の調査の値となる。 

 
 

  2) 地下水 

     調査範囲及びその周辺の平成 29 年度における地下水の概況調査結果を表 3-2-2-4 に、令和

元年度の継続調査結果を表 3-2-2-5 に示す。 

調査範囲及びその周辺の概況調査は深谷市折之口で行われており、平成29年度の調査では、

環境基準を超過した硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、調査を実施していないアルキル水銀以外の

項目で環境基準を達成していた。 

調査範囲及びその周辺の継続調査も深谷市折之口で行われており、令和元年度の調査では、

テトラクロロエチレンが環境基準を達成していない。 
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表 3-2-2-4 地下水の概況調査結果（平成 29 年度） 

（単位：mg/L） 

調査地区名 項目 測定結果 環境基準 

深谷市 
折之口 

カドミウム <0.0003 0.003 以下 

全シアン <0.1 検出されないこと。 

鉛 <0.001 0.01 以下 

六価クロム <0.005 0.05 以下 

砒素 <0.001 0.01 以下 

総水銀 <0.0005 0.0005 以下 

アルキル水銀 － 検出されないこと。 

PCB <0.0005 検出されないこと。 

ジクロロメタン <0.002 0.02 以下 

四塩化炭素 <0.0002 0.002 以下 

クロロエチレン 
（別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ） 

<0.0002 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン <0.0004 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン <0.01 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレン <0.014 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン <0.10 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン <0.0006 0.006 以下 

トリクロロエチレン 0.002 0.01 以下 

テトラクロロエチレン 0.018 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン <0.0002 0.002 以下 

チウラム <0.0006 0.006 以下 

シマジン <0.0003 0.003 以下 

チオベンカルブ <0.002 0.02 以下 

ベンゼン <0.001 0.01 以下 

セレン <0.001 0.01 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 23 10 以下 

ふっ素 <0.02 0.8 以下 

ほう素 0.04 1 以下 

1,4-ジオキサン <0.005 0.05 以下 

（資料：平成 29 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果） 

網掛けは、環境基準を達成していないものを示す。 

※「検出されないこと」とは、水質汚濁防止法規則に定められた検定方法で測定を行い、定量下限値未満のものを指

す。 
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表 3-2-2-5 地下水の継続調査結果（令和元年度） 

（単位：mg/L） 

調査地区名 項目 測定結果 環境基準 

深谷市 
折之口 

四塩化炭素 <0.0002 0.002 以下 

クロロエチレン 
（別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ） 

<0.0002 0.002 以下 

1,1-ジクロロエチレン <0.01 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.014 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン <0.10 1 以下 

トリクロロエチレン 0.002 0.01 以下 

テトラクロロエチレン 0.018 0.01 以下 

（資料：平成元年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果） 

網掛けは、環境基準を達成していないものを示す。 

 

 

  3) 公共用水域（河川水質・河川底質）のダイオキシン類 

     調査範囲及びその周辺の公共用水域（河川水質・河川底質）のダイオキシン類調査について、

関係市が実施している調査結果を表 3-2-2-6 に示す。 

     調査結果はすべての地点で環境基準を達成している。 

 

表 3-2-2-6 公共用水域（河川水質）のダイオキシン類 

市名 調査地点 項目 年平均値 環境基準 

深谷市 

福川（八幡免橋付近） 

河川水質 

0.21pg-TEQ/L 

1 pg-TEQ/L 以下 

前の川排水路（上野台 1879 付近） 0.42pg-TEQ/L 

針ヶ谷排水路（JR 高崎線付近） 0.13pg-TEQ/L 

櫛引排水路（田中 1425 付近） 0.083pg-TEQ/L 

吉野川（内田橋付近） 0.22pg-TEQ/L 

熊谷市 
三尻都市下水路 0.63pg-TEQ/L 

三尻都市下水路（二重測定） 0.63pg-TEQ/L 

深谷市 吉野川（内田橋付近） 河川底質 0.29pg-TEQ/g 150pg-TEQ/g 以下 

    （資料：深谷市の環境、熊谷市環境白書） 

    深谷市は平成 29 年度、熊谷市は令和 2年度の結果を示す。 
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 3-2-3 土壌及び地盤の状況 

  1. 土壌 

  1) 要措置区域及び形質変更時要届出区域の状況 

     調査範囲及びその周辺における土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）に基づく要措置区

域の指定状況を表 3-2-3-1 に、形質変更時要届出区域の指定状況を表 3-2-3-2 に示す。 

なお、対象事業実施区域周辺に要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はない。 

 

表 3-2-3-1 要措置区域の指定状況 

整理番号 
指定 

年月日 
指定番号 区域の所在場所 

区域の面積 
（m2） 

基準に適合しない 
特定有害物質 

整-27-7 
平成 27 年 
7 月 14 日 

指-101 号 
深谷市田谷字戸森前
11 番 1 の一部 

287.0 
砒素及びその化合物 
ふっ素及びその化合物 

（資料：土壌汚染対策法に基づく区域の指定について（埼玉県ホームページ）） 

 

表 3-2-3-2 形質変更時要届出区域の指定状況 

整理番号 
指定 

年月日 
指定番号 区域の所在場所 

区域の面積 
（m2） 

基準に適合しない 
特定有害物質 

整-27-8 
平成 27 年 
7 月 14 日 

指-102 号 
深谷市田谷字戸森前
11 番 1 の一部 

87.0 鉛及びその化合物 

整-28-8 
平成 28 年 
8 月 26 日 

指-122 号 
深谷市幡羅町一丁目
9番 2の一部 

7,580.73 
鉛及びその化合物 
ふっ素及びその化合物 

（資料：土壌汚染対策法に基づく区域の指定について（埼玉県ホームページ）） 

 

 

  2) ダイオキシン類 

     埼玉県では、土壌のダイオキシン類の常時監視測定（一般環境把握調査及び発生源周辺状況

調査）を行っている。令和元年度は深谷市内の 8 地点で発生源周辺状況調査が行われている。 

測定結果は表 3-2-3-3 に示すとおりであり、すべての地点で環境基準を達成している。 

 

表 3-2-3-3 ダイオキシン類発生源周辺状況調査結果（令和元年度） 

（単位：pg-TEQ/g） 

調査地点 調査結果 環境基準 

深谷市 

人見 5.2 

1,000 

樫合 2.9 

人見 2.1 

酒井 0.72 

櫛引 3.9 

柏合 8.3 

岡部 5.1 

櫛挽 3.5 

（資料：土壌常時監視結果 ダイオキシン類（令和元年度調査結果）） 
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  3) 土壌の分布状況 

     調査範囲及びその周辺の表層土壌の分布状況は、図 3-2-3-1 に示すとおりである。 

対象事業実施区域の土壌は、淡色黒ボク土壌である。対象事業実施区域周辺は、主に淡色黒

ボク土壌、黒ボク土壌等である。 
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図 3-2-3-1 土壌図 

  

資料：「土地分類基本調査 土壌図（熊谷）」（昭和 49 年、埼玉県） 

   「土地分類基本調査 土壌図（高崎・深谷）」（昭和 54 年、埼玉県） 

小前田統 

勅使河原統 

三カ山 1統 

上広谷統 

千代統 

花園統 

仁手統 

児玉統 

久城統 

榛沢統 

青瀬統 

新戒統 

長野統 
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  2. 地盤沈下の状況 

     調査範囲及びその周辺における平成 28年 1月 1日から令和 3年 1 月 1 日までの地盤沈下の

調査結果を表 3-2-3-4 に、調査地点を図 3-2-3-2 に示すとおりである。 

調査範囲及びその周辺における過去 5 年間の地盤沈下の変動量は-11.5 ㎜～-8.1 ㎜であっ

た。 

なお、対象事業実施区域に最も近い調査地点（№3）の過去 5年間の変動量は-11.2 ㎜であっ

た。 

 

表 3-2-3-4 地盤沈下の状況（水準測量結果） 

市
名 

№ 調査地点 

調
査
開
始
年
月
日 

各年別変動量（mm） 過去 
5 年間
の変動
量 
平成 
26.1.1 
平成 
31.1.1 
（mm） 

調査 
開始年 
からの
変動量
（mm） 

平成 
28.1.1 
平成 
29.1.1 

平成 
29.1.1 
平成 
30.1.1 

平成 
30.1.1 
平成 
31.1.1 

平成 
31.1.1 
令和 
2.1.1 

令和 
2.1.1 
令和 
3.1.1 

深
谷
市 

1 
東方 2665 
南下郷自治会館 

18.1.1 -3.3 -1.4 -5.2 +1.0 -2.6 -11.5 -33.3 

2 
東方 5丁目 10 
川内公園 

23.1.1 -2.8 -1.9 -4.5 +1.5 -3.1 -10.8 -30.1 

3 
国済寺町 17 
三島公園 

18.1.1 -2.5 -1.8 -4.7 -0.2 -2.0 -11.2 -35.7 

4 
本住町 7丁目 58 地先 
足利銀行深谷支店 

18.1.1 -2.4 -0.8 -3.1 -1.3 -0.5 -8.1 -21.4 

5 
宿根 1 
瀧宮神社 

23.1.1 -3.1 -1.3 -1.9 -1.0 -2.0 -9.3 -26.9 

6 
萱場 14-1 
萱場稲荷神社 

18.1.1 -3.1 -1.1 -2.8 +0.8 -2.5 -8.7 -24.3 

7 
田所町 8-12 
田所町会館 

18.1.1 -2.6 -0.9 -3.6 -1.2 -1.3 -9.6 -25.7 

                                   （資料：水準測量成果表 令和 2年度） 
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図 3-2-3-2 地盤沈下調査地点図 

  

● 調査地点 

資料：令和 2年度 水準測量成果表 

● №7 ● №4 

● №5 

● №3 

● №1 
●  

№2 

● 

№6 
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 3-2-4 地形及び地質の状況 

  1. 地形の状況 

     調査範囲及びその周辺の地形分類は、図 3-2-4-1 に示すとおりである。 

対象事業実施区域の地形分類は、自然堤防・砂州・砂丘であり、対象事業実施区域周辺も、

主に自然堤防・砂州・砂丘となっている。 

 

 

  2. 地質の状況 

     調査範囲及びその周辺の地形分類は、図 3-2-4-2 に示すとおりである。 

対象事業実施区域の地形分類は、ロームであり、対象事業実施区域周辺も、主にロームとな

っている。 
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図 3-2-4-1 地形分類図 

資料：「土地分類基本調査 地形分類図（熊谷）」（昭和 49 年、埼玉県） 

   「土地分類基本調査 地形分類図（高崎・深谷）」（昭和 54 年、埼玉県） 

火山灰台地 

扇状地 

丘陵地 

旧流路跡（旧河道） 

自然堤防 

台地上の谷（谷地田） 

崖 
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図 3-2-4-2 表層地質図 

 

資料：「土地分類基本調査 表層地質図（熊谷）」（昭和 49 年、埼玉県） 

「土地分類基本調査 表層地質図（高崎・深谷）」（昭和 54 年、埼玉県） 

混質礫堆積物 

凝灰岩 

ローム 

砂泥堆積物 

砂質泥堆積物 
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 3-2-5 動物の生息、植物の生育、植生、緑の量及び生態系の状況 

  1. 動物 

     表 3-2-5-1 に示す既存文献を収集し、事業実施区域及びその周辺に生息する可能性がある動

物について把握した。 

 

表 3-2-5-1 動物相の把握に用いた文献。 

 

 

 

  1) 動物相及び保全すべき種の状況 

     既存文献調査の結果、哺乳類はネズミ類、コウモリ類、タヌキ、アカギツネ、イタチ類、イ

ノシシなどが確認され、国の特別天然記念物であるニホンカモシカも確認された。 

鳥類はカモ類、サギ類、チドリ類など水辺を利用する種、カッコウ類、タカ類、フクロウ類

など樹林地を利用する種、ホオジロ類やヨシキリ類等の草地を利用する種が確認され、国の天

然記念物であるマガン、シラコバト、特別天然記念物であるコウノトリも確認された。 

両生類は、カスミサンショウウオ、アズマヒキガエル、アカガエル類、トウキョウダルマガ

エルなどが確認され、特定外来生物であるウシガエルも確認された。 

爬虫類は、シマヘビ、アオダイショウ、ニホンイシガメ、ニホンカナヘビが確認された。 

魚類は、ニホンウナギやタモロコ、ドジョウなど主に河川や用水路などにみられる種が確認

され、特定外来生物であるオオクチバス、ブルーギルも確認された。 

昆虫類は、チョウ目が最も多く 58 種、次いでトンボ目が 53 種と、計 172 種の内、この 2 目

が半数を占めていた。 

また、保全すべき種として、哺乳類 3種、鳥類 58 種、両生類 5種、爬虫類 4種、魚類 18 種、

昆虫類 66 種が確認されている。 

保全すべき種の選定根拠とした資料は表 3-2-5-2 に、保全すべき種の一覧を表 3-2-5-3(1)～

3-2-5-3 (7)に示す。 

 

  

哺
乳
類

鳥
類

爬
虫
類

両
生
類

魚
類

昆
虫
類

1
埼玉県レッドデータブック2018　動物編
（埼玉県　2018年）

● ● ● ● ● ●

2
ガンカモ類の生息調査　平成30年度
（環境省　2018年）

●

3
第4回　動植物分布調査報告書
（環境省　1993年）

● ● ● ● ● ●

№ 文献名等

整理対象分類群
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表 3-2-5-2 保全すべき種の選定根拠とした資料（動物） 

№ 文献及び法令名 区分 略号 

① 文化財保護法 

（昭和 25 年、法律第 214 号） 

特別天然記念物 

天然記念物 

特天 

天 

② 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

（平成 4年、法律第 75 号） 

国内希少野生動植物種 

国際希少野生動植物種 

特定国内希少野生動植物種 

国内 

国際 

特定 

③ 埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年、埼玉県条例第 46 号） 県指定天然記念物 県天 

④ 埼玉県希少野生動植物の種の保存に関する条例 

（平成 12 年、埼玉県条例第 11 号） 

県内希少野生動植物種 県希 

⑤ 環境省レッドリスト 2020（令和 2年、環境省） 絶滅 

野生絶滅 

絶滅危惧Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠA類 

絶滅危惧ⅠB類 

絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧 

情報不足 

絶滅のおそれのある地域個体群 

EX 

EW 

CR+EN 

CR 

EN 

VU 

NT 

DD 

LP 

⑥ 埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4版） 

（平成 30 年、埼玉県環境部みどり自然課） 

絶滅 

野生絶滅 

絶滅危惧Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠA類 

絶滅危惧ⅠB類 

絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧 

準絶滅危惧 1 型 

準絶滅危惧 2 型 

情報不足 

絶滅のおそれのある地域個体群 

地帯別危惧 

EX 

EW 

CR+EN 

CR 

EN 

VU 

NT 

NT1 

NT2 

DD 

LP 

RT 

 

表 3-2-5-3(1)  保全すべき種の一覧（哺乳類） 

 
名称、配列は基本的に「世界哺乳類標準和名リスト」（日本哺乳類学会 2017）に従った。 

重要種の選定基準、記号などは以下のとおりである。 

     ①：文化財保護法（昭和 25 年 法律第 214 号） 

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物 

     ②：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年 法律第 75 号） 

国内：国内希少野生動植物種、国際：希少野生動植物種、特定：特定国内希少野生動植物種 

     ③：埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年 条例第 46 号） 

     ④：埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例（平成 12 年 条例第 11 号） 

     ⑤：環境省レッドリスト 2020（令和 2年 環境省） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

     ⑥：埼玉県レッドデータブック 2018（埼玉県 2018 年） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、NT1:準絶滅危惧 1 型、NT2:準絶滅危惧 2型、 

DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧 

 

1 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

翼手 ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ ○ NT1
ﾋﾅｺｳﾓﾘ ﾔﾏｺｳﾓﾘ ○ ○ VU VU

偶蹄 ｳｼ ﾆﾎﾝｶﾓｼｶ ○ 特天
2目 3科 3種 2種 2種 1種 0種 0種 0種 1種 2種

目名 科名 和名
文献 選定基準
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表 3-2-5-3(2)  保全すべき種の一覧（鳥類） 

 

  

1 2 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ｷｼﾞ ｷｼﾞ ﾔﾏﾄﾞﾘ ○ 繁VU・越VU
ｶﾓ ｶﾓ ﾏｶﾞﾝ ○ 天 NT 越CR

ｺﾊｸﾁｮｳ ○ ○ 越NT1
ﾄﾓｴｶﾞﾓ ○ VU 越VU

ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ ﾐﾐｶｲﾂﾌﾞﾘ ○ 越DD

ﾊﾄ ﾊﾄ ｼﾗｺﾊﾞﾄ ○ ○ 天* EN 繁EN・越EN
ｱｵﾊﾞﾄ ○ 繁RT

ｺｳﾉﾄﾘ ｺｳﾉﾄﾘ ｺｳﾉﾄﾘ ○ 特天 ● CR 繁EX
ﾍﾟﾘｶﾝ ｻｷﾞ ﾖｼｺﾞｲ ○ NT 繁VU

ｻｻｺﾞｲ ○ ○ 繁EN
ﾁｭｳｻｷﾞ ○ NT 繁VU
ｺｻｷﾞ ○ 繁NT2

ﾂﾙ ｸｲﾅ ﾊﾞﾝ ○ 繁NT2
ｵｵﾊﾞﾝ ○ 繁NT1

ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ﾎﾄﾄｷﾞｽ ○ 繁RT
ﾂﾂﾄﾞﾘ ○ 繁LP

ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ﾋﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ ○ 繁LP・越VU
ﾁﾄﾞﾘ ﾁﾄﾞﾘ ﾀｹﾞﾘ ○ 越NT2

ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ ○ 繁NT1
ｼﾛﾁﾄﾞﾘ ○ ○ VU 繁LP

ｼｷﾞ ﾀｼｷﾞ ○ 越RT
ｲｿｼｷﾞ ○ 繁VU
ﾊﾏｼｷﾞ ○ NT

ﾀﾏｼｷﾞ ﾀﾏｼｷﾞ ○ VU 繁CR・越CR
ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ ○ VU 繁CR
ｶﾓﾒ ｺｱｼﾞｻｼ ○ ○ VU 繁CR

ﾀｶ ﾀｶ ﾄﾋﾞ ○ 繁DD
ﾂﾐ ○ 繁NT2
ﾊｲﾀｶ ○ NT 繁DD・越NT2
ｻｼﾊﾞ ○ VU 繁CR

ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ ｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ ○ 繁DD・越DD
ﾌｸﾛｳ ○ ○ 繁RT・越NT2
ｱｵﾊﾞｽﾞｸ ○ 繁NT2

ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ｶﾜｾﾐ ○ 繁RT
ﾔﾏｾﾐ ○ 繁NT2

ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱｵｹﾞﾗ ○ 繁RT
ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ ○ 繁NT2
ｽｽﾞﾒ ｻﾝｼｮｳｸｲ ｻﾝｼｮｳｸｲ ○ VU 繁EN

ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷ ｻﾝｺｳﾁｮｳ ○ 繁EN
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ｺｶﾞﾗ ○ 繁NT2

ﾔﾏｶﾞﾗ ○ 繁RT
ﾋｶﾞﾗ ○ 繁RT

ｳｸﾞｲｽ ｳｸﾞｲｽ ○ 繁RT
ﾔﾌﾞｻﾒ ○ 繁NT2

ﾑｼｸｲ ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ ○ 繁NT2
ﾖｼｷﾘ ｵｵﾖｼｷﾘ ○ 繁NT2
ﾋﾀｷ ﾄﾗﾂｸﾞﾐ ○ 繁NT2

ｸﾛﾂｸﾞﾐ ○ 繁NT2
ｺﾙﾘ ○ 繁NT1
ﾙﾘﾋﾞﾀｷ ○ 越RT
ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ ○ 繁EN
ｷﾋﾞﾀｷ ○ 繁RT
ｵｵﾙﾘ ○ 繁RT

ｱﾄﾘ ﾍﾞﾆﾏｼｺ ○ 越RT
ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ ○ 繁RT

ﾐﾔﾏﾎｵｼﾞﾛ ○ 越NT1
ｱｵｼﾞ ○ 繁DD
ｸﾛｼﾞ ○ 越RT

16目 28科 58種 14種 0種 50種 3種 1種 0種 0種 14種 57種

目名 科名 和名
文献 選定基準
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名称、配列は基本的に「日本鳥類目録 改訂第 7版」（日本鳥類学会 2014）に従った。 

重要種の選定基準、記号などは以下のとおりである。 

     ①：文化財保護法（昭和 25 年 法律第 214 号） 

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物 

     ②：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年 法律第 75 号） 

国内：国内希少野生動植物種、国際：希少野生動植物種、特定：特定国内希少野生動植物種 

     ③：埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年 条例第 46 号） 

     ④：埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例（平成 12 年 条例第 11 号） 

     ⑤：環境省レッドリスト 2020（令和 2年 環境省） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

     ⑥：埼玉県レッドデータブック 2018（埼玉県 2018 年） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、NT1:準絶滅危惧 1 型、NT2:準絶滅危惧 2型、 

DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧 

     その他 

*：越ヶ谷のシラコバト 

繁：繁殖鳥、越：越冬鳥 

 

 

表 3-2-5-3(3)  保全すべき種の一覧（両生類） 

 

 

 

表 3-2-5-3(4)  保全すべき種の一覧（爬虫類） 

 

名称、配列は基本的に「日本産爬虫調整類標準和名リスト （2020 年 3 月 16 日版）」（日本爬虫両棲類学会 2020

年）に従った。 

重要種の選定基準、記号などは以下のとおりである。 

     ①：文化財保護法（昭和 25 年 法律第 214 号） 

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物 

     ②：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年 法律第 75 号） 

国内：国内希少野生動植物種、国際：希少野生動植物種、特定：特定国内希少野生動植物種 

     ③：埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年 条例第 46 号） 

     ④：埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例（平成 12 年 条例第 11 号） 

     ⑤：環境省レッドリスト 2020（令和 2年 環境省） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

     ⑥：埼玉県レッドデータブック 2018（埼玉県 2018 年） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、NT1:準絶滅危惧 1 型、NT2:準絶滅危惧 2型、 

DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧 

 

1 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ｻﾝｼｮｳｳｵ ｻﾝｼｮｳｳｵ ｶｽﾐｻﾝｼｮｳｳｵ ○ VU
ｶｴﾙ ﾋｷｶﾞｴﾙ ｱｽﾞﾏﾋｷｶﾞｴﾙ ○ NT1

ｱｶｶﾞｴﾙ ﾆﾎﾝｱｶｶﾞｴﾙ ○ VU
ﾔﾏｱｶｶﾞｴﾙ ○ NT2
ﾄｳｷｮｳﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ ○ ○ NT NT1

2目 3科 5種 1種 5種 0種 0種 0種 0種 2種 4種

目名 科名 和名
文献 選定基準

1 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ｶﾒ ｲｼｶﾞﾒ ﾆﾎﾝｲｼｶﾞﾒ ○ NT DD
ﾄｶｹﾞ ｶﾅﾍﾋﾞ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ ○ RT

ﾅﾐﾍﾋﾞ ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ ○ NT2
ｼﾏﾍﾋﾞ ○ VU

2目 3科 4種 0種 4種 0種 0種 0種 0種 1種 4種

目名 科名 和名
文献 選定基準
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表 3-2-5-3(5)  保全すべき種の一覧（魚類） 

 
名称、配列は基本的に「日本産魚類全種リスト」（鹿児島大学総合研究博物館 2020 年）に従った。 

重要種の選定基準、記号などは以下のとおりである。 

     ①：文化財保護法（昭和 25 年 法律第 214 号） 

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物 

     ②：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年 法律第 75 号） 

国内：国内希少野生動植物種、国際：希少野生動植物種、特定：特定国内希少野生動植物種 

     ③：埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年 条例第 46 号） 

     ④：埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例（平成 12 年 条例第 11 号） 

     ⑤：環境省レッドリスト 2020（令和 2年 環境省） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

     ⑥：埼玉県レッドデータブック 2018（埼玉県 2018 年） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、NT1:準絶滅危惧 1 型、NT2:準絶滅危惧 2型、 

DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧 

 

  

1 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ ｽﾅﾔﾂﾒ北方種 ○ VU CR
ｳﾅｷﾞ ｳﾅｷﾞ ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ ○ EN NT2
ｺｲ ｺｲ ﾂﾁﾌｷ ○ EN

ｷﾝﾌﾞﾅ ○ VU VU
ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ ○ EN
ﾜﾀｶ ○ CR
ﾊｽ ○ VU
ｽｺﾞﾓﾛｺ ○ VU
ﾔﾘﾀﾅｺﾞ ○ NT CR

ﾄﾞｼﾞｮｳ ﾄﾞｼﾞｮｳ ○ NT
ﾌｸﾄﾞｼﾞｮｳ ﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ ○ EN CR

ﾅﾏｽﾞ ｷﾞｷﾞ ｷﾞﾊﾞﾁ ○ VU
ｻｹ ｷｭｳﾘｳｵ ﾜｶｻｷﾞ ○ NT1

ｻｹ ﾔﾏﾒ ○ NT VU
ﾄｹﾞｳｵ ﾄｹﾞｳｵ ﾑｻｼﾄﾐﾖ ○ ○ ● CR CR
ﾀﾞﾂ ﾒﾀﾞｶ ﾐﾅﾐﾒﾀﾞｶ ○ VU NT2
ｶｻｺﾞ ｶｼﾞｶ ｶｼﾞｶ ○ NT
ｽｽﾞｷ ﾊｾﾞ ｼﾞｭｽﾞｶｹﾊｾﾞ ○ NT

9目 12科 18種 1種 18種 0種 0種 1種 0種 17種 9種

目名 科名 和名
文献 選定基準
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表 3-2-5-3(6)  保全すべき種の一覧（昆虫類）(1) 

 

 

  

1 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ﾄﾝﾎﾞ ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ﾑｽｼﾞｲﾄﾄﾝﾎﾞ ○ DD
ｷｲﾄﾄﾝﾎﾞ ○ NT2
ﾓｰﾄﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ ○ NT EN

ﾓﾉｻｼﾄﾝﾎﾞ ｵｵﾓﾉｻｼﾄﾝﾎﾞ ○ EN EN
ﾑｶｼﾔﾝﾏ ﾑｶｼﾔﾝﾏ ○ VU
ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ ﾔﾏｻﾅｴ ○ NT2

ｱｵｻﾅｴ ○ NT1
ﾋﾒｻﾅｴ ○ NT1

ﾔﾝﾏ ﾙﾘﾎﾞｼﾔﾝﾏ ○ NT1
ｵｵﾙﾘﾎﾞｼﾔﾝﾏ ○ VU
ｱｵﾔﾝﾏ ○ NT VU
ｺｼﾎﾞｿﾔﾝﾏ ○ NT1
ｻﾗｻﾔﾝﾏ ○ NT2

ﾄﾝﾎﾞ ﾖﾂﾎﾞｼﾄﾝﾎﾞ ○ VU
ﾊﾗﾋﾞﾛﾄﾝﾎﾞ ○ NT2
ﾊｯﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ ○ ○ EX
ﾋﾒｱｶﾈ ○ VU
ｵｵｷﾄﾝﾎﾞ ○ EN CR

ｶﾏｷﾘ ｶﾏｷﾘ ｳｽﾊﾞｶﾏｷﾘ ○ DD EN
ﾊﾞｯﾀ ｺｵﾛｷﾞ ｴｿﾞｴﾝﾏｺｵﾛｷﾞ ○ EN

ｷﾘｷﾞﾘｽ ｶﾔｷﾘ ○ EN
ﾊｻﾐﾑｼ ｸｷﾞﾇｷﾊｻﾐﾑｼ ｷﾊﾞﾈﾊｻﾐﾑｼ ○ DD
ｶﾒﾑｼ ｾﾐ ﾊﾙｾﾞﾐ ○ NT1

ｱﾒﾝﾎﾞ ﾊﾞﾊﾞｱﾒﾝﾎﾞ ○ NT NT1
ｵｵｱﾒﾝﾎﾞ ○ NT2

ｺｵｲﾑｼ ﾀｶﾞﾒ ○ VU CR
ｺﾊﾞﾝﾑｼ ｺﾊﾞﾝﾑｼ ○ EN CR
ﾂﾁｶﾒﾑｼ ｼﾛﾍﾘﾂﾁｶﾒﾑｼ ○ NT NT2
ｷﾝｶﾒﾑｼ ﾁｬｲﾛｶﾒﾑｼ ○ NT2

ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ ﾂﾉﾄﾝﾎﾞ ｷﾊﾞﾈﾂﾉﾄﾝﾎﾞ ○ CR
ｺｳﾁｭｳ ﾊﾝﾐｮｳ ﾎｿﾊﾝﾐｮｳ ○ VU NT1

ｵｻﾑｼ ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾓｸﾑｼ ○ VU VU
ｵｵﾋﾗﾀﾄｯｸﾘｺﾞﾐﾑｼ ○ CR EX
ｸﾛﾓﾝﾋﾗﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ ○ VU
ｲｸﾞﾁｹﾌﾞｶｺﾞﾐﾑｼ ○ NT NT1

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ｺﾞﾏﾀﾞﾗﾁﾋﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ○ NT1
ｷﾍﾞﾘﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ○ NT
ｵｵｲﾁﾓﾝｼﾞｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ○ EN VU

ｼﾃﾞﾑｼ ﾔﾏﾄﾓﾝｼﾃﾞﾑｼ ○ NT NT1
ｶﾝﾄｳｺﾁﾋﾞｼﾃﾞﾑｼ ○ NT1

ﾊﾈｶｸｼ ﾀｶｵｱﾊﾞﾀｺﾊﾞﾈﾊﾈｶｸｼ ○ NT1
ｸﾜｶﾞﾀﾑｼ ﾈﾌﾞﾄｸﾜｶﾞﾀ ○ VU
ｺｶﾞﾈﾑｼ ｵｵｷｲﾛｺｶﾞﾈ ○ NT1
ﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ ﾏｽﾀﾞﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ ○ NT1
ﾃﾝﾄｳﾑｼ ｱｲﾇﾃﾝﾄｳ ○ NT1
ｶﾐｷﾘﾑｼ ﾋﾒﾋﾞﾛｳﾄﾞｶﾐｷﾘ ○ NT NT1

ｼﾛｽｼﾞｶﾐｷﾘ ○ NT2
ﾊﾁ ﾂﾁﾊﾞﾁ ｵｵﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ ○ NT2

ｱﾅﾊﾞﾁ ﾑﾈｱｶﾂﾔｱﾅﾊﾞﾁ ○ NT1
ｼﾘｱｹﾞﾑｼ ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞﾓﾄﾞｷ ﾔﾏﾄｶﾞｶﾞﾝﾎﾞﾓﾄﾞｷ ○ VU
ﾊｴ ﾂﾘｱﾌﾞ ﾀｲﾜﾝﾊﾗﾎﾞｿﾂﾘｱﾌﾞ ○ NT2

ﾊﾅｱﾌﾞ ｽｽﾞｷﾍﾞｯｺｳﾊﾅｱﾌﾞ ○ NT2
ﾊﾁﾓﾄﾞｷﾊﾅｱﾌﾞ ○ NT2

目名 科名 和名
文献 選定基準
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表 3-2-5-3(7)  保全すべき種の一覧（昆虫類）(2) 

 
名称、配列は基本的に「日本産野生生物目録-本邦産野生動植物の種の現状-（無脊椎動物編Ⅱ）」（環境省 平成 7年）に

従った。 

重要種の選定基準、記号などは以下のとおりである。 

①：文化財保護法（昭和 25 年 法律第 214 号） 

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物 

 ②：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4年 法律第 75 号） 

国内：国内希少野生動植物種、国際：希少野生動植物種、特定：特定国内希少野生動植物種 

 ③：埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年 条例第 46 号） 

 ④：埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例（平成 12 年 条例第 11 号） 

 ⑤：環境省レッドリスト 2020（令和 2年 環境省） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

 ⑥：埼玉県レッドデータブック 2018（埼玉県 2018 年） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、NT1:準絶滅危惧 1 型、NT2:準絶滅危惧 2型、 

DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧 

 

 

  2. 植物 

     表 3-2-5-4 に示す既存文献を収集し、事業実施区域及びその周辺に生息する可能性がある植

物について把握した。 

 

表 3-2-5-4 植物相の把握に用いた文献 

 

 

  

1 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ﾁｮｳ ｾｾﾘﾁｮｳ ﾐﾔﾏｾｾﾘ ○ NT1
ｷﾞﾝｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ ○ NT NT2
ｵｵﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ ○ NT2

ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ﾐｽﾞｲﾛｵﾅｶﾞｼｼﾞﾐ ○
ｳﾗｺﾞﾏﾀﾞﾗｼｼﾞﾐ ○ VU
ｺﾂﾊﾞﾒ ○ NT2
ﾐﾔﾏｼｼﾞﾐ ○ ○ EN CR
ﾐﾄﾞﾘｼｼﾞﾐ ○ NT1

ﾀﾃﾊﾁｮｳ ﾒｽｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ ○ NT2
ｱｻﾏｲﾁﾓﾝｼﾞ ○ NT2

ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ ○ NT2
ﾔｶﾞ ｺｼﾛｼﾀﾊﾞ ○ NT
ﾏﾀﾞﾗｶﾞ ﾔﾎｼﾎｿﾏﾀﾞﾗ ○ NT DD

11目 38科 66種 33種 35種 0種 0種 0種 0種 21種 63種

目名 科名 和名
文献 選定基準

1
埼玉県レッドデータブック2011　植物編
（埼玉県　2011年）

2
埼玉県レッドデータブック2011　植物編　外来植物分布図
（埼玉県　2011年）

№ 文献名等
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  1) 植物相及び保全すべき種の状況 

     既存文献調査の結果、主に外来植物からなる 224 種が確認された。また、保全すべき種とし

て、7種が確認された。 

保全すべき種の選定根拠とした資料を表 3-2-5-5 に、保全すべき種の一覧を表 3-2-5-6 に示

す。 

 

表 3-2-5-5 保全すべき種の選定根拠とした資料 

№ 文献及び法令名 区分 略号 

① 文化財保護法 

（昭和 25 年、法律第 214 号） 

特別天然記念物 

天然記念物 

特天 

天 

② 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

（平成 4年、法律第 75 号） 

国内希少野生動植物種 

国際希少野生動植物種 

特定国内希少野生動植物種 

国内 

国際 

特定 

③ 埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年、埼玉県条例第 46 号） 県指定天然記念物 県天 

④ 埼玉県希少野生動植物の種の保存に関する条例 

（平成 12 年、埼玉県条例第 11 号） 

県内希少野生動植物種 県希 

⑤ 環境省レッドリスト 2020（令和 2年、環境省） 絶滅 

野生絶滅 

絶滅危惧Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠA類 

絶滅危惧ⅠB類 

絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧 

情報不足 

絶滅のおそれのある地域個体群 

EX 

EW 

CR+EN 

CR 

EN 

VU 

NT 

DD 

LP 

⑥ 埼玉県レッドデータブック 2011 植物編 

（平成 23 年、埼玉県環境部みどり自然課） 

絶滅 

野生絶滅 

絶滅危惧Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠA類 

絶滅危惧ⅠB類 

絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧 

情報不足 

絶滅のおそれのある地域個体群 

地帯別危惧 

EX 

EW 

CR+EN 

CR 

EN 

VU 

NT 

DD 

LP 

RT 
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表 3-2-5-6 保全すべき種の一覧 

 

名称、配列は基本的に「改訂新版 日本の野生植物 1～5」（平凡社 平成 27 年）及び「神奈川県植物誌 2018」

（神奈川県植物誌調査会 平成 30 年）に従った。 

重要種の選定基準、記号などは以下のとおりである。 

     ①：文化財保護法（昭和 25 年 法律第 214 号） 

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物 

     ②：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年 法律第 75 号） 

国内：国内希少野生動植物種、国際：希少野生動植物種、特定：特定国内希少野生動植物種 

     ③：埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年 条例第 46 号） 

     ④：埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例（平成 12 年 条例第 11 号） 

     ⑤：環境省レッドリスト 2020（令和 2年 環境省） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

     ⑥：埼玉県レッドデータブック 2011（埼玉県 2011 年） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、NT1:準絶滅危惧 1 型、NT2:準絶滅危惧 2型、 

DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群、RT：地帯別危惧 

 

  

 
1 2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ﾄﾁｶｶﾞﾐ ｲﾄﾄﾘｹﾞﾓ ○ NT DD
ﾗﾝ ｶｷﾗﾝ ○ EX

ﾔﾏﾄｷｿｳ ○ EX
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ ﾔﾁｶﾜｽﾞｽｹﾞ ○ EX
ﾊﾞﾗ ｶﾜﾗｻｲｺ ○ VU
ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ ｺｶﾞﾝﾋﾟ ○ EX
ｷｸ ｻﾜｼﾛｷﾞｸ ○ DD

6科 7種 7種 0種 0種 0種 0種 0種 1種 7種

科名 和名
文献 選定基準
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  2) 巨樹・巨木 

     「巨樹・巨木林データベース」（環境省ホームページ）による、深谷市、熊谷市の巨樹・巨木

林の一覧を表 3-2-5-7(1)～3-2-5-7(4)に、「自然環境保全基礎調査（第 4 回・第 6 回 巨樹・

巨木林調査）」（環境省ホームページ）による分布状況を図 3-2-5-1 に示す。 

「巨樹・巨木林データベース」（環境省ホームページ）では、調査範囲及びその周辺にケヤキ、

カヤ、イチイガシなど 6 地点 8 本の巨樹・巨木が確認された。「自然環境保全基礎調査（第 4

回・第 6回 巨樹・巨木林調査）」では調査範囲内に 6地点の巨樹・巨木林が確認された。 

 

表 3-2-5-7(1) 巨樹・巨木林の一覧(1) 

 
（資料：巨樹・巨木林データベース（環境省ホームページ）） 

  

樹種 幹周（cm） 樹高（m）
深谷市横瀬 華蔵寺 ｴﾉｷ 450 31
深谷市横瀬 横瀬神社 ｹﾔｷ 330 25
深谷市下手計 八基小学校 ｸｽﾉｷ 450 23
深谷市下手計 鹿島神社 ｹﾔｷ 340 33
深谷市下手計 鹿島神社 ｹﾔｷ 305 28
深谷市下手計 鹿島神社 ｹﾔｷ 350 28
深谷市下手計 鹿島神社 ｴﾉｷ 310 22
深谷市中瀬 吉祥寺 ｲﾁｮｳ 530 30
深谷市中瀬 吉祥寺 ｹﾔｷ 380 29
深谷市 ｹﾔｷ 370 29
深谷市 ｹﾔｷ 305 26
深谷市高島 諏訪神社 ｶﾔ 470 21
深谷市高島 正伝院 ｸｽﾉｷ 305 22
深谷市 ｶﾔ 337 25
深谷市新戒 古框神社 ｲﾁｮｳ 402 28
深谷市新戒 古框神社 ｲﾁｮｳ 405 29
深谷市沼尻 熊野神社 ｲﾁｮｳ 410 27
深谷市上増田 諏訪山神社 ｹﾔｷ 324 20
深谷市東方 全久院 ｶﾔ 420 18
深谷市東方 熊野神社 ｹﾔｷ 342 24
深谷市原郷 楡山神社 ﾊﾙﾆﾚ 360 13
深谷市稲荷町北 瑠璃光寺 ｹﾔｷ 385 35
深谷市稲荷町北 薬師堂 ｲﾁｮｳ 372 30
深谷市東大沼 西蔵寺 ｶﾔ 356 23
深谷市稲荷町３丁目 稲荷神社 ｹﾔｷ 405 32
深谷市稲荷町３丁目 稲荷神社 ｹﾔｷ 330 21
深谷市稲荷町３丁目 稲荷神社 ｴﾉｷ 320 25
深谷市宿根 滝ノ宮神社 ｹﾔｷ 325 21
深谷市宿根 滝ノ宮神社 ｹﾔｷ 398 18
深谷市 ｹﾔｷ 357 25
深谷市原郷 中山道並木 ｹﾔｷ 398 16
深谷市原郷 中山道並木 ｹﾔｷ 345 23
深谷市原郷 中山道並木 ｹﾔｷ 364 20

所在地
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表 3-2-5-7(2) 巨樹・巨木林の一覧(2) 

 

（資料：巨樹・巨木林データベース（環境省ホームページ）） 

 

  

樹種 幹周（cm） 樹高（m）
深谷市西島 滝ノ宮神社 ｹﾔｷ 313 32
深谷市西島 滝ノ宮神社 ｹﾔｷ 348 29
深谷市岡部 ｸｽﾉｷ 411 25
深谷市岡部 ｸｽﾉｷ 335 24
深谷市 普済寺 ｶﾔ 440 22
深谷市 普済寺 ｶﾔ 410 22
深谷市岡下 ｸｽﾉｷ 320 24
深谷市岡上 ｹﾔｷ 500 18
深谷市 ﾑｸﾉｷ 425 25
深谷市 ｹﾔｷ 330 24
深谷市当後 ﾑｸﾉｷ 520 11
深谷市西田 ﾑｸﾉｷ 330 7
深谷市 ｹﾔｷ 300 20
深谷市 ｹﾔｷ 320 28
深谷市 ｹﾔｷ 330 28
深谷市 ｹﾔｷ 400 28
深谷市榛沢 ｹﾔｷ 325 19
深谷市本郷 ｹﾔｷ 320 18
深谷市本郷 ｹﾔｷ 310 25
深谷市 ｹﾔｷ 305 21
深谷市 ｹﾔｷ 350 30
深谷市上原 ｲﾁｮｳ 390 30
深谷市 ﾑｸﾉｷ 450 25
深谷市菅沼 ｴﾉｷ 310 12
深谷市菅沼 ｴﾉｷ 370 15
深谷市菅沼 ｴﾉｷ 410 20
深谷市菅沼 ｴﾉｷ 470 18
深谷市菅沼 ｲﾁｮｳ 340 25
深谷市瀬山 ｹﾔｷ 340 25
深谷市瀬山 ｹﾔｷ 360 20
深谷市 ｹﾔｷ 340
深谷市 ｹﾔｷ 350
深谷市 ｹﾔｷ 300
深谷市本田 ｴﾉｷ 360
深谷市本田 ｴﾉｷ 340
深谷市本田 ｴﾉｷ 300
深谷市本田 ｹﾔｷ 306
深谷市 ｹﾔｷ 400

所在地
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表 3-2-5-7(3) 巨樹・巨木林の一覧(3) 

 

（資料：巨樹・巨木林データベース（環境省ホームページ）） 

 

  

樹種 幹周（cm） 樹高（m）
熊谷市上之 上之神社 ｹﾔｷ 316 20
熊谷市末広 ｼｲﾉｷ 453 30
熊谷市末広 県立熊谷女子高等学校 ｸｽﾉｷ 350 19
熊谷市 ｸｽﾉｷ 380 18
熊谷市宮町 高城神社 ｹﾔｷ 620 11
熊谷市宮町 高城神社 ｲﾁｮｳ 328 15
熊谷市宮町 高城神社 ﾑｸﾉｷ 360 23
熊谷市宮町 高城神社 ｹﾔｷ 420 26
熊谷市宮町 高城神社 ﾑｸﾉｷ 355 25
熊谷市宮町 高城神社 ｹﾔｷ 459 28
熊谷市本町 千形神社 ｲﾁｮｳ 332 20
熊谷市本町 千形神社 ｹﾔｷ 415 19
熊谷市本町 千形神社 ｹﾔｷ 380 23
熊谷市本町 千形神社 ｹﾔｷ 390 15
熊谷市石原 赤城久伊豆神社 ｸｽﾉｷ 360 22
熊谷市新島 ｹﾔｷ 400 20
熊谷市広瀬 浅間神社 ｹﾔｷ 380 23
熊谷市大麻生 大栄神社 ｹﾔｷ 526 25
熊谷市大麻生 大栄神社 ｹﾔｷ 404 17
熊谷市 ｲﾇｻﾞｸﾗ 418 15
熊谷市拾六間 徳蔵寺 ｶﾔ 400 23
熊谷市代 八幡神社 ｲﾁｮｳ 640 20
熊谷市 ｸｽﾉｷ 345 20
熊谷市中奈良 国性寺 ｶﾔ 380 26
熊谷市 ｹﾔｷ 333 20
熊谷市 ｹﾔｷ 540 25
熊谷市玉井 玉井神社 ｲﾁｮｳ 368 25
熊谷市 ｹﾔｷ 308 20
熊谷市 ｹﾔｷ 320 20
熊谷市西別府 湯殿神社 ｹﾔｷ 639 25
熊谷市末広2丁目 県立熊谷女子高等学校 ﾓﾐｼﾞﾊﾞｽｽﾞｶｹﾉｷ 480 30
熊谷市末広2丁目 県立熊谷女子高等学校 ｸｽﾉｷ 490 15
熊谷市末広2丁目 県立熊谷女子高等学校 ｸｽﾉｷ 655 15
熊谷市石原 赤城久伊豆神社 ｸｽﾉｷ 360 15
熊谷市広瀬 浅間神社 ｹﾔｷ 300 17
熊谷市大麻生 大栄神社 ｹﾔｷ 310 25
熊谷市広瀬 ｹﾔｷ 320 15
熊谷市 ｹﾔｷ 335 20
熊谷市拾六間 徳蔵寺 ｲﾁｲｶﾞｼ 310 26
熊谷市西別府 湯殿神社 ｲﾁｮｳ 314 18
熊谷市 ｸｽﾉｷ 345 18
熊谷市野原 ｽｷﾞ 387 12
熊谷市板井 ｹﾔｷ 400 20
熊谷市 ｴﾉｷ 430 7
熊谷市 ｹﾔｷ 330 20
熊谷市 ｹﾔｷ 315 20

所在地
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表 3-2-5-7(4) 巨樹・巨木林の一覧(4) 

 

（資料：巨樹・巨木林データベース（環境省ホームページ）） 

 

樹種 幹周（cm） 樹高（m）
熊谷市間々田 間々田稲荷神社 ｹﾔｷ 365 18
熊谷市間々田 間々田稲荷神社 ｹﾔｷ 410 17
熊谷市妻沼 妻沼小学校 ｹﾔｷ 500 13
熊谷市妻沼 妻沼聖天山 ｶﾔ 315 12
熊谷市妻沼 妻沼聖天山 ｹﾔｷ 330 18
熊谷市妻沼 妻沼聖天山 ｹﾔｷ 450 20
熊谷市妻沼 妻沼聖天山 ｲﾁｮｳ 330 12
熊谷市妻沼 妻沼聖天山 ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 300 10
熊谷市妻沼 妻沼聖天山 ｽｷﾞ 400 18
熊谷市妻沼 ｽｷﾞ 345 10
熊谷市弥藤吾 ｹﾔｷ 535 20
熊谷市八ツ口 長昌寺 ｽﾀﾞｼﾞｲ 380 9
熊谷市西城 長慶寺 ｲﾁｮｳ 470 22
熊谷市上須戸 ｲﾁｮｳ 340 12
熊谷市妻沼 熊谷市立妻沼小学校 ｹﾔｷ 529 13

所在地
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図 3-2-5-1 巨樹・巨木林の状況 

  

資料：自然環境保全基礎調査（第 4 回・第 6回巨樹・巨木林調査） 

（環境省ホームページ） 

巨樹・巨木分布地点 
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  3) 植物群落の状況 

     調査範囲及び周辺の現存植生を、図 3-2-5-2 に示す。 

事業実施区域周辺の植生は、路線及び駅周辺には市街地、工場地帯が広く分布しており、市

街地周辺には緑の多い住宅地や水田、畑地、果樹園等がみられる。また、荒川周辺には、オギ

群落やニセアカシア群落、ヤナギ群落が分布している。 

 

 

  4) 緑の量 

     調査範囲及び周辺は、広範囲が市街地・工場地帯として区分されているため、緑被割合は高

くないが、工場地帯の緑地や、周囲の水田、畑地、草地、河畔林等により緑被割合が高い場所

も見られる。 
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図 3-2-5-2 現存植生図 

 

資料：自然環境保全基礎調査（植生調査） 

（環境省ホームページ） 
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  3. 生態系 

  1) 地域の生態系の特性 

     「自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省ホームページ）によると、調査範囲の環境は、

図 3-2-5-3 に示すとおり、大きく「樹林地」、「草地」、「耕作地」、「市街地」に区分されると考

える。 

このような調査範囲の環境ごとに、動物・植物に関する既存資料から得られる知見に基づき、

想定される地域の生態系を特徴づける種を、表 3-2-5-8 に示す。 

 

表 3-2-5-8 想定される調査範囲周辺の生態系を特徴づける主な動植物種 

主要な 
環境類型 

想定される 
生息・生育環境 

生息が想定される 
主な動物の状況 

生育が想定される 
主な植物の状況 

樹林地 

コナラ群落 
竹林 
ニセアカシア群落 
ヤナギ群落 

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ、ﾆﾎﾝﾘｽ、ﾋﾒﾈｽﾞﾐ、ﾋﾐｽﾞ、
ｱｶｷﾞﾂﾈ、ｱﾅｸﾞﾏ、ｲﾉｼｼ、ﾔﾏﾄﾞﾘ、ｱ
ｵﾊﾞﾄ、ﾎﾄﾄｷﾞｽ、ｻｼﾊﾞ、ﾌｸﾛｳ、ｱｶ
ｹﾞﾗ、ｺｼﾞｭｹｲ、ﾔﾏｱｶｶﾞﾙ、ｱｽﾞﾏﾋｷ
ｶﾞｴﾙ、ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ、ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ、ｺｸﾜ
ｶﾞﾀ、ｼﾛｽｼﾞｶﾐｷﾘ、ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ 

ﾓｳｿｳﾁｸ、ﾊﾘｴﾝｼﾞｭ、ﾏｸﾞﾜ、ﾖｳｼｭﾔﾏ
ｺﾞﾎﾞｳ、ｼｭﾛ、ｲﾀﾁﾊｷﾞ 

草地 
路傍・空地雑草群落 
芝地 
オギ群落 

ﾊﾀﾈｽﾞﾐ、ﾆﾎﾝﾉｳｻｷﾞ、ﾀﾇｷ、ｷｼﾞ、ﾎ
ｵｼﾞﾛ、ｱｵｼﾞ、ｾｯｶ、ﾆﾎﾝｱﾏｶﾞｴﾙ、ﾆ
ﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ、ﾅﾂｱｶﾈ、ｷﾊﾞﾈﾂﾉﾄﾝﾎﾞ、ｲ
ﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ、ｽｼﾞｸﾞﾛｼﾛﾁｮｳ 

ﾅｶﾞｲﾓ、ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ、ｺﾊﾞﾝｿｳ、ｹﾞﾝ
ｹﾞ、ｵｷｼﾞﾑｼﾛ、ｱﾚﾁｳﾘ、ｲﾓｶﾀﾊﾞﾐ、
ｵﾗﾝﾀﾞｶﾞﾗｼ、ｴｿﾞﾉｷﾞｼｷﾞｼ、ｾｲﾀｶｱﾜ
ﾀﾞﾁｿｳ、ｵｵﾌﾞﾀｸｻ、ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ 

耕作地 
果樹園 
水田 
畑雑草群落 

ﾀﾇｷ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ、ﾓｽﾞ、ﾋﾊﾞﾘ、ﾋﾖﾄﾞ
ﾘ、ﾑｸﾄﾞﾘ、ﾊｸｾｷﾚｲ、ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ、ｼ
ﾏﾍﾋﾞ、ﾄｳｷｮｳﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ、ｱｼﾞｱｲﾄﾄﾝ
ﾎﾞ、ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ、ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ、ﾀｶﾞﾒ、
ﾆﾜﾊﾝﾐｮｳ、ﾊｲｲﾛｹﾞﾝｺﾞﾛｳ、ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ 

ﾆﾗ、ｺﾆｼｷｿｳ、ﾏﾒｸﾞﾝﾊﾞｲﾅｽﾞﾅ、ｵｵｲ
ﾇﾉﾌｸﾞﾘ、ｶﾗｼﾅ、ｾｲﾖｳｱﾌﾞﾗﾅ、ﾋﾒｽｲ
ﾊﾞ 

市街地 市街地 
工場地帯 

ｱﾌﾞﾗｺｳﾓﾘ、ﾀﾇｷ、ｷｼﾞﾊﾞﾄ、ﾄﾞﾊﾞ
ﾄ、ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ、ﾂﾊﾞﾒ、ﾋﾖﾄﾞﾘ、ﾑｸ
ﾄﾞﾘ、ﾆﾎﾝｱﾏｶﾞｴﾙ、ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ、ﾔﾏﾄｼ
ｼﾞﾐ、ﾓﾝｷﾁｮｳ 

ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ、ﾋﾞﾜ、ﾕｷﾔﾅｷﾞ、ﾕｳｹﾞｼｮ
ｳ、ﾋﾞﾛｰﾄﾞﾓｳｽﾞｲｶ、ｺｽﾓｽ、ﾊﾙｼﾞｵ
ﾝ、ｾｲﾖｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ、ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ 

開放水面 河川 

ﾀﾇｷ、ﾆﾎﾝｲﾀﾁ、ｶﾙｶﾞﾓ、ｶｲﾂﾌﾞﾘ、ｶ
ﾜｳ、ｵｵﾊﾞﾝ、ﾄｳｷｮｳﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ、ｺ
ｲ、ﾀﾓﾛｺ、ﾄｳﾖｼﾉﾎﾞﾘ、ﾊｸﾞﾛﾄﾝﾎﾞ、
ﾀﾞﾋﾞﾄﾞｻﾅｴ、ｵｵｱﾒﾝﾎﾞ、ﾀｲｺｳﾁ 

ｵｵｶﾅﾀﾞﾓ、ｺｶﾅﾀﾞﾓ、ｷｼｮｳﾌﾞ 
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図 3-2-5-3 主要な環境区分 

 

市街地 

耕作地 

草地 

樹林地 

開放水面 

資料：自然環境保全基礎調査（植生調査） 

（環境省ホームページ） 
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 3-2-6 景観、自然とのふれあいの場の状況 

  1. 景観 

     調査範囲及びその周辺には、「第 3回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 埼玉県」（平成

元年、環境庁）によると自然景観資源は存在しないが、「埼玉県地理環境情報 WebGIS（ふるさ

と景観）」（埼玉県ホームページ）によると表 3-2-6-1 及び図 3-2-6-1 に示すとおり、ふるさと

の森 5ヶ所が記載されている。 

また、文化財保護法及び文化財保護条例等により指定されている大木等で景観資源となる史

跡、名勝等は、「3-2-7 文化財その他の生活環境の状況」の表 3-2-7-1 及び図 3-2-7-1 に示す。 

なお、いずれの景観資源も対象事業実施区域周辺には存在しておらず、対象事業実施区域周

辺は眺望対象にならないと考えられる。 

 

表 3-2-6-1 景観資源の状況 

№ 区分 名称 所在地 

1 

ふるさとの森 

白髪神社ふるさとの森 深谷市 

2 湯殿神社社叢ふるさとの森 

熊谷市 
3 徳蔵寺・大雷神社社叢ふるさとの森 

4 三ヶ尻八幡神社社叢ふるさとの森 

5 三尻観音山ふるさとの森 

（資料：埼玉県地理環境情報 WebGIS（ふるさと景観）（埼玉県ホームページ）） 
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図 3-2-6-1 景観資源の状況 

 

● ふるさとの森 

白髪神社ふるさとの森 

●      

三尻観音山ふるさとの森  ● 

三ヶ尻八幡神社社叢ふるさとの森  ● 

徳蔵寺・大雷神社社叢ふるさとの森  ● 

 湯殿神社社叢ふるさとの森  ● 

資料：埼玉県地理環境情報 WebGIS（ふるさと景観） 

（埼玉県ホームページ） 
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  2. 自然とのふれあいの場の状況 

  1) 公園 

     調査範囲及びその周辺には、「彩の国埼玉情報サイトさいたまなび」によると、表 3-2-6-2(1)

及び図 3-2-6-2(1)に示すとおり、自然とのふれあいの場として公園等が挙げられている。 

また、対象事業実施区域近傍の公園としては、表 3-2-6-2(2)及び図 3-2-6-2(2)に示すとお

り松原公園及び中折之口公園があり、自然とのふれあいの場として利用されている。 

 

表 3-2-6-2(1) 自然とのふれあいの場の状況（広域） 

№ 名称 所在地 № 名称 所在地 

1 錦町公園 深谷市 15 上柴中央公園 深谷市 

2 西通公園 深谷市 16 杉町公園 深谷市 

3 スマイルパーク 深谷市 17 杉町東公園 深谷市 

4 深谷城址公園 深谷市 18 下宿公園 深谷市 

5 見晴公演 深谷市 19 東方公園 深谷市 

6 桜の園公園 深谷市 20 横町公園 深谷市 

7 下台地公園 深谷市 21 中原公園 深谷市 

8 泉台公園 深谷市 22 柴崎公園 深谷市 

9 ふれあい公園 深谷市 23 下原公園 深谷市 

10 寿町公園 深谷市 24 仙元山公園 深谷市 

11 空沢公園 深谷市 25 わんぱくランド 深谷市 

12 秋元公園 深谷市 26 ひがし公園 熊谷市 

13 東公園 深谷市 27 外原公園 熊谷市 

14 西原公園 深谷市 28 みいずが原公園 熊谷市 

（資料：彩の国埼玉情報サイトさいたまなび） 

 

表 3-2-6-2(2) 自然とのふれあいの場の状況（対象事業実施区域近傍） 

№ 名称 所在地 № 名称 所在地 

1 松原公園 深谷市 2 中折之口公園 深谷市 
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  2) その他 

     調査範囲及びその周辺には、埼玉県ホームページによると、表 3-2-6-3 及び図 3-2-6-2 に示

すとおり、健康増進に向けたウォーキングコース等が挙げられている。 

     なお、対象事業実施区域近傍には、ウォーキングコース等はない。 

 

表 3-2-6-3 ウォーキングコース等の状況 

№ 名称 所在地 

1 深谷駅周辺 深谷市 

2 仙元山公園及び周辺 深谷市 

3 三尻公民館 熊谷市 

 

 

  



3-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-6-2(1) 自然とのふれあいの場の状況（広域） 

  

● 杉町公園 

● 空沢公園 

● 下原公園 

● ひがし公園 
●  

外原公園 

● わんぱくランド 

仙元山公園 ●  

 

● 秋元公園 

● 泉台公園 

● ふれあい公園 ● 杉町東公園 

●  

東方公園 
● 下宿公園 

● 横町公園 
● 西原公園 

● 東公園 

● 上柴中央公園 

●  

柴崎公園 

下台地公園 

● ● 桜の園公園 

● 見晴公園 

● 寿町公園 

● 中原公園 

● 公園 

資料：彩の国埼玉情報サイトさいたまなび 

■ 公民館 

■ 三尻公民館 

● みいずが原公園 
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図 3-2-6-2(2) 自然とのふれあいの場の状況（対象事業実施区域近傍） 

  

● 

松原公園 

● 

中折之口公園 

●：公園 

1：5000 

市道幹 2 号 

市道幹 2 号 

市道 I-120 号 

上越新幹線 
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 3-2-7 文化財その他の生活環境の状況 

  1. 指定文化財等 

     調査範囲及びその周辺の「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）、「埼玉県文化財保護条

例」（昭和 30 年条例第 46 号）、「深谷市文化財保護条例」（平成 18 年条例第 122 号）、「熊谷市

文化財保護条例」（平成 13 条例第 120 号））に基づく指定文化財等の状況を、表 3-2-7-1 及び

図 3-2-7-1 に示す。 

調査範囲及びその周辺には、国指定の文化財が 9件、県指定の文化財が 5件、深谷市指定の

文化財が 3件、熊谷市指定の文化財が 4件ある。 

なお、対象事業実施区域周辺に指定文化財等は存在しない。 

 

 

  2. 埋蔵文化財包蔵地 

     深谷市文化振興課への聞き取りの結果、対象事業実施区域に埋蔵文化財包蔵地は存在しない。 
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表 3-2-7-1 指定文化財等の状況 

№ 区分 種別・種類 名称 所在地 

1 

国指定 
登録有形 
文化財 

建築物・住宅 大谷家住宅主屋 深谷市稲荷町 

2 建築物・住宅 大谷家住宅洋館 深谷市稲荷町 

3 建築物・住宅 大谷家住宅本蔵 深谷市稲荷町 

4 建築物・住宅 大谷家住宅松庭湯 深谷市稲荷町 

5 建築物・住宅 大谷家住宅祠 深谷市稲荷町 

6 工作物・住宅 大谷家住宅中門及び塀 深谷市稲荷町 

7 工作物・住宅 大谷家住宅裏門及び塀 深谷市稲荷町 

8 建築物・住宅 大谷家住宅欅空庵 深谷市稲荷町 

9 建築物・住宅 大谷家住宅米蔵 深谷市稲荷町 

10 

県指定 

選定重要遺

跡 

城館跡 庁鼻和城跡 深谷市国済寺 

11 指定旧跡 旧跡 上杉憲英墓 深谷市国済寺 521 

12 記念物 史跡 人見館跡 深谷市人見 1515 

13 記念物 史跡 桜ケ丘組石遺跡 深谷市緑ケ丘 214-5 

14 有形文化財 彫刻 木造峻翁令山像 深谷市国済寺 521-1 

15 

深谷市指定 

有形文化財 建造物 国済寺黒門 深谷市国済寺 521 

16 有形文化財 建造物 旧深谷宿常夜燈 深谷市田所町・稲荷町 

17 有形文化財 建造物 国済寺三門 深谷市国済寺 521 

18 

熊谷市指定 

指定記念物 天然記念物 榧 熊谷市拾六間 689 

19 指定記念物 天然記念物 いちいがし 熊谷市拾六間 689 

20 指定記念物 天然記念物 いぬ桜 熊谷市三ヶ尻 

21 指定記念物 名勝 三尻観音山 熊谷市三ヶ尻 

（資料：深谷市ホームページ、熊谷市ホームページ） 
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図 3-2-7-1 指定文化財等の状況 

 

● 三尻観音山 

● いぬ桜 

 大谷家住宅主屋 他 8つ ● 

● 桜ヶ丘組石遺跡 

● 旧深谷常夜燈（東） 

● 庁鼻和城跡 
  上杉憲英墓 
  木造峻翁令山像 
  国済寺黒門 
  国済寺三門 

● 榧 
  いちいがし 

● 宝篋印塔 

● 人見館跡 

● 文化財 

資料：埼玉県ホームページ 

   熊谷市ホームページ 
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 3-2-8 一般環境中の放射性物質に係る環境の状況 

     調査範囲及びその周辺における地上 50cm（一部地上 1m を含む）の放射線量の測定結果を表

3-2-8-1 に、測定地点を図 3-2-8-1 に示す。 

調査範囲及びその周辺の放射線量は、令和元年 8月から令和 3年 8月まで、ほぼ横ばいで推

移している。 

環境省では、「放射性物質汚染対処特措法」（平成 23 年法律第 110 号）に基づく汚染状況重

点地域の指定や、除染実施計画を策定する地域の要件を、毎時 0.23μSv 以上の地域であるこ

ととしている。 

この基準と比較すると、令和元年 8月から令和 3年 8月における調査範囲及びその周辺で測

定された放射線量は基準より低い値で推移している。 

 

表 3-2-8-1 放射線量の測定結果 

市名 № 測定地点 

放射線量測定結果（μSv/h） 

令和元年度 令和 2年 令和 3年 

8 月 2 月 8 月 2 月 8 月 

深谷市 

1 上柴西幼稚園 0.037 0.040 0.044 0.042 0.041 

2 桜ヶ丘幼稚園 0.035 0.046 0.054 0.039 0.056 

3 幡羅幼稚園 0.036 0.032 0.031 0.036 - 

4 藤沢幼稚園 0.080 0.082 0.078 0.081 0.070 

5 常盤小学校 0.029 0.037 0.033 0.029 0.028 

6 桜ヶ丘小学校 0.061 0.055 0.045 0.035 0.070 

7 幡羅小学校 0.036 0.032 0.031 0.036 0.026 

8 上柴西小学校 0.044 0.056 0.055 0.053 0.052 

9 上柴東小学校 0.021 0.025 0.023 0.028 0.024 

10 川本北小学校 0.043 0.049 0.043 0.040 0.050 

11 藤沢小学校 0.040 0.040 0.040 0.041 0.046 

12 幡羅中学校 0.028 0.026 0.032 0.036 0.033 

13 上柴中学校 0.034 0.032 0.034 0.032 0.034 

14 藤沢中学校 0.044 0.035 0.035 0.043 0.035 

熊谷市 

15 籠原小学校 0.033 0.037 0.034 0.039 0.039 

16 三尻小学校 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 

17 三尻中学校 0.038 0.033 0.044 0.038 0.044 

（資料：深谷市ホームページ、熊谷市ホームページ） 

12,13,14,17 は地上 1m、それ以外の地点は地上 50cm で測定 
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図 3-2-8-1 放射線量測定地点図 

 

資料：埼玉県ホームページ 

   熊谷市ホームページ 
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 3-2-9 その他環境等への負荷の状況 

  1. 温室効果ガス 

     関係市における平成 28 年度の二酸化炭素排出量を表 3-2-9-1 に、対象事業実施区域の位置

する深谷市における二酸化炭素排出量の経年変化を図 3-2-9-1 に示す。 

平成 28 年度の二酸化炭素排出量は、深谷市、熊谷市とも産業部門の割合が最も高く、次い

で、運輸部門、家庭部門となっている。 

対象事業実施区域の位置する深谷市の業務部門、業務部門、運輸部門及び廃棄物部門の二酸

化炭素排出量は、平成 19 年度から平成 28 年度においてほぼ横ばいで推移している。産業部門

は平成 21年度からの平成 23年度まで増加傾向で推移したが、その後は減少傾向となっている。 

家庭部門はやや増加している。 

 

表 3-2-9-1 二酸化炭素排出量（平成 28 年度） 

市名 区分 
排出量 

千 t-CO2 ％ 

深谷市 

産業部門 440.0 44.8 

業務部門 91.1 9.3 

家庭部門 176.9 18.0 

運輸部門 255.3 26.0 

廃棄物部門 19.7 2.0 

工業プロセス 0   0   

合計 983.0 100   

熊谷市 

産業部門 1237.6 44.1 

業務部門 161.9 5.8 

家庭部門 250.8 8.9 

運輸部門 346.2 12.3 

廃棄物部門 28.3 1.0 

工業プロセス 780.6 27.8 

合計 2805.3 100   

（資料：市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2016 年度） 

端数処理を行っているため、排出量の合計が 100％にならない場合がある。 
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（資料：市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2016 年度） 

図 3-2-9-1 深谷市における二酸化炭素排出量の経年変化 

 

 

  2. 公害苦情 

     対象事業実施区域の位置する深谷市における平成 28 年度から令和 2 年度の公害に関する苦

情件数の推移を、図 3-2-9-2 に示す。 

平成 28 年度からの経年変化は、各項目ともにおおむね減少傾向にあり、特に大気の苦情件

数は、平成 28 年度の 31 件に対し、令和 2年度は 8件と大きく減少した。 

 

 

                                   （資料：深谷市の環境） 

図 3-2-9-2 深谷市の公害苦情件数の推移 
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第４章 関係地域 

 4-1 環境に影響を及ぼす地域の基準 

     本事業に係る環境に影響を及ぼす地域は、埼玉県環境影響評価条例施行規則第三条の規定に

おける「環境に影響を及ぼす地域に関する基準」に基づき、”対象事業が実施される区域の周囲

3km 以内の地域”を基準として設定するものとする。 

 

 4-2 環境に影響を及ぼす地域 

     前項の基準に基づき設定した、本事業に係る環境に影響を及ぼす地域は、図 4-1 に示すとお

り、以下の 2市の一部が含まれる。 

 

     ・深谷市 

     ・熊谷市 
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図 4-1 環境に影響を及ぼす地域 
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第５章 調査計画書についての環境の保全の見地からの意見の概要 

     「（仮称）株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業に係る環境影響評価調

査計画書」（令和 2年 10 月、株式会社シタラ興産）に関し、「埼玉県環境影響評価条例」第 6条

の規定に基づき、縦覧を行い、環境の保全の見地からの意見を有する者から意見が 1通提出さ

れた。その意見の概要は表 5-1 に示すとおりである。 

 

 

表 5-1 意見の概要 

項目 項 意見の概要 

事業計画全般 － 
 廃棄物の適正処理及び減量化に寄与する設備であると共にサーマ
ルリサイクルを考慮した計画となっており、施設が早期に有効使用さ
れるように希望します。 

対象事業の概要 2-2 
 施設の供用開始前には、受入物の事前の分別基準を設け、受入対象
物の明確化を願います。 

調査項目 4-2 

 施設の計画地は既存の工業団地内にあり、新たに森林や緑地を開発
する行為を伴わないため、動植物、生態系、史跡文化財等に関しての
必要以上の調査は再検討しても良いのではないか。但し、調査対象か
ら除外する場合は、除外理由を明確にしてください。 

調査計画書全般 －  計画書に誤記等があるので訂正をお願いします。 
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第６章 調査計画書についての知事の意見 

     「（仮称）株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業に係る環境影響評価調

査計画書」（令和 2年 10 月、株式会社シタラ興産）に関し、「埼玉県環境影響評価条例」第 8条

第 1項の規定に基づき、埼玉県知事から提出されて意見は、以下のとおりである。 

 

 6-1 事業計画について 

   ア 国の 2050 年の温室効果ガス排出実質ゼロの方針を踏まえ、二酸化炭素を回収して利用する

ＣＣＵ等、様々な先進事例や今後の革新的な技術開発状況を参考にし、本事業に伴い環境中に

排出される二酸化炭素の削減に最大限考慮した事業計画となるよう検討すること。 

 

   イ 導入施設、設備について、環境保全対策に関する最善技術の導入を検討し、環境負荷の低減

に努めること。 

 

   ウ バグフィルター及び触媒反応塔等設備の選定においては、微小粒子状物質を除去できる設備 

の導入を検討すること。また、冷却等により再発生する微小粒子状物質の低減に努めること。 

 

エ 汚泥などの廃棄物により発生する臭気について、対策に努めること。また、休炉時において

は、必要十分な脱臭対策を検討し、周辺に影響を与えないよう努めること。 

 

オ 解体等の工事において、濁水の流出や、有害物質の飛散流出がないように留意すること。 

 

カ 工事車両及び施設稼働後の廃棄物運搬車両の増加量を把握し、住民や周辺施設の利用者に影

響を与えることがないよう努めること。 

 

   キ 高効率ごみ発電設備（蓄電設備等含む）の導入や廃熱のカスケード利用等の熱エネルギーの

高効率利用について検討し、分散型エネルギー施設として地域の災害時のレジリエンスの強化

等に資するような事業計画を検討すること。 

 

   ク 近年の気象災害事例を踏まえ、浸水被害による廃棄物の流出対策など、供用後の持続可能性

を十分考慮した事業計画を検討すること。 

 

   ケ 解体工事を含め、事業の着手は環境影響評価書の縦覧手続き終了後に行うこと。 

 

 

 6-2 調査、予測及び評価について 

  1. 騒音 

   ア 計画地周辺は工業地帯のため、周辺工場から発生する騒音の影響及びその性状に注意して調

査して調査すること。また、工場の 24 時間稼働に伴い、調査時期及び調査時間について検討す

ること。 

 

イ 建物内に設置する破砕機等の稼働に伴う影響については、建屋扉の開閉を考慮した予測・評

価となるよう留意すること。 

 

  2. 水質 

     周辺に農地及び河川がある地域であり、合併処理浄化槽からの排水や雨水浸透桝の設置を計

画しているため、調査・予測・評価の項目への追加を検討し、水質管理を行うこと。 
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  3. 動物、植物、生態系 

   ア 地域の特色を踏まえて、動植物の調査地点及び調査範囲について見直しを行うこと。 

 

イ 植物相を的確に把握できる文献を用いた上で、調査を実施すること。 

 

  4. 廃棄物 

     処理に伴い発生する副生成物については、できる限り最終処分量を減らし、再資源化に努め

ること。 

 

  5. 景観 

     住宅街など住民が多く存在する場所からの影響を把握するため、遠景の調査地点の追加につ

いて検討すること。 
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第７章 第５章及び第６章の意見についての事業者の見解 

 7-1 環境の保全の見地からの意見に対する事業者の見解 

     第５章で示した“環境の保全の見地からの意見”に対する事業者の見解は、表 7-1-1 に示す

とおりである。 

 

表 7-1-1 環境の保全の見地からの意見に対する事業者の見解 

項目 項 意見の概要 事業者の見解 

事業計画 

全般 
－ 

 廃棄物の適正処理及び減量化に寄与す
る設備であると共にサーマルリサイクル
を考慮した計画となっており、施設が早
期に有効使用されるように希望します。 

 早期の施設整備、稼働を目指し、関連
する手続きを進めていきます。 

対象事業 

の概要 
2-2 

 施設の供用開始前には、受入物の事前
の分別基準を設け、受入対象物の明確化
を願います。 

 排出事業者に、本施設で受け入れ可能
な廃棄物を周知し、受入れ時に混在がな
いようお願いをします。受け入れ時には、
必要に応じて搬入物の確認を行います。 

調査項目 4-2 

 施設の計画地は既存の工業団地内にあ
り、新たに森林や緑地を開発する行為を
伴わないため、動植物、生態系、史跡文
化財等に関しての必要以上の調査は再検
討しても良いのではないか。但し、調査
対象から除外する場合は、除外理由を明
確にしてください。 

 計画地は既存の工業団地内にあり森林
や緑地の開発はありませんが、計画地周
辺の動植物や生態系に関する文献資料が
ないことから、調査を実施します。 

調査計画 

書全般 
－ 

 計画書に誤記等があるので訂正をお願

いします。 

 誤記等は訂正します。今後資料作成時

には誤記等がないよう注意します。 

 

 7-2 知事意見に対する事業者の見解 

     第６章で示した“知事意見”に対する事業者の見解は、表 7-2-1(1)～表 7-2-1(3)に示すとお

りである。 

 

表 7-2-1（1） 知事意見に対する事業者の見解 

番号 知事意見 事業者の見解 

1 事業計画について 

ア 国の 2050 年の温室効果ガス排出実質ゼ
ロの方針を踏まえ、二酸化炭素を回収して
利用するＣＣＵ等、様々な先進事例や今後
の革新的な技術開発状況を参考にし、本事
業に伴い環境中に排出される二酸化炭素
の削減に最大限考慮した事業計画となる
よう検討すること。 

 今回の施設は、廃棄物を可能な限り再生利用したあ
とに発生する最終処分量を減らすための焼却施設を
計画しています。焼却処理により排出される温室効果
ガスは増加しますが、焼却に伴い発生した熱を活用し
発電することにより、温室効果ガス排出量を低減する
施設となっています。施設は確立した技術の中でより
効率的な発電を行う施設を選定し、焼却による温室効
果ガスの排出と発電による温室効果ガスの削減の両
方を進めていきたいと考えています。現在、焼却施設
からの温室効果ガス排出削減に向けた技術や二酸化
炭素の回収技術など様々な技術開発が行われ、試験的
な導入が進められていますが、まだ安全で効率的な技
術が実用段階に入っていない現状で、施設稼働時の周
辺への影響等を含め検討した結果、今回の焼却施設で
は、廃棄物の最終処分の減量と焼却で得られるエネル
ギーで発電を行うものとしました。しかし、今後も新
たな技術に注視し、二酸化炭素回収等の技術が確立し
た際に、焼却施設の改修等による周囲への影響と事業
性を含め検討したいと考えています。 
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表 7-2-1（2） 知事意見に対する事業者の見解 

番号 知事意見 事業者の見解 

イ 導入施設、設備について、環境保全対策
に関する最善技術の導入を検討し、環境負
荷の低減に努めること。 

 本計画の施設は、排ガス中の大気汚染物質の低減を
図るために、バグフィルターや触媒反応塔の設置、消
石灰の吹込、尿素水噴霧を行います。 
汚濁物質を含む可能性がある施設稼働に伴う排水及
び初期雨水、施設整備等に伴う排水は、集水し焼却炉
内に噴霧し、初期雨水以外の雨水は、油水分離後に雨
水浸透槽で処理します。大量の雨水が発生した場合に
は、既存の工業団地内の雨水排水管に排水し、敷地内
で雨水があふれないようにします。 
騒音発生施設は、騒音の発生を防止するため、低騒

音型機器を選択し、可能な限り屋内に設置します。屋
外設置の場合には、発生源での騒音対策及び遮音壁の
設置を行います。 
振動発生施設は、振動の発生を防止すため、低振動

型機器を選択し、独立基礎や防振装置等を設置しま
す。 
悪臭を発生するごみピット等は、空気を吸引し室内

を負圧とし悪臭の漏洩を防止する構造とします。吸引
した空気は燃焼用空気とします。焼却施設停止時の悪
臭の漏洩を防止するため、脱臭装置を設置します。 
以上のような環境保全対策を行い、周辺への環境負

荷を低減できる施設を導入する計画としました。 

ウ 

 

バグフィルター及び触媒反応塔等設備
の選定においては、微小粒子状物質を除去
できる設備の導入を検討すること。また、
冷却等により再発生する微小粒子状物質
の低減に努めること。 

 現在は、微小粒子状物質を100％捕集できる設備は、
実用化されていません。バグフィルターが最も捕集効
率がよいといわれています。そのため、既存の類似焼
却施設で実績のあるバグフィルターを使用すること
としました。 

エ 汚泥などの廃棄物により発生する臭気
について、対策に努めること。また、休炉
時においては、必要十分な脱臭対策を検討
し、周辺に影響を与えないよう努めるこ
と。 

 受入ごみピット及び汚泥ホッパ室内は密閉構造と
し、燃焼用空気として吸引し、内部の圧力を周囲より
下げ、臭気の漏洩を防止する構造とします。休炉時に
は、活性炭の脱臭装置を稼働させる計画としました。 

オ 解体等の工事において、濁水の流出や、
有害物質の飛散流出がないように留意す
ること。 

 解体時には有害物質の飛散防止のため、散水等の処
置を行い、雨天時に濁水の流出をしないように留意し
ます。建築工事時には敷地境界線へ仮囲いを行い、粉
じんの飛散を防止する計画とします。また、雨水浸透
桝を適宜設置し、濁水の流出防止に努めます。 

カ 工事車両及び施設稼働後の廃棄物運搬
車両の増加量を把握し、住民や周辺施設の
利用者に影響を与えることがないよう努
めること。 

 工事計画及び施設稼働後の計画をもとに増加車両
を把握し、住民や周辺施設の利用者への影響を考慮し
たルート選定及び車両走行時間の計画としました。 

キ 高効率ごみ発電設備（蓄電設備等含む）
の導入や廃熱のカスケード利用等の熱エ
ネルギーの高効率利用について検討し、分
散型エネルギー施設として地域の災害時
のレジリエンスの強化等に資するような
事業計画を検討すること。 

 今回の施設は、廃棄物を可能な限り再生利用したあ
とに発生する最終処分量を減らすための焼却施設を
計画しています。焼却処理で発生した熱を利用し発電
を行います。発電した電力は、地域の電力会社への送
電を予定しており、地域に貢献したいと考えていま
す。 
また、災害時等には、災害廃棄物の受け入れができ

るよう市と協議しています。 

ク  近年の気象災害事例を踏まえ、浸水被害
による廃棄物の流出対策など、供用後の持
続可能性を十分考慮した事業計画を検討
すること。 

 計画地は 50 年に一度の降雨を想定した深谷市洪
水・内水ハザードマップでは、浸水被害は想定されて
いません。浸水被害の可能性は低くいと考えられます
が、廃棄物は建屋内に保管し流出を防止します。、敷
地境界付近に雨水用の側溝及び溜桝を設置し内部か
らの流出及び外部からの流入を防止する計画として
います。 
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表 7-2-1（3） 知事意見に対する事業者の見解 

番号 知事意見 事業者の見解 

ケ 解体工事を含め、事業の着手は環境影
響評価書の縦覧手続き終了後に行うこ
と。 

 解体工事を含めた事業の着手は環境影響評価書の
縦覧手続き終了後に行います。 

2 調査、予測及び評価について 

騒音 

ア 

計画地周辺は工業地帯のため、周辺工
場から発生する騒音の影響及びその性状
に注意して調査して調査すること。また、
工場の 24 時間稼働に伴い、調査時期及び
調査時間について検討すること。 

 騒音の調査は、周辺の工場が定常的に稼働している
平日及び休日に 24 時間連続の調査を行います。交通
騒音や非定常騒音は可能な限り除去します。 

騒音 

イ 

建物内に設置する破砕機等の稼働に伴
う影響については、建屋扉の開閉を考慮
した予測・評価となるよう留意すること。 

 破砕機等の施設は建屋内に設置しますが、設置場所
及び稼働状況を考慮し、必要に応じて建屋扉の開閉を
考慮し予測・評価を行いました。 

水質 周辺に農地及び河川がある地域であ
り、合併処理浄化槽からの排水や雨水浸
透桝の設置を計画しているため、調査・
予測・評価の項目への追加を検討し、水
質管理を行うこと。 

 合併処理浄化槽からの排水は、法令に定められた維
持管理、水質調査を行い、周辺の工場と同様に工業団
地の既存の排水管に排水するため、その影響は小さい
と考えられ、調査・予測・評価の項目としていません。 
 雨水は、廃棄物が建屋内保管であり、降雨の影響を
直接受けず、建屋外のプラントエリアの雨水は、初期
雨水（3mm：3m3分）は集水し炉内噴霧水として使用し、
3mm を超える降雨は、集水し油水分離後に雨水浸透桝
で地下浸透させます。そのため、廃棄物の混入はなく、
雨水のみであり、その影響は小さいと考えられ、調査・
予測・評価の項目としていません。 

動物、
植物、
生態系 

地域の特色を踏まえて、動植物の調査
地点及び調査範囲について見直しを行う
こと。 

 本事業によって影響を受けると考えられる工業団
地内の計画地、公園及び調整池と計画地周辺の環境を
代表する地点の保全対象種だけでなく、普通種を含め
把握するため、調査地点及び調査範囲を選定しまし
た。 

動物、
植物、
生態系 

植物相を的確に把握できる文献を用い

た上で、調査を実施すること。 

 深谷市、熊谷市の文献調査では計画地周辺の状況を
適切に把握できるものがなかったため、計画地及びそ
の周辺の環境を代表する地点で調査を行いました。 

廃棄物 処理に伴い発生する副生成物について
は、できる限り最終処分量を減らし、再
資源化に努めること 

 最終処分量を低減するため、再生利用が可能なもの
は、再生利用を行う事業者へ排出するように調整を進
め、資源化に努めます。 

景観 住宅街など住民が多く存在する場所か
らの影響を把握するため、遠景の調査地
点の追加について検討すること。 

 住宅街などからの景観を把握するため、調査地点を
当初の 4地点に 9地点を加え、調査・予測・評価を行
いました。 
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第８章 環境影響評価の調査項目及び調査方法 

 8-1 調査項目 

埼玉県環境影響評価技術指針（平成 11 年 12 月 埼玉県告示第 1588 号）を基に、対象事業

の特性及び地域特性を踏まえ、環境に影響を及ぼすおそれがある要因（以下、「環境影響要因」

という。）ごとに環境への影響の発生過程を検討するとともに、環境への影響の程度を検討し、

環境影響評価を行う項目を選定した。 

 

  1. 環境影響要因の把握 

「第 2 章 対象事業の目的及び概要」において示した対象事業の特性に基づき、環境影響要

因を抽出した。 

抽出した環境影響要因を、表 8-1-1 に示す。 

 

表 8-1-1 本事業の実施に伴う環境影響要因 

影響を及ぼす時期 環境要因の区分 環境影響要因 

工事中 工事中 

建設機械の稼動 

資材運搬等の車両の走行 

造成時の工事 

供用時 存在・供用時 

施設の存在 

施設の稼動 

自動車等の走行 

 

 

  2. 環境影響評価項目の選定 

環境影響評価項目は、対象事業の実施に伴う環境影響要因と当該地域の特性を勘案し、埼玉

県環境影響評価技術指針（平成 11 年 12 月 埼玉県告示第 1588 号）の別表 3-5 の関連表に準

拠して選定した。 

選定結果は表 8-1-2(1)～表 8-1-2(2)に示すとおりであり、大気質、騒音・低周波音、振動、

悪臭、土壌、動物、植物、生態系、景観、自然とのふれあいの場、日照阻害、電波障害、廃棄

物等、温室効果ガス等の 14 項目を選定した。 
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表 8-1-2(1) 環境影響評価項目の選定(1) 

影響要因の区分 工事中 存在・供用時 

環境影響要因 

 

調査・予測・評価の項目 

建設機 

械の 

稼動 

資材運 

搬等の 

車両の 

走行 

造成等 

の工事 

施設の 

存在 

施設の 

稼動 

自動車

等の 

走行 

環境の良

好な状態

の保持を

旨として

調査、予

測及び評

価される

べき項目 

大気質 

二酸化窒素または窒素酸化物 ○ ○   ○ ○ 

二酸化硫黄または硫黄酸化物     ○  

浮遊粒子状物質     ○ ○ 

微小粒子状物質     ○ ○ 

炭化水素      ○ 

粉じん ○ ○    × 

水銀等（水銀及びその化合物）     ○  

その他の大気質に係る有害物質等     ○  

騒音・ 

低周波音 

騒音 ○ ○   ○ ○ 

低周波音     ○  

振動 振動 ○ ○   ○ ○ 

悪臭 
臭気指数または臭気の濃度     ○  

特定悪臭物質     ○  

水質 

公 共 用 水

域の水質 

生物化学的酸素要求量 

または化学的酸素要求量 
    ×  

浮遊物質量     ×  

窒素及び燐     ×  

水温       

水素イオン濃度     ×  

溶存酸素量     ×  

その他の生活環境項目     ×  

健康項目等     ×  

底質 

強熱減量       

過マンガン酸カリウ

ムによる酸素消費量 
      

底質に係る有害物質等     ×  

地下水の 

水質 

地下水の水質に係る

有害項目 
    ×  

水象 

河川等の流量、流速及び水位       

地下水の水位及び水脈       

温泉及び鉱泉       

堤防、水門、ダム等の施設       

土壌 土壌に係る有害項目     ○  

地盤 地盤沈下       

地象 

土壌の安定性       

地形及び地質（重要な地形及び地質

を含む） 
   ×   

表土の状況及び生産性       
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表 8-1-2(2) 環境影響評価項目の選定(2) 

影響要因の区分 工事中 存在・供用時 

環境影響要因 

 

調査・予測・評価の項目 

建設機 

械の 

稼動 

資材運 

搬等の 

車両の 

走行 

造成等 

の工事 

施設の 

存在 

施設の 

稼動 

自動車

等の 

走行 

生物の多

様性の確

保及び自

然環境の

体系的保

全を旨と

し て 調

査、予測

及び評価

されるべ

き項目 

動物 保全すべき種 ○ ○ ◎ △   

植物 

保全すべき種   ◎ △   

植生及び保全すべき群落   ◎ △   

緑の量    ×   

生態系 地域を特徴づける生態系 ○ ○ ◎ △   

人と自然

との豊か

なふれあ

いの確保

及び快適

な生活環

境の保全

を旨とし

て調査、

予測及び

評価され

るべき項

目 

景観 

景観資源（自然的景観資源及び歴史

的景観資源） 
   ×   

眺望景観    ○   

自然と

のふれ

あいの

場 

自然とのふれあいの場 ○ ○  △ △  

史跡・

文化財 

指定文化財等    ×   

埋蔵文化財    ×   

日照阻

害 
日影の状況    ○   

電波障

害 
電波受信状況    ○   

風害 局所的な風の発生状況       

光害 人工光または工作物による反射光       

環境への

負荷の量

の程度に

より予測

及び評価

されるべ

き項目 

廃棄物

等 

廃棄物   ◎  ○  

残土   ◎    

雨水及び処理水       

温室効

果 

ガス等 

温室効果ガス ○ ○   ○ ○ 

オゾン層破壊物質     ×  

一般環境

中の放射

性物質に

ついて調

査、予測

及び評価

されるべ

き項目 

放射線

の量 
放射線の量 × ×     

○：標準的に選定する項目。△：事業特性、地域特性により選定する項目。 

×：標準的に選定する項目、または事業特性、地域特性により選定する項目であるが、今回選定しないもの。 

◎：標準的に選定する項目として設定されていないが、今回選定するもの。 
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  3. 環境影響評価項目の選定理由及び選定しない理由 

環境影響評価の項目として選定した理由を表 8-1-3(1)～表 8-1-3(2)に、選定しない理由は

表 8-1-4 に示す。 

 

表 8-1-3(1) 環境影響評価項目として選定した理由(1) 

調査・予測・評価の項目 
影響要因の 

区分 
選定した理由 

大気質 二酸化窒素または

窒素酸化物 
工事中 建設機械の稼働に伴う排ガスの発生、資材運搬等の車両

の走行に伴う排ガスの発生による窒素酸化物の発生が考え

られるため選定する。 

存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う煙突からのばい煙の発生、

廃棄物運搬車両等の走行に伴う排ガスの発生による窒素酸

化物の発生が考えられるため選定する。 

二酸化硫黄または

硫黄酸化物 
存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う煙突からのばい煙の発生に

よる硫黄酸化物の発生が考えられるため選定する。 

浮遊粒子状物質 存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う煙突からのばい煙の発生、

廃棄物運搬車両等の走行に伴う排ガスの発生による浮遊粒

子状物質の発生が考えられるため選定する。 

微小粒子状物質 存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う煙突からのばい煙の発生、

廃棄物運搬車両等の走行に伴う排ガスの発生による微小粒

子状物質の発生が考えられるため選定する。 

炭化水素 存在・供用時 廃棄物運搬車両等の走行に伴う排ガスの発生による炭化

水素の発生が考えられるため選定する。 

粉じん 工事中 建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行による粉じん

の発生が考えられるため選定する。 

水銀等（水銀及び

その化合物） 

存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う煙突からのばい煙の発生に

よる水銀等（水銀及びその化合物）の発生が考えられるた

め選定する。 

大気質に係る有害

物質等 
存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う煙突からのばい煙の発生に

よる有害物質（塩化水素、ダイオキシン類）の発生が考えら

れるため選定する。 

騒音・低周波音 騒音 工事中 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音、資材運搬等の車両

の走行に伴う道路交通騒音の発生が考えられるため選定す

る。 

存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う工場騒音、廃棄物運搬車両

等の走行に伴う道路交通騒音の発生が考えられるため選定

する。 

低周波音 存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う低周波音の発生が考えられ

るため選定する。 

振動 振動 工事中 建設機械の稼働に伴う建設作業振動、資材運搬等の車両

の走行に伴う道路交通振動の発生が考えられるため選定す

る。 

存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う工場振動、廃棄物運搬車両

等の走行に伴う道路交通振動の発生が考えられるため選定

する。 

悪臭 
 

臭気指数または 

臭気の渡度 
存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う悪臭の発生が考えられるた

め選定する。 

特定悪臭物質 存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う煙突からのばい煙の発生に

よる悪臭の発生が考えられるため選定する。 
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表 8-1-3(2) 環境影響評価項目として選定した理由(2) 

調査・予測・評価の項目 
影響要因の 

区分 
選定した理由 

土壌 
 

土壌に係る 

有害項目 
 

存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う煙突からのばい煙の発生及

び焼却灰の飛散による有害物質（ダイオキシン類）の土壌

への沈降、蓄積が考えられるため選定する。 

動物 
 

保全すべき種 
 

工事中 建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工

事による保全すべき種の生息環境の変化、改変、消失が考

えられるため選定する。 

存在・供用時 廃棄物処理施設の存在による保全すべき種の生息環境の

変化、改変、消失が考えられるため選定する。 

植物 保全すべき種、植

生及び保全すべき

群落 

工事中 造成等の工事による保全すべき種の生育環境の変化、改

変、消失、また、植生及び保全すべき群落の改変、消失が

考えられるため選定する。 

存在・供用時 産業廃棄物中間処理施の存在による保全すべき種の生育

環境の変化、改変、消失、また、植生及び保全すべき群落

の改変、消失が考えられるため選定する。 

生態系 地域を特徴づける

生態系 
工事中 建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工

事による地域を特徴づける生態系の変化が考えられるため

選定する。 

存在・供用時 廃棄物処理施設の存在により、地域を特徴づける生態系

の変化が考えられるため選定する。 

景観 眺望景観 存在・供用時 廃棄物処理施設の存在により、周辺地域からの眺望景観

の変化が考えられるため選定する。 

自然とのふれあ

いの場 
自然とのふれあい

の場 
工事中 建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行による自然と

のふれあいの場の利用環境の変化が考えられるため選定す

る。 

存在・供用時 廃棄物処理施設の存在・稼働により、自然とのふれあい

の場の利用環境の変化が考えられるため選定する。 

日照阻害 日影の状況 存在・供用時 廃棄物処理施設の存在による日影の状況の変化が考えら

れるため選定する。 

電波障害 電波受信状況 存在・供用時 廃棄物処理施設の存在による電波受信状況の変化が考え

られるため選定する。 

廃棄物等 廃棄物 工事中 造成等の工事に伴う建設廃材等の廃棄物の発生が考えら

れるため選定する。 

存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働に伴う廃棄物の発生が考えられる

ため選定する。 

温室効果ガス等 温室効果ガス 工事中 建設機械の稼働及び資材運搬等の車両の走行に伴う排ガ

スの発生による温室効果ガス（二酸化炭素等）の発生が考

えられるため選定する。 

存在・供用時 廃棄物処理施設の稼働、廃棄物運搬車両等の走行に伴う

排ガスの発生による温室効果ガス（二酸化炭素等）の発生

が考えられるため選定する。 
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表 8-1-4 環境影響評価項目として選定しない理由 

調査・予測・評価の項目 
影響要因の 

区分 
選定しない理由 

大気質 粉じん 存在・供用時 対象事業実施区域内の走行経路及び周辺地域の主要な走

行経路はいずれも舗装道路であることから、廃棄物処理施

設の稼働に伴う廃棄物運搬車両等の走行に伴い粉じんの発

生は想定されないため選定しない。 

水質 

 

 

 

 

 

生物化学的酸素 

要求量 
存在・供用時 廃棄物処理施設からの排水は焼却炉及び減温塔へ噴霧す

ることから排水は発生しない。生活排水は合併処理浄化槽

で処理し排水管に放流する。雨水については、初期雨水は

焼却炉及び減温塔へ噴霧し、それ以外の雨水は油水分離後

に敷地内での浸透処理を行い、大量の降雨があった場合の

み雨水排水管に排水するため選定しない。 

浮遊物質量 
 

存在・供用時 

窒素及びりん 存在・供用時 

水素イオン濃度 
 

存在・供用時 

溶存酸素量 存在・供用時 

その他の生活環境

項目 
存在・供用時 

健康項目等 存在・供用時 

底質に係る 

有害物質等 
存在・供用時 

地下水の水質に 

係る有害項目 
存在・供用時 

地象 地形及び地質（重

要な地形及び地質

を含む。） 

存在・供用時 対象事業実施区域及びその周辺は平坦地であり、工業団

地として造成され工場として利用されており、土地の改変

は小さいこと、また、対象事業実施区域及びその周辺には

重要な地形及び地質は存在しないため選定しない。 

植物 緑の量 存在・供用時 対象事業実施区域及びその周辺は工業団地として造成・

供用されており、現状も緑の量は多くない。 

また、本計画は、県条例に基づく必要緑地を確保する計

画としていることから選定しない。 

景観 景観資源（自然的

景観資源及び歴史

的景観資源） 

存在・供用時 対象事業実施区域及びその周辺には、対象事業実施区域

周辺を眺望対象とする景観資源が存在しないため選定しな

い。 

史跡・文化財 指定文化財等 存在・供用時 対象事業実施区域及びその周辺には、指定文化財及びそ

れに準ずる史跡・文化財等、並びに埋蔵文化財包蔵地は存

在しないため選定しない。 埋蔵文化財 

温室効果ガス等 オゾン層破壊物質 存在・供用時 フロン等のオゾン層破壊物質を含む廃棄物を処理する計

画はなく、フロン等が発生するおそれはないと考えられる

ため選定しない。 

放射線の量 放射線の量 工事中 対象事業実施区域周辺における空間放射線量率の測定結

果は低い値で推移しており、また、工事中は粉じん等の飛

散防止対策や土砂等の流出防止対策を実施することから、

周辺地域に拡散・流出するおそれはないと考えられるため

選定しない。 
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8-2 調査、予測及び評価の方法 

  1. 調査方法 

前項において環境影響評価項目として選定した 14 項目のうち、廃棄物等及び温室効果ガス

等については、現地調査を実施しなかった。 

現地調査の概要は表 8-2-1(1)～表 8-2-1(2)に示すとおりである。 

なお、調査手法の詳細については、「第 9章 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果」

において記載した。 

 

表 8-2-1(1) 調査手法（現地調査）の概要(1) 

調査項目 調査期間等 調査地点（調査地域） 

大気質 環境大気 二酸化窒素 

二酸化硫黄 

浮遊粒子状物質 

微小粒子状物質 

4 季×7日間連続 対象事業実施区域内 1 地点及び周

辺地域 4地点 

・ST-1：対象事業実施区域内 

・ST-2：北側住宅地 

・ST-3：東側住宅地 

・ST-4：南側住宅地 

・ST-5：西側住宅地 

塩化水素 

水銀 

4 季×7日間 

（1回/日） 

ダイオキシン類 

降下ばいじん 

4 季×7日間 

（1回/7 日間） 

沿道大気 二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

炭化水素 

4 季×7日間連続 沿道 1地点 

・ST-6：市道幹 2号線東側区間 

地上気象 風向・風速 

気温・湿度 

日射量、放射収支量 

1 年間連続 対象事業実施区域内 1地点 

上層気象 風向・風速、気温 4 季×7日間 

（8回/日） 

・ST-6：市道幹 2号線東側 

交通量等 車種別・方向別交通量 

走行速度、道路構造 

2 回（平日・休日） 

7 時～19 時 

沿道 2地点（№1～№2） 

（道路交通騒音と同地点） 

騒音・ 

低周波

音 

騒音及び 

低周波音 

の状況 

環境騒音（敷地境界） 2 回（平日・休日） 

各 24 時間連続 

対象事業実施区域敷地境界上 

4 地点（ST-1～ST-4） 低周波音 

環境騒音（一般環境） 周辺地域 4地点 

・ST-7：対象事業実施区域の北側 

・ST-8：対象事業実施区域の東側 

・ST-9：対象事業実施区域の南側 

・ST-10：対象事業実施区域の南側 

道路交通騒音 2 回（平日・休日） 

7 時～19 時 

沿道 2地点 

（ST-5（№1）～ST-6（№2）） 道路交通 

の状況 

車種別・方向別交通量 

走行速度、道路構造 

振動 振動の状 

況 

環境振動 2 回（平日・休日） 

各 24 時間連続 

対象事業実施区域敷地境界上 

4 地点（ST-1～ST-4） 

道路交通振動 2 回（平日・休日） 

7 時～19 時 

沿道 2地点 

（ST-5（№1）～ST-6（№2）） 地盤卓越振動数 

道路交通 

の状況 

車種別・方向別交通量 

走行速度、道路構造 
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表 8-2-1(2) 調査手法（現地調査）の概要(2) 

調査項目 調査期間等 調査地域・地点 

悪臭 悪臭の状

況 

特定悪臭物質 22 物質 

臭気指数 

夏季・冬季の計 2回 対象事業実施区域敷地境界上 

2 地点（風上・風下）及び最大着地

濃度出現地点 

気象の状

況 

風向・風速、大気安定

度（日射量、放射収支

量）、気温等 

1 年間の通年 ・対象事業実施区域内 1地点 

（大気質の地上気象と同地点） 

土壌 環境基準項目 28 項

目、ダイオキシン類 

任意の時期に 1回 対象事業実施区域内 2地点 

 

動物 哺乳類 春季・夏季・秋季・ 

冬季の計 4回 

対象事業実施区域及び周辺 250m

の範囲 

トラップ法は対象事業実施区域及

び周辺 4地点 

無人撮影装置は調整池に隣接した

1地点 

鳥類 春季・繁殖期・夏季・秋

季・冬季の計 5回 

対象事業実施区域及び周辺 250m

の範囲 

ラインセンサス 2ルート 

スポットセンサス 6地点 

両生類・爬虫類 早春季・春季・夏季・秋

季の計 4回 

対象事業実施区域及び周辺 250m

の範囲 

昆虫類 早春季・春季・初夏季・

夏季・秋季の計 5回 

植物 植物相 春季・夏季・秋季の計 3

回 

植生 夏季 1回 

生態系 地域を特徴づける生

態系 

動物、植物調査に準じ

る。 

景観 眺望景観 4 季計 4回 対象事業実施区域周辺 13 地点 

自然とのふれあい

の場 

資源状況、周辺環境の

状況等 

利用状況 

交通手段の状況 

自然とのふれあいの場

への影響の予測、評価

に必要な内容を適切か

つ効果的に把握できる

時期 

対象事業実施区域周辺 2地点 

・ST-1：松原公園 

・ST-2：中折之口公園 

日照阻害 日影の状況 冬至日又はその前後の

時期 1回 

冬至日における既存施設の日照へ

の影響の状況を適切かつ効果的に

把握することができる地点 1地点 

電波障害 地形、工作物、住宅等

の状況 

任意の時期に 1回 机上検討により電波障害の影響が

及ぶおそれがあると認められる範

囲 

 

  



8-9 

  2. 予測方法 

予測方法の概要は表 8-2-2(1)～表 8-2-2(14)に示すとおりである。 

なお、予測方法の詳細については、「第 9章 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果」

において記載した。 

 

表 8-2-2(1) 予測方法の概要（大気質） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

建
設
機
械
の
稼
働 

建設機械の稼働に伴
う排ガスの発生によ
る二酸化窒素（窒素酸
化物）の大気中の濃度
の変化 

1.予測地域 
調査地域と同様 

 
2.予測地点 

現地調査地点及び
最大着地濃度地点 

建設機械の稼働台数
が最大となる時期 

工事計画により、想定
される建設機械の種
類、台数等を設定し、
プルーム式及びパフ
式を基本とした拡散
モデルを用いて定量
的に予測する。 

建設機械の稼働に伴
う粉じん（降下ばいじ
ん）の飛散の状況 

工事計画及び環境保
全配慮事項等を勘案
して定性的に予測す
る。 

資
材
運
搬
等
の
車
両
の
走
行 

資材運搬等の車両の
走行に伴う排ガスの
発生による二酸化窒
素（窒素酸化物）の大
気中の濃度の変化 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
現地調査地点と同

様 

資材運搬等の車両台
数が最大となる時期 

工事計画により、想定
される資材運搬等の
車両の走行台数等を
設定し、プルーム式及
びパフ式を基本とし
た拡散モデルを用い
て定量的に予測する。 資材運搬等の車両の

走行に伴う浮遊粒子
状物質の濃度の変化 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
稼
働 

施設の稼働に伴うば
い煙の排出による二
酸化窒素、二酸化硫
黄、浮遊粒子状物質、
塩化水素、ダイオキシ
ン類及び水銀の大気
中の濃度の変化 

1.予測地域 
調査地域と同様 

 
2.予測地点 

現地調査地点及び
最大着地濃度地点 

施設の稼働が定常状
態となる時期 

現地調査結果により、
大気質の状況を把握
する。また、事業計画
により、施設の稼働に
伴い想定されるばい
煙の排出条件を設定
し、プルーム式及びパ
フ式を基本とした拡
散モデルを用いて定
量的に予測する。 

廃
棄
物
運
搬
車
両
等
の
走
行 

施設の稼働時におけ
る廃棄物運搬車両等
の走行に伴う排ガス
の発生による二酸化
窒素、浮遊粒子状物質
及び炭化水素の大気
中の濃度の変化 
 

1.予測地域 
調査地域と同様 
 

2.予測地点 
現地調査地点と同

様 

 事業計画等により、施
設稼働時に想定され
る廃棄物運搬車両等
の走行台数を設定し、
プルーム式及びパフ
式を基本とした拡散
モデルを用いて定量
的に予測する。 

注）微小粒子状物質については、発生源や大気中の動態等の仕組みが解明されておらず、公に認知された予測手法がな

いため、現地調査のみで、予測は実施しないこととする。 
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表 8-2-2(2) 予測方法の概要（騒音・低周波） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

建
設
機
械
の
稼
働 

建設機械の稼働によ
る建設作業騒音レベ
ルの変化の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
敷地境界の現地調

査地点 

建設機械の稼働が最
大となる時期 

工事計画により、想
定される建設機械の
種類、稼働台数、配
置等を設定し、日本
音響学会の建設工事
騒音の予測モデル
「ASJ CN-Model 
2007」を用いて定量
的に予測する。 

資
材
運
搬
等
の
車
両
の
走
行 

資材運搬等の車両の
走行による道路交通
騒音レベルの変化の
程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 
 

2.予測地点 
道路交通騒音の現

地調査地点 

資材運搬等の車両の
走行が最大となる時
期 

工事計画により、想
定される資材運搬等
の車両台数を設定
し、日本音響学会の
道路交通騒音予測モ
デル「ASJ TN-Model 
2013」を用いて定量
的に予測する。 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
稼
働 

施設の稼働による工
場騒音レベル及び環
境騒音レベルの変化
の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
敷地境界及び一般

環境の現地調査地点
計 8地点 

施設の稼働が定常状
態となる時期 

施設の稼働に伴い想
定される騒音発生源
等を設定し、騒音発生
源からの伝搬過程を
考慮した伝搬理論式
を用いて定量的に予
測する。 

施設の稼働による低
周波音レベルの変化
の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
敷地境界の現地調

査地点計 4地点 

施設の稼働に伴い想
定される低周波音発
生源等を設定し、低周
波音発生源からの伝
搬過程を考慮した距
離減衰式を用いて定
量的に予測する。 

廃
棄
物
運
搬
車
両
等
の
走
行 

施設の稼働時の廃棄
物運搬車両等の走行
による道路交通騒音
レベルの変化の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 
 

2.予測地点 
道路交通騒音の現

地調査地点 

事業計画等により、施
設の稼働時に想定さ
れる廃棄物運搬車両
等の走行台数を設定
し、日本音響学会の道
路交通騒音予測モデ
ル ｢ ASJ RTN-Model 
2013」を用いて定量的
に予測する。 
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表 8-2-2(3) 予測方法の概要（振動） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

建
設
機
械
の
稼
働 

建設機械の稼働によ
る建設作業振動レベ
ルの変化の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
敷地境界の現地調

査地点 

建設機械の稼働が最
大となる時期 

工事計画により、想
定される建設機械の
種類、稼働台数、配
置等を設定し、伝播
理論式を用いて定量
的に予測する。 

資
材
運
搬
等
の
車
両
の
走
行 

資材運搬等の車両の
走行による道路交通
振動レベルの変化の
程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 
 

2.予測地点 
道路交通振動の現

地調査地点 

資材運搬等の車両の
走行が最大となる時
期 

工事計画により、想
定される資材運搬等
の車両台数を設定し
「道路環境影響評価
の技術手法［平成 24
年度版］」（国土交通
省国土技術政策総合
研究所）による道路
交通振動の予測式を
用いて定量的に予測
する。 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
稼
働 

施設の稼働による工
場振動レベルの変化
の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
敷地境界の現地調

査地点 

施設の稼働が定常状
態となる時期 

施設の稼働に伴い想
定される振動発生源
等を設定し、伝搬理論
式を用いて定量的に
予測する。 

廃
棄
物
運
搬
車
両
等
の
走
行 

施設の稼働時の廃棄
物運搬車両等の走行
による道路交通振動
レベルの変化の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 
 

2.予測地点 
道路交通振動の現

地調査地点 

事業計画等により、施
設の稼働時に想定さ
れる廃棄物運搬車両
等の走行台数を設定
し「道路環境影響評価
の技術手法［平成 24
年度版］」（国土交通省
国土技術政策総合研
究所）による道路交通
振動の予測式を用い
て定量的に予測する。 
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表 8-2-2(4) 予測方法の概要（悪臭） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
稼
働 

施設の稼働による悪
臭（特定悪臭物質、臭
気指数）の状況の変化
の程度 
（施設から漏洩する
悪臭の影響と排気筒
から排出される排ガ
スの悪臭の影響） 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
敷地境界の現地調

査地点 

施設の稼働が定常状
態となる時期 

現地調査結果により、
既存の悪臭の発生状
況を把握する。 
また、類似事例の調
査、解析及び環境保全
措置の内容を考慮し
て、定性的に予測す
る。 
また、事業計画等によ
り、施設の稼働に伴う
排ガス量、予測対象の
濃度が特定できるも
のについては、大気拡
散モデルにより定量
的に予測する。 

 

 

表 8-2-2(5) 予測方法の概要（土壌） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
稼
働 

施設の稼働に伴うダ
イオキシン類の土壌
中の汚染発生の可能
性及びその程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
前掲「大気質」の環

境大気の調査地点と
同様 

施設の稼働が定常状
態となる時期 

調査結果により、土壌
の状況を把握する。ま
た、事業計画により、
想定されるばい煙の
排出条件を設定し、前
掲「大気質」のばい煙
の排出における拡散
計算結果を基に定性
的に予測する。 
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表 8-2-2(6) 予測方法の概要（動物） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
運
搬
等
の

車
両
の
走
行
、
造
成
等
の
工
事 

保全すべき種の生息
地の改変の程度及び
その他の生息環境へ
の影響の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
予測地域全域 

保全すべき種への影
響が最大と考えられ
る時期 

本事業計画による保
全すべき種の生息環
境の変化の程度を把
握したうえで、類似
事例または既存知見
を参考にして定性的
に予測する。 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
存
在 

保全すべき種の生息
地の改変の程度及び
その他の生息環境へ
の影響の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
予測地域全域 

保全すべき種への影
響を的確に把握でき
る時期 

本事業計画による植
生及び地形の改変と
保全すべき種の生息
確認位置との重ね合
わせ等により定量的
に予測する。 

 

 

表 8-2-2(7) 予測方法の概要（植物） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

造
成
等
の
工
事 

保全すべき種の生息
地の改変の程度及び
その他の生息環境へ
の影響の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
予測地域全域 

保全すべき種への影
響が最大と考えられ
る時期 

本事業計画による保
全すべき種の生息環
境の変化の程度を把
握したうえで、類似
事例または既存知見
を参考にして定性的
に予測する。 

植生の改変の内容及
び程度並びに保全す
べき群落の生育地の
改変の程度及びその
他の生育環境への影
響の程度 

植生及び保全すべき
群落への影響が最大
と考えられる時期 

本事業計画による植
生及び保全すべき群
落の生育環境の変化
の程度を把握したう
えで、類似事例また
は既存知見を参考に
して定性的に予測す
る。 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
存
在 

保全すべき種の生育
地の改変の程度及び
その他の生育環境へ
の影響の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
予測地域全域 

保全すべき種への影
響を的確に把握でき
る時期 

本事業計画及び現存
植生図と保全すべき
種の生育確認位置と
の重ね合わせ等によ
り定量的に予測す
る。 

植生の改変の内容及
び程度並びに保全す
べき群落の生育地の
改変の程度及びその
他の生育環境への影
響の程度 

植生及び保全すべき
群落への影響を的確
に把握できる時期 

本事業計画及び現存
植生図と保全すべき
群落の生育確認位置
との重ね合わせ等に
より定量的に予測す
る。 
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表 8-2-2(8) 予測方法の概要（生態系） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
運
搬
等
の

車
両
の
走
行
、
造
成
等
の
工
事 

着目種及び着目種の
生息・生育環境への影
響の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
予測地域全域 

着目種及び着目種の
生息・生育環境への影
響が最大と考えられ
る時期 

本事業計画による着
目種及び着目種の生
息・生育環境の変化
の程度を把握したう
えで、類似事例また
は既存知見を参考に
して定性的に予測す
る。 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
存
在 

着目種及び着目種の
生息・生育環境への影
響の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
予測地域全域 

着目種及び着目種の
生息・生育環境への影
響を的確に把握でき
る時期 

本事業計画による植
生及び地形の改変と
着目種の生息確認位
置との重ね合わせ等
により定量的に予測
する。 

 

 

表 8-2-2(9) 予測方法の概要（景観） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
存
在 

眺望景観の変化の程
度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
現地調査と同様 

施設の完成後 フォトモンタージュ
を作成し、現況写真と
比較して視覚的に判
断できる方法により
定性的に予測する。 
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表 8-2-2(10) 予測方法の概要（自然とのふれあいの場） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
運
搬
等
の

車
両
の
走
行 

工事の実施時におけ
る建設機械の稼働、資
材運搬等の車両の走
行に伴う自然とのふ
れあいの場の改変等
の有無及びその程度、
利用環境の変化の程
度、自然とのふれあい
の場への交通手段の
阻害のおそれの有無
及びその程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
現地調査と同様 

工事の実施による自
然とのふれあいの場
への影響が最大と考
えられる時期 

工事計画の内容と調
査結果との重ね合わ
せを行うとともに、
他の環境要素の予測
結果を考慮して、自
然とのふれあいの場
への影響の程度につ
いて定性的に予測す
る。 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
存
在
、
施
設

の
稼
働 

施設の存在及び施設
の稼働に伴う自然と
のふれあいの場の改
変等の有無及びその
程度、利用環境の変化
の程度 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
現地調査と同様 

施設の存在及び施設
の稼働に伴う自然と
のふれあいの場への
影響を的確に把握で
きる時期 

事業計画の内容と調
査結果との重ね合わ
せを行うとともに、他
の環境要素の予測結
果を考慮して、自然と
のふれあいの場への
影響の程度について
定性的に予測する。 

 

 

表 8-2-2(11) 予測方法の概要（日照阻害） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
存
在 

供用後の施設の存在
によって､冬至日に日
影となる時刻、時間数
等の日影の状況 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
現地調査と同様 

施設の完成後、日照へ
の影響を的確に把握
することができる時
期(冬至日) 

コンピュータシミュ
レーションにより、１
時間ごとの日影の範
囲を計算し､予測地域
における時刻別日影
図、等時間別日影図を
作成することにより
予測する。 

 

 

表 8-2-2(12) 予測方法の概要（電波障害） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
存
在 

施設の建設による、電
波障害の範囲及び電
波受信状況の変化の
程度化 

1.予測地域 
調査地域と同様 

2.予測地点 
机上検討により想

定した施設による遮
蔽障害及び反射障害
の発生が推定される
地域及びその周辺 

電波受信への影響を
的確に把握すること
ができる時期として、
施設の建設後 

遮蔽障害及び反射障
害について理論式に
より計算し、その結果
から障害の範囲及び
程度を求める。なお、
衛星放送等について
は、遮蔽障害のみを対
象とする。 
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表 8-2-2(13) 予測方法の概要（廃棄物等） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

造
成
等
の
工
事 

廃棄物の種類及び種
類ごとの排出量、並
びに排出抑制の状況 
残土の発生量及び処
理の状況 

1.予測地域 
対象事業実施区域内 

2.予測地点 
対象事業実施区域内 

工事期間中 工事計画に基づき定
量的に予測する。 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
稼
働 

廃棄物の種類及び種
類ごとの排出量、並
びに排出抑制の状況 

1.予測地域 
対象事業実施区域内 

2.予測地点 
対象事業実施区域内 

施設の稼働が定常状
態となる時期 

事業計画に基づき定
量的に予測する。 
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表 8-2-2(14) 予測方法の概要（温室効果ガス等） 

環境 
影響 
要因 

予測の手法 

予測内容 予測地域・予測地点 予測対象時期等 予測方法 

工
事
中 

建
設
機
械
の
稼
働 

建設機械の稼働に伴
う温室効果ガスの種
類ごとの排出量、温
室効果ガスの排出量
削減の状況 

1.予測地域 
対象事業実施区域内 

2.予測地点 
対象事業実施区域内 

工事期間中 工事計画に基づき、
既存資料による燃料
消費量の原単位や二
酸化炭素の排出係数
等を用いて、温室効
果ガス排出量を定量
的に予測する。 
また、温室効果ガス
排出量の削減対策の
ための環境保全措置
を明らかにした上
で、その効果につい
ても定量的に予測す
る。 

資
材
運
搬
等
の
車
両
の
走
行 

資材運搬等の車両の
走行に伴う温室効果
ガスの種類及び種類
ごとの排出量、温室
効果ガスの排出量削
減の状況 

1.予測地域 
対象事業実施区域

内及びその周辺の車
両の走行範囲 
2.予測地点 
対象事業実施区域

内及びその周辺の車
両の走行範囲 

工事期間中 

存
在
・
供
用
時 

施
設
の
稼
働 

施設の稼働に伴う温
室効果ガスの種類及
び種類ごとの排出
量、温室効果ガスの
排出量削減の状況 

1.予測地域 
対象事業実施区域内 

2.予測地点 
対象事業実施区域内 

施設の稼働が定常状
態となる時期 

温室効果ガスの排出
源、排出係数、活動量
等を設定し、温室効
果ガス排出量を定量
的に予測する。 
また、温室効果ガス
排出量の削減対策の
ための環境保全措置
を明らかにした上
で、その効果につい
ても定量的に予測す
る 

廃
棄
物
運
搬
車
両
等
の
走
行 

廃棄物運搬車両等の
走行に伴う温室効果
ガスの種類及び種類
ごとの排出量、温室
効果ガスの排出量削
減の状況 

1.予測地域 
対象事業実施区域

内及びその周辺の車
両の走行範囲 
2.予測地点 
対象事業実施区域

内及びその周辺の車
両の走行範囲 

施設の稼働が定常状
態となる時期 

事業計画に基づき、
既存資料による燃料
消費量の原単位や二
酸化炭素の排出係数
等を用いて、温室効
果ガス排出量を定量
的に予測する。 
また、温室効果ガス
排出量の削減対策の
ための環境保全措置
を明らかにした上
で、その効果につい
ても定量的に予測す
る。 
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  3. 評価方法 

評価方法の概要は以下に示すとおりである。 

なお、評価方法の詳細については、「第 9章 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果」

において項目ごとに記載した。 

 

  1) 回避・低減に係る評価 

     全ての環境影響評価項目に統一して、周辺環境に及ぼす影響が、事業者の実行可能な範囲で

できる限り回避され、又は低減されているかを明らかにする。 

 

 

  2) 基準又は目標との整合に係る評価 

     基準又は目標との整合に係る評価をすべき基準等は表 8-2-3(1)～表 8-2-3(2)に示すとおり

である。 

 

表 8-2-3(1) 基準又は目標との整合に係る評価をすべき基準等 

環境影響要因 環境要素 評価をすべき基準等 

大
気
質 

建設機械の稼働 二酸化窒素 「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告
示第 38 号）に基づく環境基準 資材運搬等の 

車両の走行 

施設の稼働 二酸化窒素 
二酸化硫黄 
浮遊粒子状物質 
塩化水素 
ダイオキシン類 
水銀 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告
示第 38 号）に基づく環境基準 
「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告
示第 25 号）に基づく環境基準 
「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等に
ついて」（昭和 52 年環大規第 136 号）に基づく塩化水素の指
針値 
「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底
質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成 11
年環境庁告示第 68 号）に基づく環境基準 
「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第七次答
申）（平成 15年中環審第 143 号）」におけるガス状水銀の指針
値 

廃棄物運搬車両
等の走行 

二酸化窒素 
浮遊粒子状物質 
炭化水素 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告
示第 38 号）に基づく環境基準 
「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告
示第 25 号）に基づく環境基準 
「光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度
の指針について（答申）」（昭和 51 年中央公害対策審議会）に
基づく非メタン炭化水素の指針値 
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表 8-2-3(2) 基準又は目標との整合に係る評価をすべき基準等 

環境影響要因 環境要素 評価をすべき基準等 

騒
音
・
低
周
波
音 

建設機械の稼働 建設作業騒音 「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）に示されている特
定建設作業騒音に係る規制基準 

資材運搬等の 
車両の走行 

道路交通騒音 「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に
示されている幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準 

施設の稼働 環境騒音 
（敷地境界） 

「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）及び「埼玉県生活
環境保全条例」（平成 13 年条例第 57 号）に示されている特
定工場等に係る規制基準 

環境騒音 
（周辺地域） 

「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に
示されている環境基準 

低周波音 「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12年 10
月、環境庁大気保全局）に基づく感覚閾値、建具ががたつき
始める閾値 

廃棄物運搬車両 
等の走行 

道路交通騒音 「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に
示されている幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準 

振
動 

建設機械の稼働 建設作業振動 「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に示されている特定
建設作業振動に係る規制基準 

資材運搬等の 
車両の走行 

道路交通振動 「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に示されている道路
交通振動の要請限度 

施設の稼働 環境振動 
（敷地境界） 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）及び「埼玉県生活環
境保全条例」（平成 13 年条例第 57 号）に示されている特定工
場等に係る規制基準 

廃棄物運搬車両 
等の走行 

道路交通振動 「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に示されている道路
交通振動の要請限度 

悪
臭 

施設の稼働 特定悪臭物質 
臭気指数 

「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）及び「埼玉県生活環
境保全条例」（平成 13 年条例第 57 号）に基づく規制基準（敷
地境界） 

土
壌 

施設の稼働 ダイオキシン類 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底
質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成 11
年環境庁告示第 68 号）に基づく環境基準 
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第９章 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 

9-1 大気質 

9-1-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

工事の実施、施設の存在及び供用に伴う大気質への影響を予測及び評価するために、表 9-1-

1 に示す調査項目について調査を実施した。 

 

表 9-1-1 大気質の調査項目 

調査項目 

大気質の状況 【環境大気】 

・二酸化窒素 

・二酸化硫黄 

・浮遊粒子状物質 

・塩化水素 

・ダイオキシン類 

・水銀 

・微小粒子状物質 

・降下ばいじん 

【沿道大気】 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物 

・炭化水素 

・微小粒子状物質 

気象の状況 【地上気象】 

・風向・風速 

・大気安定度（日射量、放射収支量） 

・気温・湿度 

【上層気象】 

・風向・風速 

・気温 

大気の移流、拡散等に影響を及ぼす地形・地物の状況 

その他の事項 ・既存の発生源（固定発生源、移動発生源）の状況 

・学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必

要な施設及び住宅の分布状況 

・交通量等 
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2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-1-2 に示す資料を収集、整理した。 

 

表 9-1-2 大気質に係る既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

大気質の状況 大気汚染常時監視測定局の測定結果 

気象の状況 熊谷地域気象観測所 

交通量等 道路交通センサス 

大気の移流、拡散等に影響を及ぼす 

地形・地物の状況 

都市計画図（白図） 

深谷市都市計画情報提供システム（深谷市ホームページ） 

熊谷市都市計画情報提供システム（熊谷市ホームページ） 

 

2) 現地調査 

大気質の現地調査は、表 9-1-3(1)～表 9-1-3(3)に示す方法により実施した。 

 

表 9-1-3(1) 大気質の調査方法（大気質の状況） 

調査項目 調査方法 備考 

二酸化窒素 

（一酸化窒素） 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53

年環境庁告示第 38 号）に規定された方法 

1 時間値の連続測定 

二酸化硫黄 「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年

環境庁告示第 25 号）に規定された方法 

1 時間値の連続測定 

浮遊粒子状物質 「大気汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年

環境庁告示第 25 号）に規定された方法 

1 時間値の連続測定 

微笑粒子状物質 「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境 

基準について」（平成 21 年環境省告示第 33 号） 

に規定された方法 

1 時間値の連続測定 

炭化水素 「環境大気中の鉛・炭化水素の測定について」 

（昭和 52 年環大企第 61 号）に規定された方法 

1 時間値の連続測定 

降下ばいじん ダストジャー採取、重量法 7 日間あたりの測定 

塩化水素 「大気汚染物質測定法指針」（昭和 63 年環境庁 

大気保全局）に規定された方法 

1 時間値の連続測定 

水銀 「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（平成 

23 年環境省水・大気環境室）に規定された方法 

1 時間値の連続測定 

ダイオキシン類 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚 

濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染 

に係る環境基準」（平成 11年環境庁告示第 68 号）

に規定された方法 

7 日間あたりの測定 

 

  



9-1-3 

 

表 9-1-3(2) 大気質の調査方法（気象の状況） 

 

表 9-1-3(3) 大気質の調査方法（交通量等） 

調査項目 調査方法 

車種別・方向別交通量 ハンドカウンターを用いて、方向別、時間別、車種別（大型車、小型

車、自動二輪車、塵芥車）に計測した。 

走行速度 大型車及び小型車（1 時間毎に各 5 台ずつ）を対象として、方向別に、

スピードガンで測定した。 

道路構造 道路（車道、路肩、歩道等）の幅員をメジャー等により計測した。 

 

3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

調査地点について、大気質の状況は、対象事業実施区域及びその周辺の大気汚染常時監視測

定局（一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局）とし、前掲「第 3 章 3-2 自然的状況 

3-2-1 大気質、騒音、振動、悪臭、気象その他の大気に係る環境の状況」に示すとおりとした。

また、気象の状況は、対象事業実施区域に最寄りの熊谷地域気象観測所とした。 

 

2) 現地調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。調査地点は、表 9-1-4(1)～表 9-1-4(3)

及び図 9-1-1(1)～図 9-1-1(5)に示すとおりとした。環境大気の調査地点は、対象事業実施区

域内 1地点及び周辺地域の住宅地付近 4地点とした。 

沿道大気及び交通量等の調査地点は、工事中の資材運搬等の車両、廃棄物運搬車両等の主な

走行ルート沿いで住宅地が近接している地点として沿道大気は 1地点、交通量等は 2地点とし

た。地上気象の調査地点は対象事業実施区域内 1 地点、上層気象の調査地点は ST-6 の 1 地点

とした。 

  

調査項目 調査方法 備考 

地上気象 風向・風速 「地上気象観測指針」（2002 年、気象庁）に

規定された方法 

1 時間値の連続測定 

日射量 

気温・湿度 

放射収支量 「環境大気常時監視マニュアル第 6版」（平成

22 年、(社)日本環境技術協会）に規定された

方法 

1 時間値の連続測定 

上層気象 風向・風速 

気温 

「高層気象観測指針」（平成 16 年、気象庁） 

に規定された方法 

3 時間間隔 
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表 9-1-4(1) 大気質の調査地点（環境大気） 

調査項目 調査地点 

環境大気 ST-1 対象事業実施区域内 

ST-2 北側住宅地 

ST-3 東側住宅地 

ST-4 南側住宅地 

ST-5 西側住宅地 

注）調査地点は、図 9-1-1(1)に示すとおりである。 

 

表 9-1-4(2) 大気質の調査地点（沿道大気、交通量等） 

調査項目 調査地点 

沿道大気 ST-6 市道幹 2号線東側区間 

交通量 
No.1（ST-6） 

No.2 
 

注）調査地点は、図 9-1-1(1)に示すとおりである。 

 

表 9-1-4(3) 大気質の調査地点（気象の状況） 

調査項目 調査地点 

地上気象 気温 

湿度 

日射量 

放射収支量 

ST-1 対象事業実施区域内 

風向、風速 

上層気象 ST-6 市道幹 2号線東側区間 

注 1)調査地点は、図 9.1-1(1)に示すとおりである。 

注 2)「上層気象」…周囲の建物及び樹木等によりゴム気球の放球に支障がないよう、開けた場所として、ST-6 を調査地

点とした。 
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図 9-1-1(1) 大気質の調査地点（環境大気、沿道大気、気象の状況） 

国道 140 号 

国道 140 号 

川本北小 

秩父鉄道 

●：調査地点（ST-1～ST-6） 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

桜ヶ丘小 

JR 高崎線 
国道 17 号 

ST-1 

● 

ST-6 

● 

上越新幹線 

航空自衛隊熊谷基地 

籠原小 

交通安全環境研究所 

ST-4 

市道 I-120 号 
市道幹 2 号 

● 

● 
ST-2 

ST-5 

● 

ST-3 
仙元山公園 UACJ 深谷製造

市道幹 2 号 

● 
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図 9-1-1(2) 大気質の調査地点（環境大気） 

● 
ST-5 

● 
ST-2 

桜ヶ丘小 

仙元山公園 

JR 高崎線深谷駅 

正智深谷高 

県道 69 号深谷嵐山

総合体育館 
（ビッグタートル） 

●：調査地点（ST-2、ST-5） 
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図 9-1-1(3) 大気質の調査地点（環境大気） 

● 
ST-1 

● 
ST-4 

市道 I-120 号 

市道幹 2 号 

交通安全環境研究所 

UACJ 深谷製造

国道 140 号 

●：調査地点（ST-1、ST-4） 
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図 9-1-1(4) 大気質の調査地点（環境大気） 

● 
ST-3 

籠原小 

JR 高崎線 

特別養護老人ホーム 

美土里町新堀線 

航空自衛隊熊谷基地 

国道 17 号 

県道 47 号 
深谷東松山線 

外山公園 

●：調査地点（ST-3） 
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図 9-1-1(5) 大気質の調査地点（沿道大気、交通量）  

● 

№2 

● 
ST-6、№1 

市道幹 2 号 

市道 I-120 号 

●：調査地点（ST-6、№1、№2） 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

市道幹 2 号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 
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4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

大気質の既存資料は、入手可能な最新年度と合わせて過去 5 年間（平成 27 年度～令和元年

度）を基本とした。地上気象の既存資料は、異常年検定を行うため、現地調査を実施した 1 年

間と合わせて過去 10 年間（平成 23 年度～令和 2年度）分とした。その他については、入手可

能な最新年度の資料とした。 

 

2) 現地調査 

大気質の調査期間等は、表 9-1-5 に示すとおりとした。大気質の調査は、季節変化を把握す

るため、季節毎に 7日間連続で実施した。ただし、地上気象については、年平均値を予測条件

とするため、通年観測を実施した。 

 

表 9-1-5 大気質の調査期間等 

調査項目 調査期間 

環境大気 

沿道大気 

秋季 令和 2年 9月 29 日～10 月 5 日 

冬季 令和 3年 2月 5 日～2月 11 日 

春季 令和 3年 5月 11 日～5月 17 日 

夏季 令和 3年 8月 19 日～8月 25 日 

地上気象 通年 令和 2年 9月 1日～令和 3年 8月 31 日 

上層気象 秋季 令和 2年 9月 29 日～10 月 5 日 

冬季 令和 3年 2月 5 日～2月 11 日 

春季 令和 3年 5月 11 日～5月 17 日 

夏季 令和 3年 8月 19 日～8月 25 日 

交通量等 平日 令和 3年 4月 20 日 

休日 令和 3年 4月 11 日 

 

5. 調査結果 

1) 大気質の状況 

(1) 既存資料調査 

大気質の状況の既存資料調査として、対象事業実施区域周辺の大気汚染常時監視測定局にお

ける観測結果は、前掲「第 3章 3-2 自然的状況 3-2-1 大気質、騒音、振動、悪臭、気象その

他の大気に係る環境の状況 2）大気質」に示すとおりとする。 
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(2) 現地調査 

① 大気質の状況（環境大気） 

ア.二酸化窒素、一酸化窒素 

二酸化窒素及び一酸化窒素の調査結果の概要は、表 9-1-6(1)～表 9-1-6(2)に示すとおりで

あった。（1時間値の詳細は、資料編・資料 1-1 参照） 

二酸化窒素の日平均値の最高値については、すべての調査地点で四季を通じて環境基準を下

回っており、全季では、0.011～0.031ppm であった。 

 

表 9-1-6(1) 環境大気の調査結果の概要（二酸化窒素） 

 

注）「環境基準」…「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）の環境基準を示す。 

 

 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季 環境基準

期間平均値 0.020 0.022 0.019 0.013 0.019

日平均値の最高値 0.030 0.031 0.022 0.019 0.031

1時間値の最高値 0.071 0.053 0.065 0.042 0.071

期間平均値 0.007 0.006 0.007 0.007 0.007

日平均値の最高値 0.007 0.012 0.008 0.009 0.012

1時間値の最高値 0.017 0.038 0.021 0.017 0.038

期間平均値 0.009 0.007 0.008 0.006 0.008

日平均値の最高値 0.011 0.013 0.011 0.007 0.013

1時間値の最高値 0.023 0.037 0.022 0.016 0.037

期間平均値 0.009 0.007 0.009 0.007 0.008

日平均値の最高値 0.010 0.012 0.010 0.013 0.013

1時間値の最高値 0.019 0.035 0.021 0.022 0.035

期間平均値 0.006 0.006 0.008 0.007 0.007

日平均値の最高値 0.007 0.011 0.010 0.008 0.011

1時間値の最高値 0.015 0.040 0.023 0.022 0.040

ST-3

1時間値の
1日平均値が
0.04ppmから

0.06ppmまでの
ゾーン内又は
それ以下で
あること。

調査地点 項目
二酸化窒素(ppm)

ST-1

ST-2

ST-4

ST-5
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表 9-1-6(2) 環境大気の調査結果の概要（一酸化窒素） 

 

 

 

 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季

期間平均値 0.024 0.023 0.040 0.020 0.027

日平均値の最高値 0.048 0.037 0.039 0.036 0.048

1時間値の最高値 0.144 0.167 0.157 0.155 0.167

期間平均値 0.003 0.001 0.001 0.021 0.007

日平均値の最高値 0.003 0.002 0.005 0.026 0.026

1時間値の最高値 0.007 0.006 0.028 0.087 0.087

期間平均値 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002

日平均値の最高値 0.002 0.003 0.001 0.004 0.004

1時間値の最高値 0.026 0.038 0.006 0.023 0.038

期間平均値 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002

日平均値の最高値 0.003 0.002 0.002 0.005 0.005

1時間値の最高値 0.015 0.006 0.010 0.028 0.028

期間平均値 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002

日平均値の最高値 0.002 0.004 0.007 0.005 0.007

1時間値の最高値 0.008 0.026 0.066 0.024 0.066

調査地点 項目

ST-1

ST-2

ST-3

ST-4

ST-5

一酸化窒素(ppm)
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イ.二酸化硫黄 

二酸化硫黄の調査結果の概要は、表 9-1-7 に示すとおりであった。（1時間値の詳細は、資料

編・資料 1-1 参照） 

二酸化硫黄の日平均値の最高値及び一時間値の最高値はすべての調査地点で四季を通じて

環境基準を下回っており、全季では、日平均値の最高値が 0.001～0.004ppm、1 時間値の最高値

が 0.003～0.012ppm であった。 

 

表 9-1-7 環境大気の調査結果の概要（二酸化硫黄） 

 

注）「環境基準」…「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）の環境基準を示す。 

 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季 環境基準

期間平均値 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

日平均値の最高値 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002

1時間値の最高値 0.003 0.005 0.008 0.003 0.008

期間平均値 0.001 0.003 0.001 0.001 0.002

日平均値の最高値 0.001 0.004 0.002 0.001 0.004

1時間値の最高値 0.002 0.008 0.005 0.003 0.008

期間平均値 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001

日平均値の最高値 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002

1時間値の最高値 0.002 0.012 0.002 0.002 0.012

期間平均値 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

日平均値の最高値 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

1時間値の最高値 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003

期間平均値 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001

日平均値の最高値 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

1時間値の最高値 0.002 0.003 0.005 0.003 0.005

調査地点 項目
二酸化硫黄(ppm)

ST-1

ST-2

ST-3

ST-4

ST-5

1時間値の
1日平均値が
0.04ppm以下

であり、かつ、
1時間値が
0.1ppm以下

であること。
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ウ.浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の調査結果の概要は、表 9-1-8 に示すとおりであった。（1 時間値の詳細は、

資料編・資料 1-1 参照） 

浮遊粒子状物質の日平均値の最高値及び 1時間値の最高値は、すべての調査地点で四季を通

じて環境基準を下回っており、全季では、日平均値の最高値が 0.028～0.037mg/m3、1 時間値の

最高値が 0.049～0.149mg/m3であった。 

 

表 9-1-8 環境大気の調査結果の概要（浮遊粒子状物質） 

 

注）「環境基準」…「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）の環境基準を示す。 

 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季 環境基準

期間平均値 0.027 0.013 0.015 0.017 0.018

日平均値の最高値 0.037 0.017 0.021 0.029 0.037

1時間値の最高値 0.129 0.057 0.038 0.091 0.129

期間平均値 0.020 0.007 0.015 0.020 0.016

日平均値の最高値 0.028 0.012 0.018 0.028 0.028

1時間値の最高値 0.046 0.027 0.049 0.044 0.049

期間平均値 0.017 0.009 0.014 0.026 0.017

日平均値の最高値 0.027 0.013 0.016 0.037 0.037

1時間値の最高値 0.043 0.029 0.024 0.067 0.067

期間平均値 0.021 0.009 0.017 0.017 0.016

日平均値の最高値 0.032 0.015 0.022 0.025 0.032

1時間値の最高値 0.054 0.030 0.045 0.045 0.054

期間平均値 0.025 0.020 0.016 0.019 0.020

日平均値の最高値 0.036 0.025 0.024 0.029 0.036

1時間値の最高値 0.060 0.057 0.084 0.149 0.149

ST-4

調査地点 項目
浮遊粒子状物質(mg/m3)

ST-1

ST-2

ST-3

ST-5

1時間値の
1日平均値が

0.10mg/m3以下
であり、かつ、

1時間値が
0.20mg/m3以下
であること。
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エ.塩化水素 

塩化水素の調査結果の概要は、表 9-1-9 に示すとおりであった。（日測定値の詳細は、資料

編・資料 1-1 参照） 

塩化水素の期間最高値は、すべての調査地点で四季を通じて目標環境濃度を下回っており、

全季では、0.001～0.002ppm であった。 

 

表 9-1-9 環境大気の調査結果の概要（塩化水素） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1)期間平均値を算出する際には、定量下限値未満（<0.001）は 0（ゼロ）として扱った。 

2)「目標環境濃度」…環境庁大気保全局長通達（昭和 52 年 6 月 16 日環大規第 136 号）に示されたもので、塩化水

素の排出基準を設定する際に参考とした労働環境濃度（日本産業衛生学会「許容濃度に関する委員会勧告」よ

り） と同じ値である。 

 

オ.ダイオキシン類 

ダイオキシン類の調査結果は、表 9-1-10 に示すとおりであった。 

ダイオキシン類は、すべての調査地点で四季を通じて環境基準を下回っており、全季では、

0.011～0.026pg-TEQ/m3であった。 

 

表 9-1-10 環境大気の調査結果の概要（ダイオキシン類） 

 

注）「環境基準」…「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係

る環境基準」（平成 11 年環境庁告示第 68 号）における大気環境中の環境基準を示す。 

 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季 環境基準

ST-1 0.014 0.029 0.049 0.011 0.026

ST-2 0.016 0.011 0.015 0.024 0.017

ST-3 0.010 0.0063 0.013 0.015 0.011

ST-4 0.015 0.011 0.030 0.026 0.021

ST-5 0.011 0.0086 0.017 0.026 0.016

調査地点
ダイオキシン類(pg-TEQ/m3)

0.6pg-TEQ/m3

以下

秋季 冬季 春季 夏季 全季 目標環境濃度

期間平均値 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

期間最高値 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 0.002

期間平均値 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

期間最高値 0.002 <0.001 <0.001 0.001 0.001

期間平均値 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

期間最高値 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

期間平均値 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

期間最高値 0.002 <0.001 <0.001 0.002 0.002

期間平均値 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

期間最高値 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

0.02

ST-5

調査地点 項目
塩化水素(ppm)

ST-1

ST-2

ST-3

ST-4
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カ.水銀 

水銀の調査結果の概要は、表 9-1-11 に示すとおりであった。（日測定値の詳細は、資料編・

資料 1-1 参照） 

水銀の期間平均値は、すべての調査地点で指針値を下回っており、全季では、すべての調査

地点で 0.01μg/m3（定量下限値）未満であった。 

 

表 9-1-11 環境大気の調査結果の概要（水銀） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「指針値」…「今後の有害大気汚染物質対策の在り方について（第 7 次答申）」（平成 15 年 7 月中央環境審会）

における環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針値（年平均値）を示す。 

 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季 指針値

期間平均値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間最高値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間平均値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間最高値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間平均値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間最高値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間平均値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間最高値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間平均値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

期間最高値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

調査地点 項目
水銀（μg/m

3
）

ST-1

ST-2

ST-3

ST-4

ST-5

40
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キ.微小粒子状物質 

微小粒子状物質の調査結果は、表 9-1-12 に示すとおりであった。（1 時間値の詳細は、資料

編・資料 1-1 参照） 

微小粒子状物質の期間平均値及び日平均値の最高値は、すべての調査地点で四季を通じて環

境基準を下回っており、全季では、期間平均値が 8.9～13.0μg/m3、日平均値の最高値が 17.3

～23.1μg/m3であった。 

 

表 9-1-12 環境大気の調査結果の概要（微小粒子状物質） 

 

注）「環境基準」…「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21 年環境省告示 第 33 号）を

示す。 

 

ク.降下ばいじん 

降下ばいじんの調査結果は、表 9-1-13 に示すとおりであった。 

降下ばいじんは、全季（年平均値）では、2.4～6.4 ㎎/m3であった。 

 

表 9-1-13 環境大気の調査結果（降下ばいじん） 

 

 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季 環境基準

期間平均値 18.1 13.1 10.2 10.4 13.0

日平均値の最高値 23.1 17.7 11.9 14.1 23.1

期間平均値 13.0 6.4 9.0 8.8 9.3

日平均値の最高値 17.3 11.0 10.7 13.8 17.3

期間平均値 15.2 2.7 8.5 9.0 8.9

日平均値の最高値 23.0 4.7 9.9 14.0 23.0

期間平均値 15.0 6.1 9.2 9.1 9.9

日平均値の最高値 22.4 11.3 10.2 13.2 22.4

期間平均値 13.7 6.5 8.7 8.7 9.4

日平均値の最高値 18.5 10.2 10.1 13.1 18.5

調査地点 項目
微小粒子状物質(μg/m3)

ST-1

ST-2
1年平均値が

15μg/m3以下
であり、かつ、
1日平均値が

35μg/m3以下
であること。

ST-3

ST-4

ST-5

秋季 冬季 春季 夏季 全季

ST-1 2.0 19.6 2.0 2.0 6.4

ST-2 1.8 5.5 0.9 1.3 2.4

ST-3 1.7 8.0 0.9 1.5 3.0

ST-4 1.2 7.3 1.9 1.9 3.1

ST-5 1.4 14.9 1.6 1.2 4.8

調査地点
降下ばいじん(mg/m3)
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② 大気質の状況（沿道大気） 

ア.二酸化窒素及び一酸化窒素 

二酸化窒素及び一酸化窒素の調査結果は、表 9-1-14 に示すとおりであった。（1 時間値の詳

細は、資料編・資料 1-2 参照） 

二酸化窒素の日平均値の最高値は、四季を通じて環境基準を下回っており、全季では

0.012ppm であった。 

 

表 9-1-14 沿道大気の調査結果の概要（二酸化窒素及び一酸化窒素） 

 

 
注）「環境基準」…「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号）を示す。 

 

イ.浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の調査結果は、表 9-1-15 に示すとおりであった。 

（1時間値の詳細は、資料編・資料 1-2 参照） 

浮遊粒子状物質の日平均値の最高値及び 1時間値の最高値は、四季を通じて環境基準を下回

っており、全季では、日平均値の最高値が 0.057mg/m3、1 時間値の最高値が 0.129mg/m3であっ

た。 

 

表 9-1-15 沿道大気の調査結果の概要（浮遊粒子状物質） 

 

 

 

 

 

注）「環境基準」…「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）を示す。 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季 環境基準

期間平均値 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008

日平均値の最高値 0.009 0.012 0.011 0.012 0.012

1時間値の最高値 0.017 0.032 0.05 0.018 0.050

調査地点 項目
二酸化窒素(ppm)

ST-6

1時間値の1日平均値が
0.04ppmから

0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること。

秋季 冬季 春季 夏季 全季

期間平均値 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002

日平均値の最高値 0.003 0.003 0.003 0.005 0.005

1時間値の最高値 0.014 0.014 0.017 0.025 0.025

調査地点 項目
一酸化窒素(ppm)

ST-6

秋季 冬季 春季 夏季 全季 環境基準

期間平均値 0.027 0.01 0.027 0.045 0.027

日平均値の最高値 0.038 0.02 0.037 0.057 0.057

1時間値の最高値 0.076 0.042 0.129 0.082 0.129

調査地点 項目
浮遊粒子状物質(mg/m3)

ST-6

1時間値の1日平均値が

0.10mg/m3以下であり、
かつ、1時間値が

0.20mg/m3以下であること。
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ウ.炭化水素（非メタン炭化水素） 

非メタン炭化水素の調査結果は、表 9-1-16 に示すとおりであった。 

（1時間値の詳細は、資料編・資料 1-2 参照） 

非メタン炭化水素の午前 6時～午前 9時の 3時間平均値は、四季を通じて指針値を下回って

おり、全季では、0.30ppmC であった。 

 

表 9-1-16 沿道大気の調査結果の概要（炭化水素（非メタン炭化水素）） 

 

 

 

 

 

注）「指針値」…「光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について」（昭和 51 年 8 月、中央

公害対策審議会答申）における指針を示す。 

 

 

 

 

  

秋季 冬季 春季 夏季 全季 指針値

期間平均値 0.20 0.20 0.20 0.30 0.23

期間最高値 0.38 0.33 0.30 0.52 0.52

午前6時～午前9時の
3時間平均値の最大値

0.19 0.21 0.23 0.30 0.30

ST-6

午前6時から午前9時までの
3時間平均値が0.20ppmCから

0.31ppmCの範囲内又は
それ以下であること。

調査地点 項目
非メタン炭化水素(ppmC)
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2) 気象の状況 

(1) 既存資料調査 

気象の状況の既存資料調査として、熊谷地域気象観測所における観測結果は、前掲「第 3 章

対象事業実施区域及びその周囲の概況 3-2 自然的状況 3-2-1 大気質、騒音、振動、悪臭、気

象その他の大気に係る環境の状況 1.気象」に示すとおりとする。 

 

(2) 現地調査 

① 地上気象（通年） 

ア.風向・風速 

風向・風速の調査結果は、表 9-1-17 及び図 9-1-2(1)～図 9-1-2(2)、風速階級別出現頻度の

割合は、表 9-1-18 に示すとおりであった。（1 時間値の詳細は資料編・資料 1-3 参照） 

風向は、年間では ESE（東南東）の風の出現割合が高く、月別の最多風向では、9 月～10 月

及び 4月～8月に ESE（東南東）、11 月～3月に NW（北西）の出現割合が高かった。 

月別の平均風速は 1.1～1.9m/s であり、0.5～0.9m/s が最も出現割合が高かった。 

 

表 9-1-17 地上気象の調査結果（風向・風速） 

 

 

 

図 9-1-2(1) 風配図（年間）（令和 2年 9月 1日～令和 3年 8月 31 日） 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

風向 最多風向 16方位 ESE ESE NW NW NW NW NW ESE ESE ESE ESE ESE

日平均 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.9 1.8 1.7 1.2 1.3 1.1 1.1

最大 4.0 5.9 7.5 8.2 7.1 7.7 8.1 7.7 6.9 4.6 4.0 5.8

調査項目 単位
令和2年 令和3年

m/s風速
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秋季                冬季 

  

春季                夏季 

図 9-1-2(2) 風配図（季節別）（令和 2年 9月 1日～令和 3年 8月 31 日） 

 

表 9-1-18 風速階級別出現頻度の割合（0.4m/s 以下は除く） 

時期 

風速階級 
年間 秋季 冬季 春季 夏季 

0.5～0.9m/s 37.5 42.6 39.7 31.6 36.3 

1.0～1.9m/s 32.3 32.9 28.0 32.4 35.8 

2.0～2.9m/s 13.0 10.2 11.2 16.2 14.2 

3.0～3.9m/s 4.4 3.0 6.1 5.8 2.7 

4.0～5.9m/s 3.6 1.8 6.3 5.7 0.6 

6.0～7.9m/s 0.7 0.2 1.3 1.3 0.0 

8.0m/s 以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

  



9-1-22 

 

イ.気温、湿度、日射量、放射収支量 

気温、湿度、日射量及び放射収支量の調査結果は、表 9-1-19 に示すとおりであった。（1 時

間値の詳細は資料編・資料 1-3 参照） 

月毎の平均気温は、4.1～28.4℃であり、8月が最も高く、1月が最も低くなっていた。年間

の最高気温は 7 月の 42.1℃であり、最低気温は 1 月の-6.8℃であった。月毎の平均湿度は 44

～77％、平均日射量は 8.7～19.1kW/m2、放射収支量は-0.2～-2.8kW/m2であった。 

 

表 9-1-19 地上気象の調査結果（気温、湿度、日射量、放射収支量） 

 

 

 

  

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

日平均 24.4 17.4 12.7 6.6 4.1 7.0 11.6 14.7 19.7 24.5 26.7 28.4

最高 37.0 28.6 24.1 16.2 17.2 22.7 25.7 27.0 32.4 40.2 42.1 40.7

最低 13.9 9.8 3.0 -2.0 -6.8 -2.7 15.0 3.8 9.0 15.0 19.3 18.4

日平均 77 69 60 55 54 44 53 51 64 66 76 73

最低 30 24 14 15 13 16 15 9 14 21 29 27

日平均 11.9 9.7 10.2 8.7 8.8 13.8 14.4 19.1 16.2 18.1 17.3 16.1

日平均最高 20.8 18.6 14.1 10.8 13.4 17.3 22.1 27.9 27.5 29.7 29.3 26.9

日平均最低 3.9 1.2 4.1 3.0 1.6 1.6 1.4 2.9 3.7 3.6 3.5 3.1

日平均 -0.2 -0.8 -2.4 -2.6 -2.4 -2.7 -1.8 -1.8 -2.8 -0.6 -0.2 -0.2

日平均最高 0.0 0.0 -0.7 -0.9 -0.8 -1.7 -0.3 -0.4 -0.3 0.0 0.0 0.0

日平均最低 -0.9 -2.6 -4.5 -3.5 -3.7 -3.4 -2.8 -3.0 -26.6 -2.0 -0.7 -0.7

放射
収支量

日射量 kW/m
2

kW/m
2

調査項目 単位
令和2年 令和3年

気温 ℃

湿度 ％
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ウ.大気安定度 

対象事業実施区域における地上気象の現地調査結果をもとに、表 9-1-20 に示す METI-LIS

による大気安定度階級分類表を用いて、大気安定度を整理した。 

整理した結果、年間の大気安定度出現割合は、表 9-1-21 に示すとおりであり、安定の F が

38.7％と最も多かった。また、不安定よりも安定の方が出現割合は多かった。 

 

表 9-1-20  METI-LIS による大気安定度階級分類表 

地上風速 

U（ms-1） 

日中 
夜間 

（日射量＝0） 
日射量 Q（単位 0.01ｋWm-2） 

60＜Q 30～59 15～29 1～14 

U＜2.0 A A-B B D F 

2.0～2.9 A-B B C D E 

3.0～3.9 B B-C C D D 

4.0～5.9 C C-D D D D 

6.0＜U C D D D D 

注 1）A:強不安定、B:並不安定、C:弱不安定、D:中立、E:弱安定、F:並み安定。 

注 2）METI-LIS モデル（経済産業省－低煙源工場拡散モデル）は経済産業省が開発した大気拡散モデルである。 

 

表 9-1-21 対象事業実施区域における大気安定度出現割合 

時期 
不安定 中立 安定 

合計 
A A-B B B-C C C-D D E F 

9 月 4.0 11.3 11.1 1.0 2.1 0.0 27.4 3.3 39.9 100.0 

10 月 3.0 8.9 10.2 0.4 1.5 0.1 26.8 4.6 44.5 100.0 

11 月 0.8 11.2 8.8 1.5 1.5 1.5 23.8 4.7 46.0 100.0 

12 月 0.0 9.4 8.6 1.3 2.2 1.9 25.7 3.0 48.0 100.0 

1 月 0.0 8.9 9.9 1.1 2.6 1.2 31.3 4.0 41.0 100.0 

2 月 3.7 10.4 8.0 1.3 4.2 2.4 26.3 4.2 39.4 100.0 

3 月 5.0 8.9 8.9 0.7 4.8 1.6 28.1 5.4 36.7 100.0 

4 月 7.8 9.6 13.2 1.1 4.9 1.5 22.2 7.5 32.2 100.0 

5 月 7.4 11.3 11.3 1.5 2.4 0.5 27.9 3.2 34.5 100.0 

6 月 8.5 14.7 12.2 0.6 2.2 0.1 25.8 4.6 31.3 100.0 

7 月 8.9 13.6 10.6 0.8 1.5 0.1 28.2 2.6 33.7 100.0 

8 月 8.7 11.2 11.6 0.8 2.3 0.5 25.0 3.2 36.7 100.0 

年間 
4.8 10.8 10.4 1.0 2.7 1.0 26.5 4.2 38.7 

100.0 
27.0 30.2 42.9 

注）各月の大気安定度の出現割合の合計は、四捨五入の関係で 100.0％にならない場合がある。 
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②上層気象 

上層気象の風向・風速及び気温の調査結果は、表 9-1-23(1)～表 9-1-23(8)に示すとおりで

あった。（3 時間おきの調査結果は資料編・資料 1-4 参照） 

なお、調査結果の整理に際しては、日の出及び日の入り時刻を基にして、昼夜の判別を行

った。各季節における昼夜の時間区分は表 9-1-22 に示すとおりである。 

 

表 9-1-22 上層気象に係る季節区分及び昼夜区分 

区分 

季節 
昼間 夜間 

秋季 6 時 36 分～16 時 21 分 16 時 21 分～6時 36 分 

冬季 7 時 35 分～16 時 13 分 16 時 13 分～7時 35 分 

春季 5 時 35 分～17 時 39 分 17 時 39 分～5時 35 分 

夏季 6 時 04 分～17 時 21 分 17 時 21 分～6時 04 分 

注）昼夜の区分は、「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（公害研究対策センター、平成 12 年）を参考に、昼間は

日の出 1 時間後から日の入り 1時間前まで、夜間は日の入り 1 時間前から日の出 1 時間後までとした。 

 

最多風向は、秋季では地上から高度 600m 付近までは NW（北西）、それより上空は S（南）、

SSE（南南東）が主であった。冬季では地上から高度 600m 付近までは NW（北西）、それ以上の

上空では WNW（西北西）が主となっていた。春季では地上から高度 650m 付近までは SSE（南

南東）、それより上空は SE（南東）、S（南）が主であった。夏季では地上から高度 500m 付近

では ESE（東南東）、E（東）、それ以上の上空では SE（南東）、SSE（南南東）が主となってい

た。秋季及び冬季で出現頻度が高かった NW（北西）が、春季及び夏季にはなく、SSE（南南

東）、E（東）の出現頻度が高くなっていた。 

平均風速は、秋季では高度 950m で 4.0m/s 以上の比較的速い風速が、冬季では高度 150m 以

上で 8.0m/s 以上、高度 850m 以上で 10m/s 以上の比較的速い風速が観測された。春季では高

度 150m 以上で 4.0m/s 以上の比較的速い風速が、夏季では高度 1,500m 以上で 4.0m/s 以上の

比較的速い風速が観測された。 

平均気温は、秋季では地上から高度 1,500m にかけて約 6℃～11℃、冬季では地上から約

6℃～14℃、春季では地上から高度 1,500m にかけて約 6℃～11℃、夏季では地上から高度

1,500m にかけて約 6℃～11℃下がっていた。 
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表 9-1-23(1) 上層気象の調査結果（高度別風向出現頻度） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

最多風向
(16方位)

最多風向
出現率
(%)

最多風向
(16方位)

最多風向
出現率
(%)

最多風向
(16方位)

最多風向
出現率
(%)

50 NW 14.3 WNW 12.5 WNW 30.4

100 WNW 17.4 WNW 17.9 NW 35.7

150 NW 20.5 NW 16.1 NW 41.1

200 NW 21.0 NW 17.9 NW 46.4

250 NW 18.8 NW 17.9 NW 42.9

300 NW 20.1 NW 16.1 NW 50.0

350 NW 18.3 NW 17.9 NW 42.9

400 NW 16.5 NW 16.1 NW 39.3

450 NW 17.0 NW 16.1 NW 41.1

500 NW 16.1 NW 17.9 NW 37.5

550 NW 16.1 NW 14.3 NW 33.9

600 NW 16.5 NW 16.1 NW 33.9

650 NW 16.1 SSE 16.1 WNW 37.5

700 WNW 15.6 SSE 12.5 WNW 39.3

750 NW 15.2 NW 14.3 WNW 41.1

800 NW 15.2 S 14.3 WNW 39.3

850 NW 16.5 NW 14.3 WNW 46.4

900 NW 16.1 S 14.3 WNW 46.4

950 NW 17.0 S 17.9 WNW 48.2

1000 NW 15.6 S 23.2 WNW 46.4

1100 WNW 18.8 S 21.4 WNW 53.6

1200 WNW 17.4 SSE 17.9 WNW 55.4

1300 WNW 15.2 S 17.9 WNW 41.1

1400 WNW 16.1 SSW 14.3 WNW 39.3

1500 W 15.2 NNW 14.3 WNW 41.1

冬季
高度
(m)

通年 秋季
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表 9-1-23(2) 上層気象の調査結果（高度別風向出現頻度） 

 
  

最多風向
(16方位)

最多風向
出現率
(%)

最多風向
(16方位)

最多風向
出現率
(%)

50 SSE 14.3 ESE 12.5

100 SSE 23.2 ESE 16.1

150 SSE 25.0 ENE 16.1

200 SSE 23.2 E 14.3

250 SSE 25.0 E 17.9

300 SSE 23.2 E 19.6

350 SSE 21.4 E 17.9

400 SSE 23.2 E 16.1

450 SSE 17.9 ESE 16.1

500 SSE 19.6 ESE 16.1

550 SSE 17.9 SE 16.1

600 SE,SSE 14.3 SE 16.1

650 SSE 14.3 SE 16.1

700 SE 14.3 SE 14.3

750 SE 17.9 S 16.1

800 SSE 16.1 SSE 14.3

850 SE 17.9 SSE 16.1

900 SE 17.9 SSE 14.3

950 S 17.9 SSE 17.9

1000 SSE 17.9 SSE,SSW 17.9

1100 S 19.6 S 14.3

1200 S 21.4 S 21.4

1300 S 17.9 S 17.9

1400 SSE,S 14.3 S 19.6

1500 SSW 16.1 SSW 17.9

夏季春季
高度
(m)
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表 9-1-23(3) 上層気象の調査結果（高度別平均風速） 

 

  

昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日

50 3.2 3.5 3.4 1.9 3.0 2.6 6.5 5.4 5.8 2.5 3.1 2.8 2.0 2.5 2.3

100 3.5 4.4 4.0 2.1 3.8 3.1 7.4 7.3 7.3 2.7 3.5 3.1 2.2 2.9 2.6

150 3.8 4.9 4.5 2.3 4.1 3.4 7.9 8.4 8.2 3.0 3.8 3.4 2.4 3.1 2.9

200 4.0 5.2 4.7 2.3 4.1 3.4 8.4 9.0 8.7 3.0 4.1 3.6 2.5 3.4 3.1

250 4.1 5.4 4.9 2.3 4.0 3.4 8.7 9.4 9.1 3.0 4.4 3.7 2.6 3.6 3.2

300 4.1 5.4 4.8 2.3 4.0 3.4 8.8 9.5 9.2 2.9 4.5 3.7 2.6 3.4 3.1

350 4.1 5.3 4.8 2.4 4.1 3.4 9.0 9.5 9.3 2.8 4.3 3.6 2.6 3.2 3.0

400 4.2 5.3 4.9 2.4 4.0 3.4 9.2 9.5 9.4 3.1 4.3 3.7 2.6 3.1 2.9

450 4.3 5.2 4.8 2.4 3.9 3.4 9.4 9.5 9.5 3.2 4.1 3.7 2.6 3.1 2.9

500 4.4 5.1 4.8 2.5 3.8 3.3 9.5 9.5 9.5 3.3 3.9 3.6 2.6 3.0 2.9

550 4.4 5.0 4.8 2.4 3.8 3.3 9.5 9.5 9.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.9 2.7

600 4.6 4.9 4.8 2.4 3.7 3.2 9.7 9.6 9.6 3.8 3.4 3.6 2.7 2.7 2.7

650 4.7 4.9 4.8 2.6 3.7 3.2 9.6 9.7 9.7 4.0 3.4 3.7 2.9 2.7 2.8

700 4.7 5.0 4.9 2.6 3.8 3.3 9.5 9.6 9.6 4.2 3.5 3.9 2.8 2.7 2.7

750 4.8 5.0 4.9 2.7 3.8 3.4 9.7 9.7 9.7 4.3 3.7 4.0 2.7 2.7 2.7

800 5.0 5.2 5.1 2.8 3.9 3.5 10.0 9.9 9.9 4.5 4.1 4.3 2.9 2.7 2.8

850 5.3 5.3 5.3 3.0 4.0 3.6 10.7 10.1 10.3 4.8 4.4 4.6 3.1 2.6 2.8

900 5.5 5.4 5.5 3.2 4.2 3.8 10.9 10.2 10.5 4.9 4.7 4.8 3.2 2.5 2.8

950 5.5 5.5 5.5 3.3 4.3 4.0 10.8 10.3 10.5 5.0 4.9 4.9 3.2 2.5 2.7

1000 5.6 5.6 5.6 3.3 4.5 4.0 10.7 10.2 10.4 5.2 5.1 5.1 3.3 2.4 2.7

1100 5.8 5.6 5.7 3.4 4.6 4.2 10.9 10.4 10.6 5.4 5.2 5.3 3.4 2.3 2.7

1200 6.0 5.8 5.8 3.5 4.5 4.1 11.1 10.7 10.8 5.8 5.2 5.5 3.5 2.5 2.9

1300 6.2 6.0 6.1 3.6 4.5 4.2 11.3 11.0 11.1 6.2 5.7 6.0 3.5 2.8 3.1

1400 6.6 6.3 6.4 3.5 4.4 4.1 11.8 11.3 11.5 6.7 6.1 6.4 4.2 3.3 3.7

1500 7.0 6.4 6.7 4.0 4.2 4.1 12.6 11.6 12.0 7.0 6.1 6.6 4.5 3.7 4.0

春季 夏季

風速(m/s) 風速(m/s)

冬季通年

高度
(m)

秋季

風速(m/s) 風速(m/s) 風速(m/s)
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表 9-1-23(4) 上層気象の調査結果（高度別平均気温）（通年） 

 

  

3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時 24時

1.5 15.1 14.8 18.1 21.2 22.7 20.3 18.1 16.5

50 15.4 14.8 17.0 19.7 21.1 20.2 18.0 16.7

100 15.5 14.8 16.4 19.1 20.5 19.8 17.8 16.8

150 15.4 14.8 16.0 18.7 20.0 19.3 17.5 16.6

200 15.2 14.6 15.5 18.2 19.5 18.9 17.4 16.4

250 14.9 14.4 15.1 17.6 19.1 18.5 17.1 16.1

300 14.7 14.1 14.8 17.1 18.6 18.1 16.8 15.9

350 14.5 13.9 14.5 16.7 18.2 17.7 16.5 15.6

400 14.2 13.7 14.2 16.2 17.7 17.2 16.1 15.2

450 13.9 13.5 13.9 15.9 17.3 16.9 15.8 14.9

500 13.6 13.2 13.6 15.5 16.8 16.5 15.5 14.6

550 13.3 12.9 13.3 15.1 16.4 16.1 15.2 14.3

600 13.0 12.6 13.0 14.8 16.1 15.7 14.9 14.0

650 12.6 12.3 12.8 14.4 15.7 15.3 14.5 13.7

700 12.4 12.2 12.6 14.0 15.4 14.9 14.2 13.4

750 12.1 11.9 12.3 13.6 15.1 14.6 13.9 13.1

800 11.9 11.7 12.0 13.2 14.7 14.3 13.6 12.8

850 11.7 11.4 11.8 12.9 14.3 13.9 13.2 12.5

900 11.5 11.3 11.6 12.6 14.0 13.5 12.9 12.2

950 11.3 11.1 11.4 12.3 13.7 13.2 12.5 11.9

1000 11.0 10.9 11.1 12.0 13.4 12.9 12.3 11.7

1100 10.4 10.4 10.5 11.5 12.6 12.3 11.6 11.3

1200 9.8 9.9 10.0 11.0 11.9 11.6 11.1 10.8

1300 9.3 9.3 9.5 10.4 11.3 10.9 10.6 10.4

1400 8.8 8.8 9.0 10.0 10.6 10.3 10.0 9.9

1500 8.5 8.2 8.5 9.4 10.0 9.7 9.5 9.4

:夜間

高度(m)
気温(℃)
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表 9-1-23(5) 上層気象の調査結果（高度別平均気温）（秋季） 

 

 

  

3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時 24時

1.5 17.5 16.9 20.3 23.0 24.1 21.9 19.9 18.8

50 17.7 17.0 18.9 21.5 22.8 22.1 20.0 18.7

100 17.8 17.2 18.5 21.0 22.4 21.9 20.1 18.6

150 17.7 17.2 18.1 20.8 21.8 21.6 19.8 18.5

200 17.5 17.0 17.8 20.3 21.4 21.1 19.5 18.4

250 17.3 16.7 17.4 19.8 21.0 20.6 19.3 18.3

300 17.1 16.5 17.1 19.3 20.5 20.2 18.9 18.1

350 16.9 16.2 17.0 18.9 20.0 19.7 18.7 17.8

400 16.6 15.9 16.7 18.4 19.7 19.3 18.3 17.4

450 16.3 15.7 16.4 18.1 19.3 18.9 18.0 17.1

500 16.0 15.5 16.1 17.7 18.9 18.5 17.6 16.7

550 15.6 15.3 15.8 17.4 18.4 18.1 17.2 16.4

600 15.3 15.0 15.5 16.9 18.0 17.7 16.9 16.0

650 15.0 14.7 15.2 16.5 17.6 17.3 16.4 15.6

700 14.7 14.5 15.1 16.1 17.2 16.9 16.0 15.2

750 14.3 14.3 14.8 15.6 16.8 16.5 15.6 15.0

800 14.3 14.0 14.5 15.2 16.3 16.1 15.3 14.6

850 14.0 13.8 14.2 14.8 15.9 15.7 14.9 14.1

900 13.8 13.5 13.9 14.6 15.7 15.3 14.5 13.8

950 13.5 13.2 13.6 14.2 15.4 14.9 14.1 13.4

1000 13.2 12.9 13.4 13.9 15.1 14.5 13.8 13.1

1100 12.6 12.3 12.7 13.3 14.4 13.8 13.0 12.5

1200 12.1 11.8 12.2 12.9 13.7 13.0 12.3 12.1

1300 11.6 11.4 11.8 12.6 13.3 12.2 11.7 11.7

1400 10.9 11.0 11.5 12.4 12.6 11.6 11.1 11.2

1500 10.5 10.5 11.0 11.8 12.2 11.0 10.6 10.7

:夜間

高度(m)
気温(℃)
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表 9-1-23(6) 上層気象の調査結果（高度別平均気温）（冬季） 

 

  

3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時 24時

1.5 1.5 1.1 6.0 10.4 11.8 8.0 5.0 3.4

50 2.8 2.5 4.7 8.9 10.2 8.4 5.8 4.3

100 3.6 3.1 4.1 8.2 9.7 8.1 5.7 4.9

150 3.9 3.5 3.8 7.7 9.1 7.7 5.4 4.8

200 3.8 3.2 3.7 7.1 8.5 7.2 5.6 4.6

250 3.5 3.0 3.4 6.5 8.0 6.8 5.4 4.3

300 3.4 2.8 3.1 6.0 7.5 6.4 5.2 4.3

350 3.2 2.7 2.7 5.4 7.1 5.9 4.9 3.9

400 2.8 2.4 2.3 5.0 6.6 5.5 4.5 3.5

450 2.4 2.1 2.2 4.7 6.1 5.1 4.2 3.3

500 2.0 1.7 1.7 4.2 5.6 4.8 3.9 3.0

550 1.6 1.3 1.4 3.7 5.0 4.4 3.6 2.7

600 1.2 0.9 1.0 3.3 4.7 4.0 3.3 2.3

650 0.7 0.5 0.6 2.9 4.2 3.6 2.9 2.0

700 0.3 0.3 0.3 2.5 3.9 3.1 2.7 1.7

750 0.0 0.0 -0.1 2.0 3.6 2.7 2.3 1.3

800 -0.3 -0.5 -0.5 1.6 3.1 2.3 1.9 0.9

850 -0.7 -0.8 -0.8 1.3 2.7 1.9 1.5 0.6

900 -1.0 -1.3 -1.2 0.9 2.3 1.6 1.1 0.5

950 -1.3 -1.6 -1.5 0.5 1.9 1.2 0.7 0.1

1000 -1.6 -2.0 -1.9 0.1 1.5 1.0 0.3 -0.2

1100 -2.3 -2.5 -2.7 -0.6 0.7 0.4 -0.5 -1.0

1200 -3.1 -3.3 -3.5 -1.3 -0.2 -0.4 -1.0 -1.7

1300 -3.9 -3.8 -4.1 -2.1 -0.9 -1.3 -1.5 -2.3

1400 -4.6 -4.6 -4.6 -2.8 -1.8 -2.0 -2.2 -3.1

1500 -5.3 -5.3 -5.3 -3.6 -2.5 -2.6 -3.0 -3.8

:夜間

高度(m)
気温(℃)
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表 9-1-23(7) 上層気象の調査結果（高度別平均気温）（春季） 

 

 

  

3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時 24時

1.5 16.2 16.3 18.9 20.7 22.6 21.2 19.4 17.8

50 16.6 15.5 17.8 19.7 20.9 20.7 19.1 18.1

100 16.6 15.3 17.2 19.3 20.4 20.2 18.8 18.0

150 16.3 15.1 16.7 18.9 20.1 19.8 18.4 17.8

200 15.9 15.1 16.2 18.3 19.6 19.3 18.1 17.4

250 15.5 15.0 15.9 17.9 19.1 19.0 17.9 17.1

300 15.2 14.6 15.5 17.4 18.7 18.6 17.5 16.8

350 14.9 14.4 15.2 17.0 18.3 18.2 17.1 16.4

400 14.6 14.1 14.7 16.6 17.9 17.7 16.7 16.0

450 14.3 13.8 14.3 16.2 17.4 17.4 16.5 15.8

500 13.9 13.5 14.0 15.7 17.0 16.9 16.1 15.4

550 13.7 13.1 13.6 15.5 16.7 16.7 15.8 15.0

600 13.5 12.8 13.5 15.2 16.3 16.3 15.5 14.7

650 13.1 12.6 13.4 15.0 16.0 15.9 15.1 14.4

700 13.0 12.6 13.2 14.6 15.8 15.7 15.0 14.2

750 12.8 12.4 12.8 14.2 15.7 15.5 14.8 14.0

800 12.6 12.2 12.7 13.9 15.3 15.2 14.5 13.7

850 12.6 12.0 12.4 13.6 15.1 14.9 14.3 13.4

900 12.6 12.2 12.3 13.2 14.8 14.5 13.9 13.1

950 12.4 12.3 12.4 12.9 14.4 14.2 13.6 13.1

1000 12.0 12.3 12.2 12.7 14.1 13.9 13.5 13.0

1100 11.5 11.8 11.5 12.3 13.5 13.4 12.9 12.9

1200 11.1 11.4 11.1 11.6 12.7 12.9 12.3 12.8

1300 10.7 10.7 10.5 11.0 12.1 12.3 12.1 12.3

1400 10.3 10.2 9.9 10.6 11.6 11.7 11.7 11.9

1500 10.1 9.7 9.3 10.1 11.0 11.1 11.3 11.4

:夜間

高度(m)
気温(℃)
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表 9-1-23(8) 上層気象の調査結果（高度別平均気温）（夏季） 

 

  

3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時 24時

1.5 25.1 24.9 27.3 30.7 32.1 29.9 28.0 26.1

50 24.6 23.9 26.5 28.8 30.4 29.4 26.9 25.9

100 24.1 23.7 25.7 27.9 29.7 28.9 26.6 25.5

150 23.9 23.5 25.2 27.3 29.2 28.4 26.4 25.3

200 23.6 23.2 24.3 26.8 28.7 28.0 26.2 25.1

250 23.4 22.9 23.9 26.4 28.2 27.7 26.0 24.8

300 23.2 22.7 23.4 25.9 27.8 27.3 25.6 24.6

350 23.0 22.4 23.1 25.4 27.3 26.8 25.3 24.2

400 22.8 22.3 22.9 25.0 26.8 26.4 24.9 23.9

450 22.6 22.2 22.7 24.6 26.3 26.0 24.6 23.7

500 22.4 22.0 22.5 24.2 25.9 25.6 24.4 23.5

550 22.1 21.9 22.3 23.8 25.5 25.0 24.1 23.2

600 21.9 21.7 22.1 23.5 25.3 24.7 23.8 23.0

650 21.7 21.4 21.9 23.2 24.9 24.3 23.5 22.7

700 21.5 21.3 21.7 22.9 24.5 24.0 23.2 22.5

750 21.4 21.1 21.6 22.6 24.2 23.6 22.9 22.3

800 21.1 20.9 21.4 22.3 23.9 23.4 22.5 22.1

850 20.9 20.7 21.3 21.9 23.5 23.0 22.2 21.8

900 20.7 20.6 21.2 21.7 23.2 22.7 22.0 21.4

950 20.5 20.5 21.0 21.5 22.9 22.5 21.8 21.2

1000 20.3 20.3 20.7 21.3 22.7 22.2 21.6 20.9

1100 19.8 19.8 20.5 20.9 22.0 21.6 21.1 20.6

1200 19.1 19.5 20.3 20.6 21.2 21.0 20.6 20.2

1300 18.9 19.0 19.8 20.1 20.6 20.4 20.0 19.8

1400 18.7 18.5 19.4 19.8 20.0 19.8 19.5 19.5

1500 18.7 18.1 18.8 19.3 19.3 19.1 19.0 19.2

:夜間

高度(m)
気温(℃)
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③風速及び気温の鉛直分布 

     上層気象調査の風速及び気温鉛直分布は図 9-1-3 及び図 9-1-4 に示すとおりであった。 
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図 9-1-3 風速の鉛直分布 

 

 

 

 

  

0

300

600

900

1200

1500

0 5 10 15

高
度
(
m
)

風速(m/s)

昼間

夜間

全日

0

300

600

900

1200

1500

0 5 10 15

高
度

(m
)

風速(m/s)

昼間

夜間

全日

0

300

600

900

1200

1500

0 5 10 15

高
度

(m
)

風速(m/s)

昼間

夜間

全日

0

300

600

900

1200

1500

0 5 10 15

高
度
(m

)

風速(m/s)

昼間

夜間

全日

0

300

600

900

1200

1500

0 5 10 15

高
度

(m
)

風速(m/s)

昼間

夜間

全日



9-1-34 

 

 

   通年                      秋季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   冬季                      春季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             夏季   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-4 気温の鉛直分布  
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④逆転層の出現頻度 

逆転層の出現頻度は表 9-1-24 に、区分設定は図 9-1-5 に示すとおりであった。対象事業実

施区域上空における逆転層出現頻度は、通年では夜間が多くなっていた。昼間は逆転なしが

多く、夜間に下層逆転、全層・二段逆転が多く、季節別では秋季に下層逆転、冬季に全層・

二段逆転が多くなっていた。 

 

表 9-1-24 逆転層出現頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-5 逆転層の区分設定  

1 1 11 78 91

31 28 17 57 133

9:00 0 1 2 4 7

12:00 0 0 1 6 7

15:00 0 0 1 6 7

18:00 4 0 0 3 7

21:00 2 2 1 2 7

24:00 1 1 3 2 7

3:00 2 2 1 2 7

6:00 3 1 2 1 7

9:00 0 0 2 5 7

12:00 0 0 0 7 7

15:00 0 0 0 7 7

18:00 3 0 1 3 7

21:00 1 4 1 1 7

24:00 3 3 0 1 7

3:00 3 4 0 0 7

6:00 4 3 0 0 7

6:00 1 0 2 4 7

9:00 0 0 1 6 7

12:00 0 0 1 6 7

15:00 0 0 0 7 7

18:00 0 0 1 6 7

21:00 1 0 2 4 7

24:00 1 3 0 3 7

3:00 2 1 1 3 7

9:00 0 0 1 6 7

12:00 0 0 0 7 7

15:00 0 0 0 7 7

18:00 0 0 1 6 7

21:00 1 0 2 4 7

24:00 0 1 1 5 7

3:00 0 1 0 6 7

6:00 0 2 0 5 7

※表内の数値は出現回数を示す。

観測日数

通年
昼間

夜間

秋季

昼間

夜間

観測時刻 下層逆転
全層・

二段逆転
上層逆転 逆転なし

夏季

昼間

夜間

冬季

昼間

夜間

夜間

昼間

春季



9-1-36 

 

3) 大気の移流、拡散等に影響を及ぼす地形・地物の状況 

(1) 既存資料調査 

対象事業実施区域及びその周辺の地形の状況は、前掲「第 3 章 3-2 自然的状況 3-2-4 地形

及び地質の状況」に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺は、工業団地が広がり、起伏のほとんどない平地となってい

る。このため、大気の移流、拡散等に影響を及ぼすような地形及び地物は見られない。 

 

4) その他の事項（既存資料調査） 

(1) 既存の発生源の状況 

対象事業実施区域周辺は主に工場等であり、大気汚染物質の排出が懸念されるような設備が

周囲で稼働している。また、移動発生源として道路を走行する自動車が挙げられる。主な道路

としては、対象事業実施区域西側に市道幹 2 号、南側に市道 I-120 号が通っている。（前掲図

9-1-1(5)に示す廃棄物運搬車両等の主要な運行ルートに同じ）。 

 

(2) 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況 

学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況の既存資

料調査の結果は、前掲「第 3 章対象事業実施区域及びその周囲の概況 3-1 社会的状況 3-1-5 

学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況」に示すと

おりである。 

対象事業実施区域周辺は工業専用地域のため工場等となっており、近接地には学校や病院等

の施設はないが、その周囲には学校や病院、住宅等が存在している。 
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(3) 交通量等 

① 現地調査 

廃棄物運搬車両等の主要な運行ルートとなる市道の現地調査結果のうち、交通量は表 9-1-

25、走行速度は表 9-1-26 に示すとおりであった。また、各調査地点の道路横断面構成は、図 9-

1-6 に示すとおりであった。 

市道幹 2号線の交通量は、市道幹 2号南側区間沿道の No.1 の平日で 15,449 台/12 時間、休

日で 11,423 台/12 時間、市道幹 2号北側区間沿道の No.2 の平日で 16,000 台/12 時間、休日

で 12,888/12 時間となっており、大型車混入率は、No.1 の平日で 18.2％、休日で 3.4％、

No.2 の平日で 16.2％、休日で 2.2％であった。 

 

表 9-1-25 交通量等の現地調査結果の概要 

調査地点 平日／休日 方向 

交通量（台/12 時間） 
大型車 

混入率 

（％） 

 

合計 自動二輪車 
大型車 小型車 

№1 

平日 

北進 1,355 6,308 7,663 68 17.7 

南進 1,463 6,323 7,786 62 18.8 

合計 2,818 12,631 15,449 130 18.2 

休日 

北進 230 5,702 5,932 271 3.9 

南進 163 5,328 5,491 137 3.0 

合計 393 11,030 11,423 408 3.4 

№2 

平日 

北進 1,267 6,995 8,262 80 15.3 

南進 1,332 6,406 7,738 72 17.2 

合計 2,599 13,401 16,000 152 16.2 

休日 

北進 150 6,910 7,060 120 2.1 

南進 139 5,689 5,828 122 2.4 

合計 289 12,599 12,888 242 2.2 

注 1)大型車は、「普通貨物車」、「バス」等であり、小型車は「乗用車」、「小型貨物車」、「軽自動車」等である。 

2)車種の区分はナンバープレート（大型車（1、2、8）、小型車（3,4,5,7,8））を基本とし、形態により区分した。 

3)大型車混入率は、大型車交通量/（大型車交通量＋小型車交通量）×100 で求めた。 
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表 9-1-26 走行速度の現地調査結果の概要 

調査地点 平日／休日 方向 
走行速度（km/h） 

大型車 小型車 平均 

No.1 

平日 
北進 46.6 45.0 45.8 

南進 45.7 45.3 45.5 

休日 
北進 57.7 56.4 57.1 

南進 56.4 55.8 56.1 

No.2 

平日 
北進 46.1 47.9 47.0 

南進 47.0 46.2 46.6 

休日 
北進 48.5 50.2 49.3 

南進 48.5 49.6 49.1 

 

 

【No.1：市道幹 2号南側区間沿道】（密粒舗装） 

 

 

【No.2：市道幹 2号北側区間沿道】（密粒舗装） 

 

図 9-1-6 道路横断面構成 
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9-1-2 予測 

1. 建設機械の稼働に伴う大気質への影響 

1) 予測内容 

工事の実施時における建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の濃度（年平均値）の変化の程度、

並びに粉じん（降下ばいじん）の飛散の状況を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

(1) 二酸化窒素 

予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺における二酸化窒素の濃度の最大着地濃度出現

地点を含む環境大気の現地調査地点（ST-1～ST-5）対象事業実施区域を中心とする地域とする。 

予測地点は、現地調査を実施した周辺地域の 4 地点及び、最大着地濃度出現地点とした。 

また、予測高さは、地上 1.5m とした。 

 

(2) 粉じん（降下ばいじん） 

予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

3) 予測対象時期等 

(1) 二酸化窒素 

予測対象時期等の期間の長さは１年間とした。また、建設機械の稼働が最大となる 1年間と

して、工事開始後 1～12 ヶ月目を予測対象時期等とした。 

なお、設定根拠として、工事工程全体の 1ヶ月毎の建設機械の稼働の推移は、資料編・資料

1-6 に示すとおりである。 

 

(2) 粉じん 

予測対象時期等は、建設機械の稼働による影響が最大になる時期とした。 
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4) 予測方法 

(1) 二酸化窒素 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の濃度（年平均値）について、工事計画から想定される建

設機械の種類及び稼働台数等を基に、「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成 12 年 12 

月、公害研究対策センター）に準拠して、拡散計算を用いて定量的に予測した。 

拡散計算においては、大気拡散式（プルーム式及びパフ式）に基づく理論式を用いた。予測

手順は図 9-1-7 に示すとおりである。 

 

 

 

図 9-1-7 建設機械の稼働に伴う予測手順（二酸化窒素の濃度） 

  

大気質調査

　　　　大気拡散式による濃度の計算
　　　　　・有風時：プルーム式
　　　　　・無風時：パフ式

建設機械の稼働に伴う窒素酸化物の寄与濃度
（年平均値）の算出

将来予測濃度（年平均値の算出）

窒素酸化物は二酸化窒素へ変換

バックグラウンド濃度

工事計画
　・建設機械の種類
　・建設機械の台数

現地調査

大気汚染物質の
排出係数

大気汚染物質
排出条件

地上気象調査

気象条件の設定
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   ① 予測式 

     拡散計算の予測式として、以下に示す 3 つの大気拡散式を用いた。有風時（風速 1.0m/s 以

上）の場合はプルーム式、弱風時（風速 0.5m/s 以上 1.0m/s 未満）の場合は弱風パフ式、並び

に、無風時（風速 0.5m/s 未満）の場合は簡易パフ式を用いて、モデル化された気象条件（風

向、風速階級、大気安定度）においてそれぞれ 1 時間濃度を計算したのち、重合計算して年平

均値を求めた。 

 

    【プルーム式：有風時（風速が 1.0m/s 以上の場合）】 

𝐶ሺ𝑅, 𝑧ሻ ൌ ඨ
1

2𝜋
∙

𝑄
ሺ𝜋/8ሻ ∙ 𝑅 ∙ 𝜎௭ ∙ 𝑢

 

∙ ቈ𝑒𝑥𝑝 ቊെ
ሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ

2𝜎௭
ଶ ቋ  𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ

2𝜎௭
ଶ ቋ ∙ 10 

 

C(R,z) ： 煙源と計算点の水平距離 R、地上高 z における濃度 

 R ൌ ඥ𝑥ଶ  𝑦ଶ (m) 

 x：風向に沿った風下距離（m） 

 y：x 軸に直角な水平距離（m） 

z ： x 軸に直角な鉛直距離（m） 

Qp ： 点煙源強度（m3N/s） 

σz ： ｚ方向の拡散パラメータ（z 方向の煙の広がりを表現） 

（図 9-1-8、表 9-1-27 参照） 

u ： 風速（m/s） 

He ： 有効煙突高［排出源高さ］（m） 
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表 9-1-27 パスキル・ギフォード図の近似関係 

𝜎௭ሺ𝑥ሻ ൌ 𝛾௭ ∙ 𝑥ఈ௭ 

安定度 αz γz 風下距離 x (m) 

A 

1.122  0.0800  0 ～ 300 

1.514  0.00855  300 ～ 500 

2.109  0.000212  500 ～   

B 
0.964  0.1272  0 ～ 500 

1.094  0.0570  500 ～   

C 0.918  0.1068  0 ～   

D 

0.826  0.1046  0 ～ 1,000 

0.632  0.400  1,000 ～ 10,000 

0.555  0.811  10,000 ～   

E 

0.788  0.0928  0 ～ 1,000 

0.565  0.433  1,000 ～ 10,000 

0.415  1.732  10,000 ～   

F 

0.784  0.0621  0 ～ 1,000 

0.526  0.370  1,000 ～ 10,000 

0.323  2.41  10,000 ～   

G 

0.794  0.0373  0 ～ 1,000 

0.637  0.1105  1,000 ～ 2,000 

0.431  0.529  2,000 ～ 10,000 

0.222  3.62  10,000 ～   

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成 12 年 12 月、公害研究対策センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-8 パスキル・ギフォードの拡散幅 
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    【弱風パフ式：弱風時（風速が 0.5m/s 以上 1.0m/s 未満の場合）】 

𝐶ሺ𝑅, 𝑧ሻ ൌ
1

√2𝜋
∙

𝑄
ሺ𝜋/8ሻ𝛾

∙ ቊ
1
𝜂ିଶ

∙ 𝑒𝑥𝑝 ቆെ
𝑢ଶሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ

2𝛾ଶ𝜂ିଶ
ቇ 

1
𝜂ାଶ

∙ 𝑒𝑥𝑝 ቆെ
𝑢ଶሺ𝑧  𝐻ሻଶ

2𝛾ଶ𝜂ାଶ
ቇቋ ∙ 10 

 

𝜂ିଶ ൌ 𝑅ଶ 
ఈమ

ఊమ
ሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ、𝜂ାଶ ൌ 𝑅ଶ 

ఈమ

ఊమ
ሺ𝑧  𝐻ሻଶ 

C(R,z) ： 煙源と計算点の水平距離 R、地上高 z における濃度 

 R ൌ 𝑥ଶ  𝑦ଶ (m) 

 x：風向に沿った風下距離（m） 

 y：x 軸に直角な水平距離（m） 

z ： x 軸に直角な鉛直距離（m） 

Qp ： 点煙源強度（m3N/s） 

u ： 風速（m/s） 

He ： 有効煙突高［排出源高さ］（m） 

α，γ ： 弱風時に係る拡散パラメータ（表 9-1-28 参照） 

 

    【簡易パフ式：無風時（風速が 0.5m/s 未満の場合）】 

𝐶ሺ𝑅, 𝑧ሻ ൌ
𝑄

ሺ2𝜋ሻଷ ଶ⁄ 𝛾
൜

1
𝑅ଶ  ሺ𝛼ଶ 𝛾ଶ⁄ ሻሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ


1

𝑅ଶ  ሺ𝛼ଶ 𝛾ଶ⁄ ሻሺ𝑧  𝐻ሻଶ
ൠ ∙ 10 

C(R,z) ： 煙源と計算点の水平距離 R、地上高 z における濃度 

 R ൌ ඥ𝑥ଶ  𝑦ଶ (m) 

 x：風向に沿った風下距離（m） 

 y：x 軸に直角な水平距離（m） 

z ： x 軸に直角な鉛直距離（m） 

Qp ： 点煙源強度（m3N/s） 

u ： 風速（m/s） 

He ： 有効煙突高［排出源高さ］（m） 

α，γ ： 弱風時に係る拡散パラメータ（表 9-1-28 参照） 
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表 9-1-28 弱風及び無風時に係る拡散パラメータ 

安定度 

弱風時 
（0.5m/s 以上 1.0m/s 未満）の 

α，γ 

無風時 
（0.5m/s 未満）の 

α，γ 

α γ α γ 

A 0.748 0.948 1.569 1.569 

A-B 0.659 0.859 0.862 0.862 

B 0.581 0.781 0.474 0.474 

B-C 0.502 0.702 0.314 0.314 

C 0.435 0.635 0.208 0.208 

C-D 0.342 0.542 0.153 0.153 

D 0.270 0.470 0.113 0.113 

E 0.239 0.439 0.067 0.067 

F 0.239 0.439 0.048 0.048 

G 0.239 0.439 0.029 0.029 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成 12 年 12 月、公害研究対策センター） 

 

    【重合計算】 

１時間濃度の計算結果を用いて、以下に示す重合計算を行い、年平均値を求めた。 

𝐶 ൌ൫𝐶 ∙ 𝑓൯ሺ𝐶′ ∙ 𝑓ሻ









ே



ெ

ூ

 

C ：年平均濃度（ppm） 

C ：有風時・弱風時の 1 時間値濃度（ppm） 

C’  ：無風時の 1 時間濃度（ppm） 

f ：出現割合 

添字 I ：風向分類（16 方位：M） 

添字 j ：風速階級（7 階級：N） 

添字 k ：大気安定度（10 分類：p） 
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   ② 予測条件 

   ア.大気汚染物質排出量 

建設機械の稼働に係る予測対象時期等（工事開始後 1～12 ヶ月目の 1年間）において稼働す

る建設機械の機種と窒素酸化物の排出量は、表 9-1-29 に示すとおりである。（詳細は資料編・

資料 1-6 を参照） 

 

表 9-1-29 建設機械の稼働に伴う窒素酸化物の排出量 

        項目 
 
機種 

規格 

定格 
出力 

エンジン排出 
係数原単位 

燃料 
消費率 

Br 
平均燃料 
消費率 

排出量 

kW g/kW･h L/kW･h g/kW･h g/kW･h g/h 

ブルドーザ 32t 208 5.3 0.153 128 229 614 

バックホウ 

0.15m3 27 5.8 0.153 128 265 75 

0.7m3 116 5.4 0.153 128 234 341 

1.4m3 164 5.3 0.153 128 229 484 

圧入機 － 103 5.4 0.103 86 239 200 

杭打機 － 159 5.3 0.085 71 229 261 

ラフタークレーン 

25t 193 5.3 0.088 73 229 328 

50t 257 5.3 0.088 73 229 436 

75t 275 5.3 0.088 73 229 467 

トラッククレーン 30t 165 5.3 0.044 37 229 140 

コンクリートポンプ車 125m3 265 5.3 0.078 65 229 399 

注）エンジン排出係数原単位及び平均燃料消費率（「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（2013 年、国土

技術政策総合研究所））、定格出力、燃料消費率は、「建設機械等損料算定表 令和元年度版」（令和元年、一般社団

法人日本建設機械施工協会）より引用した。 
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   イ.排出源の配置等 

排出源の配置は図 9-1-9 に示すとおりとし、予測対象時期等の期間に想定される建設機械の

稼働範囲内に、20m 間隔に均等配置した。（計 24 か所）各排出源からは平均的に窒素酸化物が

排出されるものとした。 

排出源高さについては、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土

交通省国土技術政策総合研究所）に示された建設機械の平均的な排気管高さに工事の仮囲い及

び排気ガスの上昇高さを加味して、一律に地上高さ 3m に設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-9 建設機械の稼働に係る排出源の配置 
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   ウ.気象条件 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の年平均値の予測に用いる気象条件は、対象事業実施区域

内で実施した通年観測の調査結果（風向・風速、放射収支量、日射量）を基に設定した。 

○ 排出源高さにおける風速の補正 

風速は、べき乗則の式に基づき、通年観測結果（地上高 10m）から排出源高さ（地上高 5m）

の風速に補正した上で拡散計算に用いた。 

べき乗則の式は、以下に示すとおりである。 

 

𝑈 ൌ 𝑈 ൈ ሺ𝑍 𝑍⁄ ሻఈ 

U ：煙源高さの風速（m/s） 

U0 ：通年調査の観測高さの風速（m/s） 

Z ：煙源高さ（m） 

Z0 ：通年調査の観測高さ（10m） 

α ：べき指数（表 9-1-30 参照） 

 

表 9-1-30 べき指数の値 

大気安定度 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ及びＧ 

べき指数（α） 0.10 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」（平成 12 年 12 月、公害研究対策センター） 

 

なお、予測に先立ち、使用する気象条件が平年の気象と比較して異常でなかったことを確認

するため、現地調査期間（基準年）と過去 10 年間の風向・風速観測資料を用いて異常年検定を

実施し、基準年が異常年ではないことを確認した。（詳細は資料編・資料 1-7 を参照） 

 

   エ.窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

窒素酸化物から二酸化窒素への変換は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」

（平成 25 年 国土交通省）に基づく、以下の式を用いた。 

 

  [NO2]＝0.0714[NOx]0.438（1-[NOx]BG/[NOx]T）0.801 

 

    [NOx]   ：窒素酸化物の対象道路の寄与濃度（ppm） 

    [NO2 ]   ：二酸化窒素の対象道路の寄与濃度（ppm） 

    [NOx]BG   ：窒素酸化物のバッククラウンド濃度（ppm） 

    [NOx]T   ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と対象道路の寄与濃度の 

          合計値（ppm）（[NOx]T＝[NOx]＋[NOx]BG 
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   オ.バックグラウンド濃度 

建設機械の稼働に係る二酸化窒素バックグラウンド濃度の設定については、最大着地濃度出

現地点においては、環境大気調査地点 ST-1 の現地調査結果から、季節毎の期間平均値の平均

値を用い、その他の地点においては、環境大気調査地点 ST-2～ST-5 の現地調査結果から、季節

毎の期間平均値の調査地点毎の平均値を用いた。 

設定したバックグラウンド濃度は、表 9-1-31 に示すとおりである。 

 

表 9-1-31 建設機械の稼働に係る二酸化窒素のバックグラウンド濃度（年平均値） 

予測地点 バックグラウンド濃度(ppm) 

ST-1（最大着地濃度出現地点） 0.019 

ST-2 0.007 

ST-3 0.008 

ST-4 0.008 

ST-5 0.007 

 

(2) 粉じん（降下ばいじん） 

建設機械の稼働に伴う粉じんが飛散し降下ばいじんとなる状況について、ビューフォート風

力階級による粉じんが発生し飛散する可能性のある気象条件の年間出現頻度と、工事の実施時

に行う環境保全措置の内容及び現地調査結果を踏まえて、周辺地域に及ぼす影響について、定

性的に予測した。 

    

① 予測条件 

ア.ビューフォート風力階級 

ビューフォート風力階級は、表 9-1-32 に示すとおりである。 

風力階級 4 以上（風速 5.5m/s 以上）になると砂ぼこりが立ち、粉じんが飛散し降下ばいじ

んとなると考えられる。 

対象事業実施区域内で実施した地上気象の通年観測結果から、工事時間帯（8時～17 時）に

おいて風速 5.5m/s 以上の風の年間出現頻度及び出現割合を求めた。 
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表 9-1-32 ビューフォート風力階級 

風力 

階級 

風速 

（m/s） 
説明（陸上） 

0 0.0～0.2 静穏、煙はまっすぐに昇る。 

1 0.3～1.5 風向は、煙がなびくのでわかるが風見には感じない。 

2 1.6～3.3 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動き出す。 

3 3.4～5.4 木の葉や細い小枝がたえず動く。軽い旗が開く。 

4 5.5～7.9 砂ぼこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 

5 8.0～10.7 葉のあるかん木がゆれはじめる。池や沼の水面に波がしらが立つ。 

6 10.8～13.8 大枝が動く。電線が鳴る。かさは、さしにくい。 

7 13.9～17.1 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 

8 17.2～20.7 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 

9 20.8～24.4 人家にわずかの損害がおこる。（煙突が倒れ、屋根材がはがれる。） 

注）上記の表の風速は、開けた平らな地面から 10m の高さにおける相当風速である。 

出典：「地上気象観測指針」（平成 14 年、気象庁） 

 

イ.環境保全措置 

○ 建設機械の稼働が集中しないような工事計画を検討する。 

○ 敷地境界には仮囲いを設置し、粉じんの飛散防止を図る。 

○ 気象条件等の状況に応じて、散水を行い粉じんの発生の抑制を図る。 

○ 掘削等により発生した土砂等は、シートなどで覆い、飛散防止を図る。 

 

ウ.降下ばいじんの状況 

環境大気に係る対象事業実施区域内及び周辺地域における降下ばいじんの現地調査結果は、

前掲「5.調査結果 (2) 現地調査 ① 大気質の状況（環境大気）ク.降下ばいじん」に示すとお

りである。 

現地調査結果では、降下ばいじんは、各調査地点間での大きな差はなく、冬季が高い傾向が

あった。また、浮遊粒子状物質はすべての調査地点で「大気汚染に係る環境基準」を下回って

いた。 
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5) 予測結果 

(1) 二酸化窒素 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の最大着地濃度出現地点での予測結果は表 9-1-33 に、寄

与濃度の分布状況を図 9-1-10 に示すとおりである。 

窒素酸化物の最大着地濃度出現地点は対象事業実施区域内に出現し、その寄与濃度は

0.0092ppm、将来予測濃度は 0.0282ppm と予測された。 

事業地周辺の ST-2～ST-5 の寄与濃度は、0.000001155ppm～0.000002273ppm で、将来予測濃

度は 0.007001343ppm～0.0080015ppm と予測された。 

 

表 9-1-33 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（ppm） 

バックグラウンド濃度 

（ppm） 

将来予測濃度 

（ppm） 

最大着地濃度出現地点 

（事業地内） 
0.0092 0.019 0.0282 

ST-2 0.000001343 0.007 0.007001343 

ST-3 0.0000015 0.008 0.0080015 

ST-4 0.000001155 0.008 0.008001155 

ST-5 0.000002273 0.007 0.007002273 
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図 9-1-10 建設機械の稼働に伴う窒素酸化物の寄与濃度分布図  

● 最大着地濃度出現地点 

ppm 

● 
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(2) 粉じん（降下ばいじん） 

環境大気に係る対象事業実施区域内及び周辺地域の計5地点における現地調査は調査地点間

で大きな差はなく、また、浮遊粒子状物質については、すべての調査地点で「大気汚染に係る

環境基準」を下回っていたことから、予測地域では粉じんの飛散による問題は生じていないと

考えられる。 

また、粉じんの発生する可能性がある風速 5.5m/s 以上の気象条件について、対象事業実施

区域における地上気象の現地調査結果から、出現時間数と出現割合は表 9-1-34 に示すとおり

であった。建設機械の稼働時間帯（8時～17 時）において、風速 5.5m/s 以上の風の年間出現時

間数は 92 時間、出現割合は 1.1％であった。 

以上のことから、現在、粉じんの飛散による問題が生じておらず、また、粉じんの発生する

可能性がある気象条件の出現割合は小さい状況であり、さらには前掲「① 予測条件 イ 環境

保全措置」に示した粉じん対策を実施することから、建設機械の稼働に伴う粉じんの飛散によ

る環境への影響は小さいものと予測される。 

 

表 9-1-34 建設機械の稼働時間帯における風速 5.5m/s 以上の出現時間数と出現割合 

予測地点 
風速 5.5m/s 以上 

出現時間数 
（時間） 

出現割合 
（％） 

対象事業実施区域 92 1.1％ 

注 1)対象事業実施区域における現地調査結果から、建設機械の稼働時間帯（8 時～17 時）における風速 5.5m/s 以上と

なる時間数を算定した。 

注 2)出現割合は、出現時間数の年間測定時間数に対する百分率である。 

92 時間/（365 日×24 時間/日）×100＝1.1％ 
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2. 資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響 

1) 予測内容 

工事の実施時における資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃

度の変化を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、現地調査の調査地域と同様に、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は現地調査地点と同様とした。また、予測高さは、地上 1.5m とした。 

 

表 9-1-35 資材運搬等の車両の走行に伴う大気質の予測地点 

影響要因 予測地点 

資材運搬等の車両の走行 
No.1（ST-6） 
No.2 

市道幹 2号 

注）予測地点の位置は、前掲図 9-1-1(5)に示す沿道大気の現地調査地点と交通量調査地点 No.2 同じとした。 

 

3) 予測対象時期 

予測対象時期は資材運搬等の車両の走行が多い 29 ヶ月目が 1 年間続くものとした。なお、

設定根拠として、工事工程全体の 1ヶ月毎の資材運搬等の車両の推移は、資料編・資料 1-6 に

示すとおりである。 

 

4) 予測方法 

工事計画から想定される資材運搬等の車両の交通量を基に、「道路環境影響評価の技術手法

（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土技術政策総合研究所資料第 714 号）に準拠し、大気拡散

式（プルーム式及びパフ式）に基づく理論式を用いて、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度

を定量的に予測した。 

資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度（年平均値）の予測手

順は図 9-1-11 に示すとおりである。 
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図 9-1-11 資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測手順（年平均値） 

 

  

窒素酸化物から二酸化窒素への変換

排出源高さの風速の設定

気象条件の設定

排出源位置の設定

拡散幅等の設定

現況の交通量（一般車両+現況の廃棄物運搬車両）
における窒素酸化物、浮遊粒子状物質の寄与濃度（年平均値）

の算出

交通条件の設定
　・一般車両台数
　・現況の廃棄物運搬車両台数
　・工事用資材等運搬車両台数
　・走行速度

道路条件の設定
　・道路構造
　・予測点位置

気象データ
　・風向
　・風速

　　　　大気拡散式による濃度の計算
　　　　　・有風時：プルーム式
　　　　　・弱風時：パフ式

時間帯別車両台数の設定

時間帯別平均排出量の算出

工事中の交通量（一般車両+現況の廃棄物運搬車両
+工事用資材等運搬車両）における

窒素酸化物、浮遊粒子状物質の寄与濃度（年平均値）の算出

工事用資材と運運搬車両による
寄与濃度（年平均値）の算出

Ｃ＝Ｂ-Ａ

バックグラウンド濃度
（沿道大気調査結果より算出）

Ｄ

将来予測濃度（年平均値）の算出
Ｅ＝Ｃ+Ｄ

現況の交通量（一般車両+現況の廃棄物運搬車両）
における二酸化窒素、浮遊粒子状物質の寄与濃度（年平均値）

の算出
Ａ

工事中の交通量（一般車両+現況の廃棄物運搬車両
+工事用資材等運搬車両）における

二酸化窒素、浮遊粒子状物質の寄与濃度（年平均値）の算出
Ｂ
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   (1) 予測式 

予測式は、有風時（風速 1m/s 以上）の場合はプルーム式、弱風時（風速 1m/s 未満）の場合

はパフ式を用いた。 

 

    【プルーム式：有風時（風速が 1.0m/s 以上の場合）】 

𝐶ሺ𝑥,𝑦, 𝑧ሻ ൌ
𝑄

2𝜋 ∙ 𝑢 ∙ 𝜎௬ ∙ 𝜎௭
𝑒𝑥𝑝 ቆെ

𝑦ଶ

2𝜎௬
ଶቇ ∙ ቈ𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧  𝐻ሻଶ

2𝜎௭
ଶ ቋ  𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ

2𝜎௭
ଶ ቋ 

 

C(x,y,z) ： (x,y,z)地点における大気汚染物質濃度（ppm） 

x ： 風向に沿った風下距離（m） 

y ： x 軸に直角な水平距離（m） 

z ： x 軸に直角な鉛直距離（m） 

Q ： 点煙源の大気汚染物質の排出量（mL/s） 

u ： 平均風速（m/s） 

σy，σz ： 水平（y），鉛直（z）方向の拡散幅（m） 

 σy＝W／2＋0.46L0.81 

 σz＝σzo＋0.31L0.83 

 W：車道部幅員（m） 

 L：車道部端からの距離（m） 

 L＝x－W／2 

 σzo：鉛直方向の初期拡散幅（m） 

 遮音壁がない場合：σzo＝1.5 

H ： 排出源の高さ（m） 

 

    【パフ式：弱風時（風速が 1.0m/s 未満の場合）】 

Cሺx, y, zሻ ൌ
𝑄

ሺ2𝜋ሻଷ ଶ⁄ ∙ 𝛼ଶ ∙ 𝛾
ቐ

1 െ 𝑒𝑥𝑝 ቀെ
𝐿
𝑡𝑜ଶቁ

2𝐿


1 െ 𝑒𝑥𝑝 ቀെ
𝑚
𝑡𝑜ଶቁ

2𝑚
ቑ 

𝐿 ൌ
1
2
ቊ
𝑥ଶ  𝑦ଶ

𝛼ଶ

ሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ

𝛾ଶ
ቋ 

𝑚 ൌ
1
2
ቊ
𝑥ଶ  𝑦ଶ

𝛼ଶ

ሺ𝑧  𝐻ሻଶ

𝛾ଶ
ቋ 

α，γ ： 拡散幅に関する係数 

 α＝0.3 

 γ＝   0.18（昼間：7～19 時） 

0.09（夜間：19～7 時） 

to ： 初期拡散幅に相当する時間（s） 

𝑡𝑜 ൌ
𝑊
2𝛼
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    【年平均値の算出式】 

𝐶𝑎 ൌ
∑ 𝐶𝑎ଵ24
௧ୀଵ

24
 

𝐶𝑎ଵ ൌ ሼሺ𝑅𝑤௦/𝑢𝑤௧௦ሻ ൈ 𝑓𝑤௧௦ሽ  𝑅𝑐ௗ ൈ 𝑓𝑐௧

ଵ

௦ୀଵ

൩ 𝑄௧ 

 

Ca ： 年平均濃度（ppm） 

Cat ： 時刻 t における年平均濃度（ppm） 

Rws ： プルーム式により求められた風向別基準濃度（m-1） 

uwts ： 年平均時間別風向別平均風速（m/s） 

fwts ： 年平均時間別風向別出現割合 

Rcdn ： パフ式により求められた昼夜別基準濃度（s/m2） 

fct ： 年平均時間別弱風時出現割合 

Qt ： 年平均時間別平均排出量（mL/m･s） 

 

なお、年平均時間別平均排出量は以下の式により求めた。 

𝑄௧ ൌ 𝑉ௐ ൈ
1

3600
ൈ

1
1000

ൈሺ𝑁௧ ൈ 𝐸ሻ
ଶ

ୀଵ

 

VW ：体積換算係数（mL/g） 

 窒素酸化物の場合：20℃、1気圧で 523mL/g 

 浮遊粒子状物質の場合：1,000mg/g 

Nit ：車種別時間別交通量（台/h） 

Ei ：車種別排出係数（g/km･台） 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土技術政策総合研究所資料第 714 号） 
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   (2) 予測条件 

   ① 交通量 

     予測対象時期等（工事着工後 29 ヶ月目）に走行する車両の交通量は、表 9-1-36(1)～表 9-

1-36(2)に示すとおりである。 

 

表 9-1-36(1) 工事関係車両交通量の設定：No.1 

                                               単位：台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-1-36(2) 工事関係車両交通量の設定：No.2 

                                               単位：台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 91 691 0 37 91 728 47 749 0 0 47 749

8:00 - 9:00 170 757 2 0 172 757 154 588 0 0 154 588

9:00 - 10:00 107 428 1 0 108 428 148 370 1 0 149 370

10:00 - 11:00 103 534 1 0 104 534 176 463 1 0 177 463

11:00 - 12:00 142 426 1 0 143 426 161 483 1 0 162 483

12:00 - 13:00 107 405 0 0 107 405 79 438 0 0 79 438

13:00 - 14:00 146 430 1 0 147 430 117 449 1 0 118 449

14:00 - 15:00 148 488 1 0 149 488 161 485 1 0 162 485

15:00 - 16:00 134 407 1 0 135 407 152 489 1 0 153 489

16:00 - 17:00 84 454 0 0 84 454 114 479 2 0 116 479

17:00 - 18:00 64 663 0 0 64 663 108 699 0 0 108 699

18:00 - 19:00 59 625 0 0 59 625 46 631 0 37 46 668

合 計 1,355 6,308 8 37 1,363 6,345 1,463 6,323 8 37 1,471 6,360

将来
北進
増加 将来

南進
増加

方向

　　　　種別
時間帯

現況 現況

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 89 651 0 0 89 651 60 918 0 38 60 956

8:00 - 9:00 173 632 0 0 173 632 119 734 2 0 121 734

9:00 - 10:00 117 551 1 0 118 551 160 411 1 0 161 411

10:00 - 11:00 73 559 1 0 74 559 165 443 1 0 166 443

11:00 - 12:00 167 474 1 0 168 474 150 389 1 0 151 389

12:00 - 13:00 106 446 0 0 106 446 62 442 0 0 62 442

13:00 - 14:00 155 396 1 0 156 396 75 448 1 0 76 448

14:00 - 15:00 160 405 1 0 161 405 151 435 1 0 152 435

15:00 - 16:00 63 487 1 0 64 487 119 462 1 0 120 462

16:00 - 17:00 56 585 2 0 58 585 139 469 0 0 139 469

17:00 - 18:00 65 941 0 0 65 941 102 616 0 0 102 616

18:00 - 19:00 43 868 0 38 43 906 30 639 0 0 30 639

合 計 1,267 6,995 8 38 1,275 7,033 1,332 6,406 8 38 1,340 6,444

将来　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加
方向 北進 南進
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   ② 走行速度 

     走行速度は、大型車、小型車ともに法定速度の 50km/h とした。 

 

   ③ 排出係数 

車種別の排出係数は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土技

術政策総合研究所資料第 714 号）を用いた。 

車種別の排出係数は、表 9-1-37 に示すとおりである。 

 

表 9-1-37 資材運搬等の車両の走行に係る車種別の排出係数 

 項目 
走行速度 

（km/h） 

車種別の排出係数（g/km･台） 

大型車 小型車 

窒素酸化物（NOx） 
50 

0.295 0.041 

浮遊粒子状物質（SPM） 0.005557 0.000369 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土技術政策総合研究所資料第 714 号） 

 

   ④ 排出源の位置及び道路条件 

排出源（煙源）は、図 9-1-12 に示すとおり連続した点煙源とし、車道部中央に予測断面を中

心に前後合わせて 400m にわたり配置し、高さは路面上 1.0m とした。その際、点煙源の間隔は、

予測場所の前後 20m は 2m 間隔、その両側 180m は 10m 間隔とした。 

また、予測地点の道路条件、予測位置及び排出源の位置は、図 9-1-13 に示すとおりである。 
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図 9-1-12 点煙源の配置（イメージ図） 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土技術政策総合研究所資料第 714 号） 

 

【No.1：市道幹 2号南側区間沿道】 

 

 

 

 

 

 

【No.2：市道幹 2号北側区間沿道】 

 

 

 

 

 

 

●：予測地点 

図 9-1-13 予測地点の道路断面及び予測位置 
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   ⑤ 気象条件 

気象条件には、対象事業実施区域内で通年観測を実施した風向・風速データを用いた。 

風速については、現地観測高（10m）のデータを基に、予測対象となる排出源の高さ（1m）の

風速を、以下に示す「べき乗則の式」により推計した。 

𝑈 ൌ 𝑈ሺ𝐻/𝐻ሻ 

U ： 高さ H（m）の風速（m/s） 

U0 ： 測定高さ H0（m）の風速（m/s） 

H ： 排出源の高さ（m） 

H0 ： 測定高さ（m） 

P ： べき指数 

 

べき指数（P）は「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土技術政

策総合研究所資料第 714 号）に基づき、対象事業実施区域及びその周辺の土地利用の状況を勘

案し、市街地のべき指数（1/3）を用いた。 

 

   ⑥ 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

予測計算した窒素酸化物の寄与濃度から二酸化窒素の寄与濃度への変換は、前掲「1.建設機

械の稼働に伴う大気質への影響 4）予測方法 (1)二酸化窒素 ②予測条件 エ 窒素酸化物から

二酸化窒素への変換式」と同様とした。 

 

   ⑦ バックグラウンド濃度 

資材運搬等の車両の走行に伴うバックグラウンド濃度は表 9-1-38 に示すとおりである。予

測地点毎の沿道大気の現地調査結果から期間平均値をバックグラウンド濃度（年平均値）とし

て設定した。 

 

表 9-1-38 資材運搬等の車両の走行に係るバックグラウンド濃度（年平均値） 

予測地点 
バックグラウンド濃度 

二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質（mg/m3） 

ST-6（No.1） 0.008 0.027 

注）バックグラウンド濃度は現地調査結果の期間平均値を用いた。 
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5) 予測結果 

   (1) 二酸化窒素 

     二酸化窒素の予測結果は表 9-1-39 に示すとおりである。 

     資材運搬等の車両の走行に伴う排出ガス寄与濃度は、No.1 が 0.000001253ppm、No.2 が

0.000001256ppm で将来予測濃度は、No.1 が 0.00801253ppm、No.2 が 0.00801256ppm と予測さ

れた。 

 

表 9-1-39 資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素の予測結果 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（ppm） 

バックグラウンド濃度 

（ppm） 

将来予測濃度 

（ppm） 

No.1（ST-6） 0.000001253 
0.008 

0.008001253 

No.2 0.000001256 0.008001256 

 

   (2) 浮遊粒子状物質 

     浮遊粒子状物質の予測結果は表 9-1-40 に示すとおりである。 

     資材運搬等の車両の走行に伴う排出ガス寄与濃度は、No.1 が 0.0000003591mg/m3、No.2 が

0.0000003585mg/m3で将来予測濃度は、No.1 が 0.0270003591mg/m3、No.2 が 0.0270003585mg/m3

と予測された。 

 

表 9-1-40 廃棄物運搬車両等の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（mg/m3） 

バックグラウンド濃度 

（mg/m3） 

将来予測濃度 

（mg/m3） 

No.1（ST-6） 0.0000003591 
0.027 

0.0270003591 

No.2 0.0000003585 0.0270003585 

 

 

 

  



9-1-62 

 

3. 施設の稼働に伴う大気質への影響 

1) 予測内容 

焼却施設の排気筒から排出されるばい煙による二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、

塩化水素、ダイオキシン類及び水銀の濃度の変化の程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

     予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺におけるばい煙による影響に最大着地濃度出現

地点及び環境大気の現地調査地点（ST-1～ST-5）を含む対象事業実施区域を中心とする地域と

する。 

     予測地点は、環境大気の現地調査地点のうち周辺地域の 4地点（ST-2～ST-5）及び最大着地

濃度出現地点とした。 

 

3) 予測対象時期等 

     施設の稼働が定常状態になる時期とした。 

 

4) 予測方法 

     焼却施設の排気筒からの排ガスを大気拡散式（プルーム・パフ式等）に基づく理論計算式を

用いて大気汚染物質の濃度を定量的に予測した。 

焼却施設の排気筒から排出される排ガスの予測手順について、年平均値の場合は図 9-1-14

に、1時間値の場合は図 9-1-15 に示すとおりである。 
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図 9-1-14 焼却施設の排気筒からの排出ガスの予測手順（年平均値） 
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図 9-1-15 焼却施設の排気筒からの排出ガスの予測手順（1時間値） 
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   (1) 予測式 

   ① 年平均値 

年平均値を計算する拡散式は、前掲「1.建設機械の稼働に伴う大気質への影響 4）予測方法 

（1）二酸化窒素①予測式」と同様とした。 

 

   ② 1 時間値 

ａ.大気安定度不安定時 

拡散計算は、寄与濃度が比較的大きくなる条件として、弱風時及び有風時の弱い風速条件下

で、大気安定度は不安定側の区分を設定した。 

大気安定度不安定時における大気拡散式は、以下に示すとおりである。 

 

𝐶ሺ𝑥,𝑦, 𝑧ሻ ൌ
𝑄

2𝜋 ∙ 𝑢 ∙ 𝜎௬ ∙ 𝜎௭
𝑒𝑥𝑝 ቆെ

𝑦ଶ

2𝜎௭
ଶቇ ∙ ቈ𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧  𝐻ሻଶ

2𝜎௬
ଶ ቋ  𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ

2𝜎௬
ଶ ቋ ∙ 10 

 

C(x,y,z) ：（x,y,z）地点における大気汚染物質濃度（ppm または mg/m3） 

 x：風向に沿った風下距離（m） 

 y：x 軸に直角な水平距離（m） 

 z：x 軸に直角な鉛直距離（m） 

Qp ：点煙源強度（m3N/s、kg/s） 

σｙ ：y 方向の拡散パラメータ（y方向の煙の広がりを表現） 

（図 9-1-16 及び表 9-1-41 参照） 

σz ：z 方向の拡散パラメータ（z方向の煙の広がりを表現） 

（図 9-1-17 及び表 9-1-42 参照） 

u ：風速（m/s） 

He ：有効煙突高（m） 
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表 9-1-41 パスキル・ギフォード図の近似関係 

𝜎௬ሺ𝑥ሻ ൌ 𝛾௭ ∙ 𝑥ఈ௬ 

安定度 αy γy 風下距離 x (m) 

A 
0.901  0.426  0 ～ 1,000 

0.851  0.602  1,000 ～   

B 
0.914  0.282  0 ～ 1,000 

0.865  0.396  1,000 ～   

C 
0.924  0.1772  0 ～ 1,000 

0.885  0.232  1,000 ～   

D 
0.929  0.1107  0 ～ 1,000 

0.889  0.1467  1,000 ～   

E 
0.921  0.0864  0 ～ 1,000 

0.897  0.1019  1,000 ～   

F 
0.929  0.0554  0 ～ 1,000 

0.889  0.0773  1,000 ～   

G 
0.921  0.0380  0 ～ 1,000 

0.896  0.0452  1,000 ～   

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成 12 年 12 月、公害研究対策センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-16 パスキル・ギフォードの拡散幅 
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表 9-1-42 パスキル・ギフォード図の近似関係 

𝜎௭ሺ𝑥ሻ ൌ 𝛾௭ ∙ 𝑥ఈ௭ 

安定度 αz γz 風下距離 x (m) 

A 

1.122  0.0800  0 ～ 300 

1.514  0.00855  300 ～ 500 

2.109  0.000212  500 ～   

B 
0.964  0.1272  0 ～ 500 

1.094  0.0570  500 ～   

C 0.918  0.1068  0 ～   

D 

0.826  0.1046  0 ～ 1,000 

0.632  0.400  1,000 ～ 10,000 

0.555  0.811  10,000 ～   

E 

0.788  0.0928  0 ～ 1,000 

0.565  0.433  1,000 ～ 10,000 

0.415  1.732  10,000 ～   

F 

0.784  0.0621  0 ～ 1,000 

0.526  0.370  1,000 ～ 10,000 

0.323  2.41  10,000 ～   

G 

0.794  0.0373  0 ～ 1,000 

0.637  0.1105  1,000 ～ 2,000 

0.431  0.529  2,000 ～ 10,000 

0.222  3.62  10,000 ～   

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成 12 年 12 月、公害研究対策センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-17 パスキル・ギフォードの拡散幅 
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ｂ.上層逆転層出現時 

煙源の上空に上層逆転層が出現すると、排出ガスは逆転層高度から上層への拡散が妨げられ、

逆転層下面高度と地表との間（混合層）で反射を繰り返すため希釈拡散が起きにくくなり、地

上付近に高濃度が出現するといわれている。 

この現象をモデル化した大気拡散式は、以下に示すとおりである。 

 

𝐶ሺ𝑥,𝑦ሻ ൌ
1

2𝜋
∙

𝑄
𝜎௬ ∙ 𝜎௭ ∙ 𝑢

∙  ቈ𝑒𝑥𝑝 ቊെ
ሺ𝑧 െ 𝐻  2𝑛𝐿ሻଶ

2𝜎௭
ଶ ቋ  𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧  𝐻  2𝑛𝐿ሻଶ

2𝜎௭
ଶ ቋ ∙ 10

ଷ

ୀଵ

 

C(x,z) ：（x, z）地点における大気汚染物質濃度（ppm または mg/m3） 

x ：風向に沿った風下距離（m） 

z ：x 軸に直角な鉛直距離（m） 

Qp ：点煙源強度（m3N/s、kg/s） 

u ：風速（m/s） 

He ：有効煙突高（m） 

σｙ ：y 方向の拡散パラメータ（図 9-1-16 及び表 9-1-44 参照） 

σz ：z 方向の拡散パラメータ（図 9-1-17 及び表 9-1-45 参照） 

L ：逆転層高度（m） 

n ：逆転層内での反射回数（3 回） 

 

予測計算に用いる気象条件（逆転層の高さ、風速、大気安定度）は、上層気象の現地調査に

おいて上層逆転層の発生が確認された時の条件から設定した。 

上層気象の現地調査において、上層逆転層の発生が確認されたのは、表 9-1-43(1)～表 9-1-

43(3)に示す計 125 回あり、このうち、有効煙突高が上層逆転層の下面高度よりも低く、煙流が

逆転層を突き抜けないケース（表中「◎」印）を対象として、上層逆転層発生時の予測計算を

行った。 

なお、煙流が逆転層を突き抜けるか否かの判定は、「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」

（平成 12 年、公害研究対策センター）に示される次式を用いて、有効煙突高よりも上に上層逆

転層の下面が横たわる時に、その煙流は逆転層を突き抜けないものと判定した。 
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【上層逆転層の突き抜け判定】 

𝑍ଵ ≦ 2.0 ∙ ሺ𝐹/𝑢𝑏ଵሻଵ ଶ⁄  （有風時） 

𝑍ଵ ≦ 4.0 ∙ 𝐹.ସ𝑏ଵ
ି.  （無風時） 

Z1 ：貫通される上層逆転層の高さ（m） 

b1 ：逆転パラメータ（＝gΔT/T）（m/s2） 

F ：浮力フラックスパラメーター（m4/s3） 

 F＝gQH/πCpρT＝3.7×10-5・QH 

g ：重力加速度（m/s2） 

QH ：煙突排出ガスによる排出熱量（cal/s） 

 QH＝1.293×103×0.24×QΔT2 

Q ：排ガス量（m3/s） 

ΔT2 ：排ガス温度と気温の差（K） 

T ：環境大気の平均絶対温度（K） 

ΔT ：上層逆転層の底と上限の間の温度差（K） 

u ：煙突高さにおける風速（m/s） 
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表 9-1-43(1) 対象事業実施区域上空における上層逆転層発生状況及び判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下面 上面 下面 上面 下面 上面

1 9月29日 3時 100 150 17.9 18.0 0.2 2.6 0.4 N 18.6 D ×

2 24時 50 100 17.1 17.5 3.3 3.3 0.4 S 16.6 D ×
3 9月30日 3時 150 200 15.7 16.2 2.9 1.3 0.6 NNW 15.4 D ×
4 6時 1,200 1,400 9.7 10.3 1.3 2.5 0.1 SW 13.9 D ◎
5 9時 850 1,000 11.7 11.8 3.2 4.3 1.0 NW 20.9 C ◎
6 12時 850 900 13.8 14.2 1.2 0.8 0.8 NW 24.3 C ◎
7 18時 50 100 22.4 22.6 3.3 4.5 1.1 ESE 22.5 D ×
8 21時 550 600 15.2 15.5 8.8 8.0 1.3 ESE 19.3 D ◎
9 24時 1,200 1,400 10.2 10.7 3.6 2.5 1.8 ESE 18.9 D ◎
10 10月1日 3時 1,200 1,300 10.8 11.9 3.0 4.3 0.4 ESE 18.2 D ◎
11 6時 50 100 17.0 17.1 2.0 2.4 0.5 SW 17.4 D ×
12 9時 1,200 1,400 10.6 11.7 3.7 1.4 0 CALM 20.2 C ◎
13 12時 1,200 1,400 11.4 12.2 2.7 3.4 0.5 W 22.2 C ◎
14 15時 850 900 14.9 15.6 4.0 4.6 0.7 NE 24.4 C ◎
15 18時 50 100 21.5 21.6 2.4 2.4 0.4 SE 21.6 D ×
16 21時 50 150 18.7 20.5 3.0 3.1 0.3 SSW 17.9 D ×
17 24時 50 350 17.6 18.5 5.5 8.8 1.2 NW 17.7 D ×
18 10月2日 3時 50 250 16.1 16.6 2.3 3.7 0.1 S 15.8 D ×
19 6時 50 150 14.7 16.5 2.2 5.5 0.2 SSW 14.7 D ×
20 9時 300 400 16.6 17.4 3.0 5.2 2.1 NW 21.5 C ◎
21 24時 200 250 18.4 18.7 4.5 3.6 0.6 E 19.6 D ○
22 10月3日 6時 50 100 18.6 18.9 1.3 2.3 0.3 SSW 18.7 D ×
23 15時 900 950 15.5 15.8 0.4 1.0 0.6 SSE 24.7 C ◎
24 21時 50 100 21.1 21.5 3.9 5.1 1.7 NNW 21.3 D ×
25 24時 100 300 18.6 19.6 5.4 2.0 0.8 WNW 19.7 D ×
26 10月4日 3時 100 200 17.8 18.3 5.6 4.6 0.6 W 18.4 D ×
27 6時 50 200 17.8 18.7 3.1 4.2 1.0 WSW 18.2 D ×
28 9時 150 200 18.5 18.7 2.8 3.2 1.6 NW 21.0 C ○
29 12時 1,200 1,400 13.5 14.7 2.4 0.7 0.6 ENE 23.9 C ◎
30 21時 50 150 20.2 20.6 1.6 0.8 0.1 WSW 20.5 D ×
31 24時 150 250 19.2 19.4 5.6 3.7 0.4 WSW 19.8 D ×
32 10月5日 3時 50 100 19.1 20.1 3.4 3.7 0.1 SSW 19.0 D ×
33 6時 150 200 17.6 17.8 1.6 2.2 1.0 NNW 18.4 D ×
34 9時 600 700 19.0 19.7 3.4 2.6 0.2 SW 20.0 C ◎
35 12時 100 200 19.4 20.9 2.8 4.7 0.4 SW 20.6 D ×
36 15時 350 450 20.7 21.3 1.7 4.1 1.1 NNE 24.1 C ◎
37 21時 300 350 20.1 20.6 12.7 11.7 1.8 NW 21.7 D ◎
38 24時 200 250 18.9 19.0 15.0 15.3 2.7 W 20.0 D ◎
39 2月5日 3時 50 100 3.4 4.1 6.1 8.3 0.6 WNW 1.8 D ×
40 6時 50 100 2.8 2.9 6.3 7.9 1.7 NW 2.4 D ×
41 24時 50 200 4.5 4.9 3.4 1.9 0.8 NW 5.0 D ×
42 2月6日 3時 50 150 2.9 5.0 3.6 5.3 0.5 SSW 2.2 D ×
43 6時 50 150 2.9 5.1 5.6 5.5 0.8 WSW 2.2 D ×
44 9時 150 450 3.5 6.1 3.5 2.1 1.9 NNW 6.4 C ○
45 21時 150 300 9.2 10.1 8.4 4.6 1.1 W 8.6 D ○
46 24時 50 100 8.1 9.1 5.3 7.9 0.5 WSW 7.6 D ×
47 2月7日 3時 50 200 4.7 7.1 6.0 9.1 0.9 WSW 3.6 D ×
48 6時 50 350 4.8 8.7 7.1 10.2 0.5 SW 1.9 D ×
49 9時 100 150 8.1 8.5 3.9 5.5 0.6 SW 12.2 C ×
50 21時 150 200 6.1 6.6 10.9 12.4 3.2 NW 6.8 D ◎
51 2月8日 3時 50 200 2.7 3.8 1.8 9.0 1.2 NW 3.5 D ×
52 6時 50 100 3.0 3.4 4.7 6.7 1.0 W 3.9 D ×
53 2月9日 3時 50 100 0.3 0.4 6.5 9.6 1.3 WSW 0.4 D ×
54 24時 50 100 2.2 2.7 7.1 9.6 1.2 WSW 1.5 D ×
55 2月10日 3時 50 200 0.5 2.5 6.0 13.1 1.6 NW 1.1 D ×
56 6時 150 300 1.3 1.7 9.4 11.3 2.4 NNW 2.1 D ○
57 15時 300 350 7.9 8.0 1.0 1.2 0.6 SSE 12.3 C ◎
58 24時 50 150 4.5 7.0 5.7 8.4 1.1 WSW 3.7 D ×
59 2月11日 3時 50 150 5.1 5.5 6.0 9.2 0.8 WSW 3.0 D ×
60 6時 50 200 4.0 4.9 4.4 11.0 2.6 NW 5.1 D ×

抽出
結果

No. 月日 時刻

逆転層
高度（m） 気温（℃） 風速（m/s）

地上気象

風速
（m/s）

風向
気温

（℃）

大気
安定度

注 上層逆転層とばい煙の上昇高度との比較 

  「◎」･･･有効煙突高が、上層逆転層の下面高さより低く、煙流が上層逆転層を突き抜けないケース。 

  「○」･･･煙流が上層逆転層を突き抜けないが、有効煙突高は上層逆転層の下面高さより高いケース。 

  「×」･･･煙流が上層逆転層を突き抜けるケース。 
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表 9-1-43(2) 対象事業実施区域上空における上層逆転層発生状況及び判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注 上層逆転層とばい煙の上昇高度との比較 

  「◎」･･･有効煙突高が、上層逆転層の下面高さより低く、煙流が上層逆転層を突き抜けないケース。 

  「○」･･･煙流が上層逆転層を突き抜けないが、有効煙突高は上層逆転層の下面高さより高いケース。 

  「×」･･･煙流が上層逆転層を突き抜けるケース。 

下面 上面 下面 上面 下面 上面

61 5月11日 24時 200 250 15.0 15.2 8.0 7.0 2.0 NNW 15.7 D ◎

62 5月12日 3時 50 100 14.5 14.6 1.1 1.5 0.6 SW 13.3 D ×
63 6時 150 250 10.9 12.4 3.9 1.3 1.3 NW 12.6 D ○
64 9時 1,100 1,200 5.3 5.5 4.6 5.4 0.7 NNW 19.9 C ◎
65 24時 50 150 15.9 16.3 4.0 4.2 0.9 NNE 15.4 D ×
66 5月13日 3時 350 400 13.3 13.6 2.9 3.7 0 CALM 15.4 D ○
67 9時 750 800 9.3 9.5 2.3 1.4 0.2 N 16.9 C ◎
68 24時 800 850 11.6 11.7 3.5 4.0 0.3 SW 17.4 D ◎
69 5月14日 3時 500 550 13.8 14.0 4.2 4.6 0 CALM 16.5 D ○
70 6時 650 700 13.3 13.4 5.3 6.6 0.3 SE 17.8 C ◎
71 9時 500 750 15.8 18.3 5.5 9.8 1.1 NW 22.5 C ◎
72 21時 200 250 19.7 20.0 9.4 8.2 3.2 ESE 21.1 D ◎
73 24時 1,100 1,200 13.1 13.5 5.9 3.9 1.4 ESE 19.5 D ◎
74 5月15日 3時 1,200 1,300 12.3 12.5 2.9 3.3 0 CALM 19.5 D ◎
75 15時 250 300 21.8 21.9 4.9 3.3 0.9 NNW 26.2 C ◎
76 21時 400 450 17.1 17.3 9.6 8.6 1.9 ESE 20.0 D ◎
77 24時 700 750 14.5 14.6 0.6 1.0 0.1 WSW 17.0 D ○
78 5月16日 3時 50 100 17.6 18.1 0.4 1.0 0.1 SSW 15.7 D ×
79 6時 50 100 16.5 17.1 0.5 1.0 0.3 SE 17.6 D ×
80 9時 900 950 12.4 12.5 9.1 8.8 0.2 S 21.6 C ◎
81 12時 900 950 11.9 12.0 1.3 1.5 1.0 SE 19.8 C ◎
82 15時 800 850 13.4 13.7 1.3 1.4 1.7 SE 21.7 C ◎
83 18時 900 1,200 12.9 13.4 5.0 10.9 0.8 WSW 20.5 D ◎
84 21時 800 1,500 13.6 15.7 1.9 10.9 0.7 WSW 18.7 D ◎
85 24時 850 1,200 14.1 17.7 4.3 6.5 0.5 WSW 18.5 D ◎
86 5月17日 3時 50 100 17.0 17.7 1.5 1.8 0 CALM 17.4 D ×
87 6時 100 200 16.5 16.8 3.7 3.8 1.5 NNW 17.6 D ×
88 9時 200 350 17.9 18.9 2.3 2.0 0.8 NNW 21.2 C ○
89 12時 300 350 19.8 20.0 0.6 1.6 0.3 NW 23.9 C ○
90 15時 500 600 20.0 21.6 3.8 3.6 0.9 NW 24.7 C ◎
91 18時 200 300 22.7 23.3 1.2 1.8 0.2 ESE 24.0 D ×
92 21時 50 100 21.9 22.6 3.9 3.0 0.8 W 22.0 D ×
93 24時 50 100 22.3 22.8 2.6 1.6 0.3 SSW 20.5 D ×
94 8月19日 3時 50 350 22.4 23.1 2.0 4.3 0.1 WSW 21.9 D ×
95 6時 50 150 22.2 22.4 2.9 3.9 0.4 W 23.0 D ×
96 9時 350 400 22.5 22.8 1.6 2.0 0.5 SE 35.9 C ◎
97 21時 100 250 26.7 27.8 3.6 3.6 0.5 SE 27.4 D ×
98 24時 450 500 24.4 24.5 5.4 4.4 0.6 WNW 25.7 D ◎
99 8月20日 3時 700 750 22.6 22.7 1.9 1.6 0.4 W 23.9 D ◎
100 6時 50 150 23.1 23.8 1.5 2.6 0.4 WSW 25.1 D ×
101 18時 150 200 27.1 27.6 4.4 4.7 1.0 NW 28.7 D ○
102 21時 50 100 27.0 27.2 0.8 0.7 0.4 WSW 26.8 D ×
103 24時 250 300 24.5 24.8 4.1 4.2 0.8 NNW 25.5 D ○
104 8月21日 3時 700 800 20.5 20.6 3.8 4.5 0.4 N 24.7 D ◎
105 6時 1,000 1,200 18.8 19.3 0.5 2.0 0.5 NW 25.0 D ◎
106 12時 1,100 1,200 19.7 21.4 1.0 1.3 0.5 N 34.5 C ◎
107 8月22日 3時 850 950 20.1 20.4 1.0 1.3 0.4 W 24.9 D ◎
108 6時 850 950 20.0 20.5 1.2 0.6 0.6 NNW 24.7 D ◎
109 9時 1,000 1,200 19.4 20.4 1.2 1.7 0.8 W 29.3 C ◎
110 15時 900 1,000 22.6 23.4 3.3 1.6 1.7 ESE 34.9 C ◎
111 24時 650 700 22.5 23.0 1.2 1.9 0.5 ESE 26.5 D ◎
112 8月23日 3時 1,200 1,500 19.2 20.2 3.2 4.1 0.3 SE 25.8 D ◎
113 6時 500 550 22.4 22.6 1.4 1.2 0.5 ESE 25.7 D ◎
114 9時 600 650 22.8 22.9 2.4 2.3 0.2 ENE 26.8 C ◎
115 12時 1,300 1,500 17.7 18.2 4.4 5.9 1.8 ESE 31.9 C ◎
116 15時 550 650 24.0 24.2 2.7 2.2 0.7 SSE 34.0 C ◎
117 24時 550 600 22.4 22.5 5.4 5.8 1.1 ESE 25.7 D ◎

抽出
結果

No. 月日 時刻

逆転層
高度（m） 気温（℃） 風速（m/s）

地上気象

風速
（m/s）

風向
気温

（℃）

大気
安定度
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表 9-1-43(3) 対象事業実施区域上空における上層逆転層発生状況及び判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下面 上面 下面 上面 下面 上面

118 8月25日 3時 1,200 1,500 17.8 19.4 0.4 1.3 0.4 N 24.8 D ◎

119 6時 550 950 21.8 22.6 5.1 3.4 0.6 WSW 24.5 D ◎
120 9時 150 200 24.0 24.1 1.3 1.3 0.2 SW 25.5 C ×
121 12時 700 800 24.4 25.0 0.9 2.3 1.2 SE 37.2 C ◎
122 15時 500 600 26.7 27.2 3.3 3.1 1.1 SE 36.1 C ◎
123 18時 850 1,100 24.0 24.4 2.9 2.7 0.9 ESE 31.5 D ◎
124 21時 1,000 1,200 22.4 22.7 3.0 3.3 0.1 SSW 29.3 D ◎
125 24時 50 150 27.4 27.8 4.6 4.4 0.8 WSW 27.3 D ×

抽出
結果

No. 月日 時刻

逆転層
高度（m） 気温（℃） 風速（m/s）

地上気象

風速
（m/s）

風向
気温

（℃）

大気
安定度

注 上層逆転層とばい煙の上昇高度との比較 

  「◎」･･･有効煙突高が、上層逆転層の下面高さより低く、煙流が上層逆転層を突き抜けないケース。 

  「○」･･･煙流が上層逆転層を突き抜けないが、有効煙突高は上層逆転層の下面高さより高いケース。 

  「×」･･･煙流が上層逆転層を突き抜けるケース。 
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ｃ.接地逆転層崩壊時 

接地逆転層崩壊とは、接地逆転層が地表面から上空へと崩壊する現象である。逆転層の崩壊

は、日出から日中にかけて日射の影響により地表面が加熱されることにより引き起こされる。

逆転層内に放出された排出ガスが地表面から広がってきた不安定な層にとりこまれる時、急激

な混合が生じて高濃度を起こすことがある。 

この現象は接地逆転層崩壊時のフュミゲーションと呼ばれ、この現象をモデル化した大気拡

散式は、以下に示すとおりである。なお、拡散式は実証性があるとされている T.V.A.（Tennessee 

Valley Authority）でのカーペンター（Carpenter）モデルとしている。 

 

𝐶ெ＝
𝑄

√2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜎௬ ∙ 𝑈 ∙ 𝐻
∙ 10 

CM ： 最大着地濃度（ppm または mg/m3） 

Q ： 排出量（m3N/s、kg/s） 

σyf ： フュミゲーション時の水平方向の拡散幅（m） 

U ： 煙突高から煙流の上面までの高さにおける平均風速（m/s） 

Hf ： フュミゲーション時の煙流の上面高度（m） 

ここで、 

𝜎௬ ൌ 𝜎௬  047𝐻 

𝐻 ൌ ሺ𝐻  2.15𝜎௭ሻ ൈ 1.1 

σy ：煙流の安定層中での水平拡散パラメータ（m） 

σz ：煙流の安定層中での鉛直拡散パラメータ（m） 

Hｅ ：有効煙突高（m） 

 

また、最大着地濃度 CM が現れる風下距離 XM は、次式で計算される。 

𝑋ெ ൌ 𝑈 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶
𝐻

ଶ െ 𝐻
ଶ

4 ∙ 𝜅
 

Hi ：逆転層崩壊高度（m） 

Ho ：実煙突高（m） 

ρ ：環境大気の平均密度（g/m3） 

Cp ：大気の定圧比熱（cal/g・K）＝0.24 

κ ：大気渦伝導度（cal/m・K・s） 

 

図 9-1-18 に風下距離と拡散パラメータとの関係を示す。 

カーペンターモデルの大気安定度は、上層気象の現地調査において、接地逆転層崩壊時に確

認された温位勾配に基づき、「Strong inversion」を選択した。 
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図 9-1-18 風下距離と拡散パラメータの関係 

 

予測計算に用いる気象条件（接地逆転層崩壊高度、風速）は、上層気象の現地調査において

接地逆転層の発生が確認された時の条件から設定した。 

上層気象の現地調査において、接地逆転層の発生が確認されたのは、表 9-1-44 に示す計 51

回あり、このうち、有効煙突高が接地逆転層の上面高度よりも低く、煙流が逆転層を突き抜け

ないケースのうち、夜間の時間帯で接地逆転層崩壊直前の接地逆転層を対象として、接地逆転

層崩壊時の予測計算を行った。 

なお、煙流が逆転層を突き抜けるか否かの判定は、「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」

（平成 12 年、公害研究対策センター）に示される次式を用いて、有効煙突高が接地逆転層の上

面よりも低いときにおいて、その煙流は逆転層を突き抜けないものと判定した。 

 

【接地逆転層の突き抜け判定】 

ΔH＝2.9･（F/ uS）1/3 （有風時） 

ΔH＝5.0･F1/4S-3/8 （無風時） 

ΔH ：貫通される接地逆転層の高さ（m） 

F ：浮力フラックスパラメーター（m4/s3） 

 F＝gQH/πCpρT＝3.7×10-5・QH 

S ：安定度パラメーター（S-2） 

g ：重力加速度（m/s2） 

QH ：煙突排出ガスによる排出熱量（cal/s） 

 QH＝1.293×103×0.24×QΔT2 

Q ：排ガス量（m3/s） 

ΔT2 ：排ガス温度と気温の差（K） 

T ：環境大気の平均絶対温度（K） 

U ：煙突高さにおける風速（m/s） 

dθ/dz ：温位勾配（℃/m） 

  



9-1-75 

 

表 9-1-44 対象事業実施区域上空における接地逆転層発生状況及び判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下面 上面 下面 上面 下面 上面
1 9月29日 3時 1.5 50 17.6 17.6 0.5 0.2 0.4 N 18.6 D ×
2 6時 1.5 50 17.5 17.9 0.7 0.7 0 CALM 17.9 D ×
3 18時 1.5 50 19.8 20.1 1.0 1.3 1.6 ESE 20.2 D ×
4 21時 1.5 50 17.2 17.9 0.9 1.4 0.1 SSW 17.8 D ×
5 24時 1.5 50 16.6 17.1 2.8 3.3 0.4 S 16.6 D ×
6 9月30日 3時 1.5 50 14.9 16.1 1.9 2.9 0.6 NNW 15.4 D ×
7 10月1日 18時 1.5 100 21.1 21.6 1.9 2.4 0.4 SE 21.6 D ×
8 21時 1.5 150 17.9 20.5 1.9 3.1 0.3 SSW 17.9 D ×
9 24時 1.5 200 17.5 18.4 3.7 8.0 1.2 NW 17.7 D ◎
10 10月2日 3時 1.5 100 15.4 16.8 1.1 3.9 0.1 S 15.8 D ×
11 6時 1.5 150 13.6 16.5 1.3 5.5 0.2 SSW 14.7 D ×
12 18時 1.5 50 23.8 24.1 2.9 3.8 0.9 SE 24.6 D ×
13 10月5日 18時 1.5 50 22.3 22.4 2.0 2.7 0.4 SW 22.2 D ×
14 2月5日 3時 1.5 100 2.0 4.1 4.4 8.3 0.6 WNW 1.8 D ×
15 6時 1.5 100 1.7 2.9 4.4 7.9 1.7 NW 2.4 D ×
16 18時 1.5 50 9.1 9.5 3.5 4.8 1.2 ESE 8.9 D ×
17 21時 1.5 50 4.6 6.5 2.1 2.6 0.3 WSW 5.4 D ×
18 24時 1.5 200 4.3 5.4 2.7 1.9 0.8 NW 5.0 D ○
19 2月6日 3時 1.5 150 0.8 5.0 2.4 5.3 0.5 SSW 2.2 D ○
20 6時 1.5 150 1.0 5.1 4.6 5.5 0.8 WSW 2.2 D ○
21 18時 1.5 50 10.8 13.4 2.4 3.5 0.4 ESE 12.0 D ×
22 21時 1.5 200 8.1 10.0 4.2 6.0 1.1 W 8.6 D ◎
23 24時 1.5 100 6.3 9.1 3.5 7.9 0.5 WSW 7.6 D ×
24 2月7日 3時 1.5 200 3.2 7.1 4.3 9.1 0.9 WSW 3.6 D ○
25 6時 1.5 350 0.9 8.7 3.1 10.2 0.5 SW 1.9 D ◎
26 21時 1.5 50 6.6 6.7 4.2 6.6 3.2 NW 6.8 D ×
27 2月8日 3時 1.5 200 0.8 3.8 0.9 9.0 1.2 NW 3.5 D ◎
28 6時 1.5 100 2.5 3.4 3.4 8.8 1.0 W 3.9 D ×
29 24時 1.5 50 0.7 0.9 5.4 6.5 3.4 NW 1.0 D ×
30 2月9日 3時 1.5 100 0.1 0.4 4.8 9.6 1.3 WSW 0.4 D ×
31 6時 1.5 150 -1.2 -0.4 3.6 9.1 0.8 WSW -0.8 D ×
32 21時 1.5 50 0.8 2.2 2.9 3.8 0.6 SSW 1.1 D ×
33 24時 1.5 100 0.1 2.7 4.9 9.6 1.2 WSW 1.5 D ×
34 2月10日 3時 1.5 200 -0.2 2.5 4.4 12.6 1.6 NW 1.1 D ◎
35 6時 1.5 50 0.8 1.5 3.8 4.9 2.4 NNW 2.1 D ×
36 18時 1.5 50 8.6 9.2 2.5 3.2 1.5 NNW 9.2 D ×
37 21時 1.5 100 5.7 7.2 4.3 8.0 1.3 WSW 6.3 D ×
38 24時 1.5 150 2.6 7.0 4.0 8.4 1.1 WSW 3.7 D ○
39 2月11日 3時 1.5 150 3.5 5.5 4.4 9.2 0.8 WSW 3.0 D ○
40 6時 1.5 100 2.0 4.9 3.0 7.5 2.6 NW 5.1 D ×
41 21時 1.5 50 6.9 7.1 6.1 8.5 1.8 WNW 7.6 D ×
42 24時 1.5 150 4.8 5.5 2.5 7.5 1.4 NNW 4.6 D ○
43 5月11日 24時 1.5 50 15.5 16.0 3.0 4.6 2.0 NNW 15.7 D ×
44 5月12日 3時 1.5 100 12.8 14.6 1.6 1.5 0.6 SW 13.3 D ×
45 24時 1.5 150 15.9 16.3 2.8 4.2 0.9 NNE 15.4 D ×
46 5月15日 24時 1.5 100 16.9 18.0 1.4 3.3 0.1 WSW 17.0 D ×
47 5月16日 3時 1.5 100 15.7 18.1 1.1 1.0 0.1 SSW 15.7 D ×
48 5月17日 21時 1.5 100 21.9 22.6 2.9 3.0 0.8 W 22.0 D ×
49 24時 1.5 100 20.8 22.8 1.9 1.6 0.3 SSW 20.5 D ×
50 8月19日 3時 1.5 200 22.3 23.2 2.0 3.5 0.1 WSW 21.9 D ×
51 8月25日 24時 1.5 150 27.3 27.8 2.6 4.4 0.8 WSW 27.3 D ×

No. 月日 時刻
逆転層 地上気象

抽出
結果

高度（m） 気温（℃） 風速（m/s） 風速
（m/s）

風向
気温

（℃）

大気
安定度

注 逆転層とばい煙の上昇高度との関係 

  「◎」･･･有効煙突高が、接地逆転層の下面高さより低く、煙流が接地逆転層を突き抜けないケース。 

  「○」･･･煙流が接地逆転層を突き抜けないが、有効煙突高は接地逆転層の下面高さより高いケース。 

  「×」･･･煙流が上層逆転層を突き抜けるケース。 
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ｄ.ダウンウォッシュ時 

風速が煙突排出ガス吐出速度の約 1/1.5 以上になると、煙突下流側の渦に煙が巻き込まれる

現象（ダウンウォッシュ）が起こる可能性がある。ダウンウォッシュ時においては排出ガスの

拡散の中心が地上に近くなるため、地上付近に高濃度が発生することがある。 

この現象をモデル化した大気拡散式は、以下に示すとおりである。 

ここでは、風速は、煙突排出ガス吐出速度の 1/2 とし、大気安定度は設定した風速の条件に

当てはまる区分とし、有効煙突高は煙突実体高として予測した。 

 

𝐶ሺ𝑥,𝑦, 𝑧ሻ ൌ
𝑄

2𝜋 ∙ 𝑢 ∙ 𝜎௬ ∙ 𝜎ଶ
𝑒𝑥𝑝 ቆെ

𝑦ଶ

2𝜎௬
ଶቇ ∙ ቈ𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧  𝐻ሻଶ

2𝜎௭
ଶ ቋ  𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ

2𝜎௭
ଶ ቋ ∙ 10 

C(x,y,z) ： (x,y,z)地点における大気汚染物質濃度（ppm または mg/m3） 

x ：風向に沿った風下距離（m） 

y ：x 軸に直角な水平距離（m） 

z ：x 軸に直角な鉛直距離（m） 

Q ：点煙源の大気汚染物質の排出量（mL/s または mg/s） 

u ：平均風速（m/s） 

σy，σz ：水平（y），鉛直（z）方向の拡散幅（m） 

H ：排出源の高さ（m）[H＝H0] 

H0 ：煙突高さ（m） 

 

ｅ.ダウンドラフト時 

地形後流による短期間の高濃度現象として、建屋の背後に発生する下降流に排出ガスが取り

込まれる現象（ダウンドラフト）がある。特に強風時には、煙突頂部付近に強い下降流が生じ

ることからダウンウォッシュ現象も起きるため、この影響も加わることにより、ばい煙が地上

寄りに拡散し、高濃度が発生することが考えられる。 

予測は、ダウンウォッシュの予測で示した大気拡散式を用い、拡散パラメータは建物等によ

る煙の拡がりを考慮した拡散幅を設定して予測を行った。 

ここでは、風速は現地調査における平均風速とし、大気安定度は高濃度になりやすい条件と

して不安定側のＡ、Ｂとし、有効煙突高はダウンウォッシュと同様に煙突実体高と同じとして

予測を行った。 
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𝐶ሺ𝑥,𝑦, 𝑧ሻ ൌ
𝑄

2𝜋 ∙ 𝑢 ∙ 𝜎ത௬ ∙ 𝜎ത௭
𝑒𝑥𝑝 ቆെ

𝑦ଶ

2𝜎ത௭
ଶቇ ∙ ቈ𝑒𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧  𝐻ሻଶ

2𝜎ത௭
ଶ ቋ  𝑥𝑝 ቊെ

ሺ𝑧 െ 𝐻ሻଶ

2𝜎ത௭
ଶ ቋ ∙ 10 

 

C(x,y,z) ： (x,y,z)地点における大気汚染物質濃度（ppm または mg/m3） 

x ：風向に沿った風下距離（m） 

y ：x 軸に直角な水平距離（m） 

z ：x 軸に直角な鉛直距離（m） 

Q ：点煙源の大気汚染物質の排出量（mL/s または mg/s） 

u ：平均風速（m/s） 

𝜎ത௬、𝜎ത௭ ：水平（y），鉛直（z）方向の拡散幅（m） 

H ：排出源の高さ（m）[H＝H0] 

H0 ：煙突高さ（m） 

 

ここで、拡散パラメータ（𝜎ത௬、𝜎ത௭）は、建物等によって煙の初期広がりをもつとした次式に

より求めた Σy、Σz を用いた。 

 

𝑦 ൌ൫𝜎௬ଶ  𝐶𝐴/𝜋൯
ଵ ଶ⁄

 

𝑧 ൌሺ𝜎௭ଶ  𝐶𝐴/𝜋ሻଵ ଶ⁄  

Σy ：水平方向の拡散パラメータ（m） 

Σz ：鉛直方向の拡散パラメータ（m） 

C ：形状係数（0.5～2 の範囲をとるが、安全側の観点から 0.5 とした。） 

A ：建物等の風向方向の投影面積（m2） 

σy ：y方向拡散パラメータ（前掲図 9-1-16 及び表 9-1-41 参照） 

σz ：z方向拡散パラメータ（前掲図 9-1-17 及び表 9-1-42 参照） 
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   (2) 予測条件 

   ① 排出ガス等諸元 

     焼却施設からの排出ガス等の諸元は、表 9-1-45 に示すとおりである。 

また、稼働日数は年間 330 日とする。 

 

表 9-1-45 焼却処理施設の排出ガス等諸元 

項目 単位 諸元 

処理能力 t/日 230 

煙突高さ m 41.5 

湿り排出ガス量 m3N/h 94,205 

乾き排出ガス量 m3N/h 73,174 

排出ガス温度 ℃ 179 

排出ガス吐出速度 m/s 24.5 

排出口口径 m 1.5 

排出濃度 

（酸素濃度 12％ 

換算値） 

硫黄酸化物 ppm 164 

窒素酸化物 ppm 165 

ばいじん g/m3N 0.04 

塩化水素 ppm 56 

ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.1 

水銀 μg/m3N 30 

 

   ② 排出源位置 

排出源の位置は、焼却施設の排気筒位置とした。 

また、排出源高さは、年平均値の予測、1 時間値における大気安定度不安定時、上層逆転層

出現時及び接地逆転層崩壊時については、煙突実体高に排出ガスの上昇分を加えた有効煙突高

とし、1 時間値におけるダウンウォッシュ時及びダウンドラフト時の予測については煙突実体

高とした。 

以下に有効煙突高の算出方法を示す。 
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   ア.有効煙突高（He）の算出式 

有効煙突高（He）は、煙突実体高（H0）に排出ガスの上昇分（⊿H）を加えた高さとし（He＝

H0＋⊿H）、有風時（風速 1m/s 以上）は CONCAWE 式、無風時は Briggs 式により計算した。また、

弱風時（風速 1m/s 未満）は、Briggs 式による⊿Hの値と風速 2m/s の CONCAWE 式による⊿H の

値から、直線内挿によって求めた。 

 

    【有風時：CONCAWE 式】 

⊿H＝0.175QH(1/2)・U(-3/4) 

 

    【無風時：Briggs 式】 

⊿H＝1.4QH(1/4)・(dθ/dz)(-3/8) 

QH ：排出熱量（cal/s）QH＝ρ・Q・CP・⊿T 

ρ ：0℃における排出ガス密度（g/m3）（近似的にはρ＝1,293） 

Q ：単位時間当たりの排出ガス量（Nm3/s） 

CP ：定圧比熱（cal/K･g）＝0.24 

⊿T ：排出ガス温度（TG）と気温（15℃を想定）との差（℃）（TG -15℃） 

U ：煙突高度に相当する高さでの風速（m/s） 

dθ/dz ：温位勾配（℃/m） 日中は 0.003 

 夜間は 0.010 とする。 

 

   ③ 気象条件 

   ア.年平均値 

年平均値の予測に用いる気象条件は、対象事業実施区域内で実施した通年観測の調査結果

（風向・風速、放射収支量、日射量）を基に設定した。 

気象のモデル化は、前掲「1.建設機械の稼働に伴う大気質への影響」と同様に、「窒素酸化物

総量規制マニュアル［新版］」（平成 12 年、公害研究対策センター）に基づき、風向を 16 方位

に区分し、べき乗則の式に基づき風速の補正を行い、風速階級区分、大気安定度階級分類に基

づき整理を行った。 
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   イ.1 時間値 

   ａ.大気安定度不安定時 

予測計算に用いた気象条件は、表 9-1-46 に示すとおりである。 

 

表 9-1-46 気象条件（大気安定度不安定時） 

項目 内容 

大気安定度 Ａ,Ａ-Ｂ,Ｂ,Ｂ－Ｃ,Ｃ、Ｃ-Ｄ,Ｄ,Ｅ,Ｆ 

風速 0.0m/s,0.7m/s,1.5m/s,2.5m/s,5.0m/s,7.0m/s 

 

   ｂ.上層逆転層出現時 

予測計算に用いた気象条件は、表 9-1-47 に示すとおりである。 

 

表 9-1-47 気象条件（上層逆転層出現時） 

項目 気象条件 

大気安定度 Ｃ 

風速 0.6m/s 

 

   ｃ.接地逆転層崩壊時 

予測計算に用いた気象条件は、表 9-1-48 に示すとおりである。 

 

表 9-1-48 気象条件（接地逆転層崩壊時） 

項目 気象条件 

カーペンターモデル 

の大気安定度 

Strong Inversion 

（強い逆転） 

風速 0.5m/s 

 

   ｄ.ダウンウォッシュ時 

予測計算に用いた気象条件は、表 9-1-49 に示すとおりである。 

 

表 9-1-49 気象条件（ダウンウォッシュ時） 

項目 気象条件 

大気安定度 Ａ 

風速 12.2m/s 
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   ｅ.ダウンドラフト時 

予測計算に用いた気象条件は、表 9-1-50 に示すとおりである。 

 

表 9-1-50 気象条件（ダウンドラフト時） 

項目 気象条件 

大気安定度 Ａ 

風速 0.7m/s 

 

   ④ 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

予測計算した窒素酸化物の寄与濃度から二酸化窒素の寄与濃度への変換は、前掲「1.建設機

械の稼働に伴う大気質への影響 4）予測方法 (1)二酸化窒素 ②予測条件 エ 窒素酸化物から

二酸化窒素への変換式」と同様とした。 

 

   ⑤ バックグラウンド濃度 

   ア.年平均値（長期予測濃度） 

バックグラウンド濃度（年平均値）は、現地調査結果（環境大気）から表 9-1-51 に示すと

おりとした。 

最大着地濃度出現地点については、計画地（ST-1）の季節毎の平均値を、その他の予測地

点は各地点の季節毎の平均値とした。 

 

表 9-1-51 焼却施設の稼働に伴う大気質に係るバックグラウンド濃度 

予測地点 

二酸化 

窒素 

（ppm） 

二酸化 

硫黄 

（ppm） 

浮遊 

粒子状 

物質 

（mg/m3） 

塩化水素 

（ppm） 

ダイオキシン類 

（pg-TEQ/m3） 

水銀 

（μg/m3） 

最大着地濃度出現地点 0.019 0.001 0.018 0.001 0.026 <0.01 

ST-2 0.007 0.002 0.016 0.001 0.017 <0.01 

ST-3 0.008 0.001 0.017 0.001 0.011 <0.01 

ST-4 0.008 0.000 0.016 0.001 0.021 <0.01 

ST-5 0.007 0.001 0.020 0.001 0.016 <0.01 
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   イ.１時間値（短期予測濃度） 

バックグラウンド濃度（1時間値）は、現地調査結果（環境大気）から ST-2～ST-5 の最大

値の平均とし表 9-1-52 に示すとおりとした。現地調査の ST-2～ST-5 の日平均値の最高値の

平均を、塩化水素と水銀は期間最高値を、ダイオキシン類については ST-2～ST-5 の最高値を

用いた。 

 

表 9-1-52 焼却施設の稼働に伴う大気質に係るバックグラウンド濃度 

予測地点 

二酸化 

窒素 

（ppm） 

二酸化 

硫黄 

（ppm） 

浮遊 

粒子状 

物質 

（mg/m3） 

塩化水素 

（ppm） 

ダイオキシン類 

（pg-TEQ/m3） 

水銀 

（μg/m3） 

最大着地濃度出現地点 0.012 0.002 0.033 0.002 0.021 <0.01 

 

5) 予測結果 

(1) 長期平均濃度 

① 二酸化窒素 

焼却施設の稼働に伴うばい煙の排出による二酸化窒素の予測結果は表 9-1-53 に、寄与濃度

の分布状況は図 9-1-19 に示すとおりである。 

施設が寄与する二酸化窒素の濃度は、0.00001312ppm～0.00011000ppm で、将来予測濃度

は、0.00701788ppm～0.019111000ppm と予測された。また、最大着地濃度出現地点は、事業地

から北西約 796m の地点に出現した。 

 

表 9-1-53 二酸化窒素の予測結果（長期平均濃度） 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（ppm） 

バックグラウンド濃度 

（ppm） 

将来予測濃度 

（ppm） 

最大着地濃度出現地点 

（事業地の北西約 796m） 
0.00011000 0.019 0.01911000 

ST-2 0.00001788 0.007 0.00701788 

ST-3 0.00002742 0.008 0.00802742 

ST-4 0.00001312 0.008 0.00801312 

ST-5 0.00002606 0.007 0.00702606 
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② 二酸化硫黄 

焼却施設の稼働に伴うばい煙の排出による二酸化硫黄の予測結果は表 9-1-54 に、寄与濃度

の分布状況は図 9-1-20 に示すとおりである。 

施設が寄与する二酸化硫黄の濃度は、0.0001304ppm～0.0010900ppm で、将来予測濃度は、

0.0001304ppm～0.0021777ppm と予測された。また、最大着地濃度出現地点は、事業地から北

西約 796m の地点に出現した。 

 

表 9-1-54 二酸化硫黄の予測結果（長期平均濃度） 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（ppm） 

バックグラウンド濃度 

（ppm） 

将来予測濃度 

（ppm） 

最大着地濃度出現地点 

（事業地の北西約 796m） 
0.0010900 0.001 0.0020900 

ST-2 0.0001777 0.002 0.0021777 

ST-3 0.0002726 0.001 0.0012726 

ST-4 0.0001304 0.000 0.0001304 

ST-5 0.0002590 0.001 0.0012590 

 

③ 浮遊粒子状物質 

焼却施設の稼働に伴うばい煙の排出による浮遊粒子状物質の予測結果は表 9-1-55 に、寄与

濃度の分布状況は図 9-1-21 に示すとおりである。 

     施設が寄与する浮遊粒子状物質の濃度は、0.00003181mg/m3～0.000266mg/m3で、将来予測濃

度は、0.01603181mg/m3～0.018266mg/m3と予測された。また、最大着地濃度出現地点は、事

業地から北西約 796m の地点に出現した。 

 

表 9-1-55 浮遊粒子状物質の予測結果（長期平均濃度） 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（mg/m3） 

バックグラウンド濃度 

（mg/m3） 

将来予測濃度 

（mg/m3） 

最大着地濃度出現地点 

（事業地の北西約 796m） 
0.00026600 0.018 0.01826600 

ST-2 0.00004335 0.016 0.01604335 

ST-3 0.00006648 0.017 0.01706648 

ST-4 0.00003181 0.016 0.01603181 

ST-5 0.00006317 0.020 0.02006317 
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④ 塩化水素 

焼却施設の稼働に伴うばい煙の排出による塩化水素の予測結果は表 9-1-56 に、寄与濃度の

分布状況は図 9-1-22 に示すとおりである。 

     施設が寄与する塩化水素の濃度は、0.00003282ppm～0.000372ppm で、将来予測濃度は、

0.00104453ppm～0.0013730ppm と予測された。また、最大着地濃度出現地点は、事業地から北

西約 796m の地点に出現した。 

 

表 9-1-56 塩化水素の予測結果（長期平均濃度） 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（ppm） 

バックグラウンド濃度 

（ppm） 

将来予測濃度 

（ppm） 

最大着地濃度出現地点 

（事業地の北西約 796m） 
0.00037300 0.001 0.00137300 

ST-2 0.00006069 0.001 0.00106069 

ST-3 0.00009308 0.001 0.00109308 

ST-4 0.00004453 0.001 0.00104453 

ST-5 0.00008843 0.001 0.00108843 

 

⑤ 水銀 

焼却施設の稼働に伴うばい煙の排出による塩化水素の予測結果は表 9-1-57 に、寄与濃度の

分布状況は図 9-1-23 に示すとおりである。 

     施設が寄与する水銀の濃度は、0.00002733μg/m3～0.00184471μg/m3で、将来予測濃度は、

0.01002733μg/m3～0.01184471μg/m3と予測された。また、最大着地濃度出現地点は、事業地

から北西約 796m の地点に出現した。 

 

表 9-1-57 水銀の予測結果（長期平均濃度） 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（μg/m3） 

バックグラウンド濃度 

（μg/m3） 

将来予測濃度 

（μg/m3） 

最大着地濃度出現地点 

（事業地の北西約 796m） 
0.00184471 0.01 0.01184471 

ST-2 0.00003543 0.01 0.01003543 

ST-3 0.00006141 0.01 0.01006141 

ST-4 0.00002733 0.01 0.01002733 

ST-5 0.00004986 0.01 0.01004986 
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⑥ ダイオキシン類 

焼却施設の稼働に伴うばい煙の排出によるダイオキシン類の予測結果は表 9-1-58 に、寄与

濃度の分布状況は図 9-1-24 に示すとおりである。 

     施設が寄与する水銀の濃度は、0.00007952pg-TEQ/m3～0.000666pg-TEQ/m3で、将来予測濃度

は、0.0111662pg-TEQ/m3～0.026666pg-TEQ/m3と予測された。また、最大着地濃度出現地点

は、事業地から北西約 796m の地点に出現した。 

 

表 9-1-58 ダイオキシン類の予測結果（長期平均濃度） 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（pg-TEQ/m3） 

バックグラウンド濃度 

（pg-TEQ/m3） 

将来予測濃度 

（pg-TEQ/m3） 

最大着地濃度出現地点 

（事業地の北西約 796m） 
0.00066600 0.026 0.02666600 

ST-2 0.00010840 0.017 0.01710840 

ST-3 0.00016620 0.011 0.01116620 

ST-4 0.00007952 0.021 0.02107952 

ST-5 0.00015720 0.016 0.01615720 
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図 9-1-19 焼却施設の稼働に伴う窒素酸化物の寄与濃度分布図 
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図 9-1-20 焼却施設の稼働に伴う二酸化硫黄の寄与濃度分布図 
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図 9-1-21 焼却施設の稼働に伴う浮遊粒子状物質の寄与濃度分布図 
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図 9-1-22 焼却施設の稼働に伴う塩化水素の寄与分布図 
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図 9-1-23 焼却施設の稼働に伴う水銀の寄与濃度分布図 
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図 9-1-24 焼却施設の稼働に伴うダイオキシン類の寄与濃度分布図 
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(2) 短期高濃度 

① 一般的な気象条件時 

     一般的な気象条件時の予測結果を表 9-1-59 に示すとおりである。 

     最も高濃度となる気象条件は、風速 0.7m/s、大気安定度Ａのときであり、最大着地濃度出

現地点は、排気筒の風下側約 770m に出現した。 

 

表 9-1-59 一般的な気象条件時の予測結果 

予測項目 
排出ガス 
寄与濃度 

バックグラウンド
濃度 

将来予測濃度 気象条件 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.000949 0.012 0.012949 

風速 0.7m/s 

大気安定度 Ａ 

最大着地濃度出現地点 

：排気筒から約 770m 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.00944 0.002 0.01144 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.0023 0.033 0.03622 

塩化水素 
（ppm） 

0.00322 0.002 0.00522 

水銀 
（μg/m3） 

0.001728 0.01 0.011728 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.00575 0.021 0.02675 

 

② 上層逆転層発生時 

     上層逆転層発生時の予測結果を表 9-1-60 に示すとおりである。 

     最も高濃度となる気象条件は、風速 0.6m/s、大気安定度Ｃのときであり、最大着地濃度出

現地点は、排気筒の風下側約 3,861m に出現した。 

 

表 9-1-60 上層逆転層発生時の予測結果 

予測項目 
排出ガス 
寄与濃度 

バックグラウンド
濃度 

将来予測濃度 気象条件 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.000982 0.012 0.012982 

風速 0.6m/s 

大気安定度 Ｃ 

最大着地濃度出現地点 

：排気筒から約 3,861m 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.00976 0.002 0.01176 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.00238 0.033 0.03538 

塩化水素 
（ppm） 

0.00333 0.002 0.00533 

水銀 
（μg/m3） 

0.001782 0.01 0.011782 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.00595 0.021 0.02695 
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③ 接地逆転層崩壊時 

     接地逆転層崩壊時の予測結果を表 9-1-61 に示すとおりである。 

     最も高濃度となる気象条件は、風速 0.5m/s、大気安定度 Strong Inversion（強い逆転）、

接地逆転層の崩壊高さ 350m のときであり、最大着地濃度出現地点は、排気筒の風下側約 310m

に出現した。 

 

表 9-1-61 接地逆転層崩壊時の予測結果 

予測項目 
排出ガス 
寄与濃度 

バックグラウンド
濃度 

将来予測濃度 気象条件 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.0585 0.012 0.0705 
風速 0.5m/s 

カーペンターモデルの 

大気安定度 

 ：StrongInversion 

接地逆転層崩壊高さ 

 ：350m 

最大着地濃度出現地点 

：排気筒から約 310m 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.0581 0.002 0.0601 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.014176 0.033 0.04716 

塩化水素 
（ppm） 

0.01784 0.002 0.01984 

水銀 
（μg/m3） 

0.010629 0.01 0.020629 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.035441 0.021 0.056441 

 

④ ダウンウォッシュ発生時 

     ダウンウォッシュ発生時の予測結果を表 9-1-62 に示すとおりである。 

     最も高濃度となる気象条件は、風速 12.2m/s、大気安定度Ａのときであり、最大着地濃度出

現地点は、排気筒の風下側約 343m に出現した。 

 

表 9-1-62 ダウンウォッシュ発生時の予測結果 

予測項目 
排出ガス 
寄与濃度 

バックグラウンド
濃度 

将来予測濃度 気象条件 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.000468 0.012 0.012468 

風速 12.2m/s 

大気安定度 Ａ 

最大着地濃度出現地点 

：排気筒から約 343m 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.00465 0.002 0.00665 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.00113 0.033 0.03413 

塩化水素 
（ppm） 

0.00159 0.002 0.00359 

水銀 
（μg/m3） 

0.00085 0.01 0.01085 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.000283 0.021 0.021283 
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⑤ ダウンドラフト発生時 

     ダウンドラフト発生時の予測結果を表 9-1-63 に示すとおりである。 

     最も高濃度となる気象条件は、風速 0.7m/s、大気安定度Ａのときであり、最大着地濃度出

現地点は、排気筒の風下側約 662m に出現した。 

 

表 9-1-63 ダウンドラフト発生時の予測結果 

予測項目 
排出ガス 
寄与濃度 

バックグラウンド
濃度 

将来予測濃度 気象条件 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.00146 0.012 0.01346 

風速 0.7m/s 

大気安定度 Ａ 

最大着地濃度出現地点 

：排気筒から約 662m 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.0145 0.002 0.0165 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.00354 0.033 0.03654 

塩化水素 
（ppm） 

0.00495 0.002 0.00695 

水銀 
（μg/m3） 

0.002651 0.01 0.012651 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.00884 0.021 0.02984 
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4. 廃棄物運搬車両等の走行に伴う大気質への影響 

1) 予測内容 

施設に稼働による廃棄物運搬車両等の走行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び炭化水

素の濃度の変化の程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、現地調査の調査地域と同様に、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は現地調査地点と同様とした。また、予測高さは、地上 1.5m とした。 

 

表 9-1-64 廃棄物運搬車両等の走行に伴う大気質の予測地点 

影響要因 予測地点 

廃棄物運搬車両等の走行 
No.1（ST-6） 
No.2 

市道幹 2号 

注）予測地点の位置は、前掲図 9-1-1(5)に示す沿道大気の現地調査地点と交通量調査地点 No.2 同じとした。 

 

3) 予測対象時期等 

     施設の稼働が定常状態になる時期とした。 

     予測の対象とする時間帯は、廃棄物運搬車両等の走行時間帯（8時～17 時）を含む 7時～

19 時とした。 

 

4) 予測方法 

     施設の稼働時における廃棄物運搬車両等（従業員の通勤車両等を含む）の交通量を設定

し、前掲「2.資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響 4）予測方法」と同様の大気拡

散式（プルーム式・パフ式）に基づき拡散計算を実施し、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び

炭化水素の濃度を定量的に予測した。 

予測する手順は、前掲「2.資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響 4）予測方法」

と同様とした。 

 

(1) 予測式 

拡散計算に用いる予測式は、前掲「2.資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響 4）

予測方法 (1)予測式」と同様とした。 
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(2) 予測条件 

① 交通条件 

   ア.交通量 

     予測対象時期等に走行する廃棄物運搬車両等の交通量は、表 9-1-65(1)～表 9-1-65(2)に示

すとおりである。 

 

表 9-1-65(1) 廃棄物運搬車両等交通量の設定：No.1 

                                                 単位：台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-1-65(1) 廃棄物運搬車両等交通量の設定：No.1 

                                                 単位：台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 91 691 0 15 91 706 47 749 0 0 47 749

8:00 - 9:00 170 757 7 0 177 757 154 588 6 0 160 588

9:00 - 10:00 107 428 7 0 114 428 148 370 7 0 155 370

10:00 - 11:00 103 534 7 0 110 534 176 463 7 0 183 463

11:00 - 12:00 142 426 7 0 149 426 161 483 7 0 168 483

12:00 - 13:00 107 405 0 0 107 405 79 438 0 0 79 438

13:00 - 14:00 146 430 7 0 153 430 117 449 7 0 124 449

14:00 - 15:00 148 488 7 0 155 488 161 485 7 0 168 485

15:00 - 16:00 134 407 7 0 141 407 152 489 7 0 159 489

16:00 - 17:00 84 454 6 0 90 454 114 479 7 0 121 479

17:00 - 18:00 64 663 0 0 64 663 108 699 0 0 108 699

18:00 - 19:00 59 625 0 0 59 625 46 631 0 15 46 646

合 計 1,355 6,308 55 15 1,410 6,323 1,463 6,323 55 15 1,518 6,338

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 89 651 0 0 89 651 60 918 0 15 60 933

8:00 - 9:00 173 632 6 0 179 632 119 734 7 0 126 734

9:00 - 10:00 117 551 7 0 124 551 160 411 7 0 167 411

10:00 - 11:00 73 559 7 0 80 559 165 443 7 0 172 443

11:00 - 12:00 167 474 7 0 174 474 150 389 7 0 157 389

12:00 - 13:00 106 446 0 0 106 446 62 442 0 0 62 442

13:00 - 14:00 155 396 7 0 162 396 75 448 7 0 82 448

14:00 - 15:00 160 405 7 0 167 405 151 435 7 0 158 435

15:00 - 16:00 63 487 7 0 70 487 119 462 7 0 126 462

16:00 - 17:00 56 585 7 0 63 585 139 469 6 0 145 469

17:00 - 18:00 65 941 0 0 65 941 102 616 0 0 102 616

18:00 - 19:00 43 868 0 15 43 883 30 639 0 0 30 639

合 計 1,267 6,995 55 15 1,322 7,010 1,332 6,406 55 15 1,387 6,421

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進
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   イ.走行速度 

     走行速度は、法定速度の 50km/h とした。 

 

② 排出係数 

車種別の排出係数は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については「道路環境影響評価の技術

手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土技術政策総合研究所資料第 714 号）、炭化水素につ

いては「平成 27 年度都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」（平成 29 年、東京都環境

局）を用いた。 

車種別の排出係数は、表 9-1-66 に示すとおりである。 

 

表 9-1-66 廃棄物運搬車両等の走行に係る車種別の排出係数 

 項目 
走行速度 

（km/h） 

車種別の排出係数（g/km･台） 

大型車 小型車 

窒素酸化物（NOx） 

50 

0.295 0.041 

浮遊粒子状物質（SPM） 0.005557 0.000369 

炭化水素（HC） 0.1909 0.0236 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土技術政策総合研究所資料第 714 号） 

     「平成 27 年度都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」（平成 29 年、東京都環境局） 

 

   ③ 排出源の位置及び道路条件 

排出源（煙源）は、前掲「2.資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響 4）予測方法 

(2)予測条件 ④排出源の位置及び道路交通条件」と同様とした。 

 

④ 気象条件 

気象条件は、前掲「2.資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響 4）予測方法 (2)予

測条件 ⑤気象条件」と同様とした。 

 

⑤ 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

予測計算した窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換は、前掲「2.資材運搬等の車両

の走行に伴う大気質への影響 4）予測方法 (2)予測条件 ⑥窒素酸化物から二酸化窒素への変

換式」と同様とした。 
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⑥ バックグラウンド濃度 

廃棄物運搬車両等の走行に伴うバックグラウンド濃度は、予測地点毎の沿道大気の現地調査

結果から期間平均値をバックグラウンド濃度（年平均値）として設定した。設定したバックグ

ラウンド濃度は、表 9-1-67 に示すとおりである。 

 

表 9-1-67 廃棄物運搬車両等の走行に係るバックグラウンド濃度（年平均値） 

予測地点 
バックグラウンド濃度 

二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質（mg/m3） 炭化水素（ppmC） 

ST-6（No.1） 0.008 0.027 2.3 

注）バックグラウンド濃度は現地調査結果の期間平均値を用いた。 

 

5) 予測結果 

   (1) 二酸化窒素 

     二酸化窒素の予測結果は表 9-1-68 に示すとおりである。 

     廃棄物運搬車両等の走行に伴う排出ガス寄与濃度は、0.000001879ppm、0.000001884ppm で将

来予測濃度は、0.008001879ppm、0.008001884ppm と予測された。 

 

表 9-1-68 廃棄物運搬車両等の走行に伴う二酸化窒素の予測結果 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（ppm） 

バックグラウンド濃度 

（ppm） 

将来予測濃度 

（ppm） 

No.1（ST-6） 0.000001253 
0.008 

0.008001253 

No.2 0.000001256 0.008001256 

 

   (2) 浮遊粒子状物質 

     浮遊粒子状物質の予測結果は表 9-1-69 に示すとおりである。 

     廃棄物運搬車両等の走行に伴う排出ガス寄与濃度は、0.0000005386mg/m3、0.0000005378mg/m3

で将来予測濃度は、0.0270005386mg/m3、0.0270005378mg/m3と予測された。 

 

表 9-1-69 廃棄物運搬車両等の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（mg/m3） 

バックグラウンド濃度 

（mg/m3） 

将来予測濃度 

（mg/m3） 

No.1（ST-6） 0.0000005386 
0.027 

0.0270005386 

No.2 0.0000005378 0.0270005378 
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   (3) 炭化水素 

     炭化水素の予測結果は表 9-1-70 に示すとおりである。 

     廃棄物運搬車両等の走行に伴う排出ガス寄与濃度は、0.000004122ppmC、0.000004139ppmC で

将来予測濃度は、2.300004122ppmC、2.300004139ppmC と予測された 

 

表 9-1-70 廃棄物運搬車両等の走行に伴う炭化水素の予測結果 

予測地点 
排出ガス寄与濃度 

（ppmC） 

バックグラウンド濃度 

（ppmC） 

将来予測濃度 

（ppmC） 

No.1（ST-6） 0.000004122 
2.3 

2.300004122 

No.2 0.000004139 2.300004139 

 

9-1-3 評価 

1. 建設機械の稼働に伴う大気質への影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

大気質において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

建設機械の稼働に伴う大気質に係る環境保全目標は、表 9-1-71 に示すとおりとした。 

 

表 9-1-71 建設機械の稼働に伴う大気質に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

建設機械の稼働 

【二酸化窒素】 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号）に示

されている 1時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内また

はそれ以下とする。 

【粉じん】 

「周辺地域の住民の日常生活に支障を及ぼさないこと」とする。 

 

     前掲「9-1-2 予測」において示した二酸化窒素の年平均値については、環境基準と比較する

ために、日平均値の年間 98％値に換算した。 

換算においては、埼玉県内における一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）の過去

5年間（平成 27 年度から令和元年度）の年平均値と日平均値から最小二乗法により求めた回

帰式を換算式として用いた。 

換算式は下記の通りである。また、年平均値と日平均値の相関関係を図 9-1-25 に示す。 
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【二酸化窒素】 日平均の年間 98％値 ＝ 2.0574×[年平均値（ppm）]＋0.0014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-25 二酸化窒素の年平均値と日平均値の年間 98％値の相関関係（一般局） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

     ○建設機械の稼働が集中しないよう工事計画を検討する。 

     ○建設機械は、実行可能な範囲で排出ガス対策型の機種を使用する。 

     ○建設機械の点検、整備を適切に行い、性能の維持に努める。 

     ○建設機械の空ぶかしや過負荷運転の抑制に努める。 

     ○建設機械に使用する燃料は、適正な品種のものを使用する。 

     ○建設機械の稼働は、原則として日曜日は行わず、午前 8時から午後 5時までとする。 

     ○敷地境界には仮囲いを設け、粉じんの飛散防止を図る。 

     ○必要に応じ散水を行い、粉じんの飛散防止を図る。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

建設機械の使用にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、実行

可能な範囲で排出ガス対策型の機種を使用するとともに、建設機械の集中稼働を避けるよう

な工事計画の検討を行い、過負荷運転の抑制、燃料の適正品種の使用、工事用仮囲いの設置

などの大気汚染対策を適切に実施する。 

以上により、建設機械の稼働に伴う大気質への影響は、小さいものに抑えられると考えら

れることから、実行可能な範囲内でできる限り低減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

   ① 二酸化窒素 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-1-72 に示す

とおりとした。 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の将来予測濃度は、最大で 0.058ppm であり、環境保全目

標との整合が図られていると評価した。 
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表 9-1-72 建設機械の稼働に伴う大気質に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度（ppm） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 年平均値 
日平均値の年間

98％値 

最大着地濃度出現地点 
（事業地内） 

0.0282 0.059419 

0.06ppm 以下 
（日平均値の年間

98％値） 

○ 

ST-2 0.007001343 0.015805 ○ 

ST-3 0.0080015 0.017862 ○ 

ST-4 0.008001155 0.017862 ○ 

ST-5 0.007002273 0.015806 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち日平均値の年間 98％値が環境保全目標に適合していることを表

す。 

 

② 粉じん（降下ばいじん） 

粉じんの発生する可能性がある気象条件の出現割合が小さい状況下で、粉じんの飛散によ

る問題が生じておらず、建設機械の集中稼働ができるだけ生じないような工事計画の検討、

敷地境界に工事用仮囲い等を設置する等の粉じん対策を実施することで、粉じんの飛散によ

る周辺地域への影響は小さく抑えられると予測される。 

以上により、周辺地域の住民の日常生活に支障を及ぼさないと考えられることから、環境

保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

2. 資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

大気質において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

資材運搬等の車両の走行に伴う大気質に係る環境保全目標は、表 9-1-73 に示すとおりとし

た。 
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表 9-1-73 資材運搬等の車両の走行に伴う大気質に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

資材運搬等の車両の

走行 

【二酸化窒素】 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号）に示

されている 1時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内また

はそれ以下とする。 

【浮遊粒子状物質】 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）に示

されている 1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3とする。 

 

前掲「9-1-2 予測」において示した二酸化窒素の年平均値については、環境基準と比較す

るために、日平均値の年間 98％値に、浮遊粒子状物質の年平均値については、環境基準と比

較するために、日平均値の年間 2％除外値に換算した。 

換算においては、埼玉県内における自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）の過

去 5年間（平成 27 年度から令和元年度）の年平均値と日平均値から最小二乗法により求めた

回帰式を換算式として用いた。 

換算式は下記の通りである。また、年平均値と日平均値の相関関係を図 9-1-26 及び図 9-1-

27 に示す。 

 

【二酸化窒素】日平均値の年間 98％値（ppm）＝1.5818×[年平均値（ppm）]＋0.006 

【浮遊粒子状物質】日平均値の年間 2％除外値（mg/m3）＝1.5818×[年平均値（mg/m3）]＋0.0074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-26 二酸化窒素の年平均値と日平均値の年間 98％値の相関関係（自排局） 

  

y = 1.5818x + 0.006

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0 0.01 0.02 0.03 0.04

日
平

均
値

の
9
8％

値
（

pp
m）

年平均値（ppm）



9-1-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-27 浮遊粒子状物質の年平均値と日平均値の年間 2％除外値の相関関係（自排局） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

     ○資材等運搬車両が集中しないよう工事計画を検討する。 

     ○資材等運搬車両は、実行可能な範囲で最新の排出ガス規制適合車等を使用する。 

     ○資材等運搬車両は、点検、整備を適切に行う。 

     ○資材等運搬車両の過積載防止を徹底する。 

     ○資材等運搬車両は、原則として日曜日は走行せず、走行時間は午前 8時から午後 6時まで

とする。 

     ○資材等運搬車両の不必要な空ぶかしの抑制、アイドリングストップに努める。 

     ○資材等運搬車両のタイヤに付着した土等の飛散を防止するため、工事車両出入口付近に水

洗いの設備を設ける。 

     ○土砂等の運搬車両は、荷台からの土砂等の飛散を防止するためシートを掛ける。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

資材運搬等の車両の走行にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとお

り、実行可能な範囲で最新の排出ガス規制適合車を使用するとともに、資材運搬等の車両の

集中走行を避けるような運行計画の検討を行い、不必要な空ぶかしの抑制やアイドリングス

トップの実施、洗車による泥・土の飛散防止などの対策を適切に実施する。 

以上により、資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響は、小さいものに抑えられる

と考えられることから、実行可能な範囲内でできる限り低減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

① 二酸化窒素 

資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素の予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-1-

74 に示すとおりとした。 

資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素の将来予測濃度は、すべての地点で環境保全目

標とした環境基準を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

y = 1.9108x + 0.0074
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表 9-1-74 資材運搬等の車両の走行に伴う二酸化窒素に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度（ppm） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 年平均値 
日平均値の 
年間 98％値 

No.1（ST-6） 0.008001253 0.018656 0.06ppm 以下 

（日平均値の年間 98％値） 

○ 

No.2 0.008001256 0.018656 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち日平均値の年間 98％値が環境保全目標に適合していることを表

す。 

 

② 浮遊粒子状物質 

資材運搬等の車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果と環境保全目標との比較は、表

9-1-75 に示すとおりとした。 

資材運搬等の車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の将来予測濃度は、すべての地点で環境保

全目標とした環境基準を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-1-75 資材運搬等の車両の走行に伴う浮遊粒子状物質に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度（mg/m3） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 年平均値 
日平均値の 

年間 2％除外値 

No.1（ST-6） 0.0270003591 0.058992 0.10mg/m3以下 

（日平均値の年間 2％除外値） 

○ 

No.2 0.0270003585 0.058992 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち日平均値の年間 2％除外値が環境保全目標に適合していることを

表す。 

 

3. 施設の稼働に伴う大気質への影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

大気質において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

施設の稼働に伴う大気質に係る環境保全目標は、表 9-1-76 に示すとおりとした。 
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表 9-1-76 施設の稼働に伴う大気質に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の稼働 

【二酸化窒素】 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号）に示さ

れている環境基準を満たすこと。 

（長期的評価）日平均値の年間 98％値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン

内又はそれ以下とする。 

「二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について」（昭和 53年 3 月答

申、中央公害対策審議会） 

（短期的評価）1時間値が 0.1ppm から 0.2ppm 以下とする。 

 

【二酸化硫黄】 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）に示さ

れている環境基準を満足すること。 

（長期的評価）日平均値の 2％除外値が 0.04ppm 以下とする。 

（短期的評価）1時間値が 0.1ppm 以下とする。 

 

【浮遊粒子状物質】 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）に示さ

れている環境基準を満足すること。 

（長期的評価）日平均値の 2％除外値が 0.10mg/m3以下とする。 

（短期的評価）1時間値が 0.20mg/m3以下とする。 

 

【塩化水素】 

「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等について」（昭和 52 

年 6 月、総理府令第 32 号）に示されている目標環境濃度を満足すること。 

（短期的評価）最大値が 0.02ppm 以下とする。 

 

【水銀】 

「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第 7次答申）」（平成 15年 7 

月、中央環境審議会）に示されている長期ばく露に係る指針値を満足するこ

と。 

（長期的評価）年平均値が 0.04μg/m3以下とする。 

 

【ダイオキシン類】 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む）

及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成 11 年 12 月、環境庁告示第 68 号）に示

されている環境基準を満たすこと。 

（長期的評価）年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下とする。 
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前掲「9-1-2 予測」において示した二酸化窒素及び二酸化硫黄、浮遊粒子状物質の年平均

値については、環境基準と比較するために、二酸化窒素は日平均値の年間 98％値へ、二酸化

硫黄及び浮遊粒子状物質については 2％除外値へ換算した。 

換算においては、二酸化窒素の年平均値から日平均値の年間 98％値への換算は、前掲「1. 

建設機械の稼働に伴う大気質への影響 1)評価方法 (2) 基準・目標等との整合の観点」と同

様とした。また、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値への換算は、埼玉県

内における一般局の過去 5年間（平成 27 年度から令和元年度）の年平均値と日平均値から最

小二乗法により求めた回帰式を換算式として用いた。 

二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質についての換算式は、下記のとおりである。また、二酸化

硫黄及び浮遊粒子状物質の年平均値と日平均値の 2％除外値との相関関係を図 9-1-28 及び図

9-1-29 に示す。 

 

【二酸化硫黄】 日平均の 2％除外値 ＝ 1.5299×[年平均値（ppm）]＋0.0007 

【浮遊粒子状物質】日平均の 2％除外値 ＝ 1.518×[年平均値（mg/m3）]＋0.0142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-28 二酸化硫黄の年平均値と日平均値の 2％除外値の相関関係（一般局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-29 浮遊粒子状物質の年平均値と日平均値の 2％除外値の相関関係（一般局） 
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2) 環境の保全に関する配慮方針 

     ○排ガスの排出濃度は、大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例に定める規制基準を遵

守するとともに、定期的な測定、モニタリングを実施し、適正な運転管理を行う。 

     ○排ガス処理設備の適切な維持管理を行い、排ガス中の大気汚染物質の低減を図る。 

     ○焼却する廃棄物の組成の均一化を図り、安定した燃焼を行う。 

     ○燃焼温度等を監視し適正な運転管理を行うことにより、安定燃焼を確保する。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の稼働にあたって、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおりの対策を適切

に実施する。 

以上により、周辺地域への大気質の影響は小さく抑えられると考えられることから、施設

の稼働に伴う大気質への影響は、実行可能な範囲内でできる限り減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

① 焼却施設の稼働 

ア.長期的評価 

長期的評価における施設の稼働に伴う大気質の予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-

1-77～表 9-1-82 に示すとおりとした。 

施設の稼働に伴う大気質の予測結果は、すべての予測項目について環境保全目標とした環

境基準を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-1-77 施設の稼働に伴う二酸化窒素に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度（ppm） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 年平均値 
日平均値の年間

98％値 

最大着地濃度出現地点 
（事業地の北西約 796m） 

0.0191100 0.040717 

0.06ppm 以下 
（日平均値の年間

98％値） 

○ 

ST-2 0.00701788 0.015839 ○ 

ST-3 0.00802742 0.017916 ○ 

ST-4 0.00801312 0.017886 ○ 

ST-5 0.00702606 0.015855 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち日平均値の年間 98％値が環境保全目標に適合していることを表

す。 
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表 9-1-78 施設の稼働に伴う二酸化硫黄に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度（ppm） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 年平均値 
日平均値の年間

2％除外値 

最大着地濃度出現地点 
（事業地の北西約 796m） 

0.00209 0.003897 

0.04ppm 以下 
（日平均値の年間

2％除外値） 

○ 

ST-2 0.0021777 0.004032 ○ 

ST-3 0.0012726 0.002647 ○ 

ST-4 0.0001304 0.000899 ○ 

ST-5 0.001259 0.002626 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち日平均値の年間 2％除外値が環境保全目標に適合していることを

表す。 

 

表 9-1-79 施設の稼働に伴う浮遊粒子状物質に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度（mg/m3） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 年平均値 
日平均値の年間

2％除外値 

最大着地濃度出現地点 
（事業地の北西約 796m） 

0.01826600 0.041928 

0.10mg/m3以下 
（日平均値の年間

2％除外値） 

○ 

ST-2 0.01604335 0.038554 ○ 

ST-3 0.01706648 0.040107 ○ 

ST-4 0.01603181 0.038536 ○ 

ST-5 0.02006317 0.044656 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち日平均値の年間 2％除外値が環境保全目標に適合していることを

表す。 

 

表 9-1-80 施設の稼働に伴う塩化水素に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度年平均値 

（ppm） 
環境保全目標 

評価の 

適合状況 

最大着地濃度出現地点 
（事業地の北西約 796m） 

0.00137300 

0.02ppm 以下 
（年平均値） 

○ 

ST-2 0.00106069 ○ 

ST-3 0.00109308 ○ 

ST-4 0.00104453 ○ 

ST-5 0.00108843 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度年平均値が環境保全目標に適合していることを表す。 
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表 9-1-81 施設の稼働に伴う水銀に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度年平均値 

（μg/m3） 
環境保全目標 

評価の 

適合状況 

最大着地濃度出現地点 
（事業地の北西約 796m） 

0.01184471 

0.04μg/m3以下 
（年平均値） 

○ 

ST-2 0.01003543 ○ 

ST-3 0.01006141 ○ 

ST-4 0.01002733 ○ 

ST-5 0.01004986 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度年平均値が環境保全目標に適合していることを表す。 

 

表 9-1-82 施設の稼働に伴うダイオキシン類に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度年平均値 

（pg-TEQ/m3） 
環境保全目標 

評価の 

適合状況 

最大着地濃度出現地点 
（事業地の北西約 796m） 

0.02666600 

0.6pg-TEQ/m3以下 
（年平均値） 

○ 

ST-2 0.01710840 ○ 

ST-3 0.01116620 ○ 

ST-4 0.02107952 ○ 

ST-5 0.01615720 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度年平均値が環境保全目標に適合していることを表す。 

 

イ.短期的評価 

短期的評価における施設の稼働に伴う大気質の予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-

1-83 に示すとおりとした。 

施設の稼働に伴う大気質の将来予測濃度は、すべての予測項目について環境保全目標とし

た環境基準を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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表 9-1-83 施設の稼働に伴う大気質の予測結果と環境保全目標との比較 

気象 

条件 
予測地点 将来予測濃度 環境保全目標 

評価の 

適合状況 

大
気
安
定
度
不
安
定
時 

二酸化窒素（ppm） 0.012949 0.2ppm 以下 ○ 

二酸化硫黄（ppm） 0.01144 0.1ppm 以下 ○ 

浮遊粒子状物質（㎎/m3） 0.03622 0.20 ㎎/m3 以下 ○ 

塩化水素（ppm） 0.00522 0.02ppm 以下 ○ 

水銀（μg/m3） 0.011728 0.04μg/m3以下 ○ 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3） 0.02675 0.6pg-TEQ/m3 ○ 

上
昇
逆
転
層
出
現
時 

二酸化窒素（ppm） 0.012982 0.2ppm 以下 ○ 

二酸化硫黄（ppm） 0.01176 0.1ppm 以下 ○ 

浮遊粒子状物質（㎎/m3） 0.03538 0.20 ㎎/m3 以下 ○ 

塩化水素（ppm） 0.00533 0.02ppm 以下 ○ 

水銀（μg/m3） 0.011782 0.04μg/m3以下 ○ 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3） 0.02695 0.6pg-TEQ/m3 ○ 

接
地
逆
転
層
崩
壊
時 

二酸化窒素（ppm） 0.0705 0.2ppm 以下 ○ 

二酸化硫黄（ppm） 0.0601 0.1ppm 以下 ○ 

浮遊粒子状物質（㎎/m3） 0.04716 0.20 ㎎/m3 以下 ○ 

塩化水素（ppm） 0.01984 0.02ppm 以下 ○ 

水銀（μg/m3） 0.020629 0.04μg/m3以下 ○ 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3） 0.056441 0.6pg-TEQ/m3 ○ 

ダ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
時 

二酸化窒素（ppm） 0.012468 0.2ppm 以下 ○ 

二酸化硫黄（ppm） 0.00665 0.1ppm 以下 ○ 

浮遊粒子状物質（㎎/m3） 0.03413 0.20 ㎎/m3 以下 ○ 

塩化水素（ppm） 0.00359 0.02ppm 以下 ○ 

水銀（μg/m3） 0.01085 0.04μg/m3以下 ○ 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3） 0.021283 0.6pg-TEQ/m3 ○ 

ダ
ウ
ン
ド
ラ
フ
ト
時 

二酸化窒素（ppm） 0.01346 0.1ppm 以下 ○ 

二酸化硫黄（ppm） 0.0165 0.1～0.2ppm 以下 ○ 

浮遊粒子状物質（㎎/m3） 0.03654 0.20 ㎎/m3 以下 ○ 

塩化水素（ppm） 0.00695 0.02ppm 以下 ○ 

水銀（μg/m3） 0.012651 0.04μg/m3以下 ○ 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3） 0.02984 0.6pg-TEQ/m3 ○ 

注 評価の適合状況の「○」は、将来予測濃度が環境保全目標に適合していることを表す。 
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4. 廃棄物運搬車両等の走行に伴う大気質への影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

大気質において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う大気質に係る環境保全目標は、表 9-1-84 に示すとおりとし

た。 

 

表 9-1-84 廃棄物運搬車両等の走行に伴う大気質に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

廃棄物運搬車両等の走行 

【二酸化窒素】 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号）

に示されている 1時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾ

ーン内またはそれ以下とする。 

【浮遊粒子状物質】 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）

に示されている 1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3とする。 

【炭化水素】 

「光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針につ

いて（答申）」（昭和 51 年中央公害対策審議会）に示されている非メタン

炭化水素の指針値、午前 6時～9時の 3時間平均値が 0.20～0.31ppmC 以

下を満たすこと。 

 

前掲「9-1-2 予測」において示した二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び炭化水素の年平均値

について環境基準と比較するために、二酸化窒素は日平均値の年間 98％値へ、浮遊粒子状物

質は日平均値の 2％除外値へ、並びに、炭化水素は非メタン炭化水素の 6時～9時における年

平均値へ換算した。 

換算においては、二酸化窒素の年平均値から日平均値の年間 98％値への換算及び浮遊粒子

状物質の年平均値から日平均値の 2％除外値の換算は、前掲「2. 資材運搬等の車両の走行に

伴う大気質への影響 1)評価方法 (2) 基準・目標等との整合の観点」と同様とした。 

炭化水素の年平均値から非メタン炭化水素の 6時～9時における年平均値への換算は、埼玉

県内における自排局の過去 5年間（平成 27 年度から令和元年度）の炭化水素の年平均値と非

メタン炭化水素の 6時～9時における年平均値から最小二乗法により求めた回帰式を換算式と

して用いた。炭化水素についての換算式は、下記のとおりである。炭化水素の年平均値と非

メタン炭化水素の 6時～9時における年平均値の相関関係を図 9-1-30 に示す。 



9-1-112 

 

【炭化水素】 非メタン炭化水素の 6時～9時における年平均値（ppmC） 

＝ 0.8029×[炭化水素の年平均値（ppm）]－1.6336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1-30 炭化水素の年平均値と非メタン炭化水素の 

6 時～9 時における年平均値の相関関係（自排局） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

     ○車両運転手に対し、不必要な空ぶかしの抑制、アイドリングストップ等のエコドライブを

実施するよう指導する。 

     ○低排出ガス型車両の導入に努める。 

     ○廃棄物運搬車両は、点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるなど適正な走行に努める。 

     ○廃棄物運搬車両が集中しないよう計画的な搬入に努める。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

廃棄物運搬車両等の走行にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとお

り、実行可能な範囲で低排出ガス型車両を導入するとともに、廃棄物運搬車両等の集中走行

を避けるような運行計画の検討を行い、適切な点検・整備の実施、不必要な空ぶかしの抑制

やアイドリングストップなどの対策を適切に実施する。 

以上により、周辺地域への大気質の影響は小さく抑えられると考えられることから、廃棄

物運搬車両等の走行に伴う大気質への影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減されると

評価した。 
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(2) 基準・目標等との整合の観点 

   ① 二酸化窒素 

     廃棄物運搬車両等の走行に伴う二酸化窒素の予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-1-

85 に示すとおりとした。 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う二酸化窒素の将来予測濃度は、すべての地点で環境保全目

標とした環境基準を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-1-85 廃棄物運搬車両等の走行に伴う二酸化窒素に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度（ppm） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 年平均値 
日平均値の 
年間 98％値 

No.1（ST-6） 0.008001253 0.018657 0.06ppm 以下 

（日平均値の年間 98％値） 

○ 

No.2 0.008001256 0.018657 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち日平均値の年間 98％値が環境保全目標に適合していることを表

す。 

 

   ② 浮遊粒子状物質 

     廃棄物運搬車両等の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測結果と環境保全目標との比較は、表

9-1-86 に示すとおりとした。 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う浮遊粒子状物質の将来予測濃度は、すべての地点で環境保

全目標とした環境基準を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-1-86 廃棄物運搬車両等の走行に伴う二酸化窒素に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 
将来予測濃度（mg/m3） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 年平均値 
日平均値の 

年間 2％除外値 

No.1（ST-6） 0.0270005386 0.058993 0.10mg/m3以下 

（日平均値の年間 2％除外値） 

○ 

No.2 0.0270005378 0.058993 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち日平均値の年間 2％除外値が環境保全目標に適合していることを

表す。 
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   ③ 炭化水素 

     廃棄物運搬車両等の走行に伴う炭化水素の予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-1-87

に示すとおりとした。 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う炭化水素の将来予測濃度は、すべての地点で環境保全目標

とした環境基準を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-1-87 廃棄物運搬車両等の走行に伴う炭化水素に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測地点 

将来予測濃度（ppmC） 

環境保全目標 
評価の 

適合状況 炭化水素の 

年平均値 

非メタン炭化水素

の 6時～9時 

における年平均値 

No.1（ST-6） 2.300004122 0.213073 非メタン炭化水素で、午前 6時

～9時の 3時間平均値が 0.20～

0.31ppmC 以下 

○ 

No.2 2.300004139 0.213073 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度のうち非メタン炭化水素の 6時～9 時における年平均値が環境保全目標

に適合していることを表す。 
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9-2 騒音・低周波音 

9-2-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

工事の実施、施設の存在及び供用に伴う騒音・低周波音への影響を予測及び評価するために、

表 9-2-1 に示す項目について調査を実施した。 

 

表 9-2-1 騒音の調査項目 

調査項目 

騒音及び低周波音の状況 ・環境騒音 

・道路交通騒音 

・低周波音 

道路交通の状況 ・交通量 

・走行速度 

・道路構造 

音の伝播に影響を及ぼす地形・地物の状況 

その他の事項 ・既存の発生源の状況 

・学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必

要な施設及び住宅の分布状況 
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2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-2-2 に示す資料を収集、整理した。 

 

表 9-2-2 騒音に係る既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

騒音及び低周波音の状況 ・平成 30 年度 自動車交通騒音・道路交通振動実態調査結果 

（埼玉県ホームページ） 

道路交通の状況 ・平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査 

（埼玉県ホームページ） 

騒音の伝播に影響を及ぼす地形・地物

の状況 
・地形図 

・土地利用現況図 
その他の事項 

 

2) 現地調査 

騒音及び低周波音の状況、並びに道路交通の状況の現地調査は、表 9-2-3 に示す方法により

実施した。 

 

表 9-2-3 騒音の調査方法（騒音及び低周波音の状況、並びに道路交通の状況） 

調査項目 調査方法 

騒音の状況 環境騒音 「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年、環境庁告示第 64

号）に定める方法に基づき、等価騒音レベル（LAeq）、時間率騒音

レベル（LA5、LA10、LA50、LA90、LA95）を測定した。 道路交通騒音 

低周波音 「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12年、環境

庁）に基づき、G特性音圧レベル、1/3 オクターブバンド音圧レ

ベルを測定した。 

道路交通の状況 車種別・方向別 

交通量 

ハンドカウンターを用いて、方向別、時間別、車種別（大型車、

小型車、自動二輪車）に計測した。 

走行速度 大型車及び小型車（1時間毎に各 5台ずつ）を対象として、方向

別に、スピードガンで測定した。 

道路構造 道路（車道、路肩、歩道等）の幅員をメジャー等により計測し

た。 
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3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

2) 現地調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とし、調査地点は表 9-2-4 及び図 9-2-1(1)～図

9-2-1(2)に示すとおりとした。 

環境騒音の調査地点は、対象事業実施区域敷地境界 4地点及び対象事業実施区域周辺地域の

一般環境 4地点とした。 

低周波音の調査地点は、対象事業実施区域敷地境界 4地点とした。 

道路交通騒音及び道路交通の状況の調査地点は、工事中の資材運搬等の車両及び廃棄物運搬

車両等の主な走行ルート沿いの 2地点とした。 

 

表 9-2-4 騒音の調査地点 

調査項目 調査地点 調査地点詳細 

環境騒音（敷地境界） 

低周波音 

ST-1 対象事業実施区域敷地境界（北側） 

ST-2 対象事業実施区域敷地境界（東側） 

ST-3 対象事業実施区域敷地境界（南側） 

ST-4 対象事業実施区域敷地境界（西側） 

道路交通騒音 

道路交通の状況 

ST-5（№1） 市道幹 2号南側区間沿道 

ST-6（№2） 市道幹 2号北側区間沿道 

環境騒音（一般環境） 

ST-7 対象事業実施区域の北側［松原公園付近］ 

ST-8 対象事業実施区域の東側［隣接事業所付近］ 

ST-9 対象事業実施区域の南側［中折之口公園付近］ 

ST-10 対象事業実施区域の南側［深谷市折之口 1883 付近］ 
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図 9-2-1（1） 調査地点位置図（環境騒音、低周波音） 

 

● 
ST-1 

● 
ST-2 

● 

ST-3 

● 

●：調査地点 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 1：5000 

ST-4 

市道幹 2 号 

市道幹 2 号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 

● 
ST-7 

● ST-8 

● 
ST-9 

● 
ST-10 

市道 I-120 号 
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図 9-2-1(2) 調査地点位置図（道路交通騒音等） 

● 
ST-6、№2 

● 
ST-5、№1 

市道幹 2 号 

●：調査地点 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

市道幹 2 号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 

市道 I-120 号 
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4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を用いた。 

 

2) 現地調査 

騒音の調査期間等は、表 9-2-5 に示すとおりとした。 

環境騒音及び低周波音の調査は、平日及び休日に各 24 時間の連続測定を実施した。 

道路交通騒音及び道路交通の状況の調査は、関係車両の走行時間帯を考慮して平日及び休日

の 7時～19 時に実施した。 

 

表 9-2-5 騒音の調査期間等 

調査項目 調査期間 

騒音の状況 

環境騒音 

低周波音 

休日：令和 3年 4月 11 日（日）0時～24 時 

平日：令和 3年 4月 20 日（火）0時～24 時 

道路交通騒音 
休日：令和 3年 4月 11 日（日）7時～19 時 

平日：令和 3年 4月 20 日（火）7時～19 時 

道路交通の状況 
休日：令和 3年 4月 11 日（日）7時～19 時 

平日：令和 3年 4月 20 日（火）7時～19 時 

 

5. 調査結果 

1) 騒音の状況 

(1) 既存資料調査 

騒音の状況の既存資料調査の結果は、前掲「第 3章 3-2 自然的状況 3.大気質、騒音、振動、

悪臭、気象その他の大気に係る環境の状況 3)騒音・振動・低周波音」に示すとおりである。 

 

(2) 現地調査 

① 環境騒音（敷地境界） 

敷地境界の現地調査結果の概要は、表 9-2-6(1)～表 9-2-6(1)に示すとおりであった。 

（1時間値の詳細は、資料編・資料 2-1 参照） 

等価騒音レベル（LAeq）は平日 51～60dB、休日 45～57dB、時間率騒音レベル（LA5）は平日 54

～64dB、休日 49～59dB であり、全時間区分を通じて、休日より平日の方が高い値を示した。こ

れは、周辺地域の事業活動等による騒音が要因になっているものと考えられる。 

なお、調査地点は工業専用地域であるため、環境基準及び規制基準は適用されない。 
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表 9-2-6(1) 環境騒音の現地調査結果の概要（敷地境界等価騒音レベル） 

（単位：dB(A)） 

調査地点 平日/休日 
等価騒音レベル（LAeq） 

昼間 夜間 

ST-1 
平日 58 51 

休日 49 48 

ST-2 
平日 56 52 

休日 47 45 

ST-3 
平日 57 53 

休日 52 51 

ST-4 
平日 60 56 

休日 57 56 

注 1)時間区分…昼間：6～22 時 夜間：22 時～6時。 

注 2)調査地点は工業専用地域のため環境基準は適用されない。 

 

 

表 9-2-6(2) 環境騒音の現地調査結果の概要（敷地境界時間率騒音レベル） 

（単位：dB(A)） 

調査地点 平日/休日 
時間率騒音レベル（LA5） 

朝 昼間 夕 夜間 

ST-1 
平日 60 61 56 54 

休日 54 53 51 51 

ST-2 
平日 58 59 60 56 

休日 51 52 50 49 

ST-3 
平日 57 60 55 54 

休日 53 53 51 52 

ST-4 
平日 61 64 61 57 

休日 56 59 58 56 

注 1)時間区分…朝：6～8時 昼間：8～19 時 夕：19～22 時 夜間：22 時～6時 

注 2)調査地点は工業専用地域のため規制基準は適用されない。 
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② 環境騒音（一般環境） 

環境騒音の現地調査結果の概要は、表 9-2-7 に示すとおりであった。 

（1時間値の詳細は、資料編・資料 2-1 参照） 

平日の等価騒音レベル（LAeq）は 52～67dB、休日の等価騒音レベル（LAeq）は 49～60dB であ

り、全時間区分を通じて、休日より平日の方が高い値を示した。これは、周辺地域の事業活動

等による騒音が要因になっているものと考えられる。 

なお、調査地点は工業専用地域であるため、環境基準は適用されない。 

 

表 9-2-7 環境騒音の現地調査結果の概要（一般環境） 

（単位：dB(A)） 

調査地点 平日/休日 
等価騒音レベル（LAeq） 

昼間 夜間 

ST-7 
平日 57 52 

休日 51 49 

ST-8 
平日 67 61 

休日 60 55 

ST-9 
平日 63 57 

休日 52 53 

ST-10 
平日 64 59 

休日 54 53 

注 1) 時間区分…昼間：6～22 時 夜間：22 時～6時。 

注 2) 調査地点は工業専用地域のため環境基準は適用されない。 

 

③ 道路交通騒音 

道路交通騒音の現地調査結果の概要は、表 9-2-8 に示すとおりであった。 

（1時間値の詳細は、資料編・資料 2-3 参照） 

平日と休日で大きな差はなかった。 

なお、ST-6 は幹線道路を担う道路に近接する空間の環境基準を下回っており、ST-5 は工業

専用地域であるため、環境基準は適用されないが、ST-6 と同等の結果であった。 

 

表 9-2-8 道路交通騒音の現地調査結果の概要 

（単位：dB(A)） 

調査

地点 
平日/休日 

対象道路 

の車線数 
地域の区分 時間の区分 

等価騒音レベル（LAeq） 

調査結果 環境基準 

ST-5 
平日 

4 
幹線交通を担う道路に

近接する空間 
昼間 

69 
－ 

休日 68 

ST-6 
平日 

4 
幹線交通を担う道路に

近接する空間 

69 
70 以下 

休日 69 

注)「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道及び自動車専用道路をいう。 
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④ 低周波音 

低周波音の現地調査結果は、表 9-2-9 及び表 9-2-10 に示すとおりであった。 

G 特性音圧レベル（LG5）は、平日で 76～80dB、休日で 72～80dB であった。 

1/3 オクターブバンド音圧レベルは、ST-1 の平日は 25Hz、休日は 20Hz、ST-2 の平日は 25Hz、

休日は 1Hz、3.15Hz、4Hz、20Hz、ST-3 の平日は 16Hz、休日は 16Hz、ST-4 の平日は 16Hz、20Hz、

25Hz、31.5Hz 休日は 66Hz が最大であった。各最大値の音圧レベルは 57～66dB の範囲であっ

た。 

低周波音については、環境基準や規制基準等の明確な基準はないが、ISO 7196 では、G特性

音圧レベル（LG5）で約 100dB を超えると超低周波音を感じると記されている（感覚閾値）。 

また、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12 年 10 月、環境省）によれば、物

的影響については、建具ががたつき始める音圧レベルを調査した結果が記載されている。それ

によれば、5Hz で 70dB、10Hz で 73dB、20Hz で 80dB、40Hz で 93dB、50Hz で 99dB となってい

る。（がたつき始める閾値） 

本調査結果を以上のような閾値と比較すると、平日及び休日の調査結果ともに、閾値を下回

っていた。 

（1時間値の詳細は資料編・資料 2-2 参照） 

 

表 9-2-9 低周波音の状況の現地調査結果（G特性音圧レベル） 

（単位：dB） 

調査

地点 
用途地域  平日/休日 

G 特性音圧レベル（LG5） 

調査結果 閾値 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 

平日 76 

100 

休日 76 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 

平日 77 

休日 72 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 

平日 77 

休日 76 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 

平日 80 

休日 80 

注 1)調査結果は、1時間値の算術平均とした。 

注 2)閾値とは、ISO7196 において平均的な被験者が知覚できるとされる音圧レベルをいう。 
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表 9-2-10 低周波音の状況の現地調査結果（1/3 オクターブバンド音圧レベル） 

（単位：dB） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 道路交通の状況 

(1) 現地調査 

① 道路の構造 

道路の構造の現地調査結果は、図 9-2-2 に示すとおりであった。 

 

【ST-5：市道幹 2号南側区間沿道】（密粒舗装） 

 

 

【ST-6：市道幹 2号北側区間沿道】（密粒舗装） 

 

注）●は、道路交通騒音の測定位置を示す。 

 

図 9-2-2 調査地点の道路の構造 

 

 

 

  

平日
／
休日 1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80

平日 60 59 58 57 57 58 58 56 56 56 56 59 60 59 62 60 61 60 59 54

休日 62 61 60 59 58 58 58 56 56 55 56 58 58 63 57 58 57 57 54 52
平日 53 52 52 53 53 55 55 55 54 56 57 58 60 61 62 60 59 58 58 56
休日 57 56 56 56 56 57 57 56 54 53 53 55 56 57 55 53 52 50 47 47
平日 62 61 61 60 60 60 60 59 59 59 59 59 63 61 62 60 62 62 62 59
休日 59 59 57 57 57 57 57 56 56 55 55 58 62 60 58 57 58 59 56 55
平日 56 55 55 55 55 57 57 57 57 59 61 64 65 65 65 65 64 64 62 59
休日 56 55 55 54 54 55 56 56 56 57 60 64 65 66 65 62 62 61 57 57

93 99 - -73 75 77 80 83 8772
物的苦情に

関する参照値
- - - - - - - 70 71

ST-4

調査地点
中心周波数帯（Hz)

ST-1

ST-2

ST-3
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② 交通量 

廃棄物運搬車両等の主要な運行ルートとなる市道の交通量等の現地調査結果（7時～19 時

の 12 時間）は、表 9-2-11 に示すとおりであった。 

市道幹 2号線の交通量は、市道幹 2号南側区間沿道の№1の平日で 15,449 台/12 時間、休

日で 11,423/12 時間、市道幹 2号北側区間沿道の№2の平日で 16,000 台/12 時間、休日で

12,888/12 時間となっており、大型車混入率は、№1の平日で 18.2％、休日で 3.4％、№2の

平日で 16.2％、休日で 2.2％であった。 

 

表 9-2-11 交通量等の現地調査結果の概要（12 時間交通量） 

調査地点 平日／休日 方向 

交通量（台/12 時間） 
大型車 

混入率 

（％） 

 

合計 自動二輪車 
大型車 小型車 

№1 

平日 

北進 1,355 6,308 7,663 68 17.7 

南進 1,463 6,323 7,786 62 18.8 

合計 2,818 12,631 15,449 130 18.2 

休日 

北進 230 5,702 5,932 271 3.9 

南進 163 5,328 5,491 137 3.0 

合計 393 11,030 11,423 408 3.4 

№2 

平日 

北進 1,267 6,995 8,262 80 15.3 

南進 1,332 6,406 7,738 72 17.2 

合計 2,599 13,401 16,000 152 16.2 

休日 

北進 150 6,910 7,060 120 2.1 

南進 139 5,689 5,828 122 2.4 

合計 289 12,599 12,888 242 2.2 

注 1)大型車は、「普通貨物車」、「バス」等であり、小型車は「乗用車」、「小型貨物車」、「軽自動車」等である。 

注 2)車種の区分はナンバープレート（大型（1、2、8）、小型車（3,4,5,7,8））を基本とし、形態により区分した。 

注 3)大型車混入率は、大型車交通量/（大型車交通量＋小型車交通量）×100 で求めた。 
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③ 走行速度 

走行速度の現地調査結果は、表 9-2-12 に示すとおりであった。 

 

表 9-2-12 走行速度の現地調査結果の概要 

調査地点 平日／休日 方向 
走行速度（km/h） 

大型車 小型車 平均 

№1 

平日 
北進 46.6 45.0 45.8 

南進 45.7 45.3 45.5 

休日 
北進 57.7 56.4 57.1 

南進 56.4 55.8 56.1 

№2 

平日 
北進 46.1 47.9 47.0 

南進 47.0 46.2 46.6 

休日 
北進 48.5 50.2 49.3 

南進 48.5 49.6 49.1 

注）平均は、方向別の全ての測定結果を算術平均した値である。 

 

3) 騒音の伝播に影響を及ぼす地形・地物の状況 

(1) 既存資料調査 

騒音の伝播に影響を及ぼす地形・地物の状況の既存資料調査の結果は、前掲「第 3章対象

事業実施区域及びその周囲の概況 3-2 自然的状況 3-2-4 地形及び地質の状況」に示すとおり

である。 

対象事業実施区域及びその周辺は、工業団地が広がり、起伏のほとんどない平地となって

いる。このため、騒音の伝播に影響を及ぼす地形・地物はみられない。 

 

4) その他の状況（既存資料調査） 

(1) 既存の発生源の状況 

対象事業実施区域周辺は、工業団地が広がっており、騒音の発生が懸念されるような発生

源として、様々な事業所が稼働している。また、移動発生源として道路を走行する自動車が

挙げられる。主な道路としては、対象事業実施区域西側に市道幹 2号、南側に市道 I-120 号

が通っている。（前掲図 9-2-1(2)に示す廃棄物運搬車両等の主要な運行ルートに同じ） 
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(2) 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況 

学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況の既存

資料調査の結果は、前掲「第 3章対象事業実施区域及びその周囲の概況 3-1 社会的状況 3-1-

5 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況」に示

すとおりである。 

対象事業実施区域周辺の環境保全についての配慮が必要な施設は存在しない。 

 

 

9-2-2 予測 

1. 建設機械の稼働に伴う騒音への影響 

1) 予測内容 

工事の実施による建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベルの変化の程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様で、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界上の 4地点とし、高さ 1.2m の位置とした。 

 

3) 予測対象時期等 

予測対象時期等は、建設機械の稼働が最大となる時期（工事着工後 3ヶ月目）とした。 

なお、設定根拠として、工事工程全体の 1ヶ月毎の建設機械の稼働の推移は、資料編・資料

2-4 に示すとおりである。  
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4) 予測方法 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベルの予測は、事業計画に基づき想定される音源条件

等を基にして、「建設工事騒音の予測モデル ASJ CN-Model 2007」に基づく半自由空間におけ

る点音源の伝播理論式を用いて、各建設機械からの騒音レベルを定量的に予測計算し、合成す

る方法とした。 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベルの予測手順は図 9-2-3 に示すとおりである。 

 

 

図 9-2-3 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベルの予測手順  

建設作業騒音レベルの算出

予測結果

現況の騒音レベル
（現地調査結果）

事業計画

予測時期の設定

予測地域の設定

　　　　　予測条件の設定
・　音源条件
（種類、台数、パワーレベル）
・　配置

点音源の伝搬理論式

各音源からの騒音の合成
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(1) 予測式 

建設作業騒音レベルの予測式は、以下に示すとおり、点音源の伝播理論式を用いた。 

 

① 騒音伝搬計算 

𝐿, ＝ 𝐿ௐ,－8－20𝑙𝑜𝑔ଵ（𝑟／𝑟）＋𝛥𝐿ௗ 

 

LA,i ：i 番目の建設機械による予測点における A 特性音圧レベル（dB） 

LWA,i ：i 番目の建設機械の A 特性騒音パワーレベル（dB） 

ri ：i 番目の建設機械から受音点（予測地点）までの距離（m） 

r0 ：基準距離（1m） 

ΔLd ：i 番目の建設機械に対する回析減衰による補正量（dB） 

 

 

② 回折減衰による補正量（ΔLd） 

騒音の伝搬経路上に仮囲い等の遮蔽物がある場合、その遮蔽物による回折減衰の補正量ΔLd

は次式により求めた。 

 

 －10・log10δ－18.4        δ≧1 

ΔLd ＝ －5±15.2・sinh-1(δ0.42)  －0.073≦δ≦1 

 0               δ＜-0.073 

 

δ ： 音源、回析点及び予測点の幾何学的配置から決まる行路差（m） 

また、回析減衰量の式中の±符号は、δ＜0（予測点から騒音源を見通せる）の場合に正（＋）、

δ≧0 の場合に負（－）とする。 

 

 

③ 騒音の合成 

𝐿ீ ൌ 10 𝑙𝑜𝑔ଵ10



ୀଵ

ಲಽಽ/భబ

 

LG ：予測地点での合成騒音レベル（dB） 

LALLi (i=1～n) ：予測地点での各建設機械の騒音レベル（dB） 
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(2) 予測条件 

① 建設機械の A特性騒音パワーレベル 

予測対象時期等（工事着工後 3 ヶ月目）に稼働する主要な建設機械の種類、A 特性騒音パワ

ーレベル、及び稼働台数は、表 9-2-13 に示すとおりである。 

 

表 9-1-13 建設機械の稼働に伴う騒音に係る主要な建設機械の A 特性騒音パワーレベルと稼働台数 

№ 建設機械 規格 

A 特性騒音 

パワーレベル 

（dB） 

1 日当たりの 

稼働台数 

（台） 

① ラフタークレーン 50t 108 1 

② 圧入機（パイラー） 103kW 104 1 

③ ミニバックホウ 0.15ｍ3 99 1 

④ バックホウ 0.7ｍ3 106 1 

⑤ トラッククレーン 206kW 107 1 

⑥ トラッククレーン 206kW 107 1 

注 1）A特性騒音パワーレベルは、以下の資料を参考にして設定した。 

「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第 3版）」（平成 13 年、社団法人日本建設機械化協会） 

注 2)図中番号は、図 9-2-4 に対応する。 

 

 

② 建設機械の配置 

建設機械の配置は、作業の進行によって種々変化するが、影響が最も大きくなる場合を想定

し、予測時期に使用される主要機械が同時に稼働すると仮定した。設定した機械配置は図 9-2-

4 に示すとおりである。 

また、建設機械の音源の高さは、建設機械の駆動部の平均的な高さを考慮し、地上 1.5m に設

定した。 

 

③ 仮囲い及び騒音の遮蔽物等 

建設機械の稼働時期には、周辺への騒音の低減を図る目的で、仮囲いを設置する計画である。

仮囲いは作業の進捗によって種々変化するが、予測では暫定的に仮囲いを設置する場所を図 9-

2-4 に示すとおりとした。仮囲いは高さ 2m の防音シートとし、透過損失は 10dB とした。 
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図 9-2-4 建設機械の稼働に伴う騒音に係る主要な建設機械の配置と建物及び仮囲いの位置 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

● 
ST-2 

● 

ST-1 

防音シート 

2ｍ×25ｍ 

● 

ST-3 

● 
ST-4 
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5) 予測結果 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベルの予測結果は表 9-2-14 に、建設作業騒音レベル

（寄与分）の分布状況は図 9-2-5 に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベル（寄与分）は、敷地境界の ST-1～ST-4 で 73～77dB

と予測される。 

また、建設作業騒音レベルの予測値と既存騒音レベルとの合成値は、敷地境界の ST-1～ST-

4 地点で 74～77dB と予測される。 

 

表 9-2-14 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベルの予測結果（LA5） 

（単位：dB(A)） 

予測地点 
現況騒音レベル 

（平日） 

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 
61 77 77 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 
59 75 75 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 
60 74 74 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 
64 73 74 

注)予測時間帯は昼間（8時～19 時)である。 
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図 9-2-5 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベル（寄与分）の分布状況（LA5） 

  

防音シート 

2ｍ×25ｍ 

● 
ST-2 

● 
ST-1 

● 
ST-3 

● 
ST-4 
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2. 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 

1) 予測内容 

工事の実施による資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通騒音レベル（LAeq）の変化の程度を

予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様で、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は、調査地点と同様で、表 9-2-15 に示す資材運搬等の車両の主な走行ルート上の 2

地点の官民境界上とした。 

 

表 9-2-15 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の予測地点 

影響要因 予測地点 

資材運搬等の 

車両の走行 

ST-5 市道幹 2号南側区間沿道 

ST-6 市道幹 2号北側区間沿道 

注）予測地点の位置は、前掲図 9-2-1(2)に示す道路交通騒音の現地調査地点と同じとした。 

 

3) 予測対象時期 

予測対象時期等は、資材運搬等の車両の走行が最大となる工事着工後 29 ヶ月目とした。 

なお、設定根拠として、工事工程全体の 1ヶ月毎の資材運搬等の車両の推移は、資料編・資

料 2-4 に示すとおりである。 

予測対象とする時間帯は、工事実施に伴う資材運搬等の車両の走行時間帯を考慮し、現地調

査を行った時間帯と同じ時間帯（7時～19 時）とした。 
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4) 予測方法 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測は、現況の道路交通騒音レベルに

対し、交通量の増加に伴う騒音レベルの増加分を加算する方法とした。 

騒音レベルの計算は、事業計画に基づき想定される資材運搬等の車両台数を基として、日本

音響学会の道路交通騒音予測モデル（ASJ RTN-Model 2013）を用いて、定量的な予測を行った。 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測手順は図9-2-6に示すとおりであ

る。 

 

 

注）予測条件の設定に係る記号は、後述する予測式に示すとおりである。 

図 9-2-6 資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測手順 

等価騒音レベルの算出

騒音レベル現況実測値
A

工事中予測値の算出
A+B

工事中の交通量
（工事関係者車両+工事
用資材等運搬車両）

工事中の交通量に
基づく予測計算値の算出

B

初期データ
・道路構造、車線構造
・平均走行速度

予測条件の設定

LWA，V，ｒ

A特性音圧レベルの算出
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(1) 予測式 

予測は、日本音響学会の道路交通騒音予測モデル（「ASJ RTN-Model 2013」、日本音響学会誌

70 巻 4 号（2014）、社団法人日本音響学会）により行った。 

予測式は、以下に示すとおりである。 

 

𝐿 ＝ 𝐿ௐ－8－20𝑙𝑜𝑔ଵ𝑟＋𝛥𝐿ௗ＋𝛥𝐿 

 

LpA ：A特性音圧レベル（dB） 

 

LWA ：自動車走行騒音の A特性パワーレベル（dB） 

LWA＝88.8＋10log10V：大型車・非定常走行時 

LWA＝82.3＋10log10V：小型車・非定常走行時 

（V：走行速度（km/h）） 

r ：音源から受音点（予測地点）までの距離（m） 

ΔLd ：回折効果による補正値（dB） 

障壁等がないことから、ここでは 0とした。 

ΔLg ：地表面効果による補正値（dB） 

道路内の地表面はアスファルトであり、ここでは 0とした。 

 

各車線・車種毎に算出された A特性単発騒音暴露レベルから、次式を用いて等価騒音レベル

（LAeq）を算出した。 

 

𝐿ሺ𝑛ሻ＝𝐿ா＋10・𝑙𝑜𝑔ଵ𝑁－35.6 

LAeq(n) ：等価騒音レベル（dB） 

LAE ：A 特性単発騒音暴露レベル（dB） 

𝐿ா＝10𝑙𝑜𝑔ଵሼሺ1/𝑇𝑜ሻ10ುಲ,/భబ



ୀଵ

・𝛥𝑡𝑖ሽ 

To ：基準時間（＝1（秒）） 

k ：音源数 

LPA,i ：A 特性音圧レベル（dB） 

Δti ：Δdi／V 

（Δdi：音源の配置間隔（m）） 

N ：各車線の時間交通量（台/h） 

 

前述の式により換算された各等価騒音レベル（LAeq）の合成は、次式により行った。 

Lୣ୯＝10logଵሼ 10ሺୣ୯ሺ୬ሻ/ଵሻ
௦

ୀଵ

ሽ 

LAeq ：合成された等価騒音レベル（dB） 

s ：合成する等価騒音レベルの総数 

LAeq(n) ：n 番目の等価騒音レベル（dB） 
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(2) 予測条件 

① 交通条件 

ア.交通量 

予測対象時期等（工事着工後 29 ヶ月目）に走行する車両の交通量は、表 9-2-16(1)～表 9-

2-16(2)に示すとおりである。 

 

表 9-2-16(1) 工事関係車両交通量の設定（ST-5（№1）：平日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-2-16(2) 工事関係車両交通量の設定（ST-6（№2）：平日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 91 691 0 37 91 728 47 749 0 0 47 749

8:00 - 9:00 170 757 2 0 172 757 154 588 0 0 154 588

9:00 - 10:00 107 428 1 0 108 428 148 370 1 0 149 370

10:00 - 11:00 103 534 1 0 104 534 176 463 1 0 177 463

11:00 - 12:00 142 426 1 0 143 426 161 483 1 0 162 483

12:00 - 13:00 107 405 0 0 107 405 79 438 0 0 79 438

13:00 - 14:00 146 430 1 0 147 430 117 449 1 0 118 449

14:00 - 15:00 148 488 1 0 149 488 161 485 1 0 162 485

15:00 - 16:00 134 407 1 0 135 407 152 489 1 0 153 489

16:00 - 17:00 84 454 0 0 84 454 114 479 2 0 116 479

17:00 - 18:00 64 663 0 0 64 663 108 699 0 0 108 699

18:00 - 19:00 59 625 0 0 59 625 46 631 0 37 46 668

合 計 1,355 6,308 8 37 1,363 6,345 1,463 6,323 8 37 1,471 6,360

将来
北進
増加 将来

南進
増加

方向

　　　　種別
時間帯

現況 現況

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 89 651 0 0 89 651 60 918 0 38 60 956

8:00 - 9:00 173 632 0 0 173 632 119 734 2 0 121 734

9:00 - 10:00 117 551 1 0 118 551 160 411 1 0 161 411

10:00 - 11:00 73 559 1 0 74 559 165 443 1 0 166 443

11:00 - 12:00 167 474 1 0 168 474 150 389 1 0 151 389

12:00 - 13:00 106 446 0 0 106 446 62 442 0 0 62 442

13:00 - 14:00 155 396 1 0 156 396 75 448 1 0 76 448

14:00 - 15:00 160 405 1 0 161 405 151 435 1 0 152 435

15:00 - 16:00 63 487 1 0 64 487 119 462 1 0 120 462

16:00 - 17:00 56 585 2 0 58 585 139 469 0 0 139 469

17:00 - 18:00 65 941 0 0 65 941 102 616 0 0 102 616

18:00 - 19:00 43 868 0 38 43 906 30 639 0 0 30 639

合 計 1,267 6,995 8 38 1,275 7,033 1,332 6,406 8 38 1,340 6,444

将来　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加
方向 北進 南進
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イ.走行速度 

走行速度は、法定速度の 50km/h とした。 

 

 

② 道路条件、音源及び予測位置 

音源は、上り及び下り車線の中央に各 1点、高さは路面上 0m に設定した。 

設置範囲は、図 9-2-7 に示すとおり、道路に対する受音点からの垂線と車線の交点を中心と

して、±20L（L:計算車線から受音点までの最短距離(m)）とし、離散的に L(m)以下の間隔で点

音源を等間隔に配置した。 

予測位置は道路端とし、予測高さは地上 1.2m とした。 

予測断面及び予測位置は図 9-2-8 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-2-7 音源配置図（道路延長方向の配置イメージ） 
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【ST-5：市道幹 2号 南側区間】（密粒舗装） 

 

 

 

 

 

 

 

【ST-6：市道幹 2号 北側区間】（密粒舗装） 

 

 

 

 

 

注）●は、道路交通騒音の予測位置を示し、◆は音源を示す。 

 

図 9-2-8 予測地点の道路断面及び予測位置 

 

 

③ 騒音レベルの現況実測値 

騒音レベルの現況実測値は、表 9-2-17 に示すとおり、7時～19 時の等価騒音レベルとした。 

 

表 9-2-17 騒音レベルの現況実測値（平日） 

（単位：dB(A)） 

予測地点 等価騒音レベル（LAeq） 

ST-5 69 

ST-6 69 

 

  

◆ ◆ 

7400 

15100 

◆ ◆ 

7200 

14900 
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5) 予測結果 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測結果は、表 9-2-18 に示すとおり

である。 

将来騒音レベルは現況騒音レベルと変わらない結果と予測される。 

 

表 9-2-18 資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測結果（LAeq） 

（単位：dB(A)） 

予測 

地点 

時間 

区分 

現況騒音レベル 

（平日） 

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

ST-5 昼間 69 49 69 

ST-6 昼間 69 47 69 

注 1)表中の数値は、7時～19 時の等価騒音レベルである。 
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3. 施設の稼働に伴う騒音の影響 

1) 予測内容 

施設の稼働に伴う工場騒音レベル（LA5）及び環境騒音レベル（LAeq）の変化の程度を予測し

た。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様とし、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界上、並びに一般環境の現地調査地点計 8地点とし

た。 

 

3) 予測対象時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 
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4) 予測方法 

施設計画から想定される騒音発生源等の条件を設定し、音の伝播理論式により、施設からの

騒音レベル（寄与分）を算出する方法により定量的に予測した。 

施設の稼働に伴う工場騒音レベルの予測手順は、図 9-2-9 に示すとおりである。 

 

 

図 9-2-9 施設の稼働に伴う工場騒音レベルの予測手順  

面音源は点音源に近似

外部での騒音伝搬計算

予測地点における騒音レベル

現地調査結果合成

事業計画

音源の位置、パワーレベルの設定

室内音源

室内音圧レベル

建物外壁面での音圧レベル

屋外音源
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(1) 予測式 

予測式は、以下に示すとおりとした。 

  

① 室内音圧レベルの算出 

𝐿 ＝ 𝐿௪＋10𝑙𝑜𝑔ଵሺ𝑄/ሺ4𝜋𝑟ଶሻ  4/𝑅ሻ 

LA ：室内音圧レベル（dB） 

LW ：音源のパワーレベル（dB） 

Q ：音源の指向係数（自由空間:1、半自由空間：2、1/4 自由空間：4） 

r ：音源からの距離（m） 

R ：室定数（m2）＝A/(1-α) 

A ：吸音力（部材面積×吸音率） 

α ：平均吸音率 

 

② 壁面外部近傍における音圧レベルの算出 

L ＝ Lଵ－TL െ 6 

L0 ：建物外壁面での音圧レベル（dB） 

L1 ：室内音圧レベル（dB） 

TL ：透過損失（dB） 

 

③ 面音源の仮想点音源への分割 

設備機器が室内等に設置される場合には外壁面等を面音源とみなし、この面音源を細分割し、

各分割面の中央に仮想点音源を設定する。仮想点音源のパワーレベルは以下の式により算出し

た。 

L ＝ L＋10logଵS୧ 

LW ：仮想点音源のパワーレベル（dB） 

L0 ：建物外壁面での音圧レベル（dB） 

Si ：分割面の面積（m2） 
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④ 回折減衰による補正量（ΔLd） 

騒音の伝搬経路上に建物等の遮蔽物がある場合、その遮蔽物による回折減衰の補正量ΔLd は、

次式により算出した。 

 

10𝑙𝑜𝑔ଵ𝑁＋13            𝑁 ≧ 1.0 

𝛥𝐿ௗ＝  5 േ
8

𝑠𝑖𝑛ℎିଵሺ1ሻ
∙ 𝑠𝑖𝑛ℎିଵሺ|𝑁|.ସ଼ହሻ    െ 0.324 ≦ 𝑁 ൏ 1.0 

0                                 N ൏ െ0.324 

ΔLd ：障壁 1枚による回折減衰量（dB） 

Ｎ ：フレネル数 

൬𝑁 ൌ
2𝛿
𝜆
≒
𝛿 ∙ 𝑓
170

൰ 

 δ：回折の有無による音の行路差（m） 

 λ：波長（m） 

 ｆ：周波数（Hz） 

± ：受音点から音源を見通すことができる（δ＜0）時の符号は－、受

音点から音源を見通せない（δ≧0）時の符号は＋とする。 

 

 

⑤ 各音源からのレベルの合成 

各音源（点音源、分割壁）から到達する騒音レベルを次式によりレベル合成し、予測値を算

出した。 

SPLୋ ＝ 10logଵ10



ୀଵ

ௌಲಽಽ,/ଵ

 

SPLG ：予測地点での合成騒音レベル（dB） 

SPLALL,i(i=1～n) ：予測地点での各音源からの騒音レベル（dB） 

 

 

(2) 予測条件 

① 騒音源の条件 

施設の騒音源となる主要な設備機器の音圧レベルは表 9-2-19、各階における騒音源（設備機

器）の配置は図 9-2-10(1)～図 9-2-10(5)に示すとおりである。 
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表 9-2-19 施設の稼働に伴う騒音に係る主要な設備機器の音圧レベル 

№ 機器名称 音源位置及び高さ（ｍ） 
音圧 
レベル 

稼働時間 

1 脱臭装置用ファン 屋内 廃棄物受入棟 2F 6.3 83 炉停止時 

2 ごみクレーン 屋内 廃棄物受入棟上部 25 93 24 時間 

3 破砕機 屋内 廃棄物受入棟 2F 5 92 24 時間 

4 破砕物供給コンベヤ 屋外 
廃棄物受入棟 2F 

プラントエリア 3F～4F 
18 88 24 時間 

5 破砕物供給機 屋外 プラントエリア 2F 10.3 83 24 時間 

6 流動媒体取出コンベヤ 屋外 プラントエリア 1F 1 83 24 時間 

7 №1 流動媒体搬送コンベヤ 屋外 
プラントエリア 

地下～3F 
13.5 83 24 時間 

8 流動媒体エレベータ 屋外 
プラントエリア 

地下～4.5F 
23 83 24 時間 

9 流動媒体振動ふるい 屋外 プラントエリア 2F 7 88 24 時間 

10 流動媒体磁選機 屋外 プラントエリア 3F 11.5 88 24 時間 

11 集合灰加湿機 屋外 プラントエリア 2F 6 88 日中 8時間 

12 ボイラ給水ポンプ 屋外 プラントエリア 1F 1 83 24 時間 

13 脱気器給水ポンプ 屋外 プラントエリア 1F 1 78 24 時間 

14 蒸気タービン 屋内 廃棄物受入棟 2F 5 98 24 時間 

15 発電機 屋内 廃棄物受入棟 2F 5 97 24 時間 

16 空冷復水器ファン 屋外 プラントエリア 6 99 24 時間 

17 空冷復水器ファン 屋外 プラントエリア 6 99 24 時間 

18 空冷復水器ファン 屋外 プラントエリア 6 99 24 時間 

19 空冷復水器減速機 屋外 プラントエリア 6 83 24 時間 

20 空冷復水器減速機 屋外 プラントエリア 6 83 24 時間 

21 空冷復水器減速機 屋外 プラントエリア 6 83 24 時間 

22 空冷復水器電動機 屋外 プラントエリア 6 89 24 時間 

23 空冷復水器電動機 屋外 プラントエリア 6 89 24 時間 

24 空冷復水器電動機 屋外 プラントエリア 6 89 24 時間 

25 押込ファン本体 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 85 24 時間 

26 押込ファン電動機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 85 24 時間 

27 2 次空気ファン本体 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 85 24 時間 

28 2 次空気ファン電動機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 85 24 時間 

29 誘引ファン本体 屋外 プラントエリア 1F 1 83 24 時間 

30 誘引ファン電動機 屋外 プラントエリア 1F 1 85 24 時間 

31 消石灰・活性炭ブロワ 屋外 プラントエリア 2F 5.5 78 24 時間 

32 冷却塔 屋外 廃棄物受入棟屋上 18 77 24 時間 

33 空気圧縮機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 83 24 時間 

34 空気圧縮機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 83 24 時間 

35 押込ファン吸込口 屋内 廃棄物受入棟 13 85 24 時間 

36 2 次空気ファン吸込口 屋内 廃棄物受入棟 13 85 24 時間 

注）音圧レベルはメーカーヒアリングによるパワーレベルを示す。 
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図 9-2-10(1) プラントエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-2-10(2) 廃棄物受入棟平面図（1階） 
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図 9-2-10(3) 廃棄物受入棟平面図（2階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-2-10(4) 廃棄物受入棟平面図（3階） 
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図 9-2-10(5) 廃棄物受入棟平面図（5階） 

 

 

② 外壁材等の吸音率及び透過損失 

廃棄物受入棟の壁材は、鉄骨に石膏ボードを下地とし、金属製外装材にて仕上げる計画であ

る、なお、西側搬入口の扉（幅 5ｍ×高さ 5ｍ×3 カ所）については開放状態での予測とした。

設定した吸音率及び透過損失は表 9-2-20(1)～表 9-2-20(2)に示すとおりである。 

 

表 9-2-20(1) 壁材の吸音率 

材料 
オクターブバンド中心周波数（Hz） 

125 250 500 1000 2000 4000 

石膏ボード（9mm） 0.26 0.14 0.09 0.06 0.05 0.05 

「空調・衛生技術データブック（第 2版）」から作成 

予測には 1000Hz の値を採用した。 

 

 

  

② 
● 
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表 9-2-20(2) 壁材の透過損失 

材料 
オクターブバンド中心周波数（Hz） 

125 250 500 1000 2000 4000 

石膏ボード（9mm） 12 14 21 28 35 42 

金属製外装材 13.1 18.4 21.5 16.8 29.8 42.5 

石膏ボードは「空調・衛生技術データブック（第 2版）」から作成 

金属製外装材はメーカーカタログから作成 

予測には 1000Hz の値を採用し、廃棄物受入棟は石膏ボードと金属製外装材の合計を使用した。 

 

 

③ 遮音壁の透過損失 

事業計画実施区域の北側及び東側には高さ 4ｍの遮音壁を設置するとともに、復水器南側に

は、地上 5ｍの位置に幅 9.5ｍ、高さ 2ｍの案内表示板を計画となっている。想定する遮音壁の

透過損失を表 9-2-21 に示す。 

 

表 9-2-21 遮音壁の透過損失 

材料 
オクターブバンド中心周波数（Hz） 

125 250 400 500 1000 2000 4000 

遮音壁（多孔質樹脂） － － 30.2 － 48.1 － － 

案内表示板（鉄板 1mm） 29 37 － 38 42 51 55 

多孔質樹脂はメーカーカタログから作成 

鉄板 1mm は「空調・衛生技術データブック（第 2版）」から作成 

予測には 1000Hz を採用した。 
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③ 現況騒音レベル 

現況騒音レベルの設定については、前掲表 9-2-6(2)～表 9-2-7 に示すとおりである。敷地境

界においては、ST-1～ST-4（時間率騒音レベル）の値を採用し、対象事業実施区域周辺におい

ては、ST-7～ST-10（等価騒音レベル）の値を採用した。 

なお、いずれの地点も周辺事業所の稼働音等が含まれている。 

 

5) 予測結果 

(1) 工場騒音（敷地境界） 

施設の稼働に伴う敷地境界における工場騒音レベル（LA5）の予測結果は表 9-2-22 に、予測

地域における施設からの工場騒音レベルの分布状況は図 9-2-11 に示すとおりである。 

施設の稼働に伴う工場騒音レベル（寄与分）は時間区分の変動はなく、敷地境界の ST-1～ST-

4 地点で 24～58dB と予測される。 

また、寄与騒音レベルと既存騒音レベルとの合成は、朝 52～61dB、昼間 53～64dB、夕 51～

61dB、夜間 51～59dB と予測される。 
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表 9-2-22 施設の稼働に伴う工場騒音レベルの予測結果（敷地境界：LA5） 

                  （単位：dB(A)） 

予測地点 
 時間 

区分 

現況騒音 

レベル 

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 

平日 

朝 60 

41 

60 

昼間 61 61 

夕 56 56 

夜間 54 54 

休日 

朝 54 54 

昼間 53 53 

夕 51 51 

夜間 51 51 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 

平日 

朝 58 

46 

58 

昼間 59 59 

夕 60 60 

夜間 56 56 

休日 

朝 51 52 

昼間 52 53 

夕 50 51 

夜間 49 51 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 

平日 

朝 57 

58 

61 

昼間 60 62 

夕 55 60 

夜間 54 59 

休日 

朝 53 59 

昼間 53 59 

夕 51 59 

夜間 52 59 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 

平日 

朝 61 

24 

61 

昼間 64 64 

夕 61 61 

夜間 57 57 

休日 

朝 56 56 

昼間 59 59 

夕 58 58 

夜間 56 56 

注)時間区分…朝：6～8時、昼間：8時～19 時、夕：19～22 時、夜間：22 時～6時 
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図 9-2-11 施設の稼働に伴う施設からの工場騒音レベルの分布状況（LA5） 
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(2) 環境騒音（周辺地域） 

施設の稼働に伴う、周辺地域の予測地点（ST-7～ST-10）での環境騒音レベル（LAeq）の予測

結果は表 9-2-23 に示すとおりである。 

施設の稼働に伴う騒音レベル（寄与分）は時間区分の変動はなく、ST-7～ST-10 地点で 38～

55dB と予測される。 

また、寄与騒音レベルと既存騒音レベルとの合成は、昼間 53～67dB、夜間 52～62dB と予測

される。 

 

表 9-2-23 施設の稼働に伴う環境騒音レベルの予測結果（周辺地域：LAeq） 

                  （単位：dB(A)） 

予測地点 
 時間 

区分 

現況騒音 

レベル  

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

ST-7 
対象事業実施区域北側 

［松原公園付近］ 

平日 
昼間 57 

49 

58 

夜間 52 54 

休日 
昼間 51 53 

夜間 49 52 

ST-8 
対象事業実施区域東側 

［隣接事業所付近］ 

平日 
昼間 67 

55 

67 

夜間 61 62 

休日 
昼間 60 61 

夜間 55 58 

ST-9 
対象事業実施区域南側 

［中折之口公園付近］ 

平日 
昼間 63 

43 

63 

夜間 57 57 

休日 
昼間 52 53 

夜間 53 53 

ST-10 
対象事業実施区域南側 

［深谷市折之口 1883 付近］ 

平日 
昼間 64 

38 

64 

夜間 59 59 

休日 
昼間 54 54 

夜間 53 53 

注)時間区分…昼間：6時～22 時、夜間：22 時～6時 
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4. 施設の稼働に伴う低周波音の影響 

1) 予測内容 

施設の稼働に伴う低周波音レベルの変化の程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様で、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界上の現地調査地点（ST-1～ST-4）、予測高さは地上

1.2m とした。 

 

3) 予測対象時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

 

4) 予測方法 

施設の稼働に伴う低周波音の予測は、以下に示す距離減衰式により行った。 

低周波音は、施設建物等による遮蔽・回折により減衰しにくいことから、遮蔽・回折は考慮

しないこととし、発生源における低周波音が距離減衰する伝播理論式を用いた。 

 

(1) 予測式 

低周波音レベル（1/3 オクターブバンド音圧レベルも同様）の予測式は、以下に示すとおり

とし、音の伝播理論式を用いた。なお、音源（壁面）から予測地点までの距離が十分にあるた

め、距離減衰量は点音源と同じとした。 

SPLଵ ＝ SPL－20logଵ（rଵ／r） 

SPL1  ： 予測点における低周波音レベル（dB） 

SPL0  ： 施設から発生する低周波音レベル（dB） 

r1  ： 発生源から受音点（予測地点）までの距離（m） 

r0  ： 発生源の基準距離（m） 
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(2) 予測条件 

① G 特性音圧レベル 

施設の主要な設備機器の G特性音圧レベルは表 9-2-24 に示すとおりである。 

 

表 9-2-24 施設の稼働に伴う主要な設備機器の G特性音圧レベル 

（単位：dB） 

№ 機器名称 音源位置及び高さ（ｍ） 
音圧 
レベル 

基準 
距離 
（ｍ） 

稼働時間 

3 破砕機 屋内 廃棄物受入棟 2F 5 90 1 24 時間 

12 ボイラ給水ポンプ 屋外 プラントエリア 1F 1 75 1 24 時間 

13 脱気器給水ポンプ 屋外 プラントエリア 1F 1 75 1 24 時間 

26 押込ファン電動機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 124 1 24 時間 

28 2 次空気ファン電動機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 124 1 24 時間 

30 誘引ファン電動機 屋外 プラントエリア 1F 1 87 1 24 時間 

33 空気圧縮機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 83 1.5 24 時間 

34 空気圧縮機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 83 1.5 24 時間 

注）音圧レベルはメーカーヒアリングによる。 

 

② 1/3 オクターブバンド音圧レベル 

施設の主要な設備機器の 1/3 オクターブバンド音圧レベルは表 9-2-25 に示すとおりであ

る。 

 

表 9-2-25 施設の稼働に伴う主要な設備機器の 1/3 オクターブバンド音圧レベル 

（単位：dB） 

 

 

 

 

 

 

注）音圧レベルはメーカーヒアリングによるパワーレベルを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80

3 破砕機 68 69 69 71 75 78 73 70 63 58 63 72 71 80 70 72 67 66 63 59

12 ボイラ給水ポンプ 59 62 64 66 65 70 70 69 58 58 64 60 60 64 84 61 67 51 48 45
13 脱気器給水ポンプ 59 62 64 66 65 70 70 69 58 58 64 60 60 64 84 61 67 51 48 45
26 押込ファン電動機 77 77 75 78 80 82 84 85 88 83 82 86 102 105 96 88 89 82 87 90
28 2次空気ファン電動機 77 77 75 78 80 82 84 85 88 83 82 86 102 105 96 88 89 82 87 90
30 誘引ファン電動機 59 62 63 66 69 72 72 74 80 80 81 73 66 75 92 78 74 74 69 68
33 空気圧縮機 65 62 67 64 65 61 61 69 68 77 80 65 64 70 96 63 74 54 57 57
34 空気圧縮機 65 62 67 64 65 61 61 69 68 77 80 65 64 70 96 63 74 54 57 57

機器名称№
中心周波数帯（Hz)
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5) 予測結果 

(1) G 特性音圧レベル 

低周波音レベルのうち G特性音圧レベルの予測結果は表 9-2-26 に示すとおりである。 

 

表 9-2-26 施設の稼働に伴う G特性音圧レベルの予測結果（LG5） 

         （単位：dB） 

予測地点 
 現況音圧 

レベル 

寄与音圧 

レベル 

将来音圧 

レベル 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 

平日 76 
98 

98 

休日 76 98 

ST-2 
対象事業実施区域

敷地境界（東側） 

平日 77 
88 

88 

休日 72 88 

ST-3 
対象事業実施区域

敷地境界（南側） 

平日 77 
90 

90 

休日 76 90 

ST-4 
対象事業実施区域

敷地境界（西側） 

平日 80 
90 

90 

休日 80 90 

 

 

(2) 1/3 オクターブバンド音圧レベル 

低周波音レベルのうち 1/3 オクターブ音圧レベルの予測結果は表 9-2-27 に示すとおりであ

る。 

 

表 9-2-27 施設の稼働に伴う 1/3 オクターブ音圧レベルの予測結果 

                   （単位：dB） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80

平日 60 59 58 57 58 59 59 58 59 57 57 60 71 78 68 62 63 60 61 60

休日 62 61 60 59 59 59 59 58 59 57 57 60 70 78 67 60 60 58 58 59
平日 53 52 52 53 53 55 55 55 55 57 57 58 64 70 64 60 59 58 58 57
休日 57 56 56 56 56 57 57 56 55 54 54 56 62 69 62 54 54 51 50 51
平日 62 61 61 60 60 60 60 59 59 59 59 59 66 72 65 60 62 62 62 60
休日 59 59 57 57 57 57 57 57 57 56 56 58 66 72 63 58 59 59 57 57
平日 56 55 55 55 55 57 57 57 58 59 61 64 67 72 66 65 64 64 62 60
休日 56 55 55 54 54 56 56 56 57 57 60 64 67 72 66 62 62 61 58 58

中心周波数帯（Hz)
調査地点

平日
／

休日

ST-1

ST-2

ST-3

ST-4
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5. 廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音の影響 

1) 予測内容 

施設の供用による廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音レベルの変化の程度を予測

した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様とし、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は、調査地点と同様で、表 9-2-28 に示す廃棄物運搬車両等の主な走行ルート上の 2

地点の官民境界上とした。 

 

表 9-2-28 廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音の予測地点 

影響要因 予測地点 

廃棄物運搬車両等の走行 
ST-5 市道幹 2号南側区間沿道 

ST-6 市道幹 2号北側区間沿道 

注）予測地点の位置は、前掲図 9-2-1(2)に示す道路交通騒音の現地調査地点と同じとした。 

 

3) 予測対象時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

予測の対象とする時間帯は、廃棄物運搬車両等の走行時間帯（8時～17 時）を含む 7時～

19 時とした。 

 

4) 予測方法 

(1) 予測式 

予測式は、前掲「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 4）予測方法」と同様に、

現況の道路交通騒音レベルに対し、交通量の増加に伴う騒音レベルの増加分を加算する方法

によった。 
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(2) 予測条件 

① 交通条件 

ア.交通量 

予測対象時期等に走行する廃棄物運搬車両等の交通量は、表 9-2-29(1)～表 9-2-29(4)に示

すとおりである。 

 

表 9-2-29(1) 廃棄物運搬車両等交通量の設定（ST-5（№1）：平日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-2-29(2) 廃棄物運搬車両等交通量の設定（ST-6（№2）：平日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 91 691 0 15 91 706 47 749 0 0 47 749

8:00 - 9:00 170 757 7 0 177 757 154 588 6 0 160 588

9:00 - 10:00 107 428 7 0 114 428 148 370 7 0 155 370

10:00 - 11:00 103 534 7 0 110 534 176 463 7 0 183 463

11:00 - 12:00 142 426 7 0 149 426 161 483 7 0 168 483

12:00 - 13:00 107 405 0 0 107 405 79 438 0 0 79 438

13:00 - 14:00 146 430 7 0 153 430 117 449 7 0 124 449

14:00 - 15:00 148 488 7 0 155 488 161 485 7 0 168 485

15:00 - 16:00 134 407 7 0 141 407 152 489 7 0 159 489

16:00 - 17:00 84 454 6 0 90 454 114 479 7 0 121 479

17:00 - 18:00 64 663 0 0 64 663 108 699 0 0 108 699

18:00 - 19:00 59 625 0 0 59 625 46 631 0 15 46 646

合 計 1,355 6,308 55 15 1,410 6,323 1,463 6,323 55 15 1,518 6,338

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 89 651 0 0 89 651 60 918 0 15 60 933

8:00 - 9:00 173 632 6 0 179 632 119 734 7 0 126 734

9:00 - 10:00 117 551 7 0 124 551 160 411 7 0 167 411

10:00 - 11:00 73 559 7 0 80 559 165 443 7 0 172 443

11:00 - 12:00 167 474 7 0 174 474 150 389 7 0 157 389

12:00 - 13:00 106 446 0 0 106 446 62 442 0 0 62 442

13:00 - 14:00 155 396 7 0 162 396 75 448 7 0 82 448

14:00 - 15:00 160 405 7 0 167 405 151 435 7 0 158 435

15:00 - 16:00 63 487 7 0 70 487 119 462 7 0 126 462

16:00 - 17:00 56 585 7 0 63 585 139 469 6 0 145 469

17:00 - 18:00 65 941 0 0 65 941 102 616 0 0 102 616

18:00 - 19:00 43 868 0 15 43 883 30 639 0 0 30 639

合 計 1,267 6,995 55 15 1,322 7,010 1,332 6,406 55 15 1,387 6,421

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進
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表 9-2-29(3) 廃棄物運搬車両等交通量の設定（ST-5（№1）：休日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-2-29(4) 廃棄物運搬車両等交通量の設定（ST-6（№2）：休日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 33 199 0 15 33 214 13 247 0 0 13 247

8:00 - 9:00 32 314 7 0 39 314 13 320 6 0 19 320

9:00 - 10:00 23 411 7 0 30 411 7 343 7 0 14 343

10:00 - 11:00 13 600 7 0 20 600 22 486 7 0 29 486

11:00 - 12:00 10 533 7 0 17 533 22 506 7 0 29 506

12:00 - 13:00 18 551 0 0 18 551 9 539 0 0 9 539

13:00 - 14:00 27 519 7 0 34 519 13 515 7 0 20 515

14:00 - 15:00 19 612 7 0 26 612 8 444 7 0 15 444

15:00 - 16:00 12 553 7 0 19 553 12 534 7 0 19 534

16:00 - 17:00 14 528 6 0 20 528 22 557 7 0 29 557

17:00 - 18:00 19 483 0 0 19 483 13 477 0 0 13 477

18:00 - 19:00 10 399 0 0 10 399 9 360 0 15 9 375

合 計 230 5,702 55 15 285 5,717 163 5,328 55 15 218 5,343

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 20 221 0 0 20 221 12 274 0 15 12 289

8:00 - 9:00 10 368 6 0 16 368 12 378 7 0 19 378

9:00 - 10:00 13 550 7 0 20 550 11 399 7 0 18 399

10:00 - 11:00 7 609 7 0 14 609 14 461 7 0 21 461

11:00 - 12:00 12 679 7 0 19 679 12 657 7 0 19 657

12:00 - 13:00 13 656 0 0 13 656 5 433 0 0 5 433

13:00 - 14:00 10 682 7 0 17 682 12 505 7 0 19 505

14:00 - 15:00 12 664 7 0 19 664 15 557 7 0 22 557

15:00 - 16:00 12 685 7 0 19 685 11 531 7 0 18 531

16:00 - 17:00 12 698 7 0 19 698 14 555 6 0 20 555

17:00 - 18:00 16 616 0 0 16 616 14 499 0 0 14 499

18:00 - 19:00 13 482 0 15 13 497 7 440 0 0 7 440

合 計 150 6,910 55 15 205 6,925 139 5,689 55 15 194 5,704

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進
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イ.走行速度 

走行速度は、法定速度の 50km/h とした。 

 

② 道路条件、音源及び予測位置 

道路条件、音源及び予測位置は、前掲「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 4）

予測方法」と同様とした。 

 

 

5) 予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測結果は、表 9-2-30 に示すとおり

である。 

将来騒音レベルは現況騒音レベルと変わらない結果と予測される。 

 

表 9-2-30 廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測結果（LAeq） 

                      （単位：dB(A)） 

予測 

地点 

 時間 

区分 

現況騒音 

レベル 

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

ST-5 
平日 

昼間 
69 

54 
69 

休日 68 68 

ST-6 
平日 

昼間 
69 

54 
69 

休日 69 69 

注)表中の数値は、7時～19 時の等価騒音レベルである。 
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9-2-3 評価 

1. 建設機械の稼働に伴う騒音の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

騒音において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

建設機械の稼働に伴う騒音に係る環境保全目標は、表 9-2-31 に示すとおりとした。 

 

表 9-2-31 設機械の稼働の稼働に伴う騒音に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

建設機械の稼働 

「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）に示されている特定

建設作業騒音に係る規制基準に準じて設定した自主規制値を

満足すること。具体的には、以下のとおりとする。 

…敷地境界で 85dB 以下（LA5） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・建設機械は、実行可能な範囲で低騒音型の機種を使用する。 

・建設機械の集中稼働ができるだけ生じないよう工事計画を検討する。 

・建設機械の整備を適切に実施し、性能を維持する。 

・建設機械の不必要な空ぶかしや過負荷運転を抑制する。 

・敷地境界又は工事区域の境界上に工事用仮囲い等を設置し、騒音の伝播防止を図る。 

・建設機械は、「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づく 2号区域における規制時間帯を

遵守した工事計画を策定し、原則として日曜日は稼働せず、稼働時間帯は、早朝及び夜

間を避けて、基本的に午前 8時から午後 5時までとする。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

建設機械の使用にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、低騒

音型の機種の選定、建設機械の集中稼働が生じないような工事計画の検討、敷地境界上に工

事用仮囲いの設置などの対策を適切に実施する。 

以上により、建設機械の稼働に伴う騒音の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減さ

れると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

敷地境界上における建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベルの予測結果と環境保全目標

との比較を表 9-2-32 に示すとおりである。 

将来騒音レベルの予測結果は、環境保全目標とした自主規制値を満たしており、環境保全

目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-2-32 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果と環境保全目標との比較（LA5） 

（単位：dB(A)） 

予測地点 
現況騒音レベル 

（平日） 

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 
自主規制値 

評価の 

適合状況 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 
61 77 77 

85 以下 

○ 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 
59 75 75 ○ 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 
60 74 74 ○ 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 
64 73 74 ○ 

注)評価の適合状況の「○」は、将来予測建設作業騒音レベルが環境保全目標に適合していることを表す。 
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2. 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

騒音において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

資材運搬等の車両の走行に伴う騒音に係る環境保全目標は、表 9-2-33 に示すとおりとし

た。 

 

表 9-2-33 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

資材運搬等の車両の走行 

「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に示さ

れている幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準、また

はそれに準じて設定した自主規制値を満たすこと。具体的に

は、以下のとおりとする。 

…昼間：70dB 以下、夜間：65dB 以下（LAeq） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・通勤車両を除く資材運搬等の車両は、原則として日曜日は走行せず、走行時間は午前 8

時から午後 6時までの運行計画とする。なお、運行計画の時間帯を変更する場合には、

事前に周知を図る。 

・資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努める。 

・資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。 

・資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条例」（平成 13 年埼玉県条例第 57

号）に基づきアイドリングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを抑制する。 

・資材運搬等の車両運転手に対し、交通規則の遵守、安全運転等に関する指導及び監督を

行う。 

  



9-2-50 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

資材運搬等の車両の走行にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとお

り、資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努めるとと

もに、資材運搬等の車両の過積載防止を徹底するなどの対策を適切に実施する。 

以上により、資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響は、実行可能な範囲内でできる限

り低減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測結果と環境保全目標との比較

は、表 9-2-34 に示すとおりである。 

将来騒音レベルの予測結果は、環境保全目標とした騒音に係る環境基準及び自主規制値を

満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-2-34 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の予測結果と環境保全目標との比較（LAeq） 

                              （単位：dB(A)） 

予測 

地点 

時間 

区分 

現況騒音レベル 

（平日） 

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

自主規制値/ 

環境基準 

評価の 

適合状況 

ST-5 昼間 69 49 69 

70 以下 

○ 

ST-6 昼間 69 47 69 ○ 

注 1)表中の数値は、昼間（7時～19 時：12 時間）の等価騒音レベルである。 

注 2)評価の適合状況の「○」は、予測値が環境保全目標に適合していることを表す。 

注 3)ST-5 は自主規制値、ST-6 は環境基準を示す。 
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3. 施設の稼働に伴う騒音の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

騒音において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

施設の稼働に伴う騒音に係る環境保全目標は、表 9-2-35 に示すとおりとした。 

 

   表 9-2-35 施設の稼働に伴う騒音に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の稼働 

[敷地境界] 

「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）及び「埼玉県生活環境

保全条例」（平成 13 年条例第 57 号）に示されている特定工場等

に係る規制基準に準じて設定した自主規制値を満たすこと。具

体的には以下のとおりとする。 

…敷地境界での騒音レベル（LA5）として 

65dB 以下（朝）、70dB 以下（昼間） 

65dB 以下（夕）、60dB 以下（夜間） 

[周辺地域] 

「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に示さ

れている環境基準に準じて設定した自主規制値を満たすこと。

具体的には、以下のとおりとする。 

…等価騒音レベルとして（LAeq）、昼間：65dB 以下、夜間：60dB

以下 
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2) 環境の保全に関する配慮方針 

・設備機器は実行可能な範囲で、低騒音型の機種を採用する。 

・設備機器は実行可能な範囲で、地下や建築物内に配置し、騒音の施設外部への伝播の防

止に努める。 

・建築物等による音の反射や敷地境界までの距離に応じ、吸排気口の位置に留意して、設

備機器の配置を検討する。 

・設備機器は、定期点検を実施し、常に正常な運転を行うように維持管理を徹底する。 

・騒音発生源となるような設備機器類への対策として、遮音性の高い部屋に格納し、設備

機器の回転数は共振が生じないように適正な点検・整備を行うとともに、必要に応じ

て、消音器を設置する。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の設備機器については、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、低騒音

型の設備機器の採用、設備機器を実行可能な範囲で、地下や建築物内に配置するなどの対策

を適切に実施する。 

以上により、施設の稼働に伴う騒音の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減される

と評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

① 敷地境界 

施設の稼働に伴う工場騒音レベルの予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-2-36 に示す

とおりである。 

将来騒音レベルの予測結果は、全ての地点で、各時間帯の自主規制値を満たしていること

から、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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表 9-2-36 施設の稼働に伴う工場騒音レベルの予測結果と環境保全目標との比較（LA5） 

                    （単位：dB(A)） 

予測地点 
 時間 

区分 

現況騒音 

レベル 

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

自主 

規制値 

評価の 

適合状況 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 

平日 

朝 60 

41 

60 65 ○ 

昼間 61 61 70 ○ 

夕 56 56 65 ○ 

夜間 54 54 60 ○ 

休日 

朝 54 54 65 ○ 

昼間 53 53 70 ○ 

夕 51 51 65 ○ 

夜間 51 51 60 ○ 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 

平日 

朝 58 

46 

58 65 ○ 

昼間 59 59 70 ○ 

夕 60 60 65 ○ 

夜間 56 56 60 ○ 

休日 

朝 51 52 65 ○ 

昼間 52 53 70 ○ 

夕 50 51 65 ○ 

夜間 49 51 60 ○ 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 

平日 

朝 57 

58 

61 65 ○ 

昼間 60 62 70 ○ 

夕 55 60 65 ○ 

夜間 54 59 60 ○ 

休日 

朝 53 59 65 ○ 

昼間 53 59 70 ○ 

夕 51 59 65 ○ 

夜間 52 59 60 ○ 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 

平日 

朝 61 

24 

61 65 ○ 

昼間 64 64 70 ○ 

夕 61 61 65 ○ 

夜間 57 57 60 ○ 

休日 

朝 56 56 65 ○ 

昼間 59 59 70 ○ 

夕 58 58 65 ○ 

夜間 56 56 60 ○ 

注 1)時間区分…朝：6～8時、昼間：8時～19 時、夕：19～22 時、夜間：22 時～6時 

注 2)評価の適合状況の「○」は将来予測工場騒音レベルが環境保全目標に適合していることを表す。 
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② 周辺地域 

施設の稼働に伴う環境騒音レベルの予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-2-37 に示す

とおりである。 

将来騒音レベルの予測結果は、ST-7 の平日及び休日の昼間、ST-9 の休日昼間、ST-10 の平

日昼間を除き、自主規制値を超過する結果となった。 

しかし、自主規制値を超過した地点のうち、ST-7 の休日夜間、ST-8 の休日昼間を除いて

は、現況騒音レベルが自主規制値を超過している。また、現況騒音レベルから将来騒音レベ

ルの増加量は、0～3dB と小さいことから、現況との変化は小さいと考えられる。 

以上により、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-2-37 施設の稼働に伴う環境騒音レベルの予測結果と環境保全目標との比較 

                 （単位：dB(A)） 

予測地点 
 時間 

区分 

現況騒音 

レベル  

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

自主 

規制値 

評価の 

適合状況 

ST-7 

対象事業実施区域 

北側 

［松原公園付近］ 

平日 
昼間 57 

49 

58 60 ○ 

夜間 52 54 50 × 

休日 
昼間 51 53 60 ○ 

夜間 49 52 50 × 

ST-8 

対象事業実施区域 

東側 

［隣接事業所 

付近］ 

平日 
昼間 67 

55 

67 60 × 

夜間 61 62 50 × 

休日 
昼間 60 61 60 × 

夜間 55 58 50 × 

ST-9 

対象事業実施区域 

南側 

［中折之口公園 

付近］ 

平日 
昼間 63 

43 

63 60 × 

夜間 57 57 50 × 

休日 
昼間 52 53 60 ○ 

夜間 53 53 50 × 

ST-10 

対象事業実施区域 

南側 

［深谷市折之口 

1883 付近］ 

平日 
昼間 64 

38 

64 60 × 

夜間 59 59 50 × 

休日 
昼間 54 54 60 ○ 

夜間 53 53 50 × 

注 1)時間区分…昼間：6時～22 時、夜間：22 時～6時 

注 2)評価の適合状況の「○」は、将来予測環境騒音レベルが環境保全目標に適合していることを表し、「×」は適合し

ていないことを示す。 
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4. 施設の稼働に伴う低周波音の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

低周波音において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り

回避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

施設の稼働に伴う低周波音に係る環境保全目標は、表 9-2-38 に示すとおりとした。 

 

表 9-2-38 施設の稼働に伴う低周波音に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の稼働 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12年 10 月、

環境庁大気保全局）に基づく感覚閾値、建具ががたつき始める

閾値を下回ること。具体的には、以下のとおりとする。 

…感覚閾値：G特性音圧レベル 100dB（LG5） 

…建具ががたつき始める閾値：1/3 オクターブバンド音圧レベ

ルで、5Hz：70dB、10Hz：73dB、20Hz：80dB、40Hz：93dB、

50Hz：99dB 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・設備機器は実行可能な範囲で、低騒音型の機種を採用する。 

・設備機器は実行可能な範囲で、地下や建築物内に配置し、騒音の施設外部への伝播の防

止に努める。 

・建築物等による音の反射や敷地境界までの距離に応じ、吸排気口の位置に留意して、設

備機器の配置を検討する。 

・設備機器は、定期点検を実施し、常に正常な運転を行うように維持管理を徹底する。 

・低周波音の音源となるような機器類への対策として、遮音性の高い部屋に格納し、設備

機器の回転数は共振が生じないように適正な点検・整備を行うとともに、必要に応じ

て、消音器、防振ゴム及び防振架台を設置する。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の稼働にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、低騒音型

の機種の採用、低周波音の音源となるような機器類への対策などを適切に実施する。 

以上により、施設の稼働に伴う低周波音の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減さ

れると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

施設の稼働に伴う低周波音の予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-2-39～表 9-2-40 に

示すとおりである。 

将来音圧レベルの予測結果は、G特性音圧レベル及び 1/3 オクターブバンド音圧レベルにつ

いて、環境保全目標とした「低周波音の測定方法に関するマニュアル」に基づく感覚閾値、

並びに建具ががたつき始める閾値を下回っており、環境保全目標との整合が図られていると

評価した。 

 

表 9-2-39 施設の稼働に伴う低周波音の予測結果と環境保全目標との比較（G特性音圧レベル） 

          （単位：dB） 

予測地点 
 現況音圧 

レベル 

寄与音圧 

レベル 

将来音圧 

レベル 
閾値 

評価の 

適合状況 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 

平日 76 
98 

98 

100 

○ 

休日 76 98 ○ 

ST-2 
対象事業実施区域

敷地境界（東側） 

平日 77 
88 

88 ○ 

休日 72 88 ○ 

ST-3 
対象事業実施区域

敷地境界（南側） 

平日 77 
90 

90 ○ 

休日 76 90 ○ 

ST-4 
対象事業実施区域

敷地境界（西側） 

平日 80 
90 

90 ○ 

休日 80 90 ○ 

注）評価の適合状況の「○」は予測結果が環境保全目標に適合していることを表す。 
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表 9-2-40 施設の稼働に伴う低周波音の予測結果と環境保全目標との比較 

（1/3 オクターブバンド音圧レベル） 

                                       （単位：dB） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）評価の適合状況の「○」は予測結果が環境保全目標に適合していることを表す。 

  

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80

平日 60 59 58 57 58 59 59 58 59 57 57 60 71 78 68 62 63 60 61 60

休日 62 61 60 59 59 59 59 58 59 57 57 60 70 78 67 60 60 58 58 59
平日 53 52 52 53 53 55 55 55 55 57 57 58 64 70 64 60 59 58 58 57
休日 57 56 56 56 56 57 57 56 55 54 54 56 62 69 62 54 54 51 50 51
平日 62 61 61 60 60 60 60 59 59 59 59 59 66 72 65 60 62 62 62 60
休日 59 59 57 57 57 57 57 57 57 56 56 58 66 72 63 58 59 59 57 57
平日 56 55 55 55 55 57 57 57 58 59 61 64 67 72 66 65 64 64 62 60
休日 56 55 55 54 54 56 56 56 57 57 60 64 67 72 66 62 62 61 58 58

物的苦情に
関する参照値

- - - - - - - 70 71 72 73 75 77 80 83 87 93 99 - -

評価の
適応状況

- - - - - - - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - -

ST-1

ST-2

ST-3

ST-4

調査地点
平日
／

休日

中心周波数帯（Hz)
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5. 廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

騒音において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音に係る環境保全目標は、表 9-2-41 に示すとおりとし

た。 

 

表 9-2-41 廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

廃棄物運搬車両等の走行 

「騒音に係る環境基準」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に示さ

れている幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準、また

はそれに準じて設定した自主規制値を満たすこと。具体的に

は、以下のとおりとする。 

…昼間：70dB 以下、夜間：65dB 以下（LAeq） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・廃棄物運搬車両の受け入れは、原則として日曜日を含め、受け入れ時間は午前 8時から

午後 5時までとする。 

・廃棄物運搬車両が特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努める。 

・廃棄物運搬車両等については、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるな

ど、適正な走行に努める。 

・資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条例」（平成 13 年埼玉県条例第 57

号）に基づきアイドリングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを抑制する。 

・廃棄物運搬車両等の運転手に対し、交通規則の遵守、安全運転等に関する指導や啓発及

び監督を行う。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

廃棄物運搬車両等の走行にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとお

り、特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努めるなどの対策を適切に実施

する。 

以上により、廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音の影響は、実行可能な範囲内でできる限

り低減されると評価した。 
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(2) 基準・目標等との整合の観点 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音レベルの予測結果と環境保全目標との比較

は、表 9-2-42 に示すとおりである。 

将来騒音レベルの予測結果は、環境保全目標とした道路交通騒音の環境基準及び自主規制

値を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-2-42 廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音の予測結果と環境保全目標との比較（LAeq） 

                      （単位：dB(A)） 

予測 

地点 

 時間 

区分 

現況騒音 

レベル 

寄与騒音 

レベル 

将来騒音 

レベル 

自主規制値/ 

環境基準 

評価の 

適応状況 

ST-5 
平日 

昼間 
69 

54 
69 

70 以下 

○ 

休日 68 68 ○ 

ST-6 
平日 

昼間 
69 

54 
69 ○ 

休日 69 69 ○ 

注 1)表中の数値は、7時～19 時の等価騒音レベルである。 

注 2)評価の適合状況の「○」は予測値が環境保全目標に適合していることを表す。 

注 3)ST-5 は自主規制値、ST-6 は環境基準を示す。 
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9-3 振動 

9-3-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

工事の実施、施設の存在及び供用に伴う振動への影響を予測及び評価するために、表 9-3-1

に示す項目について調査を実施した。 

 

表 9-3-1 振動の調査項目 

調査項目 

振動及び低周波音の状況 ・環境振動 

・道路交通振動 

・地盤卓越振動数 

道路交通の状況 ・交通量 

・走行速度 

・道路構造 

振動の伝播に影響を及ぼす地質・地盤の状況 

その他の事項 ・既存の発生源の状況 

・学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必

要な施設及び住宅の分布状況 
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2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-3-2 に示す資料を収集、整理した。 

 

表 9-3-2 振動に係る既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

振動の状況 
・平成 29 年度 自動車交通振動・道路交通振動実態調査結果 

（埼玉県ホームページ） 

道路交通の状況 
・平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査 

（埼玉県ホームページ） 

振動の伝播に影響を及ぼす地質・地盤

の状況 
・地形図 

・土地利用現況図 
その他の事項 

 

2) 現地調査 

振動の状況及び道路交通の状況の現地調査は、表 9-3-3 に示す方法により実施した。 

 

表 9-3-3 振動の調査方法（振動の状況、道路交通の状況） 

調査項目 調査方法 

振動の状況 

環境振動 「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月総理府令第 58 号）に定

める測定方法（JIS Z 8735）に基づき、時間率振動レベル（L5、

L10、L50、L90、L95）を測定した。 道路交通振動 

地盤卓越振動数 

「道路環境整備マニュアル」（平成元年 1月、日本道路協会）に

基づき、大型車単独走行時の振動加速度レベルを 1/3 オクターブ

バンド分析器により測定した。 

道路交通の状況 

車種別・方向別 

交通量 

ハンドカウンターを用いて、方向別、時間別、車種別（大型車、

小型車、自動二輪車）に計測した。 

走行速度 
大型車及び小型車（1時間毎に各 5台ずつ）を対象として、方向

別に、スピードガンで測定した。 

道路構造 
道路（車道、路肩、歩道等）の幅員をメジャー等により計測し

た。 
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3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

2) 現地調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

調査地点は、表 9-3-4 及び図 9-3-1(1)～図 9-3-1(2)に示すとおりとした。 

道路交通振動及び地盤卓越振動数、並びに道路交通の状況の調査地点は、工事中の資材運搬

等の車両及び廃棄物運搬車両等の主な走行ルート沿いの 2地点とした。 

 

表 9-3-4 振動の調査地点 

調査項目 調査地点 調査地点詳細 

環境振動 

ST-1 対象事業実施区域敷地境界（北側） 

ST-2 対象事業実施区域敷地境界（東側） 

ST-3 対象事業実施区域敷地境界（南側） 

ST-4 対象事業実施区域敷地境界（西側） 

道路交通振動 

地盤卓越振動数 

道路交通の状況 

ST-5（№1） 市道幹 2号南側区間沿道 

ST-6（№2） 市道幹 2号北側区間沿道 

 

  



9-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-3-1（1） 調査地点位置図（環境振動） 

 

1：5000 

● 
ST-1 

● 

● ST-4 

● 

市道幹 2 号 

ST-2 

UACJ 深谷製造所 

市道幹 2 号 

上越新幹線 

●：調査地点 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

市道 I-120 号 

ST-3 
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図 9-2-1(2) 調査地点位置図（道路交通振動、地盤卓越振動数等） 

● 
ST-6、№2 

● 
ST-5、№1 

市道幹 2 号 

●：調査地点 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

市道幹 2 号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 

市道 I-120 号 
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4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を用いた。 

 

2) 現地調査 

振動の調査期間等は、表 9-3-5 に示すとおりとした。 

環境振動の調査は、平日及び休日に各 24 時間の連続測定を実施した。 

道路交通振動及び道路交通の状況の調査は、関係車両の走行時間帯を考慮して平日及び休日

の 7時～19 時に実施した。 

 

表 9-3-5 振動の調査期間等 

調査項目 調査期間 

振動の状況 

環境振動 
休日：令和 3年 4月 11 日（日）0時～24 時 

平日：令和 3年 4月 20 日（火）0時～24 時 

道路交通振動 
休日：令和 3年 4月 11 日（日）7時～19 時 

平日：令和 3年 4月 20 日（火）7時～19 時 

地盤卓越振動数 
休日：令和 3年 4月 11 日（日）7時～19 時 

平日：令和 3年 4月 20 日（火）7時～19 時 

道路交通の状況 
休日：令和 3年 4月 11 日（日）7時～19 時 

平日：令和 3年 4月 20 日（火）7時～19 時 

 

5. 調査結果 

1) 振動の状況 

(1) 既存資料調査 

振動の状況の既存資料調査の結果は、前掲「第 3章 3-2 自然的状況 3.大気質、騒音、振動、

悪臭、気象その他の大気に係る環境の状況 3)振動・振動・低周波音」に示すとおりである。 

 

(2) 現地調査 

① 環境振動 

環境振動の現地調査結果の概要は、表 9-3-6 に示すとおりであった。 

（1時間値の詳細は、資料編・資料 3-1 参照） 

平日の振動レベル（L10）は 25dB 未満～45dB、休日の振動レベル（L10）は 25dB 未満～38dB で

あり、平日の方が高い値を示した。これは、周辺地域の事業活動等による振動が要因になって

いるものと考えられる。 

なお、振動に環境基準はなく、調査地点は工業専用地域であるため、規制基準も適用されな

い。 
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表 9-3-6 環境振動の現地調査結果の概要 

（単位：dB） 

調査地点 平日/休日 
時間率振動レベル（L10） 

昼間 夜間 

ST-1 
平日 30 25 未満 

休日 29 28 

ST-2 
平日 35 32 

休日 25 未満 25 未満 

ST-3 
平日 38 31 

休日 26 25 未満 

ST-4 
平日 45 37 

休日 38 34 

注 1)時間区分…昼間：8～19 時 夜間：19 時～8時 

注 2)振動に環境基準はなく、調査地点は工業専用地域であるため、 

規制基準も適用されない。 

 

② 道路交通振動 

道路交通振動の現地調査結果の概要は、表 9-3-7 に示すとおりであった。 

（1時間値の詳細は、資料編・資料 3-2 参照） 

昼間の振動レベル（L10）は 31～38dB、夜間の振動レベル（L10）は 32～39dB であった。 

なお、ST-6 は要請限度を下回っており、ST-5 は工業専用地域であるため、道路交通振動の要

請限度は適用されないが、ST-6 と同等の結果であった。 

 

表 9-3-7 道路交通振動の現地調査結果の概要 

（単位：dB） 

調査地点 区域の区分 平日/休日 時間の区分 
時間率振動レベル（L10） 

調査結果 要請限度 

ST-5 第 2 種区域 

平日 
昼間 38 － 

夜間 38 － 

休日 
昼間 31 － 

夜間 32 － 

ST-6 第 1 種区域 

平日 
昼間 38 65 

夜間 38 60 

休日 
昼間 38 65 

夜間 39 60 

注 1) 夜間の値は、7～8時の 1時間値を示した。 

注 2) 昼間の値は、8～19 時までの各時間の L10の算術平均値である。 
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③ 地盤卓越振動数 

地盤卓越振動数の現地調査結果は、表 9-3-8 に示すとおりであった。 

地盤卓越振動数は、ST-5 地点の平日で 35.1Hz、休日で 36.8Hz、ST-6 地点の平日で 25.8Hz、

休日で 23.7Hz であった。 

（調査結果の詳細は、資料編・資料 3-3 参照） 

「道路環境整備マニュアル」（平成元年 1 月、(社)日本道路協会）では、地盤卓越振動数が

15Hz 以下である場合は軟弱地盤とされており、いずれの調査地点も、軟弱地盤の有無を判断す

る値（15Hz）よりも大きい値であった。 

 

表 9-3-9 地盤卓越振動数の調査結果 

（単位：Hz） 

調査地点 地盤卓越振動数 

ST-5 
平日 35.1 

休日 36.8 

ST-6 
平日 25.8 

休日 23.7 
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2) 道路交通の状況 

(1) 現地調査 

① 道路の構造 

道路の構造の現地調査結果は、図 9-3-2 に示すとおりであった。 

 

【ST-5：市道幹 2号南側区間沿道】（密粒舗装） 

 

 

【ST-6：市道幹 2号北側区間沿道】（密粒舗装） 

 

注）●は、道路交通振動の測定位置を示す。 

 

図 9-2-2 調査地点の道路の構造 
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② 交通量 

廃棄物運搬車両等の主要な運行ルートとなる市道の交通量等の現地調査結果（7時～19 時

の 12 時間）は、表 9-3-10 に示すとおりであった。 

市道幹 2号線の交通量は、市道幹 2号南側区間沿道の№1の平日で 15,449 台/12 時間、休

日で 11,423/12 時間、市道幹 2号北側区間沿道の№2の平日で 16,000 台/12 時間、休日で

12,888/12 時間となっており、大型車混入率は、№1の平日で 18.2％、休日で 3.4％、№2の

平日で 16.2％、休日で 2.2％であった。 

 

表 9-3-10 交通量等の現地調査結果の概要（12 時間交通量） 

調査地点 平日／休日 方向 

交通量（台/12 時間） 
大型車 

混入率 

（％） 

 

合計 自動二輪車 
大型車 小型車 

№1 

平日 

北進 1,355 6,308 7,663 68 17.7 

南進 1,463 6,323 7,786 62 18.8 

合計 2,818 12,631 15,449 130 18.2 

休日 

北進 230 5,702 5,932 271 3.9 

南進 163 5,328 5,491 137 3.0 

合計 393 11,030 11,423 408 3.4 

№2 

平日 

北進 1,267 6,995 8,262 80 15.3 

南進 1,332 6,406 7,738 72 17.2 

合計 2,599 13,401 16,000 152 16.2 

休日 

北進 150 6,910 7,060 120 2.1 

南進 139 5,689 5,828 122 2.4 

合計 289 12,599 12,888 242 2.2 

注 1)大型車は、「普通貨物車」、「バス」等であり、小型車は「乗用車」、「小型貨物車」、「軽自動車」等である。 

注 2)車種の区分はナンバープレート（大型（1、2、8）、小型車（3,4,5,7,8））を基本とし、形態により区分した。 

注 3)大型車混入率は、大型車交通量/（大型車交通量＋小型車交通量）×100 で求めた。 
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③ 走行速度 

走行速度の現地調査結果は、表 9-3-11 に示すとおりであった。 

 

表 9-3-11 走行速度の現地調査結果の概要 

調査地点 平日／休日 方向 
走行速度（km/h） 

大型車 小型車 平均 

№1 

平日 
北進 46.6 45.0 45.8 

南進 45.7 45.3 45.5 

休日 
北進 57.7 56.4 57.1 

南進 56.4 55.8 56.1 

№2 

平日 
北進 46.1 47.9 47.0 

南進 47.0 46.2 46.6 

休日 
北進 48.5 50.2 49.3 

南進 48.5 49.6 49.1 

注）平均は、方向別の全ての測定結果を算術平均した値である。 

 

3) 振動の伝播に影響を及ぼす地形・地物の状況 

(1) 既存資料調査 

振動の伝播に影響を及ぼす地形・地物の状況の既存資料調査の結果は、前掲「第 3章対象

事業実施区域及びその周囲の概況 3-2 自然的状況 3-2-4 地形及び地質の状況」に示すとおり

である。 

対象事業実施区域及びその周辺は、工業団地が広がり、起伏のほとんどない平地となって

いる。このため、騒音の伝播に影響を及ぼす地形・地物はみられない。 

 

4) その他の状況（既存資料調査） 

(1) 既存の発生源の状況 

対象事業実施区域周辺は、工業団地が広がっており、振動の発生が懸念されるような発生

源として、様々な事業所が稼働している。また、移動発生源として道路を走行する自動車が

挙げられる。主な道路としては、対象事業実施区域西側に市道幹 2号、南側に市道 I-120 号

が通っている。（前掲図 9-2-1(2)に示す廃棄物運搬車両等の主要な運行ルートに同じ） 
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(2) 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況 

学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況の既存

資料調査の結果は、前掲「第 3章対象事業実施区域及びその周囲の概況 3-1 社会的状況 3-1-

5 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況」に示

すとおりである。 

対象事業実施区域周辺の環境保全についての配慮が必要な施設は存在しない。 
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9-3-2 予測 

1. 建設機械の稼働に伴う振動への影響 

1) 予測内容 

工事の実施による建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベルの変化の程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様で、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界上 4地点の地盤面とした。 

 

3) 予測対象時期等 

予測対象時期等は、建設機械の稼働が最大となる時期（工事着工後 3ヶ月目）とした。 

なお、設定根拠として、工事工程全体の 1ヶ月毎の建設機械の稼働の推移は、資料編・資料

2-4 に示すとおりである。  
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4) 予測方法 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測は、事業計画に基づき想定される振動源条

件等を基にして、振動の伝播理論式を用いて、各建設機械からの振動レベルを定量的に予測計

算し、合成する方法とした。 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測手順は図 9-3-3 に示すとおりである。 

 

 

 

図 9-3-3 建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測手順  

建設作業振動レベルの算出

現地調査結果

予測結果

事業計画

予測時期の設定

予測地域の設定

　　　　　予測条件の設定
・　振動源設定
（種類、台数、振動レベル）
・　配置

振動の伝搬理論式

各振動源からの振動の合成
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(1) 予測式 

建設作業振動レベルの予測式は、以下に示すとおりであり、振動の伝播理論式（「建設作業振

動対策マニュアル」（平成 6年、社団法人 日本建設機械化協会））を用いた。 

 

𝑉𝐿  ＝ 𝑉𝐿－20𝑙𝑜𝑔ଵሺｒ/ｒ

ሻ－8.68ሺｒ－ｒ


ሻ𝛼 

VLr  ：振動源から r（m）離れた地点（受振点）の振動レベル（dB） 

VLr0  ：振動源から r0（m）離れた地点（基準点）の振動レベル（dB） 

r  ：振動源から受振点までの距離（m） 

r0  ：振動源から基準点までの距離（m） 

n  ：幾何減衰定数 

表面波と実体波の複合した波動伝搬を想定し、ここでは 

ｎ＝0.75 とした。 

α  ：内部減衰定数 

内部減衰定数については、0.04～0.01 の範囲（資料：「公害振動の予測手

法」（1986 年、塩田正純）」より抜粋）とされており、ここでは、安全を見

込んで最も減衰量の小さい 0.01 とした。 

 

建設機械は複数稼働しているため、予測地点の振動レベルは次式により合成した。 

 

𝑉𝐿 ൌ 10 𝑙𝑜𝑔ଵ10



ୀଵ

/ଵ

 

VL ：予測地点での合成振動レベル（dB） 

VLri(i=1～n) ：予測地点での各建設機械の振動レベル（dB） 
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(2) 予測条件 

① 建設機械の振動レベル 

予測対象時期等（工事着工後 3ヶ月目）に稼働する主要な建設機械の種類、振動レベル及び

稼働台数は、表 9-3-13 に示すとおりである。 

 

表 9-3-13 建設機械の稼働に伴う振動に係る主要な建設機械の振動レベルと稼働台数 

№ 建設機械 規格 

基準点 

振動レベル 

（dB） 

基準距離 

（ｍ） 

1 日当たりの 

稼働台数 

（台） 

① ラフタークレーン 50t 67 7 1 

② 圧入機（パイラー） 103kW 69 7 1 

③ ミニバックホウ 0.15ｍ3 55 15 1 

④ バックホウ 0.7ｍ3 55 15 1 

⑤ トラッククレーン 206kW 67 7 1 

⑥ トラッククレーン 206kW 67 7 1 

注 1)基準点振動レベルは、以下の資料を参考として設定した。 

・「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第 3版）（平成 13 年、社団法人日本建設機械化協会） 

・「建設作業振動対策マニュアル」（平成 6 年、社団法人日本建設機械化協会） 

・「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成 9年 7月建設省告示第 1536 号） 

注 2)図中番号は、図 9-3-4 に対応する。 

 

② 建設機械の配置 

建設機械の配置は、作業の進行によって種々変化するが、影響が最も大きくなる場合を想定

し、予測対象時期等に使用される主な建設機械が同時に稼働すると仮定した。設定した機械配

置は図 9-3-4 に示すとおりである。 

また、建設機械の振動源は地表面にあるものとして予測した。 
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図 9-3-4 建設機械の稼働に伴う振動に係る主要な建設機械の配置と建物及び仮囲いの位置 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

● ST-2 

● 

ST-1 

防音シート 

2ｍ×25ｍ 

● 

ST-3 

● 
ST-4 
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5) 予測結果 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測結果は表 9-3-14 に、建設作業振動レベル

（寄与分）の分布状況は図 9-3-5 に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベル（寄与分）は、敷地境界の ST-1～ST-4 で 58～69dB

と予測される。 

また、建設作業振動レベルの予測値と既存振動レベルとの合成値は、敷地境界の ST-1～ST-

4 地点で 58～69dB と予測される。 

 

表 9-3-14 建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測結果（L10） 

（単位：dB） 

予測地点 
現況振動レベル 

（平日） 

寄与振動 

レベル 

将来振動 

レベル 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 
30 69 69 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 
35 61 61 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 
38 58 58 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 
45 59 59 

注)予測時間帯は昼間（8時～19 時)である。 
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図 9-3-5 建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベル（寄与分）の分布状況（L10） 
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2. 資材運搬等の車両の走行に伴う振動の影響 

1) 予測内容 

工事の実施による資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レベル（L10）の変化の程度を

予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様で、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は、調査地点と同様で、表 9-3-15 に示す資材運搬等の車両の主な走行ルート上の 2

地点の官民境界上とした。 

 

表 9-3-15 資材運搬等の車両の走行に伴う振動の予測地点 

影響要因 予測地点 

資材運搬等の 

車両の走行 

ST-5 市道幹 2号南側区間沿道 

ST-6 市道幹 2号北側区間沿道 

注）予測地点の位置は、前掲図 9-3-1(2)に示す道路交通振動の現地調査地点と同じとした。 

 

3) 予測対象時期 

予測対象時期等は、資材運搬等の車両の走行が最大となる工事着工後 29 ヶ月目とした。 

なお、設定根拠として、工事工程全体の 1ヶ月毎の資材運搬等の車両の推移は、資料編・資

料 2-4 に示すとおりである。 

予測対象とする時間帯は、工事実施に伴う資材運搬等の車両の走行時間帯を考慮し、現地調

査を行った時間帯と同じ時間帯（7時～19 時）とした。 
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4) 予測方法 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レベルの予測は、現況の道路交通振動レベルに

対し、交通量の増加に伴う振動レベルの増加分を加算する方法とした。 

振動レベルの計算は、事業計画に基づき想定される資材運搬等の車両台数を基として、「道路

環境影響評価の技術手法［平成 24 年度版］」（国土交通省国土技術政策総合研究所）に記載の道

路交通振動予測式（旧建設省土木研究所の提案式）を用いて、定量的な予測を行った。 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レベルの予測手順は、図 9-3-6 に示すとおりで

ある。 

 

 

注）予測条件の設定に係る記号は、後述する予測式に示すとおりである。 

 

図 9-3-6 資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レベルの予測手順 

振動レベル現況実測値
A

工事中予測値の算出
A+B

初期データ
・道路構造、車線構造
・平均走行速度

工事中の交通量に基づく
予測計算値の算出

B

工事中の交通量
（工事関係者車両+工事
用資材等運搬車両）

予測条件の設定

Q
*，V，M，σ，ｆ，r

予測基準点における
振動レベルの算出

L10’

距離減衰の補正

L10=L10’-αn



9-3-22 

(1) 予測式 

予測式は、以下に示すとおりである。 

 

𝐿ଵ ＝ 𝐿ଵ’－𝛼 

Lଵ’＝ alogଵሺlogଵQ∗ሻ＋blogଵV＋clogଵM＋d＋α＋α＋αୱ 

L10 ：振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値（dB） 

L10’ ：予測基準点における振動レベルの予測値（dB） 

a，b，c，

d 

：定数 

Q* ：500 秒間の 1車線あたり等価交通量（台/500s/車線） 

Q*＝(500／3,600)×(1／M)×（Q1＋13Q2） 

Q1：小型車時間交通量（台/h） 

Q2：大型車時間交通量（台/h） 

M ：上下車線合計の車線数 

V ：平均走行速度（km/h） 

ασ ：路面の平坦性等による補正値（dB） 

ασ＝8.2・log10σ（アスファルト舗装のとき） 

σ：3m プロフィルメータによる凸凹の標準偏差(mm) 

αf ：地盤卓越振動数による補正値（dB） 

αｆ＝－17.3・log10f（f≧8Hz のとき） 

f：地盤卓越振動数（Hz） 

αs ：道路構造による補正値（dB）（平面道路の場合＝0） 

αn ：距離減衰値（dB） 

αn＝βlog10(r/5＋1)／log102 

β＝0.130・L10’－3.9（砂地盤のとき） 

r：基準点から予測地点までの距離（m） 

注）基準点の位置は、最外側車線の中心から 5m とした。 

 

予測に用いた定数等は、表 9-3-16 に示すとおりである。 

 

表 9-3-16 予測に用いた定数等 

予測地点 M a b c d 
σ 

(mm) 

f 

(Hz) 

ST-5 4 
47 12 3.5 27.3 5.0 

35.1 

ST-6 4 25.8 

注）σは、「維持修繕要否判断の目標値」のうち、「交通量の多い一般道路」における縦断方向の凹凸 4.0～5.0mm より、

安全を見込んで 5.0mm とした。 
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(2) 予測条件 

① 交通条件 

ア.交通量 

予測対象時期等（工事着工後 29 ヶ月目）に走行する車両の交通量は、表 9-3-17(1)～表 9-

3-17(2)に示すとおりである。 

 

表 9-3-17(1) 工事関係車両交通量の設定（ST-5（№1）：平日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-3-17(2) 工事関係車両交通量の設定（ST-6（№2）：平日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 91 691 0 37 91 728 47 749 0 0 47 749

8:00 - 9:00 170 757 2 0 172 757 154 588 0 0 154 588

9:00 - 10:00 107 428 1 0 108 428 148 370 1 0 149 370

10:00 - 11:00 103 534 1 0 104 534 176 463 1 0 177 463

11:00 - 12:00 142 426 1 0 143 426 161 483 1 0 162 483

12:00 - 13:00 107 405 0 0 107 405 79 438 0 0 79 438

13:00 - 14:00 146 430 1 0 147 430 117 449 1 0 118 449

14:00 - 15:00 148 488 1 0 149 488 161 485 1 0 162 485

15:00 - 16:00 134 407 1 0 135 407 152 489 1 0 153 489

16:00 - 17:00 84 454 0 0 84 454 114 479 2 0 116 479

17:00 - 18:00 64 663 0 0 64 663 108 699 0 0 108 699

18:00 - 19:00 59 625 0 0 59 625 46 631 0 37 46 668

合 計 1,355 6,308 8 37 1,363 6,345 1,463 6,323 8 37 1,471 6,360

将来
北進
増加 将来

南進
増加

方向

　　　　種別
時間帯

現況 現況

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 89 651 0 0 89 651 60 918 0 38 60 956

8:00 - 9:00 173 632 0 0 173 632 119 734 2 0 121 734

9:00 - 10:00 117 551 1 0 118 551 160 411 1 0 161 411

10:00 - 11:00 73 559 1 0 74 559 165 443 1 0 166 443

11:00 - 12:00 167 474 1 0 168 474 150 389 1 0 151 389

12:00 - 13:00 106 446 0 0 106 446 62 442 0 0 62 442

13:00 - 14:00 155 396 1 0 156 396 75 448 1 0 76 448

14:00 - 15:00 160 405 1 0 161 405 151 435 1 0 152 435

15:00 - 16:00 63 487 1 0 64 487 119 462 1 0 120 462

16:00 - 17:00 56 585 2 0 58 585 139 469 0 0 139 469

17:00 - 18:00 65 941 0 0 65 941 102 616 0 0 102 616

18:00 - 19:00 43 868 0 38 43 906 30 639 0 0 30 639

合 計 1,267 6,995 8 38 1,275 7,033 1,332 6,406 8 38 1,340 6,444

将来　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加
方向 北進 南進
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イ.走行速度 

走行速度は、法定速度の 50km/h とした。 

 

 

② 道路条件及び振動源の位置 

予測位置は道路端とし、予測高さは地表面とした。 

予測断面及び予測位置は図 9-3-7 に示すとおりである。 

 

【ST-5：市道幹 2号南側区間沿道】（密粒舗装） 

 

 

 

 

【ST-6：市道幹 2号北側区間沿道】（密粒舗装） 

 

 

 

注）●は、道路交通振動の測定位置を示し、◆は最外側車線の中心を示す。 

 

図 9-3-7 予測地点の道路断面及び予測位置 

 

 

 

 

  

◆ 

5800 

◆ 

5600 
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③ 振動レベルの現況実測値 

振動レベルの現況実測値は、表 9-2-18 に示すとおり、平日の振動レベル（L10）とした。 

 

表 9-3-18 振動レベルの現況実測値 

（単位：dB） 

予測地点 時間区分 振動レベル（L10） 

ST-5 
昼間 38 

夜間 38 

ST-6 
昼間 38 

夜間 38 

注 1) 夜間の値は、7～8時の 1時間値を示した。 

注 2) 昼間の値は、8～19 時までの各時間の L10の算術平均値である。 
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5) 予測結果 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レベルの予測結果は、表 9-3-19 に示すとおり

である。 

将来振動レベルは現況振動レベルと変わらない結果と予測される。 

 

表 9-2-19 資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レベルの予測結果（L10） 

（単位：dB） 

予測 

地点 

時間 

区分 

現況振動レベル 

（平日） 

寄与振動 

レベル 

将来振動 

レベル 

ST-5 
昼間 38 3 38 

夜間 38 3 38 

ST-6 
昼間 38 5 38 

夜間 38 5 38 

注 1)時間区分について、夜間の予測結果は、7～8時の予測値である。また、昼間の予測結果は、 

8～19 時の毎時の予測値の算術平均値である。 
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3. 施設の稼働に伴う振動の影響 

1) 予測内容 

施設の稼働に伴う工場振動レベル（L10）の変化の程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様とし、対象事業実施区域とした。 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界上（環境振動の現地調査地点）の現地調査地点計

4地点とした。 

 

3) 予測対象時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

 

4) 予測方法 

施設計画から想定される振動発生源等の条件を設定し、振動の伝播理論式により、施設から

の振動レベル（寄与分）を算出する方法により定量的に予測した。 

施設の稼働に伴う工場振動レベルの予測手順は、図 9-3-9 に示すとおりである。 

 

 

図 9-3-9 施設の稼働に伴う工場振動レベルの予測手順  

現地調査結果合成

予測地点における振動レベル

振動源の位置、
基準点振動レベルの設定

事業計画

振動伝搬計算
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(1) 予測式 

予測式は、前掲「1．建設機械の稼働に伴う振動の影響 4）予測方法 (1)予測式」と同様と

した。 

 

(2) 予測条件 

① 振動源の条件 

施設の振動源となる主要な設備機器の振動レベルは表 9-3-20、各階における振動源（設備機

器）の配置は図 9-3-10(1)～図 9-3-10(5)に示すとおりである。 

なお、各設備は 1階に設置されているものとして予測を行った。 

 

表 9-2-21 施設の稼働に伴う騒音に係る主要な設備機器の音圧レベル 

№ 機器名称 音源位置及び高さ（ｍ） 
振動 
レベル 

基準距離 
（ｍ） 

稼働時間 

3 破砕機 屋内 廃棄物受入棟 2F 5 50 1 24 時間 

9 流動媒体振動ふるい 屋外 プラントエリア 2F 7 78 1 24 時間 

12 ボイラ給水ポンプ 屋外 プラントエリア 1F 1 70 1 24 時間 

13 脱気器給水ポンプ 屋外 プラントエリア 1F 1 75 1 24 時間 

14 蒸気タービン 屋内 廃棄物受入棟 2F 5 65 1 24 時間 

15 発電機 屋内 廃棄物受入棟 2F 5 65 1 24 時間 

26 押込ファン電動機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 55 1 24 時間 

28 2 次空気ファン電動機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 55 1 24 時間 

30 誘引ファン電動機 屋外 プラントエリア 1F 1 70 1 24 時間 

31 消石灰・活性炭ブロワ 屋外 プラントエリア 2F 5.5 80 1 24 時間 

33 空気圧縮機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 69 1 24 時間 

34 空気圧縮機 屋内 廃棄物受入棟 1F 1 69 1 24 時間 
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図 9-3-10(1) プラントエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-3-10(2) 廃棄物受入棟平面図（1階） 
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図 9-3-10(3) 廃棄物受入棟平面図（2階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-3-10(4) 廃棄物受入棟平面図（3階） 
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図 9-2-10(5) 廃棄物受入棟平面図（5階） 

 

 

② 現況騒音レベル 

現況振動レベルの設定については、前掲表 9-3-6 に示すとおり、敷地境界における ST-1～

ST-4（環境騒音）の値を採用した。 

なお、いずれの地点も周辺事業所の稼働振動等が含まれている。 

 

 

5) 予測結果 

(1) 工場振動（敷地境界） 

施設の稼働に伴う敷地境界における工場振動レベル（L10）の予測結果は表 9-3-22 に、予測

地域における施設からの工場騒音レベルの分布状況は図 9-3-11 に示すとおりである。 

施設の稼働に伴う工場振動レベル（寄与分）は、敷地境界の ST-1～ST-4 で 49～59dB と予測

される。 

また、寄与振動レベルと既存振動レベルとの合成値も、敷地境界の ST-1～ST-4 地点で 49～

59dB と予測される。 
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表 9-3-22 施設の稼働に伴う工場振動レベルの予測結果（敷地境界：L10） 

                 （単位：dB） 

予測地点  
時間 

区分 

現況振動 

レベル 

寄与振動 

レベル 

将来振動 

レベル 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 

平日 
昼間 30 

58 

58 

夜間 25 未満 58 

休日 
昼間 29 58 

夜間 28 58 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 

平日 
昼間 35 

59 

59 

夜間 32 59 

休日 
昼間 25 未満 59 

夜間 25 未満 59 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 

平日 
昼間 38 

56 

56 

夜間 31 56 

休日 
昼間 26 56 

夜間 25 未満 56 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 

平日 
昼間 45 

49 

50 

夜間 37 49 

休日 
昼間 38 49 

夜間 34 49 

注)時間区分…昼間：8～19 時 夜間：19 時～8時 
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図 9-3-11 施設の稼働に伴う施設からの工場振動レベルの分布状況（L10） 
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4. 廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の影響 

1) 予測内容 

施設の供用による廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動レベルの変化の程度を予測

した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、調査地域と同様とし、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測地点は、現地調査地点と同様で、表 9-2-23 に示す廃棄物運搬車両等の主な走行ルート

上の 2地点の官民境界上とした。 

 

表 9-2-23 廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の予測地点 

影響要因 予測地点 

廃棄物運搬車両等の走行 
ST-5 市道幹 2号南側区間沿道 

ST-6 市道幹 2号北側区間沿道 

注）予測地点の位置は、前掲図 9-3-1(2)に示す道路交通振動の現地調査地点と同じとした 

 

3) 予測対象時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

予測の対象とする時間帯は、廃棄物運搬車両等の走行時間帯（8時～17 時）を含む 7時～

19 時とした。 

 

4) 予測方法 

(1) 予測式 

予測式は、前掲「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う振動の影響 4）予測方法」と同様に、

現況の道路交通振動レベルに対し、交通量の増加に伴う振動レベルの増加分を加算する方法

を用いた。  
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(2) 予測条件 

① 交通条件 

ア.交通量 

予測対象時期等に走行する廃棄物運搬車両等の交通量は、表 9-3-24(1)～表 9-3-24(4)に示

すとおりである。 

 

表 9-3-24(1) 廃棄物運搬車両等交通量の設定（ST-5（№1）：平日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-3-24(2) 廃棄物運搬車両等交通量の設定（ST-6（№2）：平日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 91 691 0 15 91 706 47 749 0 0 47 749

8:00 - 9:00 170 757 7 0 177 757 154 588 6 0 160 588

9:00 - 10:00 107 428 7 0 114 428 148 370 7 0 155 370

10:00 - 11:00 103 534 7 0 110 534 176 463 7 0 183 463

11:00 - 12:00 142 426 7 0 149 426 161 483 7 0 168 483

12:00 - 13:00 107 405 0 0 107 405 79 438 0 0 79 438

13:00 - 14:00 146 430 7 0 153 430 117 449 7 0 124 449

14:00 - 15:00 148 488 7 0 155 488 161 485 7 0 168 485

15:00 - 16:00 134 407 7 0 141 407 152 489 7 0 159 489

16:00 - 17:00 84 454 6 0 90 454 114 479 7 0 121 479

17:00 - 18:00 64 663 0 0 64 663 108 699 0 0 108 699

18:00 - 19:00 59 625 0 0 59 625 46 631 0 15 46 646

合 計 1,355 6,308 55 15 1,410 6,323 1,463 6,323 55 15 1,518 6,338

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 89 651 0 0 89 651 60 918 0 15 60 933

8:00 - 9:00 173 632 6 0 179 632 119 734 7 0 126 734

9:00 - 10:00 117 551 7 0 124 551 160 411 7 0 167 411

10:00 - 11:00 73 559 7 0 80 559 165 443 7 0 172 443

11:00 - 12:00 167 474 7 0 174 474 150 389 7 0 157 389

12:00 - 13:00 106 446 0 0 106 446 62 442 0 0 62 442

13:00 - 14:00 155 396 7 0 162 396 75 448 7 0 82 448

14:00 - 15:00 160 405 7 0 167 405 151 435 7 0 158 435

15:00 - 16:00 63 487 7 0 70 487 119 462 7 0 126 462

16:00 - 17:00 56 585 7 0 63 585 139 469 6 0 145 469

17:00 - 18:00 65 941 0 0 65 941 102 616 0 0 102 616

18:00 - 19:00 43 868 0 15 43 883 30 639 0 0 30 639

合 計 1,267 6,995 55 15 1,322 7,010 1,332 6,406 55 15 1,387 6,421

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進
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表 9-3-24(3) 廃棄物運搬車両等交通量の設定（ST-5（№1）：休日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-3-24(4) 廃棄物運搬車両等交通量の設定（ST-6（№2）：休日） 

（単位：台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 33 199 0 15 33 214 13 247 0 0 13 247

8:00 - 9:00 32 314 7 0 39 314 13 320 6 0 19 320

9:00 - 10:00 23 411 7 0 30 411 7 343 7 0 14 343

10:00 - 11:00 13 600 7 0 20 600 22 486 7 0 29 486

11:00 - 12:00 10 533 7 0 17 533 22 506 7 0 29 506

12:00 - 13:00 18 551 0 0 18 551 9 539 0 0 9 539

13:00 - 14:00 27 519 7 0 34 519 13 515 7 0 20 515

14:00 - 15:00 19 612 7 0 26 612 8 444 7 0 15 444

15:00 - 16:00 12 553 7 0 19 553 12 534 7 0 19 534

16:00 - 17:00 14 528 6 0 20 528 22 557 7 0 29 557

17:00 - 18:00 19 483 0 0 19 483 13 477 0 0 13 477

18:00 - 19:00 10 399 0 0 10 399 9 360 0 15 9 375

合 計 230 5,702 55 15 285 5,717 163 5,328 55 15 218 5,343

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進

大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型

7:00 - 8:00 20 221 0 0 20 221 12 274 0 15 12 289

8:00 - 9:00 10 368 6 0 16 368 12 378 7 0 19 378

9:00 - 10:00 13 550 7 0 20 550 11 399 7 0 18 399

10:00 - 11:00 7 609 7 0 14 609 14 461 7 0 21 461

11:00 - 12:00 12 679 7 0 19 679 12 657 7 0 19 657

12:00 - 13:00 13 656 0 0 13 656 5 433 0 0 5 433

13:00 - 14:00 10 682 7 0 17 682 12 505 7 0 19 505

14:00 - 15:00 12 664 7 0 19 664 15 557 7 0 22 557

15:00 - 16:00 12 685 7 0 19 685 11 531 7 0 18 531

16:00 - 17:00 12 698 7 0 19 698 14 555 6 0 20 555

17:00 - 18:00 16 616 0 0 16 616 14 499 0 0 14 499

18:00 - 19:00 13 482 0 15 13 497 7 440 0 0 7 440

合 計 150 6,910 55 15 205 6,925 139 5,689 55 15 194 5,704

　　　　種別
時間帯

現況 増加 将来 現況 増加 将来
方向 北進 南進
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イ.走行速度 

走行速度は、法定速度の 50km/h とした。 

 

② 道路条件及び振動源の位置 

道路条件及び振動源の位置は、前掲「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う振動の影響 4）予

測方法」と同様とした。 

 

 

5) 予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動レベルの予測結果は、表 9-2-25 に示すとおり

である。 

将来振動レベルは現況振動レベルと変わらない結果と予測される。 

 

表 9-3-25 廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動レベルの予測結果（L10） 

                                                         （単位：dB） 

予測 

地点 

 時間 

区分 

現況振動 

レベル 

寄与振動 

レベル 

将来振動 

レベル 

ST-5 

平日 
昼間 38 20 38 

夜間 38 3 38 

休日 
昼間 31 20 31 

夜間 32 2 32 

ST-6 

平日 
昼間 38 23 38 

夜間 38 5 38 

休日 
昼間 38 24 38 

夜間 39 6 39 

注)時間区分について、夜間の予測結果は、7～8時の予測値である。また、昼間の予測結果は、 

8～19 時の毎時の予測値の算術平均値である。 
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9-3-3 評価 

1. 建設機械の稼働に伴う振動の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

振動において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

建設機械の稼働に伴う振動に係る環境保全目標は、表 9-3-27 に示すとおりとした。 

 

表 9-3-27 建設機械の稼働に伴う振動に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

建設機械の稼働 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に示されている特定

建設作業振動に係る規制基準に準じて設定した自主規制値を

満足すること。具体的には、以下のとおりとする。 

…敷地境界で 75dB 以下（L10） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・建設機械は、実行可能な範囲で低振動型の機種を使用する。 

・建設機械の集中稼働ができるだけ生じないよう工事計画を検討する。 

・建設機械の整備を適切に実施し、性能を維持する。 

・建設機械の不必要な空ぶかしや過負荷運転を抑制する。 

・建設機械は、「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づく第 2号区域における規制時間帯

を遵守した工事計画を策定し、原則として日曜日は稼働せず、稼働時間帯は、早朝及び

夜間を避けて、基本的に午前 8時から午後 5時までとする。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

建設機械の使用にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、低振

動型の機種の選定、建設機械の集中稼働が生じないような工事計画の検討などの対策を適切

に実施する。 

以上により、建設機械の稼働に伴う振動の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減さ

れると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

敷地境界上における建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測結果と環境保全目標

との比較を表 9-3-28 に示す。 

敷地境界上における建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測結果は、環境保全目

標とした自主規制値を満たしており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-3-28 建設機械の稼働に伴う振動に係る予測結果と環境保全目標との比較（L10） 

（単位：dB） 

予測地点 
現況振動レベル 

（平日） 

寄与振動 

レベル 

将来振動 

レベル 
自主規制値 

評価の 

適合状況 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 
30 69 69 

75 以下 

○ 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 
35 61 61 ○ 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 
38 58 58 ○ 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 
45 59 59 ○ 

注)評価の適合状況の「○」は、将来予測建設作業振動レベルが環境保全目標に適合していることを表す。 
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2. 資材運搬等の車両の走行に伴う振動の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

振動において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

資材運搬等の車両の走行に伴う振動に係る環境保全目標は、表 9-3-29 に示すとおりとし

た。 

 

表 9-3-29 資材運搬等の車両の走行に伴う振動に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

資材運搬等の車両の走行 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に示されている道路交

通振動の要請限度、またはそれに準じて設定した自主規制値を

満足すること。具体的には、以下のとおりとする。 

ST-5（工業専用地域） 

…（昼間）70dB 以下（8時～19 時） 

（夜間）65dB 以下（19 時～8時） 

ST-6（第 1種住居地域） 

…（昼間）65dB 以下（8時～19 時） 

（夜間）60dB 以下（19 時～8時） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・通勤車両を除く資材運搬等の車両は、原則として日曜日は走行せず、走行時間は午前 8

時から午後 6時までの運行計画とする。なお、運行計画の時間帯を変更する場合には、

事前に周知を図る。 

・資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努める。 

・資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。 

・資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条例」（平成 13 年埼玉県条例第 57

号）に基づきアイドリングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを抑制する。 

・資材運搬等の車両運転手に対し、交通規則の遵守、安全運転等に関する指導及び監督を

行う。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

資材運搬等の車両の走行にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとお

り、資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努めるとと

もに、資材運搬等の車両の過積載防止を徹底するなどの対策を適切に実施する。 

以上により、資材運搬等の車両の走行に伴う振動の影響は、実行可能な範囲内でできる限

り低減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レベルの予測結果と環境保全目標との比較

は、表 9-3-30 に示すとおりである。 

資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レベルの予測結果は、環境保全目標とした道

路交通振動の要請限度及び自主規制値を満たしており、環境保全目標との整合が図られてい

ると評価した。 

 

表 9-3-30 資材運搬等の車両の走行に伴う振動の予測結果と環境保全目標との比較（L10） 

（単位：dB） 

予測 

地点 

時間 

区分 

現況振動レベル 

（平日） 

寄与振動 

レベル 

将来振動 

レベル 

自主規制値/ 

要請限度 

評価の 

適合状況 

ST-5 
昼間 38 3 38 70 ○ 

夜間 38 5 38 65 ○ 

ST-6 
昼間 38 5 38 65 ○ 

夜間 38 8 38 60 ○ 

注 1)時間区分について、夜間の予測結果は、7～8時の予測値である。また、昼間の予測結果は、 

8～19 時の毎時の予測値の算術平均値である。 

注 2)評価の適合状況の「○」は、予測値が環境保全目標に適合していることを表す。 

注 3) ST-5 は自主規制値、ST-6 は要請限度を示す。 
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3. 施設の稼働に伴う振動の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

振動において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

施設の稼働に伴う振動に係る環境保全目標は、表 9-3-31 に示すとおりとした。 

 

表 9-3-31 施設の稼働に伴う振動に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の稼働 

敷地境界において、「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）及

び「埼玉県生活環境保全条例」（平成 13年条例第 57 号）に示さ

れている特定工場等に係る規制基準に準じて設定した自主規制

値を満足すること。 

…敷地境界での振動レベルとして 

65dB 以下（昼間） 

60dB 以下（夜間） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・設備機器は実行可能な範囲で、低振動型の機種を採用する。 

・特に振動の発生が想定される設備機器は、振動の伝播を防止する装置等を設置する。 

・設備機器は、定期点検を実施し、常に正常な運転を行うように維持管理を徹底する。 

・敷地境界における振動の自主規制値として、「振動規制法」及び「埼玉県生活環境保全条

例」において規定される第 2種区域の規制基準値を適用する。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の設備機器については、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、低振動

型の設備機器の採用、特に振動の発生が想定される設備機器への振動伝播の防止装置等の設

置などの対策を適切に実施する。 

以上により、施設の稼働に伴う振動の影響は、実行可能な範囲内でできる限り減されると

評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

施設の稼働に伴う工場振動レベルの予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-3-32 に示す

とおりである。 

予測結果は、すべての地点のすべての時間区分で環境保全目標とした自主規制値を下回っ

ており、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 

 

表 9-3-32 施設の稼働に伴う工場振動レベルの予測結果と環境保全目標との比較（L10） 

                     （単位：dB） 

予測地点  
時間 

区分 

現況振動 

レベル 

寄与振動 

レベル 

将来振動 

レベル 
自主規制値 

評価の 

適合状況 

ST-1 
対象事業実施区域 

敷地境界（北側） 

平日 
昼間 30 

58 

58 65 ○ 

夜間 25 未満 58 60 ○ 

休日 
昼間 29 58 65 ○ 

夜間 28 58 60 ○ 

ST-2 
対象事業実施区域 

敷地境界（東側） 

平日 
昼間 35 

59 

59 65 ○ 

夜間 32 59 60 ○ 

休日 
昼間 25 未満 59 65 ○ 

夜間 25 未満 59 60 ○ 

ST-3 
対象事業実施区域 

敷地境界（南側） 

平日 
昼間 38 

56 

56 65 ○ 

夜間 31 56 60 ○ 

休日 
昼間 26 56 65 ○ 

夜間 25 未満 56 60 ○ 

ST-4 
対象事業実施区域 

敷地境界（西側） 

平日 
昼間 45 

49 

50 65 ○ 

夜間 37 49 60 ○ 

休日 
昼間 38 49 65 ○ 

夜間 34 49 60 ○ 

注 1)時間区分…昼間：8～19 時 夜間：19 時～8時 

注 2)評価の適合状況の「○」は、将来予測工場振動レベルが環境保全目標に適合していることを表す。 
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5. 廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

振動において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係

る基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基

準値や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に

整合が図られているかを明らかにした。 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動に係る環境保全目標は、表 9-3-33 に示すとおりとし

た。 

 

表 9-3-33 廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

廃棄物運搬車両等の走行 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に示されている道路交

通振動の要請限度、またはそれに準じて設定した自主規制値を

満足すること。具体的には、以下のとおりとする。 

ST-5（工業専用地域） 

…（昼間）70dB 以下（8時～19 時） 

（夜間）65dB 以下（19 時～8時） 

ST-6（第 1種住居地域） 

…（昼間）65dB 以下（8時～19 時） 

（夜間）60dB 以下（19 時～8時） 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・廃棄物運搬車両の受け入れは、原則として日曜日を含め、受け入れ時間は午前 8時から

午後 5時までとする。 

・廃棄物運搬車両が特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努める。 

・廃棄物運搬車両等については、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるな

ど、適正な走行に努める。 

・資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条例」（平成 13 年埼玉県条例第 57

号）に基づきアイドリングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを抑制する。 

・廃棄物運搬車両等の運転手に対し、交通規則の遵守、安全運転等に関する指導や啓発及

び監督を行う。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

廃棄物運搬車両等の走行にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとお

り、特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努めるなどの対策を適切に実施

する。 

以上により、廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の影響は、実行可能な範囲内でできる限

り低減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動レベルの予測結果と環境保全目標との比較

は、表 9-3-34 に示すとおりである。 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動レベルの予測結果は、すべての地点のすべて

の時間区分で要請限度及び自主規制値を満たしており、環境保全目標との整合が図られてい

ると評価した。 

 

表 9-3-34 廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動の予測結果と環境保全目標との比較（L10） 

（単位：dB） 

予測 

地点 

 時間 

区分 

現況振動 

レベル 

寄与振動 

レベル 

将来振動 

レベル 

自主規制値/ 

要請限度 

評価の 

適合状況 

ST-5 

平日 
昼間 38 20 38 70 ○ 

夜間 38 3 38 65 ○ 

休日 
昼間 31 20 31 70 ○ 

夜間 32 2 32 65 ○ 

ST-6 

平日 
昼間 38 23 38 65 ○ 

夜間 38 5 38 60 ○ 

休日 
昼間 38 24 38 65 ○ 

夜間 39 6 39 60 ○ 

注 1)時間区分について、夜間の予測結果は、7～8時の予測値である。また、昼間の予測結果は、 

8～19 時の毎時の予測値の算術平均値である。 

注 2)評価の適合状況の「○」は予測値が環境保全目標に適合していることを表す。 

注 3)ST-5 は自主規制値、ST-6 は要請限度を示す。 
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9-4 悪臭 

9-4-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

施設の存在及び供用に伴う悪臭の影響を予測及び評価するために、表 9-4-1 に示す調査項目

について調査を実施した。 

なお、悪臭の調査結果には、既存施設からの悪臭の影響が含まれる。 

 

表 9-4-1 悪臭の調査項目 

調査項目 

悪臭の状況 ・特定悪臭物質 22 物質 

・臭気指数 

気象の状況 ・風向・風速 

・大気安定度（日射量、放射収支量） 

・気温・湿度 

大気の移流、拡散等に影響を及ぼす地形・地物の状況 

その他の事項 ・既存の発生源の状況 

・学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要

な施設及び住宅の分布状況 

 

2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-4-2 に示す資料を収集、整理した。 

 

表 9-4-2 既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

その他の事項 深谷市都市計画情報提供システム（深谷市ホームページ） 

熊谷市都市計画情報提供システム（熊谷市ホームページ） 

 

2) 現地調査 

悪臭の現地調査は、表 9-4-3 に示す方法により調査を実施した。 

 

表 9-4-3 悪臭の調査方法 

調査項目 調査方法 

悪臭 

の状況 

臭気指数 
「嗅覚測定法マニュアル（環境省）」に準拠した方法とし

て三点比較式臭袋法 

特定悪臭物質

22 項目 

「特定悪臭物質の測定方法」（昭和 47 年環境庁告示第 9

号）に準拠した方法 

気象 

の状況 

風向・風速 

大気安定度 

気温・湿度 

前掲「9-1 大気質」における地上気象の通年観測結果より

引用、整理する方法 
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3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

2) 現地調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

悪臭の調査地点は、表 9-4-4 及び図 9-4-1 に示すとおりとした。 

悪臭の状況は、対象事業実施区域の風上側及び風下側敷地境界の 2地点（ST-1、ST-2）及び

最大着地濃度出現地点とし、気象の状況は、対象事業実施区域内 1地点とした。 

 

表 9-4-4 悪臭の調査地点 

調査項目  調査地点 

悪臭の状況 
・臭気指数 

・特定悪臭物質 22 項目 

ST-1 敷地境界 

ST-2 敷地境界 

ST-3 最大着地濃度出現地点 

気象の状況 

・風向・風速 

・大気安定度 

・気温・湿度 

対象事業実施区域内 

注 1)気象の調査地点は、前掲「9-1 大気質」における地上気象（対象事業実施区域内）の調査地点に同じである。 
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図 9-4-1 悪臭の調査地点 

● 
ST-3 

市道幹 2 号 

●：調査地点 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

市道幹 2 号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 

市道 I-120 号 

● 

● 

ST-2(風下) 

ST-1(風上) 
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4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を入手した。 

 

2) 現地調査 

悪臭の調査期間は、表 9-4-5 に示すとおりとした。 

 

表 9-4-5 悪臭の調査期間等 

調査項目 調査期間 

悪臭の状況 
冬季：令和 3年 2月 25 日 

夏季：令和 3年 8月 19 日 

気象の状況 通年：令和 2年 9月 1日～令和 3年 8月 31 日 
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5. 調査結果 

1) 悪臭の状況 

(1) 現地調査 

悪臭の状況の現地調査結果は、表 9-4-6 に示すとおりであった。 

夏季及び冬季ともに、すべての調査項目が定量下限値未満であった。 

なお、ST-1 及び ST-2 は C 区域となり、ST-3 は A 区域となる。 

 

表 9-4-6 悪臭の状況の現地調査結果（ST-1～ST-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ST-1
風上

ST-2
風下

ST-3
ST-1
風上

ST-2
風下

ST-3 （A区域） （C区域）

令和3年 令和3年 令和3年 令和3年 令和3年 令和3年 - -

2月25日 2月25日 2月25日 8月19日 8月19日 8月19日 - -

14:37 15:03 13:57 14:38 13:59 15:13 - -

晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ - -

南東 南東 南東 南 南東 南東 - -

0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 0.4 - -

16.2 13.7 16.5 38.5 38.4 35.3 - -

15.4 18.3 15.3 40.7 40.8 42.6 - -

アンモニア <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 1以下 2以下

メチルメルカプタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002以下 0.004以下

硫化水素 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下 0.06以下

硫化メチル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下 0.05以下

二硫化メチル <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.009以下 0.03以下

トリメチルアミン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005以下 0.02以下

アセトアルデヒド <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下 0.1以下

プロピオンアルデヒド <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05以下 0.1以下

ノルマルブチルアルデヒド <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.009以下 0.03以下

イソブチルアルデヒド <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下 0.07以下

ノルマルバレルアルデヒド <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.009以下 0.02以下

イソバレルアルデヒド <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003以下 0.006以下

イソブタノール <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 0.9以下 4以下

酢酸エチル <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 3以下 7以下

（ppm） メチルイソブチルケトン <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1以下 3以下

トルエン <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 10以下 30以下

スチレン <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.4以下 0.8以下

キシレン <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1以下 2以下

プロピオン酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.03以下 0.07以下

ノルマル酪酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.001以下 0.002以下

ノルマル吉草酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0009以下 0.002以下

イソ吉草酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.001以下 0.004以下

官能
試験

臭気指数
（臭気強度）

<10
(<10)

<10
(<10)

<10
(<10)

<10
(<10)

<10
(<10)

<10
(<10)

15 18

湿度（%）

特
定
悪
臭
物
質

調査年

調査月日

採取時刻

天候

冬季

風向（16方位）

風速（m/s）

気温（℃）

調査項目

夏季 敷地境界規制基準等



9-4-6 

 

2) 気象の状況 

(1) 現地調査 

気象の状況の現地調査結果は、前掲「9-1 大気質 9-1-1 調査結果の概要 5.調査結果 2)気象

の状況 (2) 現地調査」に示すとおりである。 

 

3) その他の事項（既存資料調査） 

(1) 大気の移流、拡散等に影響を及ぼす地形・地物の状況 

大気の移流、拡散等に影響を及ぼす地形・地物の状況の既存資料調査の結果は、以下に示す

とおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺の地形の状況は、前掲「第 3章 3-2 自然的状況 3-2-4 地形

及び地質の状況」に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺は、工業団地が広がり、起伏のほとんどない平地となってい

る。このため、大気の移流、拡散等に影響を及ぼすような地形及び地物は見られない。 

 

(2) 既存の発生源の状況 

既存の発生源の状況の既存資料調査の結果を以下に示す。 

対象事業実施区域周辺は、工業団地が広がっており、悪臭の排出が考えられるような発生源

として、様々な事業所が稼働している。 

 

(3) 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況 

学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況の既存

資料調査の結果は、前掲「第 3章 3-1 社会的状況 3-1-5 環境保全についての配慮が特に必要

な施設及び住宅の状況」に示すとおりである。 

対象事業実施区域周辺の環境保全についての配慮が必要な施設は存在しない。 
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9-4-2 予測 

1. 施設の稼働に伴う悪臭の影響 

1) 予測内容 

施設の稼働に伴う悪臭（特定悪臭物質、臭気指数）の状況の変化の程度を予測した。 

施設の稼働による影響要因は、施設から漏洩する悪臭の影響及び排気筒から排出される排ガ

スの悪臭の影響について検討対象とした。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、現地調査の調査地域と同様とした。 

 

3) 予測対象時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

 

4) 予測方法 

施設から漏洩する悪臭の影響について、施設計画を基に定性的に予測した。 

排気筒から排出される排ガスの悪臭の影響については、前掲「9-1 大気質 9-1-2 予測 3.施

設の稼働に伴う大気質への影響 4)予測方法」において用いた大気拡散式（プルーム式・パフ

式）を用いて、臭気濃度の拡散計算を実施した。 

予測手順は、図 9-4-2 に示すとおりである。 

 

 

 

図 9-4-2 施設の稼働に伴う悪臭の予測手順 

  

気象条件

事業計画

拡散計算（大気拡散式）

将来の予測濃度（1時間値）
【臭気指数（臭気濃度）】

排出ガス諸元の設定
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(1) 予測条件 

① 施設から漏洩する悪臭の影響 

     施設計画による。 

 

ア. 環境保全措置 

     ○ 受入ごみピット及び汚泥ホッパ室内は密閉構造とし、ピット内等の空気を燃焼用空気 

       として吸引し、内部の圧力を周囲より下げることにより臭気の漏洩を防止する。 

     ○ 施設停止時には脱臭装置を稼働させ、悪臭の漏洩を防止する。 

     ○ プラットホームや敷地内は定期的に清掃を行う。 

 

② 排気筒から排出される排ガスの悪臭の影響 

ア. 大気拡散の予測式 

予測式は、前掲「9-1 大気質 3.施設の稼働に伴う大気質への影響」における 1時間値（大気

安定度不安定時）の予測式と同様のプルーム式を用いた。 

 

ａ.拡散幅 

拡散幅は、前掲「9-1 大気質 3.施設の稼働に伴う大気質への影響」における有風時の設定と

同様とした。なお、拡散幅に係る評価時間は、人間の臭気知覚時間に対応して 30 秒とした。 

 

ｂ.有効煙突高 

有効煙突高は、前掲「9-1 大気質 3.施設の稼働に伴う大気質への影響」における有風時の設

定と同様とした。排出ガスの上昇高は有風時の CONCAWE 式を用いた。 

 

ｃ.排出源条件 

     排出源の諸元は、表 9-4-7 に示すとおりである。なお、排出ガスの臭気濃度を 1,000 として

設定した。 

 

表 9-4-7 排出源の諸元 

項目 単位 諸元 

処理能力 t/日 230 

煙突高さ m 41.5 

湿り排出ガス量 m3N/h 93,910 

乾き排出ガス量 m3N/h 72,879 

排出ガス温度 ℃ 179 

排出ガス吐出速度 m/s 24.4 

排出口口径 m 1.5 

稼働日数 日 330 
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イ. 気象条件 

     気象条件は、「9-1 大気質 3.施設の稼働に伴う大気質への影響」の短期高濃度予測のうち大

気安定度不安定時の予測に用いた気象条件を対象とした。 

 

5) 予測結果 

(1) 施設から漏洩する悪臭の影響 

     施設からの悪臭の漏洩を防止するため、悪臭の発生が考慮されるごみ受入ピットのシャッタ

ーは、搬入時以外は閉鎖し、プラットホーム出入口のシャッターも搬入車両出入時以外は閉鎖

する。ごみ受入ピット及びプラットホームは、負圧構造のため、悪臭の建物外への漏洩はほと

んどないと考えられる。さらに、前掲「(1)予測条件 ①施設から漏洩する悪臭の影響 ア.環境

保全措置」に示した悪臭対策を実施することから、施設から漏洩する悪臭による環境への影響

は小さいものと予測される。 

 

(2) 排気筒から排出される排ガスの悪臭の影響 

     臭気濃度の予測結果は、表 9-4-8 に示すとおりである。 

     予測結果で最も高濃度となる気象条件は、風速 0.7m/s、大気安定度Ａのときであり、最大着

地濃度出現地点は、排気筒の風下側約 770m に出現し、約 17,000 倍に希釈される。また、「ごみ

処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」（平成 9 年、ごみ処理に係るダイオキシ

ン削減対策検討会）に示されている、ダイオキシン類発生防止のための燃焼温度及び時間

（850℃で 2秒以上）を遵守する。多くの特定悪臭物質（アンモニア、メチルメルカプタン等）

の臭気は、上記燃焼温度では分解等によりなくなることが想定されることから、発生する特定

悪臭物質濃度は極めて小さいと予測された。 

 

表 9-4-8 一般的な気象条件時の予測結果 

予測項目 将来予測濃度 条件 

臭気濃度 

（臭気指数） 

0.05741 

（10 未満） 

臭気濃度 1,000 

風速 0.7m/s 

大気安定度Ａ 

最大着地濃度出現地点：排気筒から約 770m 
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9-4-3 評価 

1. 施設の稼働に伴う悪臭の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

悪臭において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避さ

れ、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

悪臭に係る環境保全目標は、表 9-4-9 示すとおりとした。 

 

      表 9-4-9 施設の稼働に伴う悪臭に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の稼働 

[敷地境界] 

「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）及び「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13年条例第 57 号）に示されている敷地境界の規制基準 18 を

下回ることとする。 

[最大着地濃度出現地点] 

「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）及び「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13年条例第 57 号）に示されている敷地境界の規制基準 15 を

下回ることとする。 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

     ○受入ごみピット及び汚泥ホッパ室内は密閉構造とし、ピット内等の空気を燃焼用空気とし

て吸引し、内部の圧力を周囲より下げることにより臭気の漏洩を防止する。 

     ○施設停止時には脱臭装置を稼働させ、悪臭の漏洩を防止する。 

     ◯燃焼温度等を監視し適正な運転管理を行うことにより、安定燃焼を確保する。 

     ○プラットホームや敷地内は定期的に清掃を行う。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の稼働にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、ごみピット

内の臭気を燃焼用空気として吸引し、また、施設停止時には脱臭装置により臭気が排出されな

いようにするほか、様々な悪臭の漏洩防止対策の実施、徹底を図る計画である。 

以上により、施設の稼働に伴う悪臭の影響は、小さいものに抑えられると考えられることか

ら、実行可能な範囲内でできる限り低減されると評価した。 
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(2) 基準・目標等との整合の観点 

   ① 施設から漏洩する悪臭 

     悪臭の漏洩防止対策の実施を図る計画であり、環境への影響は小さくなることから環境保全

目標に適合すると評価した。 

 

   ② 排気筒から排出される排ガスの悪臭 

     排気筒排出ガスによる悪臭（臭気指数）の予測結果と環境保全目標との比較は、表 9-4-10 に

示すとおりとした。 

 

表 9-4-10 排気筒排ガスの悪臭に係る予測結果と環境保全目標との比較 

予測項目 将来予測濃度 環境保全目標 評価の適合状況 

臭気指数 10 未満 15 ○ 

注）評価の適合状況の“○”は、将来予測濃度が環境保全目標に適合していることを表す。 
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9-5 土壌 

9-5-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

施設の稼働に伴う土壌汚染の影響を予測及び評価するために、表 9-5-1 に示す調査項目につ

いて調査を実施した。 

 

表 9-5-1 土壌の調査項目 

調査項目 

土壌の状況 ・土壌の汚染に係る環境基準項目 28 項目 

・ダイオキシン類 

その他の事項 ・水象の状況（地下水の水位、流向、水質の状況） 

・気象の状況（降水量） 

・対象事業実施区域の土地利用の履歴 

・土地利用状況 

 

2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-4-2 に示す資料を収集、整理した。 

 

表 9-4-2 既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

土壌の状況 ・土壌汚染対策法要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状

況（埼玉県ホームページ） 

その他の事項 ・令和 2年度水道事業年報（深谷市） 

・熊谷市統計書 令和元年度版 

・埼玉県環境白書 令和 2年度版 

・深谷市の環境 

・熊谷市環境白書 

・平成元年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果 

・土壌汚染対策法に基づく区域の指定について（埼玉県ホームペ

ージ） 

・土壌常時監視結果 ダイオキシン類（令和元年度調査結果） 

・熊谷地域気象観測所の観測結果 

・「埼玉県土地利用基本計画図（総括図）」（埼玉県ホームページ） 

・「都市計画図」（深谷市ホームページ） 

・「都市計画図」（熊谷市ホームページ） 

・地形図（国土地理院） 

・地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院） 
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2) 現地調査 

土壌の状況の現地調査は、表 9-5-3 に示す方法により調査を実施した。 

なお、現地における土壌試料の採取は、表 9-5-4 に示す方法により実施した。 

 

表 9-5-3 土壌の調査方法 

調査項目 調査方法 

土壌の汚染に係る環境基準項目

28 項目 

「土壌汚染に係る環境基準について」（平成 3年環境庁告

示第 46 号）に規定される方法 

ダイオキシン類 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底

の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」

（平成 11 年環境庁告示第 68 号）に定める方法 

 

表 9-5-4 土壌の試料採取方法 

調査項目 調査方法 

土壌の汚染に係る環境基準項目

28 項目 

5 点混合法により表層部分の土壌を採取した。採取深度

は、表層から 15 ㎝の試料を均等混合して土壌試料とし

た。 

ダイオキシン類 

土壌の採取方法は、基本的に土壌の汚染に係る環境基準

項目と同様とした。ただし、採取深度は表層から 5cm ま

でとした。 

 

 

3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

また、空中写真による確認地点については「第９章調査の結果の概要並びに予測及び評価の

結果 9-1 大気質 9-1-1 調査結果の概要 3.調査地域・調査地点」の ST-1～ST-6 とした。 

 

2) 現地調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

土壌の状況の調査地点は、表 9-5-5 及び図 9-5-1 に示す 2地点とした。 

 

表 9-5-5 土壌の状況の調査地点 

調査項目 調査地点 

・環境基準項目 28 項目 

・ダイオキシン類 

ST-1 対象事業実施区域内南側 

ST-2 対象事業実施区域内西側 
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図 9-5-1 土壌の調査地点 

 

 

1：5000 

● 

ST-1 

● 

ST-2 

●：調査地点 

市道幹 2 号 

市道 I-120 号 

市道幹 2 号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 



9-5-4 

4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を入手した。 

 

2) 現地調査 

土壌の状況の調査期間等は、表 9-5-6 に示すとおりとした。 

 

表 9-5-6 土壌の調査期間等 

調査項目 調査期間 

土壌の状況 

土壌の汚染に係る環境基準 

項目 28 項目 
令和 3年 5月 3日（月） 

ダイオキシン類 令和 3年 8月 13 日（金） 

 

 

5. 調査結果 

1) 土壌の状況 

(1) 既存資料調査 

土壌の状況は、前掲「第３章地域の概況 3-2 自然的状況 3-2-3 土壌及び地盤の状況」で示

すとおりである。 

埼玉県のホームページによると、調査対象地及び周辺地域において、土壌汚染対策法（平成

14 年法律第 53 号）に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の土地はないことが確認で

きた。 

 

(2) 現地調査 

土壌の状況の現地調査結果は、表 9-5-7(1)～表 9-5-7(2)に示すとおりであった。 

結果は、すべての環境基準項目において、「土壌の汚染に係る環境基準」を満たしていた。 

また、ダイオキシン類についても、「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準」を満

たしていた。 
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表 9-5-7(1) 土壌の状況の現地調査結果（環境基準項目） 

（単位：mg/L） 

項目 
測定結果 

環境基準 
ST-1 ST-2 

カドミウム <0.001 <0.001 0.003 以下 

全シアン <0.1 <0.1 検出されないこと。 

有機燐（りん） <0.1 <0.1 検出されないこと。 

鉛 <0.005 <0.005 0.01 以下 

六価クロム <0.005 <0.005 0.05 以下 

砒（ひ）素 <0.001 <0.001 0.01 以下 

総水銀 <0.0005 <0.0005 0.0005 以下 

アルキル水銀 <0.0005 <0.0005 検出されないこと。 

PCB <0.0005 <0.0005 検出されないこと。 

ジクロロメタン <0.002 <0.002 0.02 以下 

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 0.002 以下 

クロロエチレン（別名 塩化ビニル又
は塩化ビニルモノマー） 

<0.0002 <0.0002 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン <0.002 <0.002 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン <0.0005 <0.0005 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン <0.0006 <0.0006 0.006 以下 

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 0.01 以下 

テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン <0.0002 <0.0002 0.002 以下 

チウラム <0.0006 <0.0006 0.006 以下 

シマジン <0.0003 <0.0003 0.003 以下 

チオベンカルブ <0.002 <0.002 0.02 以下 

ベンゼン <0.001 <0.001 0.01 以下 

セレン <0.001 <0.001 0.01 以下 

ふっ素 <0.2 <0.2 0.8 以下 

ほう素 <0.1 <0.1 1 以下 

1,4-ジオキサン <0.005 <0.005 0.05 以下 

 

表 9-5-7(2) 土壌の状況の現地調査結果（ダイオキシン類） 

（単位：pg-TEQ/g） 

項目 
測定結果 

環境基準 
ST-1 ST-2 

ダイオキシン類 230 60 1,000 以下 
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2) 水象の状況 

(1) 既存資料調査 

水象の状況は、前掲「第３章地域の概況 3-1 社会的状況 3-1-3 河川及び湖沼の利用並びに

地下水の利用状況」及び「第３章地域の概況 3-2 自然的状況 3-2-2 水象、水質、底質その他

の水に係る環境の状況」で示すとおりである。 

 

3) 気象の状況（降水量） 

(1) 既存資料調査 

気象の状況の既存資料調査として、対象事業実施区域に最寄りの熊谷地域気象観測所におけ

る降水量の観測結果を整理した。その結果は、前掲「第３章地域の概況 3-2 自然的状況 3-2-

1 大気質、騒音、振動、悪臭、気象その他の大気に係る環境の状況 1.気象」に示すとおりであ

る。 

 

4)土地利用の履歴 

(1) 既存資料調査 

大気質の調査地点（ST-1～ST-5）における土地利用の履歴について、空中写真を用いてとり

まとめられた結果は、表 9-5-8 に示すとおりである。 

 

表 9-5-8 対象事業実施区域の土地利用の履歴（既存資料調査） 

土地利用の履歴（空中写真による確認結果：対象事業実施区域） 

ST-1 1969 年：荒地、1980 年：荒地、1990 年：工場、1999 年：工場、2002 年：工場 

ST-2 1960 年：民家、1969 年：民家、1974 年：民家、1986 年：民家、1999 年：民家 

ST-3 1960 年：民家、1975 年：民家、1986 年：民家、1999 年：民家 

ST-4 1960 年：農耕地、1969 年：農耕地、1990 年：民家及び農耕地、2002 年：民家及び農耕地 

ST-5 1960 年：農耕地、1974 年：民家及び農耕地、1986 年：民家及び農耕地、1999 年：民家及び農耕地 

 

 

5) 土地利用状況 

(1) 既存資料調査 

土地利用状況の既存資料調査の結果は、前掲「第３章地域の概況 3-1 社会的状況 3-1-2土

地利用の状況」に示すとおりである。 
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9-5-2 予測 

1. 施設の稼働に伴う土壌への影響 

1) 予測内容 

施設の稼働に伴い排出されるばい煙の拡散に伴って拡散・沈降すると想定されるダイオキシ

ン類の土壌中の汚染発生の可能性及びその程度について予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とし、予測地点は、「第９章調査の結果の概要並

びに予測及び評価の結果 9-1 大気質 9-1-2 予測 3.施設の稼働に伴う大気質への影響」と

同様に、対象事業実施区域周辺地域の 4地点（ST-2～ST-5）とした。 

 

3) 予測対象時期等 

予測時期等は、施設の稼働時とし、施設は定常状態で稼働しているものとした。 

 

4) 予測方法 

前掲「第９章調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 9-1 大気質 9-1-2 予測 3.施

設の稼働に伴う大気質への影響」に示すダイオキシン類の予測結果と、前掲「(5)調査結果 1)

土壌の状況」及び「(5)調査結果 4)土地利用の履歴」に示す調査結果を考慮して、ダイオキシ

ン類が、周辺地域の土壌に蓄積される影響の程度について予測した。 

 

(1) 予測条件 

① 現況における土壌中のダイオキシン類等による汚染の状況 

現況の周辺地域（ST-2～ST-5）は、1960 年代から民家もしくは農耕地であり、事業活動が行

われた履歴はないことから、土壌中のダイオキシン類等による汚染の可能性は極めて低いと思

われる。 

 

② ばい煙の排出による大気中のダイオキシン類の予測結果 

ばい煙の排出による大気中のダイオキシン類の予測結果は、前掲「第９章調査の結果の概要

並びに予測及び評価の結果 9-1 大気質 9-1-2 予測 3.施設の稼働に伴う大気質への影響」

に示すとおりであり、最大着地濃度出現地点及び周辺地域の予測地点におけるダイオキシン類

の予測結果の概要は表 9-5-9 に示すとおりであった。 
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表 9-5-9 大気中のダイオキシン類の予測結果の概要（年平均値） 

予測時期 予測地点 

ばい煙の排出に 

よる寄与濃度 

（pg-TEQ/m3） 

将来予測濃度 

（pg-TEQ/m3） 

施設の稼働時 

最大着地濃度出現地点 0.00065500 0.02665500 

周辺地域予測地点 

 （ST-2～ST-5） 

0.00007927～ 

0.00016580 

0.01116580～ 

0.02107927 

注)「ばい煙の排出による寄与濃度」は、施設からの寄与濃度を示したものであり、それにバックグラウンド

濃度を加算して、将来予測濃度を示している。 

 

 

5) 予測結果 

土壌の調査結果によると、対象事業実施区域内における土壌中のダイオキシン類の濃度は

「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準」を下回っていた。また、周辺地域の予測

地点における土地利用の履歴では、1960 年代から近年まで民家や農耕地として利用されてお

り、土壌汚染の原因となるような事業活動は営まれていない。このことから予測地点における

土壌汚染の汚染のおそれは少ないと推測される。 

ばい煙の排出による大気中のダイオキシン類の予測結果（寄与濃度）は、前掲表 9-5-9 に示

すとおりであり、すべての地点（ST-2～ST-5）及び最大着地濃度出現地点で環境基準（0.6pg-

TEQ/m3）を下回っていた。 

以上により、施設の稼働に伴い排出されるばい煙の拡散によるダイオキシン類の影響につい

ては、周辺地域における土壌中のダイオキシン類の濃度を著しく悪化させることはないと予測

される。  
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9-5-3 評価 

1. 施設の稼働に伴う土壌への影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

土壌において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避さ

れ、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

土壌に係る環境保全目標は、表 9-5-10 に示すとおりとした。 

 

表 9-5-10 施設の稼働に伴う土壌に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の稼働 

「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準」を満たすこ

と。 

加えて、「対象事業実施区域及びその周辺地域の土壌を著しく悪

化させないこと」とした。 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・施設の稼働に伴うばい煙の排出濃度は、関係法令の排出基準と同等又はより厳しい自主規

制値を設けて、モニタリングを実施しながら、適正な運転管理を行う。 

・設置する排ガス処理設備を適切に維持管理することで、排ガス中の大気汚染物質の捕集・

除去を行う。 

・施設の稼働に伴う排ガス中のダイオキシン類抑制のため、バグフィルタ及び活性炭処理を

採用する。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の稼働にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、大気汚染物

質の排出濃度を関係法令の排出基準と同等又はより厳しい自主規制値の設定、排ガス処理設備

の適切な維持・管理の徹底、排ガス中のダイオキシン類抑制対策の実施により、周辺地域の土

壌への蓄積の影響はほとんどないものと予測される。 

以上により、施設の稼働に伴う土壌への影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減される

と評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

周辺地域における調査結果によると、全ての調査地点でダイオキシン類による土壌汚染のお

それは少ないと推測され、施設が稼働した場合の影響については、排出されるばい煙の拡散に

よるダイオキシン類が、周辺地域における土壌中の濃度を著しく悪化させることはないと予測

される。 

以上により、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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9-6 動物 

9-6-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

工事の実施、施設の存在に伴う動物への影響を予測及び評価するために、表 9-6-1 に示す項

目について調査した。 

 

表 9-6-1 動物の調査項目 

調査項目 

動物 

・動物相の状況（生息種及び動物相の特徴） 

・保全すべき種の状況（保全すべき種の生息域（特に営巣地、繁殖地、採餌場所等に留

意）及び個体数又は生息密度、生息環境） 

・生息環境（水象、地形、植生等） 

注）動物相…哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類及び昆虫類 

 

2. 調査方法 

1)既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-6-2 に示す文献を収集、整理した。 

 

表 9-6-2 既存資料調査の収集資料 

 

 

 

 

  

哺
乳
類

鳥
類

爬
虫
類

両
生
類

魚
類

昆
虫
類

1
埼玉県レッドデータブック2018　動物編
（埼玉県　2018年）

● ● ● ● ● ●

2
ガンカモ類の生息調査　平成30年度
（環境省　2018年）

●

3
第4回　動植物分布調査報告書
（環境省　1993年）

● ● ● ● ● ●

№ 文献名等

整理対象分類群



9-6-2 

2)現地調査 

(1)哺乳類 

・直接観察及びフィールドサイン 

調査範囲内を任意に踏査し、成体等の確認に努めたほか、足跡、糞、足跡等の痕跡（フィー

ルドサイン）を目視で観察し、種・個体数を記録した。 

 

・トラップ法 

主にネズミ類等の小型哺乳類を対象にシャーマントラップ（4 地点）を設置した。シャーマ

ントラップは、各調査季につき、1地点あたり 10 個を 2晩設置した。 

 

・無人撮影法 

主にイタチ等の中型哺乳類を対象に無人撮影装置（2地点）を設置した。無人撮影装置は、1

地点につき 1台を各季 1か月間以上（期間）設置した。 

 

(2)鳥類 

・任意観察法 

調査範囲内を任意に踏査し、双眼鏡を用いた目視及び鳴声により確認された種を記録した。

調査時間帯は鳥類の活動が活発な午前中を中心に実施した。 

 

・ラインセンサス法 

調査範囲内に設定した調査ルート（2ルート）において、時速 1～2㎞程度の速さで歩きなが

ら、双眼鏡を用いた目視及び鳴声により確認された種・個体数、確認環境、繁殖行動等を記録

した。調査時間帯は鳥類の活動が活発な午前中を中心に実施した。 

 

・ポイントセンサス法 

調査範囲内に設定した調査地点（2 地点）において、双眼鏡や望遠鏡を使用し、確認された

種・個体数、確認環境、繁殖行動等を記録した。調査時間帯は鳥類の活動が活発な午前中を中

心に実施した。 

 

(3)爬虫類・両生類 

・直接観察法 

調査範囲内を任意に踏査し、爬虫類・両生類の出現が予想される草地、林縁部を中心に目視、

捕獲等により確認された種・個体数を記録した。 
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(4)昆虫類 

・直接観察及び任意採集 

調査範囲内を任意に踏査し、目視や鳴声による確認のほか、見つけ採りやスウィーピング法、

及びビーティング法による任意採集を行った。 

 

・トラップ法 

主に地表徘徊性のコウチュウ類、アリ類等を対象にベイトトラップ（4 地点）を設置した。

ベイトトラップは、各調査季につき、1地点あたり 10 個を 2晩設置した。 

 

 

3)調査地域・調査地点 

(1)既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

(2)現地調査 

調査地域は、対象事業実施区域及び周辺 250m の範囲内とした。 

調査範囲及び調査地点は図 9-6-1 に示すとおりとした。 
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図 9-6-1 動物の調査範囲及び調査地点 

  

市道幹 2

市道 I-120 号 

市道幹 2

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 

1：5000 
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4)調査期間 

(1)既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を入手した。 

 

(2)現地調査 

動物の調査期間は、表 9-6-3 に示すとおりとした。 

 

表 9-6-3 動物の調査期間 

項目 調査期間 

哺乳類 

秋季調査：2020 年 10 月 5日～2020 年 10 月 7 日 

冬季調査：2020 年 12 月 21 日～2020 年 12 月 23 日 

春季調査：2021 年 5 月 25 日～2021 年 5 月 27 日 

夏季調査：2021 年 8 月 23 日～2021 年 8 月 25 日 

センサーカメラ 

秋季調査：2020 年 10 月 5日～2020 年 11 月 2 日 

冬季調査：2021 年 2 月 4日～2021 年 3 月 3日 

春季調査：2021 年 4 月 19 日～2021 年 5 月 26 日 

夏季調査：2021 年 5 月 26 日～2021 年 8 月 25 日 

鳥類 

秋季調査：2020 年 10 月 7日 

冬季調査：2020 年 12 月 22 日 

春季調査：2021 年 4 月 20 日 

繁殖期調査：2021 年 5 月 26 日 

夏季調査：2021 年 8 月 24 日 

爬虫類・両生類 

秋季調査：2020 年 10 月 5日～2020 年 10 月 7 日 

早春季調査：2021 年 4 月 19 日～2021 年 4 月 21 日 

春季調査：2021 年 5 月 25 日～2021 年 5 月 27 日 

夏季調査：2021 年 8 月 23 日～2021 年 8 月 25 日 

昆虫類 

秋季調査：2020 年 10 月 5日～2020 年 10 月 7 日 

早春季調査：2021 年 4 月 19 日～2021 年 4 月 21 日 

春季調査：2021 年 5 月 25 日～2021 年 5 月 27 日 

夏季調査：2021 年 8 月 23 日～2021 年 8 月 25 日 
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5)保全すべき種の選定 

保全すべき種の選定は、表 9-6-4 に示すとおりとした。 

 

表 9-6-4 保全すべき種の選定基準 

№ 文献及び法令名 区分 略号 

① 文化財保護法 

（昭和 25 年、法律第 214 号） 

特別天然記念物 

天然記念物 

特天 

天 

② 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法

律（平成 4年、法律第 75 号） 

（以下、「種の保存法」という。） 

国内希少野生動植物種 

国際希少野生動植物種 

特定国内希少野生動植物種 

国内 

国際 

特定 

③ 埼玉県文化財保護条例（昭和30年、埼玉県条例第46号） 

（以下、「埼玉県文化財」という。） 

県指定天然記念物 県天 

④ 埼玉県希少野生動植物の種の保存に関する条例（平成

12 年、埼玉県条例第 11 号） 

（以下、「埼玉県保護条例」という。） 

県内希少野生動植物種 県希 

⑤ 環境省レッドリスト 2020（令和 2年、環境省） 

（以下、「環境省 RL 2020」という。） 

絶滅 

野生絶滅 

絶滅危惧Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠA類 

絶滅危惧ⅠB類 

絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧 

情報不足 

絶滅のおそれのある地域個体群 

EX 

EW 

CR+EN 

CR 

EN 

VU 

NT 

DD 

LP 

⑥ 埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4版）

（平成 30 年、埼玉県環境部みどり自然課） 

（以下、「埼玉県 RDB 2018」という。） 

絶滅 

野生絶滅 

絶滅危惧Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠA類 

絶滅危惧ⅠB類 

絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧 

準絶滅危惧 1型 

準絶滅危惧 2型 

情報不足 

絶滅のおそれのある地域個体群 

地帯別危惧 

EX 

EW 

CR+EN 

CR 

EN 

VU 

NT 

NT1 

NT2 

DD 

LP 

RT 
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3. 調査結果 

1)既存資料調査 

既存文献調査の結果、哺乳類はネズミ類、コウモリ類、タヌキ、アカギツネ、イタチ類、イ

ノシシなどが確認され、国の特別天然記念物であるニホンカモシカも確認された。 

鳥類はカモ類、サギ類、チドリ類など水辺を利用する種、カッコウ類、タカ類、フクロウ類

など樹林地を利用する種、ホオジロ類やヨシキリ類等の草地を利用する種が確認され、国の天

然記念物であるマガン、シラコバト、特別天然記念物であるコウノトリも確認された。 

両生類は、カスミサンショウウオ、アズマヒキガエル、アカガエル類、トウキョウダルマガ

エルなどが確認され、特定外来生物であるウシガエルも確認された。 

爬虫類は、シマヘビ、アオダイショウ、ニホンイシガメ、ニホンカナヘビが確認された。 

魚類は、ニホンウナギやタモロコ、ドジョウなど主に河川や用水路などにみられる種が確認

され、特定外来生物であるオオクチバス、ブルーギルも確認された。 

昆虫類は、チョウ目が最も多く 58 種、次いでトンボ目が 53 種と、計 172 種の内、この 2 目

が半数を占めていた。 

また、保全すべき種として、哺乳類 3種、鳥類 58 種、両生類 5種、爬虫類 4種、魚類 18 種、

昆虫類 66 種が確認されている。保全すべき種の一覧は、前掲「第 3章 地域の概況 3-2 自然

的状況 3-2-5 動物の生息、植物の生育、植生、緑の量及び生態系の状況 1.動物」に示すと

おりである。 
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2)現地調査 

(1)動物相の概要 

現地調査の結果、哺乳類 3 目 5 科 5 種、鳥類 10 目 21 科 30 種、爬虫類 1 目 2 科 2 種、両生

類 1目 2科 2種、昆虫類 14 目 97 科 243 種が確認された。 

動物相の確認状況は表 9-6-5 に示すとおりである。 

 

表 9-6-5 動物相の確認状況（現地調査） 

項目 確認種数 主な確認種 

哺乳類 3 目 5 科 5種 アズマモグラ、イエネコ等 

鳥類 10 目 21 科 30 種 キジバト、ヒヨドリ等 

爬虫類 1 目 2 科 2種 ニホンカナヘビ等 

両生類 1 目 2 科 2種 ニホンアマガエル等 

昆虫類 14 目 97 科 243 種 ナミテントウ等 
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(2)哺乳類 

・確認種  

現地調査の結果、哺乳類は表 9-6-6 に示す 3目 5科 5種が確認された。 

調査範囲の環境は、主に工場や道路等の人工構造物であり、一部公園や調整池が存在する。

公園でアズマモグラの塚が確認されたほか、無人撮影機にて、イエネコ、ハクビシン、アライ

グマ、ネズミ科の一種が確認された。 

 

表 9-6-6 確認種一覧（哺乳類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 冬 春 夏 

ﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ形 ﾓｸﾞﾗ ｱｽﾞﾏﾓｸﾞﾗ ○   ○ ○ 

食肉 ﾈｺ ｲｴﾈｺ ○ ○     

  ｼﾞｬｺｳﾈｺ ﾊｸﾋﾞｼﾝ ○       

  ｱﾗｲｸﾞﾏ ｱﾗｲｸﾞﾏ ○       

齧歯 ﾈｽﾞﾐ ﾈｽﾞﾐ科の一種 ○       

3 目 5 科 5 種 5 種 1 種 1 種 1 種 

 

・保全すべき種  

現地調査の結果、保全すべき種は確認されなかった。 
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(3)鳥類 

・確認種  

現地調査の結果、鳥類は表 9-6-7 に示す 10 目 21 科 30 種が確認された。 

調査範囲の環境は、主に工場や道路等の人工構造物であり、一部公園や調整池が存在する。

工場上空でトビやサシバ等、公園でツバメやコゲラ等、調整池でカルガモやアオサギ等が確認

された。 
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表 9-6-7 確認種一覧（鳥類） 

目名 科名 和名 

季節 

備考*1 
秋 冬 春 

繁

殖 
夏 

ｶﾓ ｶﾓ ｶﾙｶﾞﾓ     ○ ○    

ﾊﾄ ﾊﾄ ｷｼﾞﾊﾞﾄ ○ ○ ○ ○ ○  

ｶﾂｵﾄﾞﾘ ｳ ｶﾜｳ         ○  

ﾍﾟﾘｶﾝ ｻｷﾞ ｱｵｻｷﾞ     ○      

ﾂﾙ ｸｲﾅ ｸｲﾅ     ○     VU 越 

ﾀｶ ﾀｶ ﾄﾋﾞ     ○ ○   DD 繁 

    ｻｼﾊﾞ     ○     CR 繁 

ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ｶﾜｾﾐ         ○ RT 繁 

ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｺｹﾞﾗ ○       ○  

ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ   ○       VU 越 

ｽｽﾞﾒ ﾓｽﾞ ﾓｽﾞ   ○ ○   ○  

  ｶﾗｽ ｶｹｽ ○   ○      

    ｵﾅｶﾞ     ○   ○  

    ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ ○ ○ ○ ○ ○  

    ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ ○ ○ ○ ○ ○  

  ｼｼﾞｭｳｶﾗ ｼｼﾞｭｳｶﾗ ○ ○ ○ ○ ○  

  ﾂﾊﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ       ○    

  ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ ○ ○ ○ ○ ○  

  ﾒｼﾞﾛ ﾒｼﾞﾛ   ○   ○    

  ﾑｸﾄﾞﾘ ﾑｸﾄﾞﾘ ○ ○ ○ ○ ○  

  ﾋﾀｷ ﾂｸﾞﾐ   ○ ○      

    ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ   ○        

  ｽｽﾞﾒ ｽｽﾞﾒ ○ ○ ○ ○ ○  

  ｾｷﾚｲ ﾊｸｾｷﾚｲ ○     ○ ○  

    ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ         ○  

  ｱﾄﾘ ｶﾜﾗﾋﾜ     ○ ○ ○  

    ｼﾒ   ○ ○      

  ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ         ○ RT 繁 

    ｱｵｼﾞ     ○     DD 繁 

ﾊﾄ ﾊﾄ ﾄﾞﾊﾞﾄ ○ ○ ○ ○ ○  

10 目 21 科 30 種 
11

種 

14

種 

20

種 

14

種 

17

種 
 

備考*1 埼玉県レッドデータブックでは鳥類のリスト掲載種を「繁殖鳥」と「越冬鳥」に分けており、ともに最低 3週間

以上の継続確認が必要である。本調査は各季 1回の調査であり、3週間以上の確認は行っていない為、埼玉県レ

ッドデータブック掲載種であっても保全すべき種としなかった。参考として備考欄にランクを記載した。「繁殖

鳥」と「越冬鳥」の定義は以下に示すとおりである。 

 

【繁殖鳥】巣・卵・ヒナ等の確認、若しくは、その種の繁殖期間内に最低 3週間以上同一場所に生息し、囀り、

求愛などの繁殖行動により、同地域で繁殖していると考えられるもの 

【越冬鳥】冬期間（主に 11～2月）に、最低 3週間以上にわたって、同一場所で生息が認められ、同地域で越

冬していると考えられるもの 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 
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・保全すべき種  

現地調査の結果、保全すべき種は、サシバ、ハヤブサの 2種が確認された。保全すべき種一

覧は表 9-6-8、調査季別の確認位置は図 9-6-3(1)～図 9-6-3(2)、保全すべき種の成体及び確認

状況は表 9-6-9(1)～表 9-6-9(2)に示すとおりである。 

 

表 9-6-8 保全すべき種一覧（鳥類） 

目名 科名 和名 
選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

ﾀｶ ﾀｶ ｻｼﾊﾞ         VU   

ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ   国内     VU   

2 目 2 科 2 種 0 種 1 種 0 種 0 種 2 種 0 種 
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図 9-6-2(1) 保全すべき種の確認位置（春季） 
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図 9-6-2(2) 保全すべき種の確認位置（冬季） 
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表 9-6-9(1) 保全すべき種の生態及び確認状況（鳥類） 

科名 タカ 和名 サシバ 

 

  

確認個体 

重要性 ⑤環境省 RL：VU 

分布状況 夏鳥として、本州、四国、九州に渡来する。南西諸島では越冬するものもあ

る。 

形態・生息場所 全長オス 47 ㎝、メス 51cm、翼開長 105～115cm。頭上から上面は褐色。喉に

は黒い縦線がある。下面は白く茶褐色の横縞がある。幼鳥では上面が暗色で

下面には縦斑がある。 

低山の林で繁殖し、林縁や農耕地、山林などでカエル、トカゲ、ヘビ、ネズ

ミ、鳥類などを捕食する。 

県内での生息状況 かつては、低地帯、台地・丘陵帯、低山帯の各地に夏鳥として渡来し繁殖し

ていたが、現在は県内での繁殖情報が極めて少なくなっている。台地・丘陵

帯で著しく減少している理由として、谷津田の耕作放棄や手入れ不足による

生息環境悪化のため、本種の餌となるカエルやヘビなどが減少したことが原

因の一つとして考えられる。春秋の渡りの時期には通過個体が県内各地で記

録されている。 

現地確認状況 春季調査において、対象事業実施区域南側でつがい 2羽を確認したが、調査

範囲を及びその周辺で繁殖を示す兆候は確認されなかった。 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 

  



9-6-16 

表 9-6-9(2) 保全すべき種の生態及び確認状況（鳥類） 

科名 ハヤブサ 和名 ハヤブサ 

 

  

確認個体 

重要性 ②種の保存法：国内、⑤環境省 RL：VU 

分布状況 留鳥として、北海道から九州で繁殖し、冬季は冬鳥として全国に渡来する。 

形態・生息場所 全長 オス 38～45cm メス 46～51 ㎝、翼開長 84～120cm。上面は青灰黒色で下

面は白く黒褐色の横縞がある。頬に特徴的なひげ状の黒斑がある。幼鳥では

い面が褐色で、下面には黒い縦斑がある。 

平地から山地の海岸、河口、河川敷、湖沼、農耕地などに生息する。元来、

海岸の断崖や岸壁の岩棚などで繁殖していたが、現在は市街地のビルや橋脚

など人工構造物に営巣する例が増加している。 

県内での生息状況 県内には冬鳥として渡来し、平地から山地の河川敷、農耕地、湖沼、ダム湖

などに生息する。現在はやや増加傾向にあり、夏季の観察記録もある。県内

でも人工構造物に営巣し、繁殖する兆候がある。 

現地確認状況 冬季調査において、対象事業実施区域上空を通過し、鉄塔に止まる 1羽を確

認したが、調査範囲を及びその周辺で繁殖を示す兆候は確認されなかった。 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 
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(3)爬虫類・両生類 

・確認種  

現地調査の結果、爬虫類は表 9-6-11(1)に示す 1目 2科 2種、両生類は表 9-6-11(2)に示す 1

目 2科 2種が確認された。 

調査範囲の環境は、主に工場や道路等の人工構造物であり、一部公園や調整池が存在する。

主に公園や道路脇の植木等でヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビを確認した。また、公園や

工場緑地においてニホンアマガエル、ヌマガエルを確認した。 

 

表 9-6-11(1) 確認種一覧（爬虫類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ﾄｶｹﾞ ﾄｶｹﾞ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ     ○ ○ 

  ｶﾅﾍﾋﾞ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ ○ ○ ○ ○ 

1 目 2 科 2 種 1 種 1 種 2 種 2 種 

 

表 9-6-11(2) 確認種一覧（両生類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ｶｴﾙ ｱﾏｶﾞｴﾙ ﾆﾎﾝｱﾏｶﾞｴﾙ ○ ○     

  ﾇﾏｶﾞｴﾙ ﾇﾏｶﾞｴﾙ ○     ○ 

1 目 2 科 2 種 2 種 1 種 0 種 1 種 

 

・保全すべき種  

現地調査の結果、保全すべき種はヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビの2種が確認された。

両生類の保全すべき種は確認されなかった。保全すべき種一覧は表 9-6-12、調査季別の確認位

置は図 9-6-3(1)～図 9-6-3(2)、保全すべき種の成体及び確認状況は表 9-6-10(1)～表 9-6-

10(2)に示すとおりである。 

 

 

表 9-6-12 保全すべき種一覧（爬虫類） 

目名 科名 和名 
選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

ﾄｶｹﾞ ﾄｶｹﾞ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ          NT2 

  ｶﾅﾍﾋﾞ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ        RT 

2 目 2 科 2 種 0 種 0 種 0 種 0 種 0 種 2 種 
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図 9-6-3(1) 保全すべき種の確認位置（秋季） 

 

松原公園 
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図 9-6-3(2) 保全すべき種の確認位置（春季） 

  

松原公園 
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図 9-6-3(3) 保全すべき種の確認位置（夏季） 

松原公園 
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表 9-6-12(1) 保全すべき種の生態及び確認状況（爬虫類） 

科名 トカゲ 和名 ヒガシニホントカゲ 

 

 

確認個体 

重要性 ⑥埼玉県 RDB：NT2 

分布状況 北海道、本州（東海、北陸以東） 

形態・生息場所 頭胴長 6～9.5cm。 

低地から山地まで広範囲に生息し、林地から開けている林道沿いや、川辺な

どの日当たりが良い場所に昼間みられる。寺社の石垣など隠れ場所や日光浴

に適している環境があれば、都市部の住宅地でもみられる。 

県内での生息状況 低地帯から山地帯まで広く生息している。低地帯では、都市化等が進行した

県南部、大規模開発が盛んな県東部で個体数が減少している。都市部では広

い社寺林を有す寺社周辺などに限定され、今後、生息適地の局所化が一層顕

著になると考えられる。台地・丘陵帯でも河川改修、宅地や工業団地の大規

模開発などの影響による個体数の減少が懸念される。 

現地確認状況 公園周辺において、春季調査で成体 2個体、夏季調査で幼体 2個体、成体 2

個体を確認した。 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 
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表 9-6-12(2) 保全すべき種の生態及び確認状況（爬虫類） 

科名 カナヘビ 和名 ニホンカナヘビ 

 

 

確認個体 

重要性 ⑥埼玉県 RDB：RT 

分布状況 北海道、本州、四国、九州 

形態・生息場所 頭胴長 5～7cm。 

低地から山地にかけて広範囲に生息するが、低地や丘陵地で多く見られる。

草むらなど日当たりのよい場所を好み、公園の緑地、水田の畦、人家の生け

垣、畑地など人為的な環境にも適応している。 

県内での生息状況 台地・丘陵帯を中心に、低山帯から低地帯まで広く分布しているが、緑地面

積の減少による生息適地の減少、道路等造成に伴う生息地の分断などによっ

て、個体数の減少がみられる地域がある。都市化の進行している県南部、大

規模開発が盛んな県東部ではこの傾向が顕著である。 

現地確認状況 道路脇の緑地や植木付近において、秋季調査で成体 1個体、春季調査で成体

2個体、夏季調査で成体 2個体を確認した。 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 
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(4)昆虫類 

・確認種 

現地調査の結果、昆虫類は表 9-6-13(1)～表 9-6-13(7)に示す 14 目 97 科 243 種が確認され

た。 

調査範囲の環境は、主に工場や道路等の人工構造物であり、一部公園や調整池が存在する。

調整池付近ではギンヤンマやシオカラトンボ等、工場緑地や公園の樹木ではアオマツムシやセ

ミ類等、公園の地表ではオサムシ類やコオロギ類等が確認された。 

 

表 9-6-13(1) 確認種一覧（昆虫類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ﾄﾝﾎﾞ ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｱｼﾞｱｲﾄﾄﾝﾎﾞ ○     ○ 

  ﾔﾝﾏ ｷﾞﾝﾔﾝﾏ     ○ ○ 

  ﾄﾝﾎﾞ ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ     ○ ○ 

    ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ     ○   

    ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ ○     ○ 

    ﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ       ○ 

    ﾘｽｱｶﾈ ○       

ｺﾞｷﾌﾞﾘ ﾁｬﾊﾞﾈｺﾞｷﾌﾞﾘ ﾓﾘﾁｬﾊﾞﾈｺﾞｷﾌﾞﾘ ○ ○ ○ ○ 

ｶﾏｷﾘ ｶﾏｷﾘ ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ ○       

    ｵｵｶﾏｷﾘ ○     ○ 

ｼﾛｱﾘ ﾐｿﾞｶﾞｼﾗｼﾛｱﾘ ﾔﾏﾄｼﾛｱﾘ   ○   ○ 

ﾊﾞｯﾀ ｺｵﾛｷﾞ ﾊﾗｵｶﾒｺｵﾛｷﾞ ○       

    ﾏﾀﾞﾗｽｽﾞ ○     ○ 

    ｴﾝﾏｺｵﾛｷﾞ ○       

    ﾂﾂﾞﾚｻｾｺｵﾛｷﾞ       ○ 

  ｽｽﾞﾑｼ ｽｽﾞﾑｼ ○       

  ﾏﾂﾑｼ ｱｵﾏﾂﾑｼ ○       

  ｶﾈﾀﾀｷ ｶﾈﾀﾀｷ ○     ○ 

  ｱﾘﾂﾞｶｺｵﾛｷﾞ ｱﾘﾂﾞｶｺｵﾛｷﾞ属の一種 ○       

  ｷﾘｷﾞﾘｽ ﾔﾌﾞｷﾘ   ○     

    ｻｻｷﾘ ○       

    ｸﾋﾞｷﾘｷﾞｽ   ○     

  ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ○     ○ 

  ﾊﾞｯﾀ ﾂﾁｲﾅｺﾞ       ○ 

    ｲﾎﾞﾊﾞｯﾀ ○     ○ 

  ﾋｼﾊﾞｯﾀ ﾊﾗﾋｼﾊﾞｯﾀ   ○ ○   

ﾅﾅﾌｼ ﾅﾅﾌｼ ﾅﾅﾌｼﾓﾄﾞｷ   ○ ○   

ﾊｻﾐﾑｼ ﾊｻﾐﾑｼ ﾋｹﾞｼﾞﾛﾊｻﾐﾑｼ ○ ○     

ｶﾒﾑｼ ﾊｺﾞﾛﾓ ﾍﾞｯｺｳﾊｺﾞﾛﾓ       ○ 

    ｱﾐｶﾞｻﾊｺﾞﾛﾓ       ○ 

 

  



9-6-24 

表 9-6-13(2) 確認種一覧（昆虫類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ｶﾒﾑｼ  ｾﾐ ｸﾏｾﾞﾐ       ○ 

    ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ ○     ○ 

    ﾂｸﾂｸﾎﾞｳｼ ○     ○ 

    ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ       ○ 

    ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ ○     ○ 

  ｷｼﾞﾗﾐ ｷｼﾞﾗﾐ科の一種 ○       

  ｱﾌﾞﾗﾑｼ ｱﾌﾞﾗﾑｼ科の一種 ○       

  ｶｽﾐｶﾒﾑｼ ｲﾈﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ     ○   

  ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ ｱﾜﾀﾞﾁｿｳｸﾞﾝﾊﾞｲ     ○   

    ﾔﾌﾞｶﾞﾗｼｸﾞﾝﾊﾞｲ       ○ 

    ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ     ○   

    ﾂﾂｼﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ     ○   

    ﾄｻｶｸﾞﾝﾊﾞｲ ○       

  ｻｼｶﾞﾒ ｵｵﾄﾋﾞｻｼｶﾞﾒ ○       

    ｼﾏｻｼｶﾞﾒ     ○   

  ﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ﾋﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○   ○   

    ﾋﾒｵｵﾒｶﾒﾑｼ     ○   

    ｵｵﾓﾝｼﾛﾅｶﾞｶﾒﾑｼ       ○ 

  ﾒﾀﾞｶﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ﾒﾀﾞｶﾅｶﾞｶﾒﾑｼ     ○   

  ｵｵﾎｼｶﾒﾑｼ ﾋﾒﾎｼｶﾒﾑｼ     ○   

  ﾍﾘｶﾒﾑｼ ﾄｹﾞﾍﾘｶﾒﾑｼ     ○ ○ 

    ﾎｵｽﾞｷｶﾒﾑｼ     ○   

    ﾊﾘｶﾒﾑｼ   ○     

    ﾎｼﾊﾗﾋﾞﾛﾍﾘｶﾒﾑｼ   ○ ○   

    ｵｵﾂﾏｷﾍﾘｶﾒﾑｼ     ○   

  ﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ｱｶﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ     ○   

  ﾏﾙｶﾒﾑｼ ﾏﾙｶﾒﾑｼ ○ ○ ○ ○ 

  ﾂﾁｶﾒﾑｼ ﾏﾙﾂﾁｶﾒﾑｼ     ○   

    ﾂﾁｶﾒﾑｼ ○   ○   

  ｶﾒﾑｼ ﾌﾞﾁﾋｹﾞｶﾒﾑｼ       ○ 

    ﾋﾒﾅｶﾞﾒ       ○ 

    ｸｻｷﾞｶﾒﾑｼ ○   ○   

    ｽｺｯﾄｶﾒﾑｼ       ○ 

    ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ   ○   ○ 

  ﾂﾉｶﾒﾑｼ ｱｵﾓﾝﾂﾉｶﾒﾑｼ       ○ 

ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ ﾋﾛﾊﾞｶｹﾞﾛｳ ｽｶｼﾋﾛﾊﾞｶｹﾞﾛｳ       ○ 

  ｸｻｶｹﾞﾛｳ ﾖﾂﾎﾞｼｸｻｶｹﾞﾛｳ     ○   

  ｳｽﾊﾞｶｹﾞﾛｳ ｳｽﾊﾞｶｹﾞﾛｳ       ○ 

ｺｳﾁｭｳ ﾊﾝﾐｮｳ ﾆﾜﾊﾝﾐｮｳ ○   ○   

  ｵｻﾑｼ ﾔｾﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ   ○     
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表 9-6-13(3) 確認種一覧（昆虫類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ｺｳﾁｭｳ ｵｻﾑｼ  ｾｱｶﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ○   ○   

    ｵｵﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ○   ○   

    ｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ     ○   

    ｵｵｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ     ○ ○ 

    ﾋﾒｺﾞﾐﾑｼ     ○   

    ｹｳｽｺﾞﾓｸﾑｼ       ○ 

    ｵｵｸﾛﾂﾔｺﾞﾓｸﾑｼ       ○ 

    ｷｲﾛﾁﾋﾞｺﾞﾓｸﾑｼ   ○   ○ 

    ｲﾂﾎｼﾏﾒｺﾞﾓｸﾑｼ   ○   ○ 

    ｵｵｽﾅﾊﾗｺﾞﾐﾑｼ     ○   

  ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ｺｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ       ○ 

  ｼﾃﾞﾑｼ ｵｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ       ○ 

  ﾏﾙﾊﾅﾉﾐ ｷﾑﾈﾏﾙﾊﾅﾉﾐ   ○     

  ｺｶﾞﾈﾑｼ ｸﾛﾂﾂﾏｸﾞｿｺｶﾞﾈ     ○   

    ﾋｹﾞﾌﾞﾄﾊﾅﾑｸﾞﾘ   ○     

    ｺｸﾛｺｶﾞﾈ   ○     

    ﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ ○     ○ 

    ﾏﾙｶﾞﾀﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ       ○ 

    ｱｵﾄﾞｳｶﾞﾈ ○   ○ ○ 

    ﾄﾞｳｶﾞﾈﾌﾞｲﾌﾞｲ       ○ 

    ﾋﾗﾀｱｵｺｶﾞﾈ   ○     

    ｾﾏﾀﾞﾗｺｶﾞﾈ     ○   

    ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ○       

  ﾀﾏﾑｼ ｸｽﾞﾉﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ     ○ ○ 

    ﾅﾐｶﾞﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ   ○ ○   

  ｺﾒﾂｷﾑｼ ｻﾋﾞｷｺﾘ       ○ 

    ｲﾁﾊｼﾁﾋﾞｻﾋﾞｷｺﾘ       ○ 

    ｸｼｺﾒﾂｷ     ○   

    ｸﾛｺﾊﾅｺﾒﾂｷ     ○   

    ｱｶｱｼﾊﾅｺﾒﾂｷ     ○   

    ｵｵﾊﾅｺﾒﾂｷ     ○   

  ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ ﾋﾒﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ     ○   

  ｹｼｷｽｲ ｸﾘｲﾛﾃﾞｵｷｽｲ   ○     

    ｱｶﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ   ○     

    ﾏﾙｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ ○   ○ ○ 

  ﾋﾗﾀﾑｼ ｾﾏﾙﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾑｼ   ○     

  ﾎｿﾋﾗﾀﾑｼ ﾐﾂﾓﾝｾﾏﾙﾋﾗﾀﾑｼ ○ ○     

  ｷｽｲﾑｼ ｷｲﾛｾﾏﾙｷｽｲ   ○     

    ｷｽｲﾑｼ科の一種 ○       

  ﾑｸｹﾞｷｽｲﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾑｸｹﾞｷｽｲ     ○   
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表 9-6-13(4) 確認種一覧（昆虫類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ｺｳﾁｭｳ  ﾃﾝﾄｳﾑｼ ﾍﾞﾀﾞﾘｱﾃﾝﾄｳ   ○     

    ﾑｰｱｼﾛﾎｼﾃﾝﾄｳ       ○ 

    ﾅﾅﾎｼﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○ ○ 

    ﾅﾐﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○ ○ 

    ﾋﾒｶﾒﾉｺﾃﾝﾄｳ     ○   

    ﾄﾎｼﾃﾝﾄｳ     ○   

    ﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ       ○ 

  ﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ ﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ     ○   

    ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ   ○     

  ｸﾁｷﾑｼ ｸﾁｷﾑｼ     ○ ○ 

  ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ｺﾞﾓｸﾑｼﾀﾞﾏｼ       ○ 

    ｷﾏﾜﾘ       ○ 

  ﾊﾑｼ ﾑﾅｷﾙﾘﾊﾑｼ   ○     

    ﾀﾃｽｼﾞｷﾂﾂﾊﾑｼ     ○   

    ｸﾛﾎﾞｼﾂﾂﾊﾑｼ     ○   

    ｲﾓｻﾙﾊﾑｼ     ○   

    ﾄﾞｳｶﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ   ○ ○   

    ﾖﾓｷﾞﾊﾑｼ ○       

    ｳﾘﾊﾑｼ ○       

    ｸﾛｳﾘﾊﾑｼ ○   ○ ○ 

    ｱﾄﾎﾞｼﾊﾑｼ       ○ 

    ｴﾉｷﾊﾑｼ       ○ 

    ｲﾁﾓﾝｼﾞｶﾒﾉｺﾊﾑｼ     ○   

  ｵﾄｼﾌﾞﾐ ﾁｬｲﾛﾁｮｯｷﾘ     ○   

  ｿﾞｳﾑｼ ﾎｿﾋﾒｶﾀｿﾞｳﾑｼ     ○   

    ｹｼﾂﾁｿﾞｳﾑｼ ○       

    ｽｸﾞﾘｿﾞｳﾑｼ     ○ ○ 

    ｺﾌｷｿﾞｳﾑｼ   ○ ○ ○ 

    ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ     ○   

    ｱｶｱｼﾉﾐｿﾞｳﾑｼ   ○ ○   

    ﾋｻｺﾞｸﾁｶｸｼｿﾞｳﾑｼ       ○ 

  ｷｸｲﾑｼ ｷｸｲﾑｼ科の一種       ○ 

ﾊﾁ ﾐﾌｼﾊﾊﾞﾁ ﾙﾘﾁｭｳﾚﾝｼﾞ ○ ○ ○ ○ 

  ﾊﾊﾞﾁ ﾆﾎﾝｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ   ○     

  ﾂﾁﾊﾞﾁ ｵｵﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ       ○ 

  ｱﾘ ｵｵﾊﾘｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

    ﾊﾘﾌﾞﾄｼﾘｱｹﾞｱﾘ   ○ ○   

    ｷｲﾛｼﾘｱｹﾞｱﾘ ○   ○ ○ 

    ﾊﾘﾅｶﾞﾑﾈﾎﾞｿｱﾘ ○       

    ﾋﾒｱﾘ     ○ ○ 
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表 9-6-13(5) 確認種一覧（昆虫類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ﾊﾁ  ｱﾘ  ｷｲﾛﾋﾒｱﾘ       ○ 

    ｱｽﾞﾏｵｵｽﾞｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

    ｱﾐﾒｱﾘ   ○ ○   

    ﾄﾌｼｱﾘ ○   ○   

    ｵｵｳﾛｺｱﾘ       ○ 

    ﾄﾋﾞｲﾛｼﾜｱﾘ     ○ ○ 

    ｸﾛｵｵｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

    ｸﾛﾔﾏｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

    ﾊﾔｼｹｱﾘ ○ ○     

    ﾄﾋﾞｲﾛｹｱﾘ   ○ ○ ○ 

    ｱﾒｲﾛｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

    ｻｸﾗｱﾘ ○     ○ 

  ﾍﾞｯｺｳﾊﾞﾁ ｵｵﾓﾝｸﾛﾍﾞｯｺｳ       ○ 

  ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ○     ○ 

    ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ○       

    ﾋﾒｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ○       

    ｼﾀﾞｸﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ○       

  ｱﾅﾊﾞﾁ ｻﾄｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ     ○   

  ｺﾊﾅﾊﾞﾁ ｱｶｶﾞﾈｺﾊﾅﾊﾞﾁ     ○   

  ｺｼﾌﾞﾄﾊﾅﾊﾞﾁ ｸﾏﾊﾞﾁ   ○   ○ 

  ﾐﾂﾊﾞﾁ ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ ○ ○ ○ ○ 

ﾊｴ ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科の一種 ○       

  ｶ ﾋﾄｽｼﾞｼﾏｶ ○   ○   

  ｹﾊﾞｴ ﾒｽｱｶｹﾊﾞｴ   ○     

    ｸﾛｱｼﾎﾞｿｹﾊﾞｴ   ○ ○   

  ﾐｽﾞｱﾌﾞ ﾊﾗｷﾝﾐｽﾞｱﾌﾞ     ○   

  ﾂﾘｱﾌﾞ ｸﾛﾊﾞﾈﾂﾘｱﾌﾞ       ○ 

  ﾑｼﾋｷｱﾌﾞ ｱｵﾒｱﾌﾞ       ○ 

    ｻｷｸﾞﾛﾑｼﾋｷ     ○ ○ 

  ﾊﾅｱﾌﾞ ﾅﾐﾊﾅｱﾌﾞ     ○   

    ｱｼﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ   ○     

  ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ科の一種 ○ ○ ○   

ﾄﾋﾞｹﾗ ﾋﾒﾄﾋﾞｹﾗ ﾋﾒﾄﾋﾞｹﾗ属の一種 ○       

  ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ     ○   

  ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ属の一種   ○ ○   

  ｴｸﾞﾘﾄﾋﾞｹﾗ ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ     ○   

ﾁｮｳ ｾｾﾘﾁｮｳ ｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ ○     ○ 

    ｵｵﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ ○     ○ 

  ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ ○   ○ ○ 

    ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ ○   ○ ○ 
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表 9-6-13(6) 確認種一覧（昆虫類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ﾁｮｳ ｱｹﾞﾊﾁｮｳ  ﾅｶﾞｻｷｱｹﾞﾊ ○ ○ ○   

    ｸﾛｱｹﾞﾊ       ○ 

    ﾅﾐｱｹﾞﾊ ○ ○   ○ 

  ｼﾛﾁｮｳ ﾓﾝｷﾁｮｳ   ○ ○ ○ 

    ｷﾀｷﾁｮｳ ○ ○   ○ 

    ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ ○ ○ ○ ○ 

  ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ﾂﾊﾞﾒｼｼﾞﾐ   ○     

    ｳﾗﾅﾐｱｶｼｼﾞﾐ ○       

    ﾍﾞﾆｼｼﾞﾐ ○ ○     

    ﾑﾗｻｷﾂﾊﾞﾒ       ○ 

    ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ ○ ○   ○ 

  ｳﾗｷﾞﾝｼｼﾞﾐ ｳﾗｷﾞﾝｼｼﾞﾐ ○     ○ 

  ﾀﾃﾊﾁｮｳ ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ ○   ○   

    ﾋﾒｱｶﾀﾃﾊ ○       

    ｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗ ○   ○ ○ 

    ｺﾞﾏﾀﾞﾗﾁｮｳ     ○   

    ｺﾐｽｼﾞ     ○ ○ 

    ｷﾀﾃﾊ ○   ○   

    ｱｶﾀﾃﾊ       ○ 

  ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ ﾋｶｹﾞﾁｮｳ ○       

    ｻﾄｷﾏﾀﾞﾗﾋｶｹﾞ     ○   

  ｲｶﾘﾓﾝｶﾞ ｲｶﾘﾓﾝｶﾞ   ○     

  ｼｬｸｶﾞ ｳｽｵｴﾀﾞｼｬｸ     ○   

    ｳｽｷﾂﾊﾞﾒｴﾀﾞｼｬｸ     ○   

    ｷｵﾋﾞﾍﾞﾆﾋﾒｼｬｸ     ○   

  ｽｽﾞﾒｶﾞ ｳﾝﾓﾝｽｽﾞﾒ     ○   

    ﾌﾞﾄﾞｳｽｽﾞﾒ ○       

    ﾋﾒｸﾛﾎｳｼﾞｬｸ ○       

    ｾｽｼﾞｽｽﾞﾒ ○     ○ 

    ｺｽｽﾞﾒ       ○ 

  ﾋﾄﾘｶﾞ ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ       ○ 

    ｷﾊﾗｺﾞﾏﾀﾞﾗﾋﾄﾘ   ○     

  ﾔｶﾞ ﾋﾒｴｸﾞﾘﾊﾞ ○     ○ 

    ｷｼﾀﾊﾞ ○       

    ﾅｶｸﾞﾛｸﾁﾊﾞ ○       

    ﾋﾒﾈｼﾞﾛｺﾔｶﾞ     ○   

    ｵｵｼﾏｶﾗｽﾖﾄｳ       ○ 

    ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ○     ○ 

    ﾖﾄｳｶﾞ   ○     

    ｶﾌﾞﾗﾔｶﾞ ○       
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表 9-6-13(7) 確認種一覧（昆虫類） 

目名 科名 和名 
季節 

秋 早春 春 夏 

ﾁｮｳ  ﾔｶﾞ  ｸﾛｸﾓﾔｶﾞ     ○   

  ｲﾗｶﾞ ｱｵｲﾗｶﾞ ○   ○ ○ 

  ﾏﾀﾞﾗｶﾞ ﾀｹﾉﾎｿｸﾛﾊﾞ       ○ 

  ﾊﾏｷｶﾞ ﾁｬﾊﾏｷ ○       

  ﾒｲｶﾞ ｳｽﾍﾞﾆﾄｶﾞﾘﾒｲｶﾞ     ○   

    ｶﾊﾞｲﾛﾄｶﾞﾘﾒｲｶﾞ   ○     

    ｳｽｱｶﾑﾗｻｷﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ   ○     

  ﾂﾄｶﾞ ﾋﾒﾏﾀﾞﾗﾐｽﾞﾒｲｶﾞ ○       

    ﾎｼｵﾋﾞﾎｿﾉﾒｲｶﾞ     ○   

    ﾍﾞﾆﾌｷﾉﾒｲｶﾞ       ○ 

    ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ ○       

    ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ ○       

    ｷｱﾔﾋﾒﾉﾒｲｶﾞ ○       

14 目 97 科 243 種 
94

種 

63

種 

107

種 

106

種 

 

 

・保全すべき種  

現地調査の結果、保全すべき種はスズムシ、ヒメナガメ、オオハラナガツチバチ、オオチャ

バネセセリの 4 種が確認された。保全すべき種一覧は表 9-6-14、調査季別の確認位置は図 9-

6-3(1)～図 9-6-3(2)、保全すべき種の成体及び確認状況は表 9-6-15(1)～表 9-6-15(4)に示す

とおりである。 

 

 

表 9-6-14 保全すべき種一覧（昆虫類） 

目名 科名 和名 
選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

ﾊﾞｯﾀ ｽｽﾞﾑｼ ｽｽﾞﾑｼ      RT 

ｶﾒﾑｼ ｶﾒﾑｼ ﾋﾒﾅｶﾞﾒ      NT2 

ﾊﾁ ﾂﾁﾊﾞﾁ ｵｵﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ      NT2 

ﾁｮｳ ｾｾﾘﾁｮｳ ｵｵﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ      NT2 

4 目 4 科 4 種 0 種 0 種 0 種 0 種 0 種 4 種 
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図 9-6-3(1) 保全すべき種の確認位置（夏季） 
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図 9-6-3(2) 保全すべき種の確認位置（秋季） 
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表 9-6-15(1) 保全すべき種の生態及び確認状況（昆虫類） 

科名 スズムシ 和名 スズムシ 

 

 

 

鳴声の確認のため、写真無し 

 

 

重要性 ⑥埼玉県 RDB：RT 

分布状況 北海道（国内移入）、本州、四国、九州 

形態・生息場所 体長はオス約 16mm、メス約 19mm。産卵器端まで約 31mm。体は黒色で斑紋は

なく、触覚は白い。 

下層植生の発達した林縁部からやや湿潤な高茎草地にかけて生息する。上部

が鬱閉された藪の下層空間に潜んでいることが多い。そのためオオブタクサ

やセイタカアワダチソウなどの外来種の占有草地でも生息が見られる。 

県内での生息状況 低地帯から低山帯にかけて広く生息しているが、県南部及び、東部では局地

的となる。 

大宮台地では開発による生息環境の減少が目立つ。所沢・狭山市境のくぬぎ

山地区には少数生息するが、狭山丘陵では生息が見られない。 

現地確認状況 秋季調査において、道路際の生垣に隣接した草地の中で 1個体の鳴き声を確

認した。 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 
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表 9-6-15(2) 保全すべき種の生態及び確認状況（昆虫類） 

科名 カメムシ 和名 ヒメナガメ 

 

 

 

 

 

 

確認個体 

重要性 ⑥埼玉県 RDB：NT2 

分布状況 本州、四国、九州、南西諸島 

形態・生息場所 体長 6～8.5mm。黒色の地に複雑な赤色の条状紋をもち、前胸背に 6個の黒色

紋をもつ。 

アブラナ、イヌガラシ、キャベツ、カラシナ、ムラサキハナナなどのアブラ

ナ科植物に生活する。暖地系の種で東北地方では個体数は少ない。同属のナ

ガメ E.rugosa と混生することが多い。 

県内での生息状況 県内では、これまで毛呂山町、奥武蔵山地、飯能市、皆野町、小鹿野町、秩

父市大滝など台地・丘陵帯から山地帯にかけて生息が確認されている。ムラ

サキハナナの分布拡大に伴い生息環境は安定的に保たれてはいるものの、近

年個体数は減少傾向にあり今後の生息状況に注視が必要。 

現地確認状況 夏季調査において、工場緑地で成虫 2個体を確認した。 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 
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表 9-6-15(3) 保全すべき種の生態及び確認状況（昆虫類） 

科名 ツチバチ 和名 オオハラナガツチバチ 

 

 

 

目視確認のため写真無し 

 

 

 

重要性 ⑥埼玉県 RDB：NT2 

分布状況 本州、四国、九州、南西諸島 

形態・生息場所 体長メス 25～30mm、オス 20～32mm、頭・胸部に黄褐色の長毛。腹部は黒くメ

ス 1～3節、オス 1～5節に白毛の帯がある。 

広い河川敷や草地、畑地など、台地から丘陵地にかけて生息する。様々な花

を訪れる。ツチバチ科はコガネムシ類の幼虫に外部寄生することから、それ

らの生息場所である草地の存在が必要と考えられる。夏から秋にかけて出現

する。 

県内での生息状況 過去には県内の台地、丘陵帯での記録がある。2015、2016 年に熊谷市大麻生

の畑で採集されている。 

現地確認状況 夏季調査において、公園で成虫 2個体を確認した。 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 
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表 9-6-15(4) 保全すべき種の生態及び確認状況（昆虫類） 

科名 セセリチョウ 和名 オオチャバネセセリ 

 

 

 

 

 

 

確認個体 

重要性 ⑥埼玉県 RDB：NT2 

分布状況 北海道、本州、四国、九州 

形態・生息場所 前翅長 16～21mm、開長 32～40mm の小型種。 

アズマネザサ、クマザサ、メダケなどのタケ・ササ類の生える平地～山地の

樹林縁の草地や草原、河川敷などに生息する。成虫は様々な花を訪れる。 

県内での生息状況 低地から山地帯にかけて広く分布するが、平野部、特に低地では 1980 年代後

半から徐々に個体数が減少し、2000 年以降は急減した。しかし、記録が全く

途絶えたわけではなく、また丘陵部から山地帯での個体数はそれほど減少し

ていない。 

現地確認状況 秋季調査、夏季調査において道路脇で成虫各 1個体を確認した。 

出典：埼玉県レッドデータブック 動物編 2018（第 4 版） 

  



9-6-36 

9-6-2 予測 

1. 工事の実施及び施設の存在に伴う動物への影響 

1)予測内容 

建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工事の実施及び施設の存在に伴う保全

すべき種の生息地の改変の程度及びその他の生息環境への影響の程度を予測した。 

 

2)予測地域・地点 

予測地域は、現地調査における調査範囲と同様の範囲とした。 

予測地点は、予測地域全域とした。 

なお、対象事業実施区域内における造成工事の範囲（改変される範囲）は、図 9-6-4 に示す

とおりである。 

 

3)予測対象時期等 

工事中については、保全すべき種への影響が最大と考えられる時期として、造成工事の範囲

が最大となる時期とした。 

存在・供用時については、保全すべき種への影響を的確に把握できる時期として、施設の供

用時の周辺環境が安定した時期とした。 

 

4)予測方法 

工事中については、本工事計画に基づき保全すべき種の生息環境の変化の程度を把握したう

えで、類似事例または既存知見を参考にして定性的に予測した。 

存在・供用時については、本事業計画に基づき植生及び地形の改変内容と保全すべき種の生

息確認位置との重ね合わせ等により定量的に予測した。 
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図 9-6-4 予測地域及び造成工事の範囲 
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5)予測条件 

(1)工事中の環境保全計画 

建設機械の稼働及び資材運搬等の車両の走行に関連する騒音・振動対策、水質汚濁防止対策

等の工事中の環境保全計画は前掲「第 2章 対象事業の概要  2-3 工事の概要  2-3-3 工事中

の環境保全計画」に示すとおりである。 

 

(2)存在・供用時の環境保全計画 

・緑化計画 

緑化計画図は図 9-6-5 に示すとおりである。 

対象事業実施区域内の緑地の整備計画は、以下に示すとおりである。 

①緑地整備に当たっては、周辺地域の樹林等との連続性に配慮し、植栽する樹種・草種は、

「埼玉県生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基準」（平成 18 年 3 月）に記載された

在来種を中心に選定する。また、緑地整備にあたっては、人工的雰囲気を緩和し、区域内

と周辺の緑地環境の調和を考慮する。 

②植樹の構成は、高木、中低木を組み合わせ多層構造となるよう配慮する。 

③緑化率は、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」（昭和 54 年埼玉県条例第 10 号）に基

づく基準値を確保する。 

④緑地等については、適切に維持・管理を行う。 
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図 9-6-5 緑地計画図  
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6)予測結果 

(1)動物の生息環境の変化 

動物種において、本事業で想定される影響の概要は、表 9-6-16 に示すとおりである。 

 

表 9-6-16 本事業で想定される影響の概要 

影響の 
種類 

想定 
される 
影響 

工事中 
存在・ 
供用時 

影響要因 影響を受ける生息環境 

直
接
的
な
影
響 

生
息
環
境
の
消
失 

― ― 

（工事中） 
・造成等の工事 
（存在・供用時） 
・施設の存在 

・工事中は対象事業実施区域内の動物種の個体
の消失や生息環境の面積減少といった直接的
な影響が想定される。 

・存在・供用時は、「埼玉県生物多様性の保全に
配慮した緑化木選定基準」（平成 18年 3 月）に
記載された在来種を中心に植栽され、高木、中・
低木を組み合わせ多層構造となるように植樹
し、現況と同様の状況になることから、生息環
境を代償できると考えられ、影響は小さいと考
えられる。 

間
接
的
な
影
響 

移
動
経
路
の
分
断 

× × 

（工事中） 
・資材運搬等の 

車両の走行 

・工事中は、資材運搬等の車両の走行により車両
が増加し、移動経路の分断が生じる。なお、工
事中の環境保全計画によると、工事車両の走行
に関する環境保全対策について徹底すること
が示されていることから、これらの低減措置の
徹底により工事中の影響は小さいものと考え
られる。 

騒
音
・
振
動 

× × 

（工事中） 
・建設機械の 

稼働 
・資材+*運搬等
の 

車両の走行 
・造成等の工事 

・工事中は、建設機械の稼働、資材運搬等の車両
の走行により、騒音・振動が発生する。騒音・
振動により対象事業実施区域及びその周辺の
利用を一時的に忌避する可能性がある。工事中
の環境保全計画の騒音振動対策を徹底するこ
とで影響が低減され、間接的な影響は小さいと
予測される。 

光
環
境
の
変
化 × × 

（存在・供用時） 
・施設の存在 

・使用建設機械の稼働時間及び資材運搬等の車
両の運行時間は原則として午前8時から午後6
時までの時間であることから、夜間の照明によ
る光環境の変化に伴う動物の生息環境への影
響はないか、あっても極めて小さいと考えられ
る。 

・高層建築物の建設予定はなく、対象事業実施区
域の敷地境界に緩衝緑地を設けるため、夜間の
照明による光環境の変化は少なく、動物の生息
環境に影響を及ぼさないか、あっても影響は極
めて小さいと考えられる。 

注）表中の凡例 

○：影響が想定される。 

△：影響はあるが、最大となる影響は一時的であり、影響は小さいと考えられる。もしくは、工事計画や事業計画か

ら、影響は小さいと考えられる。 

×：本事業では影響は限定的であり、影響は極めて小さいと考えられる。 

―：影響はないと考えられる。 
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(2)各種の予測結果 

保全すべき種の予測結果の概要は表 9-6-17 に、保全すべき種ごとの予測結果は表 9-6-18(1)

～表 9-6-18(8)に示すとおりである。 

 

表 9-6-17 保全すべき種の予測結果の概要 

分
類 

種名 
保全すべき種 
選定基準 

確認例数 主な生息環境の面積 
影響の 
大きさ 

対象事業実施区域 現況 
（ha） 

消失 
（ha） 

割合 
（％） 内 外 

鳥
類 

サシバ 環境省：VU 0 2 30.1 0 0 × 

ハヤブサ 
種の保存法(国内) 

環境省：VU 
0 1 30.1 0 0 × 

爬
虫
類 

ヒガシニホントカゲ 埼玉県：NT2 0 6 30.1 0 0 × 

ニホンカナヘビ 埼玉県：RT 0 4 30.1 0 0 × 

昆
虫
類 

スズムシ 埼玉県：RT 0 1 30.1 0 0 × 

ヒメナガメ 埼玉県：NT2 0 2 30.1 0 0 × 

オオハラナガツチバチ 埼玉県：NT2 0 2 30.1 0 0 × 

オオチャバネセセリ 埼玉県：NT2 0 1 30.1 0 0 × 

注 1)保全すべき種の選定根拠となる法令・文献及び評価区分は前掲表 9-6-5 のとおりである。 

2)ハヤブサについては、事業予定地上空を通過した後に近隣鉄塔にとまったため、対象事業実施区域外とした。 

3)表中の凡例 

○：影響が想定される。 

△：影響はあるが、最大となる影響は一時的であり、影響は小さいと考えられる。もしくは、工事計画や事業計画か

ら、影響は小さいと考えられる。 

×：本事業では影響は限定的であり、影響は極めて小さいと考えられる。 

―：影響はないと考えられる。 
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表 9-6-18(1) 保全すべき種の予測結果（サシバ） 

項目 内容 

主な生息環境 

低地帯、台地・丘陵帯、低山帯等、里山環境に生息する。 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

対象事業実施区域外を旋回飛翔し、南方向に向かう 2例が確認された。 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
1  

予測結果 

つがいでの飛翔で羽ばたきディスプレイは確認したものの、当地及びその近隣での繁

殖を示す兆候は確認されなかった。 

本種の餌資源としてカエル類やヘビ類を利用する頻度が高く、当地周辺を採餌場とし

て利用する可能性は低い。また、営巣に適した閑静な高木林も少なく、現状では南方向

の屋敷林または荒川の河畔林等の樹林帯を営巣地としている可能性がある。これらによ

り、事業実施に伴う生息環境の改変等の影響は少ないと考えられる。 

工事中は、騒音・振動等の環境変化による周辺環境の質的変化が生じる可能性がある

が、使用機材の低騒音・低振動型とすることや資材運搬車の運行管理等により直接・間

接的な影響は低減される。また、本種の移動能力の高さから周辺地域への一時的逃避が

考えられる。したがって、工事中における生息環境の質的変化は少なく、直接・間接的

影響は小さいと考えられる。 

供用時においても、周辺の緑地帯の状況等が変化無いため、本種に対する直接・間接

的影響は小さいと考えられる。 

総合的に、予測地域における本種の生息環境の改変による影響、及び生息環境への直

接・間接的影響は小さいと判断できる。 

確認位置 
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表 9-6-18(2) 保全すべき種の予測結果（ハヤブサ） 

項目 内容 

主な生息環境 

平地から山地の河川敷、農耕地、湖沼、ダム湖などに生息する。 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

対象事業実施区域上空を飛翔し、近隣の鉄塔にとまり北東へ向かう 1例が確認された。 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
1  

予測結果 

対象事業実施区域上空の通過、近隣の鉄塔で止まりを 1 例確認した。採餌や繁殖の兆

候を示す行動は確認されなかった。 

本種は県内でも人工構造物で繁殖する事例が増加しているが、本地域ではカラスやト

ビの生息数が多く、営巣に至ることは困難と思われる。これらにより、事業実施に伴う

生息環境の改変等の影響は少ないと考えられる。 

工事中は、騒音・振動等の環境変化による周辺環境の質的変化が生じる可能性がある

が、使用機材の低騒音・低振動型とすることや資材運搬車の運行管理等により直接・間

接的な影響は低減される。また、本種の移動能力の高さから周辺地域への一時的逃避が

考えられる。したがって、工事中における生息環境の質的変化は少なく、直接・間接的

影響は小さいと考えられる。 

供用時においても、周辺の緑地帯の状況等が変化無いため、本種に対する直接・間接

的影響は小さいと考えられる。 

総合的に、予測地域における本種の生息環境の改変による影響、及び生息環境への直

接・間接的影響は小さいと判断できる。 

確認位置 
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表 9-6-18(3) 保全すべき種の予測結果（ヒガシニホントカゲ） 

項目 内容 

主な生息環境 

低地から山地まで広範囲に生息し、日当たりの良い開けた場所に昼間みられる。 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

主に松原公園周辺の緑地帯で生息を確認した。 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
6  

予測結果 

 対象事業実施区域の北東部に存在する松原公園周辺の緑地帯で成体・幼体ともに確認

されていることから、局所的に生息している状況がうかがえる。 

 対象事業の実施によって松原公園は改変されないため、生息環境は維持される。 

工事中は、騒音・振動等の環境変化による周辺環境の質的変化が生じる可能性がある

が、使用機材の低騒音・低振動型とすることや資材運搬車の運行管理等により直接・間

接的な影響は低減される。現状での隣接道路の通行量は多く、生息環境の直接・間接的

影響は小さいと考えられる。 

供用時においても、周辺の緑地帯の状況等が変化無いため、本種に対する直接・間接

的影響は小さいと考えられる。 

総合的に、予測地域における本種の生息環境の改変による影響、及び生息環境への直

接・間接的影響は小さいと判断できる。 

確認位置 
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表 9-6-18(4) 保全すべき種の予測結果（ニホンカナヘビ） 

項目 内容 

主な生息環境 

低地から山地にかけて広範囲に生息するが、低地から丘陵地で多く見られる。 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

道路際の緑地帯で点在的に生息を確認した。 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
5  

予測結果 

 対象事業実施区域の東部や南西側の緑地帯で成体が確認されている。対象事業の実施

によって道路際の緑地帯は改変されないため、生息環境は維持される。 

工事中は、騒音・振動等の環境変化による周辺環境の質的変化が生じる可能性がある

が、使用機材の低騒音・低振動型とすることや資材運搬車の運行管理等により直接・間

接的な影響は低減される。現状での隣接道路の通行量は多く、生息環境の直接・間接的

影響は小さいと考えられる。 

供用時においても、周辺の緑地帯の状況等が変化無いため、本種に対する直接・間接

的影響は小さいと考えられる。 

総合的に、予測地域における本種の生息環境の改変による影響、及び生息環境への直接・

間接的影響は小さいと判断できる。 

確認位置 
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表 9-6-18(5) 保全すべき種の予測結果（スズムシ） 

項目 内容 

主な生息環境 

低地帯から低山帯にかけての下層植生の発達した林縁部からやや湿潤な高茎草地にかけ

て生息する。 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

対象事業実施区域の南西約 550m の道路際に存する生垣に隣接した草地にて、鳴声を確認

した。 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
1  

予測結果 

対象事業実施区域の南西側にて、道路に隣接した草地で鳴声を確認した。 

鳴声は 1 個体であるが、周辺の草地環境は類似していたため、個体群を維持するため

の個体数は生息していると思われる。 

対象事業の実施によって道路際の草地は消失しないことから、生息環境は維持される。 

工事中は、騒音・振動等の環境変化による周辺環境の質的変化が生じる可能性がある

が、使用機材の低騒音・低振動型とすることや資材運搬車の運行管理等により直接・間

接的な影響は低減される。現状での隣接道路の通行量は多く、生息環境の直接・間接的

影響は小さいと考えられる。 

供用時においても、周辺の緑地帯の状況等が変化無いため、本種に対する直接・間接

的影響は小さいと考えられる。 

総合的に、予測地域における本種の生息環境の改変による影響、及び生息環境への直

接・間接的影響は小さいと判断できる。 

確認位置 

 

 



9-6-47 

表 9-6-18(6) 保全すべき種の予測結果（ヒメナガメ） 

項目 内容 

主な生息環境 

台地・丘陵帯から山地帯にかけて生息し、アブラナ科の植物にて生活する。 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

松原公園に隣接した緑地帯にて確認した。 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
2  

予測結果 

対象事業実施区域の北東側の松原公園に存在する緑地帯にて 2 個体を確認した。対象

事業の実施によって松原公園及びその周辺の緑地帯は消失しないことから、生息環境は

維持される。 

工事中は、騒音・振動等の環境変化による周辺環境の質的変化が生じる可能性がある

が、使用機材の低騒音・低振動型とすることや資材運搬車の運行管理等により直接・間

接的な影響は低減される。現状での隣接道路の通行量は多く、生息環境の直接・間接的

影響は小さいと考えられる。 

供用時においても、周辺の緑地帯の状況等が変化無いため、本種に対する直接・間接

的影響は小さいと考えられる。 

総合的に、予測地域における本種の生息環境の改変による影響、及び生息環境への直

接・間接的影響は小さいと判断できる。 

確認位置 
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表 9-6-18(7) 保全すべき種の予測結果（オオハラナガツチバチ） 

項目 内容 

主な生息環境 

広い河川敷や草地、畑地など、台地から丘陵地にかけて生息する。 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

中折之口公園の芝生部分にて確認した。 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
2  

予測結果 

対象事業実施区域の南西側の中折之口公園内の芝生にて 2 個体確認した。対象事業の

実施によって中折之口公園及びその周辺の緑地帯は消失しないことから、生息環境は維

持される。 

工事中は、騒音・振動等の環境変化による周辺環境の質的変化が生じる可能性がある

が、使用機材の低騒音・低振動型とすることや資材運搬車の運行管理等により直接・間

接的な影響は低減される。現状での隣接道路の通行量は多く、生息環境の直接・間接的

影響は小さいと考えられる。 

供用時においても、周辺の緑地帯の状況等が変化無いため、本種に対する直接・間接

的影響は小さいと考えられる。 

総合的に、予測地域における本種の生息環境の改変による影響、及び生息環境への直

接・間接的影響は小さいと判断できる。 

確認位置 
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表 9-6-18(8) 保全すべき種の予測結果（オオチャバネセセリ） 

項目 内容 

主な生息環境 

タケ・ササ類の生える平地から山地の林縁の草地や草原、河川敷などに生息する。 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

春季・夏季の双方で、対象事業実施区域の南東側の鉄塔に隣接する緑地帯にて確認した。 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
1  

予測結果 

対象事業実施区域の南東側の道路際の緑地帯にて夏季、秋季それぞれ 1個体確認した。

対象事業の実施によって道路際の緑地帯は消失しないことから、生息環境は維持される。 

工事中は、騒音・振動等の環境変化による周辺環境の質的変化が生じる可能性がある

が、使用機材の低騒音・低振動型とすることや資材運搬車の運行管理等により直接・間

接的な影響は低減される。現状での隣接道路の通行量は多く、生息環境の直接・間接的

影響は小さいと考えられる。 

供用時においても、周辺の緑地帯の状況等が変化無いため、本種に対する直接・間接

的影響は小さいと考えられる。 

総合的に、予測地域における本種の生息環境の改変による影響、及び生息環境への直接・

間接的影響は小さいと判断できる。 

確認位置 
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9-6-3 評価 

1. 工事の実施及び施設の存在に伴う動物への影響 

1)評価方法 

(1)影響の回避・低減の観点 

工事の実施及び施設の存在に伴う動物への影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる

限り回避され、又は低減されているかについて明らかにした。 

 

(2)基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

動物に係る環境保全目標は、「埼玉県環境基本計画（第 4 次）」（平成 29 年、埼玉県）、「第 4 

次埼玉県国土利用計画」（平成 22 年、埼玉県）及び「埼玉県 5か年計画 希望・活躍・うるおい

の埼玉」（平成 29 年、埼玉県）等の計画等において、今後の施策や目標等が表 9-6-19 のとおり

示されている。 

以上のことから、動物に係る環境保全目標は、「保全すべき動物種の生息環境を保全するこ

と」とした。  
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表 9-6-19 整合を図るべき基準等 

資料名 整合を図るべき基準等 

「埼玉県環境基本計画（第４次）」
（平成 29 年、埼玉県） 

【長期的な目標】 
恵み豊かなみどりや川に彩られ、生物の多様性に富んだ自然共生
社会づくり 
・川の保全と再生 
・緑の保全と再生 
・森林の整備と保全 
・生物多様性の保全 

「第 4次埼玉県国土利用計画」 
（平成 22 年、埼玉県） 

【県土利用の基本方針】 
・県土の有効利用 
・人と自然が共生し、美しくゆとりある県土利用 
・安心・安全な県土利用 
・多様な主体の参画、計画的な県土利用 

「埼玉県 5か年計画 
希望・活躍・うるおいの埼玉」 
（平成 29 年、埼玉県） 

【南部地域の施策展開】 
豊かな自然と共生する社会をつくる 
・見沼田圃の保全・活用・創造 
・市などと連携した水辺空間の利活用の促進 

「第 2次埼玉県広域緑地計画」 
（平成 29 年、埼玉県） 

【緑の将来像】 
・『緑とともに暮らす、ゆとり・安らぎ「埼玉」』 
【地形別の緑のあり方】 
低地では、広大な水田を代表とする農地を基調として、河川・水
路、屋敷林や社寺林等が一体となった田園景観のような緑を目指
します。市街地では、残された貴重な樹林地等を保全・活用しな
がら、新たな緑の創出により、緑豊かで良好な生活環境を有する
市街地が形成されるようにします。 

「まちづくり埼玉プラン」 
（平成 30 年、埼玉県） 

・都市と自然・田園との共生 

「埼玉県生物多様性保全戦略」 
（平成 30 年、埼玉県） 

基本戦略 1.多面的機能を発揮する森林の豊かな環境を守り、 
育てる 

基本戦略 2.里地里山の多様な生態系ネットワークを形成する 
基本戦略 3.都市環境における緑を創出し、人と自然が共生する 

社会づくり 
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(3)環境の保全に関する配慮方針 

本事業で実施する環境の保全に関する配慮方針に関する検討内容は表 9-6-20 に示すとおり

である。 

 

表 9-6-20 動物に関する環境の保全に関する配慮方針の検討内容 

影響 
要因 

環境保全 
措置の区分 

影響の概要 
環境の保全に関する 
配慮方針の概要 

環境の保全に関する配慮方針による影響
の低減の程度 

造成
等の
工事 

回避 生息環境の 
消失 
移動経路の 
分断 
生息環境の 
質的変化 

対象事業実施区域の変
更、造成計画の変更等
により、保全すべき種
の生息環境への影響を
回避する。 

保全すべき動物種の生息環境の消失を回 
避するため、対象事業実施区域の環境を
事業者が実行可能な範囲で残存できるか
の検討を行ったが、事業実施に伴う生息
環境の減少による影響は極めて少ないと
考えられることから、回避及び低減措置
としての対象事業区域の再選定や最小化
は実施する必要が無いものとした。 

回避・ 
低減 

構造等の変更による地
形改変の最小化により
影響を低減する。 

低減 騒音・振動 造成工事に使用する建
設機械は、低騒音・低
振動型の機械の使用を
徹底し、騒音、振動の
影響を低減する。ま
た、建設機械の集中稼
働をできる限り生じな
いような工事計画を検
討する。 

低騒音・低振動型の建設機械を使用する
こと、建設機械の集中稼働をできる限り
生じないような工事計画とすることで、
造成工事にかかる影響は低減されると考
えられる。 

資材運搬等の車両は、
計画的かつ効率的な運
行管理に努め、車両が
一時的に集中しないよ
うに配慮する。 

資材運搬等の車両については、効率的な
運行管理に努めることにより、車両が一
時的に集中しないようにし、騒音・振動
の影響は低減されると考えられる。 

施設
の存 
在 

代償 生息環境の 
消失 

「埼玉県生物多様性の
保全に配慮した緑化木
選定基準」（平成 18
年、埼玉県）に記載さ
れた在来種を中心と
し、高木、中・低木を
組み合わせて多層構造
となるように植樹する
ことで、植物の生育基
盤の整備とともに、動
物の生息環境を創出す
る。 

在来植物を中心とした植栽により、新た
な生育基盤が整備される。それらの生長
と共に、適応する草本類が侵入すること
が考えられることから、植物に対して代
償機能を有するとともに、動物が利用し
やすい環境が創出され、動物の生息環境
についても代償機能を有するものと考え
られる。 
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2)評価結果 

(1)影響の回避・低減の観点 

動物に関する環境の保全に関する配慮方針の検討内容より、実施することとした環境の保全

に関する配慮方針は、表 9-6-21 に示すとおりである。 

 

保全すべき動物種のうち、対象事業実施区域上空を通過したハヤブサのみが対象となったが、

営巣適地は高層建造物や崖の岩棚などであることから当地を繁殖地に選定されることは考え

にくく、生息地の消失または生息環境の減少による影響は極めて少ないことから、生息環境の

消失・縮小を回避するため、対象事業実施区域の再選定や最小化は実施する必要が無いものと

考えられる。 

低減措置として、工事中では使用建設機械及び資材運搬等の車両の走行に伴う騒音・振動の

発生抑制を実施する。施設の存在時では、緩衝緑地の配置による光環境への影響の低減措置を

実施する。代償措置として、対象事業実施区域内の樹林地（植栽）は、「埼玉県生物多様性の保

全に配慮した緑化木選定基準」（平成 18 年、埼玉県）に記載された在来種を中心とし、高木、

中・低木を組み合わせて多層構造となるように植樹する計画であることから、植物の新たな生

育基盤が整備されるとともに、動物の生息環境が創出されると考えられる。 

以上により、工事の実施及び施設の存在に伴う動物への影響は、実行可能な範囲内でできる

限り低減されるとともに、新たな植物の生育基盤の整備に伴う動物の生息環境の創出により代

償されると評価した。 

 

 

 

  



9-6-54 

表 9-6-21 動物に関する環境の保全に関する配慮方針 

環境要因 

環境保全 

措置等 

の区分 

影響の

概要 

環境の保全に 

関する配慮方針 
環境の保全に関する配慮方針の概要 

建設機械の 

稼働 

 

資材運搬等の

車両の走行 

 

造成等の工事 

低減 騒音・

振動 

騒音・振動の 

影響緩和 

造成工事に使用する使用建設機械は、

低騒音、低振動型の使用を徹底し、騒

音、振動の影響を低減する。 

また、使用建設機械の集中稼働ができ

る限り生じないような工事計画を検討

する。 

資材運搬等の車両の運行は、計画的、

かつ効率的な運行管理に努め、搬出入

が一時的に集中しないように配慮す

る。 

施設の存在 低減 光環境 

の変化 

緩衝緑地の配置 対象事業実施区域の敷地境界に緩衝緑

地を設け、影響を低減する。 

 

(2)基準・目標等との整合の観点 

工事の実施及び施設の存在に伴い、保全すべき動物種の生息環境の一部が消失する可能性が

ある。そのため、代償措置として、対象事業実施区域内の樹林地（植栽）は、「埼玉県生物多

様性の保全に配慮した緑化木選定基準」（平成 18 年、埼玉県）に記載された在来種を中心と

し、高木、中・低木を組み合わせて多層構造となるように植樹する計画であり、植物の新たな

生育基盤の整備とともに、動物の生息環境が創出されると考えられる。 

保全すべき動物種の生息環境の質的変化に対しては前掲表 9-6-21 に示す環境の保全に関す

る配慮方針を講ずることにより、保全すべき動物種への影響の低減（代償）が期待できるもの

と考えられることから、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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9-7 植物 

9-7-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

工事の実施、施設の存在に伴う植物への影響を予測及び評価するために、表 9-7-1 に示す項

目について調査した。 

 

表 9-7-1 植物の調査項目 

調査項目 

植物 

・植物相の状況（生育種及び植物相の特徴） 

・植生の状況 

・保全すべき種及び保全すべき群落の状況 

・保全すべき種及び保全すべき群落の生育環境 

 

2. 調査方法 

1)既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-7-2 に示す文献を収集、整理した。 

 

表 9-7-2 既存資料調査の収集資料 

№ 文献名等 

1 
埼玉県レッドデータブック 2011 植物編 

（埼玉県 2011 年） 

2 
埼玉県レッドデータブック 2011 植物編 外来植物分布図 

（埼玉県 2011 年） 
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2)現地調査 

(1)植物相の状況 

調査範囲内を踏査し、出現するシダ植物以上の高等植物を対象として植物相を特徴づける主

要な生育種の有無を目視観察により調査し記録した。 

保全すべき種が確認された場合、生育個体数、生育環境等を記録した。 

 

(2)植生の状況 

主要な植物群落に調査地点を設定し、ブラウン－ブランケ法の全推定法による群落コドラー

ト調査を行った。 

現地踏査による植生の判読と空中写真判読による植生分布の確認を行った。 

保全すべき群落が確認された場合、生育環境等を記録した。 

 

3)調査地域・調査地点 

(1)既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

(2)現地調査 

・植物相の状況 

調査地域は、図 9-7-1 に示すとおりである。対象事業実施区域及び周辺 250m の範囲とした。 

 

・植生の状況 

調査地域は、前掲「植物相の状況」と同様とした。 

調査範囲及びコドラート調査地点は図 9-7-1 に示すとおりである。 

 

 

-  
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4)調査期間 

(1)既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を入手した。 

 

(2)現地調査 

植物の調査期間は、表 9-7-3 に示すとおりとした。 

 

表 9-7-3 植物の調査期間 

項目 調査期間 

植物相の状況 

秋季調査：2020 年 10 月 7日 

春季調査：2021 年 5 月 13 日 

夏季調査：2021 年 8 月 5日 

植生の状況 夏季調査：2021 年 8 月 5日 
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図 9-7-1 植物の調査範囲及び調査地点  

市道幹 2 号 

市道 I-120 号 
市道幹 2 号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 



9-7-5 

 

5)保全すべき種の選定 

保全すべき種の選定は、表 9-7-4 に示すとおりとした。 

 

表 9-7-4 保全すべき種の選定基準 

№ 文献及び法令名 区分 略号 

① 文化財保護法 

（昭和 25 年、法律第 214 号） 

特別天然記念物 

天然記念物 

特天 

天 

② 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法

律（平成 4年、法律第 75 号） 

（以下、「種の保存法」という。） 

国内希少野生動植物種 

国際希少野生動植物種 

特定国内希少野生動植物種 

国内 

国際 

特定 

③ 埼玉県文化財保護条例（昭和 30 年、埼玉県条例第 46

号） 

（以下、「埼玉県文化財」という。） 

県指定天然記念物 県天 

④ 埼玉県希少野生動植物の種の保存に関する条例（平成

12 年、埼玉県条例第 11 号） 

（以下、「埼玉県保護条例」という。） 

県内希少野生動植物種 県希 

⑤ 環境省レッドリスト 2020（令和 2年、環境省） 

（以下、「環境省 RL 2020」という。） 

絶滅 

野生絶滅 

絶滅危惧Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠA類 

絶滅危惧ⅠB類 

絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧 

情報不足 

絶滅のおそれのある地域個体群 

EX 

EW 

CR+EN 

CR 

EN 

VU 

NT 

DD 

LP 

⑥ 埼玉県レッドデータブック 2011 植物編（平成 24 年、

埼玉県環境部自然環境課） 

（以下、埼玉県ＲＤＢ 2011） 

絶滅 

野生絶滅 

絶滅危惧ⅠA類 

絶滅危惧ⅠB類 

絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧 

情報不足 

絶滅のおそれのある地域個体群 

EX 

EW 

CR 

EN 

VU 

NT 

DD 

LP 
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3. 調査結果 

1)既存資料調査 

既存文献調査の結果、主に外来植物からなる 224 種が確認された。また、保全すべき種とし

て、7種が確認された。 

保全すべき種の一覧は前掲「第 3章 地域の概況  3-2 自然的状況  3-2-5 動物の生息、植

物の生育、植生、緑の量及び生態系の状況  2.植物」に示すとおりである。 

 

2)現地調査 

(1)植物相の状況 

・植物相の状況（生育種及び植物相の特徴） 

現地調査の結果、表 9-7-5(1)～表 9-7-5(6)に示す 74 科 212 種が確認された。 

調査範囲の環境は、主に工場や道路等の人工構造物であり、一部公園や調整池が存在する。

公園や工場樹林地には植栽されたソメイヨシノやシラカシ等、低茎草地にはメヒシバやシロツ

メクサ等が確認された。また、調整池内にはヨシ群落と開放水域があり、ヨシやウキクサ等が

確認された。 

 

表 9-7-5(1) 確認種一覧（植物） 

科名 和名 
季節 

秋 春 夏 

ﾄｸｻ ｽｷﾞﾅ ○ ○ ○ 

ｲﾉﾓﾄｿｳ ｲﾉﾓﾄｿｳ   ○   

ｺﾊﾞﾉｲｼｶｸﾞﾏ ﾜﾗﾋﾞ ○     

ﾒｼﾀﾞ ｲﾇﾜﾗﾋﾞ     ○ 

ｲﾁｮｳ ｲﾁｮｳ ○ ○ ○ 

ﾏﾂ ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ ○ ○ ○ 

ﾋﾉｷ ｻﾜﾗ ○ ○ ○ 

  ﾒﾀｾｺｲｱ ○     

ﾄﾞｸﾀﾞﾐ ﾄﾞｸﾀﾞﾐ   ○   

ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ ○ ○ ○ 

ﾓｸﾚﾝ ﾕﾘﾉｷ ○ ○ ○ 

  ｺﾌﾞｼ     ○ 

ｸｽﾉｷ ｸｽﾉｷ ○ ○ ○ 

  ｼﾛﾀﾞﾓ ○   ○ 

ｻﾄｲﾓ ｳｷｸｻ     ○ 

ﾔﾏﾉｲﾓ ﾔﾏﾉｲﾓ ○   ○ 

  ｵﾆﾄﾞｺﾛ ○   ○ 

ｼｵﾃﾞ ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ     ○ 

ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ ﾉﾋﾞﾙ   ○   

  ﾆﾗ ○ ○ ○ 

ｸｻｽｷﾞｶｽﾞﾗ ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ   ○ ○ 

ﾔｼ ｼｭﾛ ○ ○ ○ 

ﾂﾕｸｻ ﾏﾙﾊﾞﾂﾕｸｻ ○   ○ 

  ﾂﾕｸｻ ○ ○ ○ 
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表 9-7-5(2) 確認種一覧（植物） 

科名 和名 
季節 

秋 春 夏 

ｲｸﾞｻ ｽｽﾞﾒﾉﾔﾘ   ○   

ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ ﾒｱｵｽｹﾞ   ○   

  ﾀﾏｶﾞﾔﾂﾘ ○     

  ｱｾﾞｶﾞﾔﾂﾘ ○     

  ﾏｽｸｻ   ○   

  ｺｺﾞﾒｶﾞﾔﾂﾘ ○   ○ 

  ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ ○   ○ 

  ﾃﾝﾂｷ ○     

  ﾋﾒｸｸﾞ ○     

ｲﾈ ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ ○     

  ｶﾗｽﾑｷﾞ   ○   

  ｺﾊﾞﾝｿｳ   ○   

  ｲﾇﾑｷﾞ   ○ ○ 

  ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞ     ○ 

  ﾒﾋｼﾊﾞ     ○ 

  ｲﾇﾋﾞｴ ○     

  ｵﾋｼﾊﾞ ○   ○ 

  ｱｵｶﾓｼﾞｸﾞｻ   ○ ○ 

  ｶﾓｼﾞｸﾞｻ   ○   

  ｶｾﾞｸｻ ○     

  ﾆﾜﾎｺﾘ ○   ○ 

  ﾁｶﾞﾔ     ○ 

  ｹﾅｼﾁｶﾞﾔ   ○   

  ﾈｽﾞﾐﾑｷﾞ ○ ○   

  ｽｽｷ ○ ○   

  ﾇｶｷﾋﾞ ○     

  ｼﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ ○   ○ 

  ﾖｼ ○ ○ ○ 

  ｱｽﾞﾏﾈｻﾞｻ ○ ○ ○ 

  ﾂﾙｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ   ○ ○ 

  ﾅｶﾞﾊｸﾞｻ   ○   

  ｱｽﾞﾏｻﾞｻ ○     

  ｱｷﾉｴﾉｺﾛｸﾞｻ ○   ○ 

  ｷﾝｴﾉｺﾛ ○     

  ｴﾉｺﾛｸﾞｻ ○   ○ 

  ｼﾊﾞ   ○ ○ 

  ｺｳﾗｲｼﾊﾞ   ○   

ｹｼ ﾀｹﾆｸﾞｻ     ○ 

  ﾅｶﾞﾐﾋﾅｹﾞｼ   ○   

ｱｹﾋﾞ ｱｹﾋﾞ ○ ○ ○ 

ﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ ○ ○ ○ 
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表 9-7-5(3) 確認種一覧（植物） 

科名 和名 
季節 

秋 春 夏 

ﾒｷﾞ ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ ○ ○ ○ 

  ﾅﾝﾃﾝ     ○ 

ﾌﾞﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾄﾞｳ ○ ○ ○ 

  ﾔﾌﾞｶﾗｼ ○ ○ ○ 

  ｴﾋﾞﾂﾞﾙ ○ ○ ○ 

ﾏﾒ ﾒﾄﾞﾊｷﾞ     ○ 

  ｸｽﾞ ○ ○ ○ 

  ｺﾒﾂﾌﾞﾂﾒｸｻ   ○   

  ｼﾛﾂﾒｸｻ ○ ○ ○ 

  ﾂﾙﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ   ○   

  ｽｽﾞﾒﾉｴﾝﾄﾞｳ   ○   

  ﾔﾊｽﾞｴﾝﾄﾞｳ   ○   

  ﾌｼﾞ     ○ 

ﾊﾞﾗ ﾔﾏﾌﾞｷ     ○ 

  ｺﾊﾞﾅｷｼﾞﾑｼﾛ   ○   

  ﾍﾋﾞｲﾁｺﾞ   ○   

  ｵｷｼﾞﾑｼﾛ     ○ 

  ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ     ○ 

  ﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ   ○   

  ﾉｲﾊﾞﾗ ○     

  ﾅﾜｼﾛｲﾁｺﾞ ○ ○ ○ 

  ｼﾓﾂｹ     ○ 

  ｿﾒｲﾖｼﾉ     ○ 

  ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ     ○ 

ﾆﾚ ｹﾔｷ ○ ○ ○ 

ｱｻ ﾑｸﾉｷ ○ ○ ○ 

  ｴﾉｷ ○ ○ ○ 

ｸﾜ ｶｼﾞﾉｷ   ○ ○ 

  ｸﾜｸｻ ○   ○ 

  ﾏｸﾞﾜ ○ ○   

  ﾔﾏｸﾞﾜ     ○ 

ﾌﾞﾅ ｽﾀﾞｼﾞｲ ○ ○ ○ 

  ﾏﾃﾊﾞｼｲ ○ ○ ○ 

  ｸﾇｷﾞ ○   ○ 

  ｼﾗｶｼ ○ ○   

  ｺﾅﾗ ○   ○ 

ﾔﾏﾓﾓ ﾔﾏﾓﾓ ○   ○ 

ｳﾘ ｶﾗｽｳﾘ ○   ○ 

ﾆｼｷｷﾞ ﾂﾙｳﾒﾓﾄﾞｷ   ○   

  ﾆｼｷｷﾞ ○ ○ ○ 
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表 9-7-5(4) 確認種一覧（植物） 

科名 和名 
季節 

秋 春 夏 

ｶﾀﾊﾞﾐ ｱｶｶﾀﾊﾞﾐ ○   ○ 

  ｵｯﾀﾁｶﾀﾊﾞﾐ ○ ○ ○ 

ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ ｴﾉｷｸﾞｻ ○   ○ 

  ﾆｼｷｿｳ ○     

  ｺﾆｼｷｿｳ ○   ○ 

  ｵｵﾆｼｷｿｳ ○   ○ 

  ｱｶﾒｶﾞｼﾜ ○ ○ ○ 

ｱﾏ ｷﾊﾞﾅﾉﾏﾂﾊﾞﾆﾝｼﾞﾝ     ○ 

ｺﾐｶﾝｿｳ ﾋﾒﾐｶﾝｿｳ ○     

ｽﾐﾚ ｽﾐﾚ   ○   

ﾌｳﾛｿｳ ｱﾒﾘｶﾌｳﾛ   ○ ○ 

ｱｶﾊﾞﾅ ｺﾏﾂﾖｲｸﾞｻ ○ ○ ○ 

  ﾕｳｹﾞｼｮｳ ○ ○ ○ 

ｳﾙｼ ﾇﾙﾃﾞ ○   ○ 

  ﾔﾏｳﾙｼ     ○ 

ﾑｸﾛｼﾞ ｵｵﾓﾐｼﾞ ○     

  ﾄｳｶｴﾃﾞ ○     

  ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ ○ ○ ○ 

  ﾄﾁﾉｷ   ○ ○ 

ｾﾝﾀﾞﾝ ｾﾝﾀﾞﾝ ○ ○ ○ 

ｱﾌﾞﾗﾅ ｶﾗｼﾅ   ○   

  ﾏﾒｸﾞﾝﾊﾞｲﾅｽﾞﾅ ○ ○ ○ 

ﾀﾃﾞ ｲﾀﾄﾞﾘ     ○ 

  ｲﾇﾀﾃﾞ     ○ 

  ﾅｶﾞﾊﾞｷﾞｼｷﾞｼ   ○ ○ 

  ｴｿﾞﾉｷﾞｼｷﾞｼ ○ ○ ○ 

ﾅﾃﾞｼｺ ﾉﾐﾉﾂﾂﾞﾘ   ○   

  ｵﾗﾝﾀﾞﾐﾐﾅｸﾞｻ   ○   

  ﾂﾒｸｻ   ○   

  ｺﾊｺﾍﾞ ○ ○   

ﾋﾕ ﾋｶｹﾞｲﾉｺﾂﾞﾁ ○     

  ﾋﾅﾀｲﾉｺﾂﾞﾁ ○   ○ 

  ﾎｿｱｵｹﾞｲﾄｳ     ○ 

  ｼﾛｻﾞ ○   ○ 

  ｺｱｶｻﾞ   ○   

ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ ﾖｳｼｭﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ ○ ○ ○ 

ｻﾞｸﾛｿｳ ｻﾞｸﾛｿｳ ○   ○ 

ｽﾍﾞﾘﾋﾕ ｽﾍﾞﾘﾋﾕ ○   ○ 

  ﾋﾒﾏﾂﾊﾞﾎﾞﾀﾝ     ○ 

ｱｼﾞｻｲ ｱｼﾞｻｲ     ○ 
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表 9-7-5(5) 確認種一覧（植物） 

科名 和名 
季節 

秋 春 夏 

ｻｶｷ ﾋｻｶｷ ○ ○   

  ﾓｯｺｸ     ○ 

ｶｷﾉｷ ｶｷﾉｷ ○ ○   

ｻｸﾗｿｳ ｺﾅｽﾋﾞ ○     

ﾂﾊﾞｷ ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ ○ ○ ○ 

  ｻｻﾞﾝｶ ○   ○ 

  ﾁｬ     ○ 

ﾏﾀﾀﾋﾞ ｵﾆﾏﾀﾀﾋﾞ   ○   

ｱｶﾈ ﾔｴﾑｸﾞﾗ   ○   

  ﾍｸｿｶｽﾞﾗ ○ ○ ○ 

ｷｮｳﾁｸﾄｳ ｶﾞｶﾞｲﾓ ○ ○ ○ 

ﾑﾗｻｷ ﾊﾅｲﾊﾞﾅ ○ ○   

  ｷｭｳﾘｸﾞｻ   ○   

ﾋﾙｶﾞｵ ｺﾋﾙｶﾞｵ ○     

  ﾋﾙｶﾞｵ ○ ○ ○ 

  ﾏﾙﾊﾞﾙｺｳ     ○ 

  ﾏﾙﾊﾞｱﾒﾘｶｱｻｶﾞｵ     ○ 

  ﾏﾙﾊﾞｱｻｶﾞｵ ○     

ﾅｽ ﾜﾙﾅｽﾋﾞ ○   ○ 

  ｱﾒﾘｶｲﾇﾎｵｽﾞｷ ○   ○ 

ﾓｸｾｲ ﾈｽﾞﾐﾓﾁ ○ ○ ○ 

  ｷﾝﾓｸｾｲ ○     

ｵｵﾊﾞｺ ﾏﾂﾊﾞｳﾝﾗﾝ   ○   

  ﾍﾗｵｵﾊﾞｺ ○ ○ ○ 

  ﾂﾎﾞﾐｵｵﾊﾞｺ   ○   

  ﾀﾁｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ   ○   

  ｵｵｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ   ○   

ｱｾﾞﾅ ｳﾘｸｻ ○   ○ 

  ｱﾒﾘｶｱｾﾞﾅ     ○ 

ｼｿ ｵｵﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ     ○ 

  ﾎﾄｹﾉｻﾞ   ○   

ﾊｴﾄﾞｸｿｳ ﾄｷﾜﾊｾﾞ ○ ○ ○ 

ﾓﾁﾉｷ ｲﾇﾂｹﾞ   ○   

ｷｸ ﾌﾞﾀｸｻ     ○ 

  ﾖﾓｷﾞ ○ ○ ○ 

  ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ ○   ○ 

  ｺｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ ○ ○ ○ 

  ﾄｷﾝｿｳ ○   ○ 

  ｱﾒﾘｶｵﾆｱｻﾞﾐ     ○ 

  ｱﾒﾘｶﾀｶｻﾌﾞﾛｳ ○   ○ 
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表 9-7-5(6) 確認種一覧（植物） 

科名 和名 
季節 

秋 春 夏 

ｷｸ ﾀﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾛｷﾞｸ ○   ○ 

  ﾊﾙｼﾞｵﾝ ○ ○ ○ 

  ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ ○ ○ ○ 

  ｱﾚﾁﾉｷﾞｸ     ○ 

  ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ ○   ○ 

  ｵｵｱﾚﾁﾉｷﾞｸ ○   ○ 

  ﾊｷﾀﾞﾒｷﾞｸ ○ ○ ○ 

  ﾀﾁﾁﾁｺｸﾞｻ   ○   

  ｳﾗｼﾞﾛﾁﾁｺｸﾞｻ ○   ○ 

  ﾁﾁｺｸﾞｻﾓﾄﾞｷ ○ ○   

  ｷﾂﾈｱｻﾞﾐ   ○   

  ﾌﾞﾀﾅ   ○   

  ｲﾜﾆｶﾞﾅ   ○   

  ｱｷﾉﾉｹﾞｼ ○ ○ ○ 

  ﾎｿﾊﾞｱｷﾉﾉｹﾞｼ ○ ○ ○ 

  ｺｳｿﾞﾘﾅ ○ ○   

  ﾊﾊｺｸﾞｻ ○ ○ ○ 

  ﾉﾎﾞﾛｷﾞｸ   ○ ○ 

  ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ ○ ○ ○ 

  ﾉｹﾞｼ ○ ○ ○ 

  ｾｲﾖｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ ○ ○ ○ 

  ｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ ○ ○   

ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ﾆﾜﾄｺ ○     

  ｻﾝｺﾞｼﾞｭ ○   ○ 

ｽｲｶｽﾞﾗ ｽｲｶｽﾞﾗ ○ ○   

ｳｺｷﾞ ｷﾂﾞﾀ ○ ○ ○ 

ｾﾘ ﾔﾌﾞｼﾞﾗﾐ   ○   

74 科 212 種 
127 

種 

118 

種 

136 

種 
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(2)保全すべき種  

現地調査の結果、保全すべき種は確認されなかった。 

 

・植生の状況 

現地調査の結果、植林地・樹林地植生である公園・工場樹林地、代償植生である低茎草地、

ヨシ群落、その他とする開放水域、造成地、人工構造物の 6群落が確認された。確認された植

生一覧は表 9-7-6 に、植生図は図 9-7-2 に示すとおりである。 

対象事業実施区域内の大部分は工場等の人工構造物である。植生群落等は、工場・公園樹林

地、低茎草地、ヨシ群落、開放水域が存在している。 

 

表 9-7-6 植生一覧 

区分 群落名 優占種 

植林地・樹林地植生 公園・工場樹林地 ケヤキ、シラカシ等 

代償植生 低茎草地 メヒシバ 

ヨシ群落 ヨシ 

その他 開放水域 - 

造成地 - 

人工構造物 - 
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図 9-7-2 植生図  
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9-7-2 予測 

1. 工事の実施及び施設の存在に伴う植物への影響 

1)予測内容 

(1)植生及び群落 

造成等の工事の実施範囲及びその周辺地域においては、保全すべき種は確認されなかったた

め、現存する植生や群落を極力保全する観点から生育環境への影響の程度を予測した。 

 

2)予測地域・地点 

予測地域は、現地調査における調査範囲と同様の範囲とした。 

予測地点は、予測地域全域とした。 

なお、対象事業実施区域内における造成工事の範囲（改変される範囲）は図 9-7-3 に示すと

おりである。 

 

3)予測対象時期等 

工事中については、植生及び群落への影響が最大と考えられる時期として、造成工事の範囲

が最大となる時期とした。存在・供用時については、植生及び群落への影響を的確に把握でき

る時期として、施設の供用時の周辺環境が安定した時期とした。 
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図 9-7-3 予測地域及び造成工事の範囲  
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4)予測方法 

(1)植生及び群落 

工事中については、本工事計画に基づき植生及び群落の生育環境の変化の程度を把握したう

えで、類似事例または既存知見を参考にして定性的に予測した。 

存在・供用時については、本事業計画に基づき植生及び地形の改変内容と植生及び群落の位

置との重ね合わせ等により定量的に予測した。 

 

5)予測条件 

(1)工事中の環境保全計画 

建設機械の稼働及び資材運搬等の車両の走行に関連する騒音・振動対策、水質汚濁防止対策

等の工事中の環境保全計画は前掲「第 2章 対象事業の概要  2-3 工事の概要  2-3-3 工事中

の環境保全計画」に示すとおりである。 

 

(2)存在・供用時の環境保全計画 

・緑化計画 

供用時における緑化計画は、前掲「第 9章調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 9-6

動物 9-6-2 予測 1.工事の実施及び施設の存在に伴う動物への影響 5)予測条件 (2)存在・

供用時の環境保全計画」に示すとおりである。 

 

6)予測結果 

(1)植物の生育環境の変化 

植生及び群落において、本事業で想定される影響の概要は表 9-7-12 に示すとおりである。 
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表 9-7-7 本事業で想定される影響の概要 

影響の 
種類 

想定 
される 
影響 

工事中 
存在・ 
供用時 

影響要因 影響を受ける生息環境 

直
接
的
な
影
響 

生
息
環
境
の
消
失 

－ － 

（工事中） 
・造成等の工事 
（存在・供用時） 
・施設の存在 

・現存する植生や群落の消失や生育環境の面積
減少といった直接的な影響が想定される。 

・存在・供用時は、「埼玉県生物多様性の保全に
配慮した緑化木選定基準」（平成 18年 3 月）に
記載された在来種を中心に植栽され、高木、中・
低木を組み合わせ多層構造となるように植樹
することから、影響は小さいと考えられる。 

間
接
的
な
影
響 

光
環
境
の
変
化 × × 

（存在・供用時） 
・施設の存在 

・建設機械の稼働時間及び資材運搬等の車両の
運行時間は原則として午前 8 時から午後 6 時
までの時間であることから、夜間において照明
による光環境の変化はないか、あっても極めて
小さいと考えられる。 

・高層建築物の建設予定はなく、高所からの照明
による影響は想定されない。対象事業実施区域
の敷地境界に緩衝緑地を設けるため、対象事業
実施区域内の照明による植物の生育環境への
影響は極めて小さいと考えられる。 

注）表中の凡例 

○：影響が想定される。 

△：影響はあるが、最大となる影響は一時的であり、影響は小さいと考えられる。もしくは、工事計画や事業計画か

ら、影響は小さいと考えられる。 

×：本事業では影響は限定的であり、影響は極めて小さいと考えられる。 

―：影響はないと考えられる。 

 

 

(2)各種の予測結果 

保全すべき種及び群落は確認されなかったため、予測は行っていない。 
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9-7-3 評価 

1. 工事の実施及び施設の存在に伴う植物への影響 

1)評価方法 

(1)影響の回避・低減の観点 

工事の実施及び施設の存在に伴う植物への影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる

限り回避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2)基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

植物に係る環境保全目標は、「埼玉県環境基本計画（第 4 次）」（平成 29 年、埼玉県）、「第 4

次埼玉県国土利用計画」（平成 22 年、埼玉県）及び「埼玉県 5か年計画 希望・活躍・うるおい

の埼玉」（平成 29 年、埼玉県）等の計画等において、今後の施策や目標等が表 9-7-17 のとおり

示されている。 

以上のことから、植物に係る環境保全目標は、「植生及び群落の生育環境を保全すること」と

した。 
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表 9-7-8 整合を図るべき基準等 

資料名 整合を図るべき基準等 

「埼玉県環境基本計画（第４次）」
（平成 29 年、埼玉県） 

【長期的な目標】 
恵み豊かなみどりや川に彩られ、生物の多様性に富んだ自然共生
社会づくり 
・川の保全と再生 
・緑の保全と再生 
・森林の整備と保全 
・生物多様性の保全 

「第 4次埼玉県国土利用計画」 
（平成 22 年、埼玉県） 

【県土利用の基本方針】 
・県土の有効利用 
・人と自然が共生し、美しくゆとりある県土利用 
・安心・安全な県土利用 
・多様な主体の参画、計画的な県土利用 

「埼玉県 5か年計画 
希望・活躍・うるおいの埼玉」 
（平成 29 年、埼玉県） 

【南部地域の施策展開】 
豊かな自然と共生する社会をつくる 
・見沼田圃の保全・活用・創造 
・市などと連携した水辺空間の利活用の促進 

「第 2次埼玉県広域緑地計画」 
（平成 29 年、埼玉県） 

【緑の将来像】 
・『緑とともに暮らす、ゆとり・安らぎ「埼玉」』 
【地形別の緑のあり方】 
低地では、広大な水田を代表とする農地を基調として、河川・水
路、屋敷林や社寺林等が一体となった田園景観のような緑を目指
します。市街地では、残された貴重な樹林地等を保全・活用しな
がら、新たな緑の創出により、緑豊かで良好な生活環境を有する
市街地が形成されるようにします。 

「まちづくり埼玉プラン」 
（平成 30 年、埼玉県） 

・都市と自然・田園との共生 

「埼玉県生物多様性保全戦略」 
（平成 30 年、埼玉県） 

基本戦略 1.多面的機能を発揮する森林の豊かな環境を守り、 
育てる 

基本戦略 2.里地里山の多様な生態系ネットワークを形成する 
基本戦略 3.都市環境における緑を創出し、人と自然が共生する 

社会づくり 

  



9-7-20 

 

(3)環境の保全に関する配慮方針 

本事業で実施する環境の保全に関する配慮方針に関する検討内容は表9-7-9に示すとおりで

ある。 

 

表 9-7-9 植物に関する環境の保全に関する配慮方針の検討内容 

影響 
要因 

環境保全 
措置の区分 

影響の概要 
環境の保全に関する 
配慮方針の概要 

環境の保全に関する配慮方針による影響
の低減の程度 

造成
等の
工事 

回避 生育環境の 
消失 
生育環境の 
質的変化 

対象事業実施区域の変
更、造成計画の変更等
により、保全すべき種
の生育環境への影響を
回避する。 

現地調査結果より保全すべき植物種は確
認されなかった。事業の実施に伴い現存
する植生や群落の一時的な消失が考えら
れるが、在来植物を中心とした植栽によ
り、新たな生育基盤が整備されることか
ら、回避及び低減措置としての対象事業
実施区域の再選定や最小化は実施する必
要がないものとした。 

回避・低減 構造等の変更による地
形改変の最小化により
影響を低減する。 

施設
の存 
在 

低減 光環境の変 
化 

対象事業実施区域の敷
地境界に緩衝緑地を設
け、影響を低減する。 

高層建築物の建設予定はなく、高所から
の照明による影響は想定されない。ま
た、対象事業実施区域の敷地境界に緩衝
緑地を設けるため、夜間の照明による光
環境の変化は少なく、植物の生育環境へ
の影響は極めて小さいと考えられる。 

緑視率の低 
下 

対象事業実施区域内の
緑地整備により、人工
的雰囲気を緩和し、区
域内と周辺の緑地環境
の調和を考慮する。 

対象事業実施区域内の周囲に緑地環境を
設けることで、植栽木の生長により施設
等が隠蔽されることから、緑視率への影
響を低減できると考えられる。 

代償 生育環境の 
消失 

「埼玉県生物多様性の
保全に配慮した緑化木
選定基準」（平成 18 年
埼玉県）に記載された
在来種を中心とし、高
木、中・低木を組み合
わせ多層構造となるよ
うに植樹することで、 
生育環境を創出する。 

在来植物を中心とした植栽により、新た
な生育基盤が整備される。それらの生長
と共に、適応する草本類が侵入すること
が考えられることから、植物に対して代
償機能を有するものと考えられる。 
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2)評価結果 

(1)影響の回避・低減の観点 

植物に関する環境の保全に関する配慮方針の検討内容より、実施することとした環境の保全

に関する配慮方針は、表 9-7-10 に示すとおりである。事業の実施により現存する植生や群落

の一時的な消失が考えられるが、在来植物を中心とした植栽により、新たな生育基盤が整備さ

れることから、回避及び低減措置としての対象事業実施区域の再選定や最小化は実施する必要

がないものと考えられる。低減措置として、施設の存在時では緩衝緑地の配置による光環境へ

の影響の低減措置を実施する。 

また、事業実施区域内の樹林地（植栽）は、「埼玉県生物多様性の保全に配慮した緑化木選定

基準」（平成 18 年、埼玉県）に記載された在来種を中心とし、高木、中・低木を組み合わせ多

層構造となるように植樹する計画であることから、新たな植物の生育基盤として機能すること

が期待できる。 

 

表 9-7-10 植物に関する環境の保全に関する配慮方針 

影響 

要因 

環境保全措

置等の区分 

影響の

概要 

環境の保全に 

関する配慮方針 
環境の保全に関する配慮方針の概要 

施設の 

存在 
低減 

光環境

の変化 
緩衝緑地の配置 

対象事業実施区域の敷地境界に緩衝緑地

を設け、影響を低減する。 

緩衝緑地に使用する植物種は、在来種を基

本とする。 

 

 

(2)基準・目標等との整合の観点 

工事の実施及び施設の存在に伴い、現存する植生や群落の一時的な消失が考えられるが、前

掲表 9-7-10 に示す環境の保全に関する配慮方針を講ずることにより、植物種への影響の低減

（代償）が期待できるものと考えられることから、環境保全目標との整合が図られていると評

価した。 
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9-8 生態系 

9-8-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

工事の実施、施設の存在に伴う生態系への影響を予測及び評価するために、表 9-8-1 に示す

項目について調査した。 

 

表 9-8-1 生態系の調査項目 

調査項目 

生態系 

・地域を特徴づける生態系を基盤とする環境単位の区分の設定 

・地域を特徴づける生態系の指標となる着目種の抽出 

・着目種の生態 

・着目種と関係種との関係 

・着目種及び関係する種の生息・生育環境を規定する非生物環境の状況 

 

2. 調査方法 

1)既存資料調査 

既存資料調査は、前掲「9-6 動物」及び前掲「9-7 植物」と同様とした。 

 

2)現地調査 

前掲「9-6 動物」及び前掲「9-7 植物」の調査結果等の整理を基本とし、必要に応じその他

の既存資料の収集又は現地調査により行った。 

 

以上の既存資料調査及び現地調査の結果をもとに、生態系の主要な構成要素である動物及び

植物の生息・生育状況を把握し、各調査項目について整理を行った。 

 

 

3)調査地域・調査地点 

(1)既存資料調査 

調査地域は、前掲「9-6 動物」及び前掲「9-7 植物」と同様に、対象事業実施区域及びその

周辺とした。 

 

(2)現地調査 

調査地域は、前掲「9-6 動物」及び前掲「9-7 植物」と同様に、図 9-8-1 に示す調査範囲と

した。 
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図 9-8-1 生態系の調査範囲  
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4)調査期間 

(1)既存資料調査 

既存資料は、前掲「9-6 動物」及び前掲「9-7 植物」と同様に、入手可能な最新年度の資料

を入手した。 

 

(2)現地調査 

調査期間等は、前掲「9-6 動物」及び前掲「9-7 植物」と同様とした。 

 

5)調査結果 

(1)既存資料調査 

前掲「9-6 動物」及び前掲「9-7 植物」で示したとおり、埼玉県レッドデータブック 2018（動

物編）、埼玉県レッドデータブック 2011（植物編、植物編外来植物分布図）、ガンカモ類の生息

調査（環境省、2018 年）、第 4回動植物分布調査報告書（環境省、1993 年）を使用した。 

  



9-8-4 

 

(2)現地調査 

・生態系の概況 

ア.動物相の状況 

調査範囲における動物相の確認状況は表 9-8-2 に示すとおりである。 

 

表 9-8-2 動物の確認状況 

分類群 確認種数 主な確認種 

哺乳類 3 目 5 科 5種 公園でアズマモグラの塚が確認されたほか、無人撮影機に

て、イエネコ、ハクビシン、アライグマ、ネズミ科の一種

を確認した。 

鳥類 10 目 21 科 30 種 工場上空でトビやサシバ等、公園でツバメやコゲラ等、調

整池でカルガモやアオサギ等を確認した。 

爬虫類・両生類 1 目 2 科 2種 主に公園や道路脇の植木等でヒガシニホントカゲ、ニホン

カナヘビを確認した。また、公園や工場緑地においてニホ

ンアマガエル、ヌマガエルを確認した。 

昆虫類 14 目 97 科 243 種 調整池付近ではギンヤンマやシオカラトンボ等、工場緑地

や公園の樹木ではアオマツムシやセミ類等、公園の地表で

はオサムシ類やコオロギ類等が確認された。 

 

イ.植物相の状況  

調査範囲における植物相の確認状況は表 9-8-3 に示すとおりである。 

 

表 9-8-3 植物の確認状況（現地調査） 

分類群 確認種数 主な確認種 

植物 74 科 212 種 公園や工場樹林地には植栽されたソメイヨシノやシラカ

シ等、低茎草地にはメヒシバやシロツメクサ等が確認され

た。また、調整池内にはヨシ群落と開放水域があり、ヨシ

やウキクサ等が確認された。 
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ウ.植生の状況  

調査範囲における植生の状況は表 9-8-4 に示すとおりである。 

対象事業実施区域内の大部分は工場等の人工構造物である。植生群落等は、工場・公園樹林

地、低茎草地、ヨシ群落、開放水域が存在している。 

 

表 9-8-4 植生の確認状況（現地調査） 

区分 群落名 優占種 
面積 

(ha) 

植林地・ 

樹林地植生 

公園・工場樹林地 ケヤキ、シラカシ等 2.30 

代償植生 低茎草地 メヒシバ 0.69 

ヨシ群落 ヨシ 0.63 

その他 開放水域 - 0.01 

造成地 - 0.19 

人工構造物 - 26.72 

 

 

  



9-8-6 

 

エ.その他の環境要素 

調査範囲及びその周辺におけるその他の環境要素は、表 9-8-5 に示すとおりである。 

 

表 9-8-5 調査範囲及びその周辺の環境要素 

項目 内容 

気候 対象事業実施区域の位置する深谷市は、埼玉県の北部に位置し、夏に雨が多

く、冬に感想する太平洋側気候に属している。気温は夏季に 40℃程度まで

上昇し、冬季は‐5℃程度まで低下する。 

平成 23 年～令和 2年の平均気温は 15.7℃、最高気温は 38.8℃、最低気温は

-5.0℃、平均風速は 2.5m/s、最多風向は北西及び西北西、平均降水量は

1,286.7 ㎜である。 

地形 対象事業実施区域の地形分類は、自然堤防・砂州・砂丘であり、対象事業実

施区域周辺も、主に自然堤防・砂州・砂丘となっている。 

地質 対象事業実施区域の地形分類は、ロームであり、対象事業実施区域周辺も、

主にロームとなっている。 

土壌 対象事業実施区域の土壌は、淡色黒ボク土壌である。対象事業実施区域周辺

は、主に淡色黒ボク土壌、黒ボク土壌等である。 

水象 対象事業実施区域及びその周辺には、一級河川の荒川、唐沢川、福川が流れ

ている。 

対象事業実施区域の西側を流れる唐沢川は、河川延長が約 3.5km で、源流は

深谷市内にあり、深谷市成塚で小山川へ合流する。 

土地利用 深谷市では畑が最も多く、次いで宅地となっている。熊谷市では田が最も多

く、次いで宅地となっている。 

対象事業実施区域及びその周辺は全域が都市地域である。また、農業地域及

び森林地域の指定がある。なお、対象事業実施区域は都市地域であり市街化

区域となっている。 

資料： 

気象庁ホームページ 

「土地分類基本調査 地形分類図（熊谷）」（昭和 49 年、埼玉県） 

「土地分類基本調査 地形分類図（高崎・深谷）」（昭和 54 年、埼玉県） 

「土地分類基本調査 表層地質図（熊谷）」（昭和 49 年、埼玉県） 

「土地分類基本調査 表層地質図（高崎・深谷）」（昭和 54 年、埼玉県） 

「土地分類基本調査 土壌図（熊谷）」（昭和 49 年、埼玉県） 

「土地分類基本調査 土壌図（高崎・深谷）」（（昭和 54 年、埼玉県） 

令和 2年度埼玉県統計年鑑 データは平成 31 年 1月 1 日現在 

埼玉県土地利用基本計画図（総括図，埼玉県ホームページ） 

深谷市ホームページ，熊谷市ホームページ 
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オ. 地域を特徴づける生態系を基盤とする環境単位の区分の設定 

調査範囲は、市街地に隣接する工業地域であり、一時的な開放水域の調整池が存在するもの

の水域が少ない。 

植生については、工場・公園樹林地、低茎草地、ヨシ群落となっており、調査範囲の自然環

境にみられる動植物の生息・生育基盤は「工場地帯」と「水域環境」の 2つの環境単位（以下、

「環境類型」という）に区分できる。調査範囲における環境類型を図 9-8-2 に示す。 

特に工場地帯は調査範囲の大部分を占めており、公園周辺及び路側に樹林帯やメヒシバ群落

等の乾性草地が点在している。開放す域は、調査範囲の 1割弱を占めるにとどまり、その全て

が調整池として一時的水域であり、ヨシ群落が形成されている。 

調査範囲の生態系の概要（各類型区分における主な動植物の確認状況）は、表 9-8-6(1)～表

9-8-6(2)に示すとおりである。 
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図 9-8-2 調査範囲における環境類型  
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表 9-8-6(1) 生態系の概要 

類型 

区分 
生態系の概要 

工場 

地帯 

【分布】調査範囲内の工場等の人工構造物及びその中に散在する公園・工場樹林地、公園

などの低茎草地といった動植物の生息・生育基盤で構成された「工場地帯」として区分す

る。 

植生 植生の大半が工場や道路等の人工構造物であり、樹林地や低茎草地が散在してい

る。 

動物 公園などの樹林地では、モリチャバネゴキブリ、アブラゼミ、アオドウガネ等が

みられる。また、低茎草地では、草本類を餌とするオンブバッタ等のバッタ類や、

マルカメムシ等のカメムシ類、また、ヤブカラシ等に訪花するセイヨウミツバチ

等のハチ類や、ツマグロヒョウモン等のチョウ類がみられる。 

これらの昆虫を捕食するヒヨドリ等の鳥類、ニホンカナヘビ等の爬虫類もみられ

た。さらに、これらの昆虫類や鳥類、爬虫類等を捕食するトビ、サシバ、ハヤブ

サ等の猛禽類も確認された。 

 

 

表 9-8-6(2) 生態系の概要 

類型 

区分 
生態系の概要 

水域 

環境 

【分布】調査範囲内の調整池等のヨシ群落や開放水域といった動植物の生息・生育基盤

で構成された「水域環境」として区分する。 

植生 植生は、調整池内のヨシ群落が存在する。 

動物 ヨシ群落ではクイナやカルガモ等の水辺に生息する鳥類が確認された。 

開放水域では、ギンヤンマ等のトンボ類、コシマゲンゴロウ等のコウチュウ類が

利用していると考えられる。 

※調整池内には立ち入れない為、目視での調査を行った。 
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カ. 生態系の構造及び機能 

調査範囲の生態系における主な動植物について、現地調査における確認状況や各種の生態特

性を踏まえて、調査範囲における食物連鎖の状況を想定した。調査範囲における各類型区分に

おける主な動植物は表 9-8-7、食物連鎖のイメージは図 9-8-3 に示すとおりである。 
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表 9-8-7 各類型区分における主な動植物 

※青字の種は、後掲の表 9-8-9 で選定された着目種である  

類型 

区分 

動植物の 

生息・生育 

基盤 

植生分布状況 植生凡例 植物 哺乳類 鳥類 
爬虫類・ 

両生類 
昆虫類 

工場

地帯 

樹林地 
調査範囲内に 

パッチ状に分布 
公園・工場樹林地 

ｿｲﾒｲﾖｼﾉ 

ｼﾗｶｼ 

ｺﾅﾗ 

ｲｴﾈｺ 

ﾊｸﾋﾞｼﾝ 

ｱﾗｲｸﾞﾏ 

ﾋﾖﾄﾞﾘ 

ｼｼﾞｭｳｶﾗ 

ﾓｽﾞ 

ﾄﾋﾞ 

ﾊﾔﾌﾞｻ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ 

ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ 

ﾇﾏｶﾞｴﾙ 

ﾓﾘﾁｬﾊﾞﾈｺﾞｷﾌﾞﾘ 

ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ 

ｱｵﾄﾞｳｶﾞﾈ 

乾性草地 
調査範囲内に 

パッチ状に分布 
低茎草地 

ﾒﾋｼﾊﾞ 

ｼﾛﾂﾒｸｻ 

ｴﾉｷｸﾞｻ 

ﾋﾖﾄﾞﾘ 

ﾊｸｾｷﾚｲ 

ﾂｸﾞﾐ 

ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ 

ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ 

ﾆﾎﾝｱﾏｶﾞｴﾙ 

ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ 

ｴﾝﾏｺｵﾛｷﾞ 

ﾅﾐﾃﾝﾄｳ 

ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ 

水域

環境 

湿性草地 調整池内に分布 ヨシ群落 
ﾖｼ 

 

ｸｲﾅ 

ｶﾙｶﾞﾓ 

ｶﾜｾﾐ 

ｱﾏｶﾞｴﾙ 

ﾇﾏｶﾞｴﾙ 

ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ 

ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ 

開放水域 調整池内に分布 開放水域 ｳｷｸｻ - 

ｱｼﾞｱｲﾄﾄﾝﾎﾞ 

ｷﾞﾝﾔﾝﾏ 

ｺｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 
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※青字の種は表 9-8-9 で選定された着目種である 

*1 調整池内には立ち入れない為、推定とする 

*2 調査対象外 

図 9-8-3 食物連鎖イメージ図 

高次

鳥類
カルガモ

低次

消
費
者

鳥類
モズ、アオサギ、カワセミ

生産者等

昆虫類
オンブバッタ
エンマコオロギ
ナミテントウ

モンシロチョウ等

昆虫類
モリチャバネゴキブリ

アブラゼミ
アオドウガネ等

昆虫類
ギンヤンマ

アジアイトトンボ
コシマゲンゴロウ等

底生生物類等
*2

昆虫類
*1

ギンヤンマ
シオカラトンボ

コシマゲンゴロウ等

哺乳類・猛禽類
トビ、ハヤブサ、アライグマ、ハクビシン

鳥類
ヒヨドリ

シジュウカラ
ツグミ

鳥類
クイナ、セグロセキレイ

爬虫類・両生類
ニホンカナヘビ

ニホンアマガエル

生
息
・

生
育
基
盤

環
境
類
型

ソメイヨシノ（植栽）
シラカシ、コナラ

メヒシバ、シロツメクサ、
エノキグサ等

樹林地 乾性草地

工場地帯 水域環境

開放水域湿性草地

ヨシ等 ウキクサ等、藻類等
*2
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キ. 生態系の構造及び機能 

ａ. 着目種の生態及びその確認状況 

生息・生育環境の状況及び食物連鎖の状況を踏まえ、調査範囲の生態系の機能を特徴付ける

着目種を、表 9-8-8 に示す上位性、典型性、及び特殊性の 3つの観点から選定した。 

着目種の選定結果を表 9-8-9 に整理した。 

 
表 9-8-8 着目種の選定基準 

区分 選定の観点 

上位性 生態系を形成する動植物種等において栄養段階の上位に位置する種を対象とする。

該当する種は栄養段階の上位の種で、生態系の攪乱や環境変化等の総合的な影響を指

標しやすい種が対象となる。また、小規模な湿地やため池等、対象地域における様々

な空間スケールの生態系における食物網にも留意し、対象種を選定する。そのため、

哺乳類、鳥類等の行動圏が広い大型の脊椎動物以外に、爬虫類、魚類等の小型の脊椎

動物や、昆虫類等の無脊椎動物も対象となる場合がある。 

典型性 対象地域の生態系の中で、各環境類型区分内における動植物種等と基盤的な環境あ

るいは動植物種等の間の相互連関を代表する動植物種等、生態系の機能に重要な役割

を担うような動植物種等（例えば、生態系の物質循環に大きな役割を果たしている、

現存量や占有面積の大きい植物種、個体数が多い動物種、代表的なギルド*に属する

種等）、動植物種等の多様性を特徴づける種、生態遷移を特徴づける種、回遊魚のよ

うに異なる生態系間を移動する種等が対象となる。また、環境類型区分ごとの空間的

な階層構造にも着目し、選定する。 

特殊性 湧水地、洞窟、噴気口の周辺、石灰岩地域や、砂泥底海域に孤立した岩礁や貝殻礁

等、成立条件が特殊な環境で、対象事業に比べて比較的小規模である場に注目し、そ

こに生息する動植物種等を選定する。該当する動植物種等としては特殊な環境要素や

特異な場の存在に生息が強く規定される動植物種等が挙げられる。 

注）「ギルド」とは、同一の栄養段階に属し、ある共通の資源に依存して生活している種のグループのことを指す。 

出典：「環境アセスメント技術ガイド 生物の多様性・自然との触れ合い」（平成 29 年、一般社団法人） 
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表 9-8-9 着目種の選定結果 

区分 着目種・群集 選定理由 

上位性 モズ 鳥類 【主な生息環境】 

低地の集落周辺の林、河原や農耕地、公園、広い庭等

にみられる。両生爬虫類や昆虫類、時には小鳥も追う。 

現地調査では、各公園や調整池周辺にて高鳴きする姿

が多くみられた。現地調査でみられた両生爬虫類や昆虫

類が餌資源として機能することから、上位性を示す種と

して選定する。 

典型性 ニホンカナヘビ 爬虫類 【主な生息環境】 

低地から山地にかけて広範囲に生息するが、低地や丘

陵地で多く見られる。草むらなど日当たりのよい場所を

好み、公園の緑地、水田の畦、人家の生け垣、畑地など

人為的な環境にも適応している。 

現地調査では、樹林地や乾性草地等で広く確認されて

いることから、樹林地及び乾性草地の典型性を示す種と

して選定する。 

特殊性 ギンヤンマ 昆虫類 【主な生息環境】 

平地から低山地の開放的な池沼、湿地、河川の淀みな

どにみられる。開水面上でホバリングを交えて縄張り飛

翔する。移動力が大きく、様々な水域に出現する。 

現地調査では、調整池内で縄張りを形成したり、公園

内を飛翔する個体が確認された。調査範囲内でのごく限

られた場所が水域となっていることから特殊性を示す主

として選定する。 

出典：フィールドガイド日本の野鳥 増補改訂新版，（公財）日本野鳥の会，2015 

埼玉県レッドデータブック 2018，埼玉県 

近畿のトンボ図鑑，山本哲夫ほか，2009 
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9-8-2 予測 

1. 工事の実施及び施設の存在に伴う生態系への影響 

1)予測内容 

工事の実施及び施設の存在に伴う着目種及び着目種の生息・生育環境への影響の程度を予測

した。 

 

2)予測地域・地点 

予測地域は、現地調査の調査範囲と同様とし、対象事業実施区域及び周辺 250m の範囲とし

た。なお、対象事業実施区域内で、造成工事等により直接改変を受ける範囲は図 9-8-4 に示す

とおりである。 

 

3)予測対象時期等 

工事中については、着目種及び着目種の生息・生育環境への影響が最大と考えられる時期と

して、造成工事の範囲が最大となる時期とした。 

存在・供用時については、着目種及び着目種の生息・生育環境への影響が最大と考えられる

時期として、施設の供用時の周辺環境が安定した時期とした。 

 

4)予測方法 

工事中については、本工事計画に基づき着目種及び着目種の生息・生育環境の変化の程度を

把握したうえで、類似事例または既存知見を参考にして定性的に予測した。 

存在・供用時については、本事業計画による植生及び地形の改変と着目種の生息確認位置と

の重ね合わせ等により定量的に予測した。 

 

5)予測条件 

(1)工事中の環境保全計画 

建設機械の稼働及び資材運搬等の車両の走行に関連する騒音・振動対策、水質汚濁防止対策

等の工事中の環境保全計画は前掲「第 2 章対象事業の概要 2-3 工事の概要 2-3-3 工事中の環

境保全計画」に示すとおりである。 

 

(2)存在・供用時の環境保全計画 

・緑化計画 

供用時における緑化計画は、前掲「第 9章調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 9-6

動物 9-6-2 予測 1.工事の実施及び施設の存在に伴う動物への影響 5)予測条件 (2)存在・

供用時の環境保全計画」に示すとおりである。 
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図 9-8-4 予測地域及び直接改変範囲 
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6)予測結果 

(1)事業実施により想定される生態系への影響 

地域を特徴づける生態系に対して、事業計画から想定される影響の種類は、表 9-8-10 に示

すとおりである。 

 

表 9-8-10 本事業で想定される影響の概要 

影響の 
種類 

想定 
される 
影響 

工事中 
存在・ 
供用時 

影響要因 影響を受ける生息環境 

直
接
的
な
影
響 

生
息
環
境
の
消
失 

△ × （工事中） 
・造成等の工事 
（存在・供用時） 
・施設の存在 

・工事中は、改変が小規模であるものの対象事業
実施区域内の動物種の個体の消失や生息環境
の面積減少など、直接的な影響が想定される。 

・存在・供用時は、「埼玉県生物多様性の保全に
配慮した緑化木選定基準」（平成 18年 3 月）に
記載された在来種を中心に植栽され、高木、中・
低木を組み合わせ多層構造となるように植樹
し、現況と同様の状況になることから、生息環
境を代償できると考えられ、影響は小さいと考
えられる。 

間
接
的
な
影
響 

移
動
経
路
の
分
断 

△ × （工事中） 
・資材運搬等の 

車両の走行 

・工事中は、資材運搬等の車両の走行により車両
が増加し、移動経路の分断など生息・生育環境
の劣化が生じる。なお、工事中の環境保全計画
によると、工事車両の走行に関する環境保全対
策について徹底することが示されていること
から、これらの低減措置の徹底により工事中の
影響は小さいものと考えられる。 

騒
音
・
振
動 

△ × （工事中） 
・建設機械の 

稼働 
・資材運搬等の 

車両の走行 
・造成等の工事 

・工事中は、建設機械の稼働、資材運搬等の車両
の走行により、騒音・振動が発生する。騒音・
振動により対象事業実施区域及びその周辺の
利用を一時的に忌避する可能性がある。工事中
の環境保全計画の騒音振動対策を徹底するこ
とで影響が低減され、間接的な影響は小さいと
予測される。 

水
質
の 変

化 

－ － （工事中） 
・造成等の工事 

・工事中における濁水の発生及び対象事業実施
区域からの汚染された水の流出は無いことか
ら、間接的な水質への影響は無い。 

光
環
境
の
変
化 

× × （存在・供用時） 
・施設の存在 

・使用建設機械の稼働時間及び資材運搬等の車
両の運行時間は原則として午前8時から午後6
時までの時間であることから、夜間の照明によ
る光環境の変化に伴う動物の生息環境への影
響はないか、あっても極めて小さいと考えられ
る。 

・高層建築物の建設予定はなく、対象事業実施区
域の敷地境界に緩衝緑地を設けるため、夜間の
照明による光環境の変化は少なく、動物の生息
環境に影響を及ぼさないか、あっても影響は極
めて小さいと考えられる。 

注）表中の凡例 

○：影響が想定される。 

△：影響はあるが、最大となる影響は一時的であり、影響は小さいと考えられる。もしくは、工事計画や事業計画か

ら、影響は小さいと考えられる。 

×：本事業では影響は限定的であり、影響は極めて小さいと考えられる。 

―：影響はないと考えられる。 
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(2)生態系の基盤環境の変化 

予測地域内の土地の改変に伴い、生態系の基盤環境となっている動植物の生息・生育環境が

一部変質する。対象事業実施区域及びその周辺の群落別の改変状況は表 9-8-11 に、環境類型

区分は図 9-8-5 に示すとおりである。 

予測地域は多くが工場及び公園などで、そのほかに植栽・管理草地、開放水域がある。予測

地域のうち、植栽の一部 0.13ha（樹林地区分の 5.65％）が改変される。なお、開放水域の調整

池は改変されないため、動植物の生息・生育環境への影響はないと考えられる。 

 

表 9-8-11 生態系基盤環境（植生）の群落別の改変状況 

類型 

区分 
群落名 

予測地域内の面積（ha） 

現況 
造成に伴う 

改変面積 

改変率 

（％） 

緑化 

面積*1 
供用時 予測 

地域 

対象事業 

実施区域 

樹林地 公園・工場樹林地 2.17 0.13 0.13 5.65 0.01 0.01 

乾性 

草地 
低茎草地 0.84 － 0 0 － － 

湿性 

草地 
ヨシ群落 0.63 － 0 0 － － 

工場 

地帯 
人工構造物 26.32 － 0 0 － － 

開放 

水域 
開放水域 0.01 － 0 0 － － 

合計面積 30.1 0.13 0.43 0.01 0.01 

注 1)緑化面積は、造成範囲内における面積を示す。 

2)面積は小数点第一位までの表記としており、端数処理を行っているため合計面積は一致しない。 

3)「開放水域」の改変率は、造成に伴う改変面積が<0.1ha であるため、便宜上“0”と表記している。 
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図 9-8-5 対象事業実施区域及びその周辺の環境類型区分 
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(3)生態系の着目種 

生態系の着目種について想定される影響は、表 9-8-12 に示すとおりである。 

予測地域内の大部分は工場地帯など人工構造物（26.32ha、87.44％）の環境類型区分であり、

次いで樹林地（公園・工場樹林地）が 7.21％を占めている。対象事業実施区域外に草地の典型

性を示すメヒシバ群落等が存在し、対象事業実施区域周辺においてニホンカナヘビ、ギンヤン

マ等が確認された。これらを捕食する上位種としてモズが広く生息していた。 

これらの生態系の着目種の生息・生育基盤は、工事により質が変化すると予測される。また、

資材運搬等の車両の走行により一時的に車両が増加し、ニホンカナヘビやヒガシニホントカゲ

等の近隣の生息場を移動しながら個体群を維持している種に対して、移動経路の分断による影

響が一時的に生じ、それらを餌とするモズの生息状況が呼応するように若干の変化が予測され

る。なお、騒音・振動の変化による間接的な影響による生息環境の質的変化が予測される。水

域としての調整池は改変が無く、対象事業実施区域からも一定距離があることから、ギンヤン

マの生息環境に変化は極めて小さいと考えられる。一方、光環境や水質の変化による生息・生

育環境への影響に関しては極めて小さい、またはないと考えられる。 

 
表 9-8-12 着目種の生息・生育環境について想定される影響 

類型 

区分 
和名 区分 

直接的な 

影響 
間接的な影響 

生息・生

育環境の

消失 

移動経路 

の分断 

騒音・ 

振動 

水質の 

変化 

光環境の 

変化 

工場地帯 
モズ 上位性 × × × × × 

ニホンカナヘビ 典型性 × △ △ × × 

水域環境 ギンヤンマ 特殊性 × × × × × 

注）表中の凡例 

○：影響が想定される。 

△：影響はあるが、最大となる影響は一時的であり、影響は小さいと考えられる。もしくは、工事計画 

や事業計画から、影響は小さいと考えられる。 

×：本事業では影響は限定的であり、影響は極めて小さいと考えられる。 

―：影響はないと考えられる。 
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直接改変による着目種の予測結果一覧は表 9-8-13 に、各着目種（上位性、典型性、特殊性）

の予測結果は表 9-8-14(1)～表 9-8-14(3)に示すとおりである。 

事業の実施に伴い、対象事業実施区域の一部の樹林地が消失することにより、モズ、ニホン

カナヘビ、ギンヤンマの生息環境に影響が出ると予測される。 

また、ニホンカナヘビは、移動経路の分断または騒音・振動による間接的な影響を受けるこ

とが想定されるが、使用建設機械の配慮及び資材運搬等の車両の運行管理により間接的影響は

低減されると考えられる。 

なお、対象事業実施区域内において、「埼玉県生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基準」

（平成 18 年、埼玉県）に記載された在来種を中心に植栽を行い、高木、中・低木を組み合わせ

多層構造となるように植樹することから、対象事業実施区域内の一部は動植物の生息・生育環

境として利用され、生息環境を代償できると考えられる。 

 
表 9-8-13 着目種の予測結果一覧 

分類 種名 区分 

確認例数（例） 主な生息・生育環境の面積 
影響の 

大きさ 
対象事業実施区域 現況 

（ha） 

消失 

（ha） 

割合 

（％） 内 外 

鳥類 モズ 上位性 0 4 30.1 0 0 × 

爬虫類 ニホンカナヘビ 典型性 0 5 30.1 0 0 × 

昆虫類 ギンヤンマ 特殊性 0 6 30.1 0 0 × 

注 1) 

○：影響が想定される。 

△：影響はあるが、最大となる影響は一時的であり、影響は小さいと考えられる。もしくは、工事計画 

や事業計画から、影響は小さいと考えられる。 

×：本事業では影響は限定的であり、影響は極めて小さいと考えられる。 

―：影響はないと考えられる。 
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表 9-8-14(1) 着目種（上位種）の予測結果（モズ） 

項目 内容 

主な生息環境 

 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

確認例数（例） 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
4  

予測結果 

 確認地点は、中折之口公園・松原公園に隣接する調整池周辺であった。対象事業実施区

域に隣接した場所であり、直接的な影響は無く、間接的に工事車両により全体的な通行量

の増加や建設工事に使用する重機の稼動等により、一時的な忌避が見られる可能性があ

る。 

 ただし、環境配慮対策での低騒音・低振動型の重機の使用や搬入車両等の適切な運行管

理により影響は低減される。確認地点が改変の無い公園及び調整池ということもあり、本

種の生息に影響は極めて低いと考えられる。 

確認位置 
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表 9-8-14(2) 着目種（典型種）の予測結果（ニホンカナヘビ） 

項目 内容 

主な生息環境 

 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

確認例数（例） 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
5  

予測結果 

 確認地点は、対象事業区域外の街路樹及び松原公園周辺となっており、対象事業実施

区域内では確認されていない。直接的な影響は無く、間接的に工事車両により全体的な

通行量の増加や建設工事に使用する重機の稼動等により、一時的な忌避が見られる可能

性がある。 

 ただし、環境配慮対策での低騒音・低振動型の重機の使用や搬入車両等の適切な運行

管理により影響は低減され、本種の生息に影響は極めて低いと考えられる。 

確認位置 
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表 9-8-14(3) 着目種（特殊性）の予測結果（ギンヤンマ） 

項目 内容 

主な生息環境 

 

予測地域 

（ha） 
30.1 

改変区域内 

（ha） 
0 

予測地域に対する 

消失の割合（％） 
0 

現地確認状況 

確認例数（例） 

対象事業 

実施区域内 
0 

対象事業 

実施区域外 
6  

予測結果 

 確認地点は、対象事業区域外の調整池及び松原公園周辺となっており、対象事業実施

区域内では確認されていない。直接的な影響は無く、間接的に工事車両により全体的な

通行量の増加や建設工事に使用する重機の稼動等により、一時的な忌避が見られる可能

性がある。 

 ただし、環境配慮対策での低騒音・低振動型の重機の使用や搬入車両等の適切な運行

管理により影響は低減され、本種の生息に影響は極めて低いと考えられる。 

 

確認位置 
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(4)着目種と関係種との関係への影響 

対象事業実施区域内のおける着目種と関係種との関係への影響は表 9-8-15 に示すとおりで

ある。 

事業の実施により対象事業実施区域内の動植物の生息・生育環境のうち、改変される環境は

少ない。樹林地～草地～調整池を生息・生育環境とする着目種、関係種とも個体数や利用頻度

の変化は少ないと考えられる。供用後は、対象事業実施区域内の緑化整備の実施により、樹林

環境が創出され、インパクトがあった際にも回復することが予測される。 

 

表 9-8-15 着目種と関係種との関係への影響 

着目種 
着目種を 

捕食する種 

着目種と餌等で 

競争する種 

着目種と類似した 

環境に生息する種 

着目種の 

餌となる種 

ﾓｽﾞ ﾊﾔﾌﾞｻ ｻｼﾊﾞ ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ 

ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ ﾓｽﾞ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ｸﾛｵｵｱﾘ 

ｷﾞﾝﾔﾝﾏ ﾓｽﾞ ﾊｸｾｷﾚｲ ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ 

 

(5)対象事業実施区域及びその周辺における生態系の変化 

「ア 事業実施により想定される生態系への影響」、「イ 生態系の基盤環境の変化」、「ウ 生

態系の着目種」及び「エ 着目種と関係種との関係への影響」の予測結果を統合し、対象事業実

施区域及びその周辺における生態系の変化について整理した結果を表 9-8-16(1)～表 9-8-

16(3)に示す。対象事業実施区域は改変されるが、樹林地の改変率は、予測地域全体の 1％以下

となっている。対象事業実施区域周辺に広く樹林地が存在すること、対象事業実施区域内の緑

地整備により、現況と同様の樹林地等を整備することから、供用後における対象事業実施区域

及びその周辺において、選定した着目種等が生息・生育する生態系は、維持されると予測され

る。 

 

表 9-8-16 対象事業実施区域及びその周辺における生態系の変化 

着目種 
着目種の生息・ 

生育環境への変化 

着目種と関係種 

との関係への影響 

対象事業実施区域及び 

その周辺における生態系の変化 

ﾓｽﾞ 〇 △ 〇 

ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ 〇 △ 〇 

ｷﾞﾝﾔﾝﾏ 〇 △ 〇 

注）「対象事業実施区域及びその周辺における生態系の変化」の判断は以下のとおりである。 

○：良好なまま維持される。 

△：ほとんど変化しない。 

×：現状を維持できない。 
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9-8-3 評価 

1. 工事の実施及び施設の存在に伴う動物への影響 

1) 評価方法 

(1)影響の回避・低減の観点 

対象事業の実施による生態系への影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されているかについて明らかにした。 

 

(2)基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

生態系に係る環境保全目標は、「埼玉県環境基本計画（第 4次）」（平成 29 年、埼玉県）、「第

4次埼玉県国土利用計画」（平成 22 年、埼玉県）及び「埼玉県 5か年計画 希望・活躍・うるお

いの埼玉」（平成 29 年、埼玉県）等の計画等において、今後の施策や目標等が表 9-8-17 のとお

り示されている。 

以上のことから、生態系に係る環境保全目標は、「着目種等の生息・生育環境を保全するこ

と」とした。 
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表 9-8-17 整合を図るべき基準等 

資料名 整合を図るべき基準等 

「埼玉県環境基本計画（第４次）」
（平成 29 年、埼玉県） 

【長期的な目標】 
恵み豊かなみどりや川に彩られ、生物の多様性に富んだ自然共生
社会づくり 
・川の保全と再生 
・緑の保全と再生 
・森林の整備と保全 
・生物多様性の保全 

「第 4次埼玉県国土利用計画」 
（平成 22 年、埼玉県） 

【県土利用の基本方針】 
・県土の有効利用 
・人と自然が共生し、美しくゆとりある県土利用 
・安心・安全な県土利用 
・多様な主体の参画、計画的な県土利用 

「埼玉県 5か年計画 
希望・活躍・うるおいの埼玉」 
（平成 29 年、埼玉県） 

【南部地域の施策展開】 
豊かな自然と共生する社会をつくる 
・見沼田圃の保全・活用・創造 
・市などと連携した水辺空間の利活用の促進 

「第 2次埼玉県広域緑地計画」 
（平成 29 年、埼玉県） 

【緑の将来像】 
・『緑とともに暮らす、ゆとり・安らぎ「埼玉」』 
【地形別の緑のあり方】 
低地では、広大な水田を代表とする農地を基調として、河川・水
路、屋敷林や社寺林等が一体となった田園景観のような緑を目指
します。市街地では、残された貴重な樹林地等を保全・活用しな
がら、新たな緑の創出により、緑豊かで良好な生活環境を有する
市街地が形成されるようにします。 

「まちづくり埼玉プラン」 
（平成 30 年、埼玉県） 

・都市と自然・田園との共生 

「埼玉県生物多様性保全戦略」 
（平成 30 年、埼玉県） 

基本戦略 1.多面的機能を発揮する森林の豊かな環境を守り、 
育てる 

基本戦略 2.里地里山の多様な生態系ネットワークを形成する 
基本戦略 3.都市環境における緑を創出し、人と自然が共生する 

社会づくり 
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(3)環境の保全に関する配慮方針 

本事業で実施する環境の保全に関する配慮方針に関する検討内容は表 9-8-18 に示すとおり

である。 

 

表 9-8-18 動物に関する環境の保全に関する配慮方針の検討内容 

影響 
要因 

環境保
全 

措置の
区分 

影響の概要 
環境の保全に関する 
配慮方針の概要 

環境の保全に関する配慮方針による影響
の低減の程度 

建設機械 
の稼働 
 
資材運搬 
等の車両 
の走行 
 
造成等の 
工事 

回避 生息環境の 
消失 
移動経路の 
分断 
生息環境の 
質的変化 

対象事業実施区域の変
更、造成計画の変更等
により、保全すべき種
の生息環境への影響を
回避する。 

保全すべき動物種の生息環境の消失を回 
避するため、対象事業実施区域の環境を
事業者が実行可能な範囲で残存できるか
の検討を行ったが、事業実施に伴う生息
環境の減少による影響は極めて少ないと
考えられることから、回避及び低減措置
としての対象事業区域の再選定や最小化
は実施する必要は低いものと考えられ
る。 

回避・ 
低減 

構造等の変更による地
形改変の最小化により
影響を低減する。 

低減 騒音・振動 造成工事に使用する建
設機械は、低騒音・低
振動型の機械の使用を
徹底し、騒音、振動の
影響を低減する。ま
た、建設機械の集中稼
働をできる限り生じな
いような工事計画を検
討する。 

低騒音・低振動型の建設機械を使用する
こと、建設機械の集中稼働をできる限り
生じないような工事計画とすることで、
造成工事にかかる影響は低減されると考
えられる。 

資材運搬等の車両は、
計画的かつ効率的な運
行管理に努め、車両が
一時的に集中しないよ
うに配慮する。 

資材運搬等の車両については、効率的な
運行管理に努めることにより、車両が一
時的に集中しないようにし、騒音・振動
の影響は低減されると考えられる。 

施設の存 
在 

低減 光環境の変 
化 

対象事業実施区域の敷
地境界に緩衝緑地を設
け、影響を低減する。 

高層建築物の建設予定はなく、高所から
の照明による影響は想定されない。ま
た、対象事業実施区域の敷地境界に緩衝
緑地を設けるため、夜間の照明による光
環境の変化は少なく、動物の生息環境へ
の影響は極めて小さいと考えられる。 

代償 生息環境の 
消失 

「埼玉県生物多様性の
保全に配慮した緑化木
選定基準」（平成 18
年、埼玉県）に記載さ
れた在来種を中心と
し、高木、中・低木を
組み合わせて多層構造
となるように植樹する
ことで、植物の生育基
盤の整備とともに、動
物の生息環境を創出す
る。 

在来植物を中心とした植栽により、新た
な生育基盤が整備される。それらの生長
と共に、適応する草本類が侵入すること
が考えられることから、植物に対して代
償機能を有するとともに、動物が利用し
やすい環境が創出され、動物の生息環境
についても代償機能を有するものと考え
られる。 
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2) 評価結果 

(1)影響の回避・低減の観点 

生態系に関する環境の保全に関する配慮方針の検討内容より、実施することとした環境の保

全に関する配慮方針は、表 9-8-19 に示すとおりである。 

着目種を中心とする対象事業実施区域内の動物、植物及び生態系にとって最も影響の大きい、

生息・生育環境の消失・縮小を回避するため、対象事業実施区域の環境を事業者が実行可能な

範囲で残存できるか検討を行ったが、特別な回避及び低減措置、最小化の必要性は低いと判断

された。 

低減措置として、工事中では使用建設機械及び資材運搬等の車両からの騒音・振動の発生抑

制を実施する。施設の存在時では、緩衝緑地の配置による光環境への影響の低減措置を実施す

る。 

代償措置として、対象事業実施区域内の樹林地（植栽）は、「埼玉県生物多様性の保全に配慮

した緑化木選定基準」（平成 18 年、埼玉県）に記載された在来種を中心とし、高木、中・低木

を組み合わせ多層構造となるように植栽することで、植物の新たな生育基盤が整備されるとと

もに、動物の採餌環境や移動経路として利用されることが期待でき、生息環境が創出されると

考えられる。 

また、近隣で生息確認されており上位種に設定したモズについては、本種の移動能力の大き

さ、使用建設機械の配慮、資材運搬等の車両の運行管理や緑地整備等の回避、低減及び代償措

置の実施等により、予測地域における生息環境への影響を低減できるとともに、本着目種を上

位種とした生態系は、現況からほとんど変化しないと考えられる。 

以上により、工事の実施及び施設の存在に伴う生態系への影響は、実行可能な範囲内ででき

る限り低減されるとともに、新たな植物の生育基盤の整備及びそれに伴う動物の生息環境の創

出により代償されると評価した。  
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表 9-8-19 動物に関する環境の保全に関する配慮方針 

環境要因 

環境保全 

措置等 

の区分 

影響の

概要 

環境の保全に 

関する配慮方針 
環境の保全に関する配慮方針の概要 

建設機械の 

稼働 

 

資材運搬等の

車両の走行 

 

造成等の工事 

低減 騒音・

振動 

騒音・振動の 

影響緩和 

造成工事に使用する使用建設機械は、

低騒音、低振動型の使用を徹底し、騒

音、振動の影響を低減する。 

また、使用建設機械の集中稼働ができ

る限り生じないような工事計画を検討

する。 

資材運搬等の車両の運行は、計画的、

かつ効率的な運行管理に努め、搬出入

が一時的に集中しないように配慮す

る。 

施設の存在 低減 光環境 

の変化 

緩衝緑地の配置 対象事業実施区域の敷地境界に緩衝緑

地を設け、影響を低減する。 

代償 生息環 

境の消 

失 

生息環境の創出 「埼玉県生物多様性の保全に配慮した

緑化木選定基準」（平成 18年、埼玉

県）に記載された在来種を中心とし、

高木、中・低木を組み合わせ多層構造

となるように植樹することで、生息環

境を創出する。 

 

(2)基準・目標等との整合の観点 

工事の実施及び施設の存在に伴い、樹林地の環境の一部が消失する。そのため、代償措置と

して、対象事業実施区域内の樹林地は、「埼玉県生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基準」

（平成 18 年、埼玉県）に記載された在来種を中心とし、高木、中・低木を組み合わせて多層構

造となるように植樹する計画であり、植物の新たな生育基盤が整備されるとともに、動物の採

餌環境や移動経路として利用されることが期待でき、動物の生息環境が創出されると考えられ

る。 

着目種等の生息・生育環境の質的変化に対しては前掲表 9-8-19 に示す環境の保全に関する

配慮方針を講ずることにより、着目種等への影響の低減（代償）が期待でき、着目種を上位種

または典型種とした生態系を維持できるものと考えられることから、環境保全目標との整合が

図られていると評価した。 
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9-9 景観 

9-9-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

施設の存在に伴う景観の影響を予測及び評価するために、表 9-9-1 に示す調査項目について

調査を実施した。 

 

表 9-9-1 景観の調査項目 

調査項目 

主要な眺望景観 
・眺望の構成要素の状況（遠景、中景、近景ごとの工作物、森林、草地、水面、

空等の比率） 

主要な眺望地点の状況 ・不特定多数の人が利用する眺望地点の位置、利用状況、眺望特性等 

その他の事項 

・地域の景観特性 

・地形・地質、植物、史跡・文化財等の状況 

・土地利用状況 

 

2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-9-2 に示す資料を収集、整理した。 

 

表 9-9-2 既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

その他の事項 

・「第 3回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 埼玉県」（平成元年、環境庁） 

・「埼玉県地理環境情報 WebGIS（ふるさと景観）」（埼玉県ホームページ） 

・「彩の国埼玉情報サイトさいたまなび」 

・「深谷市指定の文化財」（深谷市ホームページ） 

・「熊谷市の文化財」（熊谷市ホームページ） 

・「土地分類基本調査 地形分類図（熊谷）」（昭和 49 年、埼玉県） 

・「土地分類基本調査 地形分類図（高崎・深谷）」（昭和 54 年、埼玉県） 

・「土地分類基本調査 表層地質図（熊谷）」（昭和 49 年、埼玉県） 

・「土地分類基本調査表層地質図（高崎・深谷）」（昭和 54 年、埼玉県） 

・「自然環境保全基礎調査（第 4回・第 6回 巨樹・巨木林調査）」（環境省ホーム

ページ） 

・「巨樹・巨木林データベース」 （環境省ホームページ） 

・「自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省ホームページ） 
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2) 現地調査 

景観の現地調査は、表 9-9-3 に示す方法により調査を実施した。 

 

表 9-9-3 景観の調査方法 

調査項目 調査方法 

主要な眺望景観 

・主要な眺望点からの景観（眺望）特性を現地踏査及び写真撮影にて把握した。 

≪現地踏査≫ 

①眺望方向の景観の概要の把握 

（眺望点から対象事業実施区域方向がどう見えるのか、眺望点からの景観がど

のように構成されているか。） 

≪写真撮影≫ 

②主要な眺望点から対象事業実施区域を含む景観写真をデジタルカメラにて撮

影した。 

・撮影条件は、撮影高さ地上 1.5m、焦点距離 35mm とした。 

主要な眺望地点の状況 

・主要な眺望点の利用特性を現地踏査にて把握した。 

①利用者の属性（年齢層等） 

②利用形態（休憩、散歩、釣り等） 

③眺望点の雰囲気（駐車場や公衆トイレの有無等） 

 

 

3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の 3km 程度の範囲とした。 

 

2) 現地調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の 3km 程度の範囲とした。 

調査地点は、調査地域において景観への影響の予測及び評価に必要な情報を適切かつ効果的

に把握できる地点とし、調査地域内の公園等で不特定多数の利用者が見込まれる場所のうち、

対象事業実施区域の視認性を考慮して、表 9-9-4 及び図 9-9-1(1)～図 9-9-1(2)に示す 13 地点

を選定した。 
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表 9-9-4 景観の調査地点 

調査項目 調査地点 

景観 

ST-1 対象事業実施区域北西 

ST-2 対象事業実施区域南西 

ST-3 対象事業実施区域南東 

ST-4 対象事業実施区域北東 

ST-5 松原公園 

ST-6 中林公園 

ST-7 中折之口公園 

ST-8 深谷市上柴町東 6丁目 13-5 付近 

ST-9 深谷市折之口 399-1 付近 

ST-10 上柴中央公園 

ST-11 熊谷市文化創造館さくらめいと 

ST-12 道の駅かわもと 

ST-13 仙元山公園 

 

 

4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を入手した。 

 

2) 現地調査 

景観の調査期間等は、表 9-9-5 に示すとおりである。 

 

表 9-9-5 景観の調査期間等 

調査項目 調査期間 

主要な眺望景観 
秋季 

冬季 

春季 

夏季 

令和 2年 11 月 26 日（木） 

令和 3年 2月 5日（金） 

令和 3年 5月 11 日（火）、12 日（水） 

令和 3年 8月 19 日（木） 
主要な眺望地点の状況 

  

 

  



9-9-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-9-1(1) 景観の調査地点（近景・中景） 
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図 9-9-1(2) 景観の調査地点（中景・遠景）  

ST-11 

● 
ST-9 

● 

ST-12 

● 
ST-13 

● 
ST-10 

● 
ST-8 

●：調査地点 
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仙元山公園 UACJ 深谷製造所 

市道幹 2 号 
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5. 調査結果 

1) 主要な眺望景観 

(1) 現地調査 

調査地点から対象事業実施区域方向の眺望景観の状況は、表 9-9-6(1)～表 9-9-6(13)に示す

とおりであった。 

 

表 9-9-6(1) 眺望景観の状況（ST-1：対象事業実施区域北西） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 100ｍ 

方向：北西 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

 近景は、市道幹 2号及び隣事業

所の植栽帯で構成されており、

中景に対象事業実施区域の既

存植栽帯が確認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 11 日（火） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(2) 眺望景観の状況（ST-2：対象事業実施区域南西） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 100ｍ 

方向：南西 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

 近景は、市道幹 2号及び隣事業

所の植栽帯で構成されており、

中景に対象事業実施区域の既

存植栽帯が確認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 12 日（水） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(3) 眺望景観の状況（ST-3：対象事業実施区域南東） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 230ｍ 

方向：南東 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

 近景は、市道幹 I-120 号及び隣

事業所の建物、植栽帯で構成さ

れており、中景に対象事業実施

区域の既存植栽帯が確認され

る。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 12 日（水） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(4) 眺望景観の状況（ST-4：対象事業実施区域北東） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 180ｍ 

方向：北東 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

 近景は、隣事業所の植栽帯で構

成されており、中景に隣接事業

所の建物が確認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 11 日（火） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(5) 眺望景観の状況（ST-5：松原公園） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 200ｍ 

方向：北東 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

 近景は、公園敷地で構成されて

おり、中景に公園の植栽帯が確

認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 11 日（火） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(6) 眺望景観の状況（ST-6：中林公園） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 330ｍ 

方向：南東 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

 近景は、公園敷地で構成されて

おり、中景に公園の植栽帯及び

隣接事業所の建物が確認され

る。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 12 日（水） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(7) 眺望景観の状況（ST-7：中折之口公園） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 300ｍ 

方向：南東 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

 近景は、公園敷地で構成されて

おり、中景に公園の植栽帯及び

隣接事業所の建物が確認され

る。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 12 日（水） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 

 

  



9-9-13 

表 9-9-6(8) 眺望景観の状況（ST-8：深谷市上柴町東 6丁目 13-5 付近） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 540ｍ 

方向：北東 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

近景は、市道幹 2号及び工業団

地の植栽帯で構成されており、

中景に対象事業実施区域の既

存植栽帯が確認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 11 日（火） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(9) 眺望景観の状況（ST-9：深谷市折之口 399-1 付近） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 910ｍ 

方向：南東 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

近景は、畑地で構成されてお

り、中景に工業団地の植栽帯が

確認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 12 日（水） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(10) 眺望景観の状況（ST-10：上柴中央公園） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 1,500ｍ 

方向：北 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

近景は、公園敷地で構成されて

おり、植栽帯が確認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 12 日（水） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(11) 眺望景観の状況（ST-11：熊谷市文化創造館さくらめいと） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 3,000ｍ 

方向：東 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

近景は、施設の植栽帯で構成さ

れており、中景に水田及び住宅

地が確認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 12 日（水） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(12) 眺望景観の状況（ST-12：道の駅かわもと） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 1,900ｍ 

方向：南 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

近景は、施設の駐車場で構成さ

れており、中景に畑地及び住宅

地が確認される。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 12 日（水） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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表 9-9-6(13) 眺望景観の状況（ST-13：仙元山公園） 

 

調査時期：秋季 視点の概要、景観の特性 

調査日： 

令和 2年 

11 月 26 日（木） 

天候：晴 

〇視点の概要 

対象事業実施区域からの距離： 

約 2,200ｍ 

方向：西 

 

〇景観の特性 

 「眺望景観の状況」 

近景は、施設の敷地で構成され

ており、施設の植栽帯が確認さ

れる。 

 

調査時期：冬季 

調査日： 

令和 3年 

2 月 5 日（金） 

天候：晴 

 

調査時期：春季 

調査日： 

令和 3年 

5 月 11 日（火） 

天候：曇り 

 

調査時期：夏季 

調査日： 

令和 3年 

8 月 19 日（木） 

天候：晴 
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2) 主要な眺望地点の状況 

(1) 既存資料調査 

主要な眺望地点の状況の既存資料調査の結果は、前掲「第 3 章地域の概況 3-2 自然的状況 

3-2-6 景観、自然とのふれあいの場の状況」に示すとおりである。 

対象事業実施区域周辺には、公園等の施設を除くと、眺望地点になるような場所はないため、

対象事業実施区域周辺の主要な眺望地点としては、公園等の施設を中心に現地踏査を実施し選

定した。 

 

(2) 現地調査 

主要な眺望地点の現地調査の結果は表 9-9-7(1)～表 9-9-7(2)に示すとおりである。 

 

表 9-9-7(1) 主要な眺望地点現地調査結果 

調査地点 眺望地点の状況 

ST-1 対象事業実施区域北西 市道幹 2 号は大型車の通行が多い。歩行者の通

行はほとんどない。 

ST-2 対象事業実施区域南西 市道幹 2 号は大型車の通行が多い。歩行者の通

行はほとんどない。 

ST-3 対象事業実施区域南東 市道幹 I-120 号は大型車の通行が多い。歩行者

の通行はほとんどない。 

ST-4 対象事業実施区域北東 前面道路には大型車や小型の商用車等の路上駐

車が多い。歩行者の通行はほとんどない。 

ST-5 松原公園 対象事業実施区域の北東方向に位置し、眺望点

付近には、遊具が設置されているが駐車場はな

く、公園の利用者はほとんどいない。 

ST-6 中林公園 対象事業実施区域の南東方向に位置し、眺望点

付近には、遊具が設置されているが駐車場はな

く、公園の利用者はほとんどいない。 

ST-7 中折之口公園 対象事業実施区域の南東方向に位置し、眺望点

付近には、ベンチ、トイレが設置されているが

駐車場はなく、公園の利用者はほとんどいない。 

ST-8 深谷市上柴町東 6丁目 13-5 付近 対象事業実施区域の北東方向、市道幹 2 号の歩

道上となる。市道幹 2号は大型車の通行が多い。

歩行者の通行はほとんどない。 

ST-9 深谷市折之口 399-1 付近 対象事業実施区域の南東、コンビニエンススト

アの駐車場となる。昼食時には多くの人がコン

ビニエンスストアを利用する。 
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表 9-9-7(2) 主要な眺望地点現地調査結果 

調査地点 眺望地点の状況 

ST-10 上柴中央公園 対象事業実施区域の北方向に位置し、遊具、ト

イレ、駐車場がある。 

子供連れの家族の遊具利用や高齢者の公園散歩

が見られた。 

ST-11 熊谷市文化創造館さくらめいと 対象事業実施区域の東方向に位置し、ホール、

会議室等の文化施設の他、飲食店も存在する。

文化施設の利用者が見られた。 

ST-12 道の駅かわもと 対象事業実施区域の南方向に位置し、売店、飲

食店が存在する。道の駅利用者が見られた。 

ST-13 仙元山公園 対象事業実施区域の西方向に位置し、体育館、

サッカーグランド、ハイキングコース等が存在

する。子連れの散歩や、グランド・体育館の利

用者、ウォーキングコースの利用者などが見ら

れた。 

 

 

 

 

  



9-9-21 

9-9-2 予測 

1. 施設の存在に伴う景観への影響 

1)予測内容 

施設の存在による主要な眺望景観の変化の程度を予測した。 

 

2)予測地域・地点 

予測地域は、現地調査の調査地域と同様とし、対象事業実施区域から約 3km 程度までの範囲

とした。 

予測地点は、主要な眺望景観の現地調査を実施した前掲表 9-9-4 に示す 13 地点とした。 

 

3)予測対象時期等 

施設の完成後とした。 

 

4)予測方法 

施設の施設計画に基づき、現況の眺望写真を基にして、フォトモンタージュを作成し、現況

の眺望写真と比較して、変化の程度を視覚的に判断する方法により定性的に予測した。 

 

(1)予測条件 

施設計画は、前掲「第 2章対象事業の概要 2-2 対象事業の概要」に示すとおりである。 

 

5)予測結果 

主要な眺望景観の予測結果は、表 9-9-7(1)～表 9-9-7(13)に示すとおりである。 
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表 9-9-7(1) 主要な眺望景観の予測結果（ST-1：対象事業実施区域北西） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

注）将来の写真の表現については、現時点でのイメージである。 

・施設が沿道から視認できるようになる。対象事業実施区域内では、現在の植栽のところに新たに植

樹される植栽木の生長により施設等の隠蔽が期待できるとともに、施設の色彩は周辺環境と調和す

る色彩を採用することから、工業団地内における眺望景観への影響は小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(2) 主要な眺望景観の予測結果（ST-2：対象事業実施区域南西） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

注）将来の写真の表現については、現時点でのイメージである。 

・施設が沿道から視認できるようになる。対象事業実施区域内では、現在の植栽のところに新たに植

樹される植栽木の生長により施設等の隠蔽が期待できるとともに、施設の色彩は周辺環境と調和す

る色彩を採用することから、工業団地内における眺望景観への影響は小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 



9-9-24 

表 9-9-7(3) 主要な眺望景観の予測結果（ST-3：対象事業実施区域南東） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

注）将来の写真の表現については、現時点でのイメージである。 

・施設が沿道から視認できるようになる。対象事業実施区域内では、現在の植栽のところに新たに植

樹される植栽木の生長により施設等の隠蔽が期待できるとともに、施設の色彩は周辺環境と調和す

る色彩を採用することから、工業団地内における眺望景観への影響は小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(4) 主要な眺望景観の予測結果（ST-4：対象事業実施区域北東） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

注）将来の写真の表現については、現時点でのイメージである。 

・施設が沿道から僅かに視認できるようになる。大部分が手前の工場や樹木に遮られることから、眺

望の変化は小さく、影響は小さいと予測される。 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(5) 主要な眺望景観の予測結果（ST-5：松原公園） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

 

・対象事業実施区域は手前の樹林に遮られる、もしくは時期によって枝葉の間から僅かに視認できる

程度であり、眺望の変化は小さく、影響は小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(6) 主要な眺望景観の予測結果（ST-6：中林公園） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

 

・対象事業実施区域は手前の樹林に遮られる、もしくは時期によって枝葉の間から僅かに視認できる

程度であり、眺望の変化は小さく、影響は小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 



9-9-28 

表 9-9-7(7) 主要な眺望景観の予測結果（ST-7：中折之口公園） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

 

・対象事業実施区域は手前の樹林に遮られる、もしくは時期によって枝葉の間から僅かに視認できる

程度であり、眺望の変化は小さく、影響は小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 



9-9-29 

表 9-9-7(8) 主要な眺望景観の予測結果（ST-8：深谷市上柴町東 6丁目 13-5 付近） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

 

・対象事業実施区域は手前の電信柱等の構造物や樹木に遮られることから、眺望の変化は小さく、影

響はほとんどない。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(9) 主要な眺望景観の予測結果（ST-9：深谷市折之口 399-1 付近） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

注）将来の写真の表現については、現時点でのイメージである。 

・施設の左側事務所棟が視認できるようになるが、その他は手前の樹木や事業所の構造物等に遮られ

る。対象事業実施区域から約 910m 離れていることから、眺望の変化は小さく、影響は小さいと予

測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(10) 主要な眺望景観の予測結果（ST-10：上柴中央公園） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

 

・対象事業実施区域は手前の樹林に遮られる。また、計画地から約 1,500m 離れていることから、眺

望の変化はほとんどなく、影響は極めて小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(11) 主要な眺望景観の予測結果（ST-11：熊谷市文化創造館さくらめいと） 

現
況 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

 

・対象事業実施区域は手前の建造物や樹林に遮られる。また、計画地から約 3,000m 離れていること

から、眺望の変化はほとんどなく、影響は極めて小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(12) 主要な眺望景観の予測結果（ST-12：道の駅かわもと） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

 

・対象事業実施区域は手前の建造物や樹林に遮られる。また、計画地から約 1900m 離れていることか

ら、眺望の変化はほとんどなく、影響は極めて小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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表 9-9-7(13) 主要な眺望景観の予測結果（ST-13：仙元山公園） 

現
況 

 

 

 

施
設
の
存
在
時 

 

 

 

・対象事業実施区域は手前の手前の樹林に遮られる。また、計画地から約 2,200m 離れていることか

ら、眺望の変化はほとんどなく、影響は極めて小さいと予測される。 

 

  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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9-9-3 評価 

1. 施設の存在に伴う景観への影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

景観において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避さ

れ、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているか明らかにした。 

景観に係る環境保全目標は、表 9-9-8 に示すとおりとした。 

 

表 9-9-8 施設の存在に伴う景観に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の存在 

「景観法」（平成 16 年、法律第 110 号）及び「埼玉

県景観条例」（平成 19 年、埼玉県条例第 46 号）に基

づく「埼玉県景観計画」（平成 28 年、埼玉県）に示

されている景観形成基準を考慮して、景観に係る環

境保全目標は、「周辺の景観との調和が図られるこ

と。」とした。 

注）「埼玉県景観計画」（平成 28 年、埼玉県）に示されている景観形成基準の概要は、表 9-9-9(1)～表 9-9-

9(2)に示すとおりである。 
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表 9-9-9(1) 埼玉県景観計画における景観形成基準 

関係計画等 景観形成基準の概要 

埼玉県景観計画 

（平成 28 年、埼玉県） 

ア 配慮事項 

（ア）遠景～中景（広域景観の中でのあり方） 

ａ 広域的な観点から景観上の特性を踏まえ、地域の景観に与える影響に留

意すること。 

ｂ 山の稜線や神社仏閣などの地域の優れた眺望を大切にし、道路その他の

公共の場所における視点場からの眺望の保全に配慮すること。 

（イ）中景～近景（周辺景観の中でのあり方） 

ａ 建築物の外壁や物件の堆積の遮蔽物など、外観を構成するものは、周辺

の景観と調和した素材や色彩とすること。また、外観を構成するものに

照明を行う場合は、周辺の景観と調和した光色等とすること。 

ｂ 建築物等の大きさは、周辺の景観との連続性に配慮し、圧迫感を生じな

いようにすること。 

ｃ 建築物等の形態は、周辺のまち並みや建築物の形態と調和した形態とす

ること。外観を構成するものは、周辺の景観との連続性に配慮し、位置

をそろえること。 

（ウ）建築物等のデザイン 

ａ 外壁など外観を構成するものは、原色に近い色彩や点滅する照明は避け

ること。多色使い又はアクセント色の使用に際しては、使用する色彩相

互の調和、使用する量のバランスに十分配慮すること。 

ｂ 屋外階段は、建築物本体と調和した外形及び色彩とすること。 

ｃ 屋上設備等は、外部から直接見えにくいように壁面、ルーバー等で囲う

こと。ルーバー等は建築物本体と調和する外形及び色彩とすること。 

ｄ 敷地内には、県産植木類等、地域の景観に調和した樹種を植栽するこ

と。それらは道路等の公共空間に面する部分に植栽すること。 

ｅ 資材等を堆積する場合は、人の目線より低く整然と堆積し、堆積物の周

辺は植栽等で遮蔽すること。 
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表 9-9-9(2) 埼玉県景観計画における景観形成基準 

関係計画等 景観形成基準の概要 

埼玉県景観計画 

（平成 28 年、埼玉県） 

イ 勧告基準（法第 16 条第 3項の基準） 

（ア）建築物及び工作物 

別表 2の大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩

及び点滅する光源が形成する面積の合計（着色していない石、土、木、

レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観の部分を除く。以下、

同じ。）が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の３分の１を超え

ると認めるときは勧告及び公表を行うことができる。 

（イ）物件の堆積 

次のいずれかに該当すると認めるときは勧告及び公表を行うことがで

きる。 

ａ 堆積の高さ 

堆積の高さが 3ｍを超えるとき。 

ｂ 堆積物の遮蔽 

遮蔽物が無く、又は不十分で、周囲から堆積物が見えるとき。 

ｃ 遮蔽物の色彩 

別表２の大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩の

面積が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の３分の１を超えると

認めるとき。 

ウ 変更命令基準（法第 17 条第 1項の基準） 

建築物及び工作物については、別表 2の大規模建築物等の基調となる色彩

の制限基準に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計が、外観

のうち各立面につき、当該立面の面積の 3分の 1を超えると認めるときは変

更命令を行うことができる。 

 

別表 2（抜粋） 

用途地域が定められている区域 

色相 明度 彩度 

7.5Ｒ から 7.5Ｙ － 6 を超える 

7.5ＲＰから 7.5Ｒ 

（7.5Ｒは含まない） 

7.5Ｙ から 7.5ＧＹ 

（7.5Ｙは含まない） 

－ 4 を超える 

7.5ＧＹから 7.5ＲＰ 

（7.5ＧＹ及び 7.5ＲＰは 

含まない） 

－ 2 を超える 
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2) 環境の保全に関する配慮方針 

・圧迫感を与えないように、できる限り敷地境界から離す等の施設形状及び配置計画に努める。 

・建物には周辺環境と調和する外観・色彩・形状を工夫する。 

・建物の色彩については、埼玉県景観計画の景観形成基準に基づく配慮を行い、周辺景観と調和

するよう工夫する。 

・対象事業実施区域の敷地周りの植栽を始めとする敷地内の緑化等、景観への影響の緩和に努め

る。 

・植栽は、低木・中木・高木を混在させ、周辺からの建物の視認を遮蔽できるように植栽する。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

事業の実施に当たっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、施設計画や

緑化計画に十分配慮する。 

以上により、施設の存在に伴う景観への影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減される

と評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

事業の実施に当たっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、周辺環境と

の調和を図るため、色彩や対象事業実施区域内の緑化に十分配慮することにより、施設の存在

に伴う景観への影響は低減されることから、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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9-10 自然とのふれあいの場 

9-10-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

工事の実施、施設の存在及び供用に伴う自然とのふれあいの場への影響を予測及び評価する

ために、表 9-10-1 に示す項目について調査した。 

 

表 9-10-1 自然とのふれあいの場の調査項目 

調査項目 

自然とのふれあいの場 

・自然とのふれあいの場の資源状況、周辺環境の状況等 

・自然とのふれあいの場の利用状況 

・自然とのふれあいの場への交通手段の状況 

 

2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-10-2 に示す資料を収集、整理した。 

 

表 9-10-2 既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

自然とのふれあいの場 

・「彩の国埼玉情報サイトさいたまなび」 

・「埼玉県地理環境情報 WebGIS（ふるさと景観）」（埼玉県ホームページ） 

・「深谷市ガイドマップ」（深谷市ホームページ） 

・「熊谷観光マップ」（熊谷市観光協会ホームページ） 

・「まっぷる KUMAGAYA」（熊谷市観光協会ホームページ） 

 

2) 現地調査 

現地調査の調査方法は、表 9-10-3 に示すとおりとした。 

 

表 9-10-3 自然とのふれあいの場の調査方法（現地調査） 

調査項目 調査方法 

自然とのふれあいの場

の資源状況、周辺環境の

状況等 

写真撮影及び現地踏査により把握した。 

自然とのふれあいの場

の利用状況 

毎正時において施設内を利用する人の人数を計数するとともに、利用者に

対するアンケート調査により利用目的を確認した。 

調査時間は、対象施設の利用形態を考慮して、7時～18 時とした。 

自然とのふれあいの場

への交通手段の状況 

利用者に対するアンケート調査により、利用者が来場した際の交通手段及

びアクセスルートを確認した。 

調査時間は、上記“自然とのふれあいの場の利用状況”と同様に 7時～18

時とした。 
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3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

2) 現地調査 

調査地域は、自然とのふれあいの場への影響が及ぶおそれがあると認められる地域として、

対象事業実施区域及びその周辺とした。 

調査地点は、対象事業実施区域周辺に位置する不特定多数の利用者が見られる場所として、

表 9-10-4 及び図 9-10-1 に示す自然とのふれあいの場を代表的な調査地点として選定した。 

 

表 9-10-4 自然とのふれあいの場の調査地点 

調査地点 調査地点の概要 

ST-1 松原公園 対象事業実施区域周辺の自然とのふれあいの場である。 

ST-2 中折之口公園 対象事業実施区域周辺の自然とのふれあいの場である。 
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図 9-10-1 自然とのふれあいの場調査地点 

 

● 

ST-1 松原公園 

● 

ST-2 中折之口公園 

●：自然とのふれあいの場調査地点 

1：5000 

市道幹 2 号 

市道幹 2 号 

市道 I-120 号 

上越新幹線 
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4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を入手した。 

 

2) 現地調査 

自然とのふれあいの場の調査期間等は、表 9-10-5 に示すとおりとし、利用者が利用しやす

い時期の平日及び休日に調査を実施した。 

 

表 9-10-4 自然とのふれあいの場の調査地点 

調査地点 調査期間 

ST-1 松原公園 
令和 3年 4月 20 日（火）7時～18 時 

令和 3年 4月 11 日（日）7時～18 時 

ST-2 中折之口公園 
令和 3年 4月 20 日（火）7時～18 時 

令和 3年 4月 11 日（日）7時～18 時 

 

5. 調査結果 

1) 既存資料調査 

既存資料調査として、自然とのふれあいの場の分布状況の内容は、前掲「第 3 章 地域特性 

3-2-6 景観、自然とのふれあいの場の状況 2. 自然とのふれあいの場の状況」に示すとおり

である。 

 

2) 現地調査 

(1) 自然とのふれあいの場の資源状況、周辺環境の状況等 

自然とのふれあいの場の資源状況及び周辺環境の状況は、表 9-10-6(1)～表 9-10-6(2)に示

すとおりであった。 
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表 9-10-6(1) 自然とのふれあいの場の資源状況及び周辺環境の状況 

ST-1：松原公園 

［施設の写真］ 

資源 

の 

状況 

・対象事業実施区域の北東側約 200m の地点に位置

する。 

・ベンチ、遊具（ブランコ、砂場、鉄棒）、水道が

設置されている。 

・駐車場は無い。 

・外周に緑地が設けられている。 

 

周辺 

環境 

の 

状況 

・西側は市道幹 2 号に接し、南側も道路に面して

いる。北側は調整池に隣接し、東側は事業所に

面している。 

・工業団地内に立地しているため、周辺に住宅等

はない。 

 

 

［施設概要］ 

 

  

ブランコ 
ベンチ 

砂場・ベンチ 

水道 



9-10-6 

表 9-10-6(2) 自然とのふれあいの場の資源状況及び周辺環境の状況 

ST-1：中折之口公園 

［施設の写真］ 

資源 

の 

状況 

・対象事業実施区域の南東側約 300m の地点に位置

する。 

・ベンチ、東屋、水道、トイレが設置されている。 

・駐車場は無い。 

・外周に緑地が設けられている。 

 

 

周辺 

環境 

の 

状況 

・北側は調整池に隣接し、東側は道路に面してい

る。南側と西側は事業所に面している。 

・工業団地内に立地しているため、周辺に住宅等

はない。 

 

 

 

［施設の概要］ 

 

  

東屋・ベンチ 

東屋・ベンチ 

トイレ 

ベンチ・水道 
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(2) 自然とのふれあいの場の利用状況 

自然とのふれあいの場の利用状況は、表 9-10-7(1)～表 9-10-7(2)に示すとおりであった。 

 

表 9-10-7(1) 自然とのふれあいの場の利用状況 

 ST-1：松原公園 

令和 3年 4月 20 日（火） 令和 3年 4月 11 日（日） 

人数 目的 交通手段 方面 人数 目的 交通手段 方面 

7 時 0 － － － 0 － － － 

8 時 0 － － － 0 － － － 

9 時 0 － － － 0 － － － 

10 時 0 － － － 0 － － － 

11 時 0 － － － 0 － － － 

12 時 0 － － － 2 休憩 自転車 東方町5丁目 

13 時 0 － － － 0 － － － 

14 時 0 － － － 0 － － － 

15 時 0 － － － 0 － － － 

16 時 0 － － － 0 － － － 

17 時 0 － － － 0 － － － 

 平日の松原公園の利用はなかった。 50 代男性と小学校高学年男子の親子がサイ

クリング途中の休憩場所として利用してい

た。 

 

表 9-10-7(2) 自然とのふれあいの場の利用状況 

 ST-2：中折之口公園 

令和 3年 4月 20 日（火） 令和 3年 4月 11 日（日） 

人数 目的 交通手段 方面 人数 目的 交通手段 方面 

7 時 0 － － － 0 － － － 

8 時 0 － － － 0 － － － 

9 時 0 － － － 0 － － － 

10 時 0 － － － 0 － － － 

11 時 0 － － － 0 － － － 

12 時 0 － － － 0 － － － 

13 時 0 － － － 0 － － － 

14 時 0 － － － 0 － － － 

15 時 1 運動 自動車 長在家 0 － － － 

16 時 0 － － － 0 － － － 

17 時 0 － － － 0 － － － 

 70 代男性がグランドゴルフの練習に自動

車で訪れていた。 

休日の中折之口公園の利用はなかった。 
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図 9-10-2 交通手段の及びルートの状況  

ST-1 松原公園 

● 

●：調査地点 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

● 

UACJ 深谷製造

長在家方面 

東方町５丁目方面 

市道幹 2 号 

市道幹 2 号 

休日１組自転車 

平日１組自動車 

市道 I-120 号 

ST-2 中折之口公園 

：自転車使用ルート 

：自動車使用ルート 
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9-10-2 予測 

1. 建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行に伴う自然とのふれあいの場への影響 

1) 予測内容 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行に伴う自然とのふれあいの

場の改変等の有無及びその程度、利用環境の変化の程度、自然とのふれあいの場への交通手段

の阻害のおそれの有無及びその程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域・地点は、現地調査の調査地域・地点と同様とした。 

 

3) 予測対象時期等 

予測対象時期等は、工事の実施による自然とのふれあいの場への影響が最大となる時期とし

た。資材運搬等の車両の影響については、車両台数が最大となる工事着工後 29 ヶ月目とした。 

なお、設定根拠として、工事工程全体の 1ヶ月毎の車両台数の推移は、資料編・資料 2-4 に

示すとおりである。 

 

4) 予測方法 

工事計画の内容と調査結果との重ね合わせを行うとともに、他の環境要素の予測結果を考慮

して、自然とのふれあいの場への影響の程度について定性的に予測した。 

工事計画に関連する予測条件は、以下に示すとおりである。 

 

(1)工事計画の概要 

① 本事業は、対象事業実施区域内の既存建物を解体し、焼却施設を建設するものであり、敷地外

の工事は実施しない。また、敷地範囲は、既存から広げる計画はない。 

② 工事の実施に伴い、対象事業実施区域周辺の道路において、通行規制は実施しない。また、新

規道路の整備及び既存道路の付け替え（廃止）も実施しない。 

③ 工事の実施における資材運搬等の車両の走行台数は、前掲「9-1 大気質 9-1-2 予測 2.資材

運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響」において設定した交通量を用いた。その概要は、

表 9-10-8 に示すとおりである。 

④ 自然とのふれあいの場の利用環境に関連すると考えられる環境要素の影響については、各項

目（工事の実施：大気質、騒音、振動、動物及び生態系）の予測結果に示すとおりである。 
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表 9-10-8 資材運搬等の車両の走行台数（工事の実施）［7時～19 時：平日］ 

予測地点 

資材運搬等の車両（台） 
現在の交通量 

合計台数（台） 

増加割合 

（％） 
小型車類 

合計台数 
大型車類 

ST-5 

市道幹 2号南側区間 

74 
90 15,449 0.6 

16 

ST-6 

市道幹 2号南側区間 

76 
92 16,000 0.6 

16 

注)車両台数は、自然とのふれあいの場の利用形態と資材運搬等の車両の走行時間帯を考慮して、7 時～19 時

で整理した結果を示す。 

 

5) 予測結果 

(1) 自然とのふれあいの場の利用環境の状況 

建設機械の稼働に伴う大気質、騒音、振動、動物及び生態系の将来予測結果は、環境保全目

標に適合する結果であった。 

以上に示す関連要素の予測・評価の結果に加えて、自然とのふれあいの場は、対象事業実施

区域から約 200m 以上離れており、改変等の直接的な影響はないことから、工事の実施による

自然とのふれあいの場の利用環境への影響は小さいと予測される。 

 

(2) 自然とのふれあいの場への交通手段の阻害の状況 

資材運搬等の車両の走行に伴う自然とのふれあいの場への交通手段の阻害について、資材運

搬等の車両の主な走行ルート（市道幹 2号の南側区間及び北側区間）は、現地調査結果による

と、自然とのふれあいの場の利用者のアクセスルートと重なることから、交通手段の阻害によ

る影響のおそれが考えられる。しかし、以下に示すような状況が考えられることから、工事の

実施による自然とのふれあいの場への交通手段の阻害による影響は小さいと予測される。 

① 資材運搬等の車両の主な走行ルートの交通量の増加割合は、0.6％と少ない。 

② 資材運搬等の車両の走行に伴う大気質、騒音、振動、動物及び生態系の将来予測結果は、環境

保全目標との整合が図られる結果であった。 

③ 工事の実施に際して、対象事業実施区域周辺地域において、道路の通行規制、新規道路の整

備、既存道路の付け替え（廃止）を行う計画はない。 

④ 自然とのふれあいの場は、対象事業実施区域から約 200m 以上離れており、直接的な影響を及

ぼすような計画はない。 
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2. 施設の存在、施設の稼働に伴う自然とのふれあいの場への影響 

1) 予測内容 

施設の存在及び施設の稼働に伴う自然とのふれあいの場の改変等の有無及びその程度、利用

環境の変化の程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域・地点は、現地調査の調査地域・地点と同様とした。 

 

3) 予測対象時期等 

施設の存在及び施設の稼働に伴う自然とのふれあいの場への影響を的確に把握できる時期

とし、施設の完成時又は施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

 

4) 予測方法 

事業計画の内容と調査結果との重ね合わせを行うとともに、他の環境要素の予測結果を考慮

して、自然とのふれあいの場への影響の程度について定性的に予測した。 

事業計画に関連する予測条件は、以下に示すとおりである。 

 

(1) 予測条件 

① 本事業は、対象事業実施区域内において、焼却施設を建設するものである。また、敷地範囲は

広がらない計画である。 

② 施設の存在及び施設の稼働に伴い、対象事業実施区域周辺の道路の通行規制は行わない。ま

た、新規道路の整備及び既存道路の廃止は行わない。 

③ 自然とのふれあいの場の利用環境に関連すると考えられる環境要素の影響については、各項

目（施設の存在及び施設の稼働：大気質、騒音・低周波音、振動、悪臭、土壌、動物、植物、

生態系、眺望景観、日照阻害及び電波障害）の予測結果に示すとおりである。 

 

5) 予測結果 

(1) 自然とのふれあいの場の利用環境の状況 

施設の稼働に伴う大気質、騒音、低周波音、振動、悪臭及び土壌の将来予測結果は、環境保

全目標との整合が図られる結果であった。 

施設の存在に伴う動物、植物、生態系、眺望景観、日照及び電波障害の将来予測結果は、環

境保全目標との整合が図られる結果であった。 

以上に示す関連要素の予測・評価の結果に加えて、自然とのふれあいの場は、対象事業実施

区域から約 200m 以上離れており、改変等の直接的な影響はないことから、施設の存在及び施

設の稼働による自然とのふれあいの場の利用環境への影響は小さいと予測される。 
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9-10-3 評価 

1. 建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行に伴う影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

自然とのふれあいの場において周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

自然とのふれあいの場に係る環境保全目標は、「埼玉県環境基本計画（第 4次）（変更）」（平

成 29 年 3 月、埼玉県）、「第 2 次埼玉県広域緑地計画」（平成 29 年 3 月、埼玉県）及び「深谷

市環境基本計画」（平成 30 年 3 月、深谷市）において、今後の施策や目標等が表 9-10-10 のと

おり示されている。 

以上のことから、自然とのふれあいの場に係る環境保全目標は、「自然とのふれあいの場の利

用に支障を及ぼさないこと」とした。 

 

表 9-10-10 自然とのふれあいの場に関連した計画等の内容 

関連した計画等 内  容 

「埼玉県環境基本計画（第 4次）（変更）」 

（平成 29年 3 月、埼玉県） 

【今後の施策と主な取り組み】 

・身近な緑の保全の推進 

・身近な緑の再生（創出）の推進 

・自然とのふれあいの推進 

「第 2次埼玉県広域緑地計画」 

（平成 29年 3 月、埼玉県） 

【地形別の緑のあり方（低地）】 

・広大な水田を代表とする農地を基調として、河川・

水路、屋敷林や社寺林等が一体となった田園景観

のような緑を目指す。 

「深谷市環境基本計画」 

（平成 30年 3 月、深谷市） 

【基本目標】 

・地球への負荷が少ない低炭素なまちづくり 

・資源を有効に生かす無駄の少ないまちづくり 

・自然が守られるまちづくり 

・健康で安全に暮らせるまちづくり 

・協働で環境を守るまちづくり 
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2) 環境の保全に関する配慮方針 

・自然とのふれあいの場の利用環境に関連すると考えられる環境要素の影響については、各項目

（工事の実施：大気質、騒音、振動、動物及び生態系）で記載した「環境の保全に関する配慮

方針」を徹底し、自然とのふれあいの場の利用を妨げないようにするとともに、周辺環境との

調和に十分配慮した工事計画の策定、実施に努める。 

・資材運搬等の車両の走行により近接する自然とのふれあいの場の利用を妨げないよう運行ルー

トを設定し、運転手に運行ルートの走行を遵守させ、自然とのふれあいの場の利用を妨げない

よう教育する。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

工事の実施にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、自然とのふ

れあいの場の利用を妨げないよう周辺環境との調和に配慮した工事計画の策定、実施に努め、

資材運搬等の車両の運転者への教育等を徹底する。 

以上により、工事の実施に伴う自然とのふれあいの場の利用環境への影響及び交通手段の阻

害への影響は小さいものに抑えられると考えられることから、実行可能な範囲内でできる限り

低減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

工事の実施に伴う自然とのふれあいの場の利用環境への影響及び交通手段の阻害への影響

は小さいと予測されることから、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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2. 施設の存在、施設の稼働に伴う影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

自然とのふれあいの場において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

自然とのふれあいの場に係る環境保全目標は、「埼玉県環境基本計画（第 4次）（変更）」（平

成 29 年 3 月、埼玉県）、「第 2 次埼玉県広域緑地計画」（平成 29 年 3 月、埼玉県）及び「深谷

市環境基本計画」（平成 30 年 3 月、深谷市）において、今後の施策や目標等が前掲表 9-10-10

のとおり示されている。 

以上のことから、自然とのふれあいの場に係る環境保全目標は、「自然とのふれあいの場の利

用に支障を及ぼさないこと」とした。 
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2) 環境の保全に関する配慮方針 

・自然とのふれあいの場の利用環境に関連すると考えられる環境要素の影響については、各項目

（施設の存在及び施設の稼働：大気質、騒音・低周波音、振動、悪臭、土壌、動物、植物、生

態系、眺望景観、日照阻害及び電波障害）で記載した「環境の保全に関する配慮方針」を徹底

し、自然とのふれあいの場の利用を妨げないようにするとともに、周辺環境との調和に十分配

慮した施設運営に努める。 

・廃棄物運搬車両の走行により近接する自然とのふれあいの場の利用を妨げないよう、収集ルー

トを設定し、運転手に収集ルートの走行を遵守させ、自然とのふれあいの場の利用を妨げない

よう指導する。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の存在及び施設の稼働にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとお

り、自然とのふれあいの場の利用を妨げないよう周辺環境との調和に配慮した施設運営に努め、

廃棄物運搬車両の運転者への教育等を徹底する。 

以上により、施設の存在及び施設の稼働に伴う自然とのふれあいの場の利用環境への影響は

小さいものに抑えられると考えられることから、実行可能な範囲内でできる限り低減されると

評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

施設の存在及び施設の稼働に伴う自然とのふれあいの場の利用環境への影響は小さいと予

測されることから、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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9-11 日照阻害 

9-11-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

施設の存在に伴う日照阻害の影響を予測及び評価するため、表 9-11-1 に示す項目について

調査した。 

 

表 9-11-1 日照阻害の調査項目 

調査項目 

日影の状況 
冬至日における日影となる時刻、時間数等の日影の状況及び

日影の影響を調査した。 

その他の事項 
地形、工作物等の状況、住宅等の分布状況及び農耕地等の土

地利用の状況について調査した。 

 

2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-11-2 に示す資料を収集、整理した。 

また、日影となる時刻、時間数については、太陽の方位角、高度角に基づき机上検討により

把握した。 

 

表 9-11-2 既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

その他の事項 

・都市計画図（白図） 

・地形図 

・土地利用現況図 

 

2) 現地調査 

現地踏査により地形、工作物等の状況、農地の分布を把握した。 

また、日影の状況を把握するため、表 9-11-3 に示すとおり、天空写真の撮影を行った。 

 

表 9-11-3 天空写真の撮影条件 

 

 

  

項目 撮影条件 

使用カメラ Nikon D700 

使用レンズ フィッシュアイニッコール 8mm F2.8S 

撮影高さ 地盤＋1.5m 
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3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

2) 現地調査 

調査地域は、冬至日において、日照への影響が及ぶおそれがあると認められる地域として、

対象事業実施区域周辺とした。図 9-11-1 に調査地点を示す。 

 

4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を入手した。 

 

2) 現地調査 

日照阻害の調査期間等は、表 9-11-4 に示すとおりである。 

 

表 9-11-4 日照阻害の調査地点 

調査地点 調査期間 

ST-1 対象事業実施区域北西 

令和 2年 12 月 21 日（月）7時～16 時 
ST-2 対象事業実施区域西 

ST-3 対象事業実施区域南 

ST-4 対象事業実施区域北 

 

 

  



9-11-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-11-1 調査地点位置図（天空写真） 

 

● : 調査地点 

ST-4 

ST-1 

ST-3 

ST-2 

市道幹 2 号 

市道 I-120 号 
市道幹 2 号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 
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5. 調査結果 

1) 日影の状況 

(1) 既存資料調査、現地調査 

冬至日における日影となる時刻、時間数等の日影の状況は､表 9-11-5 に示すとおりである。

また、日影の状況を把握するために撮影した天空写真は､図 9-11-2(1)～(2)に示すとおりであ

る。 

 

              表 9-11-5 冬至日における日影の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 1)太陽は東から西へ移動するため、日影の方位は西から東へ移動する｡この時､南北線を O°として､午前中の日影の方位

をマイナス､午後の日影の方位をプラスの角度で表す。 

注 2)時刻は､太陽が南中(真南に位置)した時を正午(12:00)とする時刻の定め方（真太陽時）をいう｡したがって、日本標準

時とはずれが生じる。 

注 3)上表で示す日影の倍率は、1mの棒を立てた時の日影の長さと同じである｡つまり､Ｘｍ高さの棒が作る日影の長さは､Xm

ｘ日影の倍率で求まる。 

注 4)上表は、計画地の北緯36°10'05"として求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時 分 
時角 太陽高度 太陽方位 

日影倍率 
度 度 度 

8 00 -60 7.8 -53.3 7.282 

9 00 -45 16.8 -42.7 3.306 

10 00 -30 24.0 -30.2 2.243 

11 00 -15 28.8 -15.7 1.822 

12 00 0 30.4 0.0 1.702 

13 00 15 28.8 15.7 1.822 

14 00 30 24.0 30.2 2.243 

15 00 45 16.8 42.7 3.306 

16 00 60 7.8 53.3 7.282 
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ST-1 北西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-2 西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 9-11-2(1) 天空写真(8時) 
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ST-3 南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-4 北 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図 9-11-2(2) 天空写真(8時) 

  

北 

西 

南 

東 

北 

西 

南 

東 
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2) その他の予測･評価に必要な事項 

(1) 地形、工作物、住宅等の状況 

計画地周辺の標高図を図 9-11-3 に示す。計画地周辺の標高は 55～60m で、おおむね平坦な

地形である。広域的には、北東から南西にかけて徐々に高くなっている。 

 また、計画地周辺の住宅地図を図 9-11-4 に示す。計画地周辺は、後出のように工業専用地

域に指定されており、工場・事業所が立地する工業地帯で住宅や農地はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注）標高図は基盤地図情報数値標高モデル（国土地理院）を基に作成したものである。 

                 図 9-11-3 標高図 

  

計画地
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                 図 9-11-4 住宅地図 
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(2) 用途地域の状況 

計画地周辺の用途地域指定状況を図 9-11-5 に示す。計画地周辺は都市計画区域で用途地域

は工業専用地域に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 9-11-5 用途地域の指定状況 

 

  

計画地 
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(3) 日影規制の状況 

建築基準法及び埼玉県建築基準法施行条例(平成 24 年 10 月、埼玉県)では、日影による中高

層建築物の高さの制限が表 9-11-6 に示すとおり定められている。 

計画地は工業専用地域で規制の対象外である。 

なお、埼玉県では、｢埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱｣(昭和 53 年 10

月、埼玉県)が表 9-11-7 に示すとおり定められている。 

この内容に該当する中高層建築物の建築主に対し､その建築物を建築しようとする時には､

周辺の住環境に及ぼす影響に十分配慮することとしている。 

また､建築主は、当該中高層建築物の建築計画について､標識の設置及び近隣住民への説明を

行った後、市町村を経由して各建築安全センターに建築事業報告書を提出することが定められ

ている。 

 

表 9-11-6 日影による中高層建築物の制限 

対象区域 
制限を受ける建築物 

平均地盤 
面からの高さ 

敷地境界線からの水
平距離が10m以内の範
囲における日影時間 

敷地境界線からの水平
距離が10mを超える範
囲における日影時間 

地域又は区域 容積率 

第１種低層住居
専用地域、第２種
低層住居専用地
域又は田園住居
地域 

5/10、6/10 
又は8/10 軒の高さが7mを超える

建築物又は地階を除く
階数が３以上の建築物 

1.5m 3(2)時間 2(1.5)時間 

10/10 1.5m 4(3)時間 2.5(2)時間 

15/10又は 
20/10 

1.5m 5(4)時間 3(2.5)時間 

第１種中高層住
居専用地域又は
第２種中高層住
居専用地域 

10/10又は 
15/10 

高さが10mを超える建
築物 

4m 3(2)時間 2(1.5)時間 

20/10 4m 4(3)時間 2.5(2)時間 

30/10、 
40/10又は 
50/10 

4m 5(4)時間 3(2.5)時間 

第１種住居地域､
第２種住居地域
又は準住居地域 

10/10、 
15/10又は 
20/10 高さが10mを超える建

築物 

4m 4(3)時間 2.5(2)時間 

30/10、 
40/10又は 
50/10 

4m 5(4)時間 3(2.5)時間 

近隣商業地域 
10/10、 
15/10又は 
20/10 

高さが10mを超える建
築物 

4m 5(4)時間 3(2.5)時間 

準工業地域(都市
計画法(昭和43年
法律第100号)第1
1条第２項の規定
により定められ
た流通業務団地
の区域を除く｡) 

10/10、 
15/10又は 
20/10 

高さが10mを超える建
築物 

4m 5(4)時間 3(2.5)時間 

用途地域の指定
のない区域（知事
が別に定める区
域を除く｡） 

5/10又は 
8/10 

軒の高さが7mを超える
建築物又は地階を除く
階数が３以上の建築物 

1.5m 3(2)時間 2(1.5)時間 

10/10 
高さが10mを超える建
築物 

4m 4(3)時間 2.5(2)時間 

20/10又は 
30/10 

高さが10mを超える建
築物 

4m 5(4)時間 3(2.5)時間 

注 1）建築基準法､埼玉県建築基準法施行条例（昭和 35年 8月 5日 埼玉県条例第 37号、最終改正：平成24年 10 月 16 日 

埼玉県条例第52号） 

注 2）カッコ内の数値は､道の区域内に適用される時間数である。 

注 3）平均地盤面からの高さは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さである。 
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表 9-11-7 事業報告書の提出が必要な建築物 

建築物を建築しようとする地域又は区域 建築物の高さ又は階数 

ア 
a） 

都市計画法に規定する第１種低層住居専用地域､

第２種低層住居専用地域又は田園住居地域 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が

３以上の建築物 
b） 

用途地域の指定のない区域（容積率が10分の５又

は10分の８の区域に限る｡） 

イ 

a） 

都市計画法に規定する第１種中高層住居専用地域

､第２種中高層住居専用地域､第１種住居地域､第

２種住居地域､準住居地域､近隣商業地域（容積率

が10分の10､10分の15又は10分の20である区域に

限る｡）又は準工業地域（容積率が10分の10､10分の

15又は10分の20である区域に限る｡） 
高さが10mを超える建築物 

b） 
用途地域の指定のない区域（知事が別に定める区

域を除き､容積率が10分の10､10分の20又は10分の

30の区域に限る｡） 

ウ 
a） 

都市計画法に規定する都市計画区域内のうち次に

掲げる地域又は区域 

 1)用途地域のうちアa)及びィa)に掲げる 
  地域以外の地域(工業専用地域を除く。) 
 2)用途地域の指定のない区域のうちアb) 
  又はィb)に掲げる区域以外の区域 

高さが15mを超える建築物又は地階を除く階数が６以

上の建築物。ただし､アa)に掲げる地域若しくはアb)

に掲げる区域又はィa)に掲げる地域若しくはィb)に

掲げる区域内の建築基準法第56条の２第１項の水平

面上に､冬至日の真太陽時による午前８時から午後４

時までの間に日影を生じさせる場合にあっては、高さ

が10mを超える建築物 b） 都市計画区域以外の区域 

注 1）埼玉県建築基準法施行条例第8条の 2の表による用途地域の指定のない区域 

注 2）埼玉県建築基準法施行条例第8条の 2の表による用途地域の指定のない区域内で知事が別に定める区域（平成16年 

3月 5日付け埼玉県告示第405号） 
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9-11-2 予測 

1. 施設の存在に伴う日照阻害の影響 

1) 予測内容 

供用後の施設の存在によって､冬至日に日影となる時刻、時間数等の日影の状況を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域・地点は、現地調査の調査地域・地点と同様とした。 

 

3) 予測対象時期等 

施設の完成後、日照への影響を的確に把握することができる時期(冬至日)とした。 

 

4) 予測方法 

コンピュータシミュレーションにより、１時間ごとの日影の範囲を計算し､予測地域におけ

る時刻別日影図、等時間別日影図を作成することにより予測した。 

 

5) 予測条件 

日影の状況を予測する際に設定した条件は､表 9-11-8 に示すとおりである。 

 

表 9-11-8 日影の予測条件 

項 目 予測条件 

予測時点 施設が完成した時点 

予測対象時期 冬至日 

対象時間 8～16時 

予測地域の緯度 北緯36°10’05” 

予測対象構造物等 ごみ処理施設､付帯施設 

日影投影面 4m(建築基準法等の規制を受ける平均地盤面からの高さ) 

 

 

5) 予測結果 

冬至日の平均地盤面＋4m における予測地域に生じる時刻別日影図は図 9-11-6 に、等時間日

影図は図 9-11-7 に示すとおりである。 

現地調査の各地点における日影の状況（天空図）は、図 9-11-8(1)～図 9-11-8(2)に示すとお

りである。 
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図 9-11-6 時刻別日影時 
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図 9-11-7 等時間日影時 
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                図 9-11-8(1) 天空図(8時) 
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                図 9-11-8(2) 天空図(8時)  
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9-11-3 評価 

1. 施設の存在に伴う日照阻害の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

日照阻害において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

日照阻害に係る環境保全目標は、表 9-11-7 に示すとおりとした。 

 

表 9-11-9 施設の存在に伴う日照阻害に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の存在 

日照阻害に関しては､建築基準法及び埼玉県建築基準法施行条例(平

成 24 年 10 月、埼玉県)において､規制基準が定められているが、計画

地は工業専用地域であるので規制地域外である。このことから、日照阻

害に係る環境保全目標は、｢周辺地域の日照が著しく阻害されるおそれ

がないこと｣とした。 

 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・日影による周辺建物等への影響が可能な範囲で低減されるよう、建物の高さ及び排気筒の

配置等に配慮した施設計画とする。 

・対象事業実施区域敷地境界近辺の植栽については、日影による周辺建物等への影響が生じ

ないよう配慮して、緑化計画（施設計画）を検討する。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の存在にあたっては、前掲「環境の保全に関する配慮方針」に示すとおり、施設計画や

施設配置に配慮することにより、日照阻害への影響は低減されると考えられる。 

以上により、施設の存在に伴う日照阻害の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減され

ると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

施設の存在に伴う日照阻害は､5 時間等時間日影線が北側に隣接する工場にかかることとな

るが、この部分は駐車場、工場棟であり生活環境への大きな影響はないと考えられることから、

環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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9-12 電波障害 

9-12-1 調査結果の概要 

1. 調査内容 

施設の存在に伴う電波障害の影響を予測及び評価するために、表 9-12-1 に示す項目につい

て調査を実施した。 

 

表 9-12-1 電波障害の調査項目 

調査項目 

電波の発信状況 
・チャンネル、送信場所、送信出力、対象事業実施区域と

の距離等 

電波の受信状況 
・電界強度、受信画質、希望波と妨害波との比（D/U）、水

平パターン、ハイトパターン等 

その他の予測・評価に必要な

事項 

・電波受信に影響を生じさせている地形、工作物等の状況 

・住宅等の分布状況 

・電波受信の方法 

 

2. 調査方法 

1) 既存資料調査 

既存資料調査では、表 9-12-2 に示す資料を収集、整理した。 

 

表 9-12-2 既存資料調査の収集資料 

調査項目 収集資料 

電波の発信状況 

その他の事項 

・デジタル中継局開局情報（総務省関東綜合通信局） 

・「衛星放送の現状（令和元年度第 2四半期版）」 

（令和元年 7月、総務省情報流通行政局） 

・都市計画図（白図）（深谷市） 

・ゼンリン住宅地図（深谷市） 

・埼玉県土地利用基本計画図（埼玉県ホームページ） 

 

2) 現地調査 

現地調査は、表 9-12-3 に示す方法により調査を実施した。 

 

表 9-12-3 電波障害の調査方法 

調査項目 調査方法 

・電波受信に影響を生じさせて

いる地形、工作物等の状況 

・住宅等の分布状況 

・電波受信の方法 

既存資料で確認した状況を、現地踏査により現状の確

認を行った。 

 

3. 調査地域・調査地点 

1) 既存資料調査 

調査地域は、机上検討により想定した施設による遮蔽障害及び反射障害の発生が推定される

地域及びその周辺とした。 
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4. 調査期間等 

1) 既存資料調査 

既存資料は、入手可能な最新年度の資料を入手した。 

 

5. 調査結果 

1) 電波の発信状況 

(1) 既存資料調査 

既存資料調査の結果は、表 9-12-4(1)～表 9-12-4(2)に示すとおりである。 

 

表 9-12-4(1) 電波の発信状況（地上デジタル） 

送信局 放送局名 
周波数 
（MHz） 

送信高さ 
（海抜 m） 

送信出力 
（kW） 

送信 ERP 
（kW） 

児玉局 NHK 総合 473 565 0.0030 0.0270 

NHK 教育 551 565 0.0030 0.0290 

前橋局 NHK 総合 629 1,364 0.1000 0.6200 

NHK 教育 617 1,364 0.1000 0.6200 

東京 

スカイツリー 

NHK 総合 557 614 10.000 70.000 

NHK 教育 551 614 10.000 70.000 

    資料：「デジタル中継局開局情報」（総務省関東綜合通信局） 

 

表 9-12-4(2) 電波の発信状況（衛星放送） 

区分 
衛星放送の

名称 
周波数
（GHz） 

軌道位置 
高度 
（km） 

仰角 
（°） 

計画地から
の方位角 

BS 放送 BSAT-3a 

BSAT-3b 

BSAT-3c 

JCSAT-110R 

11.71398～

12.16294 

東経 110 度 35,786 37.9 224.2° 

CS 放送 N-SAT-110 12.27375～ 

12.74825 

東経 110 度 35,786 37.9 224.2° 

JCSAT-3A 12.2500～ 

12.7465 

東経 128 度 35,786 46.5 198.9° 

JCSAT-4B 12.2500～ 

12.7465 

東経 124 度 35,786 45.2 205.1° 

資料：「衛星放送の現状（令和元年度第 2 四半期版）」（令和元年 7 月、総務省情報流通行政局） 
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2) その他の予測・評価に必要な事項 

(1) 既存資料調査、現地調査 

① 電波受信に影響を生じさせている地形、工作物等の状況 

電波受信に影響を生じさせている地形、工作物等の状況の既存資料調査及び現地調査の結果

は、以下に示すとおりであった。 

対象事業実施区域及びその周辺は、平坦な地形が広がっており、電波受信に影響を生じさせ

るような地形はみられない。また、工業団地内に位置するため、排気筒等の構造物以外に、電

波受信に影響を生じさせるような高さのある大きな工作物等はほとんどない。 

 

② 住宅等の分布状況 

住宅等の分布状況の既存資料調査及び現地調査の結果は、以下に示すとおりであった。 

対象事業実施区域及びその周辺は、前掲「第 3章 地域の概況 3-1 社会的状況 3-1-2 土地利

用の状況」で示すとおり、住宅はみられない。 

 

③ 電波受信の方法 

電波受信の方法の既存資料調査及び現地調査の結果は、以下に示すとおりであった。 

電波受信の方法としては、アンテナの設置以外に、共同受信施設が考えられるが、対象事業

実施区域周辺における机上の検討により電波障害の発生が推定される地域には、共同受信施設

は確認されなかった。  
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9-12-2 予測 

1. 施設の稼働に伴う電波障害の影響 

1) 予測内容 

施設の建設による電波障害の範囲及び電波受信状況の変化の程度を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、現地調査の調査地域と同様とし、机上検討により想定した施設による遮蔽障害

及び反射障害の発生が推定される地域及びその周辺とした。 

 

3) 予測対象時期等 

予測対象時期等は、電波受信への影響を的確に把握できる時期として、施設の建設後とした。 

 

4) 予測方法 

事業計画に基づく施設の大きさ等の条件に基づき、「建造物障害予測の手引き（地上デジタル

放送）」（(社)日本 CATV 技術協会）に基づく地上デジタル放送電波の遮蔽障害及び反射障害に

ついての実用式により、電波障害の影響範囲を予測した。 

 

(1) 予測式 

電波障害の予測式は、以下に示すとおりとした。 

 

① 遮蔽障害 

ある遮蔽損失以上となる範囲（遮蔽障害距離 D2、障害幅 W0）について、以下の実用式により

計算した。 

 

［遮蔽障害予測距離 D2（m）］ 

D2＝1／（1/d’2＋1/d20） 

d’2：電波が水平に到来したときの遮蔽障害予測距離（m） 

d20（＝（H-h2）/（h1-H）・d1）：建造物高さに対応する光学的な見通し距離（m） 

 

［遮蔽損失ＳＬ（dB）］ 

𝑆𝐿 ൌ 20 𝑙𝑜𝑔ଵ ቤሼ𝛹ሺ𝑥ଵሻ  𝛹ሺ𝑥ଶሻሽ 
𝐸௫ଶ ∙ 𝐴ሶሺଵ~ସሻ ∙ ሼ1 െ𝛹ሺ𝑥ଵሻ െ 𝛹ሺ𝑥ଶሻሽ

2𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜗
ቤ 
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SL ：遮蔽損失（dB） 

𝛹ሺ𝑥ଵሻ ：フレネル積分 

𝐸௫ଶ ：建造物頂部高と受信アンテナ高に対応する都市減衰の比率 

𝐴ሶሺଵ~ସሻ ：建造物上部からの到来波 

𝐴ሶሺଵ~ସሻ ൌ ൛𝛹ሺ𝑥ଵሻ  𝑅ሶଵ ∙ 𝑅ሶଶ ∙ 𝛹ሺ𝑥ସሻൟ ∙ 𝑒ణ 

൛𝑅ሶଵ ∙ 𝛹ሺ𝑥ଶሻ  𝑅ሶଶ ∙ 𝛹ሺ𝑥ଷሻൟ ∙ 𝑒ିణ 

𝑅ሶଵ,𝑅ሶଶ：送・受信点～建造物間の各大地反射係数 

θr ： 

 
𝜃𝑟 ൌ

2𝜋ℎଵ ∙ ℎଶ
𝜆 ∙ 𝑑

 

h1e：送信アンテナ実効高 

h2e：受信アンテナ実効高 

なお、記号上の（・）はベクトルを意味する。 

 

② 反射障害 

反射障害の光学方向及び入射方向の中心線上の地点における受信アンテナ端子の DU 比、並

びにその地点での障害片幅について、以下の実用式により計算した。 

 

［予測計算式］ 

𝐷/𝑈 ൌ 20 𝑙𝑜𝑔ଵ ൬
𝐸
𝐸
൰𝐷ሺ𝜃ሻே் 

ൌ ሺ𝐷2 െ 𝐷1ሻ  𝐾ሺℎሻ  𝐾௨ሺℎଶሻ െ 𝐾ሺℎଶሻ  𝜂  𝐷ሺ𝜃ሻே் 

20 𝑙𝑜𝑔ଵ 
2𝑆

2𝑆ଵ ∙ 2𝑆௨
∙
𝑑ଵ  𝑑ଶ

𝑑
∙

1
|ሼ1 െ𝛹ሺ𝑥ଵሻ െ 𝛹ሺ𝑥ଵሻሽሼ1 െ𝛹ሺ𝑥ଵሻ െ 𝛹ሺ𝑥ଵሻሽ|

൨ 

 

D/U ：希望波と妨害波の電界強度の比（dB） 

ED ：希望波強度（V/m） 

EU ：反射波強度（V/m） 

D(θ)ANT ：受信アンテナ指向性（dB） 

D1 ：受信方向の送信アンテナ指向性（dB） 

D2 ：反射面方向の送信アンテナ指向性（dB） 

K(h0) ：入射波に対する都市減衰量（dB） 

Ku(h2) ：反射波に対する都市減衰量（dB） 

K(h2) ：希望波に対する都市減衰（dB） 

h0 ：反射面中心高（ｍ） 

h2 ：受信アンテナ高（ｍ） 

η ：反射面の反射損失（dB） 

2S ：送信点から受信点までの伝搬路における位相合成率 

2S1 ：送信点から反射板までの伝搬路における位相合成率 

2Su ：反射板から受信点までの伝搬路における位相合成率 
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(2) 予測条件 

電波障害に係る予測条件は、表 9-12-5 に示すとおりとした。 

 

表 9-12-5 電波障害に係る予測条件 

項目 予測条件 

建造物の規模 最高部の地上高： 

（建物）   GL+31.2m 

（プラント）GL+37.5 

（排気筒）  GL+41.5m 

建造物の構造 鉄骨造り 

受信アンテナの高さ 10m 

注 1)遮蔽障害、反射障害ともに他の建造物との複合障害については考慮していない。 

2)他の建造物による再反射は考慮していない。 

 

5) 予測結果 

電波障害の予測発生範囲は、図 9-12-1～図 9-12-4 に示すとおりである。 

地上デジタル放送電波における、施設の存在に伴う遮蔽障害予測範囲は、児玉局からの電波

は対象事業実施区域の東北東にある工場の 1棟に、前橋局からの電波は対象事業実施区域の南

東にある工場の 2棟に遮蔽障害をもたらす可能性がある。これらの障害予測地域には住宅等の

生活関連施設は存在しない。これら遮蔽障害の可能性がある3棟については、現地調査により、

障害局とは異なる局にて受信しているため、正常に受信できることを確認した。スカイツリー

局からの電波は対象事業実施区域の北西約 20ｍの範囲に遮蔽障害地域があるが、障害予測範囲

に住宅等の生活関連施設は存在しない。 

また、反射障害については発生しないものと予測される。 

衛生放送電波における、施設の存在に伴う遮蔽障害予測範囲は、対象事業実施区域の北東に

ある倉庫 1棟に遮蔽障害をもたらす可能性があるが、障害予測範囲に住宅等の生活関連施設は

存在しない。 

また、反射障害については発生しないものと予測される。 
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図 9-12-1 電波障害の予測範囲（地上デジタル放送（児玉局）） 

 



9-12-8 

 

図 9-12-2 電波障害の予測範囲（地上デジタル放送（前橋局）） 
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図 9-12-3 電波障害の予測範囲（地上デジタル放送（スカイツリー局）） 
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図 9-12-4 電波障害の予測範囲（衛星放送（BS、CS）） 
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9-12-3 評価 

1. 施設の稼働に伴う悪臭の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

電波障害において、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

電波障害に係る環境保全目標は、表 9-12-6 に示すとおりとした。 

 

表 9-12-6 施設の存在に伴う電波障害に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

施設の存在 

電波障害に関する環境保全に係る目標等は、以下に示すとおりと

した。 

…周辺地域の住民のテレビジョン放送電波の受信に支障を及ぼ

さないようにする。 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・電波障害の影響ができる限り低減されるよう、建物及び排気筒の高さ、配置等に配慮する。 

・地上デジタル放送電波受信の状況が悪化すると予測される地域において発生する受信障害

について、本事業に起因する障害であることが明らかになった場合には、共同受信施設設

置など適切な対策を実施する。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

事業の実施に当たっては、前掲した環境の保全に関する配慮方針に示すとおり、建物及び排

気筒の高さ、配置等に配慮するとともに、電波障害が発生した際の共同受信施設設置など適切

な対策を実施する計画である。 

以上により、施設の存在に伴う電波障害の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減され

ると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

施設の存在に伴う電波障害の予測範囲は、前掲図 9-12-1 から前掲図 9-12-4 に示すとおりで

あり、工業団地内であり、住宅等の生活関連施設は存在しない。遮蔽障害の可能性がある工場

棟に関しても、障害局とは異なる局にて受信しているため、正常に受信できると予測された。 

以上により、周辺地域の住民のテレビジョン放送電波の受信に支障を及ぼさないことから、

環境保全目標との整合が図られていると評価した。 
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9-13 廃棄物等 

9-13-1 予測 

1. 造成等の工事に伴う廃棄物等の影響 

1) 予測内容 

造成等の工事に伴う廃棄物等の影響について、表 9-13-1 に示す項目について予測を実施し

た。 

 

表 9-13-1 廃棄物等の予測項目 

調査項目 

廃棄物 
・廃棄物の種類及び種類ごとの排出量、並びに排出抑制の

状況 

残土 ・残土の発生量及び処理の状況 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域・地点は、対象事業実施区域内とした。 

 

3) 予測対象時期等 

予測対象時期等は、工事期間中とした。 

 

4) 予測方法 

工事計画に基づき定量的に予測した。 

 

5) 予測条件 

工事期間を通じて発生する廃棄物（廃棄物及び残土）は、以下に示す内容を想定した。 

廃棄物：既存建物解体工事及び施設建設工事に伴い発生する廃棄物 

残 土：ごみピット等の掘削に伴う掘削発生土 
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6) 予測結果 

(1) 廃棄物 

既存建物の解体工事及び施設の建設工事に伴う廃棄物の予測結果は、表 9-13-2 に示すとお

りである。 

 

表 9-13-2 既存建物の解体工事及び施設の建設工事に伴う廃棄物の予測結果 

廃棄物の種類 
排出量 

（t） 

廃棄物の排出抑制状況 

リサイクル及び 

処理・処分の方法 
リサイクル率 

アスファルト 69 再資源化又は安定型最終処分 99％以上 

コンクリート塊 900 再資源化又は安定型最終処分 99％以上 

ガラスくず・陶器くず 350 再資源化又は安定型最終処分 90％以上 

廃プラスチック 105 再資源化又は安定型最終処分 90％以上 

金属くず 100 再資源化又は安定型最終処分 99％以上 

木くず（建設発生木材） 208 再資源化又は焼却処理 99％以上 

建設混合廃棄物 348 再資源化又は管理型最終処分 75％以上 

石膏ボード 10 再資源化又は管理型最終処分場 － 

合計 2,090 － － 

 

 

(2) 残土 

ごみピット等の掘削に伴う残土の予測結果は、表 9-13-3 に示すとおりである。 

掘削発生土は、場内利用を基本とするが、場外へ搬出する掘削発生土は、「埼玉県土砂の排

出、たい積等の規制に関する条例」（平成 14 年埼玉県条例第 64 号）に基づき、可能な範囲で埋

め戻し等に使用する。 

 

表 9-13-3 残土量の予測結果 

掘削発生土量（m3） 場内利用土量（m3） 
場外搬出量（m3） 

（残土量） 

14,000 6,000 8,000 
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2. 施設の稼働に伴う廃棄物等の影響 

1) 予測内容 

施設の稼働に伴う廃棄物について、廃棄物の種類及び種類ごとの排出量、廃棄物の排出抑制

の状況を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域・地点は、対象事業実施区域内とした。 

 

3) 予測時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

 

4) 予測方法 

事業計画に基づき定量的に予測した。 

 

5) 予測結果 

施設の稼働に伴う廃棄物等の予測結果は、表 9-13-4 に示すとおりである。 

なお、生活排水は合併処理浄化槽で処理して工業団地内の排水管へ排水し、プラント排水は

計画外への排水はないことから、いずれも予測結果に含めていない。 

 

表 9-13-4 施設の稼働に伴う廃棄物等の予測結果 

廃棄物の種類 年間排出量（t/年） 処理方法 

焼却灰 5,584 再資源化又は管理型最終処分 

飛 灰 4,821 再資源化又は管理型最終処分 

合 計 10,405  
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9-13-2 評価 

1. 造成等の工事に伴う廃棄物等の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

廃棄物等において、周辺環境に及ぼす影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り

回避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

造成等の工事に伴う廃棄物等に係る環境保全目標は、表 9-13-5 及び表 9-13-6 に示すとおり

とした。 

 

表 9-13-5 造成等の工事に伴う廃棄物等に係る環境保全目標 

影響要因の区分 環境保全目標 

造成等の工事 

「建設リサイクル推進計画 2020」（令和 2年 9月、国土交通

省）に示されている再資源率等の目標を満足することとす

る。 

 

表 9-13-6 「建設リサイクル推進計画 2020」における目標 

対象品目 令和 6年度の目標 

 アスファルト・コンクリート塊 再資源化率 99％以上 

 コンクリート塊 再資源化率 99％以上 

 建設発生木材 再資源化・縮減率 99％以上 

 建設汚泥 再資源化・縮減率 95％以上 

 建設混合廃棄物 排出率 3.5％以下 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 98％以上 

建設発生土（残土） 建設発生土有効利用率 85％以上 

 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・廃棄物の発生抑制、減量化及び再利用・再資源化の向上に努める。 

・再利用・再資源化できない廃棄物は、関係法令等を遵守して、適正な処理・処分を実施す

る。 
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3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

造成等の工事に伴う廃棄物等の排出量は、廃棄物等の発生抑制及び再資源化により、実行可

能な範囲内でできる限り低減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

造成等の工事に伴う廃棄物等の予測結果と環境保全目標の比較は、表 9-13-7 に示すとおり

である。 

造成等の工事に伴う廃棄物等の影響は、環境保全目標を満足すると予測されており、環境保

全目標との整合が図られていると評価した。 

なお、残土については、可能な範囲で場内利用し、場外搬出土についても可能な範囲で再利

用する計画である。 

 

表 9-13-7 造成等の工事に伴う廃棄物等の予測結果と環境保全目標の比較 

対象品目 予測結果 環境保全目標 

 アスファルト 再資源化率 99％以上 99％以上 

 コンクリート塊 再資源化率 99％以上 99％以上 

 建設発生木材 再資源化・縮減率 99％以上 99％以上 

 建設混合廃棄物 排出率 16.7％ 3.5％以下 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 98％以上 98％以上 

建設発生土（残土） 建設発生土有効利用率 － 85％以上 

注)建設発生土（残土）の場内利用率は 43％となるが、場外での有効利用量が未定であるため、予測結果から

除外した。 
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2. 施設の稼働に伴う廃棄物等の影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

廃棄物等において、周辺環境に及ぼす影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り

回避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

施設の稼働に伴う廃棄物等に係る環境保全目標は、「廃棄物等の排出量をできる限り抑制す

ること」とした。 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

・廃棄物は、関係法令等を遵守して、適正な処理・処分を実施するとともに、分別回収の上、

減量化及び再利用・再資源化の向上に努める。 

・施設では処理できない処理不適物（資源化不適物）は、関係法令等を遵守して、埋め立て

処分等適正に処理を行う。 

・焼却灰及び焼却飛灰は、再資源化を実施したのち、最終処分場で処分を基にして、資源化

技術の動向等を考慮しながら、処理・処分方法を検討する。 

 

3) 評価結果 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の稼働に伴い発生する流動媒体は、埋立による最終処分を行うが、廃棄物の焼却に伴い

発生する灰は、全量をばいじん（飛灰）として捕集し、可能な限り造粒固化等を行う再生業者

で再生利用し、一部は埋立による最終処分を行う計画としている。 

以上により、施設の稼働に伴う廃棄物（流動媒体及び飛灰）の排出量は、実行可能な範囲内

でできる限り低減されると評価した。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

施設の稼働に伴う廃棄物等の影響は、廃棄物等の発生量を実行可能な範囲でできる限り低減

されていることから、環境保全目標との整合が図られていると評価した。 



9-14-1 

9-14 温室効果ガス等 

9-14-1 予測 

1. 建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの影響 

1) 予測内容 

建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの種類及び種類ごとの排出量、温室効果ガスの排出量削

減の状況を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域・地点は、対象事業実施区域内とした。 

 

3) 予測対象時期等 

予測対象時期等は、工事期間中とした。 

 

4) 予測方法 

予測の手順は、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編 Ver．

1.1」（令和 3年 3月、環境省）（以下、マニュアルという）に基づく方法とした。 

建設機械の種類及び稼働台数は、工事計画に基づき設定し、既存資料による燃料消費量の原

単位や二酸化炭素の排出係数等を用いて、温室効果ガス排出量を定量的に予測した。 

また、温室効果ガス排出量の削減対策のための環境保全措置を明らかにした上で、その効果

についても定量的に予測した。 

 

 

図 9-14-1 予測の手順 

 

  

①温室効果ガス排出源の設定
　・予測対象とする排出源を設定。

②温室効果ガス排出源の活動量の設定
　・予測対象とする排出源の予測期間中におけ
　　る活動量を設定。

③温室効果ガス排出係数の設定
　・予測対象とする排出源毎に温室効果ガスの
　　排出係数を設定。

④地球温暖化係数の設定
　・温室効果ガスの温暖化能力を表す指標であ
　　る温暖化係数を設定。

⑤温室効果ガスの総排出量の算定
　・①～④で設定した予測対象とする排出源毎
　　の活動量、排出係数、地球温暖化係数から
　　予測期間中に予測対象から排出される温室
　　効果ガス量を算定。

注）GHGは、温室効果ガスの略称

①GHC排出源の設定

②GHC排出源の活動量の設定

③GHC排出係数
の設定

④地球温暖化
係数の設定

⑤GHCの総排出量の算定
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(1) 予測条件 

① 温室効果ガス排出源の設定 

建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの排出源は、表 9-14-1 に示すとおりである。 

 

表 9-14-1 温室効果ガスの排出源（建設機械の稼働） 

工事内容 建設機械 規格 
延べ稼働台数 

（台/工事期間中） 

解体工事 ブルドーザ 32ｔ 50 

バックホウ 1.4ｍ3 150 

土工事 ラフタークレーン 50ｔ吊 98 

圧入機（パイラー） 103kW 98 

ミニバックホウ 0.15ｍ3 97 

杭打機 159kW 11 

ラフタークレーン 25ｔ吊 58 

バックホウ 0.45ｍ3 85 

バックホウ 0.7ｍ3 274 

バックホウ 0.25ｍ3 178 

建築工事 ラフタークレーン 50ｔ吊 370 

ラフタークレーン 75ｔ吊 188 

クローラクレーン 200ｔ 120 

コンクリートポンプ車 125ｍ3 68 

トラッククレーン 30ｔ 290 

プラント工事 クローラクレーン 350ｔ 192 

クローラクレーン 120ｔ 144 

ラフタークレーン 60ｔ 30 

ラフタークレーン 25ｔ 90 
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② 温室効果ガス排出源の活動量の設定 

建設機械の稼働に係る活動量は、表 9-14-2 に示すとおりである。 

建設機械の活動量（燃料使用量）は、下記の計算式により算定した。 

 

・活動量（燃料使用量）の算定式 

延べ稼働台数×稼動時間×燃料消費率＝燃料使用量 

 

表 9-14-2 建設機械の稼働における活動量 

工事内容 建設機械 規格 
延べ稼働台数 

(台/工事期間中) 

稼働時間 

（時間/日） 

燃料消費率 

（L/時間） 

燃料消費量 

(L/工事期間中) 

解体工事 ブルドーザ 32ｔ 50 8 32.0 12,800 

バックホウ 1.4ｍ3 150 8 25.0 30,000 

土工事 ラフタークレーン 50ｔ吊 98 8 23.0 18,032 

圧入機（ﾊﾟｲﾗｰ） 103kW 98 8 21.0 16,464 

ミニバックホウ 0.15ｍ3 97 8 4.1 3,182 

杭打機 159kW 11 8 14.0 1,232 

ラフタークレーン 25ｔ吊 58 8 17.0 7,888 

バックホウ 0.45ｍ3 82 8 9.2 6,256 

バックホウ 0.7ｍ3 274 8 18.0 39,456 

バックホウ 0.25ｍ3 178 8 6.3 8,971 

建築工事 ラフタークレーン 50ｔ吊 370 8 23.0 68,080 

ラフタークレーン 75ｔ吊 188 8 24.0 36,096 

クローラクレーン 200ｔ 120 8 18.0 17,280 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 125ｍ3 68 8 21.0 11,424 

トラッククレーン 30ｔ 290 8 7.3 16,936 

プラント

工事 

クローラクレーン 350ｔ 192 8 23.0 35,328 

クローラクレーン 120ｔ 144 8 14.0 16,128 

ラフタークレーン 60ｔ 30 8 24.0 5,760 

ラフタークレーン 25ｔ 90 8 17.0 12,240 

合計 363,332 

注 1)延べ稼働台数は、工事計画に基づき設定した。 

2)稼働時間、燃料消費率は、「建設機械等損料算定表 令和元年度版」（一般社団法人日本建設機械施工協会）に基づ

き設定した。 
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③ 温室効果ガス排出係数の設定 

建設機械に使用する燃料は、全て軽油として、表 9-14-3 に示す温室効果ガス排出係数を用

いた。 

 

表 9-14-3 建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの排出係数 

区分 活動量 
排出係数 

二酸化炭素（kg-CO2/L） 

建設機械の稼働 軽油の使用 燃料使用量 2.58 

注）排出係数は、マニュアルに基づき設定した。 

 

④ 地球温暖化係数の設定 

温室効果ガスの地球温暖化係数は、表 9-14-4 に示すとおりである。 

地球温暖化係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（平成 11 年政令第 143 号）

第 4条に定められた値を用いた。 

 

表 9-14-4 地球温暖化係数 

温室効果ガス 地球温暖化係数 

二酸化炭素 1 

出典：「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（平成 11 年政令第 143 号） 

 

⑤ 温室効果ガスの総排出量の算定 

温室効果ガスの総排出量は、下記の計算式により算定した。 

 

・二酸化炭素排出量（t-CO2）の算定式 

燃料使用量（L）×二酸化炭素排出係数（kg-CO2/L）/1,000×地球温暖化係数 

 

 

5) 予測結果 

建設機械の稼働に伴う温室効果ガス排出量は、表 9-14-5 に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う工事期間中の温室効果ガスの総排出量は、937t-CO2と予測される。 

 

表 9-14-5 建設機械の稼働に伴う温室効果ガス排出量（工事期間中） 

区分 温室効果ガス排出量（t-CO2） 

建設機械の稼働 軽油の使用 937 
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2. 資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの影響 

1) 予測内容 

資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの種類及び種類ごとの排出量、温室効果ガスの

排出量削減の状況を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域・地点は、対象事業実施区域内及びその周辺の車両の走行範囲とした。 

 

3) 予測時期等 

予測対象時期等は、工事期間中とした。 

 

4) 予測方法 

予測の手順は、マニュアルに基づく方法とした。 

資材運搬等の車両の種類及び走行台数は、工事計画に基づき設定し、既存資料による燃料消

費量の原単位や二酸化炭素の排出係数等を用いて、温室効果ガス排出量を定量的に予測した。 

また、温室効果ガス排出量の削減対策のための環境保全措置を明らかにした上で、その効果

についても定量的に予測した。 

 

 

図 9-14-2 予測の手順（再掲） 

  

①温室効果ガス排出源の設定
　・予測対象とする排出源を設定。

②温室効果ガス排出源の活動量の設定
　・予測対象とする排出源の予測期間中におけ
　　る活動量を設定。

③温室効果ガス排出係数の設定
　・予測対象とする排出源毎に温室効果ガスの
　　排出係数を設定。

④地球温暖化係数の設定
　・温室効果ガスの温暖化能力を表す指標であ
　　る温暖化係数を設定。

⑤温室効果ガスの総排出量の算定
　・①～④で設定した予測対象とする排出源毎
　　の活動量、排出係数、地球温暖化係数から
　　予測期間中に予測対象から排出される温室
　　効果ガス量を算定。

注）GHGは、温室効果ガスの略称

①GHC排出源の設定

②GHC排出源の活動量の設定

③GHC排出係数
の設定

④地球温暖化
係数の設定

⑤GHCの総排出量の算定
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(1) 予測条件 

資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの排出源は、工事期間中に継続して走行する主

要な車両として、大型車（ダンプトラック、トラック、コンクリートミキサー車等）、小型貨物

及び小型車（通勤用車両）を対象とした。 

 

① 温室効果ガス排出源の設定 

資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの排出源は、表 9-14-6 に示すとおりである。 

 

表 9-14-6 温室効果ガスの排出源（資材運搬等の車両の走行） 

車種 
延べ走行台数 

（台/工事中） 

大型車 9,515 

小型貨物 25 

小型車 29,490 

 

② 温室効果ガス排出源の活動量の設定 

資材運搬等の車両の走行に係る活動量は、表 9-14-7 に示すとおりである。 

資材運搬等の車両の活動量（燃料使用量及び総走行距離）は、下記の計算式により算定した。 

 

燃料使用量（L/年） 

延べ走行台数×走行距離×燃料消費率＝燃料使用量 

総走行距離（km/年） 

述べ走行台数×走行距離＝総走行距離 

 

表 9-14-7 資材運搬等の車両の車種毎の活動量 

車種 
延べ走行台数 

（台/工事中） 

走行距離 

（km/台日） 

総走行距離 

（km/工事中） 

燃料消費率 

（L/km） 

燃料使用量 

（L/工事中） 

大型車 9,515 20 190,300 0.270 51,381 

小型貨物 25 20 500 0.123 62 

小型車 29,490 20 589,800 0.107 63,109 

注 1)延べ走行台数は、工事計画に基づき設定した。 

2)1 台あたりの走行距離は、関係市内の往復を想定し、往復 20km/台とした。 

3)燃料消費率は、「自動車燃料消費量統計 年報 令和 2年度分」(国土交通省)に基づき設定した。 
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③ 温室効果ガス排出係数の設定 

資材運搬等の車両の車種毎の温室効果ガス排出係数は、表 9-14-8 に示すとおりである。 

資材運搬等の車両の燃料は、大型車、小型貨物は軽油、小型車はガソリンと想定した。 

 

表 9-14-8 資材運搬等の車両の車種毎の温室効果ガス排出係数 

車種 活動量 
排出係数 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 

大型車 

燃料使用量 
（L/年） 

2.58 
（kg-CO2/L） 

－ － 

総走行距離 
（km/年） 

－ 
0.0000100 

（kg-CH4/km） 
0.0000380 

（kg-N2O/km） 

小型貨物 

燃料使用量 
（L/年） 

2.58 
（kg-CO2/L） 

－ － 

総走行距離 
（km/年） 

－ 
0.0000083 

（kg-CH4/km） 
0.0000130 

（kg-N2O/km） 

小型車 

燃料使用量 
（L/年） 

2.32 
（kg-CO2/L） 

－ － 

総走行距離 
（km/年） 

－ 
0.0000059 

（kg-CH4/km） 
0.0000035 

（kg-N2O/km） 

注）排出係数は、マニュアルに基づき設定した。 

 

④ 地球温暖化係数の設定 

温室効果ガス毎の地球温暖化係数は、表 9-14-9 に示すとおりである。 

地球温暖化係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（平成 11 年政令第 143 号）

第 4条に定められた値を用いた。 

 

表 9-14-9 地球温暖化係数 

温室効果ガス 地球温暖化係数 

二酸化炭素 1 

メタン 25 

一酸化二窒素 298 

出典：「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（平成 11 年政令第 143 号） 

 

⑤ 温室効果ガスの総排出量の算定 

温室効果ガスの総排出量は、下記の計算式により算定した。 

 

二酸化炭素排出量（t-CO2） 

燃料使用量（L）×二酸化炭素排出係数（kg-CO2/L）/1,000×地球温暖化係数 

メタン排出量（t-CH4） 

総走行距離（km）×排出係数（kg-CH4/km）/1,000×地球温暖化係数 

一酸化二窒素排出量（t-N2O） 

総走行距離（km）×排出係数（kg-N2O/km）/1,000×地球温暖化係数  
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5) 予測結果 

資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガス排出量は、表 9-14-10 に示すとおりである。 

資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの工事期間中における総排出量は、282t-CO2と

予測される。 

 

表 9-14-10 資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガス排出量（工事期間中） 

車種 

温室効果ガス排出量 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 温室効果ガス 

総排出量 

（t-CO2） 
排出量 

（t-CO2） 

排出量 

（t-CH4） 

排出量×GWP 

（t-CO2） 

排出量 

（t-N2O） 

排出量×GWP 

（t-CO2） 

大型車 132.6 0.001903 0.0476 0.007231 2.155 

282 

（282.1067） 

小型貨物 0.2 0.000004 0.0001 0.000007 0.002 

小型車 146.4 0.003480 0.0870 0.002064 0.615 

合計 279.2 － 0.1347 － 2.772 

注）GWP は地球温暖化係数の略称である。 
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3. 施設の稼働に伴う温室効果ガスの影響 

1) 予測内容 

施設の稼働に伴う温室効果ガスの種類及び種類ごとの排出量、温室効果ガスの排出量削減の

状況を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域・地点は、対象事業実施区域内とした。 

 

3) 予測時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

 

4) 予測方法 

予測の手順は、マニュアルに基づく方法とした。 

温室効果ガスの排出源、排出係数、活動量等を設定し、温室効果ガス排出量を定量的に予測

した。 

また、温室効果ガス排出量の削減対策のための環境保全措置を明らかにした上で、その効果

についても定量的に予測した。 

 

図 9-14-3 予測の手順（再掲） 

 

  

①温室効果ガス排出源の設定
　・予測対象とする排出源を設定。

②温室効果ガス排出源の活動量の設定
　・予測対象とする排出源の予測期間中におけ
　　る活動量を設定。

③温室効果ガス排出係数の設定
　・予測対象とする排出源毎に温室効果ガスの
　　排出係数を設定。

④地球温暖化係数の設定
　・温室効果ガスの温暖化能力を表す指標であ
　　る温暖化係数を設定。

⑤温室効果ガスの総排出量の算定
　・①～④で設定した予測対象とする排出源毎
　　の活動量、排出係数、地球温暖化係数から
　　予測期間中に予測対象から排出される温室
　　効果ガス量を算定。

注）GHGは、温室効果ガスの略称

①GHC排出源の設定

②GHC排出源の活動量の設定

③GHC排出係数
の設定

④地球温暖化
係数の設定

⑤GHCの総排出量の算定
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(1) 予測条件 

① 温室効果ガス排出源の設定 

施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出源は、「電力消費」、「燃料の燃焼」及び「廃棄物の焼却」

を対象とする。 

また、温室効果ガスの削減対象は、「発電」とする。 

 

② 温室効果ガス排出源の活動量の設定 

施設の稼働に係る活動量は、表 9-14-11(1)～表 9-14-11(2)に示すとおりである。 

施設の稼働に伴う活動量は、電力消費、燃料の燃焼（廃棄物の燃焼開始時の補助等）、廃棄物

の焼却が想定される。 

また、新施設では、地球温暖化対策として、発電（廃棄物発電）を計画しており、この環境

保全措置による温室効果ガス削減効果を見込むものとする。 

 

表 9-14-11(1) 施設の稼働に伴う活動区分毎の活動量（排出） 

活動区分 活動量 

電力消費（購入電力）（kWh/年） 59,892 

燃料の燃焼 A 軽油（kL/年） 10 

廃棄物の焼却 

紙くず、木くず（t/年） 13,200 

廃プラスチック類（t/年） 26,400 

繊維くず（t/年） 6,600 

ゴムくず（t/年） 66 

汚泥（t/年） 9,900 

廃油（t/年） 1,287 

注）活動区分及び活動量は、事業計画に基づき設定した。 

 

表 9-14-11(2) 施設の稼働に伴う活動区分毎の活動量（削減） 

活動区分 活動量 

発電（廃棄物発電）（kWh/年） 25,344,000 

注）活動区分及び活動量は、事業計画に基づき設定した。 
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③ 温室効果ガス排出係数の設定 

施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出係数は表 9-14-12 に示すとおりである。 

温室効果ガス排出係数は、マニュアルに基づき設定した。 

 

表 9-14-12 施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出係数 

活動区分 
活動量 排出係数 

二酸化炭素 メタン 
一酸化 
二窒素 

電力消費（購入電力） 
59,892 

（kWh/年） 
0.000443 

（t-CO2/kWh） 
－ － 

燃料の
燃焼 

A 重油 
10 

（kL/年） 
2.49 

（t-CO2/kL） 
－ － 

廃棄物
の焼却 

紙くず、木くず 
13,200 
（t/年） 

－ － 
0.00001 

（t-N2O/t） 

廃プラスチック類 
26,400 
（t/年） 

2.55 
（t-CO2/t） 

－ 
0.00017 

（t-N2O/t） 

繊維くず 
6,600 

（t/年） 
2.29 

（t-CO2/t） 
－ － 

ゴムくず 
66 

（t/年） 
1.72 

（t-CO2/t） 
－ － 

汚泥 
9,900 

（t/年） 
－ 

0.0000097 
（t-CH4/t） 

0.00045 
（t-N2O/t） 

廃油 
1,287 

（t/年） 
2.92 

（t-CO2/t） 
0.00000056 
（t-CH4/t） 

0.0000098 
（t-N2O/t） 

発電 廃油 
0.000443 

（t-CO2/kWh） 
－ － 

注 1)排出係数は、マニュアルに基づき設定した。 

2)電力消費及び発電に係る二酸化炭素排出係数は、「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定

用）－令和 2 年度実績－」（令和 4年、環境省）に基づき東京電力エナジーパートナー（株）の二酸化炭素排出係

数とした。 

 

④ 地球温暖化係数の設定 

温室効果ガス毎の地球温暖化係数は、表 9-14-13 に示すとおりである。 

 

表 9-14-13 地球温暖化係数（再掲） 

温室効果ガス 地球温暖化係数 

二酸化炭素 1 

メタン 25 

一酸化二窒素 298 

出典：「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（平成 11 年政令第 143 号） 

 

⑤ 温室効果ガスの総排出量の算定 

温室効果ガスの総排出量は、下記の計算式により算定した。 

 

ア.二酸化炭素排出及び削減量（t-CO2） 

・電力の消費量 

電力使用量（kWh）×二酸化炭素排出係数（t-CO2/kWh）×地球温暖化係数 
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・電力の発電量 

発電量（kWh）×二酸化炭素排出係数（t-CO2/kWh）×地球温暖化係数 

・燃料の燃焼 

燃料使用量（kL）×二酸化炭素排出係数（t-CO2/kL）×地球温暖化係数 

・廃棄物の焼却 

廃棄物の焼却量（t）×二酸化炭素排出係数（t-CO2/t）×地球温暖化係数 

 

イ.メタン排出量（t-CH4） 

廃棄物の焼却量（t）×排出係数（t-CH4/t）×地球温暖化係数 

 

ウ.一酸化二窒素排出量（t-N2O） 

廃棄物の焼却量（t）×排出係数（t-N2O/t）×地球温暖化係数 

 

5) 予測結果 

施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量及び削減量は、表 9-14-14(1)～表 9-14-14(2)に示す

とおりである。 

施設の稼働に伴う年間の温室効果ガス総排出量は、89,068t-CO2/年、削減量は 11,227t-CO2/

年と予測される。 

 

表 9-14-14(1) 施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量（1年間） 

活動 

区分 

温室効果ガス排出量 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 温室効果 
ガス 

総排出量 
（t-CO2） 

排出量 
（t-CO2） 

排出量 
（t-CH4） 

排出量 
×GWP 

（t-CO2） 

排出量 
（t-N2O） 

排出量 
×GWP 

（t-CO2） 

電力消費 26.5 － － － － 

89,068 

(89,067.549) 

A 重油 24.9 － － － － 

紙くず、木くず － － － 0.132 39.336 

廃プラスチック類 67,320.0 － － 4.488 1,337.424 

合成繊維 15,114.0 － － － － 

廃ゴムタイヤ 113.5 － － － － 

汚泥 － 0.096 2.400 4.455 1,327.590 

廃油 3,758.0 0.001 0.025 0.013 3.874 

合計 86,356.9 － 2.425 － 2,708.224 

注）GWP は地球温暖化係数の略称である。 

 

表 9-14-14(2) 施設の稼働に伴う温室効果ガス削減量（1年間） 

活動区分 温室効果ガス削減量（t-CO2） 

発電 
11,227 

(11,227.4) 
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4. 廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガスの影響 

1) 予測内容 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガスの種類及び種類ごとの排出量、温室効果ガスの

排出量削減の状況を予測した。 

 

2) 予測地域・地点 

予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺の車両が走行する範囲とした。 

 

3) 予測時期等 

施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

 

4) 予測方法 

予測の手順は、マニュアルに基づく方法とした。 

廃棄物運搬車両等の走行台数は、事業計画に基づき設定し、既存資料による燃料消費量の原

単位や二酸化炭素の排出係数等を用いて、温室効果ガス排出量を定量的に予測した。 

また、温室効果ガス排出量の削減対策のための環境保全措置を明らかにした上で、その効果

についても定量的に予測した。 

 

図 9-14-4 予測の手順（再掲） 

 

  

①温室効果ガス排出源の設定
　・予測対象とする排出源を設定。

②温室効果ガス排出源の活動量の設定
　・予測対象とする排出源の予測期間中におけ
　　る活動量を設定。

③温室効果ガス排出係数の設定
　・予測対象とする排出源毎に温室効果ガスの
　　排出係数を設定。

④地球温暖化係数の設定
　・温室効果ガスの温暖化能力を表す指標であ
　　る温暖化係数を設定。

⑤温室効果ガスの総排出量の算定
　・①～④で設定した予測対象とする排出源毎
　　の活動量、排出係数、地球温暖化係数から
　　予測期間中に予測対象から排出される温室
　　効果ガス量を算定。

注）GHGは、温室効果ガスの略称

①GHC排出源の設定

②GHC排出源の活動量の設定

③GHC排出係数
の設定

④地球温暖化
係数の設定

⑤GHCの総排出量の算定
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(1) 予測条件 

① 温室効果ガス排出源の設定 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガスの排出源は、表 9-14-15 に示すとおりである。 

 

表 9-14-15 温室効果ガスの排出源（廃棄物運搬車両等の走行） 

車種 延べ走行台数（台/年） 

大型車（廃棄物等運搬車両） 36,300 

小型車（通勤車） 9,900 

 

② 温室効果ガス排出源の活動量の設定 

廃棄物運搬車両等の走行に係る活動量は、表 9-14-16 に示すとおりである。 

廃棄物運搬車両等の走行に係る活動量（燃料使用量及び総走行距離）は、下記の計算式によ

り算定した。 

・燃料使用量（L/年） 

延べ走行台数×走行距離×燃料消費率＝燃料使用量 

・総走行距離（km/年） 

述べ走行台数×走行距離＝総走行距離 

 

表 9-14-16 廃棄物運搬車両等の車種毎の活動量 

車種 

延べ 

走行台数 

（台/年） 

走行距離 

（km/台日） 

総走行距離 

（km/年） 

燃料消費率 

（L/km） 

燃料使用量 

（L/年） 

大型車（廃棄物等運搬車両） 36,300 100 3,630,000 0.27 980,100 

小型車（通勤車） 
4,950 20 99,000 0.107 10,593 

4,950 40 198,000 0.107 21,186 

注 1)延べ走行台数は、事業計画に基づき設定した。 

2)大型車（廃棄物等運搬車両）の走行距離は、事業計画に基づき設定した。 

3)小型車（通勤車）の走行距離は、日走行台数の半数を関係市内からの通勤（往復 20km/台）、残りの半数を関係市外

からの通勤（往復 40km/台）とした。 

4)燃料消費率は、「自動車燃料消費量統計年報 令和 2年度分」(国土交通省)に基づき設定した。 
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③ 温室効果ガス排出係数の設定 

廃棄物運搬車両等の車種毎の温室効果ガス排出係数は、表 9-14-17 に示すとおりとする。 

温室効果ガス排出係数は、マニュアルに基づき設定した。 

廃棄物運搬車両等の燃料は、大型車は軽油、小型車はガソリンと想定した。 

 

表 9-14-17 廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガスの排出係数 

車種 活動量 
排出係数 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 

大型車 

燃料使用量 
（L/年） 

2.58 
（kg-CO2/L） 

－ － 

総走行距離 
（km/年） 

－ 
0.0000100 

（kg-CH4/km） 
0.0000380 

（kg-N2O/km） 

小型車 

燃料使用量 
（L/年） 

2.32 
（kg-CO2/L） 

－ － 

総走行距離 
（km/年） 

－ 
0.0000059 

（kg-CH4/km） 
0.0000035 

（kg-N2O/km） 

注）排出係数は、マニュアルに基づき設定した。 

 

④ 地球温暖化係数の設定 

温室効果ガス毎の地球温暖化係数は、表 9-14-18 に示すとおりである。 

 

表 9-14-18 地球温暖化係数（再掲） 

温室効果ガス 地球温暖化係数 

二酸化炭素 1 

メタン 25 

一酸化二窒素 298 

出典：「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（平成 11 年政令第 143 号） 

 

⑤ 温室効果ガスの総排出量の算定 

温室効果ガスの総排出量は、下記の計算式により算定した。 

二酸化炭素排出量（t-CO2） 

燃料使用量（L）×二酸化炭素排出係数（kg-CO2/L）/1,000×地球温暖化係数 

メタン排出量（t-CH4） 

総走行距離（km）×排出係数（kg-CH4/km）/1,000×地球温暖化係数 

一酸化二窒素排出量（t-N2O） 

総走行距離（km）×排出係数（kg-N2O/km）/1,000×地球温暖化係数 
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5) 予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガス排出量は、表 9-14-19 に示すとおりである。 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う年間の温室効果ガスの総排出量は、2,645t-CO2と予測される。 

 

表 9-14-19 廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガス排出量（1年間） 

車種 

温室効果ガス排出量 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 温室効果 
ガス 

総排出量 
（t-CO2） 

排出量 
（t-CO2） 

排出量 
（t-CH4） 

排出量 
×GWP 

（t-CO2） 

排出量 
（t-N2O） 

排出量 
×GWP 

（t-CO2） 

大型車 2,528.7 0.0363 0.91 0.1379 41.09 

2,645 
(2,644.85) 

小型車（関係市内） 24.6 0.0006 0.02 0.0003 0.09 

小型車（関係市外） 49.2 0.0012 0.03 0.0007 0.21 

合計 2,602.5 － 0.96 － 41.39 

注）GWP は地球温暖化係数の略称である。 
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9-14-2 評価 

1. 建設機械の稼働及び資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

工事中に排出される温室効果ガス等が、周辺環境に及ぼす影響が事業者により実行可能な範

囲内でできる限り回避され、または低減されているかについて明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかを明らかにした。 

温室効果ガス等に係る環境保全目標は、表 9-14-20 に示すとおりである。 

 

表 9-14-20 温室効果ガス等に係る環境保全目標 

出典 整合を図るべき基準・目標等 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

（平成 10 年法律第 117 号） 

事業者の責務 

第 5条事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出

の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等

に寄与するための措置を含む。）を講ずるように努めるととも

に、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制

のための施策に協力しなければならない。 

建設業の環境自主行動計画第 7版 

（令和 3年 4月） 

CO2排出量原単位を 2030～2040 年度の早い時期に 40％削減を

目指す（2013 年度比） 

施工段階における CO2排出量を 2050 年までに実質０となるた

めの取組みを推進 

・国の施策、電源の脱炭素化の方向性、重機・車両の省燃費

化の把握 

・施工段階における CO₂排出量・削減活動実績の把握 

・業界内における省燃費運転の普及・展開 

・地球温暖化防止活動の啓発 

・行政・関連団体との連携した活動 

・施工段階における CO₂排出抑制への具体的なツールの提供 
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2) 環境の保全に関する配慮方針 

(1) 建設機械の稼働 

・建設機械は、実行可能な範囲で、低公害機種を使用する。 

・建設機械の空ぶかしや過負荷運転を抑制する。 

・建設機械に使用する燃料は、適正な品質のものを使用する。 

・建設機械の計画的で効率的な運用を行い、全体の稼働時間を抑制する。 

 

(2) 資材運搬等の車両の走行 

・資材運搬等の車両は、実行可能な範囲で、低公害機種を使用する。 

・資材運搬等の車両の点検・整備を十分に行い、空ぶかしを避けるとともにアイドリングス

トップ等のエコドライブを実施するよう車両運転手への指導を徹底し、良好な沿道環境の

維持に努める。 

・資材運搬等の車両に使用する燃料は、適正な品質のものを使用する。 

・資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。 

 

3) 評価結果 

(1) 建設機械の稼働 

① 影響の回避・低減の観点 

建設機械の稼働に伴い 937t-CO2の温室効果ガスが排出されるものと予測される。 

この温室効果ガスに対しては、建設機械の計画的かつ効率的な運用等により、排出量の削減

に努める。 

以上により、建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの影響は、実行可能な範囲内でできる限り

低減されると評価した。 

 

② 基準・目標等との整合の観点 

建設機械の稼働に伴う「環境の保全に関する配慮方針」を実施することにより、「地球温暖化

対策の推進に関する法律」における事業者の責務を遵守する。 

また、低燃費の建設機械の利用に努める等により、「建設業の環境自主行動計画」の目標を満

足する。 

以上により、建設機械の稼働に伴う温室効果ガスの影響は、環境保全目標との整合が図られ

ていると評価した。 
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(2) 資材運搬等の車両の走行 

① 影響の回避・低減の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴い 282t-CO2の温室効果ガスが排出されるものと予測される。 

この温室効果ガスに対しては、資材運搬等の車両の運転時の配慮等により、排出量の削減に

努める。 

以上により、資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの影響は、実行可能な範囲内でで

きる限り低減されると評価した。 

 

② 基準・目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う「環境の保全に関する配慮方針」を実施することにより、「地

球温暖化対策の推進に関する法律」における事業者の責務を遵守する。 

また、アイドリングストップ等により「建設業の環境自主行動計画」の目標を満足する。 

以上により、資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの影響は、環境保全目標との整合

が図られていると評価した。 

 

2. 施設の稼働及び廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガスの影響 

1) 評価方法 

(1) 影響の回避・低減の観点 

施設の稼働及び廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガスにおいて、周辺環境に及ぼす影

響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、または低減されているかについて

明らかにした。 

 

(2) 基準・目標等との整合の観点 

基準・目標等との整合性の検討については、国、埼玉県または関係市により環境保全に係る

基準値や目標等が示されている場合には、それらを環境の保全上の目標として設定し、基準値

や目標等がない場合には、その他の環境の保全上の目標を設定して、予測結果との間に整合が

図られているかどうかを明らかにした。 

温室効果ガス等に係る環境保全目標は、表9-14-21(1)～表9-14-21(2)に示すとおりである。 
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表 9-14-21(1) 施設の稼働及び廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガス等に係る環境保全目標 

出典 整合を図るべき基準・目標等 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

（平成 10 年法律第 117 号） 

事業者の責務 

第 5条事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排

出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑

制等に寄与するための措置を含む。）を講ずるように努める

とともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排

出の抑制のための施策に協力しなければならない。 

埼玉県地球温暖化対策実行計画(第 2期) 

（令和 2年 3月） 

事業者の役割 

製造や輸送、販売等の過程で省エネ活動などの環境負荷を

減らす取組を行う。 

・事業活動における省エネルギー 

・計画的な環境配慮への取組 

・緑化・植樹の推進 

・従業員への環境教育 

埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく

建築物対策指針 

（平成 21年 7 月埼玉県告示第 1051 号） 

建築主が講ずるよう努めなければならない措置 

建築物の新築等をする場合におけるエネルギーの使用の合

理化に関すること 

・建築物の熱負荷抑制 

・再生可能エネルギー利用 

・設備システムの高効率化 

・効率的運用 

 

2) 環境の保全に関する配慮方針 

(1) 施設の稼働 

・できる限り高効率の廃棄物発電を設置する等、蒸気や高温水等の有効活用を図る。 

・省エネルギー設備の導入について検討する。 

・断熱性の高い外壁材等の使用に努める。 

・長寿命な施設となるよう、建物、設備の維持管理や更新等を適切に行う。 

 

(2) 廃棄物運搬車両等の走行 

・廃棄物運搬車両による環境負荷を低減するため、天然ガス収集車やハイブリッド収集車な

どの次世代自動車に関する情報を収集し、導入を図る。 

・廃棄物運搬車両等については、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避けるなど、

適正な走行に努める。 

・廃棄物運搬車両等については、「埼玉県生活環境保全条例」に基づきアイドリングストップ

の義務を遵守するとともに、空ぶかしを抑制する。 
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3) 評価結果 

(1) 施設の稼働 

① 影響の回避・低減の観点 

施設の稼働に伴い 89,068t-CO2の温室効果ガスが排出されるものと予測される。 

この温室効果ガスに対しては、廃棄物発電を実施することにより、11,227t-CO2の削減が見込

まれる。 

以上により、施設の稼働に伴う温室効果ガスの影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減

されると評価した。 

 

② 基準・目標等との整合の観点 

施設の稼働に伴う「環境の保全に関する配慮方針」を実施することにより、「地球温暖化対策

の推進に関する法律」における事業者の責務を遵守する。 

また、ごみの焼却に伴う余熱利用により発電を行うことにより、「埼玉県地球温暖化対策実行

計画(第 2期)」の事業者の役割等に寄与する。 

以上により、施設の稼働に伴う温室効果ガスについては、環境保全目標との整合が図られて

いると評価した。 

 

(2) 廃棄物運搬車両等の走行 

① 影響の回避・低減の観点 

廃棄物運搬車両等の走行に伴い 2,645t-CO2 の温室効果ガスが排出されるものと予測される。 

この温室効果ガスに対しては、廃棄物運搬車両等の運転時の配慮等により、排出量の削減に

努める。 

以上により、廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガスの影響は、実行可能な範囲内でで

きる限り低減されると評価した。 

 

② 基準・目標等との整合の観点 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う「環境の保全に関する配慮方針」を実施することにより、「地

球温暖化対策の推進に関する法律」における事業者の責務を遵守する。 

また、アイドリングストップ等を行うなどの活動により、「埼玉県地球温暖化対策実行計画

(第 2期)」の事業者の役割等に寄与する。 

 

以上により、廃棄物運搬車両等の走行に伴う温室効果ガスについては、環境保全目標との整

合が図られていると評価した。 
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第 10 章 環境の保全のための措置 

10-1 予測・評価に際して講ずることとした環境の保全のための措置 

予測及び評価に際して講ずることとした環境影響評価の項目ごとの環境の保全のための措

置の一覧は、次頁以降に示すとおりである。 

本事業では、事業者の実行可能な範囲で環境への影響が回避または低減できると考える。 

環境の保全のための措置については、事業者である株式会社シタラ興産が主体となり、実施・

管理を講じていくこととする。 
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10-1-1 大気質 

大気質に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-1(1)～表 10-1-1(2)に示すとおりであ

る。 

工事中及び存在・供用時における周辺環境への影響は、大気汚染物質の発生源対策や粉じん

の飛散防止対策等を講じることで、事業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-1(1) 大気質に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

建設機械の
稼働 

大気汚染 
物質の発 
生 

発生源 
対策 

○建設機械は、実行可能な範囲で、低公害機種（排出ガ

ス対策型）を使用する。 

○建設機械の集中稼働ができる限り生じないような工事

計画を検討する。 

○建設機械の整備を適切に実施し、性能を維持する。 

○建設機械の空ぶかしや過負荷運転を抑制する。 

○建設機械の車両に使用する燃料（軽油）は、適正な品

質のものを使用する。 

○建設機械は、原則として日曜日は稼働せず、稼働時間

帯は午前 8時から午後 5時までとする。 

低減 

粉じん（降
下ばいじ
ん）の飛散 

発生源 
対策 

○造成工事等で、粉じん等が飛散しやすい気象条件下で

は適宜散水等を実施し、粉じん等の飛散防止を図る。 

○敷地境界又は工事区域の境界上に工事用仮囲い等を設

置し、粉じん等の飛散防止を図る。 

低減 

資材運搬等
の車両の走
行 

大気汚染 
物質の発 
生 

発生源 
対策 

○資材運搬等の車両は、実行可能な範囲で、最新の排出

ガス規制適合車及び低燃費車、九都県市粒子状物質減

少装置装着適合車等の低公害車を使用する。 

○通勤車両を除く資材運搬等の車両は、原則として日曜

日は走行せず、走行時間は午前 8 時から午後 6 時まで

の運行計画とする。なお、運行計画の時間帯を変更す

る場合には、近隣住民等に事前に周知を図る。 

○資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中しないよ

う計画的な運行管理に努める。 

○資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。 

○敷地内には工事用仮囲いを設置し、大気汚染物質の飛

散防止を図る。 

○資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13年埼玉県条例第 57 号）に基づきアイドリ

ングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを

抑制する。 

○資材運搬等の運転手に対し、交通規則の遵守、安全運

転等に関する指導及び監督を行う。 

低減 

浮遊粒子
状物質の
発生 

発生源 
対策 

○資材運搬等の車両のタイヤに付着した泥・土の飛散を

防止するために、資材運搬等の車両の出入口付近に水

洗いを行う洗車設備を設置する。 

○造成工事等において、粉じんが飛散しやすい気象条件

下には、適宜散水等の粉じんの飛散防止を図る。 

○土砂等の運搬に際しては、ダンプトラックには過積載

にならないよう十分注意を払い、荷台にはシート掛け

を行い、土砂の飛散防止に努める。 

低減 
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表 10-1-1(2) 大気質に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

施設の稼働 

大気汚染 
物質の発 
生 

発生源 
対策 

○「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）及び「埼

玉県生活環境保全条例」（平成 13 年埼玉県条例第 57

号）に定める規制基準を遵守するとともに、モニタリ

ングを実施し、適正な運転・管理を行う。 

○燃焼ガス冷却設備及びバグフィルタ等により構成され

る排出ガス処理施設を設置し、適正な運転・管理を行

う。 

○燃焼温度等の管理により、安定燃焼の確保に努め、ダ

イオキシン類の再合成防止を図り、モニタリングを実

施し、適正な運転・管理を行う。 

○水銀発生抑制のため、水銀使用製品の分別排出につい

て周知・徹底を図り、混入を抑制する。また、水銀除

去のために、活性炭吹込（乾式法）及びバグフィルタ

の処理設備を設置する。 

低減 

粉じんの 
飛散 

発生源 
対策 

○設置する機器は、必要により防じんカバーを設ける。 

○施設の出入り口は、廃棄物運搬車両の通行時以外は、

常時閉めたままとし、外部への粉じんの飛散防止に努

める。 

○使用状況や気象状況を考慮して、適宜散水を実施し、

粉じんの巻き上げ防止を図る。 

低減 

廃棄物運搬
車両等の走
行 

大気汚染 
物質の発 
生 

発生源 
対策 

○廃棄物運搬車両による環境負荷を低減するため、天然

ガス収集車の導入を推進するとともに、ハイブリッド

収集車をはじめとする次世代自動車に関する情報を収

集し、導入を図る。 

○廃棄物運搬車両が特定の日時・場所に集中しないよう

計画的な運行管理に努める。 

○廃棄物運搬車両等については、十分な点検・整備を行

い、急発進や急加速を避けるなど、適正な走行に努め

る。 

○廃棄物運搬車両等については、「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13年埼玉県条例第 57 号）に基づきアイドリ

ングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを

抑制する。 

○廃棄物運搬車両等の運転手に対し、交通規則の遵守、

安全運転等に関する指導、監督及び啓発を行う。 

○廃棄物運搬車両の受け入れは、原則として日曜日を含

め、受け入れ時間は午前 8時から午後 5時までとする。 

低減 
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10-1-2 騒音・低周波音 

騒音・低周波音に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-2(1)～表 10-1-2(2)に示すと

おりである。 

工事中及び存在・供用時における周辺環境及び道路沿道への影響は、騒音・低周波音の発生

源対策や伝搬経路対策を講じることで、事業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-2(1) 騒音・低周波音に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

建設機械の
稼働 

騒音の発 
生 

発生源 
対策 

○建設機械は、実行可能な範囲で、低公害機種（低騒音

型）を使用する。 

○建設機械の集中稼働ができる限り生じないような工事

計画を検討する。 

○建設機械の整備を適切に実施し、性能を維持する。 

○建設機械の空ぶかしや過負荷運転を抑制する。 

○建設機械は、「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づ

く 2 号区域における規制時間帯を遵守した工事計画を

策定し、原則として日曜日は稼働せず、稼働時間帯は、

早朝及び夜間を避けて、基本的に午前 8 時から午後 5

時までとする。 

低減 

伝搬経 
路対策 

○敷地境界又は工事区域の境界上に工事用仮囲い等を設

置し、騒音の伝播防止を図る。 
低減 

資材運搬等
の車両の走
行 

騒音の発 
生 

発生源 
対策 

○通勤車両を除く資材運搬等の車両は、原則として日曜

日は走行せず、走行時間は午前 8 時から午後 6 時まで

の運行計画とする。なお、運行計画の時間帯を変更す

る場合には、近隣住民等に事前に周知を図る。 

○資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中しないよ

う計画的な運行管理に努める。 

○資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。 

○資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13年埼玉県条例第 57 号）に基づきアイドリ

ングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを

抑制する。 

○資材運搬等の運転手に対し、交通規則の遵守、安全運

転等に関する指導及び監督を行う。 

低減 

 

  



10-5 

表 10-1-2(2) 騒音・低周波音に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

施設の稼働 

騒音の発 
生 

発生源 
対策 

○設備機器は実行可能な範囲で、低騒音型の機種を採用

する。 

○設備機器は実行可能な範囲で、地下や建築物内に配置

し、騒音の施設外部への伝播の防止に努める。 

○建築物等による音の反射や敷地境界までの距離に応

じ、吸排気口の位置に留意して、設備機器の配置を検

討する。 

○設備機器は、定期点検を実施し、常に正常な運転を行

うように維持管理を徹底する。 

○敷地境界における騒音の自主規制値として、「騒音規制

法」及び「埼玉県生活環境保全条例」において規定さ

れる 4第種区域の規制基準値を適用する。 

低減 

伝搬経 
路対策 

○敷地周囲には植栽による緩衝帯を配置する。 

○事業計画実施区域の北側及び東側には高さ 4ｍの遮音

壁を設置するとともに、復水器南側には、地上 5ｍの

位置に幅 9.5ｍ、高さ 2ｍの案内表示板を設置し、伝搬

経路対策を講じる。 

低減 

低周波音 
の発生 

発生源 
対策 

○設備機器は実行可能な範囲で、地下や建築物内に配置

し、騒音の施設外部への伝播の防止に努める。 

○低周波音の音源となるような機器類への対策として、

遮音性の高い部屋に格納し、設備機器の回転数は共振

が生じないように適正な点検・整備を行うとともに、

必要に応じて、消音器、防振ゴム及び防振架台を設置

する。 

低減 

伝搬経 
路対策 

○敷地周囲には植栽による緩衝帯を配置する。 

○事業計画実施区域の北側及び東側には高さ 4ｍの遮音

壁を設置するとともに、復水器南側には、地上 5ｍの

位置に幅 9.5ｍ、高さ 2ｍの案内表示板を設置し、伝搬

経路対策を講じる。 

低減 

廃棄物運搬
車両等の走
行 

騒音の発 
生 

発生源 
対策 

○廃棄物運搬車両の受け入れは、原則として日曜日を含

め、受け入れ時間は午前 8時から午後 5時までとする。 

○廃棄物運搬車両が特定の日時・場所に集中しないよう

計画的な運行管理に努める。 

○廃棄物運搬車両等については、十分な点検・整備を行

い、急発進や急加速を避けるなど、適正な走行に努め

る。 

○資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13年埼玉県条例第 57 号）に基づきアイドリ

ングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを

抑制する。 

○廃棄物運搬車両等の運転手に対し、交通規則の遵守、

安全運転等に関する指導や啓発及び監督を行う。 

低減 
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10-1-3 振動 

振動に関する環境の保全のための措置は、表10-1-3(1)～表10-1-3(2)に示すとおりである。 

工事中及び存在・供用時における周辺環境及び道路沿道への影響は、振動の発生源対策を講

じることで、事業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-3(1) 振動に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

建設機械の
稼働 

振動の発 
生 

発生源 
対策 

○建設機械は、実行可能な範囲で、低公害機種（低振動

型）を使用する。 

○建設機械の集中稼働ができる限り生じないような工事

計画を検討する。 

○建設機械の整備を適切に実施し、性能を維持する。 

○建設機械の空ぶかしや過負荷運転を抑制する。 

○建設機械は、「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づ

く 2 号区域における規制時間帯を遵守した工事計画を

策定し、原則として日曜日は稼働せず、稼働時間帯は、

早朝及び夜間を避けて、基本的に午前 8 時から午後 5

時までとする。 

低減 

資材運搬等
の車両の走
行 

振動の発 
生 

発生源 
対策 

○通勤車両を除く資材運搬等の車両は、原則として日曜

日は走行せず、走行時間は午前 8 時から午後 6 時まで

の運行計画とする。なお、運行計画の時間帯を変更す

る場合には、近隣住民等に事前に周知を図る。 

○資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中しないよ

う計画的な運行管理に努める。 

○資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。 

○資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13年埼玉県条例第 57 号）に基づきアイドリ

ングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを

抑制する。 

○資材運搬等の運転手に対し、交通規則の遵守、安全運

転等に関する指導及び監督を行う。 

低減 

施設の稼働 
振動の発 
生 

発生源 
対策 

○設備機器は実行可能な範囲で、低振動型の機種を採用

する。 

○特に振動の発生が想定される設備機器は、振動の伝播

を防止する装置等を設置する。 

○設備機器は、定期点検を実施し、常に正常な運転を行

うように維持管理を徹底する。 

○敷地境界における振動の自主規制値として、「振動規制

法」及び「埼玉県生活環境保全条例」において規定さ

れる第 4種区域の規制基準値を適用する。 

低減 
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表 10-1-3(2) 振動に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

廃棄物運搬
車両等の走
行 

振動の発
生 

発生源 
対策 

○廃棄物運搬車両の受け入れは、原則として日曜日を含

め、受け入れ時間は午前 8時から午後 5時までとする。 

○廃棄物運搬車両が特定の日時・場所に集中しないよう

計画的な運行管理に努める。 

○廃棄物運搬車両等については、十分な点検・整備を行

い、急発進や急加速を避けるなど、適正な走行に努め

る。 

○資材運搬等の車両については、「埼玉県生活環境保全条

例」（平成 13年埼玉県条例第 57 号）に基づきアイドリ

ングストップの義務を遵守するとともに、空ぶかしを

抑制する。 

○廃棄物運搬車両等の運転手に対し、交通規則の遵守、

安全運転等に関する指導や啓発及び監督を行う。 

低減 

 

 

10-1-4 悪臭 

悪臭に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-4 に示すとおりである。 

存在・供用時における周辺環境への影響は、悪臭の発生源対策を講じることで、事業者の実

行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-4 悪臭に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

施設の稼働 
悪臭の発 
生 

発生源 
対策 

○受入ごみピット及び汚泥ホッパ室内は密閉構造とし、

ピット内等の空気を燃焼用空気として吸引し、内部の

圧力を周囲より下げることにより臭気の漏洩を防止す

る。 

○施設停止時には脱臭装置を稼働させ、悪臭の漏洩を防

止する。 

◯燃焼温度等を監視し適正な運転管理を行うことによ

り、安定燃焼を確保する。 

○プラットホームや敷地内は定期的に清掃を行う。 

低減 
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10-1-5 土壌 

土壌に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-5 に示すとおりである。 

工事中及び存在・供用時における周辺環境への影響は、土壌の拡散防止や、施設からの有害

物質の発生源対策を講じることで、事業者の実行可能な範囲内で回避または低減できるものと

考える。 

 

表 10-1-5 土壌に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

造成等の工
事 

土壌の汚 
染 

影響の 
未然防 
止 

○現地調査の結果、計画地内において土壌汚染は確認さ

れなかったが、万が一汚染が確認された場合は、埼玉

県生活環境保全条例等の関係法令に基づき適切に対処

する。 

回避 

施設の稼働 
土壌への 
有害物質 
の沈着 

発生源 
対策 

○施設の稼働に伴うばい煙の排出濃度は、関係法令の

排出基準と同等又はより厳しい自主規制値を設け

て、モニタリングを実施しながら、適正な運転管理

を行う。 

○設置する排ガス処理設備を適切に維持管理すること

で、排ガス中の大気汚染物質の捕集・除去を行う。 

○施設の稼働に伴う排ガス中のダイオキシン類抑制の

ため、バグフィルタ及び活性炭処理を採用する。 
 

低減 
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10-1-6 動物、植物及び生態系 

動物、植物及び生態系に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-6 に示すとおりである。 

工事中及び存在・供用時における動物、植物及び生態系への影響は、騒音、振動等の発生源

対策や、代替生息（生育）基盤の創出などの措置を講じることで、事業者の実行可能な範囲内

で低減または代償できるものと考える。 

 

表 10-1-6 動物、植物及び生態系に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

建設機械の
稼働、 
資材運搬等
の車両の走
行、 
造成等の工
事 

騒音、振 
動の発生 

発生源 
対策 

○造成工事に使用する建設機械は、低騒音・低振動型の

機械の使用を徹底し、騒音、振動の影響を低減する。

また、建設機械の集中稼働をできる限り生じないよ

うな工事計画を検討する。 

○資材運搬等の車両は、計画的かつ効率的な運行管理

に努め、車両が一時的に集中しないように配慮する。 

低減 

水質の変 
化 

発生源 
対策 

○工事中の降雨により発生する濁水は、計画地内に仮

設の雨水浸透槽を設置し地下浸透する。 
低減 

施設の存在 

光環境の 
変化 

発生源 
対策 

○対象事業実施区域の敷地境界に緩衝緑地を設け、影

響を低減する。 
低減 

生息（生 
育）環境 
の消失 

代替生 
息（生 
育）基盤 
の創出 

○「埼玉県生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基

準」（平成 18年、埼玉県）に記載された在来種を中心

とし、高木、中・低木を組み合わせて多層構造となる

ように植樹することで、植物の生育基盤の整備とと

もに、動物の生息環境を創出する。 

代償 

 

 

10-1-7 景観 

景観に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-7 に示すとおりである。 

存在・供用時における景観への影響は、施設がもたらす圧迫感の軽減や、周辺環境への調和

のための措置を講じることで、事業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-7 景観に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

施設の存在 
主要な眺 
望景観の 
変化 

圧迫感 
の軽減 

○圧迫感を与えないように、できる限り敷地境界から

離す等の施設形状及び配置計画に努める。 
低減 

周辺環 
境への 
調和 

○建物には周辺環境と調和する外観・色彩・形状を工夫

する。 

○建物の色彩については、埼玉県景観計画の景観形成

基準に基づく配慮を行い、周辺景観と調和するよう

工夫する。 

○対象事業実施区域の敷地周りの植栽を始めとする敷

地内の緑化等、景観への影響の緩和に努める。 

○植栽は、低木・中木・高木を混在させ、周辺からの建

物の視認を遮蔽できるように植栽する 

低減 
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10-1-8 自然とのふれあいの場 

自然とのふれあいの場に関する環境の保全のための措置は、表10-1-8に示すとおりである。 

工事中及び存在・供用時における自然とのふれあいの場への影響は、大気質、騒音等の各項

目に記載した環境の保全に関する配慮方針の徹底や、資材運搬等の車両及び廃棄物運搬車両の

ルート管理等の措置を講じることで、事業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-8 自然とのふれあいの場に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

建設機械の
稼働、 
資材運搬等
の車両の走
行 自然との 

ふれあい 
の場への 
影響 

環境の 
保全に 
関する 
配慮方 
針の徹 
底 

○大気質、騒音、振動、動物及び生態系の項目で記載し

た「環境の保全に関する配慮方針」を徹底し、自然と

のふれあいの場の利用を妨げないようにするととも

に、周辺環境との調和に十分配慮した工事計画の策

定、実施に努める。 

低減 

資 材 運
搬等の 
車 両 の
ル ー ト
管理 

○資材運搬等の車両の走行により近接する自然とのふ

れあいの場の利用を妨げないよう運行ルートを設定

し、運転手に運行ルートの走行を遵守させ、自然との

ふれあいの場の利用を妨げないよう教育する。 

低減 

施設の存在、 
施設の稼働 

環境の 
保全に 
関する 
配慮方 
針の徹 
底 

○大気質、騒音・低周波音、振動、悪臭、土壌、動物、

植物、生態系、眺望景観、日照阻害及び電波障害の項

目で記載した「環境の保全に関する配慮方針」を徹底

し、自然とのふれあいの場の利用を妨げないように

するとともに、周辺環境との調和に十分配慮した施

設運営に努める。 

低減 

 

 

10-1-9 日照阻害 

日照阻害に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-9 に示すとおりである。 

存在・供用時における日照阻害の影響は、日影時間の短縮のための措置を講じることで、事

業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-9 日照阻害に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

施設の存在 
日照の変 
化 

日影時 
間の短 
縮 

○日影による周辺住宅等への影響が可能な範囲で低減

されるよう、建物の高さ及び排気筒の配置等に配慮

した施設計画とする。 

○対象事業実施区域敷地境界近辺の植栽については、

日影による周辺住宅等への影響が生じないよう配慮

して、緑化計画（施設計画）を検討する。 

低減 

 

  



10-11 

10-1-10 電波障害 

電波障害に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-10 に示すとおりである。 

存在・供用時におけるテレビ電波受信障害の影響は、影響の緩和のための措置を講じること

で、事業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-10 電波障害に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

施設の存在 
テレビ電 
波受信障 
害 

影響の 
緩和 

○電波障害の影響ができる限り低減されるよう、建物

及び排気筒の高さ、配置等に配慮する。 

○地上デジタル放送電波受信の状況が悪化すると予測

される地域において発生する受信障害について、本

事業に起因する障害であることが明らかになった場

合には、共同受信施設設置など適切な対策を実施す

る。 

低減 

 

 

10-1-11 廃棄物等 

廃棄物等に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-11 に示すとおりである。 

存工事中及び存在・供用時における廃棄物等の影響は、発生量の抑制、再利用の促進及び適

正処分の措置を講じることで、事業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-11 廃棄物等に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

造成等の工
事 

廃棄物等 
の発生 

発生量 
の抑制、 
再利用 
の促進、 
適正処 
分 

○廃棄物の発生抑制、減量化及び再利用・再資源化の向

上に努める。 

○再利用・再資源化できない廃棄物は、関係法令等を遵

守して、適正な処理・処分を実施する。 

低減 

施設の存在 

○廃棄物は、関係法令等を遵守して、適正な処理・処分

を実施するとともに、分別回収の上、減量化及び再利

用・再資源化の向上に努める。 

○施設では処理できない処理不適物（資源化不適物）

は、関係法令等を遵守して、埋め立て処分等適正に処

理を行う。 

○焼却灰及び焼却飛灰は、再資源化を実施したのち、最

終処分場で処分を基にして、資源化技術の動向等を

考慮しながら、処理・処分方法を検討する。 

低減 
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10-1-12 温室効果ガス等 

温室効果ガス等に関する環境の保全のための措置は、表 10-1-12 に示すとおりである。 

工事中及び存在・供用時における温室効果ガス等の影響は、大気質、騒音等の各項目に記載

した環境の保全に関する配慮方針の徹底や、資材運搬等の車両及び廃棄物運搬車両のルート管

理等の措置を講じることで、事業者の実行可能な範囲内で低減できるものと考える。 

 

表 10-1-12 温室効果ガス等に関する環境の保全のための措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

建設機械の
稼働 

温室効果 
ガスの排 
出 

排出量 
の削減 

○建設機械は、実行可能な範囲で、低公害機種を使用す

る。 

○建設機械の空ぶかしや過負荷運転を抑制する。 

○建設機械に使用する燃料は、適正な品質のものを使

用する。 

○建設機械の計画的で効率的な運用を行い、全体の稼

働時間を抑制する。 

低減 

資材運搬等
の車両の走
行 

○資材運搬等の車両は、実行可能な範囲で、低公害機種

を使用する。 

○資材運搬等の車両の点検・整備を十分に行い、空ぶか

しを避けるとともにアイドリングストップ等のエコ

ドライブを実施するよう車両運転手への指導を徹底

し、良好な沿道環境の維持に努める。 

○資材運搬等の車両に使用する燃料は、適正な品質の

ものを使用する。 

○資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。 

低減 

施設の稼働 

○できる限り高効率の廃棄物発電を設置する等、蒸気

や高温水等の有効活用を図る。 

○断熱性の高い外壁材等の使用に努める。 

○長寿命な施設となるよう、建物、設備の維持管理や更

新等を適切に行う。 

低減 

廃棄物運搬
車両等の走
行 

○廃棄物運搬車両による環境負荷を低減するため、天

然ガス収集車の導入を継続するとともに、ハイブリ

ッド収集車をはじめとする次世代自動車に関する情

報を収集し、導入を図る。 

○廃棄物運搬車両等については、十分な点検・整備を行

い、急発進や急加速を避けるなど、適正な走行に努め

る。 

○廃棄物運搬車両等については、「埼玉県生活環境保全

条例」に基づきアイドリングストップの義務を遵守

するとともに、空ぶかしを抑制する。 

低減 
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第 11 章 対象事業の実施による影響の総合的な評価 

本事業の実施に伴う周辺地域への環境影響について、調査、予測及び評価を実施した結果の

概要は、次頁以降に示すとおりである。 

環境影響評価の結果、全ての環境影響評価項目について、本事業による工事中及び存在・供

用時における周辺環境への影響は、環境の保全に関する配慮方針を確実に実施することにより、

事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図られており、環境保全に関する基準又

は目標を踏まえて設定した環境保全目標との整合も図られていると評価する。 
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11-1 大気質 

1. 調査結果の概要 

調査結果（環境大気） 

＜環境大気＞ 
ST-1：対象事業実施区域 
ST2～5：周辺地域 
 
○二酸化窒素 
環境基準値（日平均値 0.04～0.06ppm）を下回っ

ていた。 
（ppm） 

調査地点 
期間 
平均値 

1 時間値 
の最高値 

日平均値 
の最高値 

ST-1 0.019 0.071 0.031 

ST-2～ST-5 
0.007 

～0.008 
0.035 

～0.040 
0.011 

～0.013 

 
○二酸化硫黄 
環境基準値（日平均値 0.04ppm、1 時間値

0.1ppm）を下回っていた。 
（ppm） 

調査地点 
期間 
平均値 

1 時間値 
の最高値 

日平均値 
の最高値 

ST-1 0.001 0.008 0.002 

ST-2～ST-5 
0.000 

～0.002 
0.003 

～0.012 
0.001 

～0.004 

 
○浮遊粒子状物質 
環境基準値（日平均値 0.10mg/m3、1 時間値 

0.20mg/m3）を下回っていた。 
（mg/m3） 

調査地点 
期間 
平均値 

1 時間値 
の最高値 

日平均値 
の最高値 

ST-1 0.018 0.129 0.037 

ST-2～ST-5 
0.016 

～0.020 
0.049 

～0.149 
0.028 

～0.037 

 
○塩化水素 
目標環境濃度（期間最高値 0.02ppm）を下回 

っていた。 
（ppm） 

調査 
地点 

期間最高値 

秋季 冬季 春季 夏季 

ST-1 0.003 <0.001 <0.001 0.002 

ST-2 
～ST-5 

0.001 
～0.002 

<0.001 <0.001 
<0.001
～0.002 

 

 
○ダイオキシン類 
環境基準値（年平均値 0.6pg-TEQ/m3）を下回っ

ていた。 
（pg-TEQ/m3） 

調査地点 平均値 最高値 

ST-1 0.026 0.049 

ST-2～ST-5 0.011～0.021 0.015～0.030 

 
○水銀 
指針値（年平均値 40ng/m3）を下回っていた。 

（ng/m3） 
調査地点 期間平均値 期間最高値 

ST-1 <0.01 <0.01 

ST-2～ST-5 <0.01 <0.01 

 
 
○微小粒子状物質 
環境基準値（年平均値 15μg/m3、日平均値 35μ

g/m3）を上回っていた。 
（μg/m3） 

調査地点 期間平均値 
日平均値の 
最高値 

ST-1 13.0 23.1 

ST-2～ST-5 8.9～9.9 17.3～23.0 

 
 
○降下ばいじん 
1.2～19.6mg/m3であった。 

（mg/m3） 
調査 
地点 

秋季 冬季 
春季 

夏季 

ST-1 2.0 19.6 2.0 2.0 

ST-2 
～ST-5 

1.2 
～1.8 

5.5 
～14.9 

0.9 
～1.9 

1.2 
～1.9 

 
 

注 1)「周辺地域」…環境大気の現地調査で周辺地域に設定した調査地点（対象事業実施区域北側住宅地、東側住宅地、南

側住宅地、西側住宅地及び東側住宅地）をまとめたものである。 

2)「道路沿道」…沿道大気の現地調査で設定した調査地点（市道幹 2号南側区間沿道）をまとめたものである。 
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調査結果（環境大気） 

＜沿道大気＞ 
ST-6：市道幹 2号南側区間沿道 
 
○二酸化窒素 
環境基準値（日平均値 0.04～0.06ppm）を下回っ

ていた。 
（ppm） 

調査地点 
期間 
平均値 

1 時間値 
の最高値 

日平均値 
の最高値 

ST-6 0.008 0.050 0.012 

 
○浮遊粒子状物質 
環境基準値（日平均値 0.10mg/m3、1 時間値

0.20mg/m3）を下回っていた。 
（mg/m3） 

調査地点 
期間 
平均値 

1 時間値 
の最高値 

日平均値 
の最高値 

ST-6 0.027 0.129 0.057 

 
○炭化水素 
指針値（午前 6時から午前 9時までの 3時間平

均値 0.20ppmC～0.31ppmC）を下回っていた。 
（ppmC） 

調査地点 
期間 
平均値 

期間 
最高値 

3 時間 
平均値の
最高値 

ST-6 0.23 0.52 0.30 

 
＜地上気象＞ 
対象事業実施区域における最多風向は東南東

で、月平均風速は 1.1～1.9m/s であった。また、
月平均気温は 4.1～28.4℃、月平均湿度は 44～
77％、月平均日射量は 8.7～19.1kW/m2、月平均放
射収支量は-2.8～-0.2kW/m2であった。 

（対象事業実施区域） 
調査地点 年間 秋季 冬季 春季 夏季 

平均風速 
（m/s） 

1.4 1.2 1.5 1.6 1.2 

最多風向 ESE ESE NW ESE ESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年間風配図 
 

＜上層気象＞ 
対象事業実施区域上空において、計 224 回の調

査のうち 89 回（約 40％）で逆転層が確認された。 
 
全期間 
高度（m） 50 100 150 200 

平均風速 
（m/s） 

3.4 4.0 4.5 4.7 

最多風向 NW WNW NW NW 

平均気温 17.9 17.6 17.3 17.0 

 

高度（m） 300 500 1,000 1,500 

平均風速 
（m/s） 

4.8 4.8 5.6 6.7 

最多風向 NW NW NW W 

平均気温 16.3 14.9 11.3 9.2 

 
＜交通量＞ 
№1：市道幹 2号南側区間沿道 
№2：市道幹 2号北側区間沿道 
 
交通量調査結果は、以下に示すとおりであっ

た。 
 
交通量調査結果（12 時間） 

調査地点 
交通量 

（台/日） 
走行速度 
(km/h) 

№1 
平日 

北進 7,663 45.8 

南進 7,786 45.5 

休日 
北進 5,932 57.1 

南進 5,491 56.1 

№2 

平日 
北進 8,262 47.0 

南進 7,738 46.6 

休日 
北進 7,060 49.3 

南進 5,828 49.1 
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2.予測結果の概要 

予測結果（大気質（1）） 

＜工事中＞ 
◯建設機械の稼働（二酸化窒素） 

（年平均値：ppm） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

最大着地濃度 
出現地点 

0.0102 0.0292 

ST-2～ST-5 
0.000001155～ 

0.000002273 
0.007001343～ 

0.0080015 

 
○建設機械の稼働（粉じん） 
粉じんの発生する可能性がある気象条件の出現

割合が小さい状況下で、粉じん対策（後掲「環境
の保全に関する配慮方針」参照）を実施すること
から、粉じんの飛散による周辺地域への影響は小
さく抑えられると予測される。 
 
◯資材運搬等の車両の走行 
二酸化窒素 

（年平均値：ppm） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

No.1（ST-6） 0.000001253 0.008001253 

ST-2 0.000001256 0.008001256 

 
 浮遊粒子状物質 

（年平均値：mg/m3） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

No.1（ST-6） 0.0000003591 0.0270003591 

ST-2 0.0000003585 0.0270003585 

 
＜存在・供用時＞ 
○施設の稼働（二酸化窒素） 

（年平均値：ppm） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

最大着地濃度 
出現地点 

0.0001000 0.01911000 

ST-2～ST-5 
0.00001312～

0.00002742 
0.00701788～ 

0.00802742 

（1 時間値：ppm） 
最大着地濃度 

出現地点 
寄与濃度 将来予測濃度 

風下 310m 0.0585 0.0705 
 

 
○施設の稼働（二酸化硫黄） 

（年平均値：ppm） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

最大着地濃度 
出現地点 

0.0010900 0.0020900 

ST-2～ST-5 
0.0001304～ 
0.0002726 

0.0001304～ 
0.0021777 

（1 時間値：ppm） 
最大着地濃度 

出現地点 
寄与濃度 将来予測濃度 

風下 310m 0.0585 0.0705 

 
○施設の稼働（浮遊粒子状物質） 

（年平均値：mg/m3） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

最大着地濃度 
出現地点 

0.00026600 0.01826600 

ST-2～ST-5 
0.00003181～ 
0.00006648 

0.01603181～ 
0.02006317 

（1 時間値：mg/m3） 
最大着地濃度 

出現地点 
寄与濃度 将来予測濃度 

風下 310m 0.014176 0.04716 

 
○施設の稼働（塩化水素） 

（年平均値：ppm） 

予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

最大着地濃度 
出現地点 

0.00037300 0.00137300 

ST-2～ST-5 
0.00004453～ 
0.00009308 

0.00104453～ 
0.00109308 

（1 時間値：ppm） 

最大着地濃度 
出現地点 

寄与濃度 将来予測濃度 

風下 310m 0.01784 0.01984 

 
○施設の稼働（水銀） 

（年平均値：μg/m3） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

最大着地濃度 
出現地点 

0.00184471 0.01184471 

ST-2～ST-5 
0.00002733～ 
0.00006141 

0.01002733～ 
0.01006141 

（1 時間値：μg/m3） 
最大着地濃度 

出現地点 
寄与濃度 将来予測濃度 

風下 310m 0.010629 0.020629 
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予測結果（大気質（2）） 

○施設の稼働（ダイオキシン類） 
（年平均値：pg-TEQ/m3） 

予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

最大着地濃度 
出現地点 

0.00066600 0.02666600 

ST-2～ST-5 
0.00007952～

0.00016620 
0.01116620～ 

0.02107952 

（1 時間値：pg-TEQ/m3） 
最大着地濃度 

出現地点 
寄与濃度 将来予測濃度 

風下 310m 0.035441 0.056441 
 

◯廃棄物運搬車両等の走行（二酸化窒素） 
（年平均値：ppm） 

予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

No.1（ST-6） 0.000001253 0.008001253 

No.2 0.000001256 0.00801256 

 
○廃棄物運搬車両等の走行（浮遊粒子状物質） 

（年平均値：mg/m3） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

No.1（ST-6） 0.0000005386 0.0270005386 

No.2 0.0000005378 0.0270005378 

 
〇廃棄物運搬車両等の走行（炭化水素） 

（6時～9時の年平均値：ppmC） 
予測地点 寄与濃度 将来予測濃度 

No.1（ST-6） 0.000004122 2.300004122 

No.2 0.000004139 2.300004139 
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3. 評価結果の概要 

評価結果（大気質（1）） 

＜工事中＞ 
◯建設機械の稼働 

環境の保全に関する配慮方針 

・建設機械の稼働が集中しないよう工事計画を
検討する。 

・建設機械は、実行可能な範囲で排出ガス対策
型の機種を使用する。 

・建設機械の点検、整備を適切に行い、性能の
維持に努める。等 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、建設機械の稼働に伴う大気質への影響
は、小さいものに抑えられると考えられることか
ら、実行可能な範囲内でできる限り低減されると
評価した。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 
(1)二酸化窒素 
建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果

（日平均値の年間 98％値）は、環境保全目標との
整合が図られていると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

二酸化窒素 
日平均値の年間 98%値が 0.04ppm
から 0.06ppm までのゾーン内又は
それ以下 

 
(2)粉じん 
粉じんの発生する可能性がある気象条件の出現

割合が小さい状況下で、粉じんの飛散による問題
が生じておらず、建設機械の集中稼働ができるだ
け生じないような工事計画の検討、敷地境界に工
事用仮囲い等を設置する等の粉じん対策を実施す
ることで、粉じんの飛散による周辺地域への影響
は小さく抑えられると予測される。 
以上により、周辺地域の住民の日常生活に支障

を及ぼさないと考えられることから、環境保全目
標との整合が図られていると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

粉じん 
周辺地域の住民の日常生活に支障 
を及ぼさないこと 

 

 
◯資材運搬等の車両の走行 

環境の保全に関する配慮方針 

・資材等運搬車両が集中しないよう工事計画を
検討する。 

・資材等運搬車両は、実行可能な範囲で最新の
排出ガス規制適合車等を使用する。 

・資材等運搬車両は、点検、整備を適切に行
う。等 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、資材運搬等の車両の走行に伴う大気質
への影響は、小さいものに抑えられると考えられ
ることから、実行可能な範囲内でできる限り低減
されると評価した。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 
資材運搬等の車両の走行に伴う大気質の将来予

測結果（日平均値の年間 98％値、2％除外値）は、
環境保全目標との整合が図られていると評価し
た。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

二酸化窒素 
日平均値の年間 98%値が 0.04ppm
から 0.06ppm までのゾーン内又は
それ以下 

浮遊粒子状
物質 

日平均値の 2%除外値が 0.10 ㎎/m3

以下 
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評価結果（大気質（2）） 

＜存在・供用時＞ 
◯施設の稼働（ばい煙の排出） 

環境の保全に関する配慮方針 

・排ガスの排出濃度は、大気汚染防止法及び埼
玉県生活環境保全条例に定める規制基準を遵
守するとともに、定期的な測定、モニタリン
グを実施し、適正な運転管理を行う。 

・排ガス処理設備の適切な維持管理を行い、排
ガス中の大気汚染物質の低減を図る。 

・焼却する廃棄物の組成の均一化を図り、安定
した燃焼を行う。等 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、周辺地域への大気質の影響は小さく抑
えられると考えられることから、施設の稼働に伴
う大気質への影響は、実行可能な範囲内でできる
限り減されると評価した。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 
(1)年平均値（年間 98％値、2％除外値） 
施設の稼働に伴う大気質の予測結果は、環境保

全目標との整合が図られていると評価した。 
 
◇環境保全目標（年平均値） 

項目 環境保全目標 

二酸化窒素 
年間 98%値が 0.04ppm 

～0.06ppm 以下 

二酸化硫黄 2%除外値が 0.04ppm 以下 

浮遊粒子状物質 2%除外値が 0.10 ㎎/m3以下 

塩化水素 0.02ppm 以下 

水銀 0.04μg/m3以下 

ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/m3以下 

 
(2)1 時間値 
施設の稼働に伴う大気質の予測結果は、環境保

全目標との整合が図られていると評価した。 
 
◇環境保全目標（1時間値） 

項目 環境保全目標 

二酸化窒素 0.2ppm 以下 

二酸化硫黄 0.1ppm 以下 

浮遊粒子状物質 0.20 ㎎/m3以下 

塩化水素 0.02ppm 以下 

水銀 0.04μg/m3以下 

ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/m3以下 

 
 
 
 
 

 
◯廃棄物運搬車両等の走行 

環境の保全に関する配慮方針 

・車両運転手に対し、不必要な空ぶかしの抑制、
アイドリングストップ等のエコドライブを実
施するよう指導する。 

・低排出ガス型車両の導入に努める。 
・廃棄物運搬車両は、点検・整備を行い、急発
進や急加速を避けるなど適正な走行に努め
る。等 

 
１ 環境影響の回避・低減に係る評価 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、廃棄物運搬車両等の走行に伴う大気質
への影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減
されると評価した。 
 
２ 環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 
廃棄物運搬車両等の走行に伴う大気質の予測結

果は、環境保全目標との整合が図られていると評
価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

二酸化窒素 
日平均値の年間 98%値が
0.04ppm から 0.06ppm までの
ゾーン内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質 
日平均値の 2%除外値が 0.10
㎎/m3以下 

炭化水素 
午前 6時～9時の 3時間平均
値が 0.20ppmC～0.31ppmC 以
下 
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11-2 騒音・低周波音 

1. 調査結果の概要 

調査結果（環境騒音・道路交通騒音・低周波音） 

＜環境騒音（敷地境界）＞ 
敷地境界の等価騒音レベルと時間率騒音レベル

は、全時間区分を通じて、休日より平日の方が高
い値を示した。これは、周辺地域の事業活動等に
よる騒音が要因になっているものと考えられる。 
なお、調査地点は工業専用地域であるため、環

境基準及び規制基準は適用されない。 
 

（LAeq：dB(A)） 

調査地点 区分 
昼間 

6～22 時 
夜間 

22～6 時 

ST-1～ST-4 
平日 56～60 51～56 

休日 47～57 45～56 

 
（L5：dB） 

調査 
地点 

区
分 

朝 
6～ 
8 時 

昼間 
8～ 
19 時 

夕 
19～ 
22 時 

夜間 
22～ 
6 時 

ST-1～ 
ST-4 

平
日 

57～61 59～64 55～61 54～57 

休
日 

51～56 52～59 50～58 49～56 

 
 
＜環境騒音（一般環境）＞ 
一般環境の等価騒音レベルは、全時間区分を通

じて、休日より平日の方が高い値を示した。これ
は、周辺地域の事業活動等による騒音が要因にな
っているものと考えられる。 
なお、調査地点は工業専用地域であるため、環

境基準は適用されない。 
 

（LAeq：dB(A)） 

調査地点 区分 
昼間 

6～22 時 
夜間 

22～6 時 

ST-7～ST-10 
平日 57～67 52～61 

休日 51～60 49～55 

 
 
＜道路交通騒音＞ 
平日と休日で大きな差はなかった。 
なお、ST-6 は幹線道路を担う道路に近接する空

間の環境基準を下回っており、ST-5 は工業専用地
域であるため、環境基準は適用されないが、ST-6
と同等の結果であった。 

（LAeq：dB） 

調査地点 区分 
昼間 

6～22 時 
環境基準 

ST-5 
平日 69 

－ 
休日 68 

ST-6 
平日 69 

70 
休日 69 

7 時～19 時の測定結果 

＜低周波音＞ 
既存施設の稼働時における低周波音は、G特性等

価音圧レベルが、「閾値」を下回っていた。 
 
◇G特性等価音圧レベル 

（dB） 

調査地点 区分 
全日 

0～24 時 

ST-1～ST-4 
平日 76～80 

休日 72～80 

閾値 100 

注 1）G特性…1～80Hz の低周波音の人体感覚を評価す 

るための周波数補正特性（ISO 7196） 

2) 閾値とは、ISO 7196 において平均的な被験者が知

覚できるとされる音圧レベル。 

 
 
＜交通量＞ 
№1：市道幹 2号南側区間沿道 
№2：市道幹 2号北側区間沿道 
 
交通量調査結果は、以下に示すとおりであっ

た。 
 
交通量調査結果（12 時間） 

調査地点 
交通量 

（台/日） 
走行速度 
(km/h) 

№1 
平日 

北進 7,663 45.8 

南進 7,786 45.5 

休日 
北進 5,932 57.1 

南進 5,491 56.1 

№2 
平日 

北進 8,262 47.0 

南進 7,738 46.6 

休日 
北進 7,060 49.3 

南進 5,828 49.1 
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2. 予測結果の概要 

予測結果（騒音・低周波音） 

＜工事中＞ 
○建設機械の稼働（建設作業騒音） 

（dB(A)） 

予測地点 
寄与騒音 
レベル 

将来騒音 
レベル 

自主 
規制値 

ST-1～ST-4 73～77 74～77 85 

 
 
○資材運搬等の車両の走行（道路交通騒音） 

（dB(A)） 
予測 
地点 

寄与騒音 
レベル 

将来騒音 
レベル 

自主 
規制値 

ST-5 49 69 
70 

ST-6 47 69 

注 1)昼間（7 時～19 時：12 時間）の等価騒音レベル。 

2)ST-5 は自主規制値、ST-6 は環境基準を示す。 

 

＜存在・供用時＞ 

○施設の稼働（工場騒音） 

【平日】 

（dB(A)） 

予測地点 
朝 
6～ 
8 時 

昼間 
8～ 
19 時 

夕 
19～ 
22 時 

夜間 
22～ 
6 時 

寄与騒音レベル 
ST-1～ST-4 

24～
58 

24～
58 

24～
58 

24～
58 

将来騒音レベル 
ST-1～ST-4 

58～
61 

59～
64 

56～
61 

54～
59 

自主規制値 65 70 65 60 

 

【休日】 

（dB(A)） 

予測地点 
朝 
6～ 
8 時 

昼間 
8～ 
19 時 

夕 
19～ 
22 時 

夜間 
22～ 
6 時 

寄与騒音レベル 
ST-1～ST-4 

24～
58 

24～
58 

24～
58 

24～
58 

将来騒音レベル 
ST-1～ST-4 

52～
59 

53～
59 

51～
59 

51～
59 

自主規制値 65 70 65 60 

 

 

 
 
 
 
 

 

○施設の稼働（周辺地域） 

【平日】 

（dB(A)） 

予測地点 
昼間 

6～22 時 
夜間 

22～6 時 

寄与騒音レベル 
ST-7～ST-10 

38～55 38～55 

将来騒音レベル 
ST-7～ST-10 

58～67 54～62 

自主規制値 70 60 

注）斜体で下線は、自主規制値を上回ったことを示す。 

 

【休日】 

（dB(A)） 

予測地点 
昼間 

6～22 時 
夜間 

22～6 時 

寄与騒音レベル 
ST-7～ST-10 

38～55 38～55 

将来騒音レベル 
ST-7～ST-10 

53～61 52～58 

自主規制値 70 60 

 

 

○施設の稼働（低周波音） 
施設の稼働時における低周波音（G特性音圧レベ

ル）は、人が感じ始める閾値（100dB）を下回り、
1/3 オクターブバンド音圧レベルは、物的苦情に関
する参照値を下回ると予測される。 
 
 
○廃棄物運搬車両等の走行（道路交通騒音） 

（LAeq：dB(A)） 

予測地点 
寄与騒音 
レベル 

将来騒音 
レベル 

自主 
規制値 

ST-5 
平日 

54 
69 

70 
休日 68 

ST-6 
平日 

54 
69 

休日 69 

注 1)昼間（7 時～19 時：12 時間）の等価騒音レベル。 

2)ST-5 は自主規制値、ST-6 は環境基準を示す。 
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3. 評価結果の概要 

評価結果（騒音・低周波音(1)） 

＜工事中＞ 
○建設機械の稼働（建設作業騒音） 

環境の保全に関する配慮方針 

・建設機械は実行可能な範囲で、低騒音型の機
種を使用する。 

・建設機械の集中稼働ができるだけ生じないよ
うな工事計画を検討する。 

・建設機械の整備を適切に実施し、性能を維持
する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、建設機械の稼働に伴う騒音の影響は、
実行可能な範囲内でできる限り低減されると評価
した。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
敷地境界上における建設作業騒音レベルの予測

結果は、環境保全目標とした自主規制値を満たし
ており、環境保全目標との整合が図られていると
評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

騒音レベル 

特定建設作業騒音に係る規制基準
に準じて設定した自主規制値
（La5） 
：敷地境界で 85dB 以下 

 
 
○資材運搬等の車両の走行（道路交通騒音） 

環境の保全に関する配慮方針 

・通勤車両を除く資材運搬等の車両は、原則と
して日曜日は走行せず、走行時間は午前 8時
から午後 6時までの運行計画とする。なお、
運行計画の時間帯を変更する場合には、事前
に周知を図る。 

・資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中
しないよう計画的な運行管理に努める。 

・資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。
等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の
影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減され
ると評価した。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
道路交通騒音レベルの予測結果は、環境保全目

標とした騒音に係る環境基準及び自主規制値を満
たしており、環境保全目標との整合が図られてい
ると評価した。 
 

 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

騒音レベル 

幹線交通を担う道路に近接する空
間の環境基準、またはそれに準じ
て設定した自主規制値（LAeq） 
：（昼間）70dB 以下 
（夜間）65dB 

 
 
＜存在・供用時＞ 
○施設の稼働（工場騒音） 

環境の保全に関する配慮方針 

・設備機器は実行可能な範囲で、低騒音型の機
種を採用する。 

・設備機器は実行可能な範囲で、地下や建築物
内に配置し、騒音の施設外部への伝播の防止
に努める。 

・建築物等による音の反射や敷地境界までの距
離に応じ、吸排気口の位置に留意して、設備
機器の配置を検討する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、施設の稼働に伴う騒音の影響は、実行
可能な範囲内でできる限り低減されると評価し
た。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
①敷地境界 
将来騒音レベルの予測結果は、全ての地点で、

各時間帯の自主規制値を満たしていることから、
環境保全目標との整合が図られていると評価し
た。 
②周辺地域 
将来騒音レベルの予測結果は、ST-7 の平日及び

休日の昼間、ST-9 の休日昼間、ST-10 の平日昼間
を除き、自主規制値を超過する結果となった。 
しかし、自主規制値を超過した地点のうち、ST-

7 の休日夜間、ST-8 の休日昼間を除いては、現況
騒音レベルが自主規制値を超過している。また、
現況騒音レベルから将来騒音レベルの増加量は、0
～3dB と小さいことから、現況との変化は小さいと
考えられる。 
以上により、環境保全目標との整合が図られて

いると評価した。 
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評価結果（騒音・低周波音(2)） 

 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

騒音レベル 

・特定工場等に係る規制基準に準
じて設定した自主規制値（LA5） 

敷地境界：（朝・夕）65dB 以下 
（昼  間）70dB 以下 
（夜  間）60dB 以下 

・環境基準に準じて設定した自主
規制値（LAeq） 

：（昼間）65dB 以下 
（夜間）60dB 以下 

 
 
○施設の稼働（低周波音） 

環境の保全に関する配慮方針 

・設備機器は実行可能な範囲で、低騒音型の機
種を採用する。 

・設備機器は実行可能な範囲で、地下や建築物
内に配置し、騒音の施設外部への伝播の防止
に努める。 

・建築物等による音の反射や敷地境界までの距
離に応じ、吸排気口の位置に留意して、設備
機器の配置を検討する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、施設の稼働に伴う低周波音の影響は、
実行可能な範囲内でできる限り低減されると評価
した。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
G 特性音圧レベル及び 1/3 オクターブバンド音圧

レベルの予測結果は、環境保全目標とした「低周
波音の測定方法に関するマニュアル」に基づく感
覚閾値、並びに建具ががたつき始める閾値を下回
っており、環境保全目標との整合が図られている
と評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

低周波音 
音圧レベル 

・（感覚閾値）G特性音圧レベル 
：100dB 
・（建具ががたつき始める閾値） 
1/3オクターブバンド音圧レベル 
：5Hz：70dB、10Hz：73dB、 

20Hz：80dB、40Hz：93dB、 
50Hz：99dB 

 
 
 
 

 
○廃棄物運搬車両等の走行（道路交通騒音） 

環境の保全に関する配慮方針 

・廃棄物運搬車両の受け入れは、原則として日
曜日を含め、受け入れ時間は午前 8時から午
後 5時までとする。 

・廃棄物運搬車両が特定の日時・場所に集中し
ないよう計画的な運行管理に努める。 

・廃棄物運搬車両等については、十分な点検・
整備を行い、急発進や急加速を避けるなど、
適正な走行に努める。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音の
影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減され
ると評価した。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
道路交通騒音レベルの予測結果は、環境保全目

標とした道路交通騒音の環境基準及び自主規制値
を満たしており、環境保全目標との整合が図られ
ていると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

騒音レベル 

幹線交通を担う道路に近接する
空間の環境基準、またはそれに準
じて設定した自主規制値（LAeq） 
：（昼間）70dB 以下 
（夜間）65dB 以下 
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11-3 振動 

1. 調査結果の概要 

調査結果（工場振動・道路交通振動） 

＜環境振動（敷地境界）＞ 
敷地境界の環境振動は、休日より平日の方が高

い値を示した。これは、周辺地域の事業活動等に
よる振動が要因になっているものと考えられる。 
なお、振動に環境基準はなく、調査地点は工業

専用地域であるため、規制基準も適用されない。 
 

（L10：dB） 

調査地点 区分 
昼間 

8～19 時 
夜間 

19～8 時 

ST-1～ST-4 
平日 30～45 <25～37 

休日 <25～38 <25～34 

 
 
＜道路交通振動＞ 
ST-6 は要請限度を下回っており、ST-5 は工業専

用地域であるため、道路交通振動の要請限度は適
用されないが、ST-6 と同等の結果であった。 
 

（L10：dB） 

調査地点 区分 
昼間 

8～19 時 
夜間 

19～8 時 

ST-5 
平日 38 38 

休日 31 32 

ST-6 
平日 38 38 

休日 38 39 

要請限度 65 60 

注 1) 夜間の値は、7～8時の 1時間値を示した。 

注 2) 昼間の値は、8～19 時までの各時間の L10の算術平

均値である。 

 
 
 
 

＜交通量＞ 
№1：市道幹 2号南側区間沿道 
№2：市道幹 2号北側区間沿道 
 
交通量調査結果は、以下に示すとおりであっ

た。 
 
交通量調査結果（12 時間） 

調査地点 
交通量 

（台/日） 
走行速度 
(km/h) 

№1 

平日 
北進 7,663 45.8 

南進 7,786 45.5 

休日 
北進 5,932 57.1 

南進 5,491 56.1 

№2 
平日 

北進 8,262 47.0 

南進 7,738 46.6 

休日 
北進 7,060 49.3 

南進 5,828 49.1 
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2. 予測結果の概要 

予測結果（振動） 

＜工事中＞ 
○建設機械の稼働（建設作業振動） 

（L10：dB） 

予測地点 
寄与振動 
レベル 

将来振動 
レベル 

自主 
規制値 

ST-1～ST-4 58～69 58～69 75 

 
 
○資材運搬等の車両の走行（道路交通振動） 

（L10：dB） 

予測地点 
寄与振動 
レベル 

将来振動 
レベル 

自主 
規制値 

ST-5 
平日 3 38 70 

休日 3 38 65 

ST-6 
平日 5 38 65 

休日 8 38 60 

注 1)夜間の予測結果は 7～8 時の予測値、昼間の予測結

果は 8～19 時の毎時の予測値の算術平均値を示す。 

注 2) ST-5 は自主規制値、ST-6 は要請限度を示す。 

 

 

＜存在・供用時＞ 

○施設の稼働（工場騒音） 

【平日】 

（L10：dB） 

予測地点 昼間 夜間 

寄与振動レベル 
ST-1～ST-4 

49～59 49～59 

将来振動レベル 
ST-1～ST-4 

50～59 49～59 

自主規制値 65 60 

 

【休日】 

（L10：dB） 

予測地点 昼間 夜間 

寄与振動レベル 
ST-1～ST-4 

49～59 49～59 

将来振動レベル 
ST-1～ST-4 

49～59 49～59 

自主規制値 65 60 

 

 

 

 

 

 
○廃棄物運搬車両等の走行（道路交通振動） 
【平日】 

（L10：dB） 

予測地点 
寄与振動 
レベル 

将来振動 
レベル 

自主 
規制値 

ST-5 
昼間 20 38 70 

夜間 3 38 65 

ST-6 
昼間 23 38 65 

夜間 5 38 60 

注 1)夜間の予測結果は 7～8 時の予測値、昼間の予測結

果は 8～19 時の毎時の予測値の算術平均値を示す。 

注 2) ST-5 は自主規制値、ST-6 は要請限度を示す。 

 
【休日】 

（L10：dB） 

予測地点 
寄与振動 
レベル 

将来振動 
レベル 

自主 
規制値 

ST-5 
昼間 20 31 70 

夜間 2 32 65 

ST-6 
昼間 24 38 65 

夜間 6 39 60 

注 1)夜間の予測結果は 7～8 時の予測値、昼間の予測結

果は 8～19 時の毎時の予測値の算術平均値を示す。 

注 2) ST-5 は自主規制値、ST-6 は要請限度を示す。 
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3. 評価結果の概要 

評価結果（振動） 

＜工事中＞ 
○建設機械の稼働（建設作業振動） 

環境の保全に関する配慮方針 

・建設機械は実行可能な範囲で、低振動型の機
種を使用する。 

・建設機械の集中稼働ができるだけ生じないよ
うな工事計画を検討する。 

・建設機械の整備を適切に実施し、性能を維持
する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、建設機械の稼働に伴う振動の影響は、
実行可能な範囲内でできる限り低減されると評価
した。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
敷地境界上における建設機械の稼働に伴う建設

作業振動レベルの予測結果は、環境保全目標とし
た自主規制値を満たしており、環境保全目標との
整合が図られていると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

振動レベル 

特定建設作業振動に係る規制基準
に準じて設定した自主規制値
（L10） 
：敷地境界で 75dB 以下 

 
 
○資材運搬等の車両の走行（道路交通振動） 

環境の保全に関する配慮方針 

・通勤車両を除く資材運搬等の車両は、原則と
して日曜日は走行せず、走行時間は午前 8時
から午後 6時までの運行計画とする。なお、
運行計画の時間帯を変更する場合には、事前
に周知を図る。 

・資材運搬等の車両が特定の日時・場所に集中
しないよう計画的な運行管理に努める。 

・資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。
等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、資材運搬等の車両の走行に伴う振動の
影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減され
ると評価した。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
資材運搬等の車両の走行に伴う道路交通振動レ

ベルの予測結果は、環境保全目標とした道路交通
振動の要請限度及び自主規制値を満たしており、
環境保全目標との整合が図られていると評価し
た。 
 

 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

振動レベル 

道路交通振動の要請限度、または
それに準じて設定した自主規制値
（L10） 

ST-5（工業専用地域） 

：（昼間）70dB 以下 

（夜間）65dB 以下 

ST-6（第 1種住居地域） 

：（昼間）65dB 以下 

（夜間）60dB 以下 

 
 
○廃棄物運搬車両等の走行（道路交通振動） 

環境の保全に関する配慮方針 

・廃棄物運搬車両の受け入れは、原則として日
曜日を含め、受け入れ時間は午前 8時から午
後 5時までとする。 

・廃棄物運搬車両が特定の日時・場所に集中し
ないよう計画的な運行管理に努める。 

・廃棄物運搬車両等については、十分な点検・
整備を行い、急発進や急加速を避けるなど、
適正な走行に努める。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の
影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減され
ると評価した。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
道路交通振動レベルの予測結果は、すべての地

点のすべての時間区分で要請限度及び自主規制値
を満たしており、環境保全目標との整合が図られ
ていると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

振動レベル 

道路交通振動の要請限度、または
それに準じて設定した自主規制値
（L10） 

ST-5（工業専用地域） 

：（昼間）70dB 以下 

（夜間）65dB 以下 

ST-6（第 1種住居地域） 

：（昼間）65dB 以下 

（夜間）60dB 以下 
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11-4 悪臭 

1. 調査結果の概要 

調査結果（悪臭） 

＜悪臭（敷地境界及び最大着地濃度出現地点）＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 予測結果の概要 

予測結果（悪臭） 

＜存在・供用時＞ 
◯施設の稼働（悪臭の漏洩） 
施設からの悪臭の漏洩を防止するため、悪臭の

発生が考慮されるごみ受入ピットのシャッター
は、搬入時以外は閉鎖し、プラットホーム出入口
のシャッターも搬入車両出入時以外は閉鎖する。  
ごみ受入ピット及びプラットホームは、負圧構

造のため、悪臭の建物外への漏洩はほとんどない
と考えられる。さらに、環境保全措置に示した悪
臭対策を実施することから、施設から漏洩する悪
臭による環境への影響は小さいものと予測され
る。 
 
 
 
 
 

 
○排気筒から排出される排ガス 
最大着地濃度出現地点は、排気筒の風下側約 770m

に出現し、約 17,000 倍に希釈される。また、「ごみ
処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライ
ン」（平成 9年、ごみ処理に係るダイオキシン削減対
策検討会）に示されている、ダイオキシン類発生防
止のための燃焼温度及び時間（850℃で 2秒以上）を
遵守する。多くの特定悪臭物質（アンモニア、メチ
ルメルカプタン等）の臭気は、上記燃焼温度では分
解等によりなくなることが想定されることから、発
生する特定悪臭物質濃度は極めて小さいと予測さ
れる。 

予測項目 将来予測濃度 

臭気濃度 
（臭気指数） 

0.05741 
（10 未満） 

 

 

 

  

ST-1
風上

ST-2
風下

ST-3

令和3年 令和3年 令和3年

2月25日 2月25日 2月25日

14:37 15:03 13:57

晴れ 晴れ 晴れ

南東 南東 南東

0.8 0.7 0.5

16.2 13.7 16.5

15.4 18.3 15.3

アンモニア <0.03 <0.03 <0.03

メチルメルカプタン <0.001 <0.001 <0.001

硫化水素 <0.002 <0.002 <0.002

硫化メチル <0.001 <0.001 <0.001

二硫化メチル <0.0009 <0.0009 <0.0009

トリメチルアミン <0.001 <0.001 <0.001

アセトアルデヒド <0.005 <0.005 <0.005

プロピオンアルデヒド <0.005 <0.005 <0.005

ノルマルブチルアルデヒド <0.0009 <0.0009 <0.0009

イソブチルアルデヒド <0.002 <0.002 <0.002

ノルマルバレルアルデヒド <0.0009 <0.0009 <0.0009

イソバレルアルデヒド <0.003 <0.003 <0.003

イソブタノール <0.09 <0.09 <0.09

酢酸エチル <0.3 <0.3 <0.3

（ppm） メチルイソブチルケトン <0.1 <0.1 <0.1

トルエン <0.1 <0.1 <0.1

スチレン <0.04 <0.04 <0.04

キシレン <0.1 <0.1 <0.1

プロピオン酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ノルマル酪酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ノルマル吉草酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005

イソ吉草酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005

官能
試験

臭気指数
（臭気強度）

<10
(<10)

<10
(<10)

<10
(<10)

湿度（%）

特
定
悪
臭
物
質

調査年

調査月日

採取時刻

天候

冬季

風向（16方位）

風速（m/s）

気温（℃）

調査項目 ST-1
風上

ST-2
風下

ST-3

令和3年 令和3年 令和3年

8月19日 8月19日 8月19日

14:38 13:59 15:13

晴れ 晴れ 晴れ

南 南東 南東

0.7 0.7 0.4

38.5 38.4 35.3

40.7 40.8 42.6

アンモニア <0.03 <0.03 <0.03

メチルメルカプタン <0.001 <0.001 <0.001

硫化水素 <0.002 <0.002 <0.002

硫化メチル <0.001 <0.001 <0.001

二硫化メチル <0.0009 <0.0009 <0.0009

トリメチルアミン <0.001 <0.001 <0.001

アセトアルデヒド <0.005 <0.005 <0.005

プロピオンアルデヒド <0.005 <0.005 <0.005

ノルマルブチルアルデヒド <0.0009 <0.0009 <0.0009

イソブチルアルデヒド <0.002 <0.002 <0.002

ノルマルバレルアルデヒド <0.0009 <0.0009 <0.0009

イソバレルアルデヒド <0.003 <0.003 <0.003

イソブタノール <0.09 <0.09 <0.09

酢酸エチル <0.3 <0.3 <0.3

（ppm） メチルイソブチルケトン <0.1 <0.1 <0.1

トルエン <0.1 <0.1 <0.1

スチレン <0.04 <0.04 <0.04

キシレン <0.1 <0.1 <0.1

プロピオン酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ノルマル酪酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ノルマル吉草酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005

イソ吉草酸 <0.0005 <0.0005 <0.0005

官能
試験

臭気指数
（臭気強度）

<10
(<10)

<10
(<10)

<10
(<10)

湿度（%）

特
定
悪
臭
物
質

調査年

調査月日

採取時刻

天候

風向（16方位）

風速（m/s）

気温（℃）

調査項目

夏季
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3. 評価結果の概要 

評価結果（悪臭） 

＜存在・供用時＞ 
環境の保全に関する配慮方針 

・受入ごみピット及び汚泥ホッパ室内は密閉構
造とし、ピット内等の空気を燃焼用空気として
吸引し、内部の圧力を周囲より下げることによ
り臭気の漏洩を防止する。 

・施設停止時には脱臭装置を稼働させ、悪臭の漏
洩を防止する。 

・燃焼温度等を監視し適正な運転管理を行うこ
とにより、安定燃焼を確保する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施すること
により、施設の稼働に伴う悪臭の影響は、小さい
ものに抑えられると考えられることから、実行可
能な範囲内でできる限り低減されると評価した。 

 
２ 基準・目標等との整合の観点 
施設の稼働にあたっては、前掲「環境の保全に関

する配慮方針」に示すとおり、ごみピット内の臭気
を燃焼用空気として吸引し、また、施設停止時には
脱臭装置により臭気が排出されないようにするほ
か、様々な悪臭の漏洩防止対策の実施、徹底を図る
計画である。 
以上により、施設の稼働に伴う悪臭の影響は、小

さいものに抑えられると考えられることから、実行
可能な範囲内でできる限り低減されると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

臭気指数 

[敷地境界] 
臭気指数 18 以下 
[最大着地濃度出現地点] 
臭気指数 15 以下 
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11-5 土壌 

1. 調査結果の概要 

調査結果（土壌） 

＜土壌の状況＞ 
ST-1：対象事業実施区域南側 
ST-2：対象事業実施区域西側 
対象事業実施区域内の土壌調査結果は下表に示

すとおりであり、土壌汚染に係る環境基準を下回
っていた。 
 
◇土壌調査結（ST-1） 

       （mg/L） 
項目 分析結果 環境基準 

カドミウム <0.001 0.003 以下 

全シアン <0.1 検出されないこと 

有機燐 <0.1 検出されないこと 

鉛 <0.005 0.01 以下 

六価クロム <0.005 0.05 以下 

砒素 <0.001 0.01 以下 

総水銀 <0.0005 0.0005 以下 

アルキル水銀 <0.0005 検出されないこと 

ＰＣＢ <0.0005 検出されないこと 

ジクロロメタン <0.002 0.02 以下 

四塩化炭素 <0.0002 0.002 以下 

クロロエチレン <0.0002 0.002 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0004 0.004 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.002 0.1 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.004 0.04 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0005 1 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0006 0.006 以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 0.01 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.0005 0.01 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ <0.0002 0.002 以下 

チウラム <0.0006 0.006 以下 

シマジン <0.0003 0.003 以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ <0.002 0.02 以下 

ベンゼン <0.001 0.01 以下 

セレン <0.001 0.01 以下 

ふっ素 <0.2 0.8 以下 

ほう素 <0.1 1 以下 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ <0.005 0.05 以下 
 

 
◇土壌調査結果（ST-2） 

       （mg/L） 
項目 分析結果 環境基準 

カドミウム <0.001 0.003 以下 

全シアン <0.1 検出されないこと 

有機燐 <0.1 検出されないこと 

鉛 <0.005 0.01 以下 

六価クロム <0.005 0.05 以下 

砒素 <0.001 0.01 以下 

総水銀 <0.0005 0.0005 以下 

アルキル水銀 <0.0005 検出されないこと 

ＰＣＢ <0.0005 検出されないこと 

ジクロロメタン <0.002 0.02 以下 

四塩化炭素 <0.0002 0.002 以下 

クロロエチレン <0.0002 0.002 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0004 0.004 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.002 0.1 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.004 0.04 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0005 1 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0006 0.006 以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 0.01 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.0005 0.01 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ <0.0002 0.002 以下 

チウラム <0.0006 0.006 以下 

シマジン <0.0003 0.003 以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ <0.002 0.02 以下 

ベンゼン <0.001 0.01 以下 

セレン <0.001 0.01 以下 

ふっ素 <0.2 0.8 以下 

ほう素 <0.1 1 以下 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ <0.005 0.05 以下 

 
◇土壌調査結果（ダイオキシン類） 

（pg-TEQ/g） 
項目 分析結果 環境基準 

ST-1 230 
1,000 以下 

ST-2 60 

 
 

＜土地利用の履歴＞ 
ST-1：対象事業実施区域、ST-2～5：周辺地域（大気質調査地点と同じ） 
 

土地利用の履歴（空中写真による確認結果：対象事業実施区域） 

ST-1 1969 年：荒地、1980 年：荒地、1990 年：工場、1999 年：工場、2002 年：工場 

ST-2 1960 年：民家、1969 年：民家、1974 年：民家、1986 年：民家、1999 年：民家 

ST-3 1960 年：民家、1975 年：民家、1986 年：民家、1999 年：民家 

ST-4 1960 年：農耕地、1969 年：農耕地、1990 年：民家及び農耕地、2002 年：民家及び農耕地 

ST-5 1960 年：農耕地、1974 年：民家及び農耕地、1986 年：民家及び農耕地、1999 年：民家及び農耕地 

              



11-18 

2. 予測結果の概要 

予測結果（土壌） 

＜存在・供用時＞ 
○施設の稼働 
土壌の調査結果によると、対象事業実施区域内

における土壌中のダイオキシン類の濃度は「ダイ
オキシン類による土壌の汚染に係る環境基準」を
下回っていた。また、周辺地域の予測地点におけ
る土地利用の履歴では、1960 年代から近年まで民
家や農耕地として利用されており、土壌汚染の原
因となるような事業活動は営まれていない。この
ことから予測地点における土壌汚染の汚染のおそ
れは少ないと推測される。 
ばい煙の排出による大気中のダイオキシン類の

予測結果（寄与濃度）は、すべての地点（ST-2～
ST-5）及び最大着地濃度出現地点で環境基準
（0.6pg-TEQ/m3）を下回っていた。 

以上により、施設の稼働に伴い排出されるばい
煙の拡散によるダイオキシン類の影響について
は、周辺地域における土壌中のダイオキシン類の
濃度を著しく悪化させることはないと予測され
る。 

 
○ダイオキシン類（大気質） 

予測地点 

ばい煙の排出に 

よる寄与濃度 

（pg-TEQ/m3） 

将来予測濃度 

（pg-TEQ/m3） 

最大着地濃度 

出現地点 
0.00065500 0.02665500 

周辺地域予測地点 

 （ST-2～ST-5） 

0.00007927～ 

0.00016580 

0.01116580～ 

0.02107927 

注)「ばい煙の排出による寄与濃度」は、施設からの寄与

濃度を示したものであり、それにバックグラウンド濃

度を加算して、将来予測濃度を示している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 評価結果の概要 

評価結果（土壌） 

＜存在・供用時＞ 
○施設の稼働 

環境の保全に関する配慮方針 

・施設からのばい煙の排出濃度は、関係法令の
排出基準と同等又はより厳しい自主規制値を
設けて、モニタリングを実施しながら、適正
な運転管理を行う。 

・排ガス処理設備を適切に維持管理し、排ガス
中の大気汚染物質の捕集・除去を行う。 

・施設からのばい煙中のダイオキシン類抑制の
ため、バグフィルタ及び活性炭処理を採用す
る。 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施すること
により、周辺地域の土壌への蓄積の影響はほとん
どないものと予測されることから、土壌への影響
は、実行可能な範囲内でできる限り低減されると
評価した。 
 
 
 

 
２ 基準・目標等との整合の観点 
周辺地域における調査結果によると、全ての調

査地点でダイオキシン類による土壌汚染のおそれ
は少ないと推測され、施設が稼働した場合の影響
については、排出されるばい煙の拡散によるダイ
オキシン類が、周辺地域における土壌中の濃度を
著しく悪化させることはないと予測される。 
以上により、環境保全目標との整合が図られて

いると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

土壌 

「ダイオキシン類の環境基準を満
足すること」 

「対象事業実施区域及びその周辺
地域の土壌を著しく悪化させな
いこと」 
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11-6 動物 

1. 調査結果の概要 

調査結果（動物） 

＜動物相＞ 
調査地域内で確認された種数は、以下に示すと

おりであった。 
 
○動物相の確認状況 

項目 確認種数 

哺乳類 3 目 5 科 5種 

鳥類 10 目 21 科 30 種 

爬虫類 1 目 2 科 2種 

両生類 1 目 2 科 2種 

昆虫類 14 目 97 科 243 種 
 

＜保全すべき種＞ 
現地調査で確認された種の中から、保全すべき

種を抽出した結果は、以下に示すとおりである。 
 
○注目すべき種の確認状況 

項目 確認種数 

哺乳類 0 種（該当なし） 

鳥類 2 目 2 科 2種 

爬虫類 1 目 2 科 2種 

両生類 0 種（該当なし） 

昆虫類 4 目 4 科 4種 
 

 

2. 予測結果の概要 

予測結果（動物） 

＜工事中、存在・供用時＞ 
○生息環境の消失 
 保全すべき動物種のうち、対象事業実施区域内
で確認されたのは、上空を通過したハヤブサのみ
であった。ハヤブサの営巣適地は高層建造物や崖
の岩棚などであることから当地を繁殖地に選定さ
れることは考えにくい。 
以上のことから、生息地の消失または生息環境

の減少による影響は極めて少ないと予測された。 
 
 
 

 
○移動経路の分断、騒音・振動、光環境の変化 
低減措置として、工事中では使用建設機械及び

資材運搬等の車両の走行に伴う騒音・振動の発生
抑制を実施する。施設の存在時では、緩衝緑地の
配置による光環境への影響の低減措置を実施す
る。 
代償措置として、対象事業実施区域内の樹林地

（植栽）は、在来種を中心とし、高木、中・低木
を組み合わせて多層構造となるように植樹する。 
以上のことから、生息環境への影響は、極めて

小さいと予測された。 
 

 

3. 評価結果の概要 

評価結果（動物） 

＜工事中・存在・供用時＞ 
○建設機械の稼働・資材運搬等の車両の走行・ 
・造成等の工事、施設の存在 

環境の保全に関する配慮方針 

・建設機械は、低騒音・低振動型の機械の使用
を徹底するとともに、集中稼働ができる限り
生じないような工事計画を検討する。 

・資材運搬等の車両の運行は、計画的、かつ効
率的な運行管理に努め、搬出入が一時的に集
中しないように配慮する。 

・対象事業実施区域の敷地境界に緩衝緑地を設
け、影響を低減する。 等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
保全すべき動物種のうち、生息環境の減少によ

る影響を受ける種が確認された。保全すべき種へ
の影響について、「環境の保全に関する配慮方針」
を実施することにより、保全すべき動物種への影
響は、事業者の実行可能な範囲内でできる限り低
減され、新たな動物の生息環境の創出により代償 

されるものと評価した。 
 
２ 基準・目標等との整合の観点 
保全すべき動物種の生息環境の一部が消失する

可能性がある。そのため、代償措置として、対象
事業実施区域内の樹林地（植栽）は在来種を中心
とし、高木、中・低木を組み合わせて多層構造と
なるように植樹する計画であり、動物の生息環境
が創出されると考えられる。 
保全すべき動物種の生息環境の質的変化に対し

ては「環境の保全に関する配慮方針」を実施する
ことにより、保全すべき動物種への影響の低減
（代償）が期待できるものと考えられることか
ら、環境保全目標との整合が図られていると評価
した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

動物 
「保全すべき動物種の生息環境を
保全すること」 
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11-7 植物 

1. 調査結果の概要 

調査結果（植物） 

＜植物相＞ 
調査地域内において、74科 212 種の植物が確認

された。 
 

＜植生＞ 
調査地域の植生図は、下図に示すとおりであっ

た。 

 

＜保全すべき種＞ 
現地調査で確認された種のうち、保全すべき種

に該当する種はなかった。 

 

2. 予測結果の概要 

予測結果（植物） 

＜工事中、存在・供用時＞ 
○生育環境の消失 
工事中は、群落の消失や生育環境の面積減少と

いった直接的な影響が想定されるが、存在・供用
時は、在来種を中心に植栽され、高木、中・低木
を組み合わせ多層構造となるように植樹すること
から、影響は小さいと予測された。 
なお、現地調査で確認された種のうち、保全す

べき種に該当する種はなかった。 
 
 

 
○光環境の変化 
工事中は、夜間において照明による光環境の変

化はないか、あっても極めて小さいと考えられ、
存在・供用時は高層建築物の建設予定はなく、高
所からの照明による影響は想定されない。 
また、対象事業実施区域の敷地境界に緩衝緑地

を設けるため、対象事業実施区域内の照明による
植物の生育環境への影響は極めて小さいと予測さ
れた。 
 

 

  



11-21 

3. 評価結果の概要 

評価結果（植物） 

＜工事中、存在・供用時＞ 
○造成等の工事、施設の存在 

環境の保全に関する配慮方針 

・対象事業実施区域の敷地境界に緩衝緑地を設
け、影響を低減する。 

・対象事業実施区域内の緑地整備により、人工
的雰囲気を緩和し、区域内と周辺の緑地環境
の調和を考慮する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
事業の実施により現存する植生や群落の一時的

な消失が考えられるが、「環境の保全に関する配慮
方針」を実施することにより、影響の低減及び新
たな生育環境の創出が期待できる。 
以上により、工事の実施及び施設の存在に伴う

植物への影響は、実行可能な範囲内でできる限り
低減されるとともに、新たな植物の生育基盤の創
出により代償されると評価した。 

２ 基準・目標等との整合の観点 
工事の実施及び施設の存在に伴い、現存する植

生や群落の一時的な消失が考えられるが、「環境の
保全に関する配慮方針」を実施することにより、
植物種への影響の低減（代償）が期待できること
から、環境保全目標との整合が図られていると評
価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

植物 
「植生及び群落の生育環境を保全
すること」 
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11-8 生態系 

1. 調査結果の概要 

調査結果（生態系） 

＜着目種の抽出状況＞ 
上位性・典型性・特殊性の観点から着目種を以

下に示すとおり抽出した。 
 
○着目種の抽出結果 

区分 着目種 

上位性 モズ 

典型性 ニホンカナヘビ 

特殊性 ギンヤンマ 

 
＜着目種の確認状況＞ 
・モズ 
低地の集落周辺の林、河原や農耕地、公園、広

い庭等にみられる。両生爬虫類や昆虫類、時には
小鳥も追う。 
現地調査では、各公園や調整池周辺にて高鳴き

する姿が多くみられた。現地調査でみられた両生
爬虫類や昆虫類が餌資源として機能することか
ら、上位性を示す種として選定する。 
 

 

 
・ニホンカナヘビ 
低地から山地にかけて広範囲に生息するが、低

地や丘陵地で多く見られる。草むらなど日当たり
のよい場所を好み、公園の緑地、水田の畦、人家
の生け垣、畑地など人為的な環境にも適応してい
る。 
現地調査では、樹林地や乾性草地等で広く確認

されていることから、樹林地及び乾性草地の典型
性を示す種として選定する。 
 

・ギンヤンマ 
 平地から低山地の開放的な池沼、湿地、河川の
淀みなどにみられる。開水面上でホバリングを交
えて縄張り飛翔する。移動力が大きく、様々な水
域に出現する。 
現地調査では、調整池内で縄張りを形成した

り、公園内を飛翔する個体が確認された。調査範
囲内でのごく限られた場所が水域となっているこ
とから特殊性を示す種として選定する。 
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2. 予測結果の概要 

予測結果（生態系） 

＜工事中、存在・供用時＞ 
○建設機械の稼働・資材運搬等の車両の走行・ 
 造成等の工事、施設の存在 
予測地域（対象事業実施区域から 250ｍ）の大部

分は工場地帯など人工構造物（26.32ha、87.44％）
の環境類型区分であり、次いで樹林地（公園・工
場樹林地）が 7.21％を占めている。対象事業実施
区域外に草地の典型性を示すメヒシバ群落等が存
在し、対象事業実施区域周辺においてニホンカナ
ヘビ、ギンヤンマ等が確認された。これらを捕食
する上位種としてモズが広く生息していた。 

これらの生態系の着目種の生息・生育基盤は、
工事により質が変化すると予測される。また、資
材運搬等の車両の走行により一時的に車両が増加
し、ニホンカナヘビやヒガシニホントカゲ等の近
隣の生息場を移動しながら個体群を維持している
種に対して、移動経路の分断による影響が一時的
に生じ、それらを餌とするモズの生息状況が呼応
するように若干の変化が予測される。なお、騒
音・振動の変化による間接的な影響による生息環
境の質的変化が予測される。水域としての調整池
は改変が無く、対象事業実施区域からも一定距離
があることから、ギンヤンマの生息環境に変化は
極めて小さいと考えられる。一方、光環境や水質
の変化による生息・生育環境への影響に関しては
極めて小さい、またはないと考えられる。 
 
・モズ 
 確認地点は、中折之口公園・松原公園に隣接す
る調整池周辺であった。対象事業実施区域に隣接
した場所であり、直接的な影響は無く、間接的に
工事車両により全体的な通行量の増加や建設工事
に使用する重機の稼動等により、一時的な忌避が
見られる可能性がある。 
 ただし、環境配慮対策での低騒音・低振動型の
重機の使用や搬入車両等の適切な運行管理により
影響は低減される。確認地点が改変の無い公園及
び調整池ということもあり、本種の生息に影響は
極めて低いと考えられる。 
 
 

・ニホンカナヘビ 
確認地点は、対象事業区域外の街路樹及び松原

公園周辺となっており、対象事業実施区域内では
確認されていない。直接的な影響は無く、間接的
に工事車両により全体的な通行量の増加や建設工
事に使用する重機の稼動等により、一時的な忌避
が見られる可能性がある。 
 ただし、環境配慮対策での低騒音・低振動型の
重機の使用や搬入車両等の適切な運行管理により
影響は低減され、本種の生息に影響は極めて低い
と考えられる。 
 
・ギンヤンマ 
確認地点は、対象事業区域外の調整池及び松原

公園周辺となっており、対象事業実施区域内では
確認されていない。直接的な影響は無く、間接的
に工事車両により全体的な通行量の増加や建設工
事に使用する重機の稼動等により、一時的な忌避
が見られる可能性がある。 
 ただし、環境配慮対策での低騒音・低振動型の
重機の使用や搬入車両等の適切な運行管理により
影響は低減され、本種の生息に影響は極めて低い
と考えられる。 
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3. 評価結果の概要 

評価結果（生態系） 

＜工事中、存在・供用時＞ 
○建設機械の稼働・資材運搬等の車両の走行・ 
造成等の工事、施設の存在 

環境の保全に関する配慮方針 

・建設機械は、低騒音・低振動型の機械の使用
を徹底するとともに、集中稼働ができる限り
生じないような工事計画を検討する。 

・資材運搬等の車両の運行は、計画的、かつ効
率的な運行管理に努め、搬出入が一時的に集
中しないように配慮する。 

・対象事業実施区域の敷地境界に緩衝緑地を設
け、影響を低減する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
着目種を中心とする対象事業実施区域内の動

物、植物及び生態系にとって最も影響の大きい、
生息・生育環境の消失・縮小を回避するため、対
象事業実施区域の環境を事業者が実行可能な範囲
で残存できるか検討を行ったが、特別な回避及び
低減措置、最小化の必要性は低いと判断された。 
低減措置として、工事中では使用建設機械及び

資材運搬等の車両からの騒音・振動の発生抑制を
実施する。施設の存在時では、緩衝緑地の配置に
よる光環境への影響の低減措置を実施する。 
代償措置として、対象事業実施区域内の樹林地

（植栽）は、在来種を中心とし、高木、中・低木
を組み合わせ多層構造となるように植栽すること
で、植物の新たな生育基盤が整備されるととも
に、動物の採餌環境や移動経路として利用される
ことが期待でき、生息環境が創出されると考えら
れる。 
また、近隣で生息確認されており上位種に設定

したモズについては、本種の移動能力の大きさ、
使用建設機械の配慮、資材運搬等の車両の運行管
理や緑地整備等の回避、低減及び代償措置の実施
等により、予測地域における生息環境への影響を
低減できるとともに、本着目種を上位種とした生
態系は、現況からほとんど変化しないと考えられ
る。 
以上により、工事の実施及び施設の存在に伴う

生態系への影響は、実行可能な範囲内でできる限
り低減されるとともに、新たな植物の生育基盤の
整備及びそれに伴う動物の生息環境の創出により
代償されると評価した。 
 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
工事の実施及び施設の存在に伴い、樹林地の環

境の一部が消失する。そのため、代償措置とし
て、対象事業実施区域内の樹林地は、在来種を中
心とし、高木、中・低木を組み合わせて多層構造
となるように植樹する計画であり、植物の新たな
生育基盤が整備されるとともに、動物の採餌環境
や移動経路として利用されることが期待でき、動
物の生息環境が創出されると考えられる。 
着目種等の生息・生育環境の質的変化に対して

は環境の保全に関する配慮方針を講ずることによ
り、着目種等への影響の低減（代償）が期待で
き、着目種を上位種または典型種とした生態系を
維持できるものと考えられることから、環境保全
目標との整合が図られていると評価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

生態系 
「着目種の生息・生育環境を保全
すること」 
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11-9 景観 

1. 調査結果の概要 

調査結果（景観） 

＜眺望景観＞ 
調査地点から対象事業実施区域への眺望景観の

状況は、以下に示すとおりであった。 
 
・ST-1：対象事業実施区域北西 
対象事業実施区域からの距離：約 100m 

 

近景は、市道幹 2号及び隣事業所の植栽帯で構
成されており、中景に対象事業実施区域の既存植
栽帯が確認される。 
 
・ST-2：対象事業実施区域南西 
対象事業実施区域からの距離：約 100m 

 

近景は、市道幹 2号及び隣事業所の植栽帯で構
成されており、中景に対象事業実施区域の既存植
栽帯が確認される。 
 

・ST-3：対象事業実施区域南東 
対象事業実施区域からの距離：約 230ｍ 

 

近景は、市道幹 I-120 号及び隣事業所の建物、
植栽帯で構成されており、中景に対象事業実施区
域の既存植栽帯が確認される。 

・ST-4：対象事業実施区域北東 
対象事業実施区域からの距離：約 180ｍ 

 

近景は、隣事業所の植栽帯で構成されており、
中景に隣接事業所の建物が確認される。 
 
・ST-5：松原公園 
対象事業実施区域からの距離：約 200ｍ 

 

 近景は、公園敷地で構成されており、中景に公
園の植栽帯が確認される。 
 
・ST-6：中林公園 
対象事業実施区域からの距離：約 330ｍ 

 

近景は、公園敷地で構成されており、中景に公

園の植栽帯及び隣接事業所の建物が確認される。 
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調査結果（景観） 
・ST-7：中折之口公園 
対象事業実施区域からの距離：約 300ｍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

近景は、公園敷地で構成されており、中景に公
園の植栽帯及び隣接事業所の建物が確認される。 
 

・ST-8：深谷市上柴町東 6丁目 13-5 付近 
対象事業実施区域からの距離：約 540ｍ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
近景は、市道幹 2号及び工業団地の植栽帯で構

成されており、中景に対象事業実施区域の既存植
栽帯が確認される。 
 

・ST-9：深谷市折之口 399-1 付近 
対象事業実施区域からの距離：約 910ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
近景は、畑地で構成されており、中景に工業団

地の植栽帯が確認される。 
 

・ST-10：上柴中央公園 
対象事業実施区域からの距離：約,1500ｍ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
近景は、公園敷地で構成されており、中景に公

園の植栽帯が確認される。 

・ST-11：熊谷市文化創造館さくらめいと 
対象事業実施区域からの距離：約 3,000ｍ 

 

近景は、施設の植栽帯で構成されており、中景
に水田及び住宅地が確認される。 
 
・ST-12：道の駅かわもと 
対象事業実施区域からの距離：約 1,900ｍ 

 

近景は、施設の駐車場で構成されており、中景
に畑地及び住宅地が確認される。 
 

・ST-13：仙元山公園 
対象事業実施区域からの距離：約 2,200ｍ 

 

近景は、施設の敷地で構成されており、中景に
施設の植栽帯が確認される。 
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2. 予測結果の概要 

予測結果（景観） 

＜存在・供用時＞ 
○施設の存在（眺望景観） 
・ST-1：対象事業実施区域北西 

 
施設が沿道から視認できるようになる。対象事

業実施区域内では、現在の植栽のところに新たに
植樹される植栽木の生長により施設等の隠蔽が期
待できるとともに、施設の色彩は周辺環境と調和
する色彩を採用することから、工業団地内におけ
る眺望景観への影響は小さいと予測される。 
 
・ST-2：対象事業実施区域南西 

 
施設が沿道から視認できるようになる。対象事

業実施区域内では、現在の植栽のところに新たに
植樹される植栽木の生長により施設等の隠蔽が期
待できるとともに、施設の色彩は周辺環境と調和
する色彩を採用することから、工業団地内におけ
る眺望景観への影響は小さいと予測される。 
 
・ST-3：対象事業実施区域南東 

 
施設が沿道から視認できるようになる。対象事

業実施区域内では、現在の植栽のところに新たに
植樹される植栽木の生長により施設等の隠蔽が期
待できるとともに、施設の色彩は周辺環境と調和
する色彩を採用することから、工業団地内におけ
る眺望景観への影響は小さいと予測される。 

・ST-4：対象事業実施区域北東 

 
施設が沿道から僅かに視認できるようになる。

大部分が手前の工場や樹木に遮られることから、
眺望の変化は小さく、影響は小さいと予測され
る。 
 
・ST-5：松原公園 

 
対象事業実施区域は手前の樹林に遮られる、も

しくは時期によって枝葉の間から僅かに視認でき
る程度であり、眺望の変化は小さく、影響は小さ
いと予測される。 
 
・ST-6：中林公園 

 
対象事業実施区域は手前の樹林に遮られる、も

しくは時期によって枝葉の間から僅かに視認でき
る程度であり、眺望の変化は小さく、影響は小さ
いと予測される。 
 

 

 

  



11-28 

予測結果（景観） 

・ST-7：中折之口公園 

 
対象事業実施区域は手前の樹林に遮られる、も

しくは時期によって枝葉の間から僅かに視認でき
る程度であり、眺望の変化は小さく、影響は小さ
いと予測される。 
 
・ST-8：深谷市上柴町東 6丁目 13-5 付近 

 
対象事業実施区域は手前の電信柱等の構造物や

樹木に遮られることから、眺望の変化は小さく、
影響はほとんどない。 
 
・ST-9：深谷市折之口 399-1 付近 

 
施設の左側事務所棟が視認できるようになる

が、その他は手前の樹木や事業所の構造物等に遮
られる。対象事業実施区域から約 910m 離れている
ことから、眺望の変化は小さく、影響は小さいと
予測される。 
 
・ST-10：上柴中央公園 

 
 

 

対象事業実施区域は手前の樹林に遮られる。ま
た、計画地から約 1,500m 離れていることから、眺
望の変化はほとんどなく、影響は極めて小さいと
予測される。 

 

・ST-11：熊谷市文化創造館さくらめいと 

 
対象事業実施区域は手前の建造物や樹林に遮ら

れる。また、計画地から約 3,000m 離れていること
から、眺望の変化はほとんどなく、影響は極めて
小さいと予測される。 

 

・ST-12：道の駅かわもと 

 
対象事業実施区域は手前の建造物や樹林に遮ら

れる。また、計画地から約 1,900m 離れていること
から、眺望の変化はほとんどなく、影響は極めて
小さいと予測される。 
 
・ST-13：仙元山公園 

 
対象事業実施区域は手前の手前の樹林に遮られ

る。また、計画地から約 2,200m 離れていることか
ら、眺望の変化はほとんどなく、影響は極めて小
さいと予測される。 
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3. 評価結果の概要 

評価結果（景観） 

＜工事中、存在・供用時＞ 
○施設の存在 

環境の保全に関する配慮方針 

・圧迫感を与えないように、できる限り敷地境
界から離すなどの施設形状及び配置計画に努
める。 

・建物には周辺環境と調和する外観・色彩・形
状を工夫する。 

・建物の色彩については、川口市景観計画の景
観形成基準に基づく配慮を行い、周辺景観と
調和するよう工夫する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
事業の実施に当たっては、「環境の保全に関する

配慮方針」に示すとおり、施設計画や緑化計画に
十分配慮する。これにより、景観への影響は、実
行可能な範囲内でできる限り低減されると評価し
た。 

２ 基準・目標等との整合の観点 
事業の実施に当たっては、「環境の保全に関する

配慮方針」に示すとおり、周辺環境との調和を図
るため、色彩や対象事業実施区域内の緑化に十分
配慮することにより、景観への影響は低減される
ことから、環境保全目標との整合が図られている
と評価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

景観 
「周辺の景観との調和が図られる
こと」 
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11-10 自然とのふれあいの場 

1. 調査結果の概要 

調査結果（自然とのふれあいの場） 

＜自然とのふれあいの場の概況＞ 
ST-1：松原公園 

 

・対象事業実施区域の北東側約 200m の地点に位置
する。 

・ベンチ、遊具（ブランコ、砂場、鉄棒）、水道が
設置されている。 

・駐車場は無い。 
・外周に緑地が設けられている。 
 

 
ST-2：中折之口公園 

 
・対象事業実施区域の南東側約 300m の地点に位
置する。 

・ベンチ、東屋、水道、トイレが設置されてい
る。 

・駐車場は無い。 
・外周に緑地が設けられている。 

 

2. 予測結果の概要 

予測結果（自然とのふれあいの場） 

○建設機械の稼働・資材運搬等の車両の走行 
・自然とのふれあいの場の利用環境の状況 
建設機械の稼働に伴う大気質、騒音、振動、動

物及び生態系の将来予測結果は、環境保全目標に
適合する結果であった。 
以上に示す関連要素の予測・評価の結果に加え

て、自然とのふれあいの場は、対象事業実施区域
から約 200m 以上離れており、改変等の直接的な影
響はないことから、工事の実施による自然とのふ
れあいの場の利用環境への影響は小さいと予測さ
れた。 
 
・自然とのふれあいの場への交通手段の阻害の状況 
資材運搬等の車両の走行に伴う自然とのふれあ

いの場への交通手段の阻害について、資材運搬等
の車両の主な走行ルート（市道幹 2号の南側区間
及び北側区間）は、現地調査結果によると、自然
とのふれあいの場の利用者のアクセスルートと重
なることから、交通手段の阻害による影響のおそ
れが考えられる。しかし、以下に示すような状況
が考えられることから、工事の実施による自然と
のふれあいの場への交通手段の阻害による影響は
小さいと予測された。 

① 資材運搬等の車両の主な走行ルートの交通量
の増加割合は、0.6％と少ない。 

② 資材運搬等の車両の走行に伴う大気質、騒
音、振動、動物及び生態系の将来予測結果
は、環境保全目標との整合が図られる結果で
あった。 

③ 工事の実施に際して、対象事業実施区域周辺
地域において、道路の通行規制、新規道路の
整備、既存道路の付け替え（廃止）を行う計
画はない。 

④ 自然とのふれあいの場は、対象事業実施区域
から約 200m 以上離れており、直接的な影響
を及ぼすような計画はない。 

 
 
＜存在・供用時＞ 
○施設の存在 
・自然とのふれあいの場の利用環境の状況 
施設の稼働に伴う大気質、騒音、低周波音、振

動、悪臭及び土壌の将来予測結果は、環境保全目
標との整合が図られる結果であった。 
施設の存在に伴う動物、植物、生態系、眺望景

観、日照及び電波障害の将来予測結果は、環境保
全目標との整合が図られる結果であった。 
以上に示す関連要素の予測・評価の結果に加え

て、自然とのふれあいの場は、対象事業実施区域
から約 200m 以上離れており、改変等の直接的な影
響はないことから、施設の存在及び施設の稼働に
よる自然とのふれあいの場の利用環境への影響は
小さいと予測された。 
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3. 評価結果の概要 

評価結果（自然とのふれあいの場） 

＜工事中、存在・供用時＞ 
○建設機械の稼働・資材運搬等の車両の走行 

環境の保全に関する配慮方針 

・関連要素における「環境の保全に関する配慮
方針」を徹底し、自然とのふれあいの場の利
用を妨げないようにするとともに、周辺環境
との調和に十分配慮した工事計画の策定、実
施に努める。 

・資材運搬等の車両の走行により近接する自然
とのふれあいの場の利用を妨げないよう、運
行ルートを設定し、運転手に運行ルートの走
行を遵守させ、自然とのふれあいの場の利用
を妨げないよう教育する。 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
工事の実施にあたっては、「環境の保全に関する

配慮方針」を徹底することにより、自然とのふれ
あいの場の利用環境への影響及び交通手段の阻害
への影響は小さいものに抑えられると考えられる
ことから、実行可能な範囲内でできる限り低減さ
れると評価した。 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
工事の実施に伴う自然とのふれあいの場の利用

環境への影響及び交通手段の阻害への影響は小さ
いと予測されることから、環境保全目標との整合
が図られていると評価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

自然との 
ふれあいの場 

「自然とのふれあいの場の利用
に支障を及ぼさないこと」 

 

＜存在・供用時＞ 
○施設の存在・施設の稼働 

環境の保全に関する配慮方針 

・関連要素における「環境の保全に関する配慮
方針」を徹底し、自然とのふれあいの場の利
用を妨げないようにするとともに、周辺環境
との調和に十分配慮した施設運営に努める。 

・廃棄物運搬車両の走行により近接する自然と
のふれあいの場の利用を妨げないよう、収集
ルートを設定し、運転手に収集ルートの走行
を遵守させ、自然とのふれあいの場の利用を
妨げないよう指導する。 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
施設の存在及び施設の稼働にあたっては、「環境

の保全に関する配慮方針」を徹底することによ
り、自然とのふれあいの場の利用環境への影響は
小さいものに抑えられると考えられることから、
実行可能な範囲内でできる限り低減されると評価
した。 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
施設の存在及び施設の稼働に伴う自然とのふれ

あいの場の利用環境への影響は小さいと予測され
ることから、環境保全目標との整合が図られてい
ると評価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

自然との 
ふれあいの場 

「自然とのふれあいの場の利用
に支障を及ぼさないこと」 
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11-11 日照阻害 

1. 調査結果の概要 

調査結果（日照阻害） 

＜天空写真（8時）＞ 
・ST-1：北西 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ST-2：西 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ST-3：南 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ST-4：北 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

北 

南 

東 西 

北 

南 

東 西 

北 

南 

東 西 

北 

南 

東 西 
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2. 予測結果の概要 

予測結果（日照阻害） 

＜存在・供用時＞ 
○施設の存在 
施設の存在に伴う日照阻害は､5 時間等時間日影

線が北側に隣接する工場にかかると予測された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時刻別日影時 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等時間日影時 
 

 

3. 評価結果の概要 

評価結果（日照阻害） 

＜存在・供用時＞ 
○施設の存在 

環境の保全に関する配慮方針 

・日影による影響が、可能な範囲で低減される
よう、建物の高さ及び排気筒の配置等に配慮
した施設計画とする。 

・敷地境界近辺の植栽については、日影による
周辺住宅等への影響が生じないよう配慮し
て、緑化計画（施設計画）を検討する。 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
施設の存在にあたっては、「環境の保全に関する

配慮方針」を徹底することにより、日照阻害への
影響は低減されると考えられる。 
以上により、施設の存在に伴う日照阻害の影響

は、実行可能な範囲内でできる限り低減されると
評価した。 
 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
施設の存在に伴う日照阻害は､5 時間等時間日影

線が北側に隣接する工場にかかることとなるが、
この部分は駐車場、工場棟であり生活環境への大
きな影響はないと考えられることから、環境保全
目標との整合が図られていると評価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

日照阻害 
「周辺地域の日照が著しく阻害さ
れるおそれがないこと」 
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11-12 電波障害 

1. 調査結果の概要 

調査結果（電波障害） 

＜電波の発信状況＞ 
◇地上デジタル 

送信局 放送局名 

児玉局 NHK 総合、NHK 教育 

前橋局 NHK 総合、NHK 教育 

東京ｽｶｲﾂﾘｰ NHK 総合、NHK 教育 

 
 

 
◇衛星放送 

送信局 衛星放送の名称 

BS 放送 
BSAT-3a、BSAT-3b、BSAT-3c、 
JCSAT-110R 

CS 放送 N-SAT-110、JCSAT-3A、JCSAT-4B 

 
 

 

2. 予測結果の概要 

予測結果（電波障害(1)） 

＜存在・供用時＞ 
○施設の存在 
施設の存在に伴う電波障害の予測範囲を下図に

示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地上デジタル放送電波障害の予測範囲（児玉局） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地上デジタル放送電波障害の予測範囲（前橋局） 
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予測結果（電波障害(2)） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地上デジタル放送電波障害の予測範囲（ｽｶｲﾂﾘｰ局） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衛生放送電波障害の予測範囲（BS、CS） 
 

 

3. 評価結果の概要 

評価結果（電波障害） 

＜存在・供用時＞ 
○施設の存在 

環境の保全に関する配慮方針 

・電波障害の影響ができる限り低減されるよ
う、建物及び排気筒の高さ、配置等に配慮す
る。 

・受信障害が発生し、本事業に起因する障害で
あることが明らかになった場合には、共同受
信施設設置など適切な対策を実施する。 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
事業の実施に当たっては、「環境の保全に関する

配慮方針」を実施することにより、実行可能な範
囲内でできる限り低減されると評価した。 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
施設の存在に伴う電波障害の予測範囲は、工業

団地内であり、住宅等の生活関連施設は存在しな
い。遮蔽障害の可能性がある工場棟に関しても、
障害局とは異なる局にて受信しているため、正常
に受信できると予測された。 
以上により、周辺地域の住民のテレビジョン放

送電波の受信に支障を及ぼさないことから、環境
保全目標との整合が図られていると評価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

電波障害 
「周辺地域の住民のテレビジョン
放送電波の受信に支障を及ぼさ
ないようにする」 
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11-13 廃棄物等 

1. 予測結果の概要 

予測結果（廃棄物等） 

＜工事中＞ 
○造成等の工事（廃棄物） 
工事期間中に想定される廃棄物の排出量は、下

表に示すとおりである。 
 
廃棄物の排出量           

廃棄物の種類 排出量(t) ﾘｻｲｸﾙ率 

アスファルト 69 99％以上 

コンクリート塊 900 99％以上 

ガラスくず・陶器くず 350 90％以上 

廃プラスチック 105 90％以上 

金属くず 100 99％以上 

木くず（建設発生木材） 208 99％以上 

建設混合廃棄物 348 75％以上 

石膏ボード 10 － 

 
○造成等の工事（残土） 
掘削発生土は、場内利用を基本とするが、場外

へ搬出する掘削発生土は、「埼玉県土砂の排出、た
い積等の規制に関する条例」（平成 14 年埼玉県条
例第 64 号）に基づき、可能な範囲で埋め戻し等に
使用する。 

 
残土量 

                 （m3） 
掘削発生土量 場内利用土量 場外搬出量 

14,000 6,000 8,000 

 
 

＜存在・供用時＞ 
○施設の稼働 
施設の稼働に伴う廃棄物等の予測結果は、下表

に示すとおりである。 
なお、生活排水は合併処理浄化槽で処理して工

業団地内の排水管へ排水し、プラント排水は計画
外への排水はないことから、いずれも予測結果に
含めていない。 
 

廃棄物等の年間排出量 
         （t/年） 

廃棄物 
の種類 

排出量 処分方法 

焼却灰 5,584 再資源化又は管理型最終処分 

飛 灰 4,821 再資源化又は管理型最終処分 

合 計 10,405  
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2. 評価結果の概要 

評価結果（廃棄物等） 

＜工事中＞ 
○造成等の工事 

環境の保全に関する配慮方針 

・廃棄物の発生抑制、減量化及び再利用・再資
源化の向上に努める。 

・再利用・再資源化できない廃棄物は、関係法
令等を遵守して、適正な処理・処分を実施す
る。 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
廃棄物等の排出量は、廃棄物等の発生抑制及び

再資源化により、実行可能な範囲内でできる限り
低減されると評価した。 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
廃棄物等の影響は、環境保全目標を満足すると

予測されており、環境保全目標との整合が図られ
ているものと評価した。 
なお、残土については、可能な範囲で場内利用

し、場外搬出土についても可能な範囲で再利用す
る計画である。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

廃棄物等 
「建設リサイクル推進計画 2015
（関東地域版）」に示されている
再資源率等の目標を満足すること 

 
 

＜存在・供用時＞ 
○施設の稼働 

環境保全措置 

・廃棄物は、関係法令等を遵守して、適正な処
理・処分を実施するとともに、分別回収の
上、減量化及び再利用・再資源化の向上に努
める。 

・施設では処理できない処理不適物（資源化不
適物）は、関係法令等を遵守して、埋め立て
処分等適正に処理を行う。 

・焼却灰及び焼却飛灰は、再資源化を実施した
のち、最終処分場で処分を基にして、資源化
技術の動向等を考慮しながら、処理・処分方
法を検討する。 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
施設の稼働に伴い発生する流動媒体は、埋立に

よる最終処分を行うが、廃棄物の焼却に伴い発生
する灰は、全量をばいじん（飛灰）として捕集
し、可能な限り造粒固化等を行う再生業者で再生
利用し、一部は埋立による最終処分を行う計画と
している。 
以上により、施設の稼働に伴う廃棄物（流動媒

体及び飛灰）の排出量は、実行可能な範囲内でで
きる限り低減されると評価した。 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
施設の稼働に伴う廃棄物等の影響は、廃棄物等

の発生量を実行可能な範囲でできる限り低減され
ていることから、環境保全目標との整合が図られ
ていると評価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

廃棄物等 
「廃棄物等の排出量をできる限り
抑制すること」 
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11-14 温室効果ガス等 

1. 予測結果の概要 

予測結果（温室効果ガス等） 

＜工事中＞ 
○建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行 
建設機械の稼働に伴う工事期間中の温室効果ガ

スの総排出量は、937t-CO2と予測された。 
 

資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの
工事期間中における総排出量は、282t-CO2と予測
された。 

＜存在・供用時＞ 
○施設の稼働 
施設の稼働に伴う年間の温室効果ガス総排出量

は、89,068t-CO2/年、削減量は 11,227t-CO2/年と予
測された。 
 

○廃棄物運搬車両等の走行 
廃棄物運搬車両等の走行に伴う年間の温室効果

ガスの総排出量は、2,645t-CO2と予測された。 

 

2. 評価結果の概要 

評価結果（温室効果ガス等(1)） 

＜工事中＞ 
○建設機械の稼働 

環境の保全に関する配慮方針 

・建設機械は、実行可能な範囲で、低公害機種
を使用する。 

・建設機械の空ぶかしや過負荷運転を抑制す
る。 

・建設機械に使用する燃料は、適正な品質のも
のを使用する。等 

 
○資材運搬等の車両の走行 

環境の保全に関する配慮方針 

・資材運搬等の車両は、実行可能な範囲で、低
公害機種を使用する。 

・資材運搬等の車両の点検・整備を十分に行
い、空ぶかしを避けるとともにアイドリング
ストップ等のエコドライブを実施するよう車
両運転手への指導を徹底し、良好な沿道環境
の維持に努める。 

・資材運搬等の車両に使用する燃料は、適正な
品質のものを使用する。等 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
○建設機械の稼働 
建設機械の稼働に伴い排出される温室効果ガス

に対しては、建設機械の稼働に関する「環境の保
全に関する配慮方針」を実施し、排出量の削減に
努めることにより、温室効果ガスの影響は、実行
可能な範囲内でできる限り低減されると評価し
た。 
 
○資材運搬等の車両の走行 
資材運搬等の車両の走行に伴い排出される温室

効果ガスに対しては、資材運搬等の車両の走行に
関する「環境の保全に関する配慮方針」を実施
し、排出量の削減に努めることにより、温室効果
ガスの影響は、実行可能な範囲内でできる限り低
減されると評価した。 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
○建設機械の稼働 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律」
における事業者の責務を遵守する。 
また、低燃費の建設機械の利用に努める等によ

り、「建設業の環境自主行動計画」の目標を満足す
る。 
以上により、環境保全目標との整合が図られて

いると評価した。 
 

◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

温室効果 
ガス等 

・「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」の事業者の責務 

・「建設業の環境自主行動計画第 7
版」の CO2排出量の削減目標 

 
○資材運搬等の車両の走行 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律」
における事業者の責務を遵守する。 
また、アイドリングストップ等により「建設業

の環境自主行動計画」の目標を満足する。 
以上により、環境保全目標との整合が図られて

いると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

温室効果 
ガス等 

・「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」の事業者の責務 

・「建設業の環境自主行動計画第 7
版」の CO2排出量の削減目標 
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評価結果（温室効果ガス等(2)） 

＜存在・供用時＞ 
○施設の稼働 

環境の保全に関する配慮方針 

・できる限り高効率の廃棄物発電を設置する
等、蒸気や高温水等の有効活用を図る。 

・省エネルギー設備の導入について検討する。 
・断熱性の高い外壁材等の使用に努める。等 

 
○廃棄物運搬車両等の走行 

環境の保全に関する配慮方針 

・廃棄物運搬車両による環境負荷を低減するた
め、天然ガス収集車の導入を継続するととも
に、ハイブリッド収集車をはじめとする次世
代自動車に関する情報を収集し、導入を図
る。 

・廃棄物運搬車両等については、十分な点検・
整備を行い、急発進や急加速を避けるなど、
適正な走行に努める。 

・廃棄物運搬車両等については、「埼玉県生活環
境保全条例」に基づきアイドリングストップ
の義務を遵守するとともに、空ぶかしを抑制
する。 

 
１ 影響の回避・低減の観点 
○施設の稼働 
施設の稼働に伴い排出される温室効果ガスに対

しては、廃棄物発電を実施することにより、温室
効果ガスの削減が見込まれることから、実行可能
な範囲内でできる限り低減されると評価した。 
 

○廃棄物運搬車両等の走行 
廃棄物運搬車両等の走行に伴い排出される温室

効果ガスに対しては、廃棄物運搬車両等の運転時
の配慮等により、排出量の削減に努めることか
ら、実行可能な範囲内でできる限り低減されると
評価した。 
 

２ 基準・目標等との整合の観点 
○施設の稼働 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律」
における事業者の責務を遵守する。 
また、ごみの焼却に伴う余熱利用により発電を

行うことにより、「埼玉県地球温暖化対策実行計画
(第 2期)」の事業者の役割等に寄与する。 
以上により、環境保全目標との整合が図られて

いると評価した。 
 

◇環境保全目標 
項目 環境保全目標 

温室効果 
ガス等 

・「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」の事業者の責務 

・「埼玉県地球温暖化対策実行計
画(第 2期)」の事業者の役割 

・「埼玉県地球温暖化対策推進条
例に基づく建築物対策指針」の
建築主が講ずるよう努めなけれ
ばならない措置 

 
○廃棄物運搬車両等の走行 
「環境の保全に関する配慮方針」を実施するこ

とにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律」
における事業者の責務を遵守する。 
また、アイドリングストップ等を行うなど、「埼

玉県地球温暖化対策実行計画(第 2期)」の事業者
の役割等に寄与する。 
以上により、環境保全目標との整合が図られて

いると評価した。 
 
◇環境保全目標 

項目 環境保全目標 

温室効果 
ガス等 

・「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」の事業者の責務 

・「埼玉県地球温暖化対策実行計
画(第 2期)」の事業者の役割 

・「埼玉県地球温暖化対策推進条
例に基づく建築物対策指針」の
建築主が講ずるよう努めなけれ
ばならない措置 
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第 12 章 事後調査の計画 

12-1 事後調査項目並びに選定項目のうち事後調査項目から除外する項目及びその理由 

 12-1-1 事後調査項目の選定 

     環境影響評価項目に選定した項目のうち、事後調査を実施する項目の選定結果は、表 12-1-

1 に示すとおりである。 

     なお、対象事業実施区域は工業専用地域であり、対象事業実施区域の周辺は工業団地となる

ことから、事後調査を実施する項目の選定については、生活環境への影響を中心に検討した。 

 

表 12-1-1 事後調査項目の選定結果 

環境影響評価項目 影響要因の区分 環境影響要因 
事後調査項目 
選定結果 

大気質 工事中 建設機械の稼働 × 

  資材運搬等の車両の走行 ○ 

 存在・供用時 施設の稼働 ○ 

  廃棄物運搬車両等の走行 ○ 

騒音・低周波音 工事中 建設機械の稼働 × 

  資材運搬等の車両の走行 ○ 

 存在・供用時 施設の稼働 × 

  廃棄物運搬車両等の走行 ○ 

振動 工事中 建設機械の稼働 × 

  資材運搬等の車両の走行 ○ 

 存在・供用時 施設の稼働 × 

  廃棄物運搬車両等の走行 ○ 

悪臭 存在・供用時 施設の稼働 × 

土壌 工事中 造成等の工事 × 

 存在・供用時 施設の稼働 × 

動物 工事中 建設機械の稼働 × 

  資材運搬等の車両の走行 × 

  造成等の工事 × 

 存在・供用時 施設の存在 × 

植物 工事中 造成等の工事 × 

 存在・供用時 施設の存在 × 

生態系 工事中 建設機械の稼働 × 

  資材運搬等の車両の走行 × 

  造成等の工事 × 

 存在・供用時 施設の存在 × 

景観 存在・供用時 施設の存在 ○ 

自然とのふれあいの場 工事中 建設機械の稼働 × 

  資材運搬等の車両の走行 × 

 存在・供用時 施設の存在 × 

  施設の稼働 × 

日照阻害 存在・供用時 施設の存在 × 

電波障害 存在・供用時 施設の存在 × 

廃棄物等 工事中 造成等の工事 × 

 存在・供用時 施設の稼働 × 

温室効果ガス等 工事中 建設機械の稼働 × 

  資材運搬等の車両の走行 × 

 存在・供用時 施設の稼働 × 

  廃棄物運搬車両等の走行 × 

注）「○」は事後調査項目に選定することを、「×」は事後調査項目から除外することを表す。 
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 12-1-2 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

     環境影響評価項目に選定した項目のうち、事後調査項目から除外する項目及びその理由につ

いては、表 12-1-2(1)～表 12-1-2(2)に示すとおりである。 

 

表 12-1-2(1) 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

環境影響 
評価項目 

影響要因 
の区分 

環境影響要因 除外する理由 

大気質 工事中 建設機械の稼働 建設機械の稼動に伴う大気質の影響は、小さいと予測さ
れた。また、建設機械の稼動に伴う大気質の影響範囲は小さ
く、対象事業実施区域周辺は工業団地であるため民家等の
生活環境が存在しない。 
このため、建設機械の稼動による大気質への影響につい

ては、事後調査項目から除外する。 

騒音・ 
低周波音 

工事中 建設機械の稼動 建設機械の稼動及び施設の稼動による騒音・低周波音の
影響は、小さいと予測された。また、建設機械稼動及び施設
の稼動に伴う騒音・低周波音の影響範囲は小さく、対象事業
実施区域周辺は工業団地であるため民家等の生活環境が存
在しない。 
このため、建設機械の稼動及び施設の稼動による騒音・低

周波音への影響については、事後調査項目から除外する。 

存在・ 
供用時 

施設の稼動 

振動 工事中 建設機械の稼動 建設機械の稼動及び施設の稼動による振動の影響は、小
さいと予測された。また、建設機械の稼動及び施設の稼動に
伴う振動の影響範囲は小さく、対象事業実施区域周辺は工
業団地であるため民家等の生活環境が存在しない。 
このため、建設機械の稼動及び施設の稼動による振動へ

の影響については、事後調査項目から除外する。 

存在・ 
供用時 

施設の稼動 

悪臭 存在・ 
供用時 

施設の稼動 施設の稼動による悪臭の影響は、小さいと予測された。ま
た、施設の稼動に伴う悪臭の影響範囲は小さく、対象事業実
施区域周辺は工業団地であるため民家等の生活環境が存在
しない。 
このため、施設の稼動による悪臭への影響については、事

後調査項目から除外する。 

土壌 工事中 造成等の工事 造成等の工事よる土壌の影響は、小さいと予測された。ま
た、造成等の工事による土壌の搬出は「埼玉県土砂の排出、
たい積等の規制に関する条例」に基づき適切に管理する。 
このため、造成等の工事による土壌への影響については、

事後調査項目から除外する。 
存在・ 
供用時 

施設の稼動 施設の稼動による土壌の影響は、小さいと予測された。ま
た、施設の稼働に伴い排出されるばい煙の拡散に伴って拡
散・沈降すると想定されるダイオキシン類については、大気
質の調査を実施する。 
このため、施設の稼動による土壌への影響については、事

後調査項目から除外する。 
動物 工事中 造成等の工事 保全すべき種への影響は小さいと予測された。また、対象

事業実施区域内で確認された保全すべき種は、上空を通過
したハヤブサのみであり、ハヤブサの営巣適地は高層建造
物や崖の岩棚などであることから当地を繁殖地とすること
は考えにくい。 
このため、工事の実施、施設の存在及び施設の稼動による

動物への影響については、事後調査項目から除外する。 

存在・ 
供用時 

施設の存在 
施設の稼働 

植物 工事中 造成等の工事 保全すべき種への影響は小さいと予測された。また、確認
された保全すべき種はいずれも対象事業実施区域外であっ
た。 
このため、工事の実施、施設の存在及び施設の稼動による

植物への影響については、事後調査項目から除外する。 

存在・ 
供用時 

施設の存在 
施設の稼働 
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表 12-1-2(2) 事後調査項目から除外する項目及びその理由 

環境影響 
評価項目 

影響要因 
の区分 

環境影響要因 除外する理由 

生態系 工事中 造成等の工事 生態系への影響は小さいと予測された。また、対象事業実
施区域の樹林地の改変率は、予測地域全体の 1％以下とな
り、対象事業実施区域周辺に広く樹林地が存在すること、対
象事業実施区域内の緑地整備により、現況と同様の樹林地
等を整備することから、供用後における対象事業実施区域
及びその周辺において、選定した着目種等が生息・生育する
生態系は、維持されると予測される。 
このため、工事の実施、施設の存在及び施設の稼動による

生態系への影響については、事後調査項目から除外する。 

存在・ 
供用時 

施設の存在 
施設の稼働 

自然との
ふれあい
の場 

工事中 建設機械の稼働 
資材運搬等の車両
の走行 

自然とのふれあいの場は、対象事業実施区域から約 200ｍ
以上離れており、改変等の直接的な影響はなく、工事の実施
に伴う大気質、騒音及び振動等の他項目における影響、並び
に存在・供用に伴う大気質、騒音及び振動等の他項目におけ
る影響は、環境保全目標との整合が図られており、自然との
ふれあいの場への影響は小さいと予測された。また、工事の
実施時における資材運搬等の車両の走行に伴う利用者への
影響については、利用者の走行ルートの一部で重複し、交通
量を増加させるものの、増加率は約 0.6％と小さく、大気質、
騒音、振動等の他の項目における影響は、環境保全目標に適
合しており、影響は小さいと予測された。 
このため、工事の実施及び施設の存在による自然とのふ

れあいの場への影響については、事後調査項目から除外す
る。 

存在・ 
供用時 

施設の存在 
施設の稼働 

日照阻害 存在・ 
供用時 

施設の存在 日照阻害の予測手法は精度が確保され、施設の存在によ
って周辺地域に生じる日照阻害は、北側駐車場及び工場棟
に限られ、生活環境への大きな影響はないと予測された。 
このため、施設の存在による日照阻害の影響については、

事後調査項目から除外する。 
電波障害 存在・ 

供用時 
施設の存在 電波障害の予測手法は精度が確保され、施設の存在に伴

う電波障害の遮蔽障害範囲には、住宅等の生活関連施設は
存在せず、遮蔽障害の可能性がある工場棟に関しても、障害
局とは異なる局にて受信しているため、正常に受信できる
と予測された。 
このため、施設の存在による電波障害の影響については、

事後調査項目から除外する。 

廃棄物等 工事中 造成等の工事 造成等の工事及び施設の稼動に伴う廃棄物等への影響は
小さいと予測された。また、環境の保全に関する配慮方針を
遵守することにより環境保全目標との整合が図られている
と評価された。 
このため、造成等の工事及び施設の稼動による廃棄物等

への影響については、事後調査項目から除外する。 

存在・ 
供用時 

施設の稼働 

温室効果
ガス等 

工事中 建設機械の稼働 
資材運搬等の車両
の走行 

工事中及び施設の存在・供用に伴う温室効果ガス等への
影響は小さいと予測された。また、環境の保全に関する配慮
方針を遵守することにより環境保全目標との整合が図られ
ていると評価された。 
このため、工事中及び施設の存在・供用に伴う温室効果ガ

ス等への影響については、事後調査項目から除外する。 

存在・ 
供用時 

施設の稼働 
廃棄物運搬車両等
の走行 
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12-2 事後調査の方法等 

12-2-2 調査内容 

1. 大気質 

本事業における予測において、不確実性を伴うため、生活環境への影響の程度を把握する

ことを目的として、工事中における資材運搬等の車両の走行、並びに存在・供用時における

施設の稼働及び廃棄物運搬車両等の走行に伴う大気質の状況等について事後調査を実施す

る。 

また、環境保全措置の実施状況について、現地確認及び関係資料の整理により確認する。

事後調査の内容は、表 12-2-1(1)～表 12-2-1(2)に示すとおりである。 

 

表 12-2-1(1) 事後調査の内容（工事中における大気質への影響） 

環境影響 

要因 
調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

資材運搬等の 

車両の走行 

沿道大気の状況 

（二酸化窒素、

浮遊粒子状物

質） 

資材運搬等の車両

の走行による影響

が最大と想定され

る時期（7日間連

続） 

資材運搬等の車両の

主要な走行経路上の

1地点（現地調査地

点に同じ（図 12-2-

1(1)、図 12-2-1(5)

参照）） 

「二酸化窒素に係る

環境基準について」

（昭和 53 年環境庁

告示第 38 号）に定

める方法 

「大気の汚染に係る

環境基準について」

（昭和 48 年環境庁

告示第 25、35 号）

に定める方法 
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表 12-2-1(2) 事後調査の内容（存在・供用時における大気質への影響） 

環境影響 

要因 
調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

施設の稼働 環境大気の状況 

（二酸化窒素、 

二酸化硫黄、浮

遊粒子状物質、 

塩化水素、ダイ

オキシン類、水

銀、降下ばいじ

ん） 

施設の稼働が定常

状態となる時期 

（7日間連続） 

対象事業実施区

域及び周辺地域

4地点 

（現地調査地点

に同じ（図 12-

2-1(1)～図 12-

2-1(5)参照）） 

「二酸化窒素に係る環境

基準について」（昭和 53

年環境庁告示第 38 号）、

「大気の汚染に係る環境

基準について」（昭和 48

年環境庁告示第 25、35

号）、「大気汚染物質測定

法指針」（昭和 63 年、環

境庁）、「ダイオキシン類

による大気の汚染、水質

の汚濁（水底の底質の汚

染を含む。）及び土壌の汚

染に係る環境基準」（平成

11 年環境庁告示第 68

号）、「有害大気汚染物質

測定方法マニュアル」（平

成 23 年、環境省）、「ダス

トジャー法衛生試験法

（日本薬学会）」に定める

方法 

地上気象 

（風向・風速） 

対象事業実施区

域内1地点 

（現地調査地点

に同じ（図12-

2-1(1)、図12-

2-1(3)参照）） 

「地上気象観測指針」（平

成 14 年、気象庁）に定め

る方法 

廃棄物運搬 

車両等の走行 

沿道大気の状況 

（二酸化窒素、 

浮遊粒子状物

質） 

施設の稼働が定常

状態となる時期 

（7日間連続） 

廃棄物運搬車両

等の主要な走行

経路上の 1地点

（現地調査地点

に同じ（図 12-

2-1(1)、図 12-

2-1(5)参照）） 

「二酸化窒素に係る環境

基準について」（昭和 53

年環境庁告示第 38 号）、

「大気の汚染に係る環境

基準について」（昭和 48

年環境庁告示第 25、35

号）に定める方法 
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2. 騒音 

本事業における予測において、不確実性を伴うため、生活環境への影響の程度を把握

することを目的として、工事中における資材運搬等の車両の走行、並びに存在・供用時

における廃棄物運搬車両等の走行に伴う騒音の状況等について事後調査を実施する。 

また、環境保全措置の実施状況について、現地確認及び関係資料の整理により確認す

る。事後調査の内容は、表 12-2-2(1)～表 12-2-2(2)に示すとおりである。 

 

表 12-2-2(1) 事後調査の内容（工事中における騒音の影響） 

環境影響 

要因 
調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

資材運搬等の

車両の走行 

道路交通騒音 

道路交通の状況 

（交通量、走行

速度） 

資材運搬等の車両

の走行による影響

が最大と想定され

る時期 

（平日 7～19 時連

続） 

資材運搬等の車両の

主要な走行経路上の

1地点 

（現地調査地点のう

ち、ST-6(№2)（図

12-2-1(6)参照）） 

 

ST-5（№1）は周辺に

民家等の生活環境が

なく、工業専用地域

であり環境基準が適

用されないことから

除外した。 

「騒音に係る環境基

準について」（平成

10 年環境庁告示第

64 号）に定める方法 

交通量は、車種別

（大型車、小型車、

自動二輪車）・方向

別にカウンターにて

計数する方法 

走行速度は、1時間

毎にスピードガンで

測定する方法 

 

 

表 12-2-2(2) 事後調査の内容（存在・供用時における騒音への影響） 

環境影響 

要因 
調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

廃棄物運搬 

車両等の走 

行 

道路交通騒音道

路交通の状況

（交通量、走行 

速度） 

施設の稼働が定常

状態となる時期

（平日・休日の 7

時～19 時連続） 

廃棄物運搬車両等の

主要な走行経路上の

1地点 

（現地調査地点のう

ち、ST-6(№2)（図

12-2-1(6)参照）） 

 

ST-5（№1）は周辺に

民家等の生活環境が

なく、工業専用地域

であり環境基準が適

用されないことから

除外した。 

「騒音に係る環境基

準について」（平成

10 年環境庁告示第

64 号）に定める方法 

交通量は、車種別

（大型車、小型車、

自動二輪車）・方向

別にカウンターにて

計数する方法 

走行速度は、1時間

毎にスピードガンで

測定する方法 
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3. 振動 

本事業における予測において、不確実性を伴うため、生活環境への影響の程度を把握

することを目的として、工事中における資材運搬等の車両の走行、並びに存在・供用時

における廃棄物運搬車両等の走行に伴う振動の状況等について事後調査を実施する。 

また、環境保全措置の実施状況について、現地確認及び関係資料の整理により確認す

る。事後調査の内容は表 12-2-3(1)～表 12-2-3(2)に示すとおりである。 

 

表 12-2-3(1) 事後調査の内容（工事中における振動の影響） 

環境影響 

要因 
調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

資材運搬等の 

車両の走行 

道路交通振動 

道路交通の状 

況（交通量、走 

行速度） 

資材運搬等の車両

の走行による影響

が最大と想定され

る時期 

（平日 7～19 時連

続） 

資材運搬等の車両の

主要な走行経路上の

1地点 

（現地調査地点のう

ち、ST-6(№2)（図

12-2-1(6)参照）） 

 

ST-5（№1）は周辺に

民家等の生活環境が

なく、工業専用地域

であり要請限度が適

用されないことから

除外した。 

「振動規制法施行規 

則」（昭和 51年総理

府令第 58 号）に定

める方法 

交通量は、車種別

（大型車、小型車、

自動二輪車）・方向

別にカウンターにて

計数する方法 

走行速度は、1時間

毎にスピードガンで

測定する方法 

 

表 12-2-3(2) 事後調査の内容（存在・供用時における振動への影響） 

環境影響 

要因 
調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

廃棄物運搬車 

両等の走行 

道路交通振動 

道路交通の状況

（交通量、走行

速度） 

施設の稼働が定常

状態となる時期

（平日・休日の 7

時～19 時連続） 

廃棄物運搬車両等の

主要な走行経路上の

1地点 

（現地調査地点のう

ち、ST-6(№2)（図

12-2-1(6)参照）） 

 

ST-5（№1）は周辺に

民家等の生活環境が

なく、工業専用地域

であり要請限度が適

用されないことから

除外した。 

「振動規制法施行規 

則」（昭和 51年総理

府令第 58 号）に定

める方法 

交通量は、車種別

（大型車、小型車、

自動二輪車）・方向

別にカウンターにて

計数する方法 

走行速度は、1時間

毎にスピードガンで

測定する方法 
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4. 景観 

本事業における予測において、不確実性を伴うため、生活環境への影響の程度を把握

することを目的として、存在・供用時における施設の存在に伴う景観の状況について事

後調査を実施する。 

また、環境保全措置の実施状況について、現地確認及び関係資料の整理により確認す

る。事後調査の内容は、表 12-2-4 に示すとおりである。 

 

表 12-2-4 事後調査の内容（存在・供用時における景観への影響） 

環境影響 

要因 
調査項目 調査期間・頻度 調査地点 調査方法 

施設の存在 景観の状況 

（眺望景観） 

新施設完成後 

（1回） 

対象事業実施区域周 

辺 6地点（現地調査 

地点のうち、中景及

び遠景地点（図 12-

2-1(7)参照）） 

 

ST-1～ST-7 は近隣に

住宅等がなく、歩行

者や公園等の利用も

少ないことから除外

した。 

写真撮影による方法 

 

 

5. 事後調査の調査地点 

事後調査を実施する大気質、騒音、振動、景観の調査地点は図 12-2-1(1)～(7)に示す

とおりである。 

 

6. 事後調査の工程 

本事業の実施にあたり、調査を予定する事後調査の工程を表 12-2-5 に示す。 
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図 12-2-1(1) 大気質の調査地点（環境大気、沿道大気、交通量等、気象の状況） 

国道 140 号 

国道 140 号 

川本北小 

秩父鉄道 

●：調査地点（ST-1～ST-6） 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

桜ヶ丘小 

JR 高崎線 
国道 17 号 

ST-1 

● 

ST-6 

● 

上越新幹線 

航空自衛隊熊谷基地 

籠原小 

交通安全環境研究所 

ST-4 

市道 I-120 号 
市道幹 2号 

● 

● 
ST-2 
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仙元山公園 

UACJ 深谷製造所 
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図 12-2-1(2) 大気質の調査地点（環境大気） 

● 

ST-5 

● 

ST-2 

桜ヶ丘小 

仙元山公園 

JR 高崎線深谷駅 

正智深谷高 

県道 69 号深谷嵐山

総合体育館 

（ビッグタートル） 

●：調査地点（ST-2、ST-5） 
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図 12-2-1(3) 大気質の調査地点（環境大気） 
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ST-1 
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ST-4 

市道 I-120 号 

市道幹 2号 

交通安全環境研究所 

UACJ 深谷製造所 

国道 140 号 

●：調査地点（ST-1、ST-4） 
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図 12-2-1(4) 大気質の調査地点（環境大気） 
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ST-3 

籠原小 

JR 高崎線 

特別養護老人ホーム 

美土里町新堀線 
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国道 17 号 
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深谷東松山線 

外山公園 

●：調査地点（ST-3） 
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図 12-2-1(5) 大気質の調査地点（沿道大気、交通量） 

● 

ST-6、№1 

市道幹 2号 

市道 I-120 号 

●：調査地点（ST-6、№1） 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

市道幹 2号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 
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図 12-2-1(6) 事後調査地点図（騒音、振動） 

 

● 

ST-6、№2 

市道幹 2号 

●：調査地点 

：資材運搬等の車両及び 

 廃棄物運搬車両等の主要なルート 

市道幹 2号 

上越新幹線 

UACJ 深谷製造所 

市道 I-120 号 
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図 12-2-1(7) 事後調査地点図（景観）  

ST-11 

● ST-9 

● 

ST-12 

● 
ST-13 

● 

ST-10 
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ST-8 

●：調査地点 

市道幹 2号 

● 

市道 I-120 号 

仙元山公園 UACJ 深谷製造所 

市道幹 2号 
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表 12-2-5 事後調査の工程 

 令和 5年 令和 6年 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 

工 
 

事 

既存建物解体 
      

土工事 
      

建築工事 
      

プラント工事 
      

施設供用 
      

事
後
調
査 

大気質【工事中】 

 

【存在・供用時】 

      

      

騒音 【工事中】 

 

【存在・供用時】 

      

      

振動 【工事中】 

 

【存在・供用時】 

      

      

景観 

【存在・供用時】 

      

注）事後調査の実施期間は、現時点での想定であり、工事の進捗状況により変更する可能性がある。 

 

 

 

 

  

工事車両の走行ピーク時：7日間 

施設完成後：7日間 

工事車両の走行ピーク時：平日 7時～19 時 

施設完成後：平日・休日 7 時～19 時 

工事車両の走行ピーク時：平日 7時～19 時 

施設完成後：平日・休日 7 時～19 時 

施設稼働後：1回 
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12-3 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応方針 

事後調査の結果、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合は、測定データ

を検討し、必要に応じて影響要因を推定するための調査を実施する。 

その結果、環境影響が本事業に起因すると判断された場合には、事業者である株式会

社シタラ興産が主体となり、改善のための措置等を検討、実施する。 

 

12-4 事後調査の実施体制 

 12-4-1 事後調査書の提出時期 

事後調査書は、工事中と施設の稼働時に分けて、それぞれの調査終了後に提出するも

のとし、提出時期は表 12-4-1 に示す予定とする。 

 

     表 12-4-1 事後調査書の提出時期（予定） 

工事中 工事期間の調査終了後、速やかに提出するものとし、令和 7年度末を目安

とする。 

存在・供用時 施設稼働の調査終了後、速やかに提出するものとし、令和 10 年度末を目安

とする。 

 

 12-4-2 事後調査を実施する主体 

事後調査は、事業者である株式会社シタラ興産が実施する。 
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環境影響評価の受託者の名称及び所在地 
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第 13 章 環境影響評価の受託者の名称及び所在地 

 

受 託 者 の 名 称 ：平成理研株式会社 

代 表 者 ：代表取締役 秋元 和人 

主たる事務所の所在地：栃木県宇都宮市石井町 2856-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


